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一

刊　

行　

の　

辞

明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
一
〇
月
四
日
、
日
本
大
学
の
原
点
で
あ
る
日
本
法
律
学
校
が
創
立
さ
れ
た
。
爾
来
一
二
五
年
の
歳
月
を
経

て
、
平
成
二
六
（
二
〇
一
四
）
年
、
日
本
大
学
法
学
部
は
創
設
一
二
五
周
年
と
い
う
記
念
す
べ
き
年
を
迎
え
た
。

一
二
五
周
年
記
念
事
業
と
し
て
は
、
記
念
式
典
・
祝
賀
会
を
は
じ
め
と
し
て
、
法
学
部
の
原
点
を
訪
ね
る
学
祖
展
、
法
学
部
一
二
五
年

の
歴
史
の
中
で
蓄
積
さ
れ
た
法
学
部
所
蔵
の
貴
重
書
・
特
別
書
の
展
示
会
が
開
催
さ
れ
る
。「
学
祖
の
ま
な
ざ
し
」
に
見
守
ら
れ
つ
つ
、

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
法
学
部
の
長
い
歴
史
と
伝
統
を
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
の
主
人
公
が
学
生
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
だ
ろ
う
。
創
設
一
二
五
周
年
を
記
念
し
て
キ
ャ
ン
パ
ス
整
備
も
進

め
ら
れ
た
が
、
そ
こ
に
も
学
生
が
主
人
公
と
い
う
考
え
は
貫
か
れ
て
い
る
。
法
学
部
に
は
難
関
と
言
わ
れ
る
国
家
試
験
あ
る
い
は
資
格
試

験
を
目
指
し
て
勉
学
に
励
む
学
生
が
い
る
が
、
彼
ら
に
よ
り
良
い
学
習
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
も
キ
ャ
ン
パ
ス
整
備
の
重
要
な
目
的
で
あ

る
。
そ
こ
で
学
部
の
旧
五
号
館
を
解
体
し
て
学
生
研
究
室
を
中
心
と
し
た
施
設
を
、
法
学
部
創
設
一
二
五
周
年
記
念
館
と
し
て
建
設
す
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
国
家
試
験
を
目
指
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
多
く
の
学
生
も
い
る
。
彼
ら
の
日
常
的
な
修
学
環
境
の
整
備
も
大
切
な
目

標
で
あ
り
。
本
館
の
耐
震
補
強
工
事
に
引
き
続
き
、
法
学
部
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
、
本
館
の
外
壁
工
事
、
さ

ら
に
授
業
講
堂
・
学
生
ホ
ー
ル
・
学
生
食
堂
・
ト
イ
レ
な
ど
の
内
装
工
事
も
順
調
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
法
学
部
創

設
一
二
五
周
年
と
い
う
記
念
す
べ
き
年
に
因
ん
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

刊　

行　

の　

辞
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第
二
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（
二
〇
一
四
年
十
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）

二

こ
の
記
念
す
べ
き
節
目
の
年
に
当
た
り
、
教
育
と
並
ん
で
大
学
の
大
き
な
使
命
で
あ
る
研
究
に
関
し
て
は
、
法
学
部
の
機
関
誌
で
あ
る

『
日
本
法
学
』『
政
経
研
究
』
そ
し
て
『
桜
文
論
叢
』
が
、
大
学
の
創
立
記
念
日
で
あ
る
一
〇
月
四
日
を
期
し
て
、
法
学
部
創
設
一
二
五
周

年
記
念
号
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

学
部
の
機
関
誌
は
、
学
部
に
所
属
す
る
専
任
教
員
の
研
究
水
準
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
周
年
記
念
事
業
と
し
て
は
、
特
別
な
「
記
念

論
文
集
」
を
刊
行
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
今
回
は
敢
え
て
「
記
念
論
文
集
」
で
は
な
く
、「
機
関
誌
」
と
い
う
方

法
を
採
用
し
た
。
そ
れ
は
「
記
念
論
文
集
」
と
い
う
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
学
部
が
日
常
的
に
刊
行
し
て
い
る
「
機
関
誌
」
と
い
う
形

式
で
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
研
究
活
動
の
一
端
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
一
二
五
周
年
記
念
号
の
企
画
か
ら
刊
行
に
至
る
ま
で
は
必
ず
し
も
十
分
な
時
間
が
確
保
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
う

し
た
中
で
こ
の
記
念
号
に
日
常
的
な
研
究
の
成
果
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
方
々
に
対
し
て
は
心
か
ら
の
敬
意
を
表
す
る
。
そ
し
て
ま
た
創

立
記
念
日
刊
行
と
い
う
窮
屈
な
日
程
の
中
で
、
期
待
さ
れ
た
期
日
通
り
に
刊
行
し
て
下
さ
っ
た
機
関
誌
編
集
委
員
会
の
ご
努
力
に
篤
く
謝

意
を
表
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。
さ
ら
に
決
し
て
潤
沢
と
は
言
え
な
い
財
政
状
態
の
中
で
編
集
委
員
会
を
支
え
て
く
れ
た
事
務
局
の
皆
さ
ん

に
も
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

法
学
部
の
機
関
誌
が
、
と
り
わ
け
こ
の
一
二
五
周
年
記
念
号
に
寄
せ
ら
れ
た
論
稿
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
界
に
裨
益
す
る
こ
と
を
祈
念
し

て
、
刊
行
の
辞
と
す
る
。

日
本
大
学
法
学
部
長　
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イ
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リ
ス
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党
制
の
地
殻
変
動
（
杉
本
・
三
澤
）

（
二
三
一
）

イ
ギ
リ
ス
二
党
制
の
地
殻
変
動

│
イ
ギ
リ
ス
独
立
党
の
台
頭

│

杉　
　

本　
　
　
　
　

稔

三　
　

澤　
　

真　
　

明

は
じ
め
に

長
ら
く
イ
ギ
リ
ス
政
治
を
規
定
し
て
き
た
二
大
政
党
で
あ
る
保
守
党
と
労
働
党
は
そ
の
影
響
力
を
落
と
し
つ
つ
あ
る
。
戦
後
の
イ
ギ
リ

ス
は
、
二
党
制
に
立
脚
し
た
政
治
を
行
う
こ
と
で
国
民
か
ら
の
安
定
的
な
支
持
を
得
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、

そ
の
支
持
に
は
陰
り
が
見
え
始
め
、
多
く
の
政
党

（
1
）

が
台
頭
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
二
〇
一
〇
年
の
総
選
挙
で
は
戦
後
初
の
連

立
内
閣
が
誕
生
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
ハ
ン
グ
・
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
自
体
は
一
九
七
四
年
二
月
の
総
選
挙
以
来
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
今
や

論　

説

一
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（
二
三
二
）

安
定
的
な
議
会
運
営
を
行
う
た
め
に
は
連
立
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
二
大
政
党
が
か
つ
て
の
よ
う
な
絶
対
的

な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
二
大
政
党
離
れ
と
い
え
る
現
象
と
と
も
に
、
近
年
の
イ
ギ
リ
ス
政
党
政
治
を
理
解
す
る
う
え
で
、
そ
の
重
要
性
を
増
し
て
き

て
い
る
の
が
小
政
党

（
2
）（m

inor party

）
の
存
在
で
あ
る
。
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
議
会
で
の
議
席
数
は
決
し
て
大
き
く
は
な
い
も
の
の
、
こ

う
し
た
小
政
党
は
様
々
な
レ
ベ
ル
の
選
挙
で
躍
進
を
遂
げ
て
い
る
。
例
え
ば
そ
う
し
た
小
政
党
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
独
立
党
（U

K
IP

:U
K
 

Independence P
arty

）、
イ
ギ
リ
ス
国
民
党
（B

N
P
:B

ritish N
ational P

arty

）、
緑
の
党
や
リ
ス
ペ
ク
ト
（R

E
S
P
E
C
T
:R

espect, E
qua#lity, 

S
ocialism

, P
eace, E

nvironm
entalism

, C
om

m
unity, T

rade U
nionsim

の
頭
文
字
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
中
で
も
独
立
党
は
直
近
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
（
二
〇
〇
九
年

（
3
）

）
や
イ
ギ
リ
ス
地
方
議
会
選
挙
（
二
〇
一
三
年
）
に
お
い
て
保
守
党
や
労
働
党
と
ほ
ぼ
互
角
の
得
票
率

（
4
）

を

記
録
し
て
い
る
。
ま
た
本
稿
執
筆
時
点
（
二
〇
一
四
年
四
月
）
で
選
挙
結
果
は
判
明
し
て
い
な
い
も
の
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
を
め
ぐ

る
世
論
調
査
で
は
、
保
守
党
や
労
働
党
を
抑
え
て
、
独
立
党
が
一
位
に
立
っ
て
い
る

（
5
）

。
そ
こ
で
本
稿
で
は
小
政
党
の
中
で
も
発
展
が
著
し

い
が
、
我
が
国
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
い

（
6
）

独
立
党
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
イ
ギ
リ
ス
政
治
と
の
関
係
、
い
わ
ば
同
党
の
台
頭

が
、
こ
れ
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
二
党
制
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
て
い
く
。

Ⅰ
．
問
題
の
所
在
と
分
析
視
角

⑴　

独
立
党
の
起
源
と
躍
進

本
稿
で
焦
点
を
当
て
る
独
立
党
が
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
こ
の
政
党
の
特
質
を
理
解
す
る
う
え
で
肝
要
で
あ

る
。
そ
こ
で
ま
ず
初
め
に
独
立
党
の
歴
史
を
概
観
す
る
。

二



イ
ギ
リ
ス
二
党
制
の
地
殻
変
動
（
杉
本
・
三
澤
）

（
二
三
三
）

独
立
党
は
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
反
対
す
る
超
党
派
の
組
織
で
あ
る
反
連
邦
制
同
盟
（A

nti-F
ederalist-L

eague

：A
F
L

）
に
起
源
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
反
連
邦
制
同
盟
は
一
九
九
一
年
に
ロ
ン
ド
ン
大
学
教
授
の
ア
ラ
ン
・
ス
ケ
ッ
ド
（A

lan S
ked 1947

〜
）
を
中
心

に
設
立
さ
れ
た
超
党
派
の
圧
力
団
体
で
あ
る
。
ス
ケ
ッ
ド
は
反
連
邦
制
同
盟
の
目
的
を
「
反
穀
物
法
同
盟
が
ピ
ー
ル
を
自
由
貿
易
へ
と
改

心
さ
せ
た
よ
う
に
、
保
守
党
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
懐
疑
主
義
的
で
イ
ギ
リ
ス
の
独
立
へ
と
改
宗

（
7
）

」
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
反
連
邦

制
同
盟
は
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
っ
て
欧
州
連
合
が
超
国
家
性
を
高
め
、
単
一
通
貨
の
導
入
で
イ
ギ
リ
ス
の
主
権
が
制
限
さ
れ
る
こ

と
に
大
き
な
懸
念
を
抱
い
て
い
た
。
そ
し
て
ス
ケ
ッ
ド
は
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
政
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
で
あ

る
と
主
張
し
、
一
九
九
二
年
総
選
挙
で
は
自
ら
立
候
補
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ス
ケ
ッ
ド
は
当
選
す
る
こ
と
が
出
来
ず
に
終
わ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
結
果
を
受
け
て
ス
ケ
ッ
ド
は
反
欧
州
連
合
を
掲
げ
る
政
党
を
創
設
す
る
必
要
性
を
痛
感
し
一
九
九
三
年
十
一
月
、
反
連
邦

制
同
盟
の
一
部
の
メ
ン
バ
ー
と
と
も
に
独
立
党
を
立
ち
上
げ
た
。

結
党
後
の
一
九
九
四
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
が
行
わ
れ
た
が
、
わ
ず
か
一
・
二
％
の
得
票
率
で
議
席
を
獲
得
す
る
に
は
至
ら
な

か
っ
た
。
ま
た
一
九
九
七
年
の
総
選
挙
に
お
い
て
も
〇
・
三
％
の
得
票
率
に
と
ど
ま
り
、
結
党
当
初
は
有
意
な
政
党
で
あ
る
と
は
言
い
難

か
っ
た
。
加
え
て
党
首
の
ス
ケ
ッ
ド
は
党
内
を
ま
と
め
上
げ
る
こ
と
が
出
来
ず
に
辞
任
す
る
な
ど
、
混
迷
が
続
い
た
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
黎
明
期
を
経
て
独
立
党
は
一
九
九
九
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
で
初
め
て
議
席
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
選
挙

を
皮
切
り
に
二
〇
〇
四
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
で
は
十
六
・
一
％
の
得
票
率
で
十
三
議
席
を
獲
得
し
、
同
じ
く
二
〇
〇
九
年
選
挙
で
は

十
六
・
五
％
の
得
票
率
で
前
回
か
ら
微
増
で
は
あ
る
も
の
の
第
二
党
に
躍
進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
二
〇
一
三
年
に
行
わ
れ
た
地
方

議
会
選
挙
で
は
得
票
率
で
保
守
党
、
労
働
党
に
肉
薄
す
る
第
三
位
で
あ
っ
た

（
8
）

。
そ
し
て
一
九
九
四
年
以
降
の
総
選
挙
で
は
、
議
席
の
獲
得

こ
そ
出
来
な
い
で
い
る
も
の
の
得
票
率
は
漸
増
し
て
い
る

（
9
）

。

三
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経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
三
四
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
や
直
近
の
地
方
議
会
選
挙
結
果
を
見
る
と
、
独
立
党
が
存
在
感
を
増
し
て
き
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
い

え
る
。
一
方
で
二
党
制
を
支
え
て
き
た
保
守
党
、
労
働
党
へ
の
不
満
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
背
景
と
し
て
あ
る
だ
ろ
う
。
戦
後
の

総
選
挙
に
お
い
て
両
党
は
合
計
得
票
率
が
最
大
で
九
六
・
八
％
に
上
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う
に
一
九
四
五
年

か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
の
有
効
政
党
数

（
10
）

は
二
・
一
一
で
あ
り
、
典
型
的
な
二
党
制
の
国
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た

（
11
）

。
確
か
に
こ
う
し
た
二

党
制
で
あ
っ
た
時
期
は
長
ら
く
続
い
て
い
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
政
党
シ
ス
テ
ム
に
動
揺
が
見
ら
れ
、
近
年
で
は
自
民
党
が
党
勢
を

拡
大
し
て
い
っ
て
い
る

（
12
）

。

そ
し
て
今
ま
た
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
間
で
、
既
成
政
党
に
対
す
る
不
満
が
見
ら
れ
る
中
で
台
頭
し
て
き
た
の
が
独
立
党
な
の
で
あ
る
。
こ

の
独
立
党
の
台
頭
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
、
あ
る
い
は
地
方
議
会
の
み
で
の
一
過
性
の
現
象
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
。
そ
れ
と
も
こ
う
し
た

ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
議
会
以
外
で
の
躍
進
が
二
党
制
、
し
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
と
っ
て
な
に
か
変
革
を
も
た
ら
す
意
味
の
あ
る
現

象
な
の
だ
ろ
う
か
。

⑵　

イ
ギ
リ
ス
政
治
と
小
政
党

イ
ギ
リ
ス
政
治
に
お
け
る
小
政
党
の
位
置
づ
け
を
み
て
み
る
と
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
重
要
な
ア
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
か
っ
た
。

一
九
六
〇
年
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
で
は
、
極
右
政
党
や
環
境
政
党
の
台
頭
が
見
ら
れ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら

八
〇
年
代
に
か
け
てN

ational F
ront

が
メ
デ
ィ
ア
を
賑
わ
し
た
も
の
の
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
議
会
で
は
有
意
な
存
在
と
し
て
定

着
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
党
政
治
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
的
な
潮
流
の
例
外
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

（
13
）

。

近
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
党
の
躍
進
が
特
徴
的
で
あ
る
。
同
時
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
例
外
と
言
わ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
で
も
、

四



イ
ギ
リ
ス
二
党
制
の
地
殻
変
動
（
杉
本
・
三
澤
）

（
二
三
五
）

ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
党
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
独
立
党
や
イ
ギ
リ
ス
国
民
党
が
そ
の
存
在
感
を
増
し
て
き
て
い
る
。

一
方
、
既
成
政
党
の
側
で
は
か
つ
て
の
自
由
党
の
流
れ
を
く
む
自
民
党
は
選
挙
制
度
に
よ
る
ハ
ン
デ
を
負
い
な
が
ら
も
徐
々
に
党
勢
を

拡
大
し
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
議
会
で
も
有
意
な
存
在
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
政
党
政
治
の
現
象
が
二
党
制
の
終
わ
り
の
始

ま
り
を
意
味
す
る
の
か
、
あ
く
ま
で
例
外
的
な
状
況
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
独
立
党
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
を
加
え
た
い
。
そ
の

際
、
独
立
党
の
持
つ
意
義
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
同
党
が
欧
州
連
合
脱
退
の
み
を
主
張
す
る
単
一
争
点
型
の
政
党
で
あ
る
と
捉
え
る
だ

け
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
政
策
も
含
め
た
形
で
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
同
党
の
政
策
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ

ら
の
政
策
が
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
考
察
を
し
て
い
く
。

Ⅱ
．
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
と
独
立
党

⑴　

二
〇
〇
四
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙

二
〇
〇
四
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
で
一
二
議
席
を
獲
得
し
た
独
立
党
の
躍
進
の
要
因
と
し
て
、
同
党
の
候
補
者
で
あ
っ
た
ロ
バ
ー
ト

=

キ
ィ
ル
ロ
イ
│

シ
ル
ク
（R

bert K
ilroy-S

ilk 1942

〜
）
の
存
在
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
キ
ィ
ル
ロ
イ
│

シ
ル
ク
は
労
働
党
の
庶
民

院
議
員
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
で
著
名
な
テ
レ
ビ
司
会
者
と
し
て
活
躍
し
、
人
気
を
博
し
て
い
た
。
二
〇
〇
四
年
当
時
、
独
立

党
の
政
策
的
な
認
知
度
は
ま
だ
高
い
も
の
で
は
な
く
、
同
党
は
キ
ィ
ル
ロ
イ
│

シ
ル
ク
の
知
名
度
を
利
用
す
る
形
で
反
欧
州
連
合
を
訴
え

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
欧
州
連
合
で
は
、
さ
ら
な
る
統
合
深
化
に
向
け
て
憲
法
条
約
の
調
印
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
一
般
的
に

イ
ギ
リ
ス
国
民
の
欧
州
連
合
へ
の
愛
着
度
は
ユ
ー
ロ
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
の
調
査
が
示
す
通
り
、
高
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
歴
史
的
に
見
て

五
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五
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巻
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月
）

（
二
三
六
）

も
、
自
国
の
主
権
を
極
力
維
持
し
な
が
ら
欧
州
連
合
に
留
ま
っ
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
、
憲
法
条
約
は
非
常
に
ナ
イ
ー
ブ
な
問
題
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
統
合
を
深
化
さ
せ
る
動
き
に
対
す
る
反
発
と
し
て
、
独
立
党
は
支
持
を
集
め
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
独
立
党
の

欧
州
連
合
政
策
は
脱
退
で
あ
り
、
保
守
党
や
労
働
党
、
自
民
党
の
そ
れ
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
主
張
を
効
果
的
に

国
民
に
伝
え
た
の
が
キ
ィ
ル
ロ
イ
│

シ
ル
ク
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
選
挙
に
多
大
な
貢
献
が
あ
っ
た
キ
ィ
ル
ロ
イ
│

シ
ル
ク
で
あ
っ
た
が
、
党
首
の
座
を
め
ぐ
る
争
い
に
敗
れ
て
離
党
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
翌
年
に
行
わ
れ
た
総
選
挙
で
、
キ
ィ
ル
ロ
イ
│

シ
ル
ク
が
去
っ
た
影
響
を
払
し
ょ
く
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、

同
党
は
惨
敗
を
喫
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
二
〇
〇
四
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
は
同
党
の
認
知
度
を
高
め
る
と
同
時
に
党
員
の
大

幅
な
増
加
を
も
た
ら
し
た
。

⑵　

二
〇
〇
九
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙

二
〇
〇
四
年
選
挙
で
広
告
塔
と
し
て
活
躍
し
た
キ
ィ
ル
ロ
イ
│

シ
ル
ク
が
離
党
し
、
看
板
を
失
っ
た
か
に
見
え
た
独
立
党
で
あ
る
が
、

二
〇
〇
六
年
か
ら
党
首
の
座
に
就
い
た
フ
ァ
ラ
ー
ジ
（N

igel F
arge 1964

〜
（
14
）

）
が
指
導
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
二
〇
〇
九
年

選
挙
の
目
標
と
し
て
非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
も
の
を
掲
げ
て
い
た
。
そ
れ
は
二
〇
〇
四
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
の
結
果
を
上
回
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
目
標
の
達
成
が
で
き
な
け
れ
ば
辞
職
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
た

（
15
）

。
そ
し
て
彼
は
独
立
党
の
党
是
で
も
あ
る
反
欧
州
連
合
を

訴
え
た
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
て
い
っ
た
。

選
挙
の
あ
っ
た
二
〇
〇
九
年
一
二
月
に
は
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
発
効
を
控
え
て
お
り
、
フ
ァ
ラ
ー
ジ
は
そ
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
批
准
の
正
統

性
を
非
難
し
て
い
た
。
当
初
労
働
党
政
権
は
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
関
し
て
国
民
投
票
を
約
束
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
議
会
に
よ
る
批

六
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ギ
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殻
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動
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杉
本
・
三
澤
）

（
二
三
七
）

准
手
続
き
を
完
了
さ
せ
て
い
た
。
こ
の
手
続
き
は
フ
ァ
ラ
ー
ジ
に
と
っ
て
恰
好
の
標
的
で
あ
り
、
労
働
党
に
対
し
て
痛
烈
に
批
判
を
加
え

て
い
た

（
16
）

。
ま
た
、
こ
う
し
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
加
え
て
、
労
働
党
を
中
心
と
し
て
既
存
の
政
党
に
対
す
る
不
満
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
も

追
い
風
と
な
っ
た
。
同
年
の
五
月
に
は
デ
イ
リ
ー
テ
レ
グ
ラ
フ
紙
に
議
員
経
費
の
不
正
使
用
を
す
っ
ぱ
抜
か
れ
て
お
り
、
与
野
党
を
問
わ

ず
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
大
問
題
と
な
っ
て
い
た

（
17
）

。

こ
れ
ら
の
結
果
、
独
立
党
は
前
回
選
挙
に
比
べ
て
議
席
、
得
票
率
を
伸
ば
す
こ
と
に
な
っ
た

（
18
）

。
た
だ
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
議
席
数
、
得
票
率
の
上
昇
が
あ
る
も
の
の
投
票
率
自
体
が
低
調
で
あ
り
、
得
票
数
は
前
回
選
挙
を
下
回
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
選
挙
は
前
回
選
挙
が
「
ま
ぐ
れ
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
な
い
こ
と
証
明
し
た
と
同
時
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て

ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
右
派
政
党
に
対
す
る
潜
在
的
な
支
持
の
大
き
さ
を
示
す
事
例
と
な
っ
た
と
も
い
え
る

（
19
）

。

⑶　

二
〇
一
四
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙

二
〇
一
四
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
の
事
前
調
査
で
は
、
欧
州
連
合
加
盟
各
国
で
右
派
勢
力
が
支
持
を
伸
ば
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴

で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
そ
の
傾
向
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
欧
州
連
合
加
盟
各
国
や
イ
ギ
リ
ス
で
も
そ
う
な
の
だ
が
、

二
〇
〇
九
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
以
後
、
一
般
市
民
の
欧
州
連
合
に
対
す
る
不
信
感
は
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
欧
州
連
合
不

信
の
一
因
で
あ
っ
た
の
は
、
欧
州
連
合
の
官
僚
機
構
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
民
主
的
な
正
統
性
を
持
た
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
自
分
た
ち
一

般
市
民
の
こ
と
を
決
め
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
欧
州
連
合
の
組
織
に
対
す
る
不
満
が
見
ら
れ
た
が
欧
州
連

合
そ
の
も
の
に
対
す
る
不
満
が
高
い
訳
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
二
〇
一
〇
年
の
ギ
リ
シ
ャ
危
機
に
続
く
南
欧
諸
国
の
ソ
ブ
リ
ン
危
機
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
、
加
盟
各
国
は
思
惑
の
違
い
を

七
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露
見
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
例
え
ば
銀
行
同
盟
を
め
ぐ
っ
て
も
経
済
的
に
好
調
な
ド
イ
ツ
が
自
国
の
負
担
増
を
懸
念
し
て
難
色
を
示
し
て
い

た
し
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
自
国
の
金
融
セ
ン
タ
ー
へ
の
影
響
を
嫌
悪
し
て
い
た
。
一
方
で
南
欧
諸
国
は
前
向
き
な
反
応
を
示
し
て
い
た
。
こ

う
し
た
対
立
は
い
わ
ば
欧
州
連
合
と
し
て
の
利
益
を
追
求
す
る
か
、
国
益
を
追
求
す
る
か
の
選
択
肢
で
も
あ
り
、
こ
の
現
実
を
目
の
当
た

り
に
し
た
各
国
国
民
の
間
で
欧
州
連
合
そ
れ
自
体
に
対
す
る
不
満
が
蓄
積
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
〇
九
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
と
も
に
統
合
の
深
化
に
対
す
る
不
安
や
不
満
が
独
立
党

を
支
え
る
要
因
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
二
〇
一
四
年
選
挙
も
や
は
り
欧
州
連
合
に
対
す
る
不
満
が
国
中
を
覆
っ
て
い
る
。

二
〇
一
三
年
の
ユ
ー
ロ
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
約
六
八
％
の
イ
ギ
リ
ス
人
が
欧
州
連
合
に
信
頼
を
置
い
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る

（
20
）

。

そ
う
し
た
国
民
の
不
満
の
受
け
皿
と
な
っ
て
い
る
の
が
独
立
党
な
の
で
あ
る
。
保
守
党
、
自
民
党
、
労
働
党
と
い
っ
た
既
成
政
党
が
欧
州

連
合
脱
退
を
打
ち
出
さ
な
い
中
、
独
立
党
は
相
変
わ
ら
ず
欧
州
連
合
か
ら
の
脱
退
を
掲
げ
て
い
る

（
21
）

。
ま
た
前
回
選
挙
で
活
躍
し
た
党
首
の

フ
ァ
ラ
ー
ジ
も
勢
い
づ
い
て
お
り
二
度
の
公
開
討
論
会
で
、
自
民
党
の
ク
レ
ッ
グ
（N

ick C
legg 1967

〜
）
を
圧
倒
し
て
い
る

（
22
）

。

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
か
、
二
〇
一
四
年
四
月
に
行
わ
れ
たY

ou G
ov

に
よ
る
世
論
調
査
に
よ
る
と
、「
明
日
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選

挙
が
行
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
ど
こ
の
政
党
に
投
票
す
る
か
」
と
い
う
質
問
で
、
独
立
党
が
そ
の
他
の
政
党
を
抑
え
第
一
位
と
な
っ
て
い
る

（
23
）

。

あ
く
ま
で
世
論
調
査
結
果
で
あ
り
、
実
際
の
結
果
は
投
票
が
終
わ
っ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
躍
進
を
す
る

可
能
性
を
秘
め
た
状
況
に
あ
る
。

Ⅲ
．
独
立
党
の
政
策
志
向
と
「
コ
モ
ン
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
（C

om
m
on P

olitics

）」

こ
れ
ま
で
は
独
立
党
が
躍
進
し
た
二
度
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
の
概
略
と
二
〇
一
四
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
前
の
状
況
を
示
し
て

八
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澤
）
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九
）

き
た
が
、
そ
こ
で
は
主
に
選
挙
当
時
の
情
勢
と
関
連
付
け
た
説
明
を
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
独
立
党
の
政
策
を
、
同
党
が
掲
げ

る
「
コ
モ
ン
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

⑴　

独
立
党
の
主
要
政
策

二
〇
一
三
年
八
月
現
在
の
独
立
党
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
す
る
と
「
コ
モ
ン
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
と
い
う
名
を
冠
し
た
政
策
が
合
計

七
項
目
挙
げ
ら
れ
て
い
る

（
24
）

。
防
衛
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
漁
業
、
健
康
保
険
サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
移
民
、
同
性
婚
、
税
制
が
そ
れ
で
あ
る
。
以
下
で

は
こ
れ
ら
七
項
目
に
重
要
政
策
で
あ
る
対
欧
州
連
合
政
策
を
加
え
て
、
各
政
策
の
要
約
を
示
し
た
う
え
で
そ
れ
ら
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

ａ
．
防
衛

独
立
党
の
防
衛
政
策
は
、
同
党
が
現
状
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
と
い
う
点
が
非
常
に
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
独
立
党
は
将
来

的
に
大
き
な
戦
争
が
起
こ
る
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
て
お
り
、
冷
戦
期
の
よ
う
な
状
況
に
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上

で
削
減
さ
れ
て
い
る
防
衛
費
は
二
〇
一
〇
年
度
レ
ベ
ル
に
回
復
さ
せ
、
装
備
品
の
充
実
化
を
図
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
国

防
省
を
解
体
し
効
率
的
な
も
の
へ
と
作
り
変
え
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。

ｂ
．
エ
ネ
ル
ギ
ー

イ
ギ
リ
ス
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
指
図
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
一
五
年
ま
で
に
石
炭
発
電
所
の
閉
鎖
を
求
め
ら
れ
て
い

る
。
故
に
ま
ず
は
そ
れ
に
反
対
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
風
力
発
電
の
開
発
の
中
止
を
訴
え
ガ
ス
や
核
、
石
炭
と
い
っ
た
も
の
を
エ
ネ
ル

九
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〇
）

ギ
ー
政
策
の
基
本
と
す
る
。

ｃ
．
漁
業

独
立
党
は
欧
州
連
合
に
よ
る
共
通
漁
業
政
策
が
誤
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
即
座
に
共
通
農
業
政
策
か
ら
の
撤
退
を
訴
え

て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
と
も
な
い
二
〇
〇
カ
イ
リ
の
排
他
的
経
済
水
域
の
創
設
を
主
張
し
て
い
る
。
一
方
で
漁
業
資
源
の
保
護
に
も
言

及
し
て
お
り
、
捕
獲
禁
止
地
域
を
設
け
た
り
、
ト
ロ
ー
ル
漁
の
禁
止
を
掲
げ
て
い
る
。

ｄ
．
健
康
保
険
サ
ー
ヴ
ィ
ス

こ
の
項
目
で
は
主
に
国
民
保
健
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
関
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
改
革
案
を
示
し
て
い
る
。
独
立
党
は
国
民
保
健
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の

意
義
を
認
め
な
が
ら
も
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
管
理
・
運
用
し
て
い
く
か
と
い
う
点
で
問
題
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
だ
が
、
国
民

保
健
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
基
本
原
則
で
あ
る
す
べ
て
の
国
民
に
無
償
で
医
療
を
提
供
す
る
と
い
う
点
を
維
持
す
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
カ
ウ
ン
テ
ィ
健
康
保
険
委
員
会
（C

ounty H
ealth B

oards

）
を
設
立
し
、
そ
こ
に
予
算
権
限
や
責
任
を
持
た
せ
る
こ
と
を
提
案

し
て
い
る
。
こ
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
健
康
保
険
委
員
会
で
重
要
な
の
は
国
民
に
よ
る
選
挙
で
選
出
さ
れ
た
委
員
が
そ
の
役
割
を
担
う
と
い
う
点

で
あ
る
。

ｅ
．
移
民

移
民
政
策
は
独
立
党
が
力
を
入
れ
る
政
策
の
一
つ
で
あ
り
、
国
民
か
ら
の
支
持
が
高
い
政
策
の
一
つ
で
も
あ
る
。
同
党
は
過
去
数
十
年

一
〇
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三
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（
二
四
一
）

間
で
増
加
し
た
移
民
に
よ
っ
て
人
口
過
多
の
状
態
に
陥
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
は
移
民
の
永
住
許
可
を
五
年
間
凍
結

す
る
と
い
う
政
策
を
提
案
し
て
い
る
。
ま
た
、
外
国
人
犯
罪
者
や
テ
ロ
リ
ス
ト
の
疑
い
が
あ
る
人
物
の
国
外
追
放
を
可
能
に
す
る
必
要
性

を
訴
え
て
お
り
、
こ
う
し
た
政
策
の
実
現
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
か
ら
の
離
脱
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
履
行
す
る
た

め
に
は
欧
州
連
合
か
ら
の
脱
退
が
必
要
で
あ
り
、
欧
州
連
合
を
離
脱
す
る
理
由
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ｆ
．
同
性
婚

同
性
婚
に
関
し
て
同
党
は
、
法
制
化
す
る
動
き
に
は
反
対
し
て
い
る
。
同
性
婚
を
法
制
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
会
で
は
同
性
同
士
の

結
婚
式
を
行
わ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
た
だ
し
、
二
〇
一
四
年
三
月
二
九
日
に
、
同
性
婚
を
認
め
る
法
律
が
施
行
さ

れ
た
）。

ｇ
．
税
制

独
立
党
の
租
税
政
策
は
ま
だ
議
論
の
途
中
で
あ
り
、
暫
定
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
議
論
の
中
で
、
均
一
課
税
（F

lat T
ax

）
と

呼
ば
れ
る
税
制
を
導
入
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
出
て
い
る
。
ま
た
、
法
人
税
の
軽
減
や
相
続
税
の
廃
止
な
ど
多
岐
に
亘
る
税
制
改
正
案

が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

ｈ
．
対
欧
州
連
合
政
策

独
立
党
の
対
欧
州
連
合
政
策
は
結
党
以
来
一
貫
し
て
反
対
姿
勢
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
欧
州
連
合
か
ら
の
脱
退
と
い
う
主
張
は
変

一
一
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わ
ら
ず
に
二
〇
一
四
年
ま
で
続
い
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
同
党
は
欧
州
連
合
に
対
し
て
反
対
姿
勢
を
採
り
続
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
独
立

党
の
二
〇
〇
九
年
選
挙
時
の
訴
え
に
よ
る
と
、
欧
州
連
合
は
①
非
民
主
主
義
的
で
あ
り
、
②
一
日
四
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
の
費
用
が
か
か
り
、

③
イ
ギ
リ
ス
議
会
主
権
を
侵
害
し
、
④
イ
ギ
リ
ス
独
自
の
優
先
政
策
を
妨
げ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

⑵　

独
立
党
の
政
策
志
向

前
項
で
は
独
立
党
の
政
策
を
概
観
し
た
。
こ
う
し
た
政
策
群
か
ら
同
党
の
特
徴
が
見
て
取
れ
る
。
全
体
的
に
見
て
、
同
党
の
政
策
は
現

状
に
対
す
る
変
革
を
訴
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
特
徴
や
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
〇
九
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
で

見
ら
れ
た
、
個
人
的
な
人
気
を
頼
み
と
す
る
政
治
は
確
か
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
と
い
え
る

（
25
）

。
そ
し
て
も
う
一
つ
の
特

徴
は
移
民
や
漁
業
、
同
性
婚
と
い
っ
た
領
域
で
保
守
的
な
性
質
を
見
せ
て
い
る
一
方
で
、
健
康
保
険
の
領
域
で
は
社
会
民
主
主
義
的
な
立

場
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
サ
ッ
チ
ャ
ー
（M

argaret T
hatcher 1925

〜2013

）
か
ら
メ
ジ
ャ
ー
（Jhon M

ajor 1943

〜
）
を
経
て
ブ
レ
ア
（T

ony 

B
lair 1953

〜
）
へ
と
政
権
が
移
っ
て
い
く
中
で
保
守
主
義
と
社
会
民
主
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
差
異
が
縮
小
し
て
き
た
と
言
わ
れ

て
い
る

（
26
）

。
そ
う
し
た
中
で
は
保
守
主
義
的
、
あ
る
い
は
社
会
民
主
主
義
的
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
に
大
き
な
意
味
は
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
文
脈
か
ら
、
あ
え
て
言
う
の
で
あ
れ
ば
独
立
党
は
こ
れ
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
的
な
「
合
意
の

政
治
」
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
山
積
し
た
問
題
を
抱
え
て
い
る
諸
制
度
を
変
革
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
根
本
原
理
を
維
持
し
よ
う
と
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
同
党
の
政
策
は
イ
ギ
リ
ス
的
な
「
コ
モ
ン
」
を
尊
重
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
二
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一
方
で
対
欧
州
連
合
と
い
う
領
域
に
な
る
と
同
党
の
立
場
は
一
変
す
る
。
そ
れ
ま
で
保
守
党
、
労
働
党
に
加
え
て
自
民
党
に
み
ら
れ
た
、

欧
州
連
合
に
留
ま
り
な
が
ら
イ
ギ
リ
ス
の
主
権
を
維
持
す
る
と
い
う
方
向
性
に
は
強
く
反
対
し
て
い
る
。
先
述
し
た
独
立
党
の
諸
政
策
の

い
く
つ
か
に
見
ら
れ
る
通
り
、
イ
ギ
リ
ス
が
直
面
し
て
い
る
問
題
は
基
本
的
に
欧
州
連
合
か
ら
派
生
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識

が
あ
る
。
故
に
同
党
に
と
っ
て
欧
州
連
合
と
い
う
の
は
半
ば
絶
対
悪
と
し
て
映
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
留
ま
る
と
い
う
選
択
肢
は
存
在
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
同
党
は
結
党
以
来
、
欧
州
連
合
か
ら
の
脱
退
を
主
張
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
同
党
の
こ
う
し
た
欧
州
連
合
観
は
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
中
で
一
定
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
て
い
る
。
二
〇
一
三
年
に
キ
ャ
メ
ロ
ン

（D
avid C

am
eron 1996

〜
）
は
二
〇
一
五
年
の
総
選
挙
で
勝
利
を
収
め
、
政
権
が
維
持
で
き
た
な
ら
ば
欧
州
連
合
残
留
の
可
否
を
問
う
国

民
投
票
を
実
施
す
る
こ
と
を
公
約
に
掲
げ
た

（
27
）

。
彼
は
国
民
投
票
を
約
束
し
た
も
の
の
、
そ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
欧
州
連
合
加
盟
国
と
の

再
交
渉
を
行
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
交
渉
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
重
要
な
権
限
を
取
り
戻
し
た
う
え
で
欧
州
連
合
に
留
ま
る
と
主
張
し
た
。

一
定
の
条
件
付
き
で
は
あ
る
も
の
の
、
欧
州
連
合
残
留
を
目
指
す
と
し
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
国
民
投
票
を
約
束
し
た
背
景
に
は
、
保
守
党

内
で
拡
大
す
る
懐
疑
論
者
の
存
在
が
あ
る
。
二
〇
一
一
年
一
〇
月
に
は
下
院
で
欧
州
連
合
脱
退
の
可
否
を
問
う
国
民
投
票
を
求
め
る
動
議

が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
動
議
は
反
対
多
数
で
否
決
さ
れ
た
も
の
の
、
保
守
党
で
は
党
議
拘
束
が
か
か
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
約
八
〇

名
も
の
議
員
が
賛
成
に
回
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
一
二
年
のY

ou G
ov

の
調
査
で
は
国
民
の
六
七
％
が
国
民
投
票
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る

と
考
え
て
い
た

（
28
）

。

こ
の
よ
う
な
背
景
で
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
国
民
投
票
の
実
施
を
明
言
し
た
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
保
守
党
が
国
民
の
反
欧
州
連
合
感
情
の
受

け
皿
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
保
守
党
内
に
は
欧
州
連
合
脱
退
を
主
張
す
る
ハ
ー
ド
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
懐

疑
論
者
が
い
る
が
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
方
針
は
残
留
を
基
本
と
す
る
ソ
フ
ト
な
路
線
な
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
政
党
も
こ
う
し
た
ハ
ー
ド
な

一
三
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月
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（
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四
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懐
疑
論
者
の
受
け
皿
に
は
な
り
え
な
い
の
は
確
か
で
あ
り
、
そ
う
し
た
時
に
独
立
党
が
欧
州
連
合
脱
退
を
求
め
る
国
民
の
選
択
肢
の
一
つ

と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
半
数
近
く
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
欧
州
連
合
か
ら
去
る
べ
き

だ
と
考
え
て
い
る

（
29
）

。
確
か
に
各
種
選
挙
で
欧
州
連
合
問
題
の
み
が
投
票
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
の
で
安
直
に
党
勢
拡
大
に
結
び
付
く

と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。

だ
が
独
立
党
は
欧
州
連
合
脱
退
が
様
々
な
利
点
を
も
た
ら
す
と
主
張
し
て
い
る
。
例
え
ば
今
ま
で
負
担
し
て
い
た
一
日
あ
た
り
の
拠
出

金
四
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
が
削
減
可
能
に
な
る
と
し
て
い
る
。
加
え
て
欧
州
連
合
の
規
制
に
よ
っ
て
か
か
る
コ
ス
ト
も
抑
え
ら
れ
る
と
し
て

い
る

（
30
）

。
こ
う
し
た
バ
ラ
色
の
訴
え
や
、
そ
も
そ
も
持
っ
て
い
る
欧
州
連
合
へ
の
嫌
悪
感
が
国
民
を
突
き
動
か
す
可
能
性
も
否
定
で
き
な

い
。
本
当
に
そ
の
よ
う
に
な
る
か
は
不
透
明
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
実
際
に
投
票
行
動
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
欧
州
連
合

脱
退
支
持
が
現
れ
る
か
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
独
立
党
の
政
策
志
向
は
ま
さ
に
「
コ
モ
ン
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
欧
州
連
合

に
加
盟
し
て
い
る
こ
と
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
が
侵
害
さ
れ
て
お
り
、「
ア
ン
コ
モ
ン
」
な
状
態
で
あ
る
と
い
う
の
が
独
立
党
の
認

識
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
同
党
は
欧
州
連
合
脱
退
を
実
現
す
る
こ
と
で
、
議
会
主
権
を
基
に
し
た
イ
ギ
リ
ス
的
な
「
コ
モ
ン
・
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
」
を
取
り
戻
す
と
訴
え
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

Ⅳ
．
二
党
制
と
独
立
党

⑴　

イ
ギ
リ
ス
政
治
と
二
党
制

戦
後
、
安
定
的
な
二
党
制
を
と
っ
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
は
今
や
転
換
点
を
迎
え
て
い
る
。
そ
の
転
換
を
も
た
ら
す
諸
力
が
あ
る
。
一
つ
は

一
四



イ
ギ
リ
ス
二
党
制
の
地
殻
変
動
（
杉
本
・
三
澤
）

（
二
四
五
）

連
立
政
権
の
誕
生
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
小
政
党
の
台
頭
で
あ
る
。
政
党
シ
ス
テ
ム
研
究
の
大
家
で
あ
る
サ
ル
ト
ー
リ
は
、
二
大
政
党
が

単
独
で
政
権
を
担
当
で
き
る
と
き
は
第
三
党
を
計
算
か
ら
外
す
と
し
た

（
31
）

。
こ
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
自
民
党
が
連
立

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
政
権
に
加
わ
っ
て
い
る
た
め
、
同
党
を
第
三
党
と
し
て
計
算
か
ら
外
す
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
。
む
ろ
ん

二
〇
一
〇
年
総
選
挙
が
特
異
な
事
例
で
あ
り
、
次
回
の
総
選
挙
で
は
単
独
政
権
が
誕
生
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

自
民
党
の
連
立
参
加
な
く
し
て
政
権
が
誕
生
し
な
か
っ
た
の
に
は
、
二
大
政
党
に
対
す
る
支
持
が
変
化
し
て
き
て
い
た
こ
と
抜
き
に
説
明

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

イ
ギ
リ
ス
の
有
権
者
は
自
ら
の
階
級
に
沿
っ
た
政
党
を
支
持
し
て
き
た
。
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
は
保
守
党
に
、
労
働
者
は
労
働
党
に
と

い
っ
た
具
合
に
で
あ
る
。
戦
後
の
一
定
期
間
、
有
権
者
は
こ
の
両
党
に
包
摂
さ
れ
、
総
選
挙
が
行
わ
れ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
が
ど
ち
ら
か
の

党
に
票
を
投
じ
た
。
し
か
し
、
一
九
七
九
年
に
両
党
の
合
計
得
票
率
が
八
割
を
超
え
た
の
を
最
後
に
両
党
の
得
票
数
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、

二
〇
一
〇
年
総
選
挙
で
は
わ
ず
か
六
七
・
六
％
と
な
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
小
選
挙
区
制
が
採
用
さ
れ
て

お
り
、
得
票
率
に
比
し
て
議
席
率
が
過
大
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
保
守
党
、
労
働
党
は
政
権
を
単
独
で
担
当
し
て
き

た
。
サ
ル
ト
ー
リ
に
倣
え
ば
、
二
党
制
に
分
類
で
き
る
結
果
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
一
方
で
、
単
独
政
権
を
形
成
し
て
い
た
と
い
う
政
権

形
態
だ
け
で
は
な
く
、
得
票
率
に
目
を
向
け
る
と
（
表
1
）、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
二
大
政
党
の
地
盤
沈
下
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
考
え
る
と
、
単
独
政
権
が
築
け
な
く
な
る
の
は
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
自
民
党
が
政
権
に

参
加
す
る
機
会
が
あ
っ
た
の
は
二
〇
一
〇
年
が
初
め
て
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
七
四
年
二
月
の
総
選
挙
の
結
果
、
ヒ
ー
ス
（E

dw
ard 

H
eath 1916

〜2005

）
は
政
権
維
持
を
か
け
て
、
自
由
党
と
連
立
交
渉
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
七
七
年
に
労
働
党
政
権
が
過
半
数
割

れ
を
起
こ
す
と
リ
ブ
・
ラ
ブ
（L

ib-L
ab

）
協
定
を
結
び
、
政
権
運
営
に
つ
い
て
協
議
を
行
っ
て
い
た
。
結
果
的
に
は
連
立
政
権
を
樹
立

一
五
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（
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六
）

す
る
こ
と
は
二
〇
一
〇
年
ま
で
な
か
っ
た
の
だ
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
連
立
を
め
ぐ
る
動
き
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
後
は
保
守
党
の

サ
ッ
チ
ャ
ー
、
メ
ー
ジ
ャ
ー
や
労
働
党
の
ブ
レ
ア
が
安
定
的
な
単
独
政
権
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
自
民
党
が
注
目
を
集
め
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
自
民
党
が
停
滞
し
て
い
る
一
方
で
誕
生
し
て
い
っ
た
の
が
、
独
立
党
を
は
じ
め
と
し
た
小
政
党
で
あ
っ
た
。

⑵　

独
立
党
が
与
え
る
二
党
制
へ
の
影
響

イ
ギ
リ
ス
二
党
制
は
、
今
や
二
方
向
か
ら
の
影
響
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
一
つ
は
先
述
し
た
自
民
党
の
そ
れ
で
あ
り
、
も
う

一
つ
が
小
政
党
、
な
か
で
も
独
立
党
か
ら
の
影
響
で
あ
る
。
自
民
党
は
現
在
連
立
内
閣
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、

連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
自
民
党
が
二
党
制
に
影
響
を
与
え
、
そ
れ
を
突
き
崩
す
力
と
し
て
作
用
し
て

い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
で
は
独
立
党
は
ど
の
よ
う
な
力
を
秘
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

独
立
党
の
存
在
感
を
考
え
る
上
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
同
党
は
選
挙
に
よ
っ
て
庶
民
院
に
議
員
を
送
り
込
ん
だ
こ
と
が

な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る

（
32
）

。
こ
れ
ま
で
本
稿
で
独
立
党
の
躍
進
を
指
摘
し
て
き
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
や
地
方
選
挙
レ

ベ
ル
で
あ
り
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
議
会
と
の
混
同
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
や
地
方

議
会
選
挙
の
結
果
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
ら
の
選
挙
に
は
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
議
会
で
の
、
独
立
党
の
存
在
感
を
考

え
る
ヒ
ン
ト
が
隠
れ
て
い
る
。

独
立
党
は
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
〇
九
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
を
通
し
て
、
確
実
に
支
持
を
拡
大
し
て
き
た
。
確
か
に
反
欧
州
連
合

を
掲
げ
る
同
党
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
と
の
親
和
性
が
高
く
、
欧
州
連
合
に
嫌
悪
感
を
覚
え
る
有
権
者
の
受
け
皿
に
な
る
存
在
で
あ

一
六
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ろ
う
。
そ
し
て
実
際
に
二
〇
〇
九
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
で
は
、
保
守
党
に
次
ぐ
第
二
党
の
座
を
獲
得
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
反
欧

州
連
合
と
い
う
訴
え
が
届
き
に
く
い
地
方
議
会
選
挙
で
も
二
大
政
党
に
肉
薄
す
る
票
数
を
得
て
い
る
。
こ
う
し
た
流
れ
を
考
え
る
と
独
立

党
の
台
頭
を
一
過
性
の
も
の
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う

（
33
）

。

九
・
一
一
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
関
心
が
あ
る
課
題
の
一
つ
が
移
民
政
策
で
あ
る

（
34
）

。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
市
内
を
走
る
、
不

法
移
民
の
強
制
送
還
や
逮
捕
を
求
め
る
宣
伝
カ
ー
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
起
き
て
い
る
。
こ
の
宣
伝
カ
ー
を
め
ぐ
っ
て
は
過
半
数
の
イ
ギ
リ

ス
国
民
が
賛
意
を
示
し
て
お
り
、
フ
ァ
ラ
ー
ジ
も
政
府
に
、
こ
う
し
た
宣
伝
カ
ー
の
利
用
を
勧
め
る
発
言
を
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
対

す
る
各
政
党
支
持
者
の
態
度
を
見
る
と
、
独
立
党
支
持
者
の
八
六
％
、
保
守
党
支
持
者
の
七
四
％
が
宣
伝
カ
ー
を
支
持
し
て
い
る

（
35
）

。
こ
の

デ
ー
タ
を
見
る
と
独
立
党
支
持
者
も
保
守
党
支
持
者
も
、
移
民
問
題
に
関
し
て
は
似
た
よ
う
な
傾
向
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

ま
た
欧
州
連
合
に
関
す
る
問
題
で
も
、
一
般
的
に
保
守
党
支
持
者
に
は
懐
疑
論
者
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
独
立
党
支
持

者
に
も
懐
疑
論
者
が
多
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
両
党
の
支
持
者
の
こ
う
し
た
傾
向
を
見
る
と
、
両
党
の
支
持
層
が
重
な
り

合
う
こ
と
が
わ
か
る
。
当
然
、
政
党
レ
ベ
ル
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
か
と
い
っ
た
違
い
が
出
て
く
る
。
し
か
し
、

逆
に
言
え
ば
独
立
党
の
政
策
が
保
守
党
支
持
者
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
な
り
う
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
図
1

は
個
別
の
政
策
で
は
な
く
政
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
距
離
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
保
守
党
と
独
立
党
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
表
2
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
独
立
党
は
こ
れ
ま
で
保
守
党
に
投
票
し
て
い
た
人
た
ち
を
奪
い
と
っ
て
い
る
。

そ
し
て
二
大
政
党
と
の
差
異
と
い
う
点
で
大
き
い
の
が
、
現
状
に
対
す
る
不
満
を
前
提
と
し
た
変
革
を
求
め
る
態
度
で
あ
ろ
う
。
二
大

政
党
は
戦
後
、「
合
意
の
政
治
」
を
基
に
し
た
政
権
運
営
を
行
っ
て
き
た
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
の
登
場
で
保
守
党
と
労
働
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
距
離
は
い
っ
た
ん
開
い
た
も
の
の
、
ブ
レ
ア
が
新
自
由
主
義
へ
と
接
近
し
た
こ
と
で
再
び
そ
の
距
離
は
縮
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
「
合

一
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意
」
は
国
民
の
選
択
肢
を
狭
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
相
次
ぐ
既
成
政
党
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
相
ま
っ
て
、
ま
す
ま
す
有
権
者

の
支
持
を
失
う
結
果
と
な
っ
て
い
っ
た
。
表
2
を
見
る
と
、
保
守
党
へ
の
投
票
者
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
党
へ
の
投
票
者
の
一
部
も
独
立

党
支
持
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
な
既
成
政
党
へ
の
不
満
が
高
ま
っ
て
い
る
時
に
選
択
肢
と
な
り
え
た
の
が
小
政
党
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
二
〇
〇
四
年
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
で
は
、
労
働
党
は
イ
ラ
ク
戦
争
へ
の
参
加
を
め
ぐ
っ
て
支
持
を
落
と
し
て
い
た
し
、
保
守
党
は
党
内
抗
争
で
不
安
定
な

状
況
に
あ
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
で
は
議
員
経
費
を
め
ぐ
る
問
題
が
既
成
政
党
へ
の
失
望
に
拍
車
を
か
け
て
い
た
。

独
立
党
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
不
満
を
吸
い
上
げ
る
存
在
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
同
党
は
既
成
政
党
へ
の
不
満
と
い
う
外
的
な

要
因
、
い
わ
ば
消
極
的
な
支
持
を
基
に
躍
進
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
要
因
は
も
は
や
一
時
的
な
も
の
と
は
い
え
ず
、
イ
ギ
リ
ス
政
治

に
定
着
し
て
し
ま
っ
た
不
満
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
れ
ま
で
こ
う
し
た
不
満
の
受
け
皿
と
な
っ
て
き
た
自
民
党
も
二
〇
一
〇
年
以
降
、
そ
の
役
割
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
確
か
に
こ
れ
ま
で

は
保
守
党
、
労
働
党
と
い
う
二
大
政
党
に
対
す
る
不
満
は
自
民
党
が
受
け
皿
と
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
役
割
は
総
選
挙
で
の

結
果
に
表
れ
て
い
る
通
り
、
一
定
の
成
功
を
収
め
た
と
言
え
る
だ
ろ
う

（
36
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
不
満
の
受
け
皿
と
な
っ
て
き
た
同
党
の
役
割

は
、
連
立
政
権
に
参
加
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
的
に
変
質
し
た
と
言
え
る
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
、
保
守
党
、
労
働
党
に
対
す
る
不

満
票
の
受
け
皿
と
な
っ
て
い
た
自
民
党
は
、
そ
の
役
割
を
独
立
党
に
奪
わ
れ
る
形
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
独
立
党
は

既
成
政
党
へ
の
不
満
と
い
う
有
権
者
の
意
思
を
く
み
取
り
、
既
成
政
党
が
持
た
な
い
新
た
な
選
択
肢
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
で
一
定
の

意
味
を
持
ち
続
け
る
可
能
性
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
議
会
以
外
で
は
す
で
に
そ
の
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

そ
れ
で
は
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
議
会
で
は
ど
う
な
る
の
か
。
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
議
会
で
は
、
小
政
党
が
議
席
を
得
る
こ
と
は
容

一
八
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易
で
は
な
い
。
総
選
挙
で
の
得
票
率
も
上
昇
傾
向
に
は
あ
る
も
の
の
三
％
程
度
の
得
票
率
で
は
議
席
を
獲
得
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
点
は
選
挙
制
度
の
変
更
を
期
待
す
る
か
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
状
況
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
変
化
す
る
以
外
に
は
改
善
さ
れ
な
い
で
あ

ろ
う
。
選
挙
制
度
改
革
も
二
〇
一
一
年
に
国
民
投
票
で
優
先
順
位
付
連
記
投
票
制
が
否
決
さ
れ
て
以
来
、
大
き
な
政
治
課
題
と
し
て
は
出

て
き
て
い
な
い
。

キ
ャ
メ
ロ
ン
の
欧
州
連
合
残
留
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
実
施
の
公
約
で
欧
州
連
合
問
題
が
再
び
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
と
い
う
状
況
で

も
、
総
選
挙
で
の
躍
進
は
難
し
い
で
あ
ろ
う

（
37
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
表
3
を
見
る
と
、
次
回
の
総
選
挙
で
議
席
を
獲
得
す
る
可
能
性
は
あ
る

だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
一
五
％
と
い
う
数
字
が
ど
こ
ま
で
議
席
に
結
び
つ
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
小
選
挙
区
制
下
で
は
予
想
が
困
難
で
あ

る
。
こ
う
し
た
有
権
者
の
傾
向
が
、
小
選
挙
区
制
の
壁
に
阻
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
独
立
党
が
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー

議
会
で
、
存
在
感
を
高
め
て
き
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

（
38
）

。

Ⅴ
．
結
び
に
か
え
て

こ
れ
ま
で
独
立
党
の
台
頭
と
二
党
制
へ
の
影
響
と
い
う
点
を
論
じ
て
き
た
。
独
立
党
の
台
頭
は
既
成
政
党
へ
の
不
満
と
表
裏
一
体
の
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
成
政
党
が
長
ら
く
そ
う
し
た
不
満
を
払
し
ょ
く
で
き
な
い
で
い
る
間
に
、
独
立
党
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
議
会
や
地
方
議
会
で
勢
力
を
拡
大
し
て
き
た
。
そ
し
て
今
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
で
は
安
定
的
な
支
持
を
得
る
存
在
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
の
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
議
会
で
は
、
ま
だ
議
席
を
確
保
す
る
に
は
至
ら
ず
、
統
治
政
党
と
し
て
の
力
量
を
疑
わ
れ
て
い
る
状
態
で

あ
る
。
独
立
党
の
台
頭
は
あ
く
ま
で
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
議
会
以
外
で
の
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
国
政
レ
ベ
ル
で
は
二
大
政
党
を
脅

か
す
存
在
に
な
り
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実
相
で
あ
ろ
う
。

一
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し
か
し
な
が
ら
独
立
党
台
頭
の
意
義
が
過
小
評
価
さ
れ
て
は
い
け
な
い
。
既
成
政
党
と
の
対
比
で
そ
の
意
義
を
考
え
る
と
、
既
成
政
党

が
国
民
の
不
満
に
答
え
ら
れ
な
い
で
い
る
と
き
に
独
立
党
は
現
状
を
変
革
し
イ
ギ
リ
ス
的
な
伝
統
を
守
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
そ

こ
に
は
保
守
主
義
も
社
会
民
主
主
義
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
独
立
党
が
示
し
た
姿
勢
は
既
存
の
も
の
に
対
す
る
不
満
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
既
成
政
党
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
自
身
を
位
置
づ
け
た
こ
と
に
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
戦
略
が
成
功
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
未
だ
阻
ま
れ
て
い
る
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
議
会
で
も

既
成
政
党
対
反
既
成
政
党
と
い
う
対
立
軸
を
示
し
た
こ
と
で
、
独
立
党
が
有
意
な
政
党
と
し
て
躍
進
す
る
潜
在
能
力
を
秘
め
た
存
在
だ
と

み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
仮
に
次
回
の
総
選
挙
で
、
政
権
を
左
右
す
る
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
を
握
る
勢
力
と
な
っ
た
と
き

に
、
独
立
党
は
改
め
て
、
そ
の
存
在
意
義
を
示
す
必
要
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
自
民
党
が
連
立
政
権
に
参
加
し
て
、
同
党
の
役
割
が
変

質
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
独
立
党
も
反
既
成
政
党
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
て
い
く
の
か
、
そ
れ
と
も
既
成
政
党
化
す
る
の
か
と
い
う
ジ

レ
ン
マ
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
。

二
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表 1　戦後イギリス総選挙結果

保守党 労働党 二党合計得票率

1945 219（39.8） 393（47.8） 87.6

1950 298（43.5） 315（46.1） 89.6

1951 321（48.0） 295（48.8） 96.8

1955 345（49.7） 277（46.4） 96.1

1959 365（49.4） 258（43.8） 93.2

1964 304（43.4） 317（44.1） 87.5

1966 253（41.9） 363（48.0） 89.9

1970 330（46.4） 287（43.0） 89.4

1974.2 297（37.9） 301（37.2） 75.1

1974.10 277（35.8） 319（39.3） 75.1

1979 339（43.9） 269（36.9） 80.8

1983 397（42.4） 209（27.6） 70

1987 376（42.3） 229（30.8） 73.1

1992 336（41.8） 271（34.4） 76.2

1997 165（30.7） 419（43.2） 73.9

2001 166（31.7） 412（40.7） 72.4

2005 198（30.7） 356（35.3） 66

2010 307（32.3） 258（35.3） 67.6

出典　 Butler,D. and Butler,G.,British Political Facts,Macmillan, 2010. より作成

表 2　前年の選挙における独立党支持者の投票行動

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 All

Con 22 12 20 25 16 21 22 32 37 23

Lab 34 14 17 16 24 27 13 5 3 18

LD 6 5 6 6 6 8 14 11 13 8

Other 19 57 47 42 39 30 41 40 40 38

Non-vote 19 12 10 12 16 15 10 11 7 13

Total (N) 685 414 452 398 305 535 396 624 333 4,143

Total（%） 6.5 3.1 3.4 3.0 2.3 4.3 3.7 5.4 8.5 4.0

出典　 British Election Study Continuous Monitoring Survey 2004-12, YouGov. 

Standard demographic weights applied

二
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表 3　次回総選挙での投票予定先

Conservative 34％

Labour 32％

Liberal Democrats 9 ％

UKIP 15％

Others 11％

出典　 The Ashcroft National Poll 12 MAY 2014

http://lordashcroftpolls.com/wp-content/uploads/2014/06/ANP-summary-

140512.pdf

図 1　政党のイデオロギー距離

Left

Plaid Cymru

Green

Scottish
National Party

Lib Dems

British
National Party

Right
United Kingdom
Independence Party

Labour Conservatives

出典  　Driver,S., Underatanding British Party Politics, Polity Press 2011,. p.24.
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（
1
） 

Ｓ
Ｎ
Ｐ
（S

cottish N
ational P

arty

）
や
プ
ラ
イ
ド
・
カ
ム
リ
と
い
っ
た
地
域
政
党
、
Ｎ
Ｆ
（N

ational F
ront

）
や
Ｂ
Ｎ
Ｐ
（B

ritish 

N
ational P

arty

）
な
ど
の
フ
ァ
シ
ス
ト
政
党
、
緑
の
党
に
代
表
さ
れ
る
環
境
政
党
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

（
2
） 
本
稿
で
は
小
政
党
と
い
う
言
葉
を
使
う
に
あ
た
っ
て
Ｓ
Ｎ
Ｐ
や
プ
ラ
イ
ド
・
カ
ム
リ
と
い
っ
た
地
域
政
党
を
含
ん
で
は
い
な
い
こ
と
を
断
っ
て

お
く
。

（
3
） 

本
稿
の
執
筆
時
点
で
二
〇
一
四
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
の
結
果
は
判
明
し
て
い
な
い
が
各
種
世
論
調
査
に
よ
る
と
、
独
立
党
の
獲
得
議
席

は
二
大
政
党
に
匹
敵
す
る
か
、
超
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。C

f. Y
ou G

ov/S
unday T

im
es S

urvey R
esults 2014

（
4
） 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
で
は
、
選
挙
制
度
が
比
例
代
表
制
で
あ
る
た
め
議
席
率
も
二
大
政
党
と
拮
抗
し
て
い
る
が
、
地
方
選
挙
に
お
い
て
は
、

得
票
率
は
拮
抗
し
て
い
る
も
の
の
議
席
率
で
は
二
大
政
党
に
大
き
く
後
れ
を
と
っ
て
い
る
。

（
5
） 

二
〇
一
四
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
で
の
投
票
予
定
先
を
調
べ
た
結
果
に
よ
る
と
独
立
党
三
一
％
、
労
働
党
二
八
％
、
保
守
党
一
九
％
と

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
詳
し
い
デ
ー
タ
は
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

http://yougov.co.uk/new
s/2014/04/25/ukip-m

ove-fi rst-place-euro-elections/

（
6
） 

日
本
に
お
い
て
は
独
立
党
に
焦
点
を
当
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
と
の
関
連
を
研
究
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
以
下
の
よ
う
な
研
究
も
存
在

す
る
。
渡
辺
容
一
郎
「
二
〇
〇
四
年
欧
州
議
会
選
挙
に
お
け
る
英
国
独
立
党
の
意
義
」『
政
経
研
究
』
第
四
一
巻
、
第
一
号
、
二
〇
〇
五
年
。

（
7
） F

ord, R
. and G

oodw
in, M

., R
evolt on

 th
e righ

t :E
xplain

in
g su

pport for th
e righ

t in
 B

ritain
, R

outledge, 2014, p.21.

（
8
） 

得
票
率
で
は
第
三
位
で
あ
る
も
の
の
議
席
数
で
は
自
民
党
の
後
塵
を
拝
す
こ
と
に
な
り
、
第
四
党
で
あ
る
こ
と
に
は
留
意
さ
れ
た
い
。

（
9
） 

一
九
九
四
年
総
選
挙
〇
・
三
％
、
一
九
九
七
年
総
選
挙
一
・
五
％
、
一
九
九
九
年
総
選
挙
二
・
二
％
、
二
〇
〇
一
年
総
選
挙
三
・
一
％
。
し
か
し
、

以
降
の
総
選
挙
で
は
、
得
票
率
は
伸
び
て
い
な
い
。

（
10
） 

有
効
政
党
数
と
は
政
党
の
規
模
を
考
慮
し
た
上
で
算
出
さ
れ
た
数
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
実
質
的
に
は
有
意
で
は
な
い
政
党
を
排
除
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
。

（
11
） D

river, S
., U

n
d

eratan
d

in
g B

ritish
 P

arty P
olitics, P

olity P
ress, 2011, p.12.

（
12
） 

イ
ギ
リ
ス
二
党
制
の
基
盤
が
揺
ら
い
で
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
杉
本
稔
「
イ
ギ
リ
ス
二
党
制
の
動
揺
」『
杉
山
逸
男
教
授

二
三



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
五
四
）

追
悼
論
文
集
』
一
九
八
六
年
。

（
13
） D

river, op. cit., p.132.
（
14
） 
フ
ァ
ラ
ー
ジ
は
も
と
も
と
保
守
党
員
で
あ
っ
た
が
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
批
准
を
め
ぐ
っ
て
同
党
か
ら
離
脱
し
て
い
る
。
彼
は
非
常
に
明
瞭

か
つ
過
激
な
発
言
を
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

（
15
） B

B
C
 N

ew
s, ‘U

K
IP

 beats L
abour to second place’,

http://new
s.bbc.co.uk/2/hi/uk_new

s/politics/8088343.stm
.

（
16
） 

フ
ァ
ラ
ー
ジ
の
労
働
党
に
対
す
る
言
説
に
は
す
さ
ま
じ
い
も
の
が
あ
り
「
う
そ
つ
き
」、「
詐
欺
師
」、「
ペ
テ
ン
師
」
と
い
っ
た
言
葉
が
並
ん
で

い
た
。F

arage, N
., F

lyin
g F

ree, B
iteback P

ublisging, 2010, p.221.

（
17
） T

helegraph, ‘M
P
s expenses: F

ull list of M
P
s investigated by T

he T
elegraph’,

http://w
w
w
.telegraph.co.uk/new

s/new
stopics/m

ps-expenses/5297606/M
P
s-expenses-F

ull-list-of-M
P
s-investigated-by-the-

T
elegraph.htm

l

（
18
） 

二
〇
〇
九
年
選
挙
で
の
独
立
党
躍
進
は
、
不
況
の
時
代
に
お
い
て
は
右
派
が
左
派
を
し
の
ぐ
傾
向
が
あ
る
と
い
う
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
指
摘
も
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
。
二
〇
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
以
来
、
世
界
経
済
は
下
り
坂
を
転
が
る
よ
う
に
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
お
り
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
国
々
で
は
中
道
左
派
政
党
が
支
持
を
落
と
し
、
中
道
右
派
が
支
持
を
増
大
さ
せ
て
い
た
。C

f. G
am

ble, A
., T

he S
pectre at the 

F
east, P

algrave M
acm

illan, 2009.

（
19
） H

ayton, R
., “T

ow
ard the M

ainstream
? :U

K
IP

 and the 2009 E
lection to the E

uropean P
arliam

ent”, P
olitics, V

ol.30 

（1

）, p.30.

（
20
） http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_anx_en.pdf

（
21
） 

U
K

IP
 E

u
ropean

 M
an

ifesto

http://d3n8a8pro7vhm
x.cloudfront.net/them

es/5308a93901925b5b09000002/attachm
ents/original/1398869254/

E
uroM

anifestoL
aunch.pdf?1398869254

（
22
） 

例
え
ば
、
四
月
二
日
に
行
わ
れ
た
公
開
討
論
は
、
六
八
％
の
人
々
が
フ
ァ
ラ
ー
ジ
優
勢
と
評
価
し
て
い
る
。C

f. w
w
w
. bbc. com

/new
s/uk-

二
四



イ
ギ
リ
ス
二
党
制
の
地
殻
変
動
（
杉
本
・
三
澤
）

（
二
五
五
）

politics-26859392
（
23
） Y

ouG
ov / S

unday T
im

es S
urvey R

esults

http://cdn.yougov.com
/cum

ulus_uploads/docum
ent/pjvdg1r9fz/Y

G
-A

rchive-P
ol-S

unday-T
im

es-results-140525.pdf

（
24
） U

K
IP

 http://w
w
w
.ukip.org/.

（
25
） 

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
定
義
付
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
と
も
な
う
が
、
こ
こ
で
は
「
国
民
に
訴
え
る
レ
ト
リ
ッ
ク
」、「
変
革
を
追
い
求
め
る
」、「
カ

リ
ス
マ
」
と
い
っ
た
特
徴
を
備
え
た
も
の
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
呼
ぶ
。
高
橋
進
・
石
田
徹
編
、『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
時
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
│
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
の
考
察
』、
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
三
年
、
一
四
一
頁
。

（
26
） H

eff ernan, R
., N

ew
 L

abou
r an

d
 T

h
atch

erism
 :P

olitical C
h

an
ge in

 B
ritain

, P
algrave M

acm
illan, 2000, p.192.

（
27
） G

uardian, ‘D
avid C

am
eron’s E

U
 speech-full text’,

http://w
w
w
.theguardian.com

/politics/2013/jan/23/david-cam
eron-eu-speech-referendum

（
28
） Y

ou G
ov, ‘T

he S
un S

ervey result’

http://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cum
ulus_uploads/docum

ent/39lzsuyw
ij/Y

G
-A

rchives-P
ol-S

un-E
U
-090712.pdf.

（
29
） 

調
査
で
は
四
八
％
の
国
民
が
欧
州
連
合
か
ら
脱
退
を
支
持
し
て
い
る
。
ま
た
党
派
別
の
デ
ー
タ
で
は
、
二
〇
一
〇
年
の
総
選
挙
で
保
守
党
に
投

票
し
た
人
の
う
ち
の
六
〇
％
、
労
働
党
で
は
四
一
％
が
脱
退
を
支
持
し
て
い
る
。Y

ou G
ov, ‘T

he S
un S

ervey result’, http://d25d2506sfb94s.

cloudfront.net/cum
ulus_uploads/docum

ent/39lzsuyw
ij/Y

G
-A

rchives-P
ol-S

un-E
U
-090712.pdf.

（
30
） 

独
立
党
の
主
張
と
は
反
対
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
欧
州
連
合
脱
退
後
も
単
一
市
場
に
ア
ク
セ
ス
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
事
例
の
よ
う
に

一
定
の
負
担
が
必
要
に
な
る
可
能
性
が
高
く
、
欧
州
連
合
の
負
担
金
が
そ
の
ま
ま
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
31
） S

artori, G
., P

artie’s an
d

 P
arty system

s :A
 F

ream
w

ork for A
n

alysis, C
am

bridge U
niversity P

ress, 1976, p.186.

（
32
） 

た
だ
し
独
立
党
は
二
〇
〇
八
年
に
無
所
属
の
庶
民
院
議
員
で
あ
っ
た
ス
ピ
ン
ク
（B

ob S
pink

）
が
入
党
し
て
い
る
。

（
33
） 

二
〇
〇
四
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
で
の
独
立
党
の
意
義
を
扱
っ
た
研
究
で
は
、
二
大
政
党
へ
の
支
持
と
信
頼
が
低
下
し
た
一
九
七
四
年
と

同
様
の
こ
と
が
二
〇
〇
四
年
で
も
起
こ
っ
た
と
指
摘
す
る
も
の
も
あ
る
。
同
研
究
に
よ
れ
ば
独
立
党
の
台
頭
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
異
質
性
や
既
成

二
五



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
五
六
）

政
党
へ
の
怒
り
を
再
確
認
さ
せ
る
『
一
時
的
な
ツ
ー
ル
』
と
し
て
の
役
割
」
を
担
っ
た
こ
と
が
要
因
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
渡
辺　

前
掲
）。
し
か

し
な
が
ら
、
二
〇
一
三
年
ま
で
の
独
立
党
を
見
る
と
「
一
時
的
な
ツ
ー
ル
」
を
超
え
て
「
定
着
し
た
ツ
ー
ル
」
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

無
論
、
既
成
政
党
に
対
す
る
不
信
が
二
〇
〇
四
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
と
い
う
前
提
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
34
） 
二
〇
〇
六
年
の
調
査
で
は
あ
る
が
イ
ギ
リ
ス
が
直
面
し
て
い
る
最
も
重
大
な
問
題
は
何
か
と
い
う
質
問
に
対
し
、
三
五
・
九
％
の
国
民
が
移
民

政
策
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
数
字
は
そ
の
他
の
選
択
肢
に
比
べ
て
最
多
と
な
っ
て
い
る
。P

eter, John and H
elen, M

argetts, 2009. 

”T
he L

atent S
upport for the E

xtrem
e R

ight in B
ritish P

olitics”, W
est E

u
ropean

 P
olitics, V

ol.32, N
o.3

（
35
） Y

ou G
ov,‘S

upport for “go hom
e” im

m
igration vans increases’, 

http://yougov.co.uk/new
s/2013/08/13/support-go-hom

e-im
m
igration-van-increases/.

（
36
） 

渡
辺
容
一
郎
「
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
変
容
と
自
由
民
主
党
の
現
在
」『
法
学
紀
要
』、
第
五
四
巻
、
二
〇
一
二
年
、
二
五
九
頁
。

（
37
） 

現
実
的
な
問
題
と
し
て
有
権
者
の
投
票
行
動
が
欧
州
連
合
の
み
で
左
右
さ
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
議
会
で
の
独
立
党

躍
進
の
カ
ギ
は
欧
州
連
合
政
策
も
当
然
だ
が
、
そ
の
他
の
政
策
が
ど
れ
だ
け
有
権
者
に
浸
透
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

（
38
） C

lark, A
., P

olical P
arties in

 T
h

e U
K

, P
algrave M

acm
illan, 2012, p.126.

二
六



ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
に
関
す
る
考
察
（
渡
辺
）

（
二
五
七
）

ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
に
関
す
る
考
察

渡　
　

辺　
　

容
一
郎

Ⅰ
．
は
じ
め
に

Ⅱ
．
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
内
容
と
特
徴

Ⅲ
．
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
背
景

Ⅳ
．
お
わ
り
に

Ⅰ
．
は
じ
め
に

「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
」（O

ne N
ation L

abour

）
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
エ
ド
・
ミ
リ
バ
ン
ド
（E

d M
iliband

）
現
党
首

が
二
〇
一
二
年
党
大
会
演
説
で
初
め
て
明
ら
か
に
し
た
、「
ポ
ス
ト
」
ニ
ュ
ー
・
レ
ー
バ
ー
の
新
し
い
基
本
路
線
で
あ
る
。

二
七



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
五
八
）

前
回
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
に
お
け
る
労
働
党
の
得
票
率
は
、
同
党
史
上
戦
後
ワ
ー
ス
ト
二
位
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た

（
1
）

。
そ
し
て
、
そ

の
数
か
月
後
に
実
施
さ
れ
た
野
党
・
労
働
党
の
党
首
選
挙
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
兄
で
対
抗
馬
の
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ミ
リ
バ
ン
ド

（D
avid M

iliband

）
を
弟
エ
ド
が
僅
差
で
制
し
、
ブ
ラ
ウ
ン
（G

ordon B
row

n

）
の
後
継
党
首
に
選
出
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
二
〇
一
五
年
五
月
の
実
施
が
予
定
さ
れ
て
い
る
次
期
総
選
挙
ま
で
に
エ
ド
が
労
働
党
を
ど
の
よ
う
に
再
建
し
て
い
く
か
、
注
目
が
集

ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
最
近
の
世
論
調
査
結
果

（
2
）

を
見
る
限
り
、
次
期
総
選
挙
で
労
働
党
が
政
権
を
奪
回
す
る
可
能
性
も
出
て
き
た
。
し
た

が
っ
て
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
を
考
察
す
る
意
味
は
そ
れ
な
り
に
大
き
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
元
来
「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
概
念
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
保
守
党
側
の
論
理
、
も
し
く
は
政
治
思
想
と
し
て
用

い
ら
れ
た
り
、
理
解
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
と
り
わ
け
一
九
世
紀
の
保
守
党
政
治
家
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
（B

enjam
in D

israeli

）

元
首
相
の
保
守
主
義
理
念
は
、
後
世
の
歴
史
家
や
政
治
学
者
に
よ
っ
て
「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
保
守
主
義
」（O

ne N
ation C

onservatism （
3
）

）

と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
あ
た
か
も
「
保
守
党
の
考
え
方
を
盗
ん
だ
」
か
の
よ
う
な
「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
レ
ー
バ
ー
と
は
、

ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
特
徴
や
登
場
の
背
景
は
ど
う
い
う
部
分
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
本
稿
は
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
を
知
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
二
〇
一
〇
年
労
働
党
党
首

選
挙
結
果
な
ど
も
踏
ま
え
、
エ
ド
党
首
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
本
質
を
多
方
面
か
ら
考
察
し
て
い
く
こ
と

に
し
た
い

（
4
）

。

二
八



ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
に
関
す
る
考
察
（
渡
辺
）

（
二
五
九
）

Ⅱ
．
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
内
容
と
特
徴

⑴　

二
〇
一
二
年
エ
ド
・
ミ
リ
バ
ン
ド
演
説
の
概
略
と
評
価

二
〇
一
二
年
労
働
党
年
次
党
大
会
で
の
エ
ド
・
ミ
リ
バ
ン
ド
党
首
演
説
（
以
下
ミ
リ
バ
ン
ド
演
説
）
は
、
同
年
一
〇
月
二
日
、
マ
ン
チ
ェ

ス
タ
ー
の
会
場
に
て
行
わ
れ
た
。
ミ
リ
バ
ン
ド
演
説
（
全
文
）
の
概
略
な
ら
び
に
内
容
構
成

（
5
）

は
、「
自
身
の
経
歴
と
ロ
ン
ド
ン
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
成
功
の
意
義
」「
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
に
つ
い
て
」
そ
し
て
「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
国
家
構
想
」
と
い
う
三
つ
の
部
分
に
大
別
で
き
る
。

先
ず
、
移
民
そ
し
て
ユ
ダ
ヤ
系
の
流
れ
を
受
け
継
ぐ
自
ら
の
「
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
」
を
紹
介
し
た
後
、
自
分
た
ち
家
族
を
受
け
入
れ
て

く
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
寛
容
さ
に
感
謝
す
る
た
め
、
政
治
家
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
恩
返
し
を
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス

人
の
潜
在
能
力
の
高
さ
を
示
す
事
例
と
し
て
、
同
年
夏
に
開
催
さ
れ
た
ロ
ン
ド
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
成
功
に
つ
い
て
も
語
っ
た
。
エ
ド
に

よ
れ
ば
、
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
が
「
一
つ
の
国
（a country

）」
と
し
て
団
結
し
協
力
し
た
結
果
で
あ
り
、
労
働
党
の
精
神
も
実
は
こ
こ
に
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
を
説
明
す
る
た
め
の
「
導
入
部
」
と
し
て
、
国
民
的
団
結
と
連
帯
を
、
そ
し
て
何
よ

り
「
党
首
」
個
人
の
私
的narrative

（
物
語
）
を
分
か
り
や
す
く
強
調
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

続
い
て
、
か
つ
て
そ
の
党
大
会
会
場
の
向
か
い
側
に
建
っ
て
い
た
自
由
貿
易
会
館
（the F

ree T
rade H

all

）
で
お
よ
そ
一
四
〇
年
前
に

演
説
し
、
自
分
と
同
じ
野
党
党
首
の
立
場
か
ら
「
イ
ギ
リ
ス
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
を
表
明
し
た
保
守
党
政
治
家
・
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
に
つ
い
て

語
っ
て
い
る
。
エ
ド
の
解
釈
に
よ
る
と
、
そ
の
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
演
説
に
は
「
愛
国
心
・
忠
誠
心
・
大
義
へ
の
献
身
」
が
見
ら
れ
る
と
同
時

に
、
我
々
が
直
面
す
る
困
難
を
皆
で
共
に
乗
り
越
え
て
い
く
姿
勢
に
も
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
の
精
神

で
あ
り
、
か
つ
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
抗
し
た
チ
ャ
ー
チ
ル
（W

inston C
hurchill

）
も
、
戦
後
の
再
建
に
関
し
て
は
ア
ト
リ
ー
（C

lem
ent 

二
九
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A
ttlee

）
も
、
こ
の
精
神
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
エ
ド
自
身
も
、
こ
の
精
神
を
当
然
信
じ
る
と
訴
え
て
い
る
。
党
派
を
問
わ

ず
一
応
歴
史
的
評
価
の
高
い
「
党
首
」
や
「
首
相
」
を
例
に
挙
げ
た
こ
と
で
、「
労
働
党
が
そ
の
基
本
方
針
に
『
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
』
を

用
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
し
違
和
感
も
な
い
」
と
い
う
印
象
が
世
間
に
広
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ

ン
・
レ
ー
バ
ー
と
い
う
考
え
方
が
エ
ド
「
党
首
」
個
人
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
か
ら
発
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
広
め
る

効
果
も
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
内
容
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
最
後
に
、
同
演
説
の
本
題
と
も
言
う
べ
き

「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
国
家
構
想
」
の
詳
細
に
入
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ミ
リ
バ
ン
ド
演
説
の
前
半
部
分
を
概
観
し
て
感
じ
る
の
は
、
何
よ
り
も
そ
の
叙
情
性
で
あ
る
。
ま
た
、
責
任
野
党
「
党
首
」
の
立

場
か
ら
次
期
総
選
挙
で
の
政
権
奪
回
を
具
体
的
に
意
識
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
印
象
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
逆
の
見

方
を
す
れ
ば
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
批
評
に
も
あ
る
よ
う
に
「
極
め
て
個
人
的
な
演
説
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
な
り
に
挑
戦
的
で
「
大
胆
な
試

み
（
6
）

」
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

⑵　

二
〇
一
二
年
ミ
リ
バ
ン
ド
演
説
に
見
る
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
概
要

ミ
リ
バ
ン
ド
演
説
に
お
け
る
「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
国
家
構
想
」
を
分
析
し
て
み
る
と
、
総
論
と
し
て
「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ブ
リ
テ
ン

お
よ
び
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
精
神
と
目
標
」
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
要
旨
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

即
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
再
建
を
目
指
し
て
誰
も
が
自
分
の
役
割
を
果
た
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
繁
栄
が
公
平
に
共
有
さ
れ
る
よ
う
な
、
わ
が
国

のcom
m
on life

を
伴
う
空
間
が
大
切
と
な
る
。
そ
う
し
た
国
づ
く
り
の
た
め
に
は
、
弱
者
へ
の
支
援
や
平
均
的
生
活
水
準
の
維
持
、
不

平
等
の
是
正
な
ど
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
労
働
党
がO

ne N
ation party

と
な
っ
て
、O

ne N
ation governm

ent

三
〇
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を
形
成
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
は
、
オ
ー
ル
ド
・
レ
ー
バ
ー
へ
の
回
帰
で
は
な
い
し
、（
エ
ド
に
よ
れ

ば
）
支
配
層
の
説
明
責
任
を
軽
視
し
て
き
た
と
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
・
レ
ー
バ
ー
と
も
異
な
る

（
7
）

。

こ
こ
か
ら
、
新
党
首
エ
ド
が
、
か
つ
て
の
ニ
ュ
ー
・
レ
ー
バ
ー
と
も
オ
ー
ル
ド
・
レ
ー
バ
ー
と
も
異
な
る
独
自
の
党
路
線
を
目
指
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
他
方
で
、
平
均
的
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
維
持
や
不
平
等
の
是
正
な
ど
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、「
左
右
」
双
方
の
伝
統
を
そ
れ
な
り
に
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

さ
ら
に
ミ
リ
バ
ン
ド
演
説
を
分
析
し
て
い
く
と
、
続
い
て
、
各
論
的
位
置
づ
け
と
も
言
う
べ
き
「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ブ
リ
テ
ン
構
築

の
方
法
論
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
持
て
る
一
部
の
メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
少
数
派
」
と
「
持
た
ざ
る
そ
の
他
大
勢
の

国
民
」
の
「
二
つ
の
国
民
」
に
分
裂
し
た
現
状
を
打
破
し
、
こ
れ
を
治
療
す
るO

ne N
ation econom

y

を
確
立
す
る
べ
く
早
急
に
改
革

し
構
築
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、O

ne N
ation banking system

（
銀
行
改
革
）
↓O

ne N
ation skills

（
教
育
改
革
）
↓O

ne N
ation 

business m
odel

（
企
業
競
争
対
策
）
と
い
う
三
つ
の
領
域
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ブ
リ
テ
ン
の
構
築
に
不

可
欠
な
の
がcom

m
on life

の
維
持
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
取
り
組
ん
だ
り
擁
護
し
た
り
す
べ
き
問
題
と
し
て
、
以
下
の
三
つ
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
移
民
問
題
（
不
当
な
移
民
雇
用

・

・

・

・

の
取
り
締
ま
り
を
強
化
す
る
）、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
独
立
問
題
（
一
部
の
住
民
に
よ
る
独
立
の
意
思
は

尊
重
す
る
も
の
の
、
連
合
王
国
を
維
持
す
る
）、
Ｎ
Ｈ
Ｓ
問
題
（
保
守
党
流
自
由
市
場
モ
デ
ル
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
Ｎ
Ｈ
Ｓ
再
編
に

は
反
対
す
る
）
が
そ
れ
で
あ
る

（
8
）

。

こ
う
し
て
見
る
と
、
ミ
リ
バ
ン
ド
演
説
に
お
け
る
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
は
、
改
革
の
必
要
性
や
労
働
党
的
価
値
観
を
土
台
に

し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
、
様
々
な
従
来
的
か
つ
伝
統
的
側
面
や
そ
の
流
れ
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
言
え
る
。
し
か

し
そ
の
一
方
で
、
責
任
野
党
と
し
て
次
期
総
選
挙
で
の
勝
利
・
政
権
奪
回
実
現
を
強
く
意
識
し
た
内
容
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

三
一



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
六
二
）

そ
れ
ゆ
え
、
同
演
説
で
表
明
さ
れ
た
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
に
は
、
格
差
が
拡
大
し
た
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
を
率
い
る
リ
ー
ダ
ー

（
次
期
首
相
）
に
相
応
し
い
自
分
の
存
在
と
役
割
を
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
等
を
通
じ
て
党
内
外
に
広
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
さ
ら
に
つ
け
加
え
れ
ば
、
同
演
説
を
報
道
す
る
新
旧
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
自
分
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

に
つ
き
ま
と
う
党
内
外
の
不
安
や
懸
念
を
払
拭
す
る
意
図
が
あ
っ
た

（
9
）

と
も
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。

⑶　

ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
特
徴

エ
ド
の
知
的
顧
問
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
のT

h
e P

olitical Q
u

arterly

誌
の
特
集
で
ミ
リ
バ
ン
ド
演
説
や
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー

バ
ー
に
つ
い
て
も
分
析
し
た
ウ
ッ
ド
（S

tew
art W

ood

）
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
が
（
持
て
る
少
数
派
と
、
持
た
ざ
る
多
数
派
と
の
）
分
裂
国

家
と
な
っ
て
し
ま
う
の
を
回
避
す
る
た
め
に
も
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
社
会
の
根
本
的
輪
郭
を
変
え
るa new

 settlem
ent

達
成
の
必
要
性
こ

そ
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
出
発
点
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
少
数
派
で
な
く
多
数
派
を
通
じ
て
生
産
・
繁
栄
・com

m
on life

が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
国
づ
く
り
を
見
守
っ
て
い
く
、
と
い
う
考
え
方
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
つ
け
加
え
る
と
、
あ
る
重
要
な
点
に
お

い
て
、
現
在
は
一
九
七
〇
年
代
末
期
に
似
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
と
同
じ
く
現
在
も
、
い
わ
ゆ
るan old 

settlem
ent

│
か
つ
て
は
戦
後
福
祉
国
家
的
解
決
法
だ
っ
た
が
、
今
で
は
逆
に
自
由
市
場
を
重
視
し
た
サ
ッ
チ
ャ
ー
（M

argaret 

T
hatcher

）
流
解
決
法
を
指
す
│
が
、
そ
の
信
頼
を
失
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る

（
10
）

。

さ
ら
に
ウ
ッ
ド
は
、
ミ
リ
バ
ン
ド
演
説
に
見
ら
れ
る
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
狙
い
に
つ
い
て
、
今
イ
ギ
リ
ス
が
直
面
し
て
い

る
受
難
を
凌
ぐ
う
え
で
必
要
な
「
連
帯
」（solidarity

）
を
社
会
に
提
供
し
、
長
期
的
な
繁
栄
と
安
全
を
よ
り
多
く
提
供
で
き
る
「
異
な

る
経
済
」
を
構
築
し
、
生
活
手
段
ま
で
補
強
す
る
「
別
の
倫
理
的
側
面
」
を
重
視
す
る
こ
と

（
11
）

だ
と
述
べ
て
い
る
。
エ
ド
の
知
的
代
弁
者
と

三
二
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も
言
う
べ
き
ウ
ッ
ド
の
分
析
を
解
釈
す
る
と
、
オ
ー
ル
ド
・
レ
ー
バ
ー
も
ニ
ュ
ー
・
レ
ー
バ
ー
も
超
越
し
た
「
新
世
代
の
」
労
働
党
を
目

指
す
試
み
で
あ
る
と
同
時
に
、
成
功
す
れ
ば
「
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
」
に
匹
敵
す
る
可
能
性
ま
で
秘
め
た
挑
戦
的
な
取
り
組
み
こ
そ
、
エ
ド

の
言
う
「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ブ
リ
テ
ン
構
築
を
目
指
す
労
働
党
」、
即
ち
「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
」
で
は
な
い
か
と
思
え
て

く
る
。

こ
う
し
た
ウ
ッ
ド
の
分
析
に
関
し
て
ヤ
コ
ブ
（M

ichael Jacobs

）
は
、
同
誌
上
で
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。「
戦
後
労
働
党
政
府

の
つ
く
っ
た
戦
後
経
済
秩
序
（
※
前
述
のan old settlem
ent

）
に
サ
ッ
チ
ャ
ー
が
喜
ん
で
挑
戦
し
て
い
た
こ
と
を
例
に
挙
げ
て
ウ
ッ
ド
が

描
い
て
い
る
の
は
、
今
後
一
〇
年
間
イ
ギ
リ
ス
が
直
面
す
る
根
深
い
経
済
的
社
会
的
困
難
に
対
す
る
潜
在
的
か
つ
遠
大
な
一
連
の
反
応
で

あ
る
。
ウ
ッ
ド
に
よ
っ
て
…
暗
に
示
さ
れ
│
そ
し
て
例
え
ば
、
グ
ラ
ス
マ
ン
（M

aurice G
lasm

an

）
の
よ
う
な
別
の
労
働
党
系
思
想
家
た

ち
の
著
作
等
で
示
さ
れ
て
い
る
、
リ
ア
ル
な
経
済
、
従
来
以
上
に
強
力
な
中
小
企
業
、
企
業
内
取
締
役
会
の
労
組
代
表
、
強
固
な
職
業
教

育
お
よ
び
訓
練
、
そ
し
て
こ
れ
ら
を
土
台
か
ら
支
え
る
の
に
適
し
た
（
例
え
ば
）
地
域
金
融
シ
ス
テ
ム
を
持
つ
ド
イ
ツ
型
経
済
（a 

G
erm

an-style econom
y

）
の
方
向
に
イ
ギ
リ
ス
は
も
っ
と
近
づ
く
べ
き
だ
、
と
す
る
考
え
方
な
の
で
あ
る

（
12
）

」。

ウ
ッ
ド
と
ヤ
コ
ブ
の
解
釈
や
説
明
に
従
う
と
、
地
域
金
融
シ
ス
テ
ム
（
銀
行
改
革
）
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
や
地
域
性
を

重
視
し
、
若
者
の
職
業
教
育
・
訓
練
（
教
育
改
革
）
や
、
企
業
内
労
組
代
表
、
中
小
企
業
強
化
策
（
企
業
競
争
改
革
）
な
ど
も
考
慮
し
た

「
ド
イ
ツ
型
」
経
済
の
構
築
こ
そ
、
前
述
し
たO

ne N
ation econom

y

の
モ
デ
ル
（
理
想
像
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て

こ
れ
こ
そ
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
社
会
の
根
本
的
輪
郭
を
根
元
か
ら
変
え
る
こ
と
に
つ
な
が
るa new

 settlem
ent

達
成
へ
の
近
道
と
な
る
。

ま
た
、
上
述
の
グ
ラ
ス
マ
ン
と
い
う
労
働
党
系
思
想
家
の
役
割
と
影
響
が
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
で
は
無
視
で
き
な
い
存
在
に

な
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
も
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
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四
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⑷　

ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
え
る
諸
原
理

こ
こ
で
は
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ブ
リ
テ
ン
の
構
築
を
目
指
す
労
働
党
（
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
）
が
実
際
の
政
策
の
な
か
で
強

調
し
て
い
る
と
さ
れ
る
諸
原
理
に
つ
い
て
、
解
明
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
（
政
府
与
党
）
と
し
て
実
践
す
べ
き
ア
プ
ロ
ー
チ
の
中
核
的
理
念
（core ideas

）
を
、
ウ
ッ
ド
は
五
つ

指
摘
し
て
い
る
。

①　

ド
イ
ツ
を
モ
デ
ル
と
し
た
強
い
経
済
づ
く
り
に
関
与
す
る
こ
と

②　

不
平
等
を
是
正
し
よ
う
と
決
意
す
る
こ
と

③　

一
部
の
人
び
と
だ
け
で
な
く
、
全
て
の
人
び
と
の
「
責
任
」
を
重
視
す
る
こ
と

④　

わ
が
国
のcom

m
on life

の
諸
要
素
を
擁
護
す
る
こ
と

⑤　

ポ
ス
ト
一
九
七
九
年
的
解
決
の
倫
理
に
挑
戦
す
る
こ
と

（
13
）

①
に
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
若
者
に
対
す
る
職
業
教
育
訓
練
の
充
実
化
や
銀
行
改
革
な
ど
が
含
ま
れ
、
文
字
ど
お
りO

ne N
ation 

econom
y

の
構
築
と
関
係
が
あ
る
。
②
は
、
低
所
得
者
救
済
用
基
金
、
例
え
ば
「
豪
邸
税
」
導
入
へ
の
関
与
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、

④
は
元
来
保
守
党
の
思
想
に
近
い
と
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
が
、
多
様
性
に
対
す
る
寛
容
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。
そ
し
て
⑤
は
、
ワ

ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
も
「
個
人
の
自
由
」
は
認
め
る
が
、
そ
れ
は
「
個
人
主
義
万
能
」
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
含
ま
れ
て
い
る
。
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（
渡
辺
）

（
二
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五
）

こ
れ
ら
を
別
の
側
面
か
ら
言
い
換
え
て
み
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
考
え
方
も
含
ま
れ
る
。
①
に
関
し
て
は
、「
左
派
か
ら
の
サ
プ

ラ
イ
サ
イ
ド
革
命
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
必
要
だ
と
す
る
主
張
と
関
係
が
深
い
。
な
ぜ
な
ら
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
流
自
由
市
場
原
理
主
義
こ
そ
、

イ
ギ
リ
ス
を
今
の
「
二
つ
の
国
民
」
に
分
裂
さ
せ
た
元
凶
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ウ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
左
派
か
ら
の
サ
プ
ラ
イ
サ
イ
ド

革
命
の
内
容
に
は
、
固
有
の
技
術
教
育
訓
練
や
徒
弟
制
度
を
構
築
す
る
た
め
雇
用
主
と
協
力
し
て
い
く
こ
と
、
投
機
に
よ
る
利
益
で
は
な

く
刷
新
用
資
金
提
供
に
基
づ
く
銀
行
競
争
力
の
強
化
な
ど
を
通
じ
て
銀
行
改
革
を
促
進
す
る
こ
と
や
、
主
要
産
業
の
育
成
に
伴
う
ス
キ
ル

能
力
な
ら
び
に
賃
金
の
向
上
、
そ
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
下
で
は
従
来
と
異
な
る
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
も
必
要
だ
と
す
る
認
識
、
な
ど
が

含
ま
れ
る
。

②
は
、
所
得
の
再
分
配
や
市
場
に
関
す
る
諸
規
定
を
改
革
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
能
な
限
り
平
等
な
経
済
を
実
現
し
て
い
く
試
み
の

こ
と
で
も
あ
る
。
ウ
ッ
ド
に
よ
る
と
、
再
分
配
は
進
歩
派
政
府
の
重
要
兵
器
で
あ
り
続
け
る
か
ら
で
あ
る
。
③
で
い
う
「
責
任
」

（responsibility

）
は
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
の
核
心
部
分
で
あ
る
と
同
時
に
、
年
齢
・
民
族
・
収
入
・
地
域
の
違
い
を
超
越
し

て
人
び
と
を
共
に
結
び
つ
け
る
倫
理
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
と
し
て
は
、
全
て
の
人
び
と
に
対
す
る
、
全

て
の
人
び
と
に
よ
る
、
互
恵
主
義
（reciprocity

）
や
相
互
義
務
に
期
待
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
諸
原
理
は
、
前
述
し
た
グ
ラ
ス
マ
ン
ら
が
最
近
主
張
し
て
い
る‘B

lue L
abour ’

と
い
う
考
え
方
（
後
述
）
に
も
通
じ
る
も

の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
を
見
る
限
り
、
新
た
な
制
度
改
革
を
伴
う
の
は
必
至
と
な
る
た
め
、
や
は
り
労
働

党
に
と
っ
て
大
胆
か
つ
挑
戦
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う

（
14
）

。
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⑸　

ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
捉
え
方
と
問
題
点

ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
え
る
上
記
五
大
原
理
を
指
摘
し
た
ウ
ッ
ド
は
、
結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「
…a new

 settlem
ent

は
、
そ
し
て
特
に
『
中
流
層
か
ら
の
支
出
』
増
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
経
済
と
い
う
の
は
、
支
出
を
ま
す

ま
す
増
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
支
出
の
ル
ー
ル
を
書
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
…
そ

れ
は
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
従
来
的
方
法
と
い
う
よ
り
は
、
西
欧
大
陸
諸
国
の
社
会
民
主
主
義
政
党
の
方
法
に
近
い
内
容
で
あ
る

（
15
）

」。
こ
こ

で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、「
イ
ギ
リ
ス
的
」
と
い
う
よ
り
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
的
」

な
も
の
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
で
自
由
な
「
市
場
」
に
委
ね
る
イ
ギ
リ
ス
型
「
自
由
主
義

政
治
経
済
学
」
の
伝
統
と
い
う
よ
り
、
強
力
で
地
域
に
も
根
ざ
し
た
ド
イ
ツ
型
経
済
モ
デ
ル
を
理
想
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

と
も
、
例
え
ば
構
造
改
革
な
ど
に
お
い
て
「
富
の
再
分
配
」
よ
り
「
パ
イ
の
大
き
さ
を
広
げ
る
」
の
を
好
む
フ
ラ
ン
ス
社
会
党
の
伝
統
に

近
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
（A

ndrew
 G

am
ble

）
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
政
治
経
済
研
究
で
は
、「
市
場
」
を
重
視
す
る
イ
ギ
リ
ス
伝
統
の
「
自
由

主
義
政
治
経
済
学
」（liberal political econom

y

）
と
、
そ
れ
に
対
立
す
る
、
例
え
ば
二
〇
世
紀
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
を
論
争
と
混
乱

に
陥
れ
た
「
関
税
改
革
」（tariff  reform

）
派
の
主
張
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
「
国
民
政
治
経
済
学
」（national political econom

y

）
の
流
れ

も
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
16
）

。
地
域
や
地
方
を
重
視
す
る
一
方
、「
国
民
」
の
観
点
か
ら
政
治
経
済
の
再
構
築
を
志
向
す
る
と
い
う
意
味
で
、
ワ

ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
は
、
国
民
政
治
経
済
学
の
流
れ
を
受
け
継
ぐ
存
在
・
内
容
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
こ
の
点
の
詳
細
な
分
析
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ブ
リ
テ
ン
を
標
榜
す
る
限
り
、
そ
こ
に
は
環
境
問
題
か
ら
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
独
立
問
題
に
至
る
ま
で
、
あ
り
と
あ
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ら
ゆ
る
テ
ー
マ
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
た
め
、
単
な
る
「
ス
ロ
ー
ガ
ン
」
化
し
て
し
ま
い
、
そ
の
反
動
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
明
快
さ
は
逆
に

弱
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
点
も
常
に
指
摘
さ
れ
る

（
17
）

。
そ
の
意
味
で
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
き
ま

と
う
不
確
実
性
や
実
現
可
能
性
へ
の
疑
問

（
18
）

は
も
ち
ろ
ん
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
つ
間
違
え
ば
労
働
党
内
で
も
多
方
面
か
ら
攻
撃
・
批
判

さ
れ
や
す
い
考
え
方
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
内
容
と
特
徴
に
関
し
て
は
、
様
々
な
捉
え
方
や
解
釈
が
可
能
と
な
る
。
そ
れ
で
も
、

そ
の
内
容
と
特
徴
に
つ
い
て
、
あ
え
て
簡
単
に
要
約
す
る
な
ら
、
政
権
奪
回
を
視
野
に
入
れ
て
エ
ド
「
党
首
」
本
人
の
口
か
ら
党
内
外
に

直
接
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
た
、
個
人
的
か
つ
叙
情
的
なnarrative

風
の
内
容
だ
と
い
う
点
を
、
先
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

自
分
自
身
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
も
ち
ろ
ん
、
国
内
の
融
和
と
連
帯
の
必
要
性
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
労
働

党
の
様
々
な
伝
統
は
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
ド
イ
ツ
な
ど
を
参
考
に
、
主
と
し
て
「
地
方
（
地
域
）」
や
「
国
民
」
と
い
う
視
点
か
ら
イ

ギ
リ
ス
政
治
経
済
社
会
の
輪
郭
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
、
大
胆
か
つ
挑
戦
的
内
容
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
い
し
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
捉
え
る

こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

Ⅲ
．
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
背
景

⑴　

二
〇
一
〇
年
労
働
党
党
首
選
挙
結
果
と
の
関
連

こ
こ
か
ら
は
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
本
質
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
考
察
す
る
た
め
、
そ
の
登
場
の
背
景
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
く
。

既
述
の
と
お
り
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
結
果
は
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
に
と
っ
て
戦
後
ワ
ー
ス
ト
二
位
と
な
る
低
い
投
票
率
（
敗
北
）
に
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終
わ
っ
た
（
詳
細
に
つ
い
て
は
、
註（
1
）を
参
照
）。
そ
れ
ゆ
え
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー

が
新
党
首
エ
ド
の
労
働
党
再
建
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
し

た
が
っ
て
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
二
〇
一
〇
年
総
選

挙
敗
北
後
（
九
月
）
に
行
わ
れ
た
労
働
党
党
首
選
挙
に
注
目
し
、「
ポ
ス
ト
」
ニ
ュ
ー
・
レ
ー

バ
ー
（
ブ
レ
ア
、
ブ
ラ
ウ
ン
）
の
新
党
首
に
エ
ド
が
選
出
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
も
理
解
す
る
必

要
が
あ
る
。

表
1
を
見
る
と
、
二
〇
一
〇
年
労
働
党
党
首
選
挙

（
19
）

は
、
実
質
上
、
兄
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
と
弟
エ

ド
と
の
「
ミ
リ
バ
ン
ド
兄
弟
対
決
」
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
同
時
に
そ
の
対
決
は
、
ほ
ぼ
党

内
ブ
レ
ア
派
（
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
陣
営
）
対 

ブ
ラ
ウ
ン
派
（
エ
ド
陣
営
）
の
代
理
戦
争
と
い
う
構
図

で
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
そ
し
て
結
果
的
に
は
エ
ド
が
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
を
四
回
目
の
最
終

決
戦
で
逆
転
し
、
僅
差
で
勝
利
を
収
め
た
。

表
1
を
通
じ
て
、
二
〇
一
〇
年
労
働
党
党
首
選
挙
結
果
（
エ
ド
選
出
）
に
は
「
デ
ー
ヴ
ィ
ッ

ド
選
出
阻
止
」
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ー
・
レ
ー
バ
ー
が
必
ず
し
も
党

内
を
席
巻
し
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
「
エ
ド
」
と
「
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
」
に
象

徴
さ
れ
る
党
内
二
大
勢
力
を
中
心
と
し
た
「
党
内
分
裂
」
の
可
能
性
を
も
た
ら
し
た
こ
と
、
な

ど
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
エ
ド
や
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
は
、
こ
れ
ま
で
党
内
か
ら
ど

の
よ
う
に
見
ら
れ
て
お
り
、
党
内
の
い
か
な
る
人
び
と
か
ら
支
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

表 1　2010年イギリス労働党党首選挙結果の概略 得票率（％）

選挙人団（ 1 / 3 　 1 / 3 　 1 / 3 ） 1 回目 2 回目 3 回目 4 回目

Ｅ．ミリバンド 34.3 37.5 41.3 50.7

Ｄ．ミリバンド 37.8 38.9 42.7 49.4

Ｅ．ボール 11.8 13.2 16.0

Ａ．バーナム  8.7 10.4

Ｄ．アボット  7.4 

出典 　Thomas Quinn, Electing and Ejecting Party Leaders in Britain, 2012, 

p. 71の表 3 － 3 より。

（当選）
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表
2
を
見
る
と
、
エ
ド
が
党
員
か
ら
も
組
合
員
か
ら
も
「
自
分
と
同
じ
見
解

で
親
近
感
を
抱
き
や
す
い
人
物
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
敗
れ
た

デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
は
そ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
政
権
奪
回
の
可
能
性
と
い
う
点
で

評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
特
に
「
野
党
党
首
と
し
て
相
応
し
い
」

「
次
期
総
選
挙
に
勝
て
る
」
そ
し
て
「
首
相
と
し
て
最
適
」
と
い
う
項
目
で
は
、

党
員
の
意
見
で
も
組
合
員
の
意
見
で
も
、
比
較
的
大
差
で
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
に
軍

配
が
上
が
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
労
働
党
内
か
ら
見
た
場
合
、
野
党

期
に
生
じ
が
ち
な
党
内
分
裂
を
回
避
す
る
と
い
う
点
と
、
党
内
融
和
を
実
現
す

る
こ
と
が
可
能
な
党
首
候
補
か
否
か
と
い
う
点
で
、
前
述
の
と
お
り
、
エ
ド
に

は
兄
以
上
に
不
安
や
懸
念
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

新
党
首
と
な
っ
た
直
後
の
エ
ド
か
ら
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
二
つ
に
割
れ
た
党
内
の
融

和
と
連
帯
を
実
現
（
特
に
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
支
持
派
と
和
解
）
す
る
こ
と
が
最
大
の

急
務
だ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

ま
た
、
表
3
を
見
る
と
、
影
響
力
の
強
い
（
部
門
内
シ
ェ
ア
の
八
割
以
上
を
占

め
る
）
五
大
労
組
か
ら
支
持
さ
れ
て
い
た
の
は
、
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
で
は
な
く
エ

ド
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
か
ら
、
党
内
融
和
・
連
帯
と
政
権
奪
回
を
目

指
す
新
党
首
エ
ド
と
し
て
は
、「
労
組
に
支
配
さ
れ
た
党
首
」、‘a creature of 

表 2　党首選候補者の資質に関する労働党員および組合員の見解（2010年 9 月）

 （％）

労働党員［デーヴィッド エド］ 労働党関
連組合員［デーヴィッド エド］

野党党首として相応しい 44 21 31 23

一番感じが良い 25 27 21 22

同じ見解の持ち主 24 29 16 24

身近な存在 16 16 12 15

次期総選挙に勝てる 55 25 42 24

首相として最適 45 28 33 28

出典　T. Quinn, op. cit., p. 73の表 3 － 4 に基づき筆者作成。
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政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
七
〇
）

the union barons ’

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
や
評
価
を
払
拭
す
る
必
要
性
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
内
容
や
特
徴
を
、
エ
ド
が
新
党
首
に
選
ば
れ
た
理
由
・
背

景
（
党
内
事
情
）
か
ら
考
察
し
て
み
る
と
、
自
分
の
指
導
力
を
党
内
外
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
デ
ー

ヴ
ィ
ッ
ド
支
持
が
多
い
と
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
党
内
「
ブ
レ
ア
派
」
と
の
和
解
で
党
内
融
和
・
連

帯
を
実
現
し
、
そ
し
て
他
の
候
補
者
以
上
に
主
要
労
組
と
そ
の
幹
部
た
ち
か
ら
支
持
さ
れ
て
い

た
た
め
「
労
働
貴
族
の
創
造
物
」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
、
と
い
う
狙
い

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
要
労
組
や
左
派
系
議
員
な
ど
の
お
か
げ
で
兄
と

の
競
争
を
制
し
た
（
表
1
を
参
照
）
エ
ド
に
は
、「
ワ
ン
」
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ブ
リ
テ
ン
構
築
の
た

め
に
も
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
強
化
と
同
時
に
党
内
団
結
を
図
り
、「
ワ
ン
」
レ
ー
バ
ー
パ
ー

テ
ィ
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

⑵　

党
内
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
と
の
関
連

党
首
選
挙
結
果
と
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
と
の
関
連
性
と
は
別
に
、
エ
ド
の
ワ
ン

ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
を
「
党
内
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー

（
20
）

」
路
線
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
見
方

も
あ
る
。
前
述
のT

h
e P

olitical Q
u

arterly

誌
の
特
集
で
ウ
ィ
ッ
カ
ム
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（M

ark 

W
ickham

-Jones

）
は
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

表 3　2010年労働党党首選挙最終決戦における（部門内シェア上位五大労組）

組合員投票の支持率 （％）

労働組合 （部門内シェア） 組合としての推薦者 デーヴィッド エド

Unite （45.1） エド 34.0 66.0

GMB （17.4） エド 36.4 63.6

UNISON （11.2） エド 40.9 59.1

CWU （ 7.4） ボール 48.3 51.7

USDAW （ 6.1） デーヴィッド 73.6 26.5

出典　T. Quinn, op. cit., p. 80の表 3 － 7 に基づき筆者作成。
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ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
に
関
す
る
考
察
（
渡
辺
）

（
二
七
一
）

べ
て
い
る
。
エ
ド
の
主
張
に
は
曖
昧
さ
が
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
決
し
て
目
新
し
い
内
容
と
い
う
訳
で
も
な
い
。
む
し
ろ
党

内
論
争
と
い
う
よ
り
、
キ
ノ
ッ
ク
（N

eil K
innock

）
や
ブ
レ
ア
に
代
表
さ
れ
る
党
内
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
路
線
の
融
合
・
延
長
線
上
に
求
め
る

べ
き
で
あ
る

（
21
）

。

ウ
ィ
ッ
カ
ム
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
エ
ド
の
二
〇
一
一
年
党
大
会
演
説
（
責
任
あ
る
資
本
主
義
な
ど
に
つ
い
て
言
及
）
な
ど
も
、
過
去
の

党
文
書
の
「
焼
き
直
し
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
キ
ノ
ッ
ク
も
、「
ド
イ
ツ
流
」
に
基
づ
い
た
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
再
建
に
関
心
が
あ
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ブ
レ
ア
の
場
合
は
、
こ
う
し
た
キ
ノ
ッ
ク
流
ア
プ
ロ
ー
チ
を
何
ら
か
の
「
社
会
的
包
摂
」
用
ラ
ベ
ル
と
し
て
理

解
し
た
。
例
え
ば
、
部
分
的
に
は
選
挙
目
的
の
内
容
だ
っ
た
た
め
エ
ド
と
の
直
接
的
繋
が
り
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
ブ
レ
ア
が
野
党

党
首
時
代
に
行
っ
た
一
九
九
五
年
（
一
〇
月
）
党
大
会
演
説
に
お
い
て
、
こ
の
路
線
が
既
に
表
明
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
と
し
て
い
る

（
22
）

。

こ
う
し
て
ウ
ィ
ッ
カ
ム
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
エ
ド
の
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
を
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
立
場
」
と
「
選
挙
上
の

立
場
」
と
を
結
び
つ
け
る
存
在
と
し
て
理
解
す
る
。
同
時
に
、
そ
れ
に
関
す
る
エ
ド
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
は
、
ブ
レ
ア
と
キ
ノ
ッ
ク
二
人
の

ア
プ
ロ
ー
チ
、
即
ち
「
社
会
的
包
摂
と
い
う
言
説
」
を
伴
う
「
党
政
策
見
直
し
の
詳
細
」
を
、
一
つ
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
試
み
と
し

て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
分
析
結
果
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
エ
ド
の
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
は
、
過

去
の
諸
提
案
か
ら
何
か
を
引
き
出
し
て
学
ん
だ
り
、
そ
の
強
さ
を
土
台
と
し
て
何
か
を
打
ち
立
て
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
労
働
党
の

能
力
」
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
当
時
の
キ
ノ
ッ
ク
党
首
や
ブ
レ
ア
党
首
の
事
例
か
ら
見
て
、
労
働
党

「
党
首
」
エ
ド
に
対
す
る
そ
の
政
策
顧
問
の
個
人
的
関
与
も
意
外
に
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
る
の
で
あ
る

（
23
）

。

エ
ド
の
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
が
、
以
上
の
よ
う
な
「
労
働
党
モ
ダ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
の
流
れ
と
繋
が
り
を
持
つ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
エ
ド
に
と
っ
て
兄
で
あ
り
、
党
首
選
挙
で
は
一
時
的
に
せ
よ
自
分
の
「
政
敵
」
と
な
っ
た
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
の
存
在
と
影
響
力
を

四
一
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経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
七
二
）

か
な
り
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
具
体
的
に
は
、
前
述
し
た
党
内
融
和
や
、
労
組
色
か
ら
の
脱
却
に
加
え
、
政
権
奪
回
と
い
う

目
標
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
欠
か
せ
な
い
役
割
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
曖
昧
さ
が
残

る
点
も
否
め
な
い
が
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
は
、
エ
ド
「
党
首
」
個
人
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
同
時
に
、
兄
デ
ー

ヴ
ィ
ッ
ド
（
や
、
そ
の
他
党
内
批
判
勢
力
）
と
の
和
解
・
協
力
、
ひ
い
て
は
党
内
融
和
・
連
帯
に
お
い
て
も
欠
か
せ
な
い
意
味
を
持
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
ブ
レ
ア
以
来
の
「
党
内
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
」
的
役
割
を
も
受
け
継
ぎ
、
ミ
リ
バ
ン
ド
兄
弟
対
決
に
象
徴
さ
れ
る
党
内
対
立
も
克

服
可
能
で
、
な
お
か
つ
、
兄
弟
間
に
大
き
く
ア
ー
チ
を
か
け
る
き
っ
か
け
と
な
り
得
た
「
基
本
理
念
」
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
出

て
く
る
の
で
あ
る
。

⑶　

労
働
党
政
策
見
直
し
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
連

で
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
労
働
党
内
に
思
想
面
で
大
き
な
ア
ー
チ
を
か
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
同
時
に
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・

レ
ー
バ
ー
に
も
比
較
的
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
そ
の
「
基
本
理
念
」
と
は
、
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に

す
る
手
が
か
り
は
、
野
党
党
首
の
エ
ド
に
思
想
面
・
政
策
面
で
提
言
し
て
き
た
人
物
た
ち
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
と
い
う
考
え
方
に
比
較
的
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
と
さ
れ
る
人
物
と
し
て
、
前
述
のT

h
e 

P
olitical Q

u
arterly

誌
の
特
集
に
寄
稿
し
た
ウ
ッ
ド
の
他
に
、
研
究
者
で
、
ロ
ン
ド
ン
を
中
心
に
活
躍
す
る
慈
善
活
動
家
で
も
あ
る
労

働
党
上
院
議
員
グ
ラ
ス
マ
ン
、
そ
し
て
グ
ラ
ス
マ
ン
の
「
ソ
ウ
ル
メ
イ
ト
」
で
、
エ
ド
に
よ
っ
て
二
〇
一
二
年
五
月
頃
か
ら
労
働
党
「
政

策
見
直
し
」（policy review

）
責
任
者
に
任
命
さ
れ
た
労
働
党
下
院
議
員
ク
ル
ダ
ス
（Jon C

ruddas

）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注

四
二



ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
に
関
す
る
考
察
（
渡
辺
）

（
二
七
三
）

目
さ
れ
る
の
は
、
グ
ラ
ス
マ
ン
も
ク
ル
ダ
ス
も
、
前
述
の
ブ

ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
と
い
う
考
え
方
に
関
係
が
深
い
と
い
う
事
実
で

あ
る
。

そ
こ
で
今
度
は
、
こ
の
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
と
い
う
考
え
方

や
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
と
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
く
。
し
か
し
そ
の
前
に
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
敗
北
以
降

（
エ
ド
新
党
首
選
出
以
前
）
労
働
党
内
で
進
展
し
て
い
た
党
政
策
見

直
し
プ
ロ
セ
ス
の
概
略
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
う
し
た
う
え
で
、

そ
の
流
れ
か
ら
見
た
「
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
」
と
「
ワ
ン
ネ
ー

シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
」
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る

こ
と
に
し
た
い
。

図
1
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
労
働
党
の
政
策
見
直
し
プ
ロ
セ

ス
は
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
敗
北
直
後
か
ら
、
と
い
う
よ
り
、
エ

ド
新
党
首
選
出
以
前
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
、
ブ
ラ
ウ
ン

政
権
下
で
大
臣
を
務
め
た
こ
と
も
あ
る
パ
ー
ネ
ル
（Jam

es 

P
urnell

）
を
中
心
に
、D

em
os

と
い
う
超
党
派
系
シ
ン
ク
タ
ン
ク

で
、O

pen L
eft

と
い
う
三
年
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
ス
タ
ー
ト
し
た

図 1　労働党政策見直しの概略と「ワンネーション・レーバー」に至る流れ

2010年（ 5月）総選挙：ブラウン労働党敗北　→　13年ぶりに下野

　　　　　　　↓

超党派系シンクタンクDemosによるOpen Leftプロジェクト研究成果
Labour’s  Future（e-book, 2010年 7 月）

　　　　　　　↓

‘Blue Labour’（その考案は2009年 3月。2011年 3～ 4月、ラジオ 4の番
組やThe Observerで発表）

　　　　　　　↓

2011年労働党大会党首演説：「責任ある資本主義」について言及

　　　　　　　↓

党政策見直し　マークⅡ（2012年 5 月～　）責任者J. Cruddas

　　　　　　　↓

2012年労働党大会党首演説：「ワンネーション・レーバー」について言及

①

②

③

④

出典　 J. Gaffney and A. Lahel, “The Morphology of the Labour Party’s One 

Nation Narrative: Story, Plot and Authorship”, The Political Quarterly, 84-

3, 2013, p. 331の図 1 などを参考に筆者作成。
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経
研
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第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
七
四
）

（
図
1
の
①
を
参
照
）。
労
働
党
の
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
研
究
会
を
開
催
し
、
そ
の
成
果
は
二
〇
一
〇
年
七
月
にL

abou
r’s F

u
tu

re
（e-book
）
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。
ギ
ャ
フ
ニ
ー
（John G

aff ney

）
ら
に
よ
る
と
、
そ
の
基
本
理
念
は
、
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
、
互
恵
主
義
、

個
人
と
国
家
の
関
係
、
国
家
と
市
場
の
改
革
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
地
方
分
権
の
政
治
を
重
視
し
た
内
容
で
あ
り
、
ブ
レ
ア
以

前
と
い
う
よ
り
ア
ト
リ
ー
以
前
の
労
働
党
に
戻
っ
て
出
直
す
こ
と
す
ら
提
案
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。 

そ
し
て
そ
の
内
容
は
、
ニ
ュ
ー
・

レ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
も
、
二
〇
一
〇
年
敗
北
後
の
党
政
策
見
直
し
に
と
っ
て
も
、
全
体
的
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
と
同
時

に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
上
の
ア
イ
デ
ア
に
匹
敵
す
る
存
在
に
な
っ
た
と
さ
れ
る

（
24
）

の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
流
れ
を
受
け
継
い
だ
「
ポ
ス
ト
」
二
〇
一
〇
年
型narrative

は
、
党
内
に
幾
つ
か
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

と
り
わ
け
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
生
成
に
大
き
な
役
割
を
与
え
た
の
は
、
図
1
②
の
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
と
い
う
考
え
方
だ
と

思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
述
の
グ
ラ
ス
マ
ン
ら
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
と
称
さ
れ
る
社
会
理
論
は
、L

abou
r’s 

F
u

tu
re

の
路
線
を
受
け
継
い
で
お
り
、
労
働
党
の
起
源
と
本
質
的
目
標
に
立
ち
戻
る
こ
と
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
互
恵
的
か
つ
相
互
扶

助
（m

utualism

）
的
で
ロ
ー
カ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
社
会
（
民
主
）
主
義
に
立
ち
戻
る
こ
と
、
な
ど
を
主
張
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
の
内
容
と
特
徴
に
つ
い
て
ギ
ャ
フ
ニ
ー
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
「
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
信
仰
、
家
族
、
互
恵
主
義
、
相
互
扶
助
・
協
力
、
内
部
団
結
、
愛
国
心
な
ど
を
基
本
的
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
た
、
現
代
の
多
文
化

主
義
的
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
延
長
線
上
に
は
、
例
え
ば
メ
ガ
バ
ン
ク
の
略
奪
的
な
社
会
経
済

権
力
を
回
避
す
る
こ
と
や
、「
移
民
野
放
し
」
状
態
に
対
す
る
反
発
な
ど
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
理
想
郷
的
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
の
回
帰
と

い
っ
た
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
側
面
や
、
い
わ
ば
「
社
会
保
守
」
的
側
面
も
一
部
伴
う
と
見
て
い
る

（
25
）

。

四
四



ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
に
関
す
る
考
察
（
渡
辺
）

（
二
七
五
）

こ
う
し
た
点
か
ら
、
グ
ラ
ス
マ
ン
の
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
と
い
う
考
え
方
に
は
、
オ
ー
ル
ド
・
レ
ー
バ
ー
批
判
は
も
ち
ろ
ん
、
何
ら
か

の
意
味
で
ニ
ュ
ー
・
レ
ー
バ
ー
批
判
さ
え
伴
う
と
言
え
る
。
二
〇
一
一
年
党
大
会
で
「
責
任
あ
る
資
本
主
義
」
に
つ
い
て
エ
ド
が
言
及
し

た
（
図
1
の
③
）
点
も
、
ブ
レ
ア
時
代
の
銀
行
や
マ
ス
コ
ミ
が
そ
の
説
明
責
任
を
十
分
果
た
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
二
〇
一
二
年
党
大

会
演
説
で
批
判
的
に
訴
え
た
事
実
と
関
係
が
あ
り
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
図
1
の
④
で
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
敗
北
以
降
の
労
働
党
内
に
「
大
き
く
ア
ー
チ
を
か
け
る
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
無
か
っ
た

こ
と
」
を
前
述
の
ク
ル
ダ
ス
が
指
摘
し
た
結
果
、
党
の
政
策
面
や
組
織
面
だ
け
で
な
く
、
思
想
面
やnarrative

の
検
討
も
重
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
思
想
的
に
グ
ラ
ス
マ
ン
に
近
い
ク
ル
ダ
ス
に
よ
っ
て
、
グ
ラ
ス
マ
ン
流
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
路
線
へ
の

言
及
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
一
時
的
に
せ
よ
ク
ル
ダ
ス
は
「
ブ
レ
ア
派
」
と
見
ら
れ
て

い
た
こ
と
も
あ
っ
た
た
め
、
エ
ド
の
ク
ル
ダ
ス
抜
擢
人
事
は
「
サ
プ
ラ
イ
ズ
」
で
も
あ
っ
た

（
26
）

。

こ
う
し
て
、
大
雑
把
で
は
あ
る
が
「
パ
ー
ネ
ル
」
↓
「
グ
ラ
ス
マ
ン
」
↓
「
ク
ル
ダ
ス
」
と
い
う
流
れ
を
経
て
、
二
〇
一
二
年
労
働
党

大
会
演
説
に
お
け
る
エ
ド
の
「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
」
言
及
に
至
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

⑷　
「
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
」
と
「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
」

そ
こ
で
最
後
に
、
前
述
し
た
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
と
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
グ
ラ
ス
マ
ン
や
ク
ル
ダ
ス
と
「
党
首
」
エ
ド
と
の
関
係
に
つ
い
て
説
明
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
前
に
、
思
想

面
か
ら
見
た
両
者
の
基
本
的
共
通
点
・
相
違
点
に
つ
い
て
若
干
検
討
し
て
み
た
い
。

例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
理
論
家
ミ
ル
バ
ン
ク
（John M

ilbank

）
は
、
エ
ド
の
二
〇
一
二
年
党
大
会
演
説
に
よ
っ
て
ブ
ル
ー
・
レ
ー

四
五
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四
年
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（
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六
）

バ
ー
が
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
評
価
し
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
近
現
代
史
家
の
ロ
ー
レ
ン
ス
（Jon 

L
aw

rence
）
に
よ
っ
て
も
、
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
の
核
と
な
る
立
場
は
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
に
肉
付
け
す
る
役
割
を
果
た
し

た
と
さ
れ
て
い
る

（
27
）

。
こ
れ
ら
の
指
摘
か
ら
見
て
も
両
者
に
は
内
容
面
で
繋
が
り
が
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
と
い

う
考
え
方
が
エ
ド
「
党
首
」
に
影
響
を
与
え
、
彼
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
や
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
な
ど
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ワ
ン
ネ
ー

シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
に
発
展
し
て
い
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

両
者
の
共
通
点
と
し
て
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
例
え
ば
「
地
域
性
」
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
重
視
や
、
人
び
と
の
相
互
扶
助
・
互

恵
主
義
へ
の
期
待
、
団
結
・
連
帯
の
強
調
と
い
っ
た
点
な
ど
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
両
者
の
相
違
点
は
、
ど
う
い
う
部
分

に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
述
し
た
ミ
ル
バ
ン
ク
の
所
論

（
28
）

を
踏
ま
え
て
考
察
し
て
み
る
と
、
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
が
、
例
え
ば
家
族
や
信
仰
、
愛
国
心
、
移
民
野

放
し
状
態
や
大
企
業
専
横
状
態
な
ど
へ
の
反
発
、
そ
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
伝
統
な
ど
（
今
日
風
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
）「
社
会
保
守
」

的
側
面
を
比
較
的
重
視
す
る
の
に
対
し
、
エ
ド
の
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
で
は
、
そ
う
し
た
側
面
よ
り
も
む
し
ろ
「
経
済
的
平

等
」「
格
差
の
是
正
」
と
い
っ
た
目
標
の
追
求
に
ウ
ェ
イ
ト
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
ロ
ー
レ
ン
ス
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
詳
細
な
分
析
に
従
う
と
、
両
者
の
共
通
点
は
、
現
在
の
「
キ
ャ
メ
ロ
ン
（D

avid C
am

eron

）

保
守
党
＝
ク
レ
ッ
グ
（N

ick C
legg

）
自
民
党
連
立
政
権
の
政
治
」
と
「
ニ
ュ
ー
・
レ
ー
バ
ー
の
政
治
」
両
方
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
と

な
り
得
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、
換
言
す
れ
ば
「
教
条
的
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
も
「
ス
テ
イ
テ
ィ
ズ
ム
」
も
拒
絶
す
る
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
コ

ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
両
者
の
相
違
点
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。
即
ち
、（
一
九
四
五
年
総
選
挙
で
の
労
働
党
大
勝
利
は
む
し
ろ
長
期
的
衰
退
の
始
ま
り
だ
っ
た
と
見
る
た
め
）
設
立
時

四
六



ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
に
関
す
る
考
察
（
渡
辺
）

（
二
七
七
）

の
精
神
を
忘
れ
、
ス
テ
イ
テ
ィ
ズ
ム
と
政
権
意
欲
に
毒
さ
れ
た
「
ポ
ス
ト
」
一
九
四
五
年
の
労
働
党
で
は
な
く
、
元
来
労
働
者
た
ち
の
互

助
組
織
と
し
て
出
発
し
た
設
立
当
初
の
同
党
の
伝
統
に
立
ち
戻
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
が
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
の
立
場
だ
、
と
い
う
指
摘

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
は
、
逆
に
一
九
四
五
年
の
意
義
の
再
評
価
（
名
誉
回
復
）
を
狙
っ
た
も
の

だ
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
と
い
う
の
は
、
社
会
正
義
に
関
与
す
る
包
括
的
国
民
政
党
と
し
て
労
働

党
が
具
体
化
さ
れ
た
の
を
一
九
四
五
年
と
見
る
立
場
だ
か
ら
で
あ
る

（
29
）

。
ま
た
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
役
割
・
位
置
づ
け
に
関
す
る
両
者
の
相

違
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
紙
幅
の
関
係
で
そ
れ
に
つ
い
て
の
詳
述
は
省
略
し
た
い
。

こ
れ
ら
の
他
に
も
、
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
が
「
伝
統
的
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
」
回
帰
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
に
対
し
、
ワ
ン

ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
は
「
ド
イ
ツ
な
ど
大
陸
型
モ
デ
ル
」
を
志
向
す
る
立
場
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
両
者
の
間
に
は
関
連
性
や
繋
が
り
と
同
時
に
、
明
確
な
相
違
点
も
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

さ
て
、
エ
ド
と
そ
の
関
係
者
た
ち
か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
て
き
た
ハ
ザ
ン
（M

ehdi H
asan

）
ら
に
よ
る
と
、
総
選
挙
を
直
前
に
控

え
た
二
〇
一
〇
年
二
月
、
エ
ド
と
グ
ラ
ス
マ
ン
は
何
度
か
打
ち
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
る
。
後
に
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
の

中
核
と
な
る
「
相
互
扶
助
論
」
と
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
」
と
を
関
連
づ
け
た
最
低
生
活
賃
金
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
、
彼
が
自
分
の
選
挙
運
動
に
採
り
入
れ
た
が
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
グ
ラ
ス
マ
ン
と
ク
ル
ダ
ス
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は

既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
親
友
た
ち
か
ら
「
平
等
論
者
」
と
評
価
さ
れ
る
一
方
、
右
派
系
メ
デ
ィ
ア
や
党
内
ブ
レ
ア
派
か
ら
は

‘R
ed E

d ’

と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
て
い
た
エ
ド
自
身
、「
不
平
等
」
問
題
を
最
重
要
視
す
る
。
同
時
に
、
労
働
党
内
多
元
主
義
者
と

し
て
、
キ
ノ
ッ
ク
流
モ
ダ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
は
じ
め
、
党
内
の
多
様
な
進
歩
的
思
想
や
伝
統
を
統
合
で
き
る
自
分
の
能
力
と
そ
の
意
義
を

強
調
す
る
こ
と
に
も
熱
心
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
ハ
ザ
ン
は
、「
エ
ド
は
自
分
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、
政
治
ス
タ
イ
ル

四
七
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に
関
す
る
党
内
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
打
ち
立
て
よ
う
と
意
識
的
に
試
み
て
い
る

（
30
）

」
と
評
価
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
判
断
す
る
と
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
二
年
に
か
け
て
、
前
述
の
と
お
り
エ
ド
が
ク
ル
ダ
ス
を
個
人
的
に
抜

擢
し
た
こ
と
で
、
グ
ラ
ス
マ
ン
の
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
路
線
が
「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
形
と
な
り
、
エ
ド
の
個
人
的
か
つ
叙
情
的

narrative

に
盛
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
二
〇
一
二
年
と
い
う
年
は
、
エ
ド
の
労
働
党
に
と
っ
て
、

確
か
に
一
つ
の
「
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト

（
31
）

」
だ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
ハ
ザ
ン
ら
の
指
摘
に
よ
る
と
、
エ
ド
は
「
自
分

の
政
治
哲
学
と
か
自
分
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
正
当
化
す
る
理
論
と
し
て
、
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
を
盲
目
的
な
い
し
無
条
件
に
奉
ず
る
つ

も
り
は
な
い

（
32
）

」。
し
た
が
っ
て
、
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
な
ど
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
そ
こ
に
エ
ド
の
個
人
的
叙
情
的narrative

を
加
え
味

つ
け
し
た
内
容
こ
そ
、
さ
し
あ
た
り
「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ブ
リ
テ
ン
の
構
築
を
目
指
す
労
働
党
」、
即
ち
「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー

バ
ー
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
形
成
に
は
、
党
首
エ
ド
の
自
主

的
な
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
や
個
人
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
比
較
的
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
れ
に
加
え
、
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
（
既
述
の
よ
う
に
、
保
守
的
な
側
面
も
伴
う
そ
の
内
容
）
は
、
議
論
の
段
階

で
労
働
党
内
に
様
々
な
波
紋
や
批
判
を
巻
き
起
こ
し
た
。
し
か
し
同
時
に
、
エ
ド
の
労
働
党
に
対
し
何
ら
か
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
し

た
の
も
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
例
え
ば
、
労
働
党
の
地
方
議
員
、
慈
善
活
動
家
で
、
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
紙
な
ど

に
も
寄
稿
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
デ
ー
ヴ
ィ
ス
（R

ow
enna D

avis
）
は
、
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
受
け
た
と
い
う
エ
ド
の
証
言
を
紹
介
し
て
、
二
〇
一
一
年
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
と
い
う
考
え
方
は
、
党
首
選
挙
に
よ
っ
て
敵
・
味
方
に
分
か
れ
た
ミ
リ
バ
ン
ド
兄
弟
二
人
を
引
き
合
わ
せ
、
仲

直
り
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
エ
ド
が
ブ
ラ
ウ
ン
派
、
兄
は
ブ
レ
ア
派
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
グ
ラ
ス

四
八
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マ
ン
が
二
人
に
初
め
て
示
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
化
用
ア
ジ
ェ
ン
ダ
の
お
か
げ
で
、
現
在
二
人
は
一
つ
に
纏
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
提
案

は
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
精
神
は
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る

（
33
）

」。

こ
の
点
に
注
目
し
て
み
て
も
、
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
と
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
と
の
繋
が
り
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
点
か
ら
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
背
景
は
、
二
〇
一
〇
年
労
働
党
党
首
選
挙
結
果
、
エ
ド
新
党
首
を
取
り
巻
く
党
内

環
境
、
党
政
策
の
見
直
し
、
そ
し
て
党
内
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
路
線
を
は
じ
め
、
と
り
わ
け
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
に
代
表
さ
れ
る
労
働
党
の
多

様
な
伝
統
や
諸
要
素
に
求
め
ら
れ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ
．
お
わ
り
に

「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ブ
リ
テ
ン
」
の
構
築
を
目
指
す
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
新
し
い
基
本
路
線
、「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
」
の

特
徴
と
し
て
、
以
下
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
現
段
階
（
野
党
期
）
で
は
党
内
の
様
々
な
伝
統
的
諸
要
素
を
受
け
継
ぎ

な
が
ら
も
、
同
時
に
、
と
り
わ
け
「
オ
ー
ル
ド
・
レ
ー
バ
ー
」
と
「
ニ
ュ
ー
・
レ
ー
バ
ー
」
の
止
揚
な
ら
び
に
エ
ド
個
人
の
イ
ニ
シ
ア
チ

ブ
を
通
じ
て
、
党
内
融
和
と
連
帯
の
実
現
、
労
組
支
配
色
や
党
内
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
へ
の
懸
念
の
払
拭
、
党
首
へ
の
求
心
力
強
化
、
そ
し

て
次
期
総
選
挙
を
通
じ
て
政
権
を
奪
回
し
よ
う
と
す
る
「
エ
ド
党
首
主
体
の
試
み
」
と
い
う
点
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
党
首
と

し
て
エ
ド
が
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
党
内
改
革

（
34
）

や
そ
の
動
向
も
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
と
切
り
離
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な

い
。そ

う
し
た
意
味
で
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
本
質
は
、
エ
ド
党
首
を
誕
生
さ
せ
た
二
〇
一
〇
年
党
首
選
挙
を
通
じ
て
生
じ
る

可
能
性
も
あ
っ
た
党
内
分
裂
（
の
危
機
）
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
エ
ド
が
描
い
た
「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ

四
九
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ン
・
ブ
リ
テ
ン
」
構
築
の
た
め
に
も
、
彼
は
野
党
党
首
と
し
て
何
よ
り
も
先
ず
、「
ワ
ン
」
レ
ー
バ
ー
パ
ー
テ
ィ
（
一
つ
に
纏
ま
っ
た
労
働

党
）
構
築
の
方
針
を
党
内
外
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
戦
後
最
低
の
得
票
率
を
記

録
し
た
一
九
八
三
年
総
選
挙
│
註（
1
）を
参
照
│
後
、
労
働
党
を
脱
党
し
た
少
数
の
「
党
内
右
派
」
議
員
に
よ
っ
て
「
社
会
民
主
党
」

（the S
ocial D

em
ocrats

）
が
結
成
さ
れ
た
当
時
の
経
験
も
、
教
訓
と
し
て
作
用
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
の
思
想
的
中
核
を
な
す
諸
要
素
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
関
連
が
大
き
い
の
は
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
と

い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
地
域
や
相
互
扶
助
な
ど
を
強
調
す
る
点
で
は
、「
ポ
ス
ト
」
ニ
ュ
ー
・
レ
ー
バ
ー
の
思
想
的
立
脚
点
と
し
て
そ

れ
な
り
に
有
効
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
既
述
の
よ
う
に
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
の
内
容
に
は
、
労
働
党
か
ら
見
れ
ば
「
社
会
保

守
」
的
側
面
も
多
か
っ
た
。
エ
ド
が
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
の
路
線
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
た
ら
、
逆
に
党
内
分
裂
の
可
能
性
が
高
ま
る

恐
れ
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
既
述
の
よ
う
に
、
ブ
ル
ー
・
レ
ー
バ
ー
の
立
場
を
部
分
的
に
取
り
入
れ
な
が
ら
も
、「
不
平

等
や
格
差
の
是
正
」「
社
会
の
融
和
・
連
帯
」
に
ウ
ェ
イ
ト
を
か
け
て
「
労
働
党
ら
し
さ
」
を
強
調
し
つ
つ
、
次
期
総
選
挙
で
の
政
権
奪

回
も
視
野
に
入
れ
て
、
全
国
民
向
け
に
（
本
質
的
に
は
労
働
党
内
向
け
に
）
エ
ド
が
主
体
的
に
発
し
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
こ
そ
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ

ン
・
レ
ー
バ
ー
だ
っ
た
と
言
え
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
は
、
単
に
「
保
守
党
の
考
え
方
を
盗
ん
だ
」
だ
け
の
作
品
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
潜
在
的

政
権
政
党
と
し
て
の
責
務
を
十
分
果
た
そ
う
と
す
る
野
党
・
労
働
党
の
基
本
姿
勢
も
こ
こ
か
ら
伺
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
ワ
ン

ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
は
、
ま
だ
抽
象
的
で
曖
昧
な
点
も
多
い
と
は
い
え
、「
ポ
ス
ト
」
ニ
ュ
ー
・
レ
ー
バ
ー
の
み
な
ら
ず
、「
ポ
ス

ト
」
キ
ャ
メ
ロ
ン
＝
ク
レ
ッ
グ
連
立
政
治
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
の
資
格
を
、
十
分
備
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

五
〇



ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
に
関
す
る
考
察
（
渡
辺
）

（
二
八
一
）

（
1
） 

二
〇
一
〇
年
総
選
挙
に
お
け
る
労
働
党
の
得
票
率
は
二
九
・
〇
％
（
保
守
党
三
六
・
一
％
、
自
民
党
二
三
・
〇
％
）
で
あ
っ
た
。
因
み
に
、
労
働

党
の
得
票
率
が
戦
後
最
低
だ
っ
た
の
は
、
同
党
の
政
策
面
で
の
「
左
傾
化
」
が
著
し
か
っ
た
と
さ
れ
る
一
九
八
三
年
総
選
挙
時
の
二
七
・
六
％
（
保

守
党
四
二
・
四
％
、
自
由
党
二
五
・
四
％
）
で
あ
る
。

（
2
） 
定
数
を
前
回
と
同
じ
六
五
〇
議
席
（
過
半
数
三
二
六
議
席
）
と
し
た
場
合
の
、
各
種
世
論
調
査
結
果
に
基
づ
く
次
期
総
選
挙
主
要
政
党
予
想
獲

得
議
席
数
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
獲
得
議
席
予
測
結
果
も
公
表
さ
れ
て
い
る
。

保
守
党
二
五
六
、
労
働
党
三
四
七
、
自
民
党
二
一
、
そ
の
他
二
六
〈http://ukpollingreport.co.uk/ukpr-projection-2

〉

（
3
） 

ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
保
守
主
義
と
は
、
広
義
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
を
構
成
す
る
一
つ
の
潮
流
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
あ
り
方
を
「
国
民

政
党
」
と
し
て
認
識
さ
せ
た
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
の
言
説
に
由
来
す
る
。
具
体
的
に
は
、「
一
つ
の
国
民
」
政
党
と
し
て
保
守
党
が
全
て
の
階
級
と
全
て

の
地
域
に
広
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
階
級
を
軸
と
し
た
分
裂
や
抗
争
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る
た
め
、

福
祉
国
家
の
受
容
や
進
歩
的
社
会
立
法
の
導
入
に
そ
れ
な
り
に
関
与
す
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
主
と
し
て
一
九
五
〇
年

代
の
保
守
党
政
権
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
、
結
果
と
し
て
、
労
働
党
と
の
戦
後
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
を
支
え
る
一
要
因
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
（N

ew
 R

ight
）
的
思
考
の
抬
頭
な
ど
に
よ
り
、
特
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
保
守
党
で
は
、
こ
う
し
た
ワ
ン

ネ
ー
シ
ョ
ン
保
守
主
義
派
の
影
響
力
は
相
対
的
に
弱
ま
っ
て
い
っ
た
。

C
f. D

uncan W
atts, A

 G
lossary of U

K
 G

overn
m

en
t an

d
 P

olitics

（E
dinburgh: E

dinburgh U
niversity P

ress

）2007, p. 179.

（
4
） 

本
稿
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
学
会
（P

olitical S
tudies A

ssociation, P
S
A

）
と
そ
の
支
援
を
受
け
たT

h
e P

olitical Q
u

arterly, 84-3, 

2013

に
よ
る
分
析
特
集‘R

efl ections on O
ne N

ation P
arty’

に
寄
せ
ら
れ
た
以
下
の
四
本
の
論
文
を
、
研
究
上
の
主
な
手
が
か
り
と
し
て
い
る
。

❶　

M
ichael Jacobs, “Introduction: R

efl ections on O
ne N

ation L
abour”

❷　

S
tew

art W
ood, “E

xplaining O
ne N

ation L
abour”

❸　

M
ark W

ickham
-Jones, “T

he M
odernising A

ntecedents and H
istorical O

rigins of O
ne N

ation L
abour”

❹　

John G
affney and A

m
arjit L

ahel, “T
he M

orphology of the L
abour P

arty’s O
ne N

ation N
arrative: S

tory, P
lot and 

五
一
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A
uthorship”

（
5
） 

〈http://w
w
w
.labour.org.uk/ed-m

iliband-speech-conf-2012

〉
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
） 
主
に
Ｂ
Ｂ
Ｃ
政
治
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
（N

ick R
obinson

）
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
。

こ
の
ミ
リ
バ
ン
ド
演
説
に
対
し
て
各
党
は
、
当
然
の
よ
う
に
辛
辣
な
批
評
を
加
え
て
い
る
。
保
守
党
…
「
労
働
党
は
与
党
時
代
の
過
ち
か
ら
何
も

学
ん
で
い
な
い
」、
自
民
党
…
「
与
党
時
代
の
記
録
を
エ
ア
ブ
ラ
シ
で
修
正
し
よ
う
と
し
て
い
る
」、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
族
党
…
「
労
働
党
は
ワ
ン

ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ト
ー
リ
ー
主
義
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
」。〈http://w

w
w
.bbc.co.uk/new

s/uk-politics-19792070

〉

（
7
） 

〈http://w
w
w
.labour.org.uk/ed-m

iliband-speech-conf-2012

〉

（
8
） 

〈http://w
w
w
.labour.org.uk/ed-m

iliband-speech-conf-2012

〉

（
9
） M

. Jacobs, “Introduction: R
efl ections on O

ne N
ation L

abour”, T
h

e P
olitical Q

u
arterly, 84-3, 2013, p. 315.

（
10
） S

. W
ood, “E

xplaining O
ne N

ation L
abour”, op. cit., p. 317.

（
11
） 

Ibid., p. 317.

（
12
） M

. Jacobs, op. cit., p. 315.

（
13
） S

. W
ood, op. cit., pp. 317-320.

（
14
） 

Ibid., p. 320.

（
15
） 

Ibid., p. 320.

（
16
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、A

ndrew
 G

am
ble, B

ritain in D
ecline E

conom
ic Policy, Political S

trategy and the B
ritish S

tate, fourth 

edition

（B
asingstoke: M

acm
illan

）1994

（
都
築
忠
七
、
小
笠
原
欣
幸
訳
『
イ
ギ
リ
ス
衰
退
一
〇
〇
年
史
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
八
年
）
を

参
照
の
こ
と
。

ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
に
お
け
る
関
税
改
革
論
争
の
詳
細
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
変
容
と
現
在
』
晃
洋
書
房
、

二
〇
一
四
年
の
第
六
章
な
ど
を
参
照
。

（
17
） M

. Jacobs, op. cit., p. 315.

五
二
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（
18
） C

f. J. G
affney and A

m
arjit L

ahel, “T
he M

orphology of the L
abour P

arty’s O
ne N

ation N
arrative: S

tory, P
lot and 

A
uthorship”, op. cit., pp. 330-340.

（
19
） 
二
〇
一
〇
年
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
党
首
選
挙
は
、
党
内
三
分
の
一
ず
つ
区
分
さ
れ
た
（
院
内
労
働
党
部
門
・
選
挙
区
労
働
党
部
門
・
労
働
党
関
連

諸
団
体
部
門
）
選
挙
人
団
方
式
に
基
づ
く
「
選
択
投
票
制
」（alternative vote system

）
で
行
わ
れ
た
。
同
党
首
選
挙
結
果
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

拙
著
の
第
三
章
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
20
） 

周
知
の
よ
う
に
「
モ
ダ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」（m

odernization

）
は
、
様
々
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
概
念
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
政
治
環
境
の
変
化

に
適
応
す
る
目
的
で
政
党
と
し
て
の
目
標
お
よ
び
そ
れ
を
実
現
す
る
手
段
を
再
度
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
す
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
。

（
21
） C

f. M
. W

ickham
-Jones, “T

he M
odernising A

ntecedents and H
istorical O

rigins of O
ne N

ation L
abour”, op. cit., pp. 321-

328.

（
22
） 

Ibid., pp. 321-328.

ブ
レ
ア
の
一
九
九
五
年
党
大
会
演
説
の
全
文
に
つ
い
て
は
、〈http://w

w
w
.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm

?speech=201

〉

な
ど
を
参
照
。
こ
の
ブ
レ
ア
演
説
の
起
草
者
は
、
当
時
か
ら
ス
ピ
ン
ド
ク
タ
ー
と
し
て
知
ら
れ
た
キ
ャ
ン
ベ
ル
（A

listair C
am

pbell

）
や
デ
ー

ヴ
ィ
ッ
ド
・
ミ
リ
バ
ン
ド
た
ち
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
な
お
キ
ャ
ン
ベ
ル
は
こ
の
一
九
九
五
年
党
大
会
で
の
ブ
レ
ア
演
説
に
つ
い
て
、
自
身
の
日
記

で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
…
我
々
は
固
有
の
戦
略
を
つ
く
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
（John P

rescott

）
は
言
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
私
は
、
基
本
的

に
や
っ
ぱ
り
彼
も
わ
が
党
の
一
員
な
ん
だ
と
感
じ
た
。
後
日
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
は
ブ
レ
ア
と
一
緒
に
そ
の
固
有
の
戦
略
に
つ
い
て
議
論
し
た
が
、
さ
し

あ
た
っ
て
彼
（
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
）
は
、
今
何
を
な
す
べ
き
か
比
較
的
よ
く
分
か
っ
て
い
た
の
で
、
我
々
はa line about O

ne N
ation L

abour 

building  a O
ne N

ation B
ritain

を
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
」（
一
九
九
五
年
一
〇
月
五
日
木
曜
日
）。

「
…
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
も
我
々
の
仲
間
だ
よ
、
と
私
は
ブ
レ
ア
に
言
っ
た
。
彼
の
演
説
で
は
『
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
』
と
い
う
文
言
が
使

わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
熟
慮
に
熟
慮
を
重
ね
た
末
の
結
果
で
あ
り
、
党
大
会
終
了
後
も
、
我
々
と
し
て
は
そ
れ
を
強
調
す
る
つ
も
り
で
い
た
の
で
あ
る
。

T
he O

ne N
ation 

と
い
う
路
線
は
、
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
も
そ
れ
を
口
に
し
た
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
好
意
的
に
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

五
三
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た
」（
一
九
九
五
年
一
〇
月
六
日
金
曜
日
）。

A
listair C

am
pbell and B

ill H
agerty

（eds.

）, T
h

e A
listair C

am
pbell D

iaries, V
olu

m
e 1 prelu

d
e to pow

er 1994-1997

（L
ondon: 

A
rrow

 B
ooks

）2011, pp. 294-295.

（
23
） M

. W
ickham

-Jones, op. cit., pp. 321-328.

（
24
） J. G

aff ney and A
. L

ahel, op. cit., pp. 330-331.

（
25
） 

Ibid., p. 332.

（
26
） 

Ibid., pp. 334-335.

（
27
） 

〈http://theologyphilosophycentre.co.uk/papers/M
ilbank_B

lueL
abourO

neN
ationL

abourA
ndP

ostliberalism
.pdf

〉

〈http://w
w
w
.renew

al.org.uk/articles/blue-labour-one-nation-labour-and-the-lessons-of-history

〉

（
28
） 

〈http://theologyphilosophycentre.co.uk/papers/M
ilbank_B

lueL
abourO

neN
ationL

abourA
ndP

ostliberalism
.pdf

〉

（
29
） 

〈http://w
w
w
.renew

al.org.uk/articles/blue-labour-one-nation-labour-and-the-lessons-of-history

〉

（
30
） 

こ
の
点
に
関
す
る
分
析
・
評
価
つ
い
て
は
、M

ehdi H
asan and Jam

es M
acintyre, E

D
 th

e M
iliban

d
s an

d
 th

e M
akin

g of A
 

L
abou

r L
ead

er

（L
ondon: B

iteback P
ublishing

）2012, p. 165, pp. 283-288 and p. 349

を
参
照
の
こ
と
。

（
31
） J. G

aff ney and A
. L

ahel, op. cit., p. 337.

（
32
） C

f. M
. H

asan and J. M
acintyre, op. cit., pp. 285-286.

（
33
） R

ow
enna D

avis

（forew
ord by S

teve R
ichards

）, T
an

gled
 u

p in
 B

lu
e B

lu
e L

abou
r an

d
 th

e S
tru

ggle for L
abou

r’s S
ou

l

（L
ondon: R

uskin P
ublishing

）, 2011, p. 214.

（
34
） 

二
〇
一
三
年
の
夏
以
降
党
内
改
革
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
き
た
エ
ド
・
ミ
リ
バ
ン
ド
党
首
は
、「
党
と
労
働
組
合
と
の
関
係
」
を
大
刷
新
す
る

改
革
案
を
二
〇
一
四
年
の
特
別
党
大
会
で
正
式
に
発
表
し
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
、
そ
の
改
革
提
案
の
骨
子
は
以
下

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

・
党
費
納
入
に
関
す
る
選
択
権
を
、
初
め
て
労
働
組
合
員
に
与
え
る
。

五
四



ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ー
バ
ー
に
関
す
る
考
察
（
渡
辺
）

（
二
八
五
）

・
党
務
に
積
極
的
に
関
わ
り
た
い
支
持
者
に
対
し
て
は
、
そ
れ
相
応
の
き
ち
ん
と
し
た
発
言
権
を
与
え
る
。

・
一
党
員
一
票
の
原
則
に
基
づ
い
て
、
党
内
で
の
直
接
的
関
与
を
希
望
す
る
全
て
の
人
び
と
に
党
首
選
挙
権
を
与
え
る
。

・ 
ロ
ン
ド
ン
市
長
選
挙
に
関
す
る
労
働
党
候
補
者
の
選
定
に
関
し
て
は
、
予
備
選
挙
を
通
じ
て
政
治
に
携
わ
る
チ
ャ
ン
ス
を
ロ
ン
ド
ン
市
民
に
与

え
る
。

・ 

労
働
党
の
議
員
候
補
者
選
定
プ
ロ
セ
ス
が
万
人
に
公
平
に
開
か
れ
、
ま
た
小
細
工
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
、
地
域
社
会
の
人
び
と
に

保
証
す
る
。〈http://w

w
w
.labour.org.uk/big-changes

〉

上
記
の
「
党
費
納
入
に
関
す
る
選
択
権
を
、
初
め
て
労
働
組
合
員
に
与
え
る
」
等
に
関
し
て
は
、
多
少
解
説
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

従
来
、
労
働
党
で
は
、
労
働
組
合
員
は
所
属
す
る
労
組
の
リ
ー
ダ
ー
・
幹
部
を
通
じ
て
、
本
人
の
意
思
と
関
係
な
く
一
括
し
て
ほ
と
ん
ど
自
動
的

に
労
働
党
へ
入
党
（
党
費
納
入
）
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
改
革
が
正
式
に
実
現
す
れ
ば
、
今
後
こ
の
よ
う
な
慣
習
は
理
論
上
な
く
な

る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
よ
れ
ば
、
現
在
、
三
〇
〇
万
人
の
労
働
組
合
員
が
労
働
党
に
入
党
し
て
お
り
、
労
働
党
は
入
党
関
連
費
用
と
し
て
、
そ
こ
か
ら

約
八
〇
〇
万
ポ
ン
ド
の
収
入
を
得
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
改
革
が
実
現
す
れ
ば
、
党
財
政
面
な
ど
に
お
い
て
混
乱
が
生
じ
る
可
能
性

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
後
、
個
々
の
労
働
組
合
員
た
ち
は
、
労
働
党
に
こ
れ
以
上
党
費
を
納
め
る
意
思

が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
発
言
権
を
持
つ
労
働
党
支
持
者
と
し
て
活
躍
し
た
い
の
か
ど
う
か
、
な
ど
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
一

連
の
党
内
改
革
提
案
も
ま
た
、
エ
ド
党
首
主
体
に
よ
る
労
組
支
配
的
イ
メ
ー
ジ
払
拭
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
よ
る
と
、
こ
の
改
革
提
案
が
な
さ
れ
た
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
のF

alkirk

選
挙
区
で
起
き
た
、
労
働
党
議

員
候
補
者
選
定
を
め
ぐ
る
一
連
の
ト
ラ
ブ
ル
（
選
定
投
票
に
不
正
操
作
が
あ
っ
た
と
い
う
申
立
て
を
通
じ
て
、
同
選
挙
区
に
お
け
る
労
働
組
合
の
過

剰
な
影
響
力
等
が
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
報
じ
ら
れ
た
）
に
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
警
察
に
も
通
報
さ
れ
た
こ
の
事
件
を
受
け
て
ミ
リ
バ
ン
ド
党
首

は
、
二
〇
一
三
年
夏
、
い
わ
ゆ
る
「
マ
シ
ー
ン
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
を
終
わ
ら
せ
て
、
党
と
労
組
と
の
関
係
を
│
終
了
さ
せ
は
し
な
い
け
れ
ど
も
│

改
め
る
と
宣
言
し
て
い
た
。〈http://w

w
w
.bbc.co.uk/new

s/uk-politics-25990591

〉

五
五
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﹇
付
記
﹈　 

本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
度
日
本
比
較
政
治
学
会
研
究
大
会
報
告
論
文
（
未
定
稿
）
に
一
部
修
正
を
加
え
た
内
容
で
あ
る
。
学
会
報
告
で
は
、

討
論
者
か
ら
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
戴
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

五
六



人
民
公
社
経
営
の
解
体
、
生
産
責
任
制
の
必
然
性
と
腐
敗
の
萌
芽
（
簗
場
）

（
二
八
七
）

人
民
公
社
経
営
の
解
体
、
生
産
責
任
制
の
必
然
性
と
腐
敗
の
萌
芽

簗　
　

場　
　

保　
　

行

Ⅰ
．
は
じ
め
に

Ⅱ
．
人
民
公
社
の
誕
生
・
理
念
と
組
織
、
分
配
、
管
理

1
．
人
民
公
社
の
理
念
、
目
的
と
背
景
、
そ
し
て
問
題

2
．
人
民
公
社
の
組
織
、
分
配
と
管
理
問
題

（
農
業
労
働
の
組
織
、
分
配
）（
労
働
点
数
決
定
の
難
し
さ
、
過
多
な
班
成
員
数
、
消
極
的
集
団
怠
業
）

3
．
人
民
公
社
の
最
高
管
理
者
と
農
民
の
関
係
、
書
記
に
対
す
る
農
民
の
評
価

（
公
社
書
記
に
対
す
る
煙
台
市
郊
外
一
農
村
農
民
の
対
応
）（
農
民
の
文
化
程
度
と
書
記
に
対
す
る
評
価
）

Ⅲ
．
政
策
転
換
と
人
民
公
社
解
体
の
必
然
性

1
．
農
民
の
地
位

2
．
農
業
経
営
の
問
題
、
農
民
の
低
い
労
働
意
欲

3
．
政
策
転
換
と
人
民
公
社
解
体
の
必
然
性

五
七
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（
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八
）

（
人
民
公
社
の
解
体
）

Ⅳ
．
農
業
生
産
の
回
復
、
郷
鎮
企
業
の
勃
興

1
．
郷
鎮
企
業
の
発
展
と
労
働
意
欲

2
．
郷
鎮
企
業
の
必
要
と
す
る
労
働
、
精
神

3
．
党
の
絶
対
的
支
配
の
維
持
と
改
革
開
放

（
人
格
支
配
と
現
実
主
義
の
伝
統
）

む
す
び
に
か
え
て

│
経
営
腐
敗
の
萌
芽

│

Ⅰ
．
は
じ
め
に

改
革
開
放
後
の
中
国
経
済
は
め
ざ
ま
し
い
成
長
を
実
現
す
る
一
方
で
政
治
と
経
済
・
経
営
の
両
面
で
腐
敗
と
社
会
の
混
乱
・
無
秩
序
を

深
め
て
い
る
。

改
革
開
放
後
の
経
済
の
め
ざ
ま
し
い
高
度
成
長
は
、
国
家
・
政
府
に
よ
る
経
済
の
統
制
を
緩
和
し
生
産
責
任
制
の
導
入
、
経
営
主
体
へ

の
経
営
自
主
権
の
保
障
に
よ
り
経
営
主
体
の
生
産
意
欲
が
向
上
し
た
こ
と
が
そ
の
重
要
な
要
因
で
あ
る
が
、
農
業
に
お
け
る
生
産
責
任
制
、

農
民
へ
の
経
営
自
主
権
の
付
与
が
出
発
点
で
あ
る
。
そ
し
て
農
業
生
産
の
振
興
・
発
展
が
農
村
工
業
の
発
展
と
り
わ
け
郷
鎮
企
業
の
勃
興

を
も
た
ら
し
、
次
い
で
城
市
に
お
け
る
工
業
の
発
展
へ
と
連
結
す
る
が
、
農
業
の
発
展
に
後
続
し
た
発
展
も
個
別
企
業
、
経
営
主
体
へ
の

経
営
自
主
権
の
保
障
が
農
業
同
様
に
経
営
主
体
の
積
極
性
を
喚
起
し
た
。

も
と
よ
り
欧
米
先
進
国
企
業
の
資
本
と
技
術
の
導
入
、
同
企
業
へ
の
低
コ
ス
ト
労
働
の
提
供
、
同
じ
く
中
国
企
業
に
よ
る
そ
の
利
用
、

五
八



人
民
公
社
経
営
の
解
体
、
生
産
責
任
制
の
必
然
性
と
腐
敗
の
萌
芽
（
簗
場
）

（
二
八
九
）

そ
し
て
内
外
企
業
に
よ
る
製
品
輸
出
が
中
国
経
済
の
高
成
長
の
一
つ
の
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
経
営
主
体
の
経
営

自
主
権
の
一
応
の
確
立
が
内
外
企
業
の
発
展
、
中
国
経
済
発
展
の
前
提
条
件
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

1
．
人
民
公
社
失
敗
の
要
因
と
農
業
生
産
責
任
制
導
入
の
検
討
の
意
義

改
革
開
放
の
出
発
点
に
な
っ
た
農
業
に
お
け
る
生
産
責
任
制
の
導
入
が
な
ぜ
必
要
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
他
産
業
に
お
い
て
も
農
業
同

様
に
経
営
自
主
権
の
確
立
が
な
ぜ
必
要
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
内
在
的
要
因
と
必
然
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
新
中
国
の
社
会
主

義
の
経
済
運
営
の
事
実
上
の
挫
折
と
そ
の
克
服
の
た
め
の
改
革
開
放
そ
し
て
事
実
上
の
資
本
主
義
化
に
向
か
う
経
緯
と
必
然
性
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
と
り
わ
け
何
が
問
題
で
あ
っ
た
の
か
を
農
業
の
管
理
体
制
に
つ
い
て
、
そ
の
問
題
点
を
改
め
て
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
中
国
社
会
主
義
経
済
の
原
点
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

2
．
中
国
腐
敗
の
萌
芽

ま
た
改
革
開
放
の
過
程
で
権
力
の
利
益
と
の
交
換
と
呼
ぶ
べ
き
現
象
が
出
現
す
る
。
そ
れ
は
そ
の
後
の
党
や
政
府
官
僚
の
特
権
を
利
用

し
た
不
正
な
利
益
の
追
求
や
腐
敗
の
蔓
延
す
る
現
代
へ
の
序
曲
で
あ
っ
た
。
党
に
よ
る
政
治
権
力
の
独
占
を
堅
持
し
た
ま
ま
で
経
済
改
革

を
進
め
た
た
め
、
権
力
を
独
占
し
た
党
・
政
府
官
僚
に
と
っ
て
権
力
の
不
正
利
用
の
誘
惑
、
い
わ
ば
そ
の
蜜
の
味
に
抗
し
が
た
く
彼
ら
の

不
正
は
恒
常
化
し
商
品
経
済
の
発
展
に
と
も
な
い
腐
敗
は
大
規
模
化
す
る
。
も
と
よ
り
改
革
開
放
以
前
も
不
正
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
が
そ
の
規
模
は
改
革
開
放
後
の
腐
敗
の
規
模
と
悪
質
さ
の
比
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
改
革
開
放
後
の
経
営
発
展
過
程
は
そ
の
後

の
腐
敗
の
萌
芽
が
育
ま
れ
た
過
程
で
あ
っ
た
が
、
農
業
生
産
制
の
導
入
以
後
の
農
村
発
展
が
原
点
で
あ
っ
た
。

五
九
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3
．
過
去
の
研
究
と
再
検
討
の
意
義

中
国
共
産
党
の
政
策
転
換
に
よ
り
生
産
責
任
制
の
採
用
、
そ
し
て
人
民
公
社
が
解
体
の
方
向
へ
歩
み
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
多
く
の

中
国
研
究
者
は
一
九
八
〇
年
当
時
そ
れ
を
一
時
的
な
調
整
と
み
な
し
、
そ
の
転
換
方
向
を
全
く
見
誤
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
研
究

者
自
身
が
自
身
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
た
め
に
研
究
対
象
に
対
す
る
客
観
的
な
分
析
を
欠
如
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
（
1
）

。

研
究
者
自
身
が
早
く
自
身
の
問
題
に
気
が
付
き
そ
の
こ
と
を
自
ら
表
明
し
て
い
る
杉
野
明
夫
氏
の
よ
う
な
研
究
者
は
少
な
い
。
た
だ
そ

れ
も
解
体
後
一
〇
年
経
過
し
た
一
九
九
六
年
発
表
論
文
に
よ
る
（
2
）

。

多
く
の
研
究
者
が
中
国
側
か
ら
提
供
さ
れ
る
一
方
的
な
情
報
に
依
拠
し
て
研
究
す
る
た
め
に
客
観
的
な
正
し
い
情
報
を
得
る
こ
と
が
も

と
も
と
難
し
い
と
い
う
事
情
は
あ
っ
た
が
、
研
究
者
自
身
が
研
究
者
自
身
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
研
究
対
象
に
対
す
る
客
観
的
な
評
価
を

見
失
っ
て
い
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
中
兼
和
津
次
氏
の
よ
う
な
批
判
的
な
論
文
は
少
な
か
っ
た
（
3
）

。

と
こ
ろ
で
生
産
責
任
制
導
入
当
時
か
ら
久
し
く
発
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
近
年
に
発
表
さ
れ
た
文
献
を
つ
う
じ
て
改
革
当
時

の
事
情
を
改
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
再
検
討
す
る
こ
と
は
、
事
後
的
で
は
あ
る
が
客
観
的
な
評
価
に
基
づ
く

研
究
を
改
め
て
進
め
る
と
い
う
意
味
で
意
義
は
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
人
民
公
社
再
検
討
の
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
党
の
政
策
変
更
を
め
ぐ

る
経
過
、
特
に
議
論
が
多
い
問
題
に
つ
い
て
は
後
に
な
ら
な
け
れ
ば
公
開
さ
れ
な
い
情
報
も
多
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
公
開
さ
れ
る
情
報

の
内
容
に
つ
い
て
時
の
党
の
執
行
部
の
政
策
に
も
依
存
す
る
面
が
あ
り
、
制
約
さ
れ
る
面
は
否
定
で
き
な
い
（
4
）

。

第
二
の
理
由
は
人
民
公
社
の
思
想
、
組
織
、
管
理
が
な
ぜ
二
〇
年
足
ら
ず
で
組
織
障
害
・
不
適
応
に
陥
っ
た
の
か
。
人
民
公
社
に
よ
る

農
業
改
革
と
農
業
経
営
が
崩
壊
に
至
る
要
因
に
つ
い
て
経
営
学
の
視
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
従
来
の
研
究
の
多

く
は
あ
た
か
も
人
民
公
社
を
理
想
の
最
高
の
組
織
と
考
え
る
よ
う
な
点
が
あ
り
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
え

六
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る
。
ま
た
あ
わ
せ
て
筆
者
が
中
国
訪
問
研
究
を
つ
う
じ
て
重
要
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
生
産
隊
、
公
社
に
対
す
る
農
民
の
対
応
と
そ
の

社
会
学
的
、
伝
統
的
経
営
文
化
的
要
素
に
つ
い
て
若
干
で
あ
る
が
行
論
の
な
か
で
問
題
に
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
人
民
公
社
解
体
、
そ
の
後
の
改
革
開
放
の
進
展
は
中
国
の
制
度
腐
敗
の
原
点
、
出
発
点
で
も
あ
る
が
、
改
革
開
放
過
程
で
勃
興

し
た
郷
鎮
企
業
の
成
長
の
な
か
に
負
の
問
題
が
内
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。
た
だ
腐
敗
の
研
究
で
資
料
を
発
見
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
困

難
で
も
あ
る
。
研
究
上
の
出
発
点
と
し
て
の
重
要
な
問
題
の
存
在
、
方
向
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

Ⅱ
．
人
民
公
社
の
誕
生
・
理
念
と
組
織
、
分
配
、
管
理

1
．
人
民
公
社
の
理
念
、
目
的
と
背
景
、
そ
し
て
問
題

中
国
農
村
に
お
け
る
農
業
の
共
同
化
は
、
労
働
力
を
相
互
に
交
換
す
る
互
助
組
の
組
織
、
そ
し
て
一
九
五
五
年
か
ら
土
地
や
農
具
、
耕

作
用
家
畜
を
提
供
し
共
有
す
る
初
級
合
作
社
、
さ
ら
に
土
地
な
ど
生
産
手
段
を
集
団
所
有
と
し
、
ま
た
集
団
労
働
を
お
こ
な
う
高
級
合
作

社
へ
と
発
展
し
、
一
九
五
八
年
に
入
る
と
「
大
躍
進
」
の
大
衆
運
動
の
高
ま
り
の
な
か
で
「
政
社
合
一
」（
政
治
・
社
会
一
体
（
5
）

）
の
人
民
公

社
へ
と
格
上
げ
と
組
織
化
が
加
速
化
し
全
国
農
村
の
人
民
公
社
化
が
実
現
し
た
。
一
九
八
五
年
解
散
前
の
数
で
あ
る
が
五
四
〇
〇
〇
余
り

の
公
社
が
存
在
し
た
（
6
）

。

そ
の
後
、
大
躍
進
の
失
敗
、
大
災
害
や
中
ソ
対
立
の
影
響
も
あ
り
、
国
民
経
済
が
大
混
乱
の
な
か
で
「
調
整
」
期
に
統
制
が
緩
和
さ
れ
、

生
産
請
負
制
が
普
及
し
た
。
し
か
し
再
び
一
九
六
二
年
か
ら
「
社
会
主
義
教
育
運
動
」、「
四
清
運
動
」
そ
し
て
文
化
大
革
命
の
な
か
で
、

公
社
の
集
体
性
・
統
制
が
強
化
さ
れ
る
。

人
民
公
社
の
誕
生
の
思
想
的
要
因
と
し
て
中
国
農
民
の
平
等
思
想
と
解
放
を
契
機
と
す
る
そ
の
高
揚
や
毛
沢
東
の
共
産
主
義
ユ
ー
ト
ピ

六
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ア
思
想
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
そ
し
て
彼
の
強
権
と
そ
の
実
現
を
可
能
に
し
た
毛
の
カ
リ
ス
マ
性
と
そ
れ
を
受
容
す
る
中
国
人
民
の
後
進
性

を
指
摘
す
る
の
は
ま
ち
が
い
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
同
時
に
中
国
解
放
後
の
中
国
が
人
民
公
社
化
の
形
態
が
適
当
で
あ
っ
た
か
否
か
は

別
と
し
て
も
農
業
の
強
固
な
統
制
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
歴
史
的
必
然
性
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
す
な

わ
ち
以
下
の
二
つ
の
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。

一
つ
は
新
中
国
は
列
国
に
よ
る
半
植
民
地
化
、
日
本
の
侵
略
、
長
年
の
内
戦
、
旧
社
会
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
ろ
も
ろ
の
旧
弊
な
ど
を

克
服
し
、
中
国
国
民
の
食
糧
を
確
保
す
る
た
め
土
地
の
全
人
民
所
有
化
を
基
礎
と
し
農
業
経
営
を
全
国
で
統
一
的
に
お
こ
な
い
、
中
国
国

民
に
最
低
限
の
糧
食
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
内
戦
終
了
後
も
い
わ
ば
戦
時
共
産
主
義
的
政
策
を
持
続
し

食
糧
確
保
の
た
め
に
農
業
基
盤
を
確
立
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

同
時
に
新
中
国
の
早
急
な
工
業
化
、
強
蓄
積
を
実
現
す
る
た
め
に
都
市
人
口
に
低
廉
な
食
糧
を
確
保
し
、
ま
た
機
械
設
備
の
輸
入
の
た

め
の
資
金
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
五
六
年
の
合
作
社
化
か
ら
生
産
過
程
の
国
家
統
制
が
お
こ
な
わ
れ

た
。
合
作
社
単
位
に
生
産
計
画
が
下
さ
れ
収
穫
は
農
家
の
も
の
と
な
ら
ず
、
合
作
社
が
ま
ず
政
府
へ
の
供
出
部
分
を
と
り
、
つ
ぎ
に
合
作

社
に
必
要
な
部
分
を
と
り
、
残
り
を
農
民
に
一
年
間
の
労
働
点
数
に
応
じ
て
分
配
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
農
民
は
生
産
決
定
と
残

余
取
得
の
権
利
を
消
失
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
問
題
は
そ
れ
に
よ
っ
て
農
民
の
生
産
意
欲
が
喪
失
す
る
だ
け
で
な
く
中
国
経
済
が
失
っ

た
も
の
は
大
き
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

2
．
人
民
公
社
の
組
織
、
分
配
と
管
理
問
題

人
民
公
社
は
「
生
産
隊
為
基
礎
」（
生
産
隊
を
基
礎
と
す
る
）
と
し
三
級
所
有
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ぞ
れ
経
営
管
理
を
お
こ
な
う
「
生
産
隊
」、

六
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そ
の
上
級
の
「
生
産
大
隊
」
を
基
礎
に
、
最
上
級
の
人
民
公
社
が
統
一
的
に
経
営
す
る
集
団
所
有
・
経
営
の
単
位
で
あ
る
。
生
産
隊
は
通

常
、
自
然
村
落
を
母
体
と
し
、
大
隊
は
複
数
の
近
隣
の
生
産
隊
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
範
囲
は
現
在
の
郷
に
相
当
す
る
。
土
地
、
役
畜
、

農
具
な
ど
生
産
手
段
は
生
産
隊
に
属
し
、
ご
く
少
数
の
生
産
手
段
は
生
産
大
隊
が
所
有
す
る
。
ま
た
生
産
隊
、
生
産
大
隊
に
属
さ
な
い
社

隊
企
業
を
公
社
が
所
有
す
る
。

食
糧
、
綿
花
、
油
料
な
ど
主
要
生
産
物
に
つ
い
て
中
央
の
生
産
計
画
が
中
央

省

県

公
社

大
隊

生
産
隊
へ
下
達

さ
れ
、
生
産
隊
は
国
家
へ
の
売
り
渡
し
量
で
あ
る
目
標
生
産
量
を
基
に
、
生
産
計
画
、
労
働
力
使
用
計
画
、
財
務
計
画
、
収
益
分
配
計
画

を
た
て
る
（
7
）

。

（
農
業
労
働
の
組
織
、
分
配
）

生
産
隊
は
生
産
計
画
を
実
現
す
る
た
め
、
生
産
部
門
、
作
業
内
容
に
し
た
が
っ
て
作
業
組
（
班
の
意
味
）
あ
る
い
は
個
人
に
資
源
を
配

置
す
る
。
作
業
組
の
規
模
は
作
業
内
容
に
よ
り
二
人
前
後
か
ら
二
〇
人
程
度
あ
る
い
は
二
〇
戸
ほ
ど
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
作
業
組
は
主

要
作
物
の
生
産
・
加
工
、
副
業
作
物
生
産
・
加
工
、
養
魚
、
家
畜
・
家
禽
の
飼
育
・
繁
殖
、
農
機
具
操
作
・
補
修
、
水
管
理
、
そ
し
て
鍛

冶
屋
、
大
工
、
石
工
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
こ
う
し
た
多
様
性
は
地
域
的
条
件
の
特
殊
性
と
多
様
性
に
依
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

労
働
報
酬
は
一
労
働
日
の
労
働
点
数
を
基
礎
に
点
数
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
。
⑴
実
労
働
時
間
に
し

た
が
っ
て
労
働
点
数
を
計
算
す
る
、
⑵
作
業
項
目
ご
と
に
労
働
点
数
を
決
め
て
お
き
、
作
業
量
に
応
じ
て
点
数
を
計
算
、
⑶
は
、
⑴
、
⑵

の
作
業
の
質
を
標
準
的
作
業
と
比
較
検
討
し
労
働
点
数
を
評
定
、
記
帳
す
る
（
8
）

。

な
お
こ
の
基
礎
と
な
る
労
働
点
数
は
大
衆
討
論
・
大
衆
評
定
に
よ
り
、
⑴
成
員
を
技
術
的
水
準
や
労
働
力
の
強
弱
お
よ
び
思
想
的
自
覚

六
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を
も
と
に
し
て
六
等
級
あ
る
い
は
八
等
級
に
格
付
け
、
⑵
一
日
あ
た
り
の
点
数
（
工
分
）
を
計
算
す
る
（
9
）

。

い
ず
れ
に
し
て
も
労
働
報
酬
の
分
配
は
一
般
に
年
何
回
か
の
前
払
い
と
年
末
の
決
算
払
い
と
か
ら
な
る
。
前
払
い
を
年
末
時
に
過
不
足

調
整
し
精
算
す
る
。
す
な
わ
ち
当
該
年
次
の
収
穫
量
、
純
収
入
の
確
定
し
た
時
点
に
労
働
点
数
一
単
位
あ
た
り
の
価
格
（
工
分
値
）
は
以

下
の
計
算
に
よ
り
得
ら
れ
る
。
な
お
、
以
下
は
座
間
論
文
を
適
宜
簡
略
且
つ
修
正
し
作
成
し
た
（
10
）

。

＊
社
員
分
配
に
あ
て
ら
れ
る
額
÷
社
員
総
労
働
点
数
＝
（
全
社
員
の
）
点
数
あ
た
り
の
工
分
値
（
Ａ
）

分
配
フ
ァ
ン
ド
は
現
物
部
分
も
貨
幣
計
算
し
算
定

＊
分
配
フ
ァ
ン
ド
総
額
＝
収
入
総
額－

支
出
総
額
（
Ｂ
）

ま
た
こ
こ
か
ら
国
家
へ
の
供
出
（
Ｃ
）、
集
団
留
保
部
分
（
Ｄ
）
を
控
除
す
る
。

＊
分
配
可
能
総
額
（
Ｅ
）＝（
Ｂ
）－

（
Ｃ
）－
（
Ｄ
）

こ
れ
（
Ｅ
）
を
社
員
の
総
点
数
で
除
し
、
そ
れ
を
基
数
に
労
働
点
数
で
按
分
し
、
社
員
個
人
の
報
酬
が
決
定
さ
れ
る
。

（
労
働
点
数
決
定
の
難
し
さ
、
過
多
な
班
成
員
数
、
消
極
的
集
団
怠
業
）

報
酬
額
は
前
述
の
よ
う
に
調
整
さ
れ
年
末
に
決
定
し
、
現
物
と
貨
幣
で
受
取
る
。
農
業
で
あ
る
以
上
、
自
然
条
件
の
原
因
で
報
酬
額
の

多
少
が
左
右
さ
れ
る
の
が
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
前
述
の
よ
う
に
思
想
的
自
覚
が
労
働
等
級
決
定
の
一
要
素
で
あ
る
こ
と
は
民
主
主

義
社
会
で
あ
れ
ば
基
本
的
人
権
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
が
こ
れ
は
問
わ
な
い
。

以
上
の
問
題
と
は
別
と
し
て
、
問
題
は
そ
も
そ
も
労
働
点
数
の
決
定
の
難
し
さ
で
あ
る
。
各
種
作
業
が
あ
る
が
い
ず
れ
の
作
業
で
あ
れ

六
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個
の
労
働
の
質
、
熟
練
、
強
度
な
ど
を
問
わ
ず
一
律
に
点
数
化
す
る
。

座
間
教
授
の
紹
介
す
る
事
例
で
も
生
産
隊
内
に
多
様
な
作
業
組
が
組
織
さ
れ
て
い
る
（
11
）

。
な
か
に
は
二
〜
三
人
編
成
の
組
も
あ
る
。
小
人

数
の
組
で
あ
れ
ば
個
人
の
能
力
の
優
劣
差
は
カ
バ
ー
さ
れ
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
主
要
作
物
の
食
糧
・
油
料
（
総
耕
地
面
積
二
五
ha
）

や
綿
花
（
同
一
・
八
ha
）
生
産
組
の
人
数
で
あ
る
。
一
組
二
〇
〜
三
〇
人
で
数
組
編
成
で
あ
る
。
ち
な
み
に
田
畑
で
あ
れ
ば
水
田
と
畑
で
は

一
人
あ
た
り
の
耕
地
可
能
な
面
積
は
異
な
る
。
機
械
化
の
水
準
次
第
で
所
要
労
働
者
数
も
変
わ
る
。
他
に
も
考
慮
す
べ
き
問
題
も
あ
る
が

座
間
論
文
で
は
不
明
。
こ
れ
ら
の
点
を
保
留
と
し
て
も
人
数
が
多
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
。

作
業
の
同
一
性
か
ら
同
一
の
組
が
編
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
一
般
に
人
数
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
怠
業
、
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
が
簡
単

に
な
り
増
大
す
る
。
管
理
が
必
要
で
作
業
の
監
視
・
監
督
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
配
置
さ
れ
て
い
な
い
。
一
般
に
組
を
さ
ら

に
小
組
（
班
）
に
分
割
し
な
け
れ
ば
怠
業
が
生
ま
れ
る
。
生
産
隊
、
公
社
管
理
者
に
は
こ
う
し
た
認
識
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
の
知
る
限
り
こ
う
し
た
視
点
が
従
来
の
研
究
論
文
に
は
な
い
。
そ
も
そ
も
問
題
を
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
社
会
主

義
的
精
神
が
労
働
意
欲
を
高
揚
さ
せ
る
と
考
え
て
い
る
論
者
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
現
実
は
働
い
て
も
働
か
な
く
て
も
報
酬
が
同
じ

な
ら
労
働
の
質
量
は
働
か
な
い
者
の
平
均
レ
ベ
ル
に
収
斂
す
る
。
労
働
点
数
総
数
を
増
や
す
よ
う
た
だ
出
動
出
勤
し
て
働
く
ふ
り
を
し
て

働
か
な
い
行
動
を
と
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
（
Ａ
）
式
に
見
る
よ
う
に
、
労
働
点
数
が
増
え
る
と
分
配
予
定
額
は
結
局
、
減
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
自
然
条
件
、
収
穫
に

依
存
す
る
が
、
同
じ
条
件
で
あ
れ
ば
工
分
、
労
働
単
価
は
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
働
く
ほ
ど
損
に
な
る
。
秋
の
収
穫
量
は

そ
の
前
に
は
予
測
で
き
な
い
の
だ
が
、
余
程
の
収
穫
で
も
な
け
れ
ば
社
員
の
受
け
取
り
報
酬
は
増
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
基
本
の
労
働

点
数
が
減
額
さ
れ
れ
ば
同
じ
報
酬
を
受
取
る
た
め
に
は
労
働
時
間
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
も
労
働
強
化
で
あ
る
。

六
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い
ま
一
つ
の
問
題
は
、
収
穫
が
多
け
れ
ば
国
家
の
要
求
上
納
量
が
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
公
社
書
記
が
自
身
の
業
績
を
高
め
る

た
め
収
穫
量
を
過
大
に
報
告
す
る
こ
と
が
多
く
あ
っ
た
と
い
う
。
い
ず
れ
の
場
合
も
そ
の
結
果
、
四
川
な
ど
地
域
に
よ
っ
て
は
農
民
の
飢

餓
水
準
を
超
え
て
国
家
の
収
奪
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
上
納
分
を
控
除
し
た
後
の
消
費
フ
ァ
ン
ド
が
増
大
し
な
け
れ
ば
そ

も
そ
も
農
民
の
消
費
可
能
量
は
増
大
し
な
い
。

以
上
い
ず
れ
も
農
民
を
消
極
的
な
集
団
的
怠
業
に
導
く
の
に
充
分
な
条
件
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

3
．
人
民
公
社
の
最
高
管
理
者
と
農
民
の
関
係
、
書
記
に
対
す
る
農
民
の
評
価

人
民
公
社
は
「
政
社
合
一
」
す
な
わ
ち
経
済
組
織
で
あ
り
政
治
組
織
で
あ
る
。
人
民
公
社
の
最
高
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
人
民
公
社
管

理
委
員
会
委
員
は
社
員
大
会
の
選
挙
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
字
義
同
ど
お
り
み
れ
ば
民
主
的
の
よ
う
だ
が
委
員
候
補
は
党
が
事
前
に
決

定
す
る
。
も
と
も
と
党
を
頂
点
と
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
構
造
の
単
位
政
治
組
織
で
も
あ
り
、
基
層
単
位
の
党
官
僚
で
あ
る
公
社
書
記
は
中
央

に
責
任
を
負
う
。
し
た
が
っ
て
公
社
党
書
記
が
事
実
上
の
最
高
意
思
決
定
担
当
者
で
あ
る
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
党
書
記
に
と
っ
て
は
公
社
の
収
穫
量
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
は
自
身
の
業
務
で
あ
り
成
功
す
れ
ば
自
身
の
業
績
の
向
上
で
あ
る
。

こ
れ
は
自
身
に
対
す
る
上
級
機
関
の
評
価
を
高
め
る
昇
進
の
最
大
の
要
因
で
あ
る
。
問
題
は
、
故
意
に
実
際
の
収
穫
高
以
上
の
収
穫
を
報

告
す
る
こ
と
で
あ
る
。
書
記
が
自
身
の
評
価
を
高
め
自
身
が
昇
進
す
る
た
め
に
し
ば
し
ば
お
こ
な
わ
れ
た
。
収
穫
量
が
増
え
れ
ば
そ
れ
だ

け
翌
年
の
予
定
上
納
高
が
増
え
、
実
際
の
収
穫
は
増
え
て
な
け
れ
ば
残
余
作
物
は
減
り
農
民
の
消
費
フ
ァ
ン
ド
が
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
こ
れ
が
天
府
の
地
と
い
わ
れ
る
四
川
で
飢
饉
が
発
生
し
最
も
死
者
が
多
か
っ
た
一
因
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

な
お
文
革
時
、
党
委
員
会
が
い
わ
ゆ
る
奪
権
派
に
支
配
さ
れ
革
命
委
員
会
へ
権
力
が
委
譲
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
人
民
公
社
の
管
理
面

六
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で
は
「
極
左
的
」
な
運
用
が
強
化
さ
れ
経
済
的
な
収
奪
の
強
化
と
経
済
的
損
失
が
増
大
す
る
ば
か
り
か
農
村
の
伝
統
文
化
の
破
壊
が
進
行

し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
七
八
年
第
一
一
届
三
中
全
会
（
第
一
一
期
第
三
回
中
国
共
産
党
全
体
会
議
）
後
、
党
組
織
が
再
建
さ
れ
、
文
革

時
の
混
乱
の
収
束
に
向
か
う
。
再
び
人
民
公
社
の
旧
体
制
が
復
活
す
る
。
た
だ
文
革
時
も
そ
の
前
も
そ
の
後
も
公
社
に
お
い
て
人
民
を
代

表
し
た
民
主
的
な
管
理
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
前
述
の
よ
う
に
公
社
の
最
高
管
理
者
は
党
の
上
級
単
位

か
ら
派
遣
さ
れ
た
党
官
僚
で
あ
っ
て
当
地
の
生
産
隊
の
農
民
か
ら
選
ば
れ
た
代
表
で
は
な
い
。

（
公
社
書
記
に
対
す
る
煙
台
市
郊
外
一
農
村
農
民
の
対
応
）

農
民
が
保
守
的
で
頑
迷
で
あ
る
、
ま
た
大
衆
動
員
の
対
象
と
な
る
無
知
蒙
昧
な
農
民
像
も
一
般
的
と
も
い
え
る
。
特
に
前
者
は
社
会
主

義
、
共
産
主
義
社
会
の
実
現
の
障
害
で
あ
る
と
す
る
農
民
像
に
つ
な
が
り
多
く
の
研
究
者
が
共
有
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
こ
れ

は
一
面
的
な
農
民
像
で
あ
る
と
思
え
る
。
こ
う
し
た
農
民
像
を
相
対
化
す
る
意
味
で
以
下
の
経
験
を
紹
介
し
た
。

以
下
は
筆
者
が
山
東
省
煙
台
市
郊
外
一
農
村
を
訪
れ
あ
る
農
民
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
際
の
記
録
と
印
象
で
あ
る
。
ま
た
筆
者
は
人
民

公
社
時
代
の
公
社
書
記
に
つ
い
て
そ
の
評
価
を
聞
い
た
。

人
口
の
多
い
同
村
は
複
数
の
生
産
隊
に
分
割
さ
れ
て
い
た
が
、
村
全
体
で
生
産
大
隊
を
構
成
す
る
。
農
民
の
参
加
し
た
生
産
隊
Ａ
は
全

戸
が
祖
先
を
同
じ
く
す
る
李
姓
、
隣
の
Ｂ
隊
も
同
じ
李
姓
で
あ
る
が
前
者
と
は
出
自
が
異
な
る
。
以
前
李
姓
の
家
で
家
僕
で
あ
っ
た
、
李

家
に
買
わ
れ
て
来
た
者
、
な
ど
が
方
便
の
た
め
李
姓
を
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
経
緯
か
ら
後
者
の
生
活
水
準
、
文
化

水
準
は
低
い
。
ま
た
後
者
は
前
者
と
墳
墓
を
同
じ
く
す
る
こ
と
は
決
し
て
出
来
な
い
。
こ
れ
は
中
国
独
特
の
文
化
で
あ
る
。

解
放
後
も
所
得
水
準
、
文
化
水
準
の
面
で
互
い
に
区
別
す
る
Ａ
、
Ｂ
の
関
係
が
簡
単
に
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
が
公
社
の
生
産
大
隊
を

六
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構
成
す
る
単
位
と
な
っ
た
。
当
地
農
民
に
と
っ
て
は
Ａ
、
Ｂ
の
微
妙
な
関
係
は
暗
黙
の
事
実
で
あ
る
が
、
村
外
か
ら
来
た
外
地
人
（
よ
そ

者
）
の
前
記
書
記
に
は
そ
こ
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
。

同
書
記
は
書
記
と
し
て
就
任
後
、
生
産
隊
大
会
を
召
集
し
村
民
に
対
し
（
旧
）
地
主
・
富
農
名
を
告
発
告
知
す
る
よ
う
命
じ
る
。
実
は

Ａ
村
落
で
は
共
産
党
の
支
配
が
始
ま
る
前
に
地
主
ら
は
弾
圧
を
逃
れ
る
た
め
に
自
主
的
に
土
地
を
零
細
農
民
に
贈
与
な
ど
の
手
段
で
自
ら

零
細
農
民
に
変
身
し
て
い
た
。
こ
れ
も
村
民
に
と
っ
て
は
暗
黙
の
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
数
時
間
の
大
会
中
に
催
促
さ
れ
て
も
た
だ
一

人
と
し
て
告
知
す
る
農
民
は
い
な
い
。
同
書
記
は
そ
の
後
Ａ
、
Ｂ
隊
に
対
し
て
執
拗
に
密
告
を
奨
励
す
る
が
告
知
す
る
Ａ
、
Ｂ
隊
村
民
は

い
な
い
。
生
産
大
隊
・
隊
の
会
計
な
ど
職
員
は
下
級
幹
部
で
あ
る
が
、
当
地
民
（
そ
の
土
地
の
者
）
で
あ
る
彼
ら
の
中
か
ら
も
密
告
す
る

者
は
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
後
日
、
密
告
す
る
者
が
Ｂ
隊
員
で
な
く
Ａ
隊
員
か
ら
登
場
す
る
。
村
人
、
特
に
Ａ
隊
村
民
に
と
っ
て
は
意
外
な

裏
切
り
者
が
出
た
の
で
あ
る
。
た
だ
一
人
だ
け
で
あ
っ
た
が
。

と
こ
ろ
が
再
び
生
産
隊
大
会
が
開
か
れ
る
と
全
員
が
彼
こ
そ
地
主
で
雇
農
を
ひ
ど
く
搾
取
し
て
い
た
と
書
記
の
前
で
弾
劾
し
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
彼
は
連
行
さ
れ
労
動
矯
正
と
い
う
名
の
強
制
労
動
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
逸
話
か
ら
多
く
の
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
す
べ
て
を
記
述
す
る
余
裕
は
な
い
。
少
な
く
と
も
こ
の
村
で
は
零
細
農
民
や
雇
農
を
使
っ
て
旧
地
主
・
富
農

を
攻
撃
し
再
分
配
を
お
こ
な
う
運
動
が
組
織
的
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
党
支
配
を
強
化
す
る
そ
の
手
法
も
成
功
し
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
（
12
）

。

（
農
民
の
文
化
程
度
と
書
記
に
対
す
る
評
価
）

一
般
に
村
内
部
の
社
会
関
係
は
一
般
に
多
様
で
あ
ろ
う
。
地
主
と
貧
農
の
間
に
厳
し
い
緊
張
関
係
が
存
在
し
て
い
る
場
合
、
反
対
に
強

六
八
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公
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経
営
の
解
体
、
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責
任
制
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必
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性
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芽
（
簗
場
）

（
二
九
九
）

い
連
帯
的
な
共
同
体
関
係
が
支
配
し
両
者
の
対
立
は
少
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
対
立
関
係
を
抑
圧
す
る
ほ
ど
支
配
関
係
が
強
い
場
合
な
ど

考
え
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
緊
張
関
係
の
要
因
を
主
に
経
済
的
関
係
、
搾
取
被
搾
取
関
係
か
ら
把
握
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
党
が
貧
農
・
雇
農
を
組

織
化
し
地
主
・
富
農
を
攻
撃
さ
せ
る
場
合
に
両
者
の
対
立
関
係
を
利
用
し
、
前
者
に
後
者
の
土
地
を
分
配
取
得
さ
せ
る
方
法
が
頻
繁
に
お

こ
な
わ
れ
た
が
、
ま
さ
に
こ
の
思
想
に
基
づ
く
手
法
で
あ
る
。
こ
の
点
で
Ａ
、
Ｂ
村
で
は
貧
農
の
組
織
化
は
不
成
功
で
あ
っ
た
、
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
そ
れ
は
経
済
的
に
み
て
大
き
な
対
立
的
要
因
が
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
伝
統
的
な
連
帯
関
係
が
強
か
っ

た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
党
の
支
配
は
全
権
を
握
り
な
が
ら
全
能
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
一
つ
は
当
地
人
の
外
地
人
に
対
す
る
信
用
を
阻

む
壁
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
人
、
中
国
農
民
の
伝
統
的
な
思
考
で
あ
る
。
ま
た
一
つ
は
村
民
と
書
記
と
の
間
の
文
化
程

度
の
差
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
伝
統
的
な
読
書
人
（
文
化
人
、
知
識
人
）
を
尊
敬
す
る
文
化
伝
統
の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
農
村
で
あ
れ
城
市

で
あ
れ
同
じ
で
あ
り
、
読
書
人
が
官
職
に
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
読
書
人
を
尊
敬
し
無
学
な
者
に
対
し
軽
視
す
る
伝
統
で
あ
る
。
Ａ
村
の

農
民
は
伝
統
的
に
尚
学
の
風
が
強
く
農
民
の
多
く
が
私
塾
に
通
う
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。

Ａ
村
民
は
書
記
と
接
す
る
う
ち
に
書
記
は
た
だ
軍
功
で
書
記
に
就
任
で
き
た
が
彼
の
文
化
程
度
が
き
わ
め
て
低
く
、
か
つ
聡
明
で
な
く

人
格
的
に
も
尊
敬
で
き
る
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
時
に
農
民
は
明
哲
保
身
で
あ
り
態
度
と
対
応
は
面
従
腹

背
で
あ
り
、
時
に
愚
民
の
ふ
り
を
し
て
嵐
の
過
ぎ
去
る
の
を
忍
耐
強
く
待
つ
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
適
当
に
力
を
抜
い
て
働
く
こ
と
が
農
民

に
と
っ
て
可
能
な
せ
め
て
も
の
消
極
的
抵
抗
で
あ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
蓄
積
す
る
方
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
彼
ら
が
愚
民
で
は
な
い
こ

と
、
そ
の
知
恵
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
改
革
開
放
後
の
農
村
の
急
成
長
に
よ
り
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

六
九
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経
研
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五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
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月
）

（
三
〇
〇
）

Ⅲ
．
政
策
転
換
と
人
民
公
社
解
体
の
必
然
性

1
．
農
民
の
地
位

人
民
公
社
制
度
の
登
場
は
、
前
述
の
よ
う
に
歴
史
的
必
然
性
が
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
そ
こ
に
は
強
権
、
暴
力
に
よ

る
強
制
を
と
も
な
っ
た
こ
と
は
否
定
し
よ
う
も
な
い
。
積
極
的
に
地
主
攻
撃
や
そ
の
土
地
収
用
に
参
加
し
わ
ず
か
な
土
地
を
取
得
し
た
農

民
も
そ
の
土
地
を
公
社
に
収
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
人
民
公
社
体
制
に
組
入
ら
れ
た
農
民
に
と
っ
て
は
土
地
、
生
産
手
段
の
集
団
所
有

と
は
観
念
に
す
ぎ
ず
実
質
的
に
は
そ
の
観
念
と
正
反
対
の
土
地
の
無
所
有
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
実
質
的
に
は
土
地
の
所
有
権
を
失
っ

た
ば
か
り
か
公
社
が
自
給
自
足
的
な
「
政
社
合
一
」
組
織
で
あ
る
た
め
、
人
民
公
社
を
退
社
す
る
こ
と
は
生
存
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
意

味
す
る
よ
う
に
な
る
。

人
民
公
社
成
立
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
農
民
の
都
市
へ
の
流
入
を
防
ぐ
た
め
戸
籍
管
理
が
厳
格
に
な
り
農
民
戸
籍
の
農
民
は
農
民
で
あ

る
か
ぎ
り
農
村
以
外
で
の
居
住
の
自
由
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
中
西
教
授
に
よ
れ
ば
五
三
年
か
ら
農
業
合
作
社
の
組
織
化

が
加
速
さ
れ
、
社
会
主
義
教
育
運
動
も
お
こ
な
わ
れ
る
な
か
で
社
会
主
義
教
育
運
動
を
圧
迫
と
感
じ
農
民
の
都
市
に
職
を
求
め
る
者
、
流

入
す
る
者
が
増
大
し
た
経
緯
も
あ
り
、
こ
れ
を
防
ぎ
ま
た
食
糧
を
確
保
す
る
た
め
農
民
の
農
村
か
ら
の
流
出
を
防
ぐ
た
め
で
も
あ
っ
た
（
13
）

。

こ
う
し
て
農
民
は
農
村
に
居
住
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
農
業
以
外
の
職
業
に
従
事
す
る
こ
と
も
出
来
ず
、
ま
た
人
民
公
社
で
重

い
労
働
に
服
す
る
だ
け
で
な
く
無
償
の
徴
用
を
課
せ
ら
れ
る
事
実
上
、
政
治
的
な
権
利
も
も
た
な
い
農
奴
同
様
の
存
在
に
陥
っ
た
と
い
え

る
の
で
あ
る
。

七
〇



人
民
公
社
経
営
の
解
体
、
生
産
責
任
制
の
必
然
性
と
腐
敗
の
萌
芽
（
簗
場
）

（
三
〇
一
）

2
．
農
業
経
営
の
問
題
、
農
民
の
低
い
労
働
意
欲

公
社
、
生
産
大
隊
、
生
産
隊
が
統
一
的
な
生
産
計
画
を
立
て
農
民
を
動
員
し
て
も
公
社
の
農
地
の
収
穫
は
充
分
で
な
く
計
画
を
達
成
で

き
な
い
こ
と
が
多
い
。
他
方
で
農
民
の
自
留
地
の
作
物
が
豊
作
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
自
留
地
の
多
く
は
農
地
と
し
て
土
地
は
痩
せ
狭
く

条
件
は
悪
い
。
ま
た
自
留
地
と
は
い
え
決
し
て
家
の
周
辺
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
農
民
は
隊
の
農
場
で
働
く
前
、
働
い
た
後

も
自
留
地
で
農
耕
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
？

農
民
は
隊
、
公
社
農
地
で
働
く
こ
と
に
意
味
を
感
じ
な
い
た
め
で
あ
る
。
働
い
て
も
働
か
な
く
て
も
工
分
（
労
働
報
酬
）
が
同
じ
で
あ

り
、
強
度
・
熟
練
度
に
お
い
て
異
な
る
同
量
で
な
い
労
働
の
報
酬
が
同
じ
で
は
労
働
す
る
者
の
労
働
意
欲
は
低
下
す
る
。

ま
た
人
民
教
化
の
目
的
で
党
や
政
府
の
上
か
ら
の
社
会
主
義
教
育
運
動
、「
工
業
学
大
慶
」（
工
業
は
大
慶
に
学
べ
）、「
農
業
学
大
寨
」

（
農
業
は
大
寨
に
学
べ
）
な
ど
の
運
動
が
度
々
お
こ
な
わ
れ
大
衆
・
農
民
の
労
働
力
の
大
量
動
員
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
な
お
大
慶
と
大
寨
は

と
も
に
公
社
経
営
の
模
範
と
さ
れ
社
会
主
義
精
神
高
揚
の
政
治
宣
伝
活
動
に
用
い
ら
れ
た
が
、
賈
に
よ
れ
ば
発
表
さ
れ
た
多
く
の
生
産
の

デ
ー
タ
が
大
衆
動
員
の
た
め
に
捏
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
革
開
放
後
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
（
14
）

。

こ
の
事
実
は
そ
も
そ
も
経
済
的
効
果
が
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
ば
か
り
か
、
特
に
共
産
主
義
精
神
を
鼓
吹
し
て
も
モ
ラ
ー
ル
（
労

働
意
欲
）
の
向
上
実
現
が
困
難
で
あ
っ
た
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

い
わ
ば
戦
時
か
ら
平
時
に
な
れ
ば
、
ま
た
時
代
が
変
わ
れ
ば
緊
張
感
や
危
機
意
識
が
希
薄
に
な
る
。
人
民
公
社
誕
生
時
の
よ
う
な
高
揚

感
は
既
に
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
平
時
に
は
戦
時
の
よ
う
に
ス
ロ
ー
ガ
ン
や
大
衆
動
員
に
よ
っ
て
農
民
の
モ
ラ
ー
ル
を
高
め
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
モ
ラ
ー
ル
低
下
の
基
本
的
な
要
因
は
働
い
て
も
働
か
な
く
て
も
工
分
が
同
じ
で
あ
り
、
同
質
で
な
い
同
量
で
な
い
労
働

の
報
酬
が
同
じ
で
は
労
働
す
る
者
の
労
働
意
欲
は
低
下
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
大
寨
モ
デ
ル
が
全
国
各
地
で
強
行
に
推
進
さ
れ
労

七
一
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働
評
価
と
工
分
の
計
算
が
極
端
に
簡
単
化
さ
れ
、
労
働
記
録
も
簡
単
化
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
は
同
じ
く
賈
に
よ
れ
ば
、
平
均
主
義
、
大
鍋

飯
の
弊
害
が
横
行
し
消
極
的
な
怠
業
を
蔓
延
さ
せ
農
村
経
済
が
破
壊
さ
れ
た
と
す
る
（
15
）

。

生
産
隊
の
農
地
で
働
く
農
民
の
労
働
意
欲
が
低
下
す
る
の
は
農
民
に
前
述
の
自
留
地
が
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
文
革
期
に
は
多

く
の
自
留
地
が
没
収
さ
れ
た
り
、
ま
た
自
留
地
の
作
物
を
農
貿
市
場
（
農
民
市
場
）
で
農
民
が
売
買
す
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
も

日
本
で
報
道
さ
れ
た
よ
う
な
農
民
の
共
産
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
向
上
な
ど
で
は
な
い
（
16
）

。

こ
の
よ
う
に
公
社
の
な
か
で
は
基
本
的
な
人
権
を
奪
わ
れ
、
隊
と
公
社
の
命
令
に
反
す
る
こ
と
は
不
利
益
で
危
険
で
も
あ
り
、
表
面
的

に
は
命
令
に
服
す
る
こ
と
が
安
全
で
あ
る
。
公
社
の
命
令
に
は
口
是
心
非
だ
か
ら
働
く
ふ
り
を
し
て
実
際
に
は
力
を
入
れ
て
働
か
な
い
。

生
産
決
定
権
、
剰
余
配
分
権
を
奪
わ
れ
た
農
民
は
等
し
く
労
働
意
欲
を
も
て
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

3
．
政
策
転
換
と
人
民
公
社
解
体
の
必
然
性

人
民
公
社
体
制
の
強
化
と
は
反
対
に
農
業
生
産
は
長
期
的
に
停
滞
・
低
下
す
る
。
ち
な
み
に
一
九
七
八
年
の
農
業
生
産
の
水
準
は

一
九
五
七
年
と
同
等
な
水
準
で
あ
る
こ
と
、
深
刻
な
食
糧
不
足
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
が
一
九
七
八
年
党
の
中
央
工
作
会
議
で
報

告
さ
れ
る
（
17
）

。

政
策
転
換
は
必
然
で
あ
っ
た
。
毛
沢
東
が
前
々
年
の
一
九
七
六
年
逝
去
、
そ
し
て
鄧
小
平
の
復
活
の
流
れ
の
な
か
で
農
業
政
策
の
転
換

が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
背
景
は
農
業
生
産
の
停
滞
と
農
村
の
深
刻
な
窮
乏
化
、
農
村
に
対
す
る
財
政
支
出
増
の
限
界
で
あ
る
。
ま
た
最
も

窮
乏
化
が
深
刻
な
安
徽
、
四
川
の
農
村
で
地
方
幹
部
が
政
策
変
更
を
求
め
る
農
民
の
真
剣
な
要
求
に
直
面
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
農
民

ら
は
六
〇
年
代
初
期
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
「
包
工
」（
作
業
請
負
制
）
や
「
包
産
到
戸
」（
生
産
家
庭
請
負
制
）、「
包
乾
到
戸
」（
農
家
経
営

七
二
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三
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請
負
制
）
の
復
活
と
承
認
を
要
求
し
て
い
た
（
18
）

。

ま
ず
七
八
年
改
革
で
党
が
着
手
し
た
措
置
は
、
久
し
く
反
古
に
さ
れ
、
特
に
文
革
時
に
「
極
左
的
な
思
想
」「
共
産
風
」
に
よ
り
不
法

に
侵
害
さ
れ
て
い
た
公
社
発
足
時
の
本
来
の
ル
ー
ル
を
復
活
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
包
産
到
戸
、
包
乾
到
戸
は
絶
対
に
認
め

な
い
と
い
う
決
定
で
あ
っ
た
（
19
）

。

し
か
し
、
両
請
負
制
は
初
め
は
秘
か
に
そ
の
後
は
事
実
上
公
然
と
普
及
し
て
い
く
。
一
九
八
一
年
中
共
中
央
「
一
号
文
件
」
と
し
て
全

国
機
関
に
送
ら
れ
た
党
の
決
定
は
先
に
進
行
し
た
こ
の
事
実
を
事
後
的
に
党
決
定
と
し
て
承
認
し
た
も
の
で
あ
る
（
20
）

。

実
は
一
九
五
六
年
以
降
、
農
業
共
同
化
を
進
め
た
合
作
社
組
織
化
の
当
初
か
ら
如
何
に
し
て
有
効
な
管
理
制
度
を
確
立
す
る
か
が
課
題

で
あ
っ
た
。
堅
実
に
社
会
主
義
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
鄧
子
恢
な
ど
い
わ
ゆ
る
実
務
派
官
僚
に
よ
り
漸
進
的
な
政
策
が
進
め
ら
れ
て
い
た
（
21
）

。

そ
し
て
鄧
の
提
案
し
た
生
産
請
負
制
は
合
作
社
発
足
当
初
、
多
く
の
地
域
で
受
け
い
れ
ら
れ
普
及
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
22
）

。
そ
れ
が
党
内

の
「
左
」
の
思
想
優
位
が
支
配
的
な
な
か
で
、
五
七
年
の
農
村
社
会
主
義
運
動
期
に
は
「
資
本
主
義
を
復
活
さ
せ
る
」
も
の
と
否
定
さ
れ

る
（
23
）

。
六
一
年
の
調
整
期
に
一
時
的
に
復
活
す
る
が
（
24
）

、
文
革
期
に
「
左
」
か
ら
の
批
判
・
攻
撃
で
再
び
禁
止
さ
れ
て
い
た
経
緯
が
あ
っ
た
（
25
）

。

結
局
、
七
八
年
三
中
全
会
に
先
行
し
て
合
作
化
開
始
時
の
制
度
が
復
活
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

（
人
民
公
社
の
解
体
）

一
九
七
八
年
以
降
の
農
業
政
策
の
転
換
、
生
産
責
任
制
の
採
用
に
と
も
な
い
、
多
様
な
形
態
の
請
負
制
が
普
及
し
た
が
、
最
終
的
に
は

農
民
に
と
っ
て
最
も
独
立
性
の
高
い
包
乾
到
戸
が
普
及
す
る
（
26
）

。
こ
う
し
て
農
民
の
生
産
の
自
立
性
の
一
応
の
回
復
に
と
も
な
い
農
業
生
産

が
回
復
す
る
。
そ
の
結
果
、
人
民
公
社
の
存
在
理
由
が
な
く
な
り
事
実
上
解
体
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
行
政
機
能
は
郷
鎮
委
員
会
に
移

七
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行
さ
れ
、
一
九
八
四
年
の
憲
法
改
正
に
よ
り
政
社
一
体
の
人
民
公
社
は
消
滅
す
る
。
制
度
思
想
・
設
計
が
そ
も
そ
も
誤
り
で
あ
っ
た
こ
と

が
歴
史
的
に
も
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

Ⅳ
．
農
業
生
産
の
回
復
、
郷
鎮
企
業
の
勃
興

1
．
郷
鎮
企
業
の
発
展
と
労
働
意
欲

七
八
年
共
産
党
の
第
一
一
届
三
中
全
会
（
第
一
一
期
第
三
回
中
国
共
産
党
全
体
会
議
）、
同
党
同
期
の
先
行
す
る
前
記
の
中
央
工
作
会
議
決

定
に
先
行
し
て
生
産
責
任
制
が
急
速
に
普
及
す
る
。
そ
の
後
農
産
物
の
政
府
買
い
上
げ
価
格
値
上
げ
が
実
施
さ
れ
る
。
農
村
経
済
の
復
興

発
展
を
基
盤
に
農
産
品
加
工
業
、
農
業
基
盤
関
連
工
業
の
事
業
組
織
が
八
〇
年
代
に
勃
興
す
る
。
多
く
は
公
社
時
代
の
社
隊
企
業
を
前
身

と
す
る
郷
鎮
政
府
の
所
有
、
公
的
出
資
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
私
的
な
出
資
の
郷
鎮
企
業
も
出
現
し
急
成
長
す
る
。
こ
う
し
た
急

成
長
は
農
村
・
農
民
が
急
に
商
業
的
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
人
民
公
社
の
自
給
自
足
的
な
体
制
の
下
で
久
し
く
抑
圧
さ
れ
て
い
た
農

民
の
自
然
な
事
業
欲
求
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
消
費
意
欲
の
爆
発
を
背
景
と
し
て
い
た
と
い
え
る
。

い
わ
ば
冷
た
い
雪
に
踏
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
間
に
も
農
村
工
業
・
商
業
の
成
長
の
萌
芽
が
絶
や
さ
れ
な
い
で
い
た
の
で
あ
っ
て
、
突
然

そ
の
生
命
が
八
〇
年
代
に
誕
生
し
た
の
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
零
細
農
民
が
農
作
物
を
市
場
で
販
売
す
る
の
は
最
低
限
の
生
存
の
た
め
に

も
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
で
は
農
民
も
商
業
的
な
の
で
あ
る
が
そ
れ
も
既
述
の
よ
う
に
文
革
期
に
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
う

し
た
抑
圧
さ
れ
て
い
た
農
民
の
欲
求
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
爆
発
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。

郷
鎮
企
業
の
急
速
の
勃
興
も
農
民
の
主
体
的
な
労
働
参
加
の
所
産
で
あ
る
。
ま
た
労
働
意
欲
の
向
上
の
所
産
で
あ
る
。
農
業
生
産
性
が

向
上
し
専
業
農
家
の
出
現
、
多
角
経
営
の
発
展
、
そ
し
て
富
裕
農
家
「
万
元
戸
」
が
出
現
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
農
工
商
総
合
経
営
の
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生
成
と
そ
の
合
資
形
態
そ
し
て
そ
の
連
合
体
が
出
現
す
る
。
こ
う
し
た
変
化
を
党
は
肯
定
的
に
評
価
す
る
（
27
）

。
ま
た
関
連
工
業
へ
の
労
働
力

と
資
本
の
投
資
が
可
能
に
な
り
、
農
村
工
業
へ
の
農
民
の
就
労
者
数
も
増
大
し
農
民
の
消
費
、
購
買
力
が
増
大
す
る
。

既
に
言
及
し
た
が
、
新
中
国
建
国
期
や
大
躍
進
期
に
は
農
民
と
大
衆
の
大
量
動
員
型
の
イ
ン
フ
ラ
・
土
木
の
工
事
が
よ
く
お
こ
な
わ
れ

た
。
こ
れ
ら
は
農
民
に
と
っ
て
多
分
に
他
動
的
な
労
働
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
で
お
こ
な
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
そ
の
華
々
し
い
成
果
は
多
く
は
捏
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
別
と
し
て
も
直
接
農
民
が

所
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

例
え
ば
水
利
工
事
等
の
農
民
の
大
量
動
員
は
農
民
を
単
純
労
働
力
と
し
て
動
員
し
た
も
の
だ
が
、
農
民
に
と
っ
て
そ
の
労
働
成
果
を
短

期
で
目
に
見
え
る
形
で
実
現
す
る
こ
と
も
手
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
他
方
、
土
作
り
か
ら
始
ま
り
畝
立
て
、
育
苗
、
そ
し
て
成
長
、

最
後
に
収
穫
ま
で
少
な
く
と
も
四
、
五
ヶ
月
は
要
す
る
が
そ
の
成
果
は
目
に
見
え
る
形
で
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
生
産
力
の

技
術
水
準
が
低
く
労
働
集
約
的
な
農
業
の
場
合
、
農
業
の
収
穫
は
多
分
に
農
民
個
人
の
農
業
技
術
と
投
入
労
働
量
に
依
存
し
、
そ
の
成
果

を
目
に
見
え
る
形
で
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
農
業
生
産
を
発
展
さ
せ
る
。
人
民
公
社
解
体
期
の
多
く
の
地
域
の
農
業

は
ま
さ
に
こ
う
し
た
状
況
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

2
．
郷
鎮
企
業
の
必
要
と
す
る
労
働
、
精
神

郷
鎮
企
業
の
成
長
に
表
現
さ
れ
る
農
村
工
業
の
成
長
に
も
農
民
の
主
体
的
な
労
働
と
技
術
を
要
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た

労
働
者
の
み
な
ら
ず
管
理
者
の
労
働
の
質
的
側
面
と
量
的
側
面
、
そ
の
強
度
、
そ
し
て
経
営
者
の
主
体
性
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
あ
た
ら
し
い
も
の
に
挑
戦
す
る
事
業
者
精
神
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
精
神
が
公
社
書
記
や
幹
部
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
少

七
五



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
〇
六
）

な
い
で
あ
ろ
う
。

産
業
の
成
長
は
単
純
な
量
的
発
展
拡
大
か
ら
そ
の
質
的
発
展
を
郷
鎮
企
業
に
要
求
す
る
。
特
定
郷
鎮
内
か
ら
そ
の
境
界
領
域
、
さ
ら
に

国
内
遠
隔
地
、
海
外
へ
と
郷
鎮
企
業
の
市
場
は
拡
大
す
る
。
こ
う
し
た
拡
大
を
担
保
す
る
の
は
受
動
的
な
労
働
で
は
な
く
、
主
体
的
か
つ

柔
軟
な
精
神
と
労
働
力
で
あ
り
、
労
働
意
欲
に
報
い
る
労
働
報
酬
で
あ
る
。
ま
た
事
業
者
精
神
も
重
要
で
あ
る
。

消
費
の
水
準
の
高
度
化
・
多
様
化
に
企
業
と
し
て
対
応
が
可
能
な
た
め
に
も
労
働
の
主
体
性
を
必
要
と
す
る
。
生
産
力
と
消
費
水
準
が

低
い
段
階
で
も
高
い
段
階
で
も
よ
り
良
い
も
の
を
求
め
る
の
は
自
然
で
あ
り
、
改
革
開
放
は
海
外
の
良
い
も
の
へ
人
々
の
目
を
開
か
せ
、

ま
た
良
い
も
の
を
作
る
意
欲
を
育
む
よ
う
に
な
る
。
消
費
の
面
か
ら
欲
求
の
多
様
化
、
質
の
良
い
も
の
へ
の
欲
求
が
増
せ
ば
、
そ
う
し
た

欲
求
の
高
度
化
に
対
応
す
る
製
品
を
作
る
た
め
に
は
、
働
い
て
も
働
か
な
く
て
も
労
働
対
価
が
同
じ
で
あ
る
よ
う
な
労
働
で
は
対
応
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
労
働
の
量
と
質
、
特
に
後
者
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
工
業
製
品
の
み
な
ら
ず
農
作
物
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
加
工
製
品
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
農
業
の
増
産
、
農
家
の
増
収
、
農
村
の
繁
栄
、
そ
し
て
郷
鎮
企
業
の
発

展
の
出
発
点
は
、
何
よ
り
も
農
民
の
労
働
意
欲
が
向
上
し
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

3
．
党
の
絶
対
的
支
配
の
維
持
と
改
革
開
放

改
革
開
放
を
進
め
つ
つ
四
原
則
（
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
、
共
産
党
の
指
導
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
・
毛
思
想
、
中
国
独
自
の
共
産
主
義
）

を
頑
と
し
て
堅
持
す
る
の
が
中
国
共
産
党
の
路
線
で
あ
る
。
そ
し
て
毛
沢
東
の
個
人
崇
拝
が
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
中
国
共
産

党
の
支
配
が
伝
統
中
国
の
家
産
官
僚
制
支
配
同
様
の
観
念
・
思
想
を
継
承
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
党
や
そ
の
官

僚
は
伝
統
中
国
の
家
産
官
僚
制
支
配
が
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
権
力
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
構
造
の
下
で
全
国
大
中
小
の
小
皇
帝
と
も
い
え
る
官
僚
を
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つ
う
じ
人
民
を
支
配
し
た
よ
う
に
、
中
国
共
産
党
は
党
主
席
を
頂
点
に
全
国
大
中
小
組
織
の
党
官
僚
が
人
民
を
支
配
す
る
構
造
を
継
承
し

た
と
も
い
え
る
。
皇
帝
と
家
産
官
僚
の
人
民
統
治
が
良
く
も
悪
く
も
、
つ
ま
り
善
政
で
あ
れ
悪
政
で
あ
れ
そ
の
人
格
的
支
配
と
し
て
お
こ

な
わ
れ
、
法
に
よ
る
支
配
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
、
解
放
後
の
党
の
統
治
に
人
格
的
支
配
が
継
承
さ
れ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
ま
た
そ
の

後
の
権
力
腐
敗
の
要
因
の
構
造
的
か
つ
思
想
的
か
つ
法
的
側
面
で
あ
る
。

現
に
文
革
期
の
恒
常
的
な
法
軽
視
の
み
な
ら
ず
、
Ⅲ
．
3
で
記
し
た
よ
う
に
農
民
の
法
的
権
利
の
変
更
を
と
も
な
う
問
題
で
あ
る
生
産

責
任
制
の
普
及
や
そ
の
細
則
に
関
す
る
指
示
が
党
内
決
定
を
経
て
何
の
疑
問
を
持
た
れ
ぬ
ま
ま
党
中
央
文
件
と
し
て
発
表
さ
れ
、
党
文
件

が
実
質
的
に
法
的
拘
束
力
を
も
ち
実
施
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
党
に
よ
る
法
の
軽
視
と
も
い
え
る
法
観
念
、
本
来
の
意
味
で
の
法
に
対
す
る

党
に
よ
る
侵
害
と
も
い
え
る
事
態
が
異
常
で
は
な
く
特
色
で
も
あ
る
と
い
え
る
。

（
人
格
支
配
と
現
実
主
義
の
伝
統
）

ま
た
こ
れ
を
正
当
化
す
る
の
が
現
実
主
義
の
思
想
で
あ
る
。「
実
事
求
是
」（
本
来
実
践
に
よ
っ
て
真
理
を
検
証
す
る
意
味
だ
が
、
実
践
し
て

結
果
よ
け
れ
ば
よ
し
の
意
味
で
用
い
る
）
は
毛
沢
東
が
唱
え
鄧
小
平
も
そ
れ
を
口
実
に
同
様
に
唱
え
、
改
革
開
放
後
の
党
の
指
導
方
針
を
表

す
標
語
と
な
っ
た
が
、
文
字
通
り
現
実
主
義
を
肯
定
す
る
伝
統
的
な
成
語
で
あ
り
、
法
よ
り
も
現
実
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
を
端
的
に
表
現

し
て
い
る
。

こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
そ
の
後
の
政
策
転
換
そ
し
て
成
長
の
出
発
点
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
そ
の
意
義
は
否
定
で
き
な
い
が
、
党
と
党

員
が
何
よ
り
も
法
を
超
え
る
こ
と
を
否
と
し
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
、
法
が
党
員
そ
し
て
人
民
に
と
っ
て
厳
と
し
て
遵
守
す
る
べ
き
基
準

で
な
い
こ
と
は
法
文
化
の
違
い
で
あ
る
と
い
え
ば
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
異
質
性
の
印
象
を
与
え
る
。七
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い
ず
れ
に
し
ろ
改
革
開
放
、
人
民
公
社
の
解
体
、
政
社
合
一
の
機
関
の
消
滅
の
な
か
で
、
既
存
の
社
隊
企
業
の
み
な
ら
ず
新
た
に
多
く

の
郷
鎮
企
業
が
誕
生
・
発
展
し
た
が
、
現
実
主
義
と
人
格
支
配
の
伝
統
と
党
の
独
裁
が
不
正
と
不
法
、
腐
敗
を
蔓
延
さ
せ
る
出
発
点
と

な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

中
国
伝
統
の
家
族
主
義
、
縁
故
主
義
、
関
係
重
視
の
伝
統
は
利
益
共
同
体
の
形
成
そ
し
て
不
正
行
為
の
共
同
化
、
さ
ら
に
法
の
適
用
を

免
れ
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
形
成
を
促
進
す
る
要
因
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
特
権
を
利
用
し
て
不
正
利
益
を
追
求
す
る
官
僚
に
と
っ

て
は
家
族
関
係
の
み
な
ら
ず
縁
戚
関
係
、
関
係
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す
る
こ
と
は
地
位
や
利
権
の
継
承
・
温
存
と
増
殖
の
た
め
、
ま
た

法
の
適
用
か
ら
の
回
避
を
図
る
た
め
の
担
保
で
あ
る
。
ま
た
そ
う
し
た
利
益
集
団
と
関
係
を
も
つ
こ
と
で
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
者
が
関

係
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
外
延
を
つ
ね
に
拡
大
再
生
産
す
る
。
他
方
、
権
力
な
き
弱
者
に
と
っ
て
不
正
批
判
は
簡
単
で
は
な
く
法
に
守
ら
れ
な

い
命
が
け
の
行
為
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

│
経
営
腐
敗
の
萌
芽

│

農
業
生
産
責
任
制
の
導
入
は
そ
の
後
の
所
有
権
改
革
の
嚆
矢
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
重
大
な
経
済
的
意
義
を
有
す
る
。
農
村
に
始
ま

り
次
い
で
都
市
、
工
業
企
業
の
改
革
に
着
手
す
る
。
早
く
も
一
九
七
九
年
に
四
川
で
一
〇
〇
の
企
業
に
企
業
自
主
権
を
与
え
、
国
家
経
済

委
員
会
等
六
部
門
が
北
京
、
天
津
、
上
海
の
八
企
業
で
企
業
自
主
権
拡
大
を
試
行
し
、
増
産
増
収
の
結
果
を
得
る
（
28
）

。

公
有
制
を
堅
持
し
つ
つ
企
業
形
態
多
様
化
さ
ら
に
株
式
会
社
制
度
の
導
入
が
全
国
で
進
め
ら
れ
る
。
沿
海
部
の
先
進
地
域
、
浙
江
省
で

は
ほ
と
ん
ど
の
郷
鎮
企
業
が
私
有
制
か
株
式
制
に
改
組
さ
れ
る
。
ま
た
郷
鎮
企
業
の
勃
興
期
に
移
行
期
特
有
の
労
働
者
集
団
所
有
の
集
体

企
業
と
し
て
組
織
さ
れ
た
企
業
や
、
多
分
に
私
有
制
で
あ
り
な
が
ら
公
的
な
資
本
も
投
下
さ
れ
公
的
企
業
の
看
板
を
借
り
た
「
紅
帽
子
」

七
八



人
民
公
社
経
営
の
解
体
、
生
産
責
任
制
の
必
然
性
と
腐
敗
の
萌
芽
（
簗
場
）

（
三
〇
九
）

企
業
な
ど
、
経
過
的
形
態
の
企
業
の
出
現
と
多
様
化
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
ら
企
業
の
所
有
権
の
不
明
確
化
が
進
行
す
る
。

問
題
は
こ
の
経
営
改
革
の
過
程
で
経
営
腐
敗
が
進
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
法
や
財
産
管
理
制
度
の
未
整
備
、
経
済
効
率
観
念
の
低
さ
な

ど
、
そ
う
し
た
制
度
的
な
要
因
だ
け
で
な
く
経
営
主
体
の
意
図
的
な
不
正
が
要
因
で
公
的
資
産
が
相
次
い
で
流
出
し
た
。
す
な
わ
ち
経
営

合
理
化
を
口
実
と
す
る
企
業
連
合
や
合
併
な
ど
に
と
も
な
う
改
組
時
の
不
当
な
財
産
評
価
、
不
採
算
を
理
由
と
す
る
低
廉
な
価
格
で
の
売

却
や
リ
ー
ス
形
態
で
の
権
利
譲
渡
、
承
包
（
請
負
制
）
化
の
際
の
権
利
の
不
正
な
入
札
な
ど
、
経
営
者
と
権
力
を
有
す
る
党
官
僚
が
関
係

（guanxi

）
を
つ
う
じ
て
双
方
に
有
利
な
取
引
を
お
こ
な
い
利
益
共
同
体
が
形
成
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
。
資
本
主
義
的
な
財
務
管
理
や
証

券
取
引
慣
行
が
未
発
展
の
な
か
で
郷
鎮
企
業
経
営
者
や
企
業
組
織
の
党
幹
部
に
対
し
優
遇
措
置
と
し
て
改
組
さ
れ
た
会
社
の
株
式
が
低
廉

な
価
格
で
譲
渡
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
党
官
僚
支
配
が
会
社
支
配
と
重
層
す
る
要
因
と
な
っ
た
（
29
）

。

所
有
の
全
人
民
所
有
を
改
組
し
公
有
制
を
維
持
し
つ
つ
株
式
会
社
制
度
導
入
を
進
め
て
も
管
理
し
て
い
る
の
は
経
営
者
や
党
官
僚
で
あ

る
。
ま
た
一
般
に
彼
ら
に
よ
る
持
株
支
配
比
率
は
数
字
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
。
そ
の
意
味
で
適
正
な
「
コ
ー
ポ
レ
イ
ト
ガ
バ
ナ
ン

ス
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
た
め
に
は
所
有
主
体
で
あ
る
人
民
が
経
営
主
体
と
し
て
権
力
を
行
使
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
人
民
の
代
理

で
あ
る
は
ず
の
党
官
僚
が
人
民
の
代
理
と
し
て
権
力
を
行
使
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
反
対
に
党
官
僚
支
配
が
社
会
主
義
所
有
の
本
来
の

目
的
で
あ
る
「
為
人
民
服
務
」（
人
民
へ
の
奉
仕
）
の
目
的
に
反
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

農
業
次
い
で
工
業
に
お
け
る
生
産
制
改
革
、
経
営
自
主
権
の
付
与
、
さ
ら
に
自
主
権
の
拡
大
・
自
由
化
、
そ
の
い
ず
れ
の
政
策
も
社
会

主
義
の
堅
持
を
標
榜
し
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
は
党
の
団
結
を
確
保
し
独
裁
を
維
持
す
る
た
め
の
口
実
と
い
え
な
く
も
な
い
。
全
人
民
所
有

の
後
退
が
資
本
主
義
的
経
済
・
資
本
主
義
的
経
営
の
発
展
と
並
行
し
対
応
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
皮
肉
で
も
あ
り
社
会
主
義
制
度
の
矛

盾
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。

七
九



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
一
〇
）

注（
1
） 

以
下
参
照
さ
れ
た
い
。
座
談
会
出
席
者
、
阪
本
楠
彦
他
：「
座
談
会
＝
調
整
期
の
農
業
政
策
│
生
産
責
任
制
の
位
置
づ
け
と
人
民
公
社
制
度
の

改
革
を
め
ぐ
っ
て
│
」ci.nii.ac.jp/naid/110002958379, 2014.0601.

（
2
） 
杉
野
明
夫
「
中
国
農
村
改
革
と
人
民
公
社
の
終
結
」『
立
命
館
経
済
学
』
第
四
四
巻
第
六
号
、1996.02.

（
3
） 

嶋
倉
民
生
・
中
兼
和
津
次
編
『
人
民
公
社
制
度
の
研
究
』、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、1980.10.20.

中
兼
和
津
次
著
「
中
国
集
団
化
の
再
検
討
」

『
一
橋
論
叢
』
第
九
二
巻
第
二
号
、1984.08.01.

（
4
） 

王
鴻
模
・

品

著
『
十
一
届
三
中
全
会
的
前
前
后
后
』
九
州
出
版
社
、2012.10.

賈

敏
『

生

任
制
的
演

』
江

大
学
出

、

2009.08.

両
書
に
は
生
産
責
任
制
の
評
価
に
つ
い
て
見
る
べ
き
新
し
い
点
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
改
革
肯
定
派
の
立
場
か
ら
合
作
社
結
成
時
に
す

で
に
責
任
制
が
普
及
し
て
い
た
が
党
内
の
「
左
」
の
影
響
・
支
配
で
そ
の
後
、
生
産
制
が
否
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
七
八
年
当
時
の
党
内
の
農

業
生
産
責
任
制
を
め
ぐ
る
賛
否
議
論
と
対
立
関
係
に
つ
い
て
克
明
詳
細
で
あ
る
。

（
5
） 

政
社
合
一
の
意
味
。
人
民
公
社
は
農
村
の
政
権
（
行
政
）
単
位
と
生
産
組
織
を
一
体
化
し
た
も
の
と
し
て
、
農
村
の
基
礎
的
な
政
権
組
織
で
あ

り
な
が
ら
、
基
礎
的
な
生
産
組
織
で
も
あ
る
。

（
6
） 

杉
野
明
夫
、
前
掲
論
文
。

（
7
） 

杉
野
明
夫
『
中
国
社
会
主
義
の
展
開
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、1971.07. pp.145-6.

座
間
紘
一
著
「
中
国
農
村
人
民
公
社
の
労
働
管
理
制
度
│

生
産
隊
の
労
働
組
織
、
分
配
制
度
を
中
心
に
│
」『
東
亜
経
済
研
究
』
第
四
七
巻
第
一･

二
号
、1980.03.24

（
以
下
、
座
間
1
．と
略
称
）、
同
著

「
中
国
に
お
け
る
生
産
責
任
制
に
つ
い
て
」『
東
亜
経
済
研
究
』
第
四
八
巻
第
一
・
二
号
、1981.04.30

（
以
下
、
座
間
2
．と
略
称
）。

（
8
） 

座
間
紘
一
、
座
間
1
．、
2
．、
賈

敏
、
前
掲
書pp.32-3.

（
9
） 

松
野
昭
二
著
「
農
村
人
民
公
社
に
お
け
る
「
按
労
分
配
」
論
」w

w
w
.shachi.co.jp/jaas/09-03/09-03-02.pdf

、2014.06.01.

（
10
） 

座
間
1
．p.125, pp.133-5.

（
11
） 

座
間
2
．p.16.

（
12
） 

小
嶋
正
巳
著
「
人
民
公
社
に
お
け
る
経
営
管
理
と
階
級
闘
争
（
1
）
│
生
産
隊
会
計
制
度
の
改
革
を
出
発
点
と
し
て
│
」『
山
口
経
済
学
雑
誌
』

八
〇



人
民
公
社
経
営
の
解
体
、
生
産
責
任
制
の
必
然
性
と
腐
敗
の
萌
芽
（
簗
場
）

（
三
一
一
）

第
一
七
巻
第
五
・
六
号
、1967.03.31.

小
嶋
氏
の
論
で
は
生
産
隊
の
経
営
管
理
に
「
貧
・
下
中
農
」
が
中
心
的
な
主
体
と
し
て
参
加
し
地
主
に
よ

る
支
配
を
排
除
し
た
と
し
て
生
産
隊
の
新
会
計
制
度
を
高
く
評
価
す
る
。
最
下
層
の
「
貧
・
下
中
農
」
が
主
体
に
な
っ
て
、
中
農
や
地
主
以
上
の
農

民
の
不
正
行
為
を
厳
し
く
監
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

し
か
し
問
題
が
多
い
。
ま
ず
そ
も
そ
も
共
産
党
の
農
民
分
類
に
疑
問
を
も
た
ず
に
受
け
入
れ
て
良
い
も
の
か
で
あ
る
。
ほ
ん
の
僅
か
な
一
ha
た
ら

ず
の
農
地
し
か
も
た
な
い
農
民
も
農
地
を
有
し
て
い
た
た
め
に
地
主
と
分
類
さ
れ
、
そ
し
て
貧
農
・
雇
農
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
非
難
さ
れ
差
別
・
攻
撃

の
対
象
と
さ
れ
悲
惨
な
運
命
を
た
ど
っ
た
農
民
が
多
い
。
公
社
の
な
か
で
は
党
幹
部
が
警
察
権
・
裁
判
権
を
事
実
上
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
密

告
も
奨
励
さ
れ
「
地
主
」
と
さ
れ
た
農
民
が
公
正
な
手
続
き
を
経
ず
不
当
な
処
分
を
く
だ
さ
れ
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
党
幹
部
の
人
格
素
養

が
高
け
れ
ば
党
の
統
治
に
せ
め
て
救
い
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
反
対
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
し
て
文
革
時
に
は
解
放
時
以
上
に
、

再
び
「
左
の
」
誤
っ
た
指
導
が
農
村
社
会
を
陰
惨
な
対
立
と
混
乱
に
陥
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

（
13
） 

中
西
仁
三
著
「
人
民
公
社
と
中
国
の
農
業
政
策
」『
同
志
社
大
學
經
濟
學
論
叢
』、
第
一
二
巻
第
五
号
、pp.66-81. 1963.02.15.

（
14
） 

賈

敏
、
前
掲
書
、pp.15-54.

（
15
） 

同
上
、pp.230-32.

（
16
） 

筆
者
が
四
川
省
大
州
市
Ｋ
県
Ｓ
鎮
に
お
い
て
農
民
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
と
こ
ろ
、
農
民
は
市
場
が
閉
鎖
さ
れ
た
後
は
闇
で
売
っ
て
い
た
し
、

城
市
の
市
民
も
闇
市
場
を
知
っ
て
い
て
そ
こ
で
購
入
す
る
者
が
絶
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
市
民
の
間
で
は
公
然
の
秘
密
で
あ
っ
て
知
ら
な
い

の
は
農
村
を
管
理
す
る
公
社
の
幹
部
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。
自
然
発
生
的
な
交
易
を
も
禁
じ
て
い
た
こ
と
が
異
常
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
と
い
え
る
。

（
17
） 

王
鴻
鳥
・

品

著
、
前
掲
書
、pp.81-2.

（
18
） 

賈

敏
著
、
前
掲
書
、
第
八
章
。

（
19
） 

同
上
、pp.276-283.

（
20
） 

同
上
、pp.274-5. p.328.

（
21
） 

同
上
、pp.41-2.

八
一



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
一
二
）

（
22
） 

同
上
、pp.47-9.

（
23
） 

同
上
、pp.50-72.

（
24
） 
同
上
、pp.77-9, p.128, pp.163-5.

（
25
） 
同
上
、pp.180-214.

（
26
） 

杉
野
明
夫
、
前
傾
論
文
お
よ
び
楊
勲
・
劉
家
端
著
・
杉
野
明
夫
訳
『
中
国
農
村
改
革
の
道
：
人
民
公
社
解
体
と
請
負
制
』
大
阪
経
済
法
科
大
学

出
版
部
、1989.07.25.

に
詳
細
な
紹
介
あ
り
。

（
27
） 

王
鴻
鳥
・

品

著
、
前
掲
書
、pp.146-8.

（
28
） 

同
上
、p.151.

（
29
） 

郷
鎮
企
業
で
は
な
い
が
中
国
娃
哈
哈
集
団
の
改
組
の
際
に
多
く
の
株
式
が
杭
州
市
党
幹
部
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
。
以
下
参
照
。
拙
稿
「
ダ
ノ
ン

と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
│
市
政
府
と
職
員
の
株
式
所
有
権
の
突
然
の
出
現
の
考
察
を
中
心
に
│
」『
政
経
研
究
』（
日
本
大
学
法
学
部
）
第

四
九
巻
第
四
号
所
収
、
同
「
国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
│
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
、
改
組
と
宗
慶
後
に
よ
る
支
配
の
確
立
に
よ
る
家
族

企
業
化
│
」『
政
経
研
究
』（
同
）
第
五
〇
巻
第
一
号
所
収
。

八
二



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
労
働
と
賃
金
（
山
口
）

（
三
一
三
）

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
労
働
と
賃
金

│
労
働
者
福
祉
と
の
関
連
で

│

山　
　

口　
　

正　
　

春

一　

は
じ
め
に

二　

労
働
者
の
怠
惰
と
低
賃
金

三　

ス
ミ
ス
の
労
働
者
像
と
高
賃
金

四　

貧
困
の
責
任
の
所
在
：
個
人
か
国
家
か

五　

む
す
び
に
か
え
て

八
三



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
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一　

は
じ
め
に

如
何
な
る
経
済
も
生
産
力
の
発
展
を
目
指
す
か
ぎ
り
、
労
働
の
能
率
と
生
産
性
の
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、

労
働
者
の
勤
労
意
欲
と
勤
勉
の
向
上
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
こ
の
問
題
は
近
代
国
民
経
済
の
形
成
期
に
現
れ
た
重
商
主
義
の
経

済
論
に
お
い
て
も
、
と
く
に
国
際
競
争
力
の
視
点
か
ら
強
い
関
心
事
に
な
り
、
労
働
者
の
勤
労
意
欲
と
勤
勉
を
高
め
る
手
段
と
し
て
の
賃

金
政
策
は
、
当
時
の
主
要
な
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
を
な
し
て
い
た
。

重
商
主
義
の
根
本
的
批
判
を
自
己
の
課
題
と
し
て
い
た
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
『
国
富
論
』
に
お
い
て
も
、
こ
の
問
題
は
重
要
な
論
点
と

な
っ
て
い
る
。
重
商
主
義
期
に
お
い
て
は
、
概
し
て
労
働
者
は
労
働
を
忌
避
し
、
不
節
制
で
怠
惰
を
好
む
存
在
と
見
な
さ
れ
、
そ
う
し
た

労
働
者
を
労
働
へ
誘
因
す
る
方
法
と
し
て
、
一
般
的
に
は
低
賃
金
政
策
が
推
賞
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
当
時
の
社
会
通
念
的
な
見
解
で

は
、
労
働
者
の
賃
金
を
低
く
し
、
そ
し
て
穀
物
価
格
を
高
く
維
持
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
1
）

。
Ｅ
・
Ｓ
・
フ
ァ
ー
ニ

ス
が
「
貧
困
の
有
用
性
の
原
理
」
と
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
（
2
）

。
ス
ミ
ス
も
労
働
そ
れ
自
体
を
人
間
の
自
己
充
足
的
な
行
為
と
捉
え
る
わ

け
で
は
な
く
、
一
般
の
労
働
を
人
間
に
と
っ
て
「
自
分
の
安
楽
、
自
分
の
自
由
お
よ
び
自
分
の
幸
福
の
…
…
犠
牲
（
3
）

」
で
あ
る
と
認
識
し
て

い
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
価
値
の
源
泉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
あ
ら
ゆ
る
物
が
、
そ
れ
を
獲
得
し
た
人
に
と
っ
て
、

ま
た
そ
れ
を
売
り
捌
い
た
り
他
の
何
か
と
交
換
し
た
り
し
よ
う
と
思
う
人
に
と
っ
て
、
真
に
ど
れ
程
の
価
値
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ

に
よ
っ
て
彼
自
身
が
省
く
こ
と
の
で
き
る
労
苦
と
骨
折
り
で
あ
る
（
4
）

」
と
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
ス
ミ
ス
は
価
値
の
源
泉
は
労
働
に
あ
る
と
認

識
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
労
働
は
ま
さ
に
「
労
苦
と
骨
折
り
」
だ
と
言
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
労
苦
と
骨
折
り
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
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の
生
産
物
は
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
取
引
の
対
象
に
な
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
も
、
労
働
は
人
間
に

と
っ
て
苦
痛
な
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
人
間
は
自
分
の
安
楽
あ
る
い
は
怠
惰
を
望
む
も
の
だ
と
い
う
認
識

が
根
底
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
5
）

。
し
た
が
っ
て
人
間
は
誰
も
が
自
然
に
勤
勉
を
実
践
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
労
働
者
の
勤

勉
を
引
き
出
す
に
は
、
何
ら
か
の
誘
因
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

だ
が
ス
ミ
ス
は
、
そ
れ
を
重
商
主
義
者
の
よ
う
に
低
賃
金
と
は
し
な
い
。
後
に
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
彼
は
「
賃
金
は
勤
勉
の
刺
激

剤
で
あ
る
（
6
）

」
と
主
張
し
、
重
商
主
義
の
低
賃
金
論
を
否
定
し
、
高
賃
金
こ
そ
が
労
働
者
の
勤
勉
を
促
し
、
労
働
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
と

す
る
高
賃
金
の
経
済
論
を
展
開
す
る
（
7
）

。
し
た
が
っ
て
ス
ミ
ス
の
見
解
は
、
賃
金
が
高
く
な
る
と
労
働
者
は
、
そ
の
分
労
働
日
数
を
減
ら
す

と
い
う
観
察
か
ら
、
高
賃
金
は
不
節
制
や
怠
惰
へ
の
誘
因
と
し
て
排
斥
さ
れ
、
彼
ら
を
勤
勉
た
ら
し
め
る
た
め
に
は
賃
金
を
低
く
し
て
最

低
生
活
水
準
に
固
定
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
重
商
主
義
者
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
う
見
て

く
る
と
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
重
商
主
義
的
な
労
働
者
像
と
低
賃
金
の
経
済
論
は
打
ち
破
ら
れ
、
こ
れ
に
代
っ
て
金
銭
的
刺
激
に
敏
感
な
反

応
を
示
す
新
し
い
労
働
者
像
と
高
賃
金
の
経
済
論
に
置
き
換
え
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

で
は
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
如
何
な
る
理
由
で
低
賃
金
か
ら
高
賃
金
へ
の
移
行
が
望
ま
し
い
と
考
え
た
の
か
、
こ
れ
に
付
随
し
て
労
働

者
像
も
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
ど
う
変
化
し
た
か
、
ま
た
彼
は
当
時
の
労
働
者
の
貧
困
の
責
任
は
、
一
体
誰
│
労
働
者
自
身
か
国
家
か
│
に

あ
る
と
考
え
て
い
た
の
か
、
更
に
言
え
ば
高
賃
金
と
そ
れ
に
基
づ
く
労
働
者
の
生
活
水
準
の
向
上
や
改
善
は
、
労
働
者
に
ど
う
い
う
意
味

を
も
つ
と
ス
ミ
ス
は
考
え
て
い
た
の
か
、
小
論
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
光
を
あ
て
当
時
の
労
働
者
の
生
活
実
態
を
も
視
野
に
入
れ
な
が

ら
、
紙
幅
の
許
す
か
ぎ
り
、
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
（
8
）

。
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（
1
） 

ロ
バ
ー
ト
・
Ｗ
・
マ
ー
カ
ム
ソ
ン
『
英
国
社
会
の
民
衆
娯
楽
』（
川
島
照
夫
・
沢
辺
浩
一
・
中
房
敏
朗
・
松
井
良
明
訳
）、
平
凡
社
、
一
九
九
三

年
、
二
〇
五
頁
。

（
2
） E

.S
. F
urniss, T

h
e P

osition
 of th

e L
aborer in

 a S
ystem

 of N
ation

alism
: A

 S
tu

d
y in

 th
e L

abor T
h

eories of th
e L

ater 

E
n

glish
 M

ercan
tilists, repr, 1965, chap.6.

（
3
） A

dam
 S
m
ith, A

n
 In

qu
iry in

to th
e N

atu
re an

d
 C

au
ses of th

e W
ealth

 of N
ation

s, edited by R
.H
. C
am
pbell &

 A
.S
. S
kinner, 

G
lasgow

 edition, 1976, 2vols, V
ol.I, p.50.

（
以
下W

N

と
略
記
す
る
）
大
河
内
一
男
監
訳
『
国
富
論
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
六
年
、
Ⅰ
、

五
七
頁
。（
以
下
、
邦
訳
と
略
記
す
る
。
た
だ
し
訳
文
は
必
要
に
応
じ
て
変
更
し
た
箇
所
も
あ
る
。）

（
4
） 

W
N
, I, p.47.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
五
二
│
三
頁
。

（
5
） 

井
上
和
雄
『
資
本
主
義
と
人
間
ら
し
さ
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
場
合
』、
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
八
八
年
、
三
〇
〇
頁
。

（
6
） 

W
N
, I, p.99.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
一
三
八
│
九
頁
。

（
7
） P

.J. M
cnulty, “A

dam
 S
m
ith’s C

oncept of L
abour,” in Jou

rn
al of th

e H
istory of Id

eas, vol.34. p.358.

（
8
） 

大
河
内
一
男
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
賃
金
」（『
大
河
内
一
男
著
作
集
第
三
巻
：
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
』、
青
林
書
院
新
社
、
一
九
七
〇
年
、
所
収
）、

新
村
聡
「
労
働
と
賃
金
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
分
業
論
と
高
賃
金
論
」
①
（『
古
典
か
ら
読
み
解
く
経
済
思
想
史
』
経
済
学
史
学
会
他
編
、
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
所
収
）、
同
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
貧
困
と
福
祉
の
思
想
：
高
賃
金
の
経
済
と
国
家
の
政
策
責
任
」
②
（『
経
済

思
想
の
な
か
の
貧
困
・
福
祉
：
近
現
代
の
日
英
に
お
け
る
「
経
世
済
民
」
論
』
小
峯
敦
編
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
所
収
）
な
ど
参

照
。
小
論
は
上
記
の
文
献
か
ら
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た
。

二　

労
働
者
の
怠
惰
と
低
賃
金

イ
ギ
リ
ス
の
一
八
世
紀
は
、
一
般
に
「
怠
惰
の
時
代
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
（
1
）

。
労
働
者
は
前
述
の
と
お
り
、
社
会
通
念
と
し
て
労
働
を
忌
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避
し
、
不
節
制
に
陥
り
、
怠
惰
を
好
む
存
在
と
見
な
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
「
怠
け
者
」
と
し
て
の
労
働
者
の
生
活
実
態
に
つ
い
て

少
し
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

た
と
え
ば
大
河
内
一
男
は
、
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
の
生
活
実
態
を
実
に
生
き
生
き
と
し
た
言
葉
で
語
っ
て
い
る
（
2
）

。
大
河
内
に

よ
れ
ば
、
当
時
の
労
働
者
の
年
間
の
労
働
日
数
が
総
日
数
の
約
二
分
の
一
、
つ
ま
り
一
八
〇
日
前
後
で
あ
っ
た
。
多
く
の
労
働
者
た
ち
は
、

土
・
日
の
二
日
は
必
ず
休
ん
だ
。
そ
し
て
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
賭
博
や
飲
酒
に
明
け
暮
れ
た
。
そ
の
結
果
、
月
曜
日
も
、
泥
酔
が
た

た
っ
て
、
仕
事
場
に
出
向
け
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
月
曜
日
の
こ
と
を
当
時
「
眼
さ
き
の
か
す
ん
だ
月
曜
日
」（
ブ
ル
ー
・
マ
ン
デ
ー
）

と
呼
ん
だ
の
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
だ
っ
た
。
だ
か
ら
彼
ら
の
作
業
日
は
年
間
せ
い
ぜ
い
一
八
〇
日
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ

れ
が
ま
た
多
く
の
宗
教
上
の
祝
祭
日
や
地
域
社
会
の
独
立
の
記
念
日
や
、
そ
の
ほ
か
地
域
社
会
の
行
事
や
催
し
物
に
よ
っ
て
一
層
少
な
く

さ
れ
て
い
た
（
3
）

。

時
に
は
死
刑
、
笞
刑
、
烙
印
刑
な
ど
の
執
行
日
と
で
も
い
う
事
に
な
れ
ば
、
仕
事
は
そ
っ
ち
の
け
だ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
ミ
ッ

チ
ェ
ル
と
リ
ー
ズ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
絞
り
首
の
日
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
徒
弟
や
職
人
は
仕
事
を
ほ
っ
た
ら
か
し
│

雇
い
主
に
と
っ
て
は
と
ん
だ
迷
惑
で
あ
っ
た
│
」「
も
っ
と
軽
い
刑
罰
で
あ
る
笞
刑
や
烙
印
刑
も
公
開
で
│
普
通
は
刑
務
所
の
外
で
│
行

わ
れ
、
こ
れ
ま
た
群
衆
を
引
き
つ
け
た
。
曝
台
な
い
し
曝
枷
の
刑
に
は
群
衆
自
身
も
参
加
し
て
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
囚
人
に
あ

ら
ゆ
る
種
類
の
汚
物
を
投
げ
つ
け
、
特
に
憎
し
み
を
覚
え
た
時
は
石
を
投
げ
つ
け
た
（
4
）

。」
そ
の
上
多
く
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
、
た
と
え
ば
競

馬
や
闘
鶏
な
ど
が
、
労
働
者
仲
間
の
大
衆
娯
楽
と
し
て
一
般
的
に
歓
迎
さ
れ
て
い
た
。
好
天
な
ら
ば
競
馬
、
雨
天
な
ら
ば
工
場
内
で
の
闘

鶏
と
い
う
調
子
で
あ
る
（
5
）

。
新
聞
は
ど
れ
も
こ
ぞ
っ
て
、
こ
う
し
た
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
面
白
お
か
し
い
言
い
ま
わ
し
で
書
き
立
て
た
（
6
）

。

こ
こ
で
闘
鶏
と
い
う
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
闘
鶏
に
関
し
て
は
ボ
ズ
ウ
ェ
ル
も
書
き
残
し
、
社
会
名
画
を
描
い
た
ウ
ィ
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リ
ア
ム
・
ホ
ガ
ー
ス
も
作
品
「
闘
鶏
場
」
を
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
一
八
世
紀
に
闘
鶏
が
広
範
囲
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
（
7
）

。
闘
鶏
の
試
合
に
は
何
か
と
う
る
さ
い
し
き
た
り
が
あ
っ
た
。
シ
ャ
モ
の
世
話
や
飼
育
は
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
っ
た
。
試
合
は
熱
狂

的
な
賭
け
と
、
絶
え
る
こ
と
の
な
い
大
騒
ぎ
の
中
で
数
時
間
続
い
た
。
と
く
に
好
評
だ
っ
た
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
闘
鶏
に
は
予
選
が
あ
っ
て
、

た
い
て
い
三
二
羽
の
雄
鶏
が
出
場
し
て
、
そ
の
う
ち
の
一
羽
だ
け
が
生
き
残
る
の
だ
っ
た
。
一
七
六
二
年
一
二
月
、
闘
鶏
場
で
の
体
験
を
、

上
述
の
ボ
ズ
ウ
ェ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

「
私
は
そ
れ
か
ら
闘
鶏
場
へ
行
っ
た
が
、
そ
こ
は
円
形
の
部
屋
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
真
ん
中
で
雄
鶏
が
闘
う
の
で
あ
る
。
幾
重
も
の

輪
に
な
っ
て
座
席
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
輪
は
後
ろ
へ
行
く
に
つ
れ
て
高
く
な
っ
て
い
る
。
闘
鶏
台
と
座
席
は
す
べ
て
マ
ッ
ト
で

覆
っ
て
あ
る
。
羽
根
を
き
ち
ん
と
刈
り
込
ん
で
盛
装
し
、
銀
の
か
が
と
で
武
装
し
た
鶏
は
下
に
置
か
れ
、
恐
る
べ
き
き
び
し
さ
と
決
意
を

も
っ
て
闘
う
。
す
ぐ
に
方
が
つ
く
も
の
も
あ
っ
た
が
、
四
十
五
分
間
も
闘
っ
た
組
も
あ
っ
た
。
賭
け
を
す
る
怒
号
と
喚
声
は
そ
れ
は
も
う

す
ご
い
。
大
金
が
ま
た
た
く
間
に
手
か
ら
手
へ
と
渡
っ
て
い
っ
た
（
8
）

。」

そ
し
て
こ
れ
ら
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
、
勿
論
飲
酒
と
結
び
つ
い
て
い
た
し
、
と
り
わ
け
ジ
ン
が
当
時
の
労
働
者
の
間
で
愛
好
さ
れ
た
飲
み

物
だ
っ
た
。
安
価
な
せ
い
も
あ
り
、
誰
も
が
ジ
ン
を
あ
お
っ
た
。
ジ
ン
と
ギ
ャ
ン
ブ
ル
と
労
働
者
の
低
能
率
と
怠
け
者
と
し
て
の
彼
ら
の

日
常
生
活
と
は
、
固
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
上
流
階
級
が
紅
茶
を
飲
み
、
新
興
の
中
産
階
級
が
「
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
（
9
）

」
に
陣
取
っ
て
い
た

の
に
対
し
て
、
下
層
の
労
働
者
た
ち
は
好
ん
で
「
ジ
ン
ハ
ウ
ス
」
に
た
む
ろ
し
た
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
代
と

り
わ
け
一
七
二
〇
年
か
ら
一
七
五
〇
年
に
か
け
て
は
「
ジ
ン
狂
い
（
10
）

」
の
時
代
と
名
付
け
ら
れ
た
が
、
ジ
ン
の
社
会
的
影
響
は
非
常
に
悪

く
、
犯
罪
や
不
幸
が
激
増
し
た
（
11
）

。
換
言
す
れ
ば
、
下
層
の
労
働
者
た
ち
の
ジ
ン
を
飲
む
習
慣
は
、
生
活
苦
に
拍
車
を
か
け
、
ア
ル
コ
ー
ル

中
毒
や
犯
罪
や
非
道
徳
的
な
行
為
な
ど
の
社
会
問
題
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
（
12
）

。

八
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ジ
ン
愛
飲
の
結
果
、
犯
罪
は
う
な
ぎ
登
り
に
増
加
し
た
。
ミ
ッ
チ
ェ
ル
と
リ
ー
ズ
は
「
一
八
世
紀
半
ば
頃
に
頂
点
に
達
し
た
犯
罪
の
高

ま
り
は
、
様
々
な
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
と
り
わ
け
ロ
ン
ド
ン
民
衆
の
中
で
も
最
も
貧
し
く
悲
惨
な
人
々
の
ジ
ン
愛
飲
癖
の
せ

い
で
あ
っ
た
（
13
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
に
よ
れ
ば
、「
一
七
三
〇
年
代
と
四
〇
年
代
の
ロ
ン
ド
ン
に
は
、
ジ
ン
を
買
う
こ
と
が

で
き
る
場
所
が
少
な
く
と
も
六
千
軒
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
数
に
は
ジ
ン
を
商
っ
て
い
た
屋
台
や
行
商
の
手
押
し
車
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

地
域
に
よ
っ
て
は
五
軒
に
一
軒
は
ジ
ン
の
販
売
店
が
あ
り
、
ま
た
酒
類
は
監
獄
で
も
自
由
に
売
ら
れ
て
い
た
。
ジ
ン
の
最
終
生
産
高
は
年

間
九
百
万
ガ
ロ
ン
近
く
に
ま
で
達
し
た
（
14
）

」
と
い
う
。

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
が
「
ジ
ン
は
、
怠
惰
で
や
け
く
そ
で
狂
気
じ
み
た
男
女
に
魔
法
」
を
か
け
、「
頭
脳
を
燃
え
た
た
せ
、
内
臓
を
焼
き
つ

く
し
、
体
内
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
焦
が
す
火
の
湖
」
で
あ
り
、「
哀
れ
な
者
が
そ
の
な
か
に
浸
っ
て
一
番
つ
ら
い
心
配
を
も
押
し
流
す
忘

却
の
川
（
15
）

」
で
あ
る
と
言
っ
て
警
告
を
発
し
て
も
、
い
っ
こ
う
に
改
ま
る
兆
し
を
見
せ
な
か
っ
た
。
困
っ
た
こ
と
に
「
激
し
く
て
陰
気
な
気

質
の
場
合
、
ジ
ン
は
人
間
を
喧
嘩
好
き
に
し
、
畜
生
や
未
開
人
の
よ
う
に
し
、
何
の
い
わ
れ
も
な
く
争
う
よ
う
に
唆
し
、
ま
た
し
ば
し
ば

殺
人
の
原
因
と
も
な
っ
た
」
し
、
さ
ら
に
「
そ
れ
は
、
こ
の
上
な
く
強
靭
な
体
格
を
も
さ
ん
ざ
ん
打
ち
こ
わ
し
、
結
核
に
感
染
さ
せ
、
卒

中
や
精
神
錯
乱
や
急
死
の
致
命
的
で
直
接
的
な
誘
因
で
あ
っ
た
（
16
）

。」

ホ
ガ
ー
ス
（
17
）

の
社
会
名
画
「
ジ
ン
横
丁
（
18
）

」
に
は
、
泥
酔
の
た
め
赤
子
を
階
段
か
ら
取
り
落
と
す
母
親
や
、
担
架
代
わ
り
の
手
押
車
で
運
ば

れ
る
瀕
死
の
ア
ル
中
患
者
に
混
じ
っ
て
赤
子
を
眠
ら
せ
る
た
め
ジ
ン
を
飲
ま
せ
る
母
親
の
姿
な
ど
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
泥
酔
と
退
廃

と
破
産
と
死
の
影
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
「
人
々
は
ま
る
で
悲
し
み
を
ジ
ン
で
紛
ら
そ
う
と
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
（
19
）

」
と
ア
シ
ュ
ト

ン
は
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
ジ
ン
横
丁
」
に
は
、
そ
の
す
さ
ま
じ
い
ば
か
り
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
光
景
も
当
時
の

人
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
誇
張
で
も
何
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
細
か
い
点
や
主
だ
っ
た
人
物
像
は
ど
れ
も
、
ホ
ガ
ー
ス

八
九



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
二
〇
）

の
他
の
作
品
同
様
、
現
実
の
風
景
そ
の
も
の
か
ら
取
材
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
20
）

。

つ
け
加
え
て
言
え
ば
、
ジ
ン
の
み
な
ら
ず
飲
酒
に
よ
っ
て
人
々
の
健
康
を
害
し
、
不
幸
に
陥
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
デ
フ
ォ
ー
は
次
の

よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
こ
こ
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
と
同
じ
く
ブ
ド
ー
酒
も
、
そ
し
て
す
べ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
強

い
混
合
酒
、
た
と
え
ば
ス
タ
ゥ
ト
・
エ
ー
ル
、
ポ
ン
チ
、
ダ
ブ
ル
・
ビ
ー
ル
、
フ
ァ
イ
ン
・
エ
ー
ル
な
ど
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
度
を
過
し
て

飲
ま
れ
、
そ
れ
も
わ
れ
わ
れ
の
健
康
の
み
で
な
く
道
徳
心
に
対
し
て
も
害
毒
と
な
る
ほ
ど
に
飲
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
身
体
に
と
っ
て
も

人
の
抱
く
信
念
に
と
っ
て
も
、
ま
た
理
解
力
に
と
っ
て
す
ら
致
命
的
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
日
々
、
身
体
強
健
な
人
が
大
酒
の
故
に
墓
に

送
ら
れ
る
の
を
見
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
は
、
鋭
い
頭
脳
と
優
れ
た
判
断
力
の
あ
る
人
が
酒
に
よ
っ
て
白
痴
と
な
り
、
愚
鈍
に

な
る
例
が
数
多
く
あ
る
（
21
）

」
と
。

さ
て
、
こ
う
し
た
労
働
者
の
生
活
実
態
を
目
の
当
た
り
に
し
て
労
働
者
を
、
労
働
を
忌
避
し
不
節
制
で
怠
惰
な
存
在
と
見
な
し
た
こ
と

は
、
当
然
で
あ
ろ
う
。
だ
が
時
代
が
下
が
り
、
重
商
主
義
の
後
期
段
階
に
入
る
と
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
労
働
者
が
国
富
の
源
泉
と
し
て
注
目

さ
れ
、
労
働
者
の
国
家
的
重
要
性
に
つ
い
て
の
認
識
が
芽
生
え
て
く
る
（
22
）

。
し
か
し
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
労
働
者
が
無
条
件
で
国
富
の
源

泉
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
エ
リ
・
ヘ
ク
シ
ャ
ー
の
言
う
よ
う
に
、「
賢
明
な
方
法
に
よ
っ
て
国
民
を
国
家

の
繁
栄
に
導
く
（
23
）

」
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

概
し
て
後
期
段
階
の
重
商
主
義
者
た
ち
に
ほ
ぼ
共
通
し
た
見
解
は
、
国
民
つ
ま
り
労
働
者
が
も
し
規
則
正
し
く
且
つ
適
切
に
雇
用
さ
れ

る
な
ら
ば
国
富
の
豊
か
な
源
泉
と
な
り
う
る
が
、
逆
に
雇
用
さ
れ
な
い
場
合
に
は
国
家
の
重
荷
と
な
る
と
言
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
24
）

。
た
と
え

ば
ケ
ア
リ
ー
は
「
国
民
は
国
家
の
富
で
あ
る
が
、
国
民
の
た
め
の
雇
用
が
あ
る
場
合
に
の
み
そ
う
で
あ
っ
て
、
国
民
の
た
め
に
雇
用
が
な

い
場
合
に
は
国
家
の
重
荷
と
な
る
（
25
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
重
商
主
義
者
は
、
労
働
者
の
怠
惰
を
助
長
す
る
と
考
え
ら
れ
た
慈
善
に
対
し

九
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て
も
、
当
然
、
批
判
的
な
態
度
を
取
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
次
の
チ
ャ
イ
ル
ド
の
言
葉
に
現
れ
て
い
る
。「
貧
窮
者
に
対
す

る
ど
ん
な
種
類
の
慈
善
事
業
も
善
行
で
は
あ
る
が
、
貧
民
を
王
国
に
と
っ
て
有
用
に
す
る
目
的
で
、
彼
ら
を
就
労
さ
せ
教
育
さ
せ
る
こ
と

は
、
よ
り
一
層
善
行
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
乞
食
に
路
上
で
、
あ
る
い
は
戸
口
で
物
を
与
え
る
こ
と
は
、
あ
の
怠
惰
で
不
利
益
な
種
類
の

生
活
を
奨
励
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
害
を
な
す
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
（
26
）

」
と
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
重
商
主
義
者
た
ち

は
一
方
で
は
、
国
富
の
増
大
を
阻
む
障
害
と
し
て
労
働
者
の
怠
惰
を
非
難
し
、
怠
惰
を
促
す
慈
善
に
対
し
て
も
批
判
的
な
態
度
を
取
っ
た

が
、
他
方
で
は
、
怠
惰
を
矯
正
し
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
の
様
々
な
対
策
を
講
じ
た
の
も
事
実
で
あ
っ
た
。

た
だ
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
の
様
々
な
対
策
を
講
ず
る
場
合
も
、
労
働
者
を
社
会
の
底
辺
の
仕
事
に
強
制
的
に
就
か
せ
る
こ
と
が
目
的

で
あ
っ
た
こ
と
は
強
調
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
時
代
に
は
労
働
者
階
級
は
「
卑
し
い
仕
事
に
従
事
す
る
も
の
」
と
し
て

生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
上
流
階
級
や
中
産
階
級
に
従
属
し
て
、
生
涯
額
に
汗
し
て
肉
体
労
働
に
従
事
す
る
階
級
で
あ
る
、
と
す
る
見
解

が
支
配
的
な
思
潮
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
時
、
慈
善
学
校
（
27
）

の
教
育
が
宗
教
教
育
と
道
徳
教
育
と
職
業
教
育
を
統
合

し
て
、
敬
神
と
従
属
と
勤
労
の
精
神
を
教
え
る
こ
と
を
指
導
原
理
と
し
、
教
育
そ
れ
自
体
で
完
結
し
て
徒
弟
ま
た
は
家
事
使
用
人
の
職
に

就
け
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
こ
の
時
代
思
潮
を
反
映
し
て
、
貧
し
い
子
供
た
ち
に
、
下
層
階
級
と
し
て
の
行
動
様
式
を
植
え
つ

け
、
下
層
階
級
内
に
閉
じ
込
め
て
社
会
秩
序
を
維
持
し
、
低
廉
な
労
働
力
の
豊
か
な
貯
蔵
庫
に
す
る
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
（
28
）

。と
こ
ろ
で
、
前
述
の
よ
う
に
、
重
商
主
義
期
に
お
い
て
は
、
一
般
に
低
賃
金
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
高
物
価
（
高
い
穀
物
価
格
）、

こ
れ
が
当
時
の
賃
金
論
を
貫
く
精
神
で
あ
っ
た
。
豊
か
さ
は
人
を
怠
惰
に
、
だ
ら
し
な
く
反
抗
的
に
す
る
が
、
欠
乏
は
勤
勉
を
導
く
と
言

う
の
で
あ
る
（
29
）

。
こ
う
し
て
低
賃
金
の
要
請
は
、
重
商
主
義
の
経
済
論
に
固
有
の
も
の
な
の
で
あ
る
（
30
）

。
そ
し
て
こ
の
低
賃
金
の
経
済
論
の
論
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拠
は
、
主
と
し
て
以
下
の
三
点
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
点
は
、
繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
高
賃
金
が
怠
惰
を
も
た
ら
し
、
低
賃
金
が
勤
勉
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
マ
ン

デ
ヴ
ィ
ル
は
「
経
験
と
わ
れ
わ
れ
が
毎
日
職
人
に
つ
い
て
見
て
い
る
こ
と
か
ら
推
論
し
て
」、
も
し
職
人
た
ち
が
「
一
週
間
の
う
ち
四
日

間
の
労
働
で
食
べ
て
い
け
る
な
ら
ば
、
五
日
働
く
よ
う
に
説
得
す
る
こ
と
は
殆
ん
ど
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
（
31
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は

「
労
働
者
は
飢
え
死
に
か
ら
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
代
わ
り
に
、
貯
え
ら
れ
る
だ
け
の
金
額
を
も
ら
う
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
32
）

」

と
も
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
怠
惰
な
労
働
者
に
長
時
間
の
労
働
を
強
制
す
る
た
め
に
は
、
生
存
ぎ
り
ぎ
り
の
低
賃
金
が
必
要
で
あ
る
、

と
言
う
の
が
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
主
張
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
上
田
辰
之
助
は
「
労
働
階
級
に
対
す
る
貧
乏
必
要
論
は
、
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル

の
時
代
の
通
説
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
生
存
賃
金
の
理
論
と
し
て
、
広
く
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
経
済
思
想
を
支
配
し
た
考
え
方
で
あ
る
（
33
）

」
と

語
っ
て
い
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
も
こ
の
点
で
は
、
決
し
て
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
言
う
。「
か
り
に
諸
君
が
二
倍
〔
の
賃
金
〕

を
認
め
る
と
し
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
労
働
者
が
実
際
に
す
る
仕
事
は
、
彼
が
働
こ
う
と
思
え
ば
働
け
も
し
た
し
、
条
件
如
何
に
よ
っ
て

は
働
こ
う
と
さ
え
思
っ
て
い
た
は
ず
の
半
分
に
し
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（
34
）

」
と
。

次
に
低
賃
金
経
済
論
の
論
拠
の
第
二
点
で
あ
る
が
、
国
際
競
争
力
の
視
点
か
ら
、
高
賃
金
が
生
産
費
を
引
き
上
げ
て
輸
出
を
減
ら
し
、

逆
に
、
低
賃
金
は
生
産
費
を
引
き
下
げ
て
輸
出
を
増
や
す
こ
と
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ウ
ナ
ン
ト
は
『
東
イ
ン
ド
貿
易
論
』
の
中
で

「
わ
れ
わ
れ
の
貴
重
な
特
産
品
た
る
毛
織
物
は
、
疑
も
な
く
大
い
に
発
展
す
る
力
を
持
っ
て
お
り
ま
す
が
、
工
賃
（w

ages

）
が
上
が
れ
ば
、

相
当
の
妨
げ
に
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
（
35
）

」
と
述
べ
て
、
国
際
競
争
力
を
維
持
す
る
た
め
に
低
賃
金
を
主
張
し
た
。

更
に
低
賃
金
論
の
第
三
の
論
拠
と
し
て
、
高
賃
金
は
労
働
者
が
消
費
す
る
奢
侈
品
の
輸
入
を
増
加
さ
せ
て
、
貿
易
差
額
を
悪
化
さ
せ
る

と
も
主
張
さ
れ
た
。
つ
ま
り
高
賃
金
は
輸
出
減
少
と
輸
入
増
加
の
両
面
に
お
い
て
、
貿
易
差
額
を
悪
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
（
36
）

。
こ
う
し
た
重

九
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ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
労
働
と
賃
金
（
山
口
）

（
三
二
三
）

商
主
義
期
に
お
け
る
低
賃
金
の
経
済
論
の
主
張
は
、
当
時
の
論
者
た
ち
の
文
献
か
ら
数
多
く
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
） 
井
上
和
雄
、
前
掲
書
、
二
七
一
頁
。

（
2
） 

大
河
内
一
男
編
『
国
富
論
研
究
』、
Ⅱ
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
、
二
二
四
│
七
頁
を
参
照
。

（
3
） 

大
河
内
一
男
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』（
人
類
の
知
的
遺
産
42
）、
講
談
社
、
昭
和
五
四
年
、
四
二
七
頁
。

（
4
） 

ミ
ッ
チ
ェ
ル
、
リ
ー
ズ
『
ロ
ン
ド
ン
庶
民
生
活
史
』（
松
村
赳
訳
）、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
二
年
、
一
五
三
│
四
頁
。

（
5
） 

大
河
内
一
男
編
、
前
掲
書
、
二
二
四
頁
。

（
6
） 

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ヒ
バ
ー
ト
『
ロ
ン
ド
ン
路
地
裏
犯
科
帳
：
イ
ギ
リ
ス
裏
社
会
と
怪
盗
ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ェ
パ
ー
ド
』（
山
本
雅
男
訳
）、
東
洋

書
林
、
一
九
九
九
年
、
一
五
頁
。

（
7
） 

小
林
章
夫
『
賭
け
と
イ
ギ
リ
ス
人
』、
ち
く
ま
新
書
、
一
九
九
五
年
、
第
四
章
を
参
照
。

（
8
） 

リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｂ
・
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
『
十
八
世
紀
ロ
ン
ド
ン
の
日
常
生
活
』（
玉
井
東
助
・
江
藤
秀
一
訳
）、
研
究
社
出
版
、
一
九
九
〇
年
、

九
八
│
九
頁
。
ロ
バ
ー
ト
・
Ｗ
・
マ
ー
カ
ム
ソ
ン
、
前
掲
訳
書
、
一
一
二
│
三
頁
を
参
照
。

（
9
） 

コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
の
繁
盛
と
中
産
階
級
の
勃
興
と
は
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
な
い
。
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
と
は
、
一
パ
イ
一
ペ
ニ
ー
の
コ
ー
ヒ
ー

を
囲
ん
で
、
新
興
の
中
産
階
級
の
人
た
ち
が
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
話
題
に
つ
い
て
論
じ
あ
い
、
語
り
あ
っ
た
情
報
交
換
セ
ン
タ
ー
の
こ
と
で
あ
り
、
商

品
や
株
の
取
引
所
で
あ
り
、
は
た
ま
た
新
思
想
の
醸
成
の
場
で
も
あ
っ
た
。（
角
山
栄
・
村
岡
健
次
・
川
北
稔
『
産
業
革
命
と
民
衆
』、
河
出
書
房
新

社
、
一
九
九
二
年
、
九
五
│
六
頁
。
上
田
辰
之
助
『
蜂
の
寓
話
：
自
由
主
義
経
済
の
根
底
に
あ
る
も
の
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
七
年
、
六
七
│

七
三
頁
を
参
照
。）

（
10
） 

リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｂ
・
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
、
前
掲
訳
書
、
九
八
│
九
頁
。

（
11
） 

上
田
辰
之
助
、
前
掲
書
、
七
三
頁
。

（
12
） E

. R
oyston P

ike, H
u

m
an

 D
ocu

m
en

ts of A
d

am
 S

m
ith

’s T
im

e, 1974, pp.60-1.

九
三



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
二
四
）

（
13
） 

ミ
ッ
チ
ェ
ル
、
リ
ー
ズ
、
前
掲
訳
書
、
一
五
一
頁
。

（
14
） 

リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｂ
・
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
、
前
掲
訳
書
、
一
〇
四
頁
。

（
15
） B

ernard M
andeville, T

h
e F

able of th
e B

ees, or, P
rivate V

ices, P
u

blick B
en

efi ts. w
ith

 an
 E

ssay on
 C

h
arity an

d
 C

h
arity-

S
ch

ools an
d

 A
 S

earch
 in

to th
e N

atu
re of S

ociety. T
he S

ixth E
dition, 1732, V

ol.I, p.86.

バ
ー
ナ
ー
ド
・
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
『
蜂
の
寓

話
：
私
悪
す
な
わ
ち
公
益
』（
泉
谷
治
訳
）、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
五
年
、
八
四
頁
。
原
書
は
、
法
学
部
図
書
館
所
蔵
の
貴
重
書
の
一
冊
で
あ
る
。

（
16
） 

Ibid pp.86-7.　

邦
訳
、
八
四
頁
。

（
17
） C

f. M
an

n
ers an

d
 M

orals : H
ogarth

 an
d

 B
ritish

 P
ain

tin
g 1700-1760, edited by T

ate G
allary, 1987. E

. R
oyston P

ike, op. 

cit, pp.26-64.

小
林
章
夫
・
齊
藤
貴
子
『
風
刺
画
で
読
む
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
：
ホ
ガ
ー
ス
と
そ
の
時
代
』、
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。

（
18
） E

. R
oyston P

ike, op. cit, pp.63-4.

（
19
） T

.S
. A
shton, E

con
om

ic F
lu

ctu
ation

 in
 E

n
glan

d
 1700-1800, 1959, p.36.

（
20
） 

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ヒ
バ
ー
ト
、
前
掲
訳
書
、
五
一
頁
。

（
21
） D

aniel D
efoe, A

 P
lan

 of th
e E

n
glish

 C
om

m
erce, bein

g A
 C

om
pleat P

rospect of th
e T

rad
e of th

is N
ation

, as w
ell th

e 

H
om

e T
rad

e as th
e F

oreign
, S
econd E

dition, 1730, R
eprints of E

conom
ic C
lassics, 1967, pp.195-6.

ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
『
イ
ギ

リ
ス
経
済
の
構
図
』（
山
下
幸
夫
・
天
川
潤
次
郎
訳
）、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
、
一
八
二
頁
。

（
22
） 

大
河
内
一
男
、
前
掲
論
文
、
二
二
五
頁
。cf. E

.S
. F
urniss, op. cit, ch.2.

（
23
） E

li. F
. H
eckscher, M

ercan
tilism

, rev. ed, 1956, V
ol.II, p.293.

（
24
） E

.S
. F
urniss, op. cit, p.25.

（
25
） 

Ｍ
・
Ｔ
・
ワ
ー
メ
ル
『
古
典
派
賃
金
理
論
の
発
展
』（
米
田
清
貴
・
小
林
昇
訳
）、
未
来
社
、
一
九
五
八
年
、
二
六
頁
。

（
26
） Josiah C

hild, A
 N

ew
 D

iscou
rse of T

rad
e, T
he F

ourth E
dition, 1740, pp.90-1.

ジ
ョ
サ
イ
ア
・
チ
ャ
イ
ル
ド
『
新
交
易
論
』（
杉
山

忠
平
訳
）、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
、
一
二
六
│
七
頁
。
原
書
は
、
法
学
部
図
書
館
所
蔵
の
貴
重
書
の
一
冊
で
あ
る
。

（
27
） 

慈
善
学
校
設
立
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
、
一
六
九
八
年
に
つ
く
ら
れ
た
「
キ
リ
ス
ト
教
知
識
普
及
協
会
」
で
あ
っ
た
。（
小
林
章
夫
『
チ
ャ
ッ

九
四



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
労
働
と
賃
金
（
山
口
）

（
三
二
五
）

プ
・
ブ
ッ
ク
：
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
大
衆
文
化
』、
駸
々
堂
、
一
九
九
三
年
、
三
四
五
頁
。）

（
28
） T

hom
as. A

. H
orne, T

h
e S

ocial T
h

ou
gh

t of B
ern

ard
 M

an
d

eville: V
irtu

e an
d

 C
om

m
erce in

 E
arly E

igh
teen

th
-C

en
tu

ry 

E
n

glan
d

, 1978, p.67.

ト
ー
マ
ス
・
Ａ
・
ホ
ー
ン
『
バ
ー
ナ
ー
ド
・
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
社
会
思
想
：
一
八
世
紀
初
期
の
英
国
に
お
け
る
徳
と
商
業
』

（
山
口
正
春
訳
）、
八
千
代
出
版
、
一
九
九
〇
年
、
九
七
頁
。
市
瀬
幸
平
『
イ
ギ
リ
ス
社
会
福
祉
運
動
史
：
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
源
流
』、
川
島
書

店
、
二
〇
〇
四
年
、
一
七
頁
。

（
29
） 

ロ
バ
ー
ト
・
Ｗ
・
マ
ー
カ
ム
ソ
ン
、
前
掲
訳
書
、
二
〇
五
頁
。

（
30
） T

hom
as. A

. H
orne, op. cit, p.66.　

邦
訳
、
九
六
頁
。

（
31
） B

ernard M
andeville, op. cit, p.211.　

邦
訳
、
一
七
六
頁
。

（
32
） 

Ibid, p.212.　

邦
訳
、
一
七
七
頁
。

（
33
） 

上
田
辰
之
助
、
前
掲
書
、
一
四
七
頁
。

（
34
） S

ir W
illiam

 P
etty, A

 T
reatise of T

axes an
d

 C
on

tribu
tion

s, in T
h

e E
con

om
ic W

ritin
gs of S

ir W
illiam

 P
etty, R

eprints of 

E
conom

ic C
lassics, 1963, V

ol.I, p.87.
ペ
テ
ィ
『
租
税
貢
納
論
』（
大
内
兵
衛
・
松
川
七
郎
訳
）、
岩
波
文
庫
、
昭
和
四
五
年
、
一
五
〇
頁
。

（
35
） C

harles D
’avenant, A

n
 E

ssay on
 th

e E
ast=

In
d

ia=
T

rad
e, 1696, in P

olitical an
 C

om
m

ercial W
orks, 1967, V

ol.I, pp.110-1.

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
『
東
イ
ン
ド
貿
易
論
』（
田
添
京
二
・
渡
辺
源
次
郎
訳
）、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
、
四
五
頁
。

（
36
） 

内
田
義
彦
『
経
済
学
史
講
義
』、
未
来
社
、
一
九
九
五
年
、
三
五
│
四
〇
頁
。

三　

ス
ミ
ス
の
労
働
者
像
と
高
賃
金

さ
て
、
Ａ
・
Ｗ
・
コ
ー
ツ
に
よ
る
と
重
商
主
義
的
な
「
怠
け
者
」
と
し
て
の
労
働
者
＝
怠
惰
な
労
働
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
、
そ
し
て

低
賃
金
の
経
済
論
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
七
五
〇
年
代
頃
か
ら
次
第
に
衰
退
し
、
労
働
者
の
生
活
水
準
の
向
上
が
望
ま
し
い
と
す
る
議
論

九
五
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第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
二
六
）

が
支
持
を
増
し
て
く
る
と
言
う
（
1
）

。
と
同
時
に
、
こ
の
頃
か
ら
労
働
者
を
見
る
目
に
も
変
化
が
生
じ
て
く
る
。
つ
ま
り
不
断
の
労
働
を
強
い

る
た
め
の
低
賃
金
政
策
は
、
か
え
っ
て
労
働
者
た
ち
の
勤
労
意
欲
を
削
ぎ
、
彼
ら
を
自
暴
自
棄
へ
と
追
い
や
る
結
果
に
な
る
と
い
う
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（
2
）

。
ま
た
、
高
賃
金
と
そ
れ
に
基
づ
く
労
働
者
の
生
活
水
準
の
向
上
は
、
勤
勉
へ
の
誘
因
と
し
て
だ
け
で
な

く
、
有
効
需
要
へ
の
刺
激
と
し
て
効
果
的
に
作
用
す
る
と
い
う
議
論
が
現
れ
る
。
高
賃
金
に
賛
成
す
る
意
見
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
異
に
す
る
け
れ
ど
も
、
ス
ミ
ス
以
前
で
は
、
デ
フ
ォ
ー
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
ヴ
ァ
ン
ダ
ー
リ
ン
ト
、
タ
ッ
カ
ー
、
バ
ー
ク
リ
ー
に
辿
る
こ
と

が
で
き
る
。

た
と
え
ば
デ
フ
ォ
ー
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
は
「
中
産
の
身
分
で
商
工
業
に
従
事
し
、
か
な
り
よ
い

暮
ら
し
を
し
て
い
る
勤
勉
な
国
民
な
の
で
、
彼
ら
の
暮
ら
し
向
き
の
よ
さ
が
、
国
内
の
生
産
品
と
同
様
、
外
国
品
の
巨
大
な
消
費
に
対
し

て
も
機
会
を
与
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
世
界
の
い
か
な
る
国
も
こ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
が
な
い
（
3
）

。」
人
々
の
こ
う
し
た
暮
ら
し

向
き
の
よ
さ
、
生
活
水
準
の
高
さ
は
、
賃
金
の
高
さ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
だ
か
ら
「
賃
金
こ
そ
、
本
来
あ
ら
ゆ
る
運
動
の
最
初
の
バ

ネ
な
の
で
あ
る
（
4
）

。」
彼
は
こ
う
力
説
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
高
賃
金
を
是
認
す
る
デ
フ
ォ
ー
の
言
い
た
い
こ
と
を
敷
衍
す
れ
ば
、

以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
商
工
業
の
繁
栄
が
労
働
力
の
供
給
不
足
を
生
じ
さ
せ
、
そ
れ
が
必
然
的
に
労
働
者
の
賃
金
を
引
き
上
げ

る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
経
済
全
体
の
繁
栄
に
と
っ
て
大
い
に
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
高
賃
金
は
一
般
に
、
労

働
者
の
体
力
と
気
力
を
と
も
に
充
実
さ
せ
、
良
質
の
製
品
を
つ
く
り
出
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
高
い
賃
金
は
直
接
、
製
造
活
動
に
従

事
す
る
人
々
の
生
活
水
準
を
高
め
、
購
買
力
を
増
す
こ
と
に
よ
っ
て
国
内
市
場
の
形
成
を
促
す
こ
と
に
な
る
（
5
）

。
こ
う
し
た
デ
フ
ォ
ー
の
見

解
は
、
ス
ミ
ス
の
高
賃
金
の
経
済
論
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

更
に
高
賃
金
は
、
有
効
需
要
へ
の
刺
激
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
労
働
者
の
勤
労
意
欲
を
も
鼓
舞
す
る
と
い
う
意
見
は
、
た
と
え
ば
当
時

九
六



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
労
働
と
賃
金
（
山
口
）

（
三
二
七
）

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
経
済
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
様
々
な
提
案
を
行
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ー
ク
リ
の
考
え
の
中
に
も
見
い
出
さ
れ
る
（
6
）

。
彼
は

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
農
民
を
勤
勉
た
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
如
何
に
す
べ
き
か
を
反
語
の
形
で
次
の
よ
う
に
問
う
て
い
る
。

「
質
問
二
〇　

欲
求
を
つ
く
り
出
す
こ
と
が
、
人
民
の
間
に
勤
勉
を
生
む
最
上
の
方
法
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
し
て
、
も
し
も
わ
が

国
の
農
民
が
、
牛
肉
を
食
べ
靴
を
履
く
風
習
を
身
に
つ
け
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
も
っ
と
勤
勉
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
7
）

。」

「
質
問
六
五　

人
民
が
小
ざ
っ
ぱ
り
し
た
豊
富
な
生
活
を
営
ん
で
い
る
国
が
、
富
を
熱
望
し
な
か
っ
た
た
め
し
が
あ
ろ
う
か
（
8
）

。」

「
質
問
六
六　

そ
れ
と
は
正
反
対
に
、
不
潔
と
赤
貧
と
は
、
人
民
を
不
活
発
に
し
、
絶
望
的
に
し
、
怠
惰
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
大
望
を
す
べ
て
消
滅
さ
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
9
）

。」

「
質
問
一
八
一　

人
々
を
勤
勉
に
す
る
に
は
、
彼
ら
に
そ
の
勤
勉
の
果
実
を
味
わ
せ
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
10
）

。」

低
賃
金
論
か
ら
高
賃
金
論
へ
、
そ
し
て
重
商
主
義
的
労
働
者
像
か
ら
近
代
の
金
銭
的
刺
激
に
敏
感
な
反
応
を
示
す
新
し
い
労
働
者
像
へ

の
こ
う
し
た
変
化
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
見
解
に
お
い
て
一
つ
の
頂
点
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
大
河
内
一
男
は
「
ス
ミ
ス
に

お
け
る
労
働
者
は
、
し
ば
し
ば
働
く
貧
民
（the labouring poor

）
と
し
て
表
現
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
実
体
に
お
い
て
は
、
い
わ
ば
新

し
い
労
働
者
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
労
働
者
は
重
商
主
義
の
場
合
の
よ
う
に
、
賃
金
が
高
い
場
合
に
は
怠
惰
で
あ
り
、
浪
費
に

走
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
高
賃
金
が
能
率
を
上
昇
せ
し
め
る
よ
う
に
作
用
す
る
は
ず
の
労
働
者
で
あ
っ
た
（
11
）

」
と
述
べ
て
い
る
。

ス
ミ
ス
は
、
高
賃
金
は
怠
惰
へ
の
誘
因
と
し
て
排
斥
さ
れ
、
労
働
者
を
勤
勉
た
ら
し
め
る
た
め
に
は
賃
金
を
最
低
生
活
水
準
ぎ
り
ぎ
り

に
保
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
重
商
主
義
者
の
見
解
の
誤
り
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
も
若
干
言
及
し
た
が
、

ス
ミ
ス
の
次
の
文
章
の
中
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

「
豊
か
な
労
働
の
報
酬
が
増
殖
を
刺
激
す
る
よ
う
に
、
同
じ
く
庶
民
の
勤
勉
を
も
増
進
さ
せ
る
。
労
働
の
賃
金
は
勤
勉
の
刺
激
剤
で

九
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あ
っ
て
、
勤
勉
と
い
う
も
の
は
、
他
の
人
間
の
す
べ
て
の
資
質
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
が
受
け
る
刺
激
に
比
例
し
て
向
上
す
る
も
の
で
あ

る
。
生
活
資
料
が
豊
富
で
あ
る
と
、
労
働
者
の
体
力
は
増
進
す
る
。
ま
た
自
分
の
境
遇
を
改
善
し
、
自
分
の
晩
年
が
安
楽
と
豊
富
の
う
ち

に
過
せ
る
だ
ろ
う
と
い
う
楽
し
い
希
望
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
労
働
者
を
活
気
づ
け
て
、
そ
の
力
を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
（
12
）

。」

ま
た
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
既
述
の
穀
物
価
格
の
低
廉
＝
高
賃
金
は
労
働
者
の
怠
惰
を
誘
う
、
と
い
う
当
時
の
社
会
通
念
的
な
見
解
も

当
然
捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
言
う
。

「
職
人
た
ち
は
、
食
料
品
が
安
価
な
年
に
は
通
常
の
年
よ
り
も
一
般
に
怠
惰
で
あ
り
、
そ
れ
が
高
価
な
年
に
は
勤
勉
で
あ
る
、
と
主
張

す
る
人
も
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
生
活
の
糧
が
豊
富
で
あ
る
と
彼
ら
の
勤
勉
さ
は
弛
緩
し
、
そ
れ
が
乏
し
い
と
彼
ら
の
勤
勉
さ
は
奮
い
立
つ
、

と
結
論
さ
れ
る
。
通
常
の
年
よ
り
生
活
の
糧
が
少
し
で
も
豊
富
で
あ
れ
ば
、
職
人
に
よ
っ
て
は
怠
惰
に
な
る
者
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
、

と
言
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
だ
が
、
こ
う
し
た
こ
と
が
大
多
数
の
人
々
に
あ
て
は
ま
る
、
と
言
う
の
は
大
い
に
疑
わ
し
い
（
13
）

。」

こ
う
述
べ
て
穀
物
価
格
の
低
廉
は
怠
惰
を
誘
う
、
と
言
う
重
商
主
義
者
の
見
解
の
誤
り
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
引
用
文
か

ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
労
働
者
の
勤
勉
を
引
き
出
す
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
誘
因
が
必
要
に
な
る
の
だ
が
、
ス
ミ

ス
は
そ
れ
を
重
商
主
義
の
経
済
論
の
よ
う
に
低
賃
金
と
は
し
な
い
。
ス
ミ
ス
は
重
商
主
義
の
論
理
を
逆
転
さ
せ
て
、「
つ
ま
ら
な
い
仕
事

で
は
、
労
働
者
の
楽
し
み
は
専
ら
労
働
の
報
酬
に
あ
る
（
14
）

」
と
指
摘
し
、「
労
働
の
賃
金
は
勤
勉
へ
の
刺
激
剤
」
な
の
だ
と
力
説
す
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
ス
ミ
ス
に
お
い
て
、
重
商
主
義
的
賃
金
論
か
ら
の
決
定
的
な
転
換
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
大
河
内
一

男
も
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
賃
金
論
の
史
的
意
義
は
、
そ
れ
が
重
商
主
義
的
賃
金
論
を
全
面
的
に
転
換
せ
し
め
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
（
15
）

」
と

述
べ
て
い
る
。
加
え
て
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
、
し
ば
し
ば
労
働
者
福
祉
の
擁
護
者
で
あ
り
、
ま
た
近
世
「
社
会
政
策
」
の
主
張
者
で
あ
る

と
称
さ
れ
る
理
由
も
こ
の
点
に
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
て
よ
い
、
と
大
河
内
は
言
う
の
で
あ
る
（
16
）

。
す
な
わ
ち
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
高
賃
金

九
八
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と
そ
れ
に
基
づ
く
労
働
者
の
生
活
水
準
の
向
上
は
、
結
局
、
労
働
者
福
祉
に
つ
な
が
り
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
労
働
者
福
祉

の
視
点
を
視
野
に
入
れ
、
高
賃
金
を
主
張
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
ス
ミ
ス
の
高
賃
金
論
は
、
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
重
商
主
義
の
低
賃
金
論
の
一
つ
の
論
拠
で
あ
っ
た
高
賃
金
が
、

生
産
費
を
高
め
て
国
際
競
争
力
を
低
下
さ
せ
、
輸
出
を
減
ら
す
と
い
う
主
張
に
対
し
て
も
反
論
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
と
言
う
の
は
、
も
し
高
賃
金
が
労
働
者
の
勤
勉
を
刺
激
し
て
労
働
生
産
力
を
高
め
る
な
ら
ば
、
高
賃
金
が
国
際
競
争
力
を
低
下
さ

せ
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
資
本
の
蓄
積
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
労
働
生
産
力
の
上
昇
は
、
賃
金
の
上

昇
を
相
殺
し
て
価
格
を
引
き
下
げ
る
こ
と
も
あ
る
、
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
労
働
の
賃
金
を
引
き
上
げ
る
の
と
同
一

の
原
因
で
あ
る
資
本
の
増
加
は
、
労
働
の
生
産
力
を
増
進
さ
せ
、
よ
り
少
量
の
労
働
で
よ
り
多
量
の
製
品
を
生
産
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
。

…
…
そ
れ
故
、
こ
う
し
た
改
善
の
結
果
と
し
て
、
多
く
の
商
品
が
今
ま
で
よ
り
も
ず
っ
と
わ
ず
か
な
労
働
で
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

労
働
の
価
格
の
上
昇
を
相
殺
し
て
あ
ま
り
あ
る
ほ
ど
に
な
る
の
で
あ
る
（
17
）

」
と
。

更
に
、
重
商
主
義
の
低
賃
金
論
が
主
張
す
る
も
う
一
つ
の
論
拠
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
高
賃
金
が
奢
侈
品
輸
入
を
増
加
さ
せ
て
貿
易
差

額
を
悪
化
さ
せ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
ス
ミ
ス
の
高
賃
金
論
は
そ
れ
に
対
す
る
批
判
と
も
な
っ
て
い
る
。
と
言
う
の
は
、
高
賃
金

は
輸
入
品
だ
け
で
な
く
国
産
品
に
対
し
て
も
、
広
大
な
国
内
市
場
を
提
供
し
て
生
産
量
を
増
大
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
が
強
調
す

る
よ
う
に
、「
分
業
は
市
場
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
（
18
）

」、
そ
れ
故
、
高
賃
金
に
よ
る
国
内
市
場
の
拡
大
は
、
国
内
の
生
産
量
を
増

加
さ
せ
て
分
業
を
発
展
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
労
働
生
産
力
を
高
め
て
価
格
を
引
き
下
げ
、
結
果
と
し
て
国
産
品
の
輸
出
拡
大
に
寄
与
し

う
る
の
で
あ
る
（
19
）

。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
重
商
主
義
者
の
誤
っ
た
思
考
に
よ
っ
て
、
低
賃
金
を
労
働
者
に
押
し
つ
け
る
政
策
は

九
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間
違
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
高
賃
金
を
主
張
し
た
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
、
重
商
主
義
者
の
低
賃
金
論
は
決
し

て
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
低
賃
金
に
由
来
す
る
労
働
者
の
貧
困
の
責
任
は
、
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
重
商
主
義

政
策
を
採
っ
て
き
た
国
家
に
帰
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
労
働
者
の
怠
惰
に
帰
す
べ
き
で
は
断
じ
て
な
か
っ
た
。
次
節
で
は
、
貧
困
の
責
任
は

主
と
し
て
誰

・

・

・

・

・

│
個
人
（
労
働
者
）
か
国
家
か
│
に
帰
す
べ
き
な
の
か
に
関
し
て
、
ス
ミ
ス
の
経
済
理
論
も
絡
め
て
敷
衍
し
て
み
よ
う
。

（
1
） A

.W
. C
oots, “C

hanging A
ttitude to L

abour in the M
id-E
ighteenth C

entury,” in E
ssay in

 S
ocial H

istory, ed. by M
.W
. 

F
linn and T

.C
. S
m
out, 1974, pp.78-99.

（
2
） 

高
木
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史
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性
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だ
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梓
出
版
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、
一
九
八
九
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、
一
三
八
頁
。

（
3
） D
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邦
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（
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大
河
内
一
男
、
前
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論
文
、
二
五
四
頁
。

（
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） 

W
N
, I, p.99.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
一
三
八
頁
。

（
13
） 

W
N
, I, p.100.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
一
四
一
頁
。

（
14
） 

W
N
, I, p.139.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
二
〇
四
頁
。

（
15
） 

大
河
内
一
男
、
前
掲
論
文
、
二
五
三
頁
。

（
16
） 

大
河
内
一
男
、
前
掲
書
、
二
二
七
頁
。

（
17
） 

W
N
, I, p.104.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
一
四
七
頁
。

（
18
） 

W
N
, I, p.31.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
三
一
頁
。

（
19
） 

新
村
聡
、
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掲
論
文
①
、
二
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頁
。

四　

貧
困
の
責
任
の
所
在
：
個
人
か
国
家
か

既
述
の
よ
う
に
、
重
商
主
義
者
の
見
解
で
は
、
労
働
者
が
怠
惰
や
不
節
制
で
あ
る
た
め
に
低
賃
金
や
貧
困
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
貧
困
の
原
因
は
当
然
、
労
働
者
自
身
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
本
人
の
自
己
責
任
の
問
題
な
の
で
、
貧
困
を
解
決
す
る
責
任
も

先
ず
は
個
人
に
あ
る
と
さ
れ
、
国
家
の
責
任
は
消
極
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
（
1
）

。
こ
う
し
た
社
会
通
念
が
次
第
に
転
換
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
の
は
、
後
の
産
業
革
命
の
進
展
に
よ
っ
て
で
あ
る
（
2
）

。
と
言
う
の
は
、
産
業
革
命
の
進
展
に
よ
っ
て
、
貧
困
は
次
第
に
社
会
に
蔓
延

し
、
貧
困
問
題
へ
の
知
識
人
の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
（
3
）

。
だ
が
一
方
、
現
代
の
福
祉
国
家
の
場
合
に
は
、
貧
困
の
主
要
原
因

が
国
家
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
貧
困
を
救
済
す
る
国
家
の
責
任
が
第
一
義
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
貧
困
の
原
因
が
個
人
＝
労
働
者
自
身
の
自
己
責
任
と
さ
れ
て
い
た
時
代
に
、
一
体
、
ス
ミ
ス
は
貧
困
の
主
要
な
原
因
が
、

一
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労
働
者
自
身
と
国
家
の
ど
ち
ら
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
ま
で
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
の

結
論
は
、
貧
困
の
主
要
な
責
任
が
当
然
国
家
の
政
策
に
あ
る
と
す
る
も
の
で
、
決
し
て
貧
困
な
労
働
者
自
身
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
言
う

も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
貧
困
の
原
因
は
、
労
働
者
自
身
に
は
な
い
と
し
た
。
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
重
商
主
義
者
が
主
張
し
た
貧
困

の
自
己
責
任
論
は
間
違
い
だ
と
す
る
。
そ
し
て
ス
ミ
ス
は
、
以
下
の
二
つ
の
視
点
か
ら
自
己
責
任
論
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

一
つ
は
、
怠
惰
が
貧
困
を
も
た
ら
す
、
と
言
う
重
商
主
義
者
が
主
張
し
た
因
果
関
係
の
視
点
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
ス

ミ
ス
は
「
国
富
論
草
稿
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ひ
と
つ
の
大
き
な
社
会
の
労
働
の
生
産
物
に
関
し
て
は
、
公
正
平
等
な
分
配
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
は
、
決
し
て
何
も
存
在
し
な
い
。

一
〇
万
の
家
族
か
ら
な
る
社
会
で
は
、
恐
ら
く
一
〇
〇
家
族
が
全
く
労
働
し
な
い
で
い
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
上
彼
ら
は
、
暴
力
に
よ
っ
て

あ
る
い
は
も
っ
と
秩
序
だ
っ
た
法
的
抑
圧
に
よ
っ
て
、
そ
の
社
会
の
労
働
の
う
ち
の
他
の
ど
の
一
万
家
族
が
使
用
す
る
よ
り
大
き
な
部
分

を
、
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
巨
大
な
使
い
込
み
の
あ
と
に
残
さ
れ
た
も
の
の
分
配
も
、
決
し
て
各
個
人
の
労
働
に
比
例
し
て
な

さ
れ
は
し
な
い
。
反
対
に
、
最
も
多
く
労
働
す
る
人
々
が
手
に
入
れ
る
の
は
、
最
も
少
な
い
の
で
あ
る
。
贅
沢
と
娯
楽
に
少
な
か
ら
ぬ
時

間
を
費
や
し
て
い
る
富
裕
な
商
人
は
、
彼
の
取
引
の
利
益
の
う
ち
か
ら
、
そ
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
す
る
す
べ
て
の
事
務
員
や
会
計
係
よ
り
も
は

る
か
に
大
き
な
利
益
を
享
受
す
る
。
…
…
貧
し
い
労
働
者
と
い
う
の
は
、
大
地
と
四
季
を
相
手
に
戦
う
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
社
会
の
中
の

他
の
す
べ
て
の
人
々
が
贅
沢
を
す
る
材
料
を
提
供
し
な
が
ら
、
い
わ
ば
人
間
社
会
の
全
組
織
を
そ
の
肩
に
背
負
い
、
彼
自
身
は
そ
の
重
さ

に
よ
っ
て
地
下
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
人
で
あ
る
（
4
）

。」

こ
の
引
用
文
の
中
で
ス
ミ
ス
は
、「
ひ
と
つ
の
大
き
な
社
会
」
い
わ
ゆ
る
文
明
社
会
（
5
）

で
は
労
働
し
な
い
大
地
主
や
大
商
人
、
貿
易
商
人

が
富
裕
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
重
労
働
を
し
て
い
る
農
業
労
働
者
は
貧
困
で
あ
る
こ
と
、
文
明
社
会
で
は
勤
勉
と
所
得
は
比
例
せ
ず
、
む

一
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し
ろ
「
最
も
多
く
労
働
す
る
者
が
最
も
少
な
く
得
る
」
と
い
う
反
比
例
の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
結
論
と
し
て
ス
ミ
ス
が

言
い
た
か
っ
た
の
は
、
文
明
社
会
の
労
働
者
は
怠
惰
で
あ
る
か
ら
貧
困
な
の
で
は
な
く
、
勤
勉
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
貧
困
な
の
だ
と

言
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
労
働
者
が
地
主
や
商
人
、
貿
易
商
人
と
比
べ
て
貧
困
で
あ
る
の
は
、
労
働
者
が
怠
惰

で
あ
る
た
め
で
は
な
い
し
、
貧
困
の
解
決
は
労
働
者
の
自
己
責
任
の
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ス
ミ
ス
が
貧
困
の
自
己
責
任
論
を
批
判
す
る
二
番
目
は
、
自
己
責
任
論
が
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る
自
由
意
志
論
の
視
点
を
否

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
も
し
、
怠
惰
と
勤
勉
が
労
働
者
自
身
の
自
由
な
選
択
の
結
果
で
は
な
く
、
社
会
の
環
境
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
労
働
者
に
怠
惰
と
貧
困
に
対
す
る
責
任
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
『
国
富
論
』
の
中
で
言
っ
て
い

る
。「
賃
金
が
高
い
と
こ
ろ
は
低
い
と
こ
ろ
よ
り
も
、
た
と
え
ば
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
よ
り
も
、
大
都
市
の
周
辺
は
遠
隔

の
農
村
地
方
よ
り
も
、
職
人
が
一
層
活
動
的
で
、
勤
勉
で
、
し
か
も
き
び
き
び
し
て
い
る
の
を
わ
れ
わ
れ
は
常
に
見
い
出
す
で
あ
ろ
う
（
6
）

」

と
。こ

の
引
用
文
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
労
働
者
の
怠
惰
と
勤
勉
は
、
労
働
者
自
身
の
自
由
な
選
択
の
結
果
で
は
な
く
、

居
住
地
域
の
平
均
賃
金
水
準
と
い
う
社
会
環
境
の
産
物
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
や
地
方
の
農
村
の
労
働
者

が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
大
都
市
の
労
働
者
と
比
べ
て
勤
勉
の
程
度
が
劣
る
と
し
て
も
、
労
働
者
自
身
に
は
責
任
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
次
に
問
わ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
労
働
者
の
怠
惰
と
勤
勉
に
大
き
く
影
響
す
る
社
会
環
境
と
し
て
の
平
均
賃
金
率
が
、

ど
の
よ
う
に
し
て
決
定
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
は
誰
の
責
任
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
（
7
）

。

さ
て
ス
ミ
ス
の
賃
金
理
論
に
よ
れ
ば
、「
賃
金
は
親
方
と
職
人
と
の
間
の
契
約
に
依
存
す
る
（
8
）

」
が
、
賃
金
水
準
に
大
き
な
影
響
を
与
え

る
の
が
労
働
市
場
に
お
け
る
労
働
需
要
と
労
働
供
給
と
の
関
係
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
こ
の
二
要
因
の
内
で
、
殊
に
労
働
需
要
を
重
視
す
る
。

一
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「
賃
金
に
よ
っ
て
生
活
す
る
人
々
に
対
す
る
需
要
」
＝
労
働
需
要
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
賃
金
の
支
払
い
に
充
て
ら
れ
る
基
金
（
9
）

」
の
大

き
さ
で
あ
り
、
こ
の
賃
金
基
金
は
二
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
。
一
つ
は
「
地
主
や
年
金
受
領
者
や
金
持
ち
」
な
ど
の
収
入
・

・

の
中
で

「
下
働
き
の
使
用
人
」
を
雇
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
部
分
、
も
う
一
つ
は
、
親
方
の
資
本
・

・

の
中
で
「
職
人
」
を
雇
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
賃
金
率
を
「
普
通
の
人
道
に
か
な
っ
た
最
低
率
以
上
（
10
）

」、
す
な
わ
ち
労
働
者
が
辛
う
じ
て
家
族
を
扶

養
し
人
口
を
現
状
で
維
持
す
る
水
準
以
上
に
引
き
上
げ
る
た
め
に
は
、
労
働
需
要
が
増
加
し
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
11
）

。

し
た
が
っ
て
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
最
も
重
要
な
政
策
目
標
は
、
労
働
需
要
の
増
加
率
と
そ
れ
を
規
定
す
る
経
済
成
長
率
を
で
き
る
だ
け

高
く
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
は
労
働
需
要
の
増
加
率
と
国
民
の
富
の
増
加
率
、
つ
ま
り
経
済
成
長
率
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
賃
金
で
生
活
す
る
人
々
に
対
す
る
需
要
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
の
収
入
と
資
本
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
必
然
的
に
増
加
す
る
。
…
…
収
入
と

資
本
の
増
加
は
国
民
の
富
の
増
加
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
賃
金
で
生
活
す
る
人
々
に
対
す
る
需
要
は
、
国
民
の
富
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
自

然
に
増
加
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
し
に
は
、
と
う
て
い
増
加
し
え
な
い
の
で
あ
る
（
12
）

」
と
。
こ
う
し
て
、
経
済
成
長
つ
ま
り
国
民
の
富

の
増
加
は
、
生
産
的
労
働
者
を
雇
用
す
る
資
本
・

・

と
不
生
産
的
労
働
者
を
雇
用
す
る
収
入

・

・

を
共
に
増
加
さ
せ
、
労
働
需
要
を
増
加
さ
せ
る
の

で
あ
る
。

で
は
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
国
民
の
富
の
最
も
急
速
な
成
長
は
如
何
に
し
て
実
現
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
経
済
成
長
の
二
つ
の
要

因
を
重
視
し
た
（
13
）

。
経
済
成
長
の
第
一
の
要
因
は
、
総
需
要
の
拡
大
に
よ
る
労
働
生
産
力
の
上
昇
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
考
え
で
は
、
労
働
生

産
力
は
分
業
の
程
度
に
依
存
し
、
分
業
の
程
度
は
生
産
量
に
依
存
し
、
生
産
量
は
「
市
場
の
大
き
さ
」
つ
ま
り
需
要
量
に
依
存
し
て
い
る
（
14
）

。

し
た
が
っ
て
「
市
場
の
大
き
さ
」
つ
ま
り
需
要
量
が
増
加
す
れ
ば
、
生
産
量
が
増
加
し
て
分
業
が
拡
大
し
、
労
働
生
産
力
が
上
昇
し
て
経

一
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済
成
長
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
経
済
成
長
の
第
二
の
要
因
は
、
価
値
を
生
産
す
る
生
産
的
労
働
者
の
雇
用
量
で
あ
る
。
こ
れ
は
資
本
蓄

積
に
よ
る
総
資
本
の
増
加
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
一
定
量
の
資
本
を
外
国
貿
易
の
よ
う
に
少
数
の
生
産
的
労
働
者
し
か
雇
用
し
な
い
分
野
か

ら
農
業
の
よ
う
に
、
多
数
の
生
産
的
労
働
者
を
雇
用
す
る
分
野
へ
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
増
加
す
る
（
15
）

。
ス
ミ
ス
は
経
済
成
長
率
を

左
右
す
る
こ
れ
ら
二
つ
の
要
因
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
国
家
の
政
策
が
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
考
え
た
。

ま
ず
第
一
に
、
総
需
要
の
増
加
に
関
し
て
は
、
重
商
主
義
の
輸
入
を
抑
制
し
輸
出
を
奨
励
す
る
保
護
貿
易
政
策
と
は
異
っ
て
自
由
貿
易

政
策
こ
そ
が
、
輸
出
を
拡
大
し
て
輸
出
需
要
を
増
加
さ
せ
る
。
そ
の
結
果
、
生
産
量
が
増
加
し
て
分
業
が
促
進
さ
れ
、
労
働
生
産
力
と
経

済
成
長
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
賃
金
上
昇
も
、
国
内
市
場
に
お
け
る
消
費
需
要
を
増
加
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
。

第
二
に
、
資
本
蓄
積
に
関
し
て
も
、
自
由
貿
易
政
策
は
経
済
成
長
率
を
引
き
上
げ
る
効
果
が
あ
る
。
重
商
主
義
の
保
護
主
義
的
政
策
は
、

生
産
的
労
働
者
の
雇
用
量
が
少
な
い
輸
出
関
連
の
商
工
業
を
政
策
的
に
優
遇
し
て
資
本
を
引
き
寄
せ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
自
由
主
義
政

策
の
下
で
実
現
す
る
は
ず
の
水
準
よ
り
も
総
雇
用
量
を
減
ら
し
て
、
生
産
さ
れ
る
付
加
価
値
量
を
減
ら
し
、
経
済
成
長
率
を
引
き
下
げ
て

い
た
（
16
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
ス
ミ
ス
が
提
唱
す
る
自
由
貿
易
政
策
へ
の
転
換
は
、
よ
り
多
く
の
生
産
的
労
働
者
を
雇
用
す
る
分
野
へ
資
本
を

配
分
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
生
産
さ
せ
る
付
加
価
値
量
を
増
や
し
、
経
済
成
長
率
を
引
き
上
げ
る
の
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
の
経
済
成
長
論
に
と
っ
て
、
と
り
わ
け
重
要
な
点
は
、
彼
の
成
長
論
が
、
高
成
長
と
高
賃
金
の
好
循
環
の
論
理
を
内
包
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
経
済
成
長
に
よ
る
労
働
需
要
の
増
加
に
よ
っ
て
実
現
す
る
高
賃
金
は
、
消
費
需
要
を
増
加
さ
せ
国

内
市
場
を
拡
大
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
生
産
量
が
増
加
し
、
分
業
が
発
展
し
て
労
働
生
産
力
が
上
昇
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
国
民
の
富
と

労
働
需
要
が
さ
ら
に
増
加
し
て
、
一
層
の
高
賃
金
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
上
に
述
べ
た
ス
ミ
ス
の
理
論
は
、
貧
困
の
原
因
と
貧
困
解
決
の
責
任
を
労
働
者
か
ら
国
家
へ
転
換
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
繰
り

一
〇
五
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（
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六
）

返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
一
八
世
紀
の
社
会
通
念
で
は
、
貧
困
の
主
要
な
原
因
は
個
人
の
怠
惰
で
あ
り
、
貧
困
の
解
決
は
個
人
の
自
己
責
任

と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ス
ミ
ス
は
、
貧
困
の
社
会
的
原
因
論
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
貧
困
と
低
賃
金

の
主
要
な
原
因
は
、
国
民
経
済
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
国
家
の
誤
っ
た
政
策
に
あ
り
、
貧
困
の
克
服
は
国
家
の
政
策
責
任
な
の

で
あ
る
。
そ
し
て
国
家
が
責
任
を
果
た
す
方
法
こ
そ
自
由
主
義
政
策
へ
の
転
換
で
あ
っ
た
。

た
だ
こ
こ
で
ス
ミ
ス
の
自
由
主
義
政
策
が
、
貧
困
の
克
服
は
労
働
者
自
身
の
責
任
で
あ
っ
て
国
家
の
責
任
で
は
な
い
と
言
う
自
助
の
思

想
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
自
由
主
義
政
策
は
、
国
家
が
責
任

を
果
た
す
一
つ
の
方
法
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
が
生
き
た
時
代
の
条
件
の
下
で
は
実
行
可
能
な
最
善
の
方
法
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
現
代

で
は
、
新
自
由
主
義
政
策
が
し
ば
し
ば
個
人
の
自
己
責
任
の
思
想
と
結
び
つ
い
て
主
張
さ
れ
、
し
か
も
貧
困
と
低
賃
金
の
原
因
と
な
っ
て

い
る
。
ス
ミ
ス
の
自
由
主
義
政
策
を
現
代
の
新
自
由
主
義
政
策
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
（
17
）

。

（
1
） 

木
戸
利
秋
「
社
会
福
祉
の
歴
史
的
展
開
Ⅰ
：
イ
ギ
リ
ス
」（
岩
田
正
美
・
武
川
正
吾
・
永
岡
正
己
・
平
岡
公
一
編
『
社
会
福
祉
の
原
理
と
思
想
』、

有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
、
所
収
）、
第
三
章
を
参
照
。

（
2
） 

朴
光
駿
『
社
会
福
祉
の
思
想
と
歴
史
：
魔
女
裁
判
か
ら
福
祉
国
家
の
選
択
ま
で
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
五
一
頁
。

（
3
） 

高
島
進
『
社
会
福
祉
の
歴
史
：
慈
善
事
業
・
救
貧
法
か
ら
現
代
ま
で
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
五
八
頁
。

（
4
） A
dam
 S
m
ith, ‘E

arly D
raft’ of P

art of th
e W

ealth
 of N

ation
s, in L

ectu
res on

 J
u

rispru
d

en
ce, G

lasgow
 edition, 1978, 

pp.563-4.

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
「
国
富
論
草
稿
」（『
法
学
講
義
』（
水
田
洋
訳
）、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
、
所
収
）
四
四
六
│
七
頁
。

（
5
） 

ス
ミ
ス
の
文
明
社
会
は
、
実
質
的
に
は
資
本
主
義
の
社
会
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
に
は
資
本
主
義
と
い
う
用
語
は
な
い
が
、
そ
れ
に
代
っ
て
彼
が
使

用
し
た
用
語
は
、
商
業
社
会
で
あ
り
、
よ
り
頻
繁
に
は
文
明
社
会
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
彼
の
目
前
に
成
立
し
て
い
た
文
明
社
会
の
構
造
を
分
析
し
、

一
〇
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ダ
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七
）

人
間
本
性
と
さ
ま
ざ
ま
な
階
級
の
思
想
と
行
動
を
追
跡
し
た
。（
田
中
秀
夫
『
原
点
探
訪　

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
足
跡
』、
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
二

年
、
一
五
四
頁
。）

（
6
） 

W
N
, I, p.99.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
一
三
八
頁
。

（
7
） 
新
村
聡
、
前
掲
論
文
②
、
五
六
頁
。

（
8
） 

W
N
, I, p.83.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
一
一
二
頁
。

（
9
） 

W
N
, I, p.86.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
一
一
七
頁
。

（
10
） 

W
N
, I, p.86.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
一
一
七
頁
。

（
11
） 

こ
の
点
に
関
し
て
大
河
内
一
男
は
、
ス
ミ
ス
が
「
普
通
の
人
道
」
と
い
う
立
場
か
ら
賃
金
に
お
け
る
「
最
低
率
以
上
」
を
主
張
す
る
と
き
、
そ

の
具
体
的
内
容
は
、
①
生
産
要
素
と
し
て
の
「
労
働
者
の
種
族
」
の
保
持
と
培
養
の
必
要
、
②
国
内
市
場
の
形
成
要
素
と
し
て
の
賃
金
に
よ
る
消
費

力
の
展
開
の
必
要
と
い
う
点
に
置
か
れ
て
い
た
、
と
述
べ
て
い
る
。（
大
河
内
一
男
、
前
掲
論
文
、
二
四
三
頁
。）

（
12
） 

W
N
, I, pp.86-7.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
一
一
八
頁
。

（
13
） 

久
保
真
「
ス
ミ
ス
：
文
明
社
会
に
お
け
る
労
働
貧
民
の
境
遇
」（
小
峯
敦
編
『
福
祉
の
経
済
思
想
家
た
ち
』、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、

所
収
）
を
参
照
。

（
14
） 

尚
、
ス
ミ
ス
自
身
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
分
業
を
引
き
起
こ
す
の
は
交
換
し
よ
う
と
す
る
力
で
あ
る
か
ら
、
分
業
の
大
き
さ
も
、
こ

の
力
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
、
い
い
換
え
る
と
市
場
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
、
制
限
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
市
場
が
ご
く
小
さ
い
場
合
に
は
、
ど
ん
な
人

も
、
一
つ
の
仕
事
に
だ
け
専
念
す
る
気
持
に
は
と
て
も
な
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
自
分
自
身
の
労
働
の
生
産
物
の
う
ち
自
分
の
消
費
を
上
回
る
余

剰
部
分
の
す
べ
て
を
、
他
の
人
々
の
労
働
の
生
産
物
の
う
ち
自
分
が
必
要
と
す
る
部
分
と
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。」（W

N
, I, 

p.31.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
三
一
頁
。）
ま
た
丸
山
徹
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
国
富
論
』
を
読
む
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
五
五
│
八
頁
を
参
照
。

（
15
） 

大
河
内
一
男
、
前
掲
論
文
、
一
五
三
│
四
頁
を
参
照
。

（
16
） 

同
論
文
、
一
六
五
│
六
頁
を
参
照
。

（
17
） 

新
村
聡
、
前
掲
論
文
①
、
二
一
六
│
八
頁
、
同
、
前
掲
論
文
②
、
五
七
│
六
二
頁
を
参
照
。
ま
た
京
極
髙
宣
『
福
祉
の
経
済
思
想
』、
ミ
ネ
ル

一
〇
七
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ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
五
年
、
第
一
章
、
佐
伯
啓
思
『
日
本
と
い
う
価
値
』、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
一
〇
年
、
第
一
部
を
参
照
。

五　

む
す
び
に
か
え
て

既
述
の
よ
う
に
、
怠
惰
で
不
節
制
で
あ
る
労
働
者
は
、
低
賃
金
で
貧
困
の
状
態
に
あ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
勤
勉
に
な
る
と
い
う
議
論
に

代
っ
て
、
高
賃
金
と
そ
れ
に
基
づ
く
生
活
水
準
の
向
上
＝
福
祉
の
向
上
は
、
勤
勉
へ
の
誘
因
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
有
効
需
要
へ
の
刺
激

と
し
て
効
果
的
に
作
用
す
る
と
い
う
議
論
が
現
れ
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
七
世
紀
後
半
頃
か
ら
一
八
世
紀
前
半
頃
で
あ
っ
た
。
ス
ミ

ス
は
こ
う
し
た
高
賃
金
を
是
認
す
る
議
論
を
積
極
的
に
支
持
し
た
の
で
あ
る
。
怠
惰
な
貧
民
と
い
う
労
働
者
像
か
ら
自
ら
の
生
活
水
準
の

向
上
・
改
善
の
た
め
勤
労
に
勤
し
み
、
金
銭
的
刺
激
に
敏
感
な
反
応
を
示
す
、
い
わ
ば
経
済
人
と
し
て
の
労
働
者
像
へ
の
転
換
が
、
ス
ミ

ス
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
ス
ミ
ス
は
「
労
働
者
の
人
間
能
力
の
発
達
」
の
面
か
ら
も
、
労
働
者
の
高
賃
金
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
高
賃
金
に
よ
っ
て
生
活
に
ゆ
と
り

・

・

・

が
で
き
た
労
働
者
は
、
自
分
も
子
供
も
よ
り
費
用
の
か
か
る
よ
り
高
度
な
教
育

を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
共
に
、
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
間
を
活
用
し
て
学
問
に
勤
し
む
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
こ
う
し
て
社

会
の
出
来
事
に
も
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
り
、
自
分
の
置
か
れ
た
不
利
な
社
会
的
立
場
や
、
そ
れ
を
枠
組
と
し
て
維
持
し
よ
う
と
す
る
不

合
理
な
制
度
の
存
在
を
認
識
し
、
そ
れ
ら
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
努
力
も
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
労
働
者
の
知
的
能
力

の
発
展
の
た
め
に
も
、
ま
た
社
会
の
不
合
理
な
制
度
を
理
解
し
認
識
す
る
た
め
に
も
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
生
活
の
ゆ
と
り

・

・

・

が
必
要
で
あ

り
、
そ
れ
を
保
証
す
る
の
は
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
高
賃
金
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
1
）

。

一
〇
八



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
労
働
と
賃
金
（
山
口
）

（
三
三
九
）

加
え
て
言
え
ば
、
ス
ミ
ス
は
公
正
の
視
点
か
ら
も
高
賃
金
を
支
持
し
た
。
そ
れ
は
次
の
文
章
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
ス

ミ
ス
は
、「
す
べ
て
の
巨
大
な
政
治
社
会
の
圧
倒
的
な
大
部
分
を
構
成
し
て
い
る
労
働
者
、
職
人
」
の
「
生
活
条
件
を
改
善
す
る
こ
と
が
、

そ
の
全
体
に
と
っ
て
不
都
合
と
見
な
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
」、「
人
民
全
体
を
食
べ
さ
せ
、
着
さ
せ
、
住
ま
わ
せ
る
こ
れ
ら
の
人
々
が
、
自

分
自
身
も
か
な
り
十
分
に
食
べ
た
り
、
着
た
り
、
住
ん
だ
り
す
る
だ
け
の
、
自
分
自
身
の
労
働
の
生
産
物
の
分
け
前
に
あ
ず
か
る
の
は
、

全
く
公
平
な
こ
と
な
の
で
あ
る
（
2
）

」
と
述
べ
、
労
働
者
の
た
め
の
社
会
的
公
正
の
立
場
か
ら
も
高
賃
金
を
擁
護
し
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
（
3
）

。
だ
が
、
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
「
豊
か
な
労
働
の
報
酬
」
＝
高
賃
金
は
、「
富
の
増
大
の
結
果
」
と
し
て
生
ず
べ
き
も
の
で
あ

り
、
決
し
て
重
商
主
義
政
策
に
見
ら
れ
る
人
為
的
な
政
策
に
よ
っ
て
達
成
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
貧
困
と
低
賃
金
の
主
要
な
原
因
は
、
国
民
経
済
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
国
家
の
誤
っ
た
政
策
に
あ
り
、
貧

困
の
克
服
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
国
家
の
政
策
責
任
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
国
家
が
責
任
を
果
た
す
方
法
こ
そ
、
自
由
主
義
政
策
へ
の
転

換
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
高
賃
金
に
基
づ
く
豊
か
な
消
費
生
活
へ
の
夢
、
生
活
水
準
向
上
＝
福
祉
向
上
へ
の
希
望

を
労
働
者
に
与
え
る
こ
と
は
、
安
定
し
た
社
会
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
も
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
歓
迎
さ
れ
る
よ
う
に
さ
え
な
っ
た
。
ス

ミ
ス
は
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に
強
調
す
る
。

「
最
大
の
生
活
行
政
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
最
も
多
数
の
規
制
が
あ
る
諸
都
市
に
、
必
ず
し
も
常
に
最
大
の
安
全
保
障
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
…
…
犯
罪
が
行
わ
れ
る
の
を
阻
止
す
る
の
は
、
生
活
行
政
で
あ
る
よ
り
も
、
他
人
に
依
存
し
て
生
き
る
人
々
を
、
で
き
る

だ
け
少
な
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
依
存
ほ
ど
人
類
を
腐
敗
さ
せ
る
も
の
は
な
い
の
に
対
し
て
、
独
立
は
民
衆
の
正
直
さ
を
さ
ら
に
増
大
さ

せ
る
。
…
…
／
商
業
と
製
造
業
の
確
立
は
、
こ
の
独
立
性
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
て
、
犯
罪
を
阻
止
す
る
た
め
の
最
善
の
生
活
行
政
で

あ
る
。
一
般
民
衆
は
こ
の
や
り
方
に
よ
っ
て
、
他
の
ど
ん
な
や
り
方
に
よ
る
よ
り
も
い
い
賃
金
を
取
得
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
の
結

一
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果
と
し
て
、
マ
ナ
ー
の
一
般
的
な
誠
実
さ
が
、
全
国
に
わ
た
っ
て
起
こ
る
（
4
）

。」

引
用
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
犯
罪
行
為
を
防
止
す
る
、
す
な
わ
ち
正
義
を
守
る
た
め
に
は
人
々
を
依
存
と
従
属

か
ら
解
放
し
、
自
己
の
行
為
の
主
体
的
な
当
事
者
で
あ
る
よ
う
な
独
立
の
人
間
を
育
成
す
る
こ
と
が
一
番
よ
い
の
で
あ
る
（
5
）

。
こ
の
よ
う
に

見
て
く
る
と
、
怠
惰
で
不
節
制
な
貧
民
と
い
う
労
働
者
像
を
も
つ
重
商
主
義
者
を
厳
し
く
批
判
し
た
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
重
商
主
義
政

策
に
よ
る
抑
圧
か
ら
の
労
働
者
の
解
放
と
労
働
者
の
自
律
的
な
人
間
へ
の
成
長
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
貧
困
か
ら
の
解
放
は
、

労
働
者
解
放
の
重
要
な
側
面
な
の
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
が
重
商
主
義
政
策
を
厳
し
く
批
判
し
つ
つ
、
富
裕
へ
の
自
然
な
道
筋

・

・

・

・

・

を
『
国
富
論
』

の
中
で
示
そ
う
と
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
課
題
に
即
し
た
努
力
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
6
）

。

ス
ミ
ス
の
理
想
と
す
る
社
会
を
一
言
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
普
遍
的
富
裕
の
社
会
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
社
会
に
あ
っ
て
は
、

「
豊
か
さ
が
一
般
に
社
会
の
種
々
の
階
級
す
べ
て
に
行
き
渡
た
る
の
で
あ
る
（
7
）

。」
そ
し
て
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
国
民
と
り
わ
け
大
多
数
の

労
働
者
の
豊
か
な
消
費
生
活
と
生
活
水
準
向
上
つ
ま
り
福
祉
向
上
を
達
成
す
る
の
が
政
治
経
済
学
の
目
的
で
あ
っ
た
。『
国
富
論
』
第
四

編
「
経
済
学
の
諸
体
系
」
の
序
論
で
、
ス
ミ
ス
は
既
存
の
経
済
諸
学
説
を
検
討
し
、
自
分
の
経
済
学
的
な
立
場
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い

る
。
彼
の
政
治
経
済
学
の
目
的
は
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
政
治
経
済
学
は
、
お
よ
そ
政
治
家
あ
る
い
は
立
法
者
た
る
も
の
の

行
う
べ
き
学
の
一
部
門
と
し
て
み
る
と
、
は
っ
き
り
異
な
っ
た
二
つ
の
目
的
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
国
民
に
豊
か
な
収
入
も
し

く
は
生
活
資
料
を
供
給
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
も
っ
と
は
っ
き
り
言
え
ば
、
国
民
に
そ
う
し
た
収
入
や
生
活
資
料
を
自
分
で
調
達

で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
国
家
す
な
わ
ち
公
共
社
会
に
対
し
て
、
公
務
の
遂
行
に
十
分
な
収
入
を
供
す
る
こ
と
で

あ
る
。
だ
か
ら
経
済
学
は
、
国
民
と
主
権
者
の
双
方
を
と
も
に
富
ま
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
（
8
）

」
と
。

こ
の
引
用
文
に
は
、
君
主
、
貴
族
、
富
者
だ
け
の
利
益
で
は
な
く
、
労
働
者
、
国
民
大
衆
の
生
活
の
安
定
・
向
上
つ
ま
り
福
祉
の
充
実

一
一
〇



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
労
働
と
賃
金
（
山
口
）

（
三
四
一
）

を
目
指
す
こ
と
が
、
経
済
学
の
目
的
で
あ
る
と
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
経
済
学
の
真
骨
頂
を
示
す
宣
言
で
あ
り
、
国
民
経
済

学
の
成
立
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
（
9
）

。

（
1
） 

中
谷
武
雄
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
労
働
論
」（『
経
済
科
学
通
信
』
第
25
号
、
基
礎
経
済
科
学
研
究
所
、
所
収
）、
三
五
頁
。

（
2
） 

W
N
, I, p.96.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
一
三
三
│
四
頁
。

（
3
） 

大
河
内
一
男
、
前
掲
論
文
、
二
四
三
頁
。

（
4
） A

dam
 S
m
ith, ‘R

eport dated 1766’, in L
ectu

res on
 Ju

rispru
d

en
ce, edited by R

.L
. M
eek, D

.D
. R
aphael and P

.G
. S
tein, 

G
lasgow

 edition, 1978, pp.486-7.

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
法
学
講
義
』（
水
田
洋
訳
）、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
、
二
六
二
│
三
頁
。

（
5
） 

岡
田
純
一
『
増
補　

経
済
学
に
お
け
る
人
間
像
』、
未
来
社
、
一
九
六
八
年
、
五
一
│
二
頁
を
参
照
。

（
6
） 

浜
林
正
夫
・
鈴
木
亮
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』、
清
水
書
院
、
一
九
八
九
年
、
五
│
六
頁
を
参
照
。

（
7
） 

W
N
, I, p.22.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
二
一
頁
。

（
8
） 

W
N
, I, p.428.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
七
五
頁
。

（
9
） 

黒
須
純
一
郎
『
中
産
階
級
の
経
済
学
』、
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
九
年
、
一
五
五
頁
。

一
一
一





段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
経
済
的
影
響
（
小
阪
）

（
三
四
三
）

段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
経
済
的
影
響小　

　

阪　
　

敬　
　

志

Ⅰ　

は
じ
め
に

二
〇
一
三
年
九
月
に
企
業
会
計
基
準
委
員
会
（A

S
B
J

）
に
よ
っ
て
、
企
業
会
計
基
準
第
二
一
号
「
企
業
結
合
に
関
す
る
会
計
基
準
」

（
以
下
、
基
準
第
二
一
号
）
お
よ
び
企
業
会
計
基
準
第
二
二
号
「
連
結
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計
基
準
」（
以
下
、
基
準
第
二
二
号
）
が
改
訂
さ

れ
た
。
こ
の
改
訂
に
よ
っ
て
、
従
来
「
少
数
株
主
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
親
会
社
以
外
の
子
会
社
の
株
主
が
「
非
支
配
株
主
」
と
改
称
さ

れ
、
連
結
財
務
諸
表
の
表
示
が
変
更
さ
れ
た
。
ま
た
、
子
会
社
株
式
の
追
加
取
得
時
や
一
部
売
却
時
の
取
扱
い
な
ど
、
会
計
処
理
面
で
の

変
更
も
行
わ
れ
て
お
り
、
基
準
改
訂
に
よ
る
実
務
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
。
他
方
、
今
般
の
基
準
改
訂
に
お
い
て
検
討
の
俎
上
に
上
っ

た
も
の
の
、
改
訂
せ
ず
に
現
状
を
維
持
し
た
項
目
も
あ
る
。
特
に
子
会
社
に
対
す
る
支
配
を
喪
失
し
た
際
の
残
存
す
る
持
分
投
資
の
取
扱

い
に
つ
い
て
、
基
準
第
二
一
号
（
六
四
│
三
項
）
で
は
「
…
他
の
会
計
基
準
に
も
影
響
す
る
横
断
的
な
論
点
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
段
階

一
一
三



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
四
四
）

取
得
の
検
討
経
緯
…
を
踏
ま
え
る
と
、
実
務
に
お
け
る
段
階
取
得
の
適
用
状
況
を
ま
ず
検
証
す
べ
き
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点

を
踏
ま
え
、
今
後
、
段
階
取
得
の
適
用
状
況
の
調
査
を
含
む
、
企
業
結
合
に
係
る
実
態
調
査
を
適
切
な
時
期
に
始
め
る
こ
と
と
し
、
そ
の

う
え
で
、
…
会
計
処
理
の
検
討
に
着
手
す
る
時
期
を
判
断
す
る
」（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
様
）
と
し
て
い
る
。
支
配
喪
失
時
の
残

存
持
分
投
資
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
国
際
財
務
報
告
基
準
（IF
R
S

）
に
お
け
る
規
定
と
の
間
に
相
違
が
あ
り
、
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
の

観
点
か
ら
足
並
み
を
揃
え
る
に
は
現
行
規
定
の
改
訂
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、A

S
B
J

は
上
記
の
よ
う
に
基
準
改
訂
が
も
た
ら
す
影
響

を
考
慮
し
、
支
配
の
喪
失
と
密
接
に
関
連
す
る
論
点
で
あ
る
段
階
取
得
に
係
る
規
定
の
適
用
状
況
な
ど
の
実
態
調
査
の
必
要
性
を
唱
え
、

今
般
の
改
訂
で
は
取
扱
い
を
変
更
せ
ず
現
状
維
持
す
る
こ
と
と
し
た
（
1
）

。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
段
階
取
得
に
関
す
る
我
が
国
の
現
行
規
定
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
実
際
の
企
業
に
お
け
る
段
階
取
得
に
係
る
規

定
の
適
用
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
で
、
段
階
取
得
の
論
点
を
整
理
し
、
会
計
処
理
の
結
果
生
じ
る
「
段
階
取
得
に
係
る
損
益
」
が
ど
の
よ

う
な
経
済
的
影
響
を
も
た
ら
し
う
る
か
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

Ⅱ　

段
階
取
得
の
論
点
と
処
理
規
定

段
階
取
得
と
は
、
取
得
が
複
数
の
取
引
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
い
い
（
基
準
第
二
一
号
、
二
五
項
）、
よ
り
具
体
的
に
は
、
複
数

回
の
取
引
に
よ
っ
て
あ
る
企
業
が
他
の
企
業
に
対
す
る
支
配
を
獲
得
す
る
こ
と
を
い
う
。
基
準
第
二
一
号
（
一
〇
項
）
に
よ
れ
ば
、
他
の

企
業
を
取
得
す
る
企
業
を
「
取
得
企
業
」
と
い
い
、
当
該
他
の
企
業
を
「
被
取
得
企
業
」
と
い
う
。
な
お
、
基
準
第
二
二
号
で
は
、
取
得

企
業
に
該
当
す
る
企
業
を
「
親
会
社
」
と
し
、
被
取
得
企
業
に
該
当
す
る
企
業
を
「
子
会
社
」
と
し
て
い
る
（
六
項
）。

段
階
取
得
は
企
業
結
合
の
一
類
型
で
あ
る
が
、
そ
の
性
質
か
ら
複
数
の
論
点
が
あ
る
。
第
一
に
、
支
配
獲
得
前
に
保
有
す
る
持
分
投
資

一
一
四



段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
経
済
的
影
響
（
小
阪
）

（
三
四
五
）

（
以
下
、
非
支
配
持
分
投
資
）
の
会
計
処
理
に
関
す
る
論
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
厳
密
に
は
金
融
資
産
と
し
て
の
持
分
投
資
に
つ
い
て
検
討
す

べ
き
論
点
の
一
部
で
あ
っ
て
、
段
階
取
得
特
有
の
論
点
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
段
階
的
な
支
配
の
獲
得
の
会
計
処
理
は
、
非
支
配
持

分
投
資
の
会
計
処
理
方
法
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
も
検
討
対
象
に
含
め
る
。
第
二
に
、
支
配
獲
得
時
に
お
け
る
非

支
配
持
分
投
資
の
再
測
定
に
関
す
る
論
点
で
あ
る
。
支
配
の
獲
得
と
い
う
経
済
事
象
に
よ
っ
て
、
非
支
配
持
分
投
資
を
支
配
獲
得
時
の
公

正
価
値
（
2
）（fair value

）
で
再
測
定
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
見
解
が
存
在
す
る
。
第
三
に
、
非
支
配
持
分
投
資
の
公
正
価
値
に

よ
る
再
測
定
を
行
う
場
合
に
生
じ
る
、
再
測
定
差
額
の
取
扱
い
に
関
す
る
論
点
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
数
値
例
を
用
い
て
現
行
の
日
本
基

準
の
規
定
を
確
認
し
な
が
ら
、
関
連
す
る
論
点
を
検
討
し
て
い
く
。

1
．
非
支
配
持
分
投
資
の
会
計
処
理
規
定

企
業
会
計
基
準
第
一
〇
号
「
金
融
商
品
に
関
す
る
会
計
基
準
」（
以
下
、
基
準
第
一
〇
号
）
に
よ
れ
ば
、
非
支
配
持
分
投
資
は
、
①
売
買

目
的
有
価
証
券
、
②
そ
の
他
有
価
証
券
、
③
関
連
会
社
株
式
の
い
ず
れ
か
に
分
類
さ
れ
る
（
一
五
項
か
ら
一
八
項
）。
基
準
第
一
〇
号
は
、

金
融
資
産
に
つ
い
て
は
、
期
末
に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
が
投
資
情
報
の
提
供
や
企
業
の
財
務
認
識
の
観
点
か
ら
必
要
と
の
基
本
認
識
を

示
し
つ
つ
、
そ
の
保
有
目
的
等
に
よ
っ
て
は
、
公
正
価
値
測
定
が
必
ず
し
も
企
業
の
財
政
状
態
や
経
営
成
績
を
適
切
に
財
務
諸
表
に
反
映

さ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
保
有
目
的
別
に
会
計
処
理
を
定
め
て
い
る
（
六
五
項
、
六
六
項
お
よ
び
六
九
項
）。

以
下
で
は
簡
単
な
数
値
例
を
用
い
て
、
各
保
有
目
的
に
お
い
て
必
要
と
な
る
会
計
処
理
を
確
認
す
る
。
な
お
、
基
準
第
一
〇
号
だ
け
で
な

く
、
会
計
制
度
委
員
会
報
告
第
一
四
号
「
金
融
商
品
会
計
に
関
す
る
実
務
指
針
」（
以
下
、
委
員
会
報
告
第
一
四
号
）
の
規
定
も
必
要
に
応
じ

て
示
す
。

一
一
五



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
四
六
）

【
設
例
】
Ｐ
社
は
以
下
の
よ
う
な
条
件
で
Ｓ
社
の
株
式
を
現
金
購
入
し
た
。
な
お
、
税
効
果
は
無
視
す
る
。
ま

た
、
決
算
日
は
毎
年
三
月
末
で
あ
る
。

　
　

⑴  　

Ｐ
社
は
Ｘ
一
年
四
月
一
日
に
、
Ｓ
社
の
発
行
済
株
式
総
数
の
二
〇
％
を
一
九
〇
で
現
金
購
入
し
た
。

同
日
に
お
け
る
Ｓ
社
の
識
別
可
能
純
資
産
は
七
〇
〇
で
あ
り
、
資
産
お
よ
び
負
債
の
公
正
価
値
は
す
べ

て
帳
簿
価
額
と
一
致
し
て
い
た
。

　
　

⑵  　

Ｘ
二
年
三
月
三
一
日
に
お
け
る
Ｓ
社
株
式
二
〇
％
分
の
株
価
（
公
正
価
値
）
は
、
二
二
〇
で
あ
っ
た
。

な
お
、
Ｘ
二
年
三
月
期
に
Ｓ
社
は
一
〇
〇
の
当
期
純
利
益
を
計
上
し
た
。
こ
れ
以
外
に
純
資
産
の
変
動

要
因
は
な
か
っ
た
。

・
Ｓ
社
株
式
（
非
支
配
持
分
投
資
）
が
売
買
目
的
有
価
証
券
に
分
類
さ
れ
て
い
た
場
合

売
買
目
的
有
価
証
券
（
3
）

と
は
、
公
正
価
値
の
変
動
に
よ
り
利
益
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
保
有
す
る
有
価
証

券
を
い
う
（
基
準
第
一
〇
号
、
一
五
項
）。
上
記
仕
訳
の
と
お
り
、
売
買
目
的
有
価
証
券
は
期
末
に
お
い
て
公
正

価
値
で
再
測
定
さ
れ
、
再
測
定
に
伴
う
差
額
は
、
損
益
と
し
て
処
理
さ
れ
る
（
4
）

。

基
準
第
一
〇
号
（
七
〇
項
）
で
は
、
売
買
目
的
有
価
証
券
の
会
計
処
理
の
根
拠
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

ま
ず
、
投
資
者
に
と
っ
て
の
有
用
な
情
報
が
、
有
価
証
券
の
期
末
日
時
点
の
公
正
価
値
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

⑴　購入時

（借） 売買目的有価証券 190 （貸） 現 金 190

⑵　決算時

（借） 売買目的有価証券 30 （貸） 有価証券評価益 30

※期末の公正価値220－取得原価190＝30

一
一
六



段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
経
済
的
影
響
（
小
阪
）

（
三
四
七
）

こ
と
か
ら
、
売
買
目
的
有
価
証
券
を
公
正
価
値
に
よ
っ
て
再
測
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
売
買
目
的
有
価

証
券
に
生
じ
た
公
正
価
値
の
変
動
は
、
企
業
に
と
っ
て
の
財
務
活
動
の
成
果
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
売
買
目
的
有
価

証
券
に
は
公
正
価
値
で
売
却
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
事
業
遂
行
上
等
の
制
約
が
な
い
こ
と
か
ら
、
再
測
定
に
伴
う
差

額
を
損
益
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
投
資
者
へ
の
情
報
提
供
の
観
点
か
ら
、
公
正
価
値
に

よ
る
再
測
定
が
要
求
さ
れ
、
そ
の
差
額
が
企
業
に
と
っ
て
の
成
果
で
あ
り
、
か
つ
売
却
に
制
約
が
な
い
こ
と
か
ら
測

定
差
額
の
損
益
処
理
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

・
Ｓ
社
株
式
が
そ
の
他
有
価
証
券
に
分
類
さ
れ
て
い
た
場
合

そ
の
他
有
価
証
券
と
は
、
売
買
目
的
有
価
証
券
、
満
期
保
有
目
的
の
債
券
、
子
会
社
株
式
お
よ
び
関
連
会
社
株
式

以
外
の
有
価
証
券
を
い
う
（
基
準
第
一
〇
号
、
一
八
項
）。
上
記
仕
訳
の
と
お
り
、
そ
の
他
有
価
証
券
は
期
末
に
お
い

て
公
正
価
値
で
再
測
定
さ
れ
、
再
測
定
に
伴
う
差
額
は
原
則
と
し
て
純
資
産
の
部
に
直
接
計
上
さ
れ
る
（
5
）

。

基
準
第
一
〇
号
（
七
五
項
か
ら
七
九
項
）
で
は
、
そ
の
他
有
価
証
券
の
会
計
処
理
の
根
拠
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
。
ま
ず
、
公
正
価
値
に
よ
る
再
測
定
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
金
融
資
産
の
評
価
基
準
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
に

基
づ
い
て
い
る
と
す
る
（
基
準
第
一
〇
号
、
七
六
項
）。
す
な
わ
ち
投
資
情
報
の
開
示
や
企
業
の
財
務
認
識
の
観
点
か

ら
の
必
要
性
に
則
っ
て
、
公
正
価
値
に
よ
る
再
測
定
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
売
買
目
的
有
価
証
券
と
同

様
の
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
他
方
、
そ
の
他
有
価
証
券
は
事
業
遂
行
上
等
の
必
要
性
か
ら
直
ち
に
売

⑴　購入時

（借） その他有価証券 190 （貸） 現 金 190

⑵　決算時

（借） その他有価証券 30 （貸） その他有価証券評価差額金 30

一
一
七



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
四
八
）

買
・
換
金
を
行
う
こ
と
に
は
制
約
を
伴
う
要
素
も
あ
る
と
し
て
、
再
測
定
に
伴
う
差
額
（
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
）
は

損
益
と
し
て
処
理
せ
ず
、
純
資
産
の
部
に
直
接
計
上
さ
れ
る
（
基
準
第
一
〇
号
、
七
七
項
か
ら
七
九
項
）。
我
が
国
の
取
引
慣
行

と
し
て
、
良
好
な
取
引
関
係
の
維
持
・
強
化
を
目
的
に
株
式
持
合
い
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
持
合
株
式
に
代
表
さ
れ
る

そ
の
他
有
価
証
券
は
、
公
正
価
値
が
把
握
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
事
業
遂
行
上
の
観
点
等
か
ら
売
買
・
換
金
す
る
こ
と

に
制
約
が
伴
う
た
め
、
再
測
定
差
額
を
売
買
目
的
有
価
証
券
と
同
じ
よ
う
に
損
益
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
売
買
目
的
有
価
証
券
と
そ
の
他
有
価
証
券
と
で
は
、
公
正
価
値
で
の
売
買
に
制
約
が
あ
る
か

否
か
に
よ
っ
て
、
再
測
定
差
額
の
取
扱
い
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
な
お
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
は
、
連
結
財
務
諸
表

上
、
そ
の
他
の
包
括
利
益
（other com

prehensive incom
e

）
の
一
項
目
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
包
括
利
益
の
計
算
過
程
で
当
期

純
損
益
の
金
額
に
加
減
さ
れ
る
（
6
）

。

・
Ｓ
社
株
式
が
関
連
会
社
株
式
に
該
当
す
る
場
合

関
連
会
社
株
式
と
は
、
関
連
会
社
に
対
す
る
持
分
投
資
の
こ
と
を
い
う
。
関
連
会
社
株
式
は
取
得
原
価
を
も
っ
て
貸
借
対

照
表
価
額
と
さ
れ
る
（
基
準
第
一
〇
号
、
一
七
項
）。

基
準
第
一
〇
号
（
七
三
項
お
よ
び
七
四
項
）
に
よ
れ
ば
、
関
連
会
社
株
式
は
他
企
業
へ
の
影
響
力
の
行
使
を
目
的
と
し
て
保

有
す
る
株
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
子
会
社
株
式
同
様
、
事
実
上
の
事
業
投
資
（
7
）

と
同
様
の
会
計
処
理
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
関
連
会
社
株
式
に
生
じ
た
公
正
価
値
の
変
動
は
財
務
活
動
の
成
果
と
は
捉
え
ら
れ
ず
、
期
末

⑴　購入時

（借） 関 連 会 社 株 式 190 （貸） 現 金 190

一
一
八



段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
経
済
的
影
響
（
小
阪
）

（
三
四
九
）

に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
も
不
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
個
別
財
務
諸
表
作
成
に

あ
た
っ
て
は
、
特
段
会
計
処
理
は
行
わ
れ
な
い
。
他
方
、
関
連
会
社
株
式
は
連
結
財
務
諸
表
に
お
い
て
持
分

法
（equity m

ethod

）
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
（
8
）

。

企
業
会
計
基
準
第
一
六
号
「
持
分
法
に
関
す
る
会
計
基
準
」（
以
下
、
基
準
第
一
六
号
）
に
よ
れ
ば
、
持
分

法
と
は
、
投
資
企
業
が
被
投
資
企
業
の
資
本
お
よ
び
損
益
の
う
ち
投
資
企
業
に
帰
属
す
る
部
分
の
変
動
に
応

じ
て
、
そ
の
投
資
の
額
を
連
結
決
算
日
ご
と
に
修
正
す
る
方
法
を
い
う
（
四
項
）。
通
常
、
被
投
資
企
業
の

議
決
権
の
二
〇
％
以
上
を
保
有
し
て
い
れ
ば
、
当
該
被
投
資
企
業
は
投
資
企
業
の
関
連
会
社
と
な
り
（
基
準

第
一
六
号
、
五
│
二
項
）、
関
連
会
社
に
対
す
る
投
資
は
持
分
法
の
適
用
対
象
と
な
る
（
六
項
）。
上
記
一
つ
め

の
仕
訳
の
と
お
り
、
Ｓ
社
が
計
上
し
た
当
期
純
利
益
一
〇
〇
の
う
ち
、
Ｐ
社
の
持
分
比
率
に
対
応
す
る
二
〇

だ
け
関
連
会
社
株
式
を
増
額
さ
せ
、
同
額
だ
け
持
分
法
に
よ
る
投
資
損
益
を
貸
方
に
計
上
す
る
（
基
準
第

一
六
号
、
一
二
項
）。
ま
た
、
投
資
日
に
お
け
る
Ｐ
社
の
Ｓ
社
株
式
の
取
得
原
価
一
九
〇
と
こ
れ
に
対
応
す
る

Ｓ
社
の
資
本
一
四
〇
（
純
資
産
七
〇
〇
×
二
〇
％
）
と
の
差
額
五
〇
は
、
の
れ
ん
と
し
て
Ｓ
社
株
式
に
含
め
て

処
理
を
す
る
（
一
一
項
）。
具
体
的
に
は
、
二
〇
年
以
内
の
そ
の
効
果
の
及
ぶ
期
間
に
わ
た
っ
て
、
定
額
法
等

に
よ
っ
て
規
則
的
に
償
却
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
基
準
第
二
一
号
、
三
二
項
）。
上
記
二
つ
め
の
仕
訳
で

は
、【
設
例
】
で
生
じ
た
の
れ
ん
に
つ
い
て
、
計
上
年
度
か
ら
五
年
間
で
定
額
法
に
よ
り
償
却
し
て
い
る
。

の
れ
ん
は
Ｓ
社
株
式
に
含
め
て
処
理
す
る
た
め
、
償
却
額
相
当
だ
け
関
連
会
社
株
式
が
減
少
す
る
こ
と
と
な

る
。

⑵　持分法：当期純利益の振替（× 2年 3月期）

（借） 関 連 会 社 株 式 20 （貸） 持分法による投資損益 20

※Ｓ社当期純利益100×持分比率20％＝20

　　持分法：のれんの償却（× 2年 3月期）

（借） 持分法による投資損益 10 （貸） 関 連 会 社 株 式 10

※のれん50÷ 5 年＝10

一
一
九



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
五
〇
）

こ
の
よ
う
に
、
非
支
配
持
分
投
資

が
関
連
会
社
株
式
に
該
当
す
る
場
合

に
は
、
公
正
価
値
の
変
動
で
は
な
く
、

被
投
資
企
業
が
計
上
し
た
純
利
益
に

対
す
る
持
分
相
当
額
と
い
う
形
で
投

資
成
果
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
ま
で
の
検
討
結
果
を
ま
と
め
た

も
の
が
【
図
表
1
】
で
あ
る
。

　

2
．
持
分
投
資
の
処
理
の
枠
組
み

現
在
の
日
本
基
準
で
は
、
企
業
会

計
基
準
委
員
会
（
二
〇
〇
六
、
第
四
章
、

五
六
項
お
よ
び
五
七
項
）
に
あ
る
よ
う

に
、
企
業
が
行
う
投
資
の
性
質
を
事

業
投
資
と
金
融
投
資
に
区
別
し
た
上

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
投
資
の
会
計
処
理

方
法
を
検
討
す
る
考
え
方
が
基
礎
に

【図表 1】非支配持分投資の分類と会計処理

分類 売買目的有価証券 その他有価証券 関連会社株式

個別貸借対照表 公正価値で計上

→投資者への有用

な情報開示のため

公正価値で計上

→投資者への有用

な情報開示のため

取得原価で計上

→公正価値の変動

が財務活動の成果

として捉えられな

い

再測定差額の取

扱い（個別上）

損益

→公正価値での売

買に制約がない

純資産の部に直接

計上

→公正価値での売

買に事業遂行上等

の制約が伴う

再測定されない

連結貸借対照表 公正価値で計上 公正価値で計上 持分法評価額で計

上

→関連会社に対す

る投資成果の反映

再測定差額の取

扱い（連結上）

損益 その他の包括利益

→連結財務諸表で

は包括利益が表示

され、その他有価

証券評価差額金は

その他の包括利益

とされる

損益

→持分法による投

資損益として処理

一
二
〇



段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
経
済
的
影
響
（
小
阪
）

（
三
五
一
）

あ
り
、
持
分
投
資
の
会
計
処
理
も
こ
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
辻
山

（
二
〇
〇
五
、
一
一
二
頁
）
に
よ
る
と
、「
事
業
投
資
と
は
、
企
業
が
事
業
の
遂
行
を
通
じ
て

成
果
を
得
る
こ
と
を
目
的
に
し
た
投
資
…
で
あ
り
、
金
融
投
資
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
市
場
価

格
の
変
動
に
よ
っ
て
利
益
を
獲
得
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
た
投
資
…
で
あ
る
」
と
さ
れ
る

（【
図
表
2
】）。
こ
の
区
別
は
、
投
資
に
先
立
っ
て
事
前
に
ど
の
よ
う
な
成
果
を
期
待
し
て

い
た
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
、
企
業
の
投
資
対
象
と
な
る

資
産
の
外
形
で
は
な
く
、
投
資
の
実
質
的
な
性
格
か
ら
み
て
事
業
投
資
か
金
融
投
資
か
が

判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

投
資
の
成
果
に
着
目
し
て
区
別
さ
れ
る
事
業
投
資
と
金
融
投
資
と
は
、
投
資
収
益
の
認

識
の
契
機
が
異
な
る
。
事
業
投
資
の
場
合
、
事
前
に
期
待
し
た
成
果
が
事
実
へ
と
転
化
す

る
の
は
、
事
業
活
動
の
リ
ス
ク
に
拘
束
さ
れ
な
い
現
金
等
を
獲
得
し
た
時
点
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
投
資
対
象
で
あ
る
資
産
の
公
正
価
値
が
変
動
し
て
も
、
係
る
事
象
が
投
資
成

果
の
認
識
の
契
機
と
は
な
ら
な
い
た
め
、
公
正
価
値
測
定
が
行
わ
れ
ず
原
価
の
ま
ま
据
え

置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
（
9
）

。
他
方
、
金
融
投
資
は
事
業
活
動
に
拘
束
さ
れ
な
い
余
裕
資
金
の

運
用
と
し
て
実
行
さ
れ
る
投
資
で
あ
り
、
公
正
価
値
で
売
却
す
る
こ
と
に
何
ら
の
制
約
も

伴
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
投
資
対
象
の
公
正
価
値
に
変
動
が
生
じ
れ
ば
、
直
ち
に
事
前

の
期
待
が
事
実
へ
転
化
し
た
も
の
と
認
定
さ
れ
る
（
10
）

。
す
な
わ
ち
、
金
融
投
資
の
対
象
資
産

【図表 2】現行の日本基準の基礎にある投資分類の考え方

事業投資 金融投資

事前に期待する投資の成果 対象資産を使用して企

業の事業を遂行するこ

とで、利益を獲得する

こと

対象資産の公正価値変

動から利益を獲得する

こと

投資の成果が事実へ転化す

る（投資のリスクから解放

される）時点

対象資産を使用した事

業活動より現金等を獲

得したとき

対象資産の公正価値等

が変動したとき

対象資産の測定値 取得原価 公正価値

一
二
一



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
五
二
）

は
公
正
価
値
に
よ
る
再
測
定
の
対
象
と
な
る
（【
図
表
2
】）。
こ
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
の
投
資
に
つ
い
て
も
、
そ
の
投

資
収
益
の
認
識
は
「
リ
ス
ク
か
ら
の
解
放
」
と
い
う
概
念
で
統
一
的
に
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
概
念
は
、
企
業
会
計
基
準
委
員
会

（
二
〇
〇
六
）
で
も
採
用
さ
れ
て
お
り
、「
投
資
の
リ
ス
ク
と
は
、
投
資
の
成
果
の
不
確
定
性
で
あ
る
か
ら
、
成
果
が
事
実
と
な
れ
ば
、
そ

れ
は
リ
ス
ク
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
さ
れ
る
（
第
三
章
、
二
三
項
）。

こ
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
金
融
投
資
に
あ
た
る
売
買
目
的
有
価
証
券
に
は
公
正
価
値
に
よ
る
再
測
定
と
測
定
差
額
の
損
益
処
理
が
求

め
ら
れ
、
事
業
投
資
に
あ
た
る
関
連
会
社
株
式
は
公
正
価
値
に
よ
る
再
測
定
が
求
め
ら
れ
な
い
と
い
う
、
基
準
第
一
〇
号
の
取
扱
い
が
導

き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
で
は
、
投
資
成
果
の
リ
ス
ク
か
ら
の
解
放
と
期
末
に
お
け
る
公
正
価
値
に
よ
る
再
測
定
と
が
、
一
体
の

論
点
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
、
売
却
に
制
約
が
伴
う
そ
の
他
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
公
正
価
値
に
よ
る
再
測

定
差
額
が
投
資
の
リ
ス
ク
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
た
め
、
そ
も
そ
も
公
正
価
値
に
よ
る
再
測
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
資
産
測
定
の
問
題
と
測
定
差
額
の
取
扱
い
の
問
題
と
は
別
々
に
議
論
す
る
余
地
が
あ
り
、
実
際
に
は
公
正
価

値
情
報
の
開
示
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
他
有
価
証
券
の
再
測
定
が
求
め
ら
れ
つ
つ
、
そ
の
一
方
で
投
資
の
成
果
と
は
い
え
な
い
（
リ
ス
ク

か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
い
）
測
定
差
額
は
、
損
益
と
し
て
処
理
し
な
い
と
い
う
取
扱
い
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
現
行
の

日
本
基
準
に
お
け
る
非
支
配
持
分
投
資
の
会
計
処
理
の
基
礎
に
は
、
資
産
を
金
融
投
資
と
事
業
投
資
に
分
類
す
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る

も
の
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
規
定
が
統
一
的
に
説
明
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
山
下
（
二
〇
〇
九
ａ
、
一
九
四
頁
お
よ
び

一
九
五
頁
）
で
は
、
多
様
な
性
格
を
有
す
る
そ
の
他
有
価
証
券
に
は
、
金
融
投
資
に
該
当
す
る
も
の
と
事
業
投
資
に
該
当
す
る
も
の
が
あ

り
、
理
論
的
に
は
こ
れ
ら
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
他
有
価
証
券
の
多
様
性
に
鑑
み
る
と
係
る
区
別
は
容
易
で
は
な
い
と
し
て
い

る
。
ま
た
、
斎
藤
（
二
〇
一
三
、
一
七
六
頁
お
よ
び
一
七
七
頁
）
で
は
、
そ
の
他
有
価
証
券
に
含
ま
れ
る
事
業
投
資
（
政
策
投
資
株
式
と
呼
称
し

一
二
二



段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
経
済
的
影
響
（
小
阪
）

（
三
五
三
）

て
い
る
）
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
外
形
的
に
証
拠
づ
け
る
か
が
問
題
で
あ
り
、
政
策
投
資
の
切
り
分
け
は
容
易
で
は
な
い

と
し
つ
つ
も
、「
難
し
い
か
ら
区
別
を
や
め
る
と
い
う
の
は
会
計
基
準
の
役
割
を
放
棄
し
た
乱
暴
な
議
論
で
あ
る
」
と
も
し
て
い
る
。

ま
た
、
関
連
会
社
株
式
に
対
し
て
は
連
結
財
務
諸
表
上
、
持
分
法
が
適
用
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
認
識
さ
れ
る
投
資
利
益
が
リ
ス
ク

か
ら
解
放
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
う
る
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
例
え
ば
関
連
会
社
が
実
施
し
た
個
別
の
投
資
案
件
に
つ
い

て
、
そ
の
成
果
が
リ
ス
ク
か
ら
解
放
さ
れ
た
（
関
連
会
社
が
現
金
等
を
獲
得
し
た
）
と
し
て
も
、
投
資
企
業
は
、
こ
れ
に
対
応
し
た
現
金
等

を
獲
得
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
持
分
法
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
投
資
利
益
が
リ
ス
ク
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
（
11
）

。

斎
藤
（
二
〇
一
〇
）
も
、「
持
分
法
で
測
定
す
る
の
は
、
被
投
資
会
社
の
事
業
を
自
社
の
事
業
の
一
環
と
み
た
投
資
の
成
果
で
あ
っ
て
、
単

な
る
株
式
投
資
の
成
果
で
は
な
い
」（
一
七
八
頁
）
と
し
て
、
持
分
法
が
一
般
的
な
持
分
投
資
の
測
定
方
法
と
は
異
な
る
旨
を
指
摘
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
現
行
の
日
本
基
準
に
お
い
て
は
、
持
分
投
資
の
会
計
処
理
は
保
有
目
的
別
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
事
前
に

期
待
す
る
成
果
と
い
う
観
点
か
ら
投
資
を
二
分
類
す
る
考
え
方
に
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
そ
の
考
え
方
が

持
分
投
資
の
会
計
処
理
全
般
に
一
貫
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
有
価
証
券
の
公
正
価
値
測
定
や
関
連
会
社
株
式
に
連
結
上
適
用

さ
れ
る
持
分
法
の
よ
う
に
、
測
定
値
や
再
測
定
差
額
の
取
扱
い
に
つ
い
て
異
な
る
根
拠
に
支
え
ら
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。

3
．
段
階
取
得
の
会
計
処
理
規
定

基
準
第
二
一
号
（
二
五
項
）
に
よ
れ
ば
、
段
階
取
得
が
行
わ
れ
た
際
の
会
計
処
理
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

⒜　

個
別
財
務
諸
表
上
、
支
配
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
個
々
の
取
引
ご
と
の
原
価
の
合
計
額
を
被
取
得
企
業
の
取
得
原
価
と
す
る
。

一
二
三
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経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
五
四
）

⒝　

連
結
財
務
諸
表
上
、
支
配
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
個
々
の
取
引
す
べ
て
の
企
業
結
合
日
に
お
け

る
公
正
価
値
を
も
っ
て
、
被
取
得
企
業
の
取
得
原
価
と
す
る
。
な
お
、
当
該
被
取
得
企
業
の
取
得
原

価
と
、
支
配
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
個
々
の
取
引
ご
と
の
原
価
の
合
計
額
（
持
分
法
適
用
関
連
会
社
と

企
業
結
合
し
た
場
合
に
は
、
持
分
法
に
よ
る
評
価
額
）
と
の
差
額
は
、
当
期
の
段
階
取
得
に
係
る
損
益
と

し
て
処
理
す
る
。

上
記
に
加
え
て
、【
図
表
3
】
に
示
し
た
よ
う
に
被
投
資
企
業
に
対
す
る
支
配
の
獲
得
は
、
委
員

会
報
告
第
一
四
号
に
お
い
て
有
価
証
券
の
保
有
目
的
区
分
の
変
更
（
12
）

と
し
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る

（
八
〇
項
）。

以
下
で
は
、【
設
例
】
に
条
件
⑶
を
追
加
し
て
、
段
階
取
得
時
の
会
計
処
理
を
確
認
す
る
こ
と
と

す
る
。

　
　

⑶  　

Ｐ
社
は
Ｘ
三
年
三
月
三
一
日
に
お
い
て
、
Ｓ
社
株
式
八
〇
％
を
一
三
二
〇
で
現
金
購
入
し

た
（
13
）

。
な
お
、
同
日
に
お
け
る
非
支
配
持
分
投
資
（
二
〇
％
）
の
公
正
価
値
は
三
三
〇
で
あ
っ

た
。
Ｓ
社
は
Ｘ
三
年
三
月
期
に
五
〇
〇
の
当
期
純
利
益
を
計
上
し
た
。
こ
れ
以
外
に
純
資
産

の
変
動
要
因
は
な
か
っ
た
。

【図表 3】段階取得による有価証券の保有目的区分の変更

一
二
四



段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
経
済
的
影
響
（
小
阪
）

（
三
五
五
）

・
Ｓ
社
株
式
が
売
買
目
的
有
価
証
券
に
分
類
さ
れ
て
い
た
場
合

株
式
の
追
加
取
得
に
よ
っ
て
持
分
比
率
が
増
加
し
、
売
買
目
的
有
価
証
券
が
子
会
社
株
式
（
支
配
持
分
投
資
）
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
公
正
価
値
で
振
り
替
え
、
こ
れ
に
伴
う

差
額
は
振
替
時
の
損
益
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
委
員
会
報
告
第
一
四
号
、
八
七
項
）。
よ
っ
て
上
記
の

仕
訳
の
と
お
り
、
Ｐ
社
が
過
去
に
購
入
し
た
Ｓ
社
株
式
は
、
追
加
購
入
日
に
お
け
る
公
正
価
値
で
子
会
社
株
式
に
振

り
替
え
ら
れ
、
再
測
定
に
伴
う
差
額
は
損
益
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
。
結
果
、
Ｐ
社
の
個
別
貸
借
対
照
表
で

は
、
Ｓ
社
株
式
は
そ
の
全
体
が
公
正
価
値
一
六
五
〇
で
計
上
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
過
去
に
購
入
し
た
二
〇
％
分
の

Ｘ
二
年
三
月
末
の
公
正
価
値
二
二
〇
と
Ｘ
三
年
三
月
末
の
公
正
価
値
三
三
〇
と
の
差
額
が
損
益
と
し
て
処
理
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
（
14
）

。

こ
の
処
理
は
、
個
別
上
は
個
々
の
取
引
ご
と
の
原
価
の
合
計
額
を
付
す
こ
と
と
し
て
い
る
基
準
二
一
号
の
規
定
と

は
整
合
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
菊
谷
（
二
〇
一
一
）
で
は
個
別
上
の
保
有
目
的
の
変
更
の
処
理
結
果
を

受
け
て
、
連
結
上
の
段
階
取
得
の
処
理
（
前
述
⒝
）
に
よ
る
「
再
測
定
差
額
は
発
生
し
な
い
」（
一
〇
七
頁
）
と
の
見

解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
個
別
上
の
処
理
で
あ
る
保
有
目
的
変
更
の
処
理
が
段
階
取
得
の
処
理
に
優
先
さ
れ
る
点

に
つ
い
て
は
明
確
な
根
拠
は
な
く
、
む
し
ろ
後
述
す
る
そ
の
他
有
価
証
券
か
ら
子
会
社
株
式
へ
の
変
更
時
の
処
理
の

根
拠
を
考
慮
す
れ
ば
、
売
買
目
的
有
価
証
券
か
ら
子
会
社
株
式
へ
の
変
更
時
に
も
基
準
第
二
一
号
と
整
合
的
な
処
理

規
定
を
設
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑶　追加購入時：保有目的の変更

（借） 子 会 社 株 式 1,650 （貸） 現 金 1,320

売買目的有価証券 220

有価証券評価益 110

一
二
五



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
五
六
）

・
Ｓ
社
株
式
が
そ
の
他
有
価
証
券
に
分
類
さ
れ
て
い
た
場
合

株
式
の
追
加
取
得
に
よ
っ
て
持
分
比
率
が
増
加
し
、
そ
の
他
有
価
証
券
が
子
会
社
株
式
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
場
合
に
は
、
帳
簿
価
額
で
振
り
替
え
る
（
委
員
会
報
告
第
一
四
号
、
八
八
項
）。
そ
の
他
有
価
証
券
に
つ
い

て
は
、
過
年
度
に
計
上
さ
れ
た
評
価
差
額
に
つ
い
て
洗
替
処
理
が
適
用
さ
れ
る
た
め
（
基
準
第
一
一
号
、
一
八

項
）、
上
記
の
一
つ
め
の
仕
訳
の
よ
う
に
期
首
の
時
点
で
Ｓ
社
株
式
の
帳
簿
価
額
は
取
得
原
価
に
戻
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｐ
社
が
過
去
に
購
入
し
た
Ｓ
社
株
式
は
、
上
記
二
つ
め
の
仕
訳
の
と
お
り
取
得
原
価
で
子

会
社
株
式
に
振
り
替
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
結
果
、
Ｐ
社
の
個
別
貸
借
対
照
表
で
は
、
Ｓ
社
株
式
は
原
価
の

合
計
額
で
あ
る
一
五
一
〇
で
計
上
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

委
員
会
報
告
第
一
四
号
（
二
八
三
項
）
に
よ
れ
ば
、
保
有
目
的
の
変
更
に
お
け
る
振
替
時
の
測
定
値
は
、
原

則
と
し
て
変
更
前
の
保
有
目
的
区
分
に
お
け
る
評
価
基
準
に
よ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば

そ
の
他
有
価
証
券
か
ら
子
会
社
株
式
へ
の
変
更
時
に
は
、
売
買
目
的
有
価
証
券
と
同
様
に
振
替
時
の
公
正
価
値

に
よ
っ
て
振
り
替
え
ら
れ
、
そ
の
際
の
再
測
定
差
額
は
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
と
し
て
処
理
さ
れ
る
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
委
員
会
報
告
第
一
四
号
（
二
八
三
項
）
で
は
、
前
述
し
た
基
準
二
一
号
に
お
け
る

段
階
取
得
の
処
理
規
定
の
中
で
「
個
別
財
務
諸
表
上
、
支
配
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
個
々
の
取
引
ご
と
の
原
価

の
合
計
額
を
被
取
得
企
業
の
取
得
原
価
と
す
る
」（
二
五
項
（
一
））
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
処
理
と

整
合
性
を
保
つ
た
め
、
そ
の
他
有
価
証
券
を
子
会
社
株
式
に
振
り
替
え
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
帳
簿
価
額
に

⑶　期首：洗替処理

（借） その他有価証券評価差額金 30 （貸） その他有価証券 30

　　追加購入時：保有目的の変更

（借） 子 会 社 株 式 1,510 （貸） 現 金 1,320

その他有価証券 190

一
二
六



段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
経
済
的
影
響
（
小
阪
）

（
三
五
七
）

よ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
る
の
で
あ
れ
ば
、
前
述
し
た
売
買
目
的
有
価

証
券
か
ら
子
会
社
株
式
へ
の
変
更
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で

あ
り
、
理
論
的
に
見
て
考
え
方
が
一
貫
し
て
い
な
い
（
15
）

。

次
に
、
連
結
財
務
諸
表
上
の
段
階
取
得
の
処
理
が
行
わ
れ
る
。
上
記
上
段
の
仕
訳
に
あ
る
と

お
り
、
当
初
購
入
し
た
二
〇
％
分
の
Ｓ
社
株
式
は
、
企
業
結
合
日
（
支
配
獲
得
日
）
の
公
正
価

値
で
再
測
定
さ
れ
、
再
測
定
差
額
は
当
期
の
段
階
取
得
に
係
る
損
益
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と

な
る
。
結
果
、
Ｐ
社
の
連
結
財
務
諸
表
作
成
上
、
Ｓ
社
株
式
は
そ
の
全
体
が
支
配
獲
得
日
の
公

正
価
値
で
あ
る
一
六
五
〇
で
測
定
さ
れ
、
こ
れ
が
被
取
得
企
業
Ｓ
社
の
取
得
原
価
と
な
る
。
Ｓ

社
株
式
自
体
は
資
本
連
結
（
基
準
第
二
二
号
、
二
三
項
）
に
よ
っ
て
消
去
さ
れ
る
が
、
段
階
取
得

の
処
理
に
よ
る
Ｓ
社
株
式
の
増
加
額
は
、
の
れ
ん
と
し
て
処
理
す
る
（
企
業
会
計
基
準
適
用
指
針

第
一
〇
号
「
企
業
結
合
会
計
基
準
及
び
事
業
分
離
等
会
計
基
準
に
関
す
る
適
用
指
針
」、
設
例
4
）。
こ
の

処
理
の
根
拠
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

・
Ｓ
社
株
式
が
関
連
会
社
株
式
に
分
類
さ
れ
て
い
た
場
合

基
準
第
一
〇
号
（
一
七
項
）
で
は
、
子
会
社
株
式
と
関
連
会
社
式
と
は
同
一
の
保
有
目
的
区

分
と
し
て
括
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
て
委
員
会
報
告
第
一
四
号
に
お
い
て
関
連
会
社
株
式

か
ら
子
会
社
株
式
へ
の
変
更
は
、
保
有
目
的
区
分
の
変
更
と
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、

段階取得の処理

（借） 子 会 社 株 式 140 （貸） 段階取得に係る損益 140

（借） の れ ん 140 （貸） 子 会 社 株 式 140

※当初購入分の公正価値330－取得原価190＝140

⑶　追加購入時（勘定科目名の変更処理）

（借） 子 会 社 株 式 1,510 （貸） 現 金 1,320

関 連 会 社 株 式 190

一
二
七



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
五
八
）

基
準
第
二
一
号
の
規
定
に
従
い
、

Ｐ
社
の
個
別
貸
借
対
照
表
で
は
、

Ｓ
社
株
式
は
原
価
の
合
計
額
で
あ

る
一
五
一
〇
で
計
上
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
（
関
連
会
社
株
式
か
ら
子
会

社
株
式
へ
の
名
称
変
更
の
み
行
う
）。

次
に
、
連
結
財
務
諸
表
上
の
段

階
取
得
の
処
理
が
行
わ
れ
る
が
、

当
初
購
入
し
た
Ｓ
社
株
式
は
公
正

価
値
で
再
測
定
す
る
前
に
、
支
配

獲
得
日
に
お
け
る
持
分
法
評
価
額

算
定
の
た
め
、
持
分
法
を
適
用
す

る
必
要
が
あ
る
（
基
準
第
二
一
号
、

二
五
項
（
二
））。
そ
の
後
、
持
分

法
評
価
額
と
支
配
獲
得
日
の
公
正

価
値
と
の
差
額
が
段
階
取
得
に
係

　持分法：開始仕訳（× 3年 3月期）

（借） 子 会 社 株 式 10 （貸） 利 益 剰 余 金 10

　持分法：当期純利益の振替（× 3年 3月期）

（借） 子 会 社 株 式 100 （貸） 持分法による投資損益 100

※Ｓ社当期純利益500×持分比率20％＝100

　持分法：のれんの償却（× 3年 3月期）

（借） 持分法による投資損益 10 （貸） 子 会 社 株 式 10

　段階取得の処理

（借） 子 会 社 株 式 40 （貸） 段階取得に係る損益 40

（借） の れ ん 40 （貸） 子 会 社 株 式 40

※公正価値330－持分法評価額290＝40

【図表 4】関連会社株式に分類されたＳ社株式の金額の推移

一
二
八



段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
経
済
的
影
響
（
小
阪
）

（
三
五
九
）

る
損
益
と
し
て
処
理
さ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
の
処
理
を
反
映
し
た
当
初
購
入
分
の
Ｓ
社
株
式
の
測
定
値
の
推
移
は
【
図
表
4
】
の
と
お
り
で

あ
る
。

4
．
段
階
取
得
の
会
計
処
理
の
根
拠

以
上
で
確
認
し
た
と
お
り
、
段
階
取
得
が
行
わ
れ
た
場
合
、
支
配
獲
得
前
か
ら
保
有
す
る
非
支
配
持
分
投
資
を
支
配
獲
得
日
の
公
正
価

値
で
再
測
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
さ
ら
に
測
定
差
額
は
損
益
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
段
階
取
得
の
処

理
を
め
ぐ
っ
て
は
⒜
公
正
価
値
に
よ
る
再
測
定
を
行
う
か
否
か
と
い
う
論
点
と
⒝
再
測
定
を
行
う
と
し
て
、
測
定
差
額
を
損
益
と
し
て
扱

う
か
否
か
と
い
う
論
点
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
論
点
に
対
し
て
、
我
が
国
の
制
度
が
前
述
の
よ
う
な
取
扱
い
を
採
用
し
た
根
拠
は
何
で

あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
、
基
準
第
二
一
号
（
八
九
項
）
で
は
、「
支
配
を
獲
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
過
去
に
所
有
し
て
い
た
投
資
の
実
態
ま
た
は
本
質
が

変
わ
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
時
点
で
い
っ
た
ん
投
資
が
清
算
さ
れ
、
改
め
て
投
資
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
、
段
階
取
得

に
よ
る
支
配
の
獲
得
に
つ
い
て
、
支
配
獲
得
日
の
公
正
価
値
に
よ
る
投
資
の
清
算
と
再
投
資
の
擬
制
を
行
う
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。
非

支
配
持
分
投
資
の
公
正
価
値
に
よ
る
清
算
（
売
却
）
を
擬
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
⒜
に
つ
い
て
は
公
正
価
値
に
よ
る
再
測
定
を
要
求
し
、

⒝
に
つ
い
て
は
再
測
定
差
額
を
損
益
（
売
却
損
益
）
と
し
て
処
理
す
る
と
い
う
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
持
分
投

資
の
会
計
処
理
方
法
の
基
礎
に
は
、
事
前
に
期
待
し
た
投
資
成
果
の
観
点
か
ら
事
業
投
資
と
金
融
投
資
に
資
産
を
分
類
す
る
考
え
方
が
あ

る
。
確
定
基
準
と
な
る
前
の
企
業
会
計
基
準
公
開
草
案
第
二
六
号
「
企
業
結
合
に
関
す
る
会
計
基
準
（
案
）」（
以
下
、
公
開
草
案
第
二
六
号
）

で
は
、
関
連
会
社
に
対
す
る
支
配
を
獲
得
し
た
場
合
、「
…
支
配
を
獲
得
す
る
に
至
っ
て
も
事
業
投
資
と
い
う
性
格
は
変
わ
ら
ず
、
当
該

一
二
九



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
六
〇
）

被
取
得
企
業
に
対
す
る
投
資
は
継
続
し
て
い
る
」（
八
九
項
）
も
の
と
考
え
、
支
配
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
個
々
の
取
引
の
原
価
合
計
額
を

も
っ
て
、
被
取
得
企
業
の
取
得
原
価
と
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
た
（
二
五
項
）。
す
な
わ
ち
、
支
配
の
獲
得
に
よ
っ
て
金
融
投
資
か
ら

事
業
投
資
へ
と
投
資
の
性
質
が
変
化
す
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
清
算
と
再
投
資
の
擬
制
に
よ
り
公
正
価
値
で
の
再
測
定
と
測
定
差
額
の

損
益
処
理
を
行
う
一
方
で
、
事
業
投
資
と
し
て
の
性
質
が
継
続
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
取
引
擬
制
を
行
え
な
い
の
で
、
再
測

定
も
行
わ
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
持
分
投
資
の
会
計
処
理
の
基
礎
に
あ
る
考
え
方
と
整
合
的
に
段
階
取
得
の
会

計
処
理
を
規
定
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
り
、
山
下
（
二
〇
〇
九
ａ
、
一
九
五
頁
）
で
も
事
業
投
資
・
金
融
投
資
間
で
の
投
資
の
性
質
の

変
化
が
、
再
測
定
と
測
定
差
額
の
損
益
処
理
を
行
う
契
機
と
な
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
有
価
証
券
の
保
有
目
的
別
の
会
計

処
理
を
前
提
と
し
た
場
合
、
事
業
投
資
と
金
融
投
資
の
い
ず
れ
か
に
明
確
に
分
類
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
そ
の
他
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、

子
会
社
株
式
（
事
業
投
資
）
へ
の
変
化
が
あ
っ
て
も
公
正
価
値
に
よ
る
再
測
定
の
適
否
を
明
確
に
判
断
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。

ま
た
基
準
第
二
一
号
（
九
〇
項
）
で
は
、
公
開
草
案
に
対
し
て
「
…
段
階
取
得
に
よ
っ
て
支
配
を
獲
得
し
て
も
、
過
去
に
所
有
し
て
い

た
投
資
の
実
態
又
は
本
質
が
変
わ
っ
た
も
の
と
み
な
せ
な
い
場
合
も
多
く
、
投
資
は
継
続
し
て
い
る
と
考
え
る
方
が
適
当
で
あ
る
と
い
う

意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
」
こ
と
な
ど
か
ら
、
非
支
配
持
分
投
資
の
性
質
に
応
じ
て
段
階
取
得
の
会
計
処
理
を
規
定
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ

で
は
な
く
、
非
支
配
持
分
投
資
の
性
質
（
ま
た
は
保
有
目
的
）
に
捕
ら
わ
れ
ず
、
一
律
に
同
じ
取
扱
い
を
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用

し
た
。
事
業
投
資
と
し
て
の
性
質
が
継
続
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
関
連
会
社
株
式
か
ら
子
会
社
株
式
に
変
化
す
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
ま

で
、
公
正
価
値
に
よ
る
再
測
定
と
測
定
差
額
の
損
益
認
識
を
要
求
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
り
、
公
開
草
案
第
二
六
号
で
提
案
さ
れ
て
い

た
関
連
会
社
に
対
す
る
支
配
を
獲
得
し
た
と
き
の
み
再
測
定
を
行
わ
な
い
と
い
う
処
理
を
採
用
す
べ
き
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
す
で
に
同
様
の
処
理
を
採
用
し
て
い
た
国
際
的
な
会
計
基
準
と
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
図
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
公
開
草
案
第
二
六

一
三
〇



段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
経
済
的
影
響
（
小
阪
）

（
三
六
一
）

号
の
提
案
は
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

IF
R
S
3 （16

） 

で
は
、「
あ
る
企
業
に
対
す
る
非
支
配
投
資
の
保
有
か
ら
そ
の
企
業
に
対
す
る
支
配
の
獲
得
へ
の
変
化
は
、
そ
の
投
資
の
性
質

お
よ
び
そ
の
投
資
を
取
り
巻
く
経
済
的
な
環
境
の
重
要
な
変
化
で
あ
る
…
。
そ
の
変
化
か
ら
す
る
と
、
そ
の
投
資
の
分
類
お
よ
び
測
定
が

変
化
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
」（par.B

C
384

）
と
し
て
、
支
配
獲
得
前
に
非
支
配
持
分
投
資
が
ど
の
よ
う
に
会
計
処
理
さ
れ
て
い

よ
う
と
、
一
律
し
て
支
配
獲
得
日
の
公
正
価
値
で
再
測
定
す
る
方
法
を
採
用
し
て
い
る
（par.42

）。
す
な
わ
ち
、IF

R
S
3 

で
は
「
事
前

に
期
待
す
る
投
資
の
成
果
」
で
は
な
く
、「
支
配
の
有
無
」
に
よ
っ
て
投
資
の
性
質
を
捉
え
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
と
整
合
的
な
処
理
を

採
用
し
た
現
行
の
日
本
基
準
で
は
、
個
別
財
務
諸
表
に
お
け
る
持
分
投
資
の
会
計
処
理
の
基
礎
に
あ
る
考
え
方
と
段
階
取
得
が
行
わ
れ
た

際
に
連
結
財
務
諸
表
上
で
行
わ
れ
る
会
計
処
理
の
基
礎
に
あ
る
考
え
方
と
が
一
貫
し
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
そ
し
て
こ

の
問
題
は
、
さ
ら
に
「
段
階
取
得
に
係
る
損
益
」
を
ど
の
よ
う
な
性
格
の
損
益
と
し
て
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

段
階
取
得
に
係
る
損
益
が
投
資
の
性
質
が
変
化
し
た
場
合
に
の
み
認
識
さ
れ
る
項
目
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
売
却
取
引
（
の
擬
制
）
か
ら
生

じ
た
「
売
却
損
益
」
と
し
て
の
性
格
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
現
行
の
日
本
基
準
で
は
、
投
資
の
性
質
が
変
化

し
た
と
は
い
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
段
階
取
得
に
係
る
損
益
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
段
階
取
得
に
係
る
損
益
は
、
そ

の
性
格
を
説
明
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
山
下
（
二
〇
〇
九
ａ
）
に
あ
る
よ
う
に
、「
…
事
業
投
資
と
金
融
投
資
と
い
っ
た
投
資
の
性
質

の
概
念
と
は
う
ま
く
な
じ
ま
な
い
も
の
」（
一
九
八
頁
）
で
あ
る
と
い
え
る
。
菊
谷
（
二
〇
一
一
）
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、「
単
に
『
再
測

定
差
額
に
過
ぎ
な
い
』」（
一
一
二
頁
）
と
い
う
漠
然
と
し
た
位
置
づ
け
を
与
え
ざ
る
を
得
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。一

三
一



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
六
二
）

Ⅲ　

段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
経
済
的
影
響

前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
単
な
る
再
測
定
差
額
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
段

階
取
得
に
係
る
損
益
は
、
連
結
純
利
益
の
一
部
を
構
成
し
企
業
集
団
の
経
営
成
績

に
影
響
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
冒
頭
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
基
準
第
二
一
号
で

は
段
階
取
得
に
関
す
る
規
定
が
導
入
さ
れ
て
以
降
の
影
響
調
査
が
課
題
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
の
段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
経
済
的
影
響
に
つ
い

て
、
実
際
の
企
業
の
財
務
情
報
に
基
づ
き
な
が
ら
実
態
調
査
の
結
果
を
要
約
す
る
。

【
図
表
5
】
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
期
か
ら
の
三
会
計
期
間
に
お
け
る
段
階
取

得
に
係
る
差
益
ま
た
は
段
階
取
得
に
係
る
差
損
の
計
上
企
業
と
計
上
年
度
の
連
結

純
損
益
に
占
め
る
割
合
（
絶
対
値
の
平
均
）
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
対

象
企
業
は
、
日
本
基
準
を
適
用
し
て
い
る
東
証
一
部
上
場
企
業
（
三
月
決
算
）
で

あ
り
、
二
〇
一
一
年
三
月
期
か
ら
二
〇
一
三
年
三
月
期
の
い
ず
れ
か
の
連
結
会
計

年
度
に
お
い
て
「
段
階
取
得
に
係
る
差
益
」
と
「
段
階
取
得
に
係
る
差
損
」
の
い

ず
れ
か
ま
た
は
双
方
を
計
上
し
て
い
る
企
業
で
あ
る
。
な
お
、
双
方
を
計
上
し
て

い
る
企
業
に
つ
い
て
は
、
差
損
益
の
純
額
を
と
っ
た
上
で
一
社
と
し
て
カ
ウ
ン
ト

し
て
い
る
。
ま
た
「
連
結
純
損
益
に
対
す
る
比
率
」
は
、
段
階
取
得
に
係
る
差
益

【図表 5】段階取得に係る差損益の計上企業と連結純損益への影響

2011年 3 月期 差益計上企業 差損計上企業 全体

企業数 24社 15社 39社

連結純損益に対する比率 12.77％ 3.10％ 9.05％

2012年 3 月期 差益計上企業 差損計上企業 全体

企業数 27社 16社 43社

連結純損益に対する比率 16.55％ 10.54％ 14.31％

2013年 3 月期 差益計上企業 差損計上企業 全体

企業数 28社 15社 43社

連結純損益に対する比率 8.70％ 11.73％ 9.76％
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段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
経
済
的
影
響
（
小
阪
）

（
三
六
三
）

ま
た
は
段
階
取
得
に
係
る
差
損
の
連
結
純
損
益
に
対
す
る
比
率
を
絶
対
値
と
し
て
計
算
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
内
の
比
率
を
平
均

し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
数
値
の
中
で
は
「
差
益
を
計
上
し
た
が
連
結
純
損
失
で
あ
っ
た
企
業
」
や
「
差
損
を
計
上
し
た

が
連
結
純
利
益
で
あ
っ
た
企
業
」
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。

三
会
計
期
間
を
通
じ
て
段
階
取
得
に
係
る
差
益
ま
た
は
段
階
取
得
に
係
る
差
損
を
計
上
し
て
い
る
企
業
は
、
四
〇
社
前
後
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
三
期
間
と
も
差
益
計
上
企
業
数
が
差
損
計
上
企
業
数
を
上
回
っ
て
い
る
。
他
方
、
連
結
純
損
益
に
対
す
る
比
率
に
つ
い
て
は

区
々
と
な
っ
て
お
り
、
差
益
計
上
企
業
で
は
二
〇
一
二
年
三
月
期
が
最
大
の
一
六
・
五
五
％
と
な
っ
て
い
る
一
方
、
差
損
計
上
企
業
で
は

二
〇
一
三
年
三
月
期
の
一
一
・
七
三
％
が
最
大
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
年
度
で
は
差
益
計
上
企
業
よ
り
も
差
損
計
上
企
業
の
受
け
て
い
る

影
響
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
た
だ
全
体
平
均
と
し
て
み
る
限
り
、
い
ず
れ
の
会
計
期
間
も
連
結
純
損
益
の
一
〇
％
近
く
あ
る
い
は
そ
れ

以
上
の
額
の
段
階
取
得
に
係
る
差
益
ま
た
は
段
階
取
得
に
係
る
差
損
が
計
上
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
こ
の
影
響
度
合
い
は

決
し
て
小
さ
く
な
く
、
段
階
取
得
に
係
る
差
益
の
計
上
に
よ
っ
て
連
結
純
利
益
と
な
っ
た
企
業
や
、
逆
に
段
階
取
得
に
係
る
損
失
の
計
上

に
よ
っ
て
連
結
純
損
失
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
企
業
も
存
在
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

そ
こ
で
次
に
、
調
査
対
象
企
業
の
う
ち
段
階
取
得
に
係
る
差
益
ま
た
は
段
階
取
得
に
係
る
差
損
の
比
率
が
大
き
か
っ
た
上
位
一
〇
社
を
、

各
年
度
別
に
ラ
ン
キ
ン
グ
し
た
も
の
が
【
図
表
6
】
で
あ
る
。「
段
階
取
得
に
係
る
損
益
」
で
は
差
損
を
負
の
値
と
し
て
表
記
し
て
お
り
、

「
連
結
純
損
益
」
で
は
純
損
失
を
負
の
値
と
し
て
表
記
し
て
い
る
（
金
額
の
単
位
は
い
ず
れ
も
百
万
円
で
あ
る
）。
そ
し
て
「
対
連
結
純
損
益

比
率
」
で
は
、
各
社
の
連
結
純
損
益
に
対
す
る
段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
比
率
を
絶
対
値
で
示
し
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
三
月
期
の
第
一

生
命
保
険
や
二
〇
一
三
年
三
月
期
の
大
王
製
紙
に
と
っ
て
は
、
段
階
取
得
に
係
る
差
益
の
対
連
結
純
損
益
比
率
が
一
〇
〇
％
を
超
え
て
い

一
三
三
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【図表 6】各年度別の連結純損益への影響度合一覧

順位 2011年 3 月期 段階取得に
係る損益 連結純損益 対連結純

損益比率
1 双日 10,307 15,981 64.50 %
2 ダイワボウホールディングス 884 1,403 63.01 %
3 東邦亜鉛 2,266 7,545 30.03 %
4 日本水産 238 －921 25.84 %
5 理想科学工業 1,293 6,288 20.56 %
6 住生活グループ 3,009 15,779 19.07 %
7 光通信 98 －701 13.98 %
8 日本製粉 789 6,026 13.09 %
9 システナ 288 2,957 9.74 %
10 日立国際電気 451 －5,065 8.90 %

順位 2012年 3 月期 段階取得に
係る損益 連結純損益 対連結純

損益比率
1 第一生命保険 23,116 20,357 113.55%
2 大王製紙 3,532 －5,321 66.38%
3 住生活グループ 1,118 1,868 59.85%
4 第一工業製薬 －95 165 57.58%
5 東京海上ホールディングス －2,762 6,001 46.03%
6 保土谷化学工業 622 1,623 38.32%
7 共立印刷 233 824 28.28%
8 日本電話施設 291 1,068 27.25%
9 エイチ・ツー・オー　リテイリング 260 1,057 24.60%
10 ワイエイシイ －50 343 14.58%

順位 2013年 3 月期 段階取得に
係る損益 連結純損益 対連結純

損益比率
1 大王製紙 19,411 15,109 128.47%
2 日本電子材料 －90 －172 52.33%
3 三井製糖 －2,121 4,451 47.65%
4 ブラザー工業 －3,843 17,826 21.56%
5 共英製鋼 －417 2,069 20.15%
6 エーアンドエーマテリアル 104 －581 17.90%
7 豊田通商 10,143 67,432 15.04%
8 平和不動産 336 2,455 13.69%
9 ニチモウ 96 728 13.19%
10 ＴＯＷＡ 89 691 12.88%
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段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
経
済
的
影
響
（
小
阪
）

（
三
六
五
）

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
で
は
段
階
取
得
に
係
る
差
益
に
よ
っ
て
連
結
純
利
益
が
計
上
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

第
一
生
命
保
険
で
は
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
よ
りT

ow
er A

ustralia G
roup L

im
ited

の
二
八
・
九
六
％
の
持
分
を
有
し
て
お
り
、
同

社
を
持
分
法
適
用
関
連
会
社
と
し
て
き
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
二
年
五
月
に
株
式
の
追
加
取
得
を
行
っ
て
同
社
を
完
全
子
会
社
化
し
た

（
併
せ
てT

A
L
 L
im
ited

に
社
名
を
変
更
し
た
）。T

A
L
 lim
ited

は
持
株
会
社
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
社
の
傘
下
に
あ
っ
た
一
二
社
も
第

一
生
命
保
険
の
連
結
の
範
囲
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
第
一
生
命
保
険
の
第
一
一
〇
期
有
価
証
券
報
告
書
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
前

述
の
二
八
・
九
六
％
の
持
分
に
つ
い
て
は
「
支
配
獲
得
時
ま
で
の
取
得
価
額
」
が
一
九
六
二
三
百
万
円
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
段
階
取

得
に
係
る
差
益
二
三
一
一
六
百
万
円
を
加
え
た
四
二
七
三
九
百
万
円
が
支
配
獲
得
日
に
お
け
る
公
正
価
値
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
関
連
会

社
に
対
す
る
支
配
を
獲
得
し
た
場
合
に
は
持
分
法
評
価
額
と
支
配
獲
得
日
に
お
け
る
公
正
価
値
と
の
差
額
が
段
階
取
得
に
係
る
損
益
と
し

て
処
理
さ
れ
る
（
基
準
第
二
一
号
、
二
五
項
（
二
））。
し
た
が
っ
て
、
支
配
獲
得
前
に
保
有
し
て
い
た
二
八
・
九
六
％
の
持
分
の
「
支
配
獲
得

時
ま
で
の
取
得
価
額
」
一
九
六
二
三
百
万
円
は
、
持
分
法
に
よ
る
測
定
値
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
大
王
製
紙
で
は
、
そ
れ
ま
で
多
く
が
関
連
会
社
で
あ
っ
た
複
数
の
出
資
先
の
株
式
を
北
越
紀
州
製
紙
株
式
会
社
よ
り
二
〇
一
二
年

七
月
に
取
得
し
、
合
計
二
九
社
に
対
す
る
支
配
を
獲
得
し
た
。
こ
れ
は
グ
ル
ー
プ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
等
の
観
点
か
ら
、
従
来
の
グ
ル
ー

プ
企
業
の
資
本
関
係
を
一
層
強
固
な
も
の
と
す
べ
く
行
わ
れ
た
株
式
取
得
で
あ
る
。
二
〇
一
三
年
三
月
期
に
計
上
さ
れ
た
一
九
四
一
一
百

万
円
の
段
階
取
得
に
係
る
差
益
は
、
一
連
の
株
式
取
得
に
伴
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
生
命
保
険
で
は
、
単
一
の
企
業
（
お
よ
び
そ
の
傘
下
の
企
業
）
の
取
得
か
ら
差
益
を
計
上
し
て
い
る
の
に
対
し
、
大
王
製
紙
で
は
多

数
の
企
業
（
お
よ
び
そ
の
傘
下
の
企
業
）
の
取
得
か
ら
差
益
を
計
上
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
両
社
は
い
ず
れ
も
段

階
取
得
に
よ
っ
て
連
結
業
績
が
黒
字
化
し
て
い
る
企
業
で
あ
る
。
過
去
か
ら
非
支
配
持
分
投
資
を
保
有
し
て
い
る
投
資
先
に
対
す
る
支
配

一
三
五
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を
獲
得
す
れ
ば
、
過
去
か
ら
保
有
し
続
け
て
い
る
非
支
配
持
分
投
資
の
公
正
価
値
測
定
が
行
わ
れ
る
。
持
分
投
資
の
帳
簿
価
額
と
公
正
価

値
と
の
差
が
大
き
い
ほ
ど
連
結
純
損
益
に
対
す
る
影
響
は
大
き
く
な
り
、
本
節
で
み
た
よ
う
に
連
結
純
損
失
が
段
階
取
得
に
係
る
差
益
に

よ
っ
て
連
結
純
利
益
へ
と
転
換
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
特
に
、
古
く
か
ら
保
有
す
る
持
分
投
資
に
つ
い
て
は
多
額
の
差
益
が
生
じ
や
す

く
、
連
結
純
損
益
を
大
き
く
好
転
さ
せ
る
効
果
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
段
階
取
得
が
も
た
ら
す
効
果
は
、
企
業
集
団
の
経
営
成
績
に

多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
自
体
が
段
階
取
得
を
行
う
目
的
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
と
い
え

よ
う
。

Ⅳ　

む
す
び

以
上
、
本
稿
で
は
現
行
の
日
本
基
準
を
前
提
に
、
段
階
取
得
に
お
け
る
持
分
投
資
の
一
連
の
会
計
処
理
と
、
会
計
処
理
の
結
果
と
し
て

計
上
さ
れ
る
段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
経
済
的
影
響
に
つ
い
て
の
実
態
調
査
を
行
っ
た
。

ま
ず
、
非
支
配
持
分
投
資
の
会
計
処
理
を
題
材
に
、
持
分
投
資
の
会
計
処
理
方
法
を
保
有
目
的
別
に
規
定
し
て
い
る
基
準
第
一
〇
号
の

基
礎
に
あ
る
考
え
方
を
確
認
し
た
。
事
前
に
期
待
し
た
投
資
の
成
果
と
い
う
観
点
か
ら
資
産
を
事
業
投
資
と
金
融
投
資
に
分
類
す
る
考
え

方
は
、
保
有
目
的
別
の
会
計
処
理
を
説
明
す
る
枠
組
み
と
し
て
有
力
で
あ
る
が
、
そ
の
他
有
価
証
券
の
よ
う
に
事
業
投
資
ま
た
は
金
融
投

資
の
い
ず
れ
か
に
明
確
に
分
類
す
る
こ
と
が
困
難
な
保
有
目
的
も
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
考
え
方
に
よ
る
統
一
的
な
会
計
処
理
の
説
明

に
は
限
界
が
あ
る
。
ま
た
、
段
階
取
得
に
よ
る
支
配
獲
得
時
に
は
、
委
員
会
報
告
第
一
四
号
に
お
け
る
保
有
目
的
区
分
の
変
更
の
処
理
と

基
準
第
二
一
号
に
お
け
る
段
階
取
得
の
会
計
処
理
規
定
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
た
。
保
有
目
的
変
更
の
処
理
と
段
階
取
得
の
処
理
と
は

必
ず
し
も
整
合
し
な
い
部
分
が
あ
り
、
ま
た
段
階
取
得
の
処
理
規
定
の
基
礎
に
は
、
前
述
の
資
産
分
類
に
基
づ
く
清
算
と
再
投
資
の
擬
制

一
三
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と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
公
開
草
案
第
二
六
号
で
は
事
業
投
資
が
継
続
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
、
関
連
会
社
株
式
か
ら
子

会
社
株
式
へ
と
変
化
す
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
公
正
価
値
に
よ
る
再
測
定
を
求
め
な
い
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
が
、
確
定
基
準
で
あ
る

基
準
第
二
一
号
で
は
、
日
本
基
準
の
考
え
方
と
は
異
な
る
「
支
配
の
獲
得
を
重
要
な
経
済
事
象
と
位
置
づ
け
る
」IF

R
S
3 

と
整
合
的
な

会
計
処
理
を
採
用
し
た
。
そ
の
結
果
、
段
階
取
得
に
係
る
損
益
に
は
、
一
貫
し
た
考
え
方
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
単
な
る
再
測
定
差

額
と
し
て
の
性
格
し
か
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
段
階
取
得
に
係
る
損
益
は
連
結
業
績
に

も
影
響
を
及
ぼ
す
。

そ
こ
で
、
近
年
の
日
本
基
準
に
基
づ
く
段
階
取
得
の
処
理
結
果
を
調
査
し
た
結
果
、
段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
連
結
純
損
益
に
お
よ
ぼ

す
影
響
は
大
き
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
企
業
集
団
の
経
営
成
績
で
あ
る
連
結
純
損
益
を
逆
転
さ
せ
る
ほ
ど
の
多
額
の
差
益
が
生
じ
て
い
る

ケ
ー
ス
も
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
他
方
、
連
結
純
利
益
が
純
損
失
に
な
る
ほ
ど
の
差
損
の
計
上
は
な
か
っ
た
。
段
階
取
得
は
単

に
企
業
結
合
の
一
類
型
に
過
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
括
的
に
支
配
を
獲
得
す
る
場
合
と
は
異
な
り
、
段
階
的
に
達
成
さ
れ
る
支
配

の
獲
得
が
、
企
業
集
団
の
経
営
成
績
を
左
右
す
る
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
点
に
は
注
意
を
要
す
る
。
そ
し
て
、
投
資
の
成
果
と
は
位
置
づ

け
が
た
い
項
目
に
よ
っ
て
企
業
集
団
の
経
営
成
績
が
左
右
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
連
結
純
損
益
が
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
企
業
集

団
の
経
営
成
績
で
あ
る
の
か
と
い
う
、
大
き
な
問
題
を
提
起
す
る
。
段
階
取
得
に
係
る
損
益
が
段
階
取
得
そ
の
も
の
を
行
う
目
的
に
な
り

か
ね
な
い
と
い
う
危
険
性
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
） 

二
〇
一
四
年
八
月
現
在
、A

S
B
J

か
ら
企
業
結
合
に
係
る
実
態
調
査
の
結
果
等
に
関
す
る
ア
ナ
ウ
ン
ス
は
な
い
。

（
2
） 

現
行
の
日
本
基
準
に
お
い
て
は
、「
時
価
」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
「
公
正
価
値
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
提
案
さ
れ

一
三
七



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
六
八
）

て
い
る
（
企
業
会
計
基
準
公
開
草
案
第
四
三
号
「
公
正
価
値
測
定
及
び
そ
の
開
示
に
関
す
る
会
計
基
準
（
案
）」。
以
下
、
公
開
草
案
第
四
三
号
）。

公
開
草
案
第
四
三
号
（
四
項
）
に
よ
れ
ば
、
公
正
価
値
と
は
「
測
定
日
に
お
い
て
市
場
参
加
者
間
で
秩
序
あ
る
取
引
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
資
産
の

売
却
に
よ
っ
て
受
け
取
る
で
あ
ろ
う
価
格
…
（
出
口
価
格
）」
を
い
い
、
国
際
的
な
会
計
基
準
の
定
義
と
同
じ
く
、
出
口
価
格
（exit price

）
と
し

て
の
性
格
を
明
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
時
価
」
と
「
公
正
価
値
」
と
は
、
文
言
の
違
い
こ
そ
あ
る
も
の
の
、
そ
の
考
え
方
に
大
き
な
違
い
は
な

い
と
理
解
さ
れ
て
き
た
（
公
開
草
案
第
四
三
号
、
二
七
項
）
と
い
う
背
景
に
鑑
み
、
本
稿
で
は
、「
時
価
」
と
「
公
正
価
値
」
を
同
じ
測
定
値
と
し

て
位
置
づ
け
て
、「
公
正
価
値
」
に
統
一
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
企
業
結
合
会
計
に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
を
め
ぐ
る
論
点
に
つ
い
て

は
、
小
阪
（
二
〇
一
三
）
で
考
察
を
加
え
て
い
る
。

（
3
） 

委
員
会
報
告
第
一
四
号
（
六
五
項
）
で
は
、
売
買
目
的
有
価
証
券
に
分
類
す
る
た
め
の
厳
格
な
要
件
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
要
件
は
、
一
般
に
、

有
価
証
券
の
売
買
を
業
と
し
て
い
る
こ
と
が
定
款
の
上
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
を
日
常
的
に
遂
行
し
得
る
人
材
か
ら

構
成
さ
れ
た
独
立
の
専
門
部
署
に
よ
っ
て
売
買
目
的
有
価
証
券
が
保
管
・
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
た
だ
し
、
定
款
上
の
記
載
や
独
立
部
署
を
も
た

な
く
て
も
、
有
価
証
券
の
売
買
を
頻
繁
に
繰
り
返
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
有
価
証
券
は
売
買
目
的
有
価
証
券
に
該
当
す
る
）
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
厳
格
な
要
件
か
ら
す
れ
ば
、
段
階
取
得
は
売
買
目
的
有
価
証
券
に
対
し
て
は
起
こ
り
得
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
現
実

に
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
な
い
と
は
言
い
切
れ
ず
、
な
に
よ
り
、
委
員
会
報
告
第
一
四
号
（
八
七
項
）
に
お
い
て
、
売
買
目
的
有
価
証
券
か
ら
子
会

社
株
式
へ
の
保
有
目
的
区
分
の
変
更
に
つ
い
て
の
規
定
を
設
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
4
） 

こ
こ
で
は
Ｓ
社
の
発
行
済
株
式
の
二
〇
％
を
Ｐ
社
が
売
買
目
的
で
保
有
す
る
と
い
う
状
況
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
売
買
目
的
で
保

有
す
る
限
り
、
Ｐ
社
の
保
有
比
率
が
何
％
で
あ
っ
て
も
こ
こ
で
の
検
討
内
容
が
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
。

（
5
） 

例
外
的
に
評
価
損
に
相
当
す
る
測
定
差
額
に
つ
い
て
は
、
損
失
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（
基
準
第
一
〇
号
、
一
八
項
）。

し
か
し
、
こ
の
例
外
処
理
は
従
来
行
わ
れ
て
き
た
会
計
処
理
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
有
価
証
券
の
測
定
差
額
の
取
扱
い
に
関
す
る
基

本
的
考
え
方
に
合
致
し
た
方
法
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
本
稿
で
は
例
外
処
理
に
つ
い
て
は
検
討
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
6
） 

企
業
会
計
基
準
第
二
五
号
「
包
括
利
益
の
表
示
に
関
す
る
会
計
基
準
」（
六
項
）
お
よ
び
基
準
第
二
二
号
（
三
九
項
）。

（
7
） 

資
産
を
金
融
投
資
と
事
業
投
資
に
分
類
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

一
三
八



段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
経
済
的
影
響
（
小
阪
）

（
三
六
九
）

（
8
） 

個
別
財
務
諸
表
上
で
持
分
法
を
適
用
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
の
議
論
も
あ
っ
た
が
、
現
行
の
日
本
基
準
に
お
い
て
は
個
別
上
で
の
持
分
法
適

用
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
我
が
国
に
お
け
る
議
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
川
本
（
一
九
九
二
）
や
中
野
（
一
九
九
七
）
が
詳
し
い
。
し
か
し
、

二
〇
一
三
年
一
二
月
に
公
表
さ
れ
たIA

S
B

（2013

）
で
は
、
持
分
法
を
個
別
財
務
諸
表
上
で
適
用
す
べ
き
と
の
提
案
が
な
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の

基
準
開
発
に
お
い
て
我
が
国
で
も
個
別
財
務
諸
表
に
お
け
る
持
分
法
の
導
入
が
検
討
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
9
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
斎
藤
（
二
〇
一
〇
、
六
〇
頁
）
で
は
、
関
連
会
社
株
式
の
よ
う
な
事
業
投
資
の
対
象
資
産
に
つ
い
て
生
じ
た
公
正
価
値
の

変
動
は
、「
成
果
と
関
係
の
な
い
『
放
棄
さ
れ
た
機
会
』
な
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
10
） 

斎
藤
（
二
〇
一
三
、
四
〇
頁
）
で
は
、
自
由
な
売
買
が
可
能
な
金
融
投
資
は
、
そ
れ
自
体
が
現
金
等
と
同
等
で
あ
り
、
金
融
投
資
に
生
じ
た
公

正
価
値
の
変
動
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
と
同
じ
性
質
を
持
つ
と
し
て
い
る
。

（
11
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
小
阪
（
二
〇
一
二
）
で
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
12
） 

厳
密
に
は
、
売
買
目
的
有
価
証
券
お
よ
び
そ
の
他
有
価
証
券
か
ら
、
関
連
会
社
株
式
に
該
当
し
た
後
で
、
子
会
社
株
式
に
該
当
す
る
と
い
う

ケ
ー
ス
も
あ
り
う
る
が
、
本
稿
で
は
検
討
の
対
象
外
と
す
る
。

（
13
） 

支
配
プ
レ
ミ
ア
ム
に
つ
い
て
は
、
考
慮
外
と
す
る
。

（
14
） 

売
買
目
的
有
価
証
券
の
再
測
定
差
額
に
つ
い
て
は
、
切
放
処
理
と
洗
替
処
理
の
選
択
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
（
委
員
会
報
告
第
一
四
号
、

六
七
項
）、
こ
こ
で
は
切
放
処
理
を
採
用
し
て
い
る
。

（
15
） 

本
稿
で
は
検
討
対
象
外
の
ケ
ー
ス
だ
が
、
そ
の
他
有
価
証
券
か
ら
関
連
会
社
株
式
へ
の
変
更
の
際
も
子
会
社
株
式
へ
の
変
更
時
と
同
様
に
処
理

す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
基
準
第
二
一
号
は
段
階
的
な
支
配
の
獲
得
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
段
階
的
な
影
響
力
の
獲
得
に
つ
い

て
は
、
基
準
第
一
六
号
（
二
六
│
三
項
）
に
お
い
て
、
取
引
ご
と
の
原
価
の
合
計
額
を
用
い
る
旨
の
規
定
が
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
他

有
価
証
券
か
ら
関
連
会
社
株
式
へ
の
変
更
時
の
例
外
処
理
に
つ
い
て
は
、
基
準
第
一
六
号
と
の
整
合
性
を
根
拠
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
整
合

性
を
図
る
べ
き
と
し
て
も
、
原
価
の
合
計
額
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
明
示
的
な
根
拠
が
基
準
第
一
六
号
に
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
点
が
残
る
。

（
16
） IF

R
S
3 

に
お
け
る
段
階
取
得
の
会
計
処
理
に
関
す
る
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
小
阪
（
二
〇
〇
九
）
で
検
討
し
て
い
る
。

一
三
九
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第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
七
〇
）
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準
の
適
用

指
針
（
案
）』
企
業
会
計
基
準
委
員
会
。

企
業
会
計
基
準
委
員
会
（
二
〇
一
三
ａ
）
企
業
会
計
基
準
第
二
一
号
『
企
業
結
合
に
関
す
る
会
計
基
準
』
企
業
会
計
基
準
委
員
会
。

企
業
会
計
基
準
委
員
会
（
二
〇
一
三
ｂ
）
企
業
会
計
基
準
第
二
二
号
『
連
結
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計
基
準
』
企
業
会
計
基
準
委
員
会
。

企
業
会
計
基
準
委
員
会
（
二
〇
一
三
ｃ
）
企
業
会
計
基
準
第
二
五
号
『
包
括
利
益
の
表
示
に
関
す
る
会
計
基
準
』
企
業
会
計
基
準
委
員
会
。

企
業
会
計
基
準
委
員
会
（
二
〇
一
三
ｄ
）
企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
第
一
〇
号
『
企
業
結
合
会
計
基
準
及
び
事
業
分
離
等
会
計
基
準
に
関
す
る
適
用
指

一
四
〇



段
階
取
得
に
係
る
損
益
の
経
済
的
影
響
（
小
阪
）

（
三
七
一
）

針
』
企
業
会
計
基
準
委
員
会
。

菊
谷
正
人
（
二
〇
一
一
）「
段
階
取
得
の
会
計
処
理
に
お
け
る
問
題
点
」『
経
営
志
林
』
第
四
八
巻
第
一
号
、
法
政
大
学
経
営
学
会
、
一
〇
三
頁
│

一
一
四
頁
。

小
阪
敬
志
（
二
〇
〇
九
）「IF

R
S
3 

に
お
け
る
段
階
取
得
の
会
計
処
理
に
関
す
る
一
考
察
」『
産
業
経
理
』
第
六
九
巻
第
二
号
、
産
業
経
理
協
会
、

一
七
〇
頁
│
一
七
九
頁
。

小
阪
敬
志
（
二
〇
一
二
）「
関
連
会
社
投
資
会
計
の
動
向
と
課
題
」『
商
学
論
纂
』
第
五
三
巻
第
三
・
四
号
、
中
央
大
学
商
学
研
究
会
、
四
九
一
頁
│

五
一
一
頁
。

小
阪
敬
志
（
二
〇
一
三
）「
企
業
結
合
会
計
に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
一
考
察
」『
政
経
研
究
』
第
五
〇
巻
第
三
号
、
日
本
大
学
政
経
研
究
所

三
一
九
頁
│
三
四
五
頁
。

斎
藤
静
樹
（
二
〇
一
〇
）『
企
業
会
計
と
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
﹇
第
四
版
﹈』
東
京
大
学
出
版
会
。

斎
藤
静
樹
（
二
〇
一
三
）『
会
計
基
準
の
研
究　

増
補
改
訂
版
』
中
央
経
済
社
。

辻
山
栄
子
（
二
〇
〇
五
）「
第
二
部
第
六
章　

財
務
諸
表
の
構
成
要
素
と
認
識
・
測
定
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
斎
藤
静
樹
編
『
詳
解　

討
議
資
料　

財
務

会
計
の
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
』
中
央
経
済
社
。

辻
山
栄
子
（
二
〇
一
三
）「
現
代
会
計
の
ア
ポ
リ
ア
│
対
立
す
る
二
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
│
」『
早
稲
田
商
学
』
第
四
三
四
号
、
早
稲
田
商
学
同
攻
会
、

一
六
三
頁
│
一
九
四
頁
。

中
野
貴
之
（
一
九
九
七
）「
個
別
会
計
お
よ
び
連
結
会
計
に
お
け
る
持
分
法
の
適
用
」『
早
稲
田
商
学
』
第
三
七
二
号
、
早
稲
田
商
学
同
攻
会
、
一
二
九

頁
│
一
五
八
頁
。

日
本
公
認
会
計
士
協
会
（
二
〇
一
一
）
会
計
制
度
委
員
会
報
告
第
一
四
号
『
金
融
商
品
会
計
に
関
す
る
実
務
指
針
』
日
本
公
認
会
計
士
協
会
。

山
下
奨
（
二
〇
〇
九
ａ
）「
持
分
の
段
階
取
得
と
損
益
認
識
」『
商
学
研
究
科
紀
要
』
第
六
八
号
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
商
学
研
究
科
、
一
八
七
頁
│

二
〇
五
頁
。

山
下
奨
（
二
〇
〇
九
ｂ
）「
債
券
の
保
有
目
的
の
変
更
に
関
す
る
会
計
処
理
と
リ
ス
ク
か
ら
の
解
放
概
念
と
の
整
合
性
」『
商
学
研
究
科
紀
要
』
第
六
九

一
四
一



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
七
二
）

号
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
商
学
研
究
科
、
三
〇
九
頁
│
三
二
三
頁
。

一
四
二



政
教
社
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
反
対
運
動
に
関
す
る
一
考
察
（
石
川
）

（
三
七
三
）

政
教
社
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
反
対
運
動
に
関
す
る
一
考
察

石　
　

川　
　

徳　
　

幸

一
．
問
題
の
所
在

本
稿
で
は
、
雑
誌
『
日
本
及
日
本
人
（
1
）

』
の
発
行
元
と
し
て
知
ら
れ
る
政
教
社
が
、
昭
和
初
期
に
実
践
的
な
政
治
活
動
に
傾
注
し
て

い
っ
た
契
機
と
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
に
関
し
て
行
っ
た
反
対
運
動
に
注
目
す
る
。
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
そ
の
も
の
に
関
す
る
考
察

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
優
れ
た
先
行
研
究
が
出
さ
れ
て
お
り
（
2
）

、
本
稿
の
本
旨
と
は
異
な
る
た
め
、
こ
こ
で
繰
り
返
し
論
じ
る
こ
と
は

し
な
い
。
同
条
約
は
概
し
て
「
近
代
日
本
外
交
の
分
水
嶺
」
で
あ
る
と
と
も
に
、「
こ
の
条
約
調
印
を
「
統
帥
権
干
犯
」
と
批
判
す
る
右

翼
勢
力
が
社
会
集
団
と
し
て
浮
上
す
る
画
期
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
（
3
）

。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
条
約
に
反
対
す
る
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
行
っ
た
政
教
社
の
活
動
を
詳
ら
か
に
し
、
こ
の
運
動
が
政
教
社
自
身
に
い
か
な
る
転
機
と
な
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
あ
る
。

一
四
三



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
七
四
）

政
教
社
の
名
は
、
一
般
に
、
明
治
期
に
井
上
馨
ら
が
推
進
し
た
欧
化
政
策
に
対
抗
し
て
国
粋
主
義
を
提
唱
し
、
い
わ
ゆ
る
「
欧
化
と
国

粋
」
を
め
ぐ
る
論
争
を
牽
引
し
た
結
社
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
三
宅
雪
嶺
が
中
心
と
な
っ
て
発
行
し
た
雑
誌
『
日
本
人
』
は
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
史
の
み
な
ら
ず
、
近
代
日
本
の
思
想
史
を
語
る
上
で
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
。
政
教
社
に
お
け
る
三
宅
雪

嶺
の
存
在
が
あ
ま
り
に
大
き
か
っ
た
た
め
か
、
大
正
十
二
年
に
三
宅
雪
嶺
が
退
社
し
て
以
後
の
政
教
社
に
関
し
て
は
、
学
問
的
に
は
ほ
と

ん
ど
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
嫌
い
さ
え
あ
る
。
し
か
し
、
政
教
社
は
三
宅
雪
嶺
の
退
社
以
後
も
、
雑
誌
の
発
行
の
ほ
か
、
様
々
な
政
治
活
動

に
行
為
主
体
と
し
て
関
与
し
て
い
る
。
と
く
に
、
昭
和
四
年
に
五
百
木
良
三
が
社
長
に
就
任
し
て
か
ら
は
、
実
践
的
な
政
治
活
動
へ
の
参

画
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。

ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
問
題
に
関
す
る
「
右
翼
」
団
体
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
隆
や
佐
藤
卓
己
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、
そ
の

中
で
政
教
社
の
活
動
に
関
す
る
言
及
も
な
さ
れ
て
い
る
（
4
）

。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
当
該
時
期
に
関
す
る
政
教
社
そ
の
も
の
を
主
題
と

し
て
論
究
し
た
研
究
は
、
管
見
の
限
り
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

ま
ず
は
、
政
教
社
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
政
教
社
に
関
す
る
研
究
に
は
多
く
の
蓄
積
が
あ
る
も
の
の
、
そ

れ
ら
は
政
教
社
の
成
立
過
程
や
設
立
メ
ン
バ
ー
に
主
眼
を
置
い
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
（
5
）

。
な
か
に
は
、
対
外
硬
運
動
や
日
露
開
戦
期

に
お
け
る
政
教
社
の
活
動
を
扱
っ
た
研
究
も
見
ら
れ
る
が
（
6
）

、
そ
の
射
程
は
主
と
し
て
明
治
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
政
教
社
の
活
動
に

限
ら
れ
て
き
た
。
先
述
の
よ
う
に
、
三
宅
雪
嶺
が
政
教
社
を
離
れ
た
大
正
十
二
年
以
降
の
活
動
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
考
察
の
対
象
に

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
政
教
社
に
関
す
る
研
究
史
を
ま
と
め
た
佐
藤
能
丸
の
「
政
教
社
系
と
は
、
雑
誌
『
日
本
人
』

と
新
聞
『
日
本
』、
そ
し
て
後
に
こ
れ
が
思
想
的
に
合
併
し
た
『
日
本
及
日
本
人
』
に
拠
っ
た
国
粋
主
義
思
想
集
団
で
、
時
期
は
明
治

二
十
一
年
四
月
の
『
日
本
人
』
お
よ
び
『
東
京
電
報
』（『
日
本
』
の
前
身
）
の
創
刊
か
ら
、
や
や
異
論
も
あ
ろ
う
が
、
大
正
十
二
年
九
月

一
四
四



政
教
社
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
反
対
運
動
に
関
す
る
一
考
察
（
石
川
）

（
三
七
五
）

を
も
っ
て
三
宅
雪
嶺
が
『
日
本
及
日
本
人
』
よ
り
離
脱
す
る
迄
の
三
十
五
年
間
に
亙
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
（
7
）

」
と
い
っ
た
記
述
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
三
宅
雪
嶺
が
離
脱
し
た
後
の
政
教
社
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
い
か
な
る
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

政
教
社
の
昭
和
期
の
活
動
を
扱
っ
た
業
績
に
は
、
都
築
七
郎
（
8
）

や
有
山
輝
雄
（
9
）

に
よ
る
成
果
が
あ
る
も
の
の
、
三
宅
雪
嶺
が
離
れ
て
か
ら
の

『
日
本
及
日
本
人
』
は
学
問
的
に
は
ほ
と
ん
ど
評
価
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
松
本
三
之
介
は
「
文
芸
方
面
で
は
大
正
十
三

年
の
復
刊
以
後
も
、
漢
詩
・
俳
句
・
和
歌
欄
が
中
心
を
な
し
、
そ
の
他
に
は
江
戸
時
代
の
文
芸
・
風
俗
な
ど
を
扱
っ
た
三
田
村
鳶
魚
の
寄

稿
や
児
玉
花
外
の
詩
な
ど
が
見
ら
れ
る
程
度
で
、
と
り
あ
ぐ
べ
き
程
の
も
の
も
見
出
せ
な
い
（
10
）

」
と
指
摘
し
、
山
田
博
光
は
「
雪
嶺
と
別
れ

て
か
ら
は
右
翼
化
の
傾
向
を
強
め
、
神
秘
的
国
体
論
や
戦
争
協
力
の
ウ
ル
ト
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
て
い
っ
た
。（
中
略
）
全
体

と
し
て
思
想
的
偏
向
が
著
し
く
、
文
芸
欄
も
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
（
11
）

」
と
断
じ
て
い
る
。
ま
た
、
本
山
幸
彦
の
見
解
の
よ
う
に
、「『
日
本

及
日
本
人
』
は
大
正
十
二
年
九
月
で
終
刊
。
翌
月
、
同
誌
の
後
身
と
し
て
雪
嶺
に
よ
り
個
人
雑
誌
『
我
観
』
が
創
刊
さ
れ
た
。
翌
年
、
三

井
甲
之
ら
が
創
刊
し
た
同
名
の
『
日
本
及
日
本
人
』
は
極
右
の
傾
向
雑
誌
で
関
係
は
な
い
（
12
）

」
と
し
て
、
政
教
社
が
大
正
十
三
年
か
ら
発
行

し
た
第
二
次
『
日
本
及
日
本
人
』
を
そ
れ
ま
で
の
『
日
本
及
日
本
人
』
の
後
継
誌
と
し
て
扱
う
事
を
忌
避
す
る
嫌
い
さ
え
あ
る
。
こ
れ
ら

の
指
摘
に
共
通
す
る
認
識
は
、
三
宅
雪
嶺
の
離
脱
に
よ
っ
て
初
期
の
『
日
本
人
』
か
ら
続
い
た
思
想
的
連
続
性
が
断
た
れ
た
と
見
做
し
て

い
る
点
で
あ
ろ
う
。

政
教
社
の
創
設
は
明
治
二
十
一
年
で
あ
っ
た
が
、
日
清
戦
争
の
終
結
し
た
明
治
二
十
八
年
頃
に
な
る
と
、
す
で
に
設
立
時
に
名
を
連
ね

た
メ
ン
バ
ー
の
中
で
政
教
社
に
留
ま
っ
て
い
た
人
物
は
三
宅
雪
嶺
だ
け
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
政
教
社
を
創
設
時
か
ら
支
え
て
き

た
三
宅
雪
嶺
が
大
正
十
二
年
に
退
社
し
た
出
来
事
を
も
っ
て
、
思
想
史
上
の
区
切
り
と
し
て
扱
う
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

一
四
五



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
七
六
）

い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
筆
者
も
思
想
史
上
の
枠
組
み
と
し
て
は
大
き
な
異
論
は
な
い
。
ま
た
、
専
攻
外
の
た
め
筆
者
は
判
じ
得
な
い

が
、
文
学
史
上
の
価
値
と
し
て
「
取
り
上
げ
る
べ
き
程
の
も
の
が
な
い
」
と
す
る
評
価
も
あ
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
思
想
史
や

文
学
史
の
視
座
で
は
な
く
、
政
教
社
の
活
動
を
政
治
史
や
メ
デ
ィ
ア
史
の
視
点
か
ら
眺
め
た
と
き
、
三
宅
退
社
以
後
の
政
教
社
の
活
動
は

決
し
て
無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
先
の
知
見
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
「
思
想
的
偏
向
が
著
し
い
」
こ
と
や
「
極
右
の
偏
向
雑
誌
」
で

あ
る
と
い
う
性
格
は
、
メ
デ
ィ
ア
史
上
の
枠
組
み
に
お
い
て
閑
却
す
べ
き
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
先
述
の
有
山
論
文

は
、
昭
和
期
を
含
む
『
日
本
及
日
本
人
』
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
特
質
を
「
言
論
と
同
人
」
の
視
点
か
ら
明
ら
か
に
し
た
稀
有
な
先
行
研

究
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
で
、
日
本
近
代
史
を
扱
っ
た
書
籍
の
中
に
は
、
三
宅
雪
嶺
が
退
社
し
た
後
の
政
教
社
の
活
動
に
関
し
て
も
、「
三
宅
雪
嶺
ら
の
創

設
に
な
る
政
教
社
（
13
）

」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
三
宅
雪
嶺
と
関
連
づ
け
て
記
述
さ
れ
る
例
が
み
ら
れ
る
。
三
宅
雪
嶺
は
政
教
社
を
去
っ
た
後
、

新
た
に
雑
誌
『
我
観
』
を
創
刊
し
て
自
ら
の
言
論
活
動
の
場
を
築
い
て
い
る
た
め
、
大
正
十
三
年
以
後
の
政
教
社
の
活
動
に
関
し
て
は
、

三
宅
雪
嶺
個
人
と
は
切
り
離
し
て
言
及
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
政
教
社
同
人
と
三
宅
雪
嶺
は
関
東
大
震
災
以
後
の
再
建
策
を
め
ぐ
っ
て
喧

嘩
別
れ
を
起
こ
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
活
動
に
鑑
み
て
も
両
者
を
同
じ
グ
ル
ー
プ
で
括
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
こ
う
し
た
用

例
を
正
す
意
味
に
お
い
て
も
、
三
宅
退
社
以
後
の
政
教
社
に
関
す
る
研
究
を
具
に
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
、
本
稿
で
は
と
く
に
昭
和
四
年
に
政
教
社
の
社
長
に
就
任
す
る
五
百
木
良
三
の
存
在
に
注
目
す
る
。
三
宅

雪
嶺
が
退
社
し
た
後
、
大
正
十
三
年
一
月
か
ら
は
井
上
亀
六
が
政
教
社
を
主
宰
し
、
政
教
社
の
経
営
を
五
年
余
り
務
め
た
。
し
か
し
、
井

上
は
第
二
次
『
日
本
及
日
本
人
』
の
発
刊
当
初
か
ら
厳
し
い
状
態
に
あ
っ
た
金
銭
面
で
の
苦
境
を
最
後
ま
で
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
政

教
社
は
経
営
の
立
て
直
し
を
迫
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
陰
に
陽
に
政
教
社
を
支
え
て
き
た
五
百
木
良
三
に
白
羽
の
矢
が
当
た
り
、
昭
和
四
年

一
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九
月
、
政
教
社
は
五
百
木
良
三
を
社
長
と
し
て
迎
え
た
の
で
あ
る
。

五
百
木
良
三
に
関
し
て
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
存
在
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
た
め
、
本
論
に
入
る
前
に
簡
単
に
説
明
を
加
え
て

お
き
た
い
。
五
百
木
良
三
は
、
明
治
二
十
年
代
後
半
か
ら
三
十
年
代
前
半
に
か
け
て
新
聞
『
日
本
』
の
記
者
と
し
て
健
筆
を
揮
っ
た
人
物

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
明
治
三
十
四
年
に
近
衛
篤
麿
か
ら
雑
誌
『
東
洋
』
の
編
集
長
と
し
て
割
愛
さ
れ
た
後
、
そ
の
雑
誌
『
東
洋
』
が
新
聞

『
日
本
』
に
合
流
す
る
形
で
日
本
新
聞
社
に
復
職
し
、
明
治
三
十
六
年
に
自
主
退
社
す
る
ま
で
同
紙
の
編
集
長
を
務
め
た
（
14
）

。
新
聞
『
日

本
』
の
一
部
社
員
と
雑
誌
『
日
本
人
』
が
合
流
し
て
『
日
本
及
日
本
人
』
が
発
刊
さ
れ
た
の
は
、
五
百
木
が
退
社
し
た
後
、
明
治
四
十
年

の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
新
聞
社
を
退
社
し
た
後
、
五
百
木
は
浪
人
の
立
場
か
ら
政
治
活
動
に
従
事
し
、
政
財
界
に
人
脈
を
広
げ
て
い
っ
た
。

例
え
ば
、
盟
友
と
し
て
小
川
平
吉
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
田
中
義
一
や
近
衛
文
麿
と
い
っ
た
首
相
ク
ラ
ス
の
政
治
家
と
も

親
交
を
深
め
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
、
本
稿
が
扱
う
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
主
要
人
物
に
関
す
る
説
明
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、

昭
和
四
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
政
教
社
の
活
動
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
な
お
、
本
文
中
に
お
い
て
、
現
代
で
は
差
別

的
表
現
と
さ
れ
る
呼
称
を
用
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
史
料
上
の
記
載
を
そ
の
ま
ま
紹
介
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
た
め
で
あ
り
、
筆

者
の
個
人
の
思
想
や
政
治
的
意
見
を
表
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

二
．
政
教
社
に
お
け
る
五
百
木
体
制
の
確
立
と
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
反
対
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

五
百
木
良
三
の
政
教
社
社
長
就
任
の
経
緯

大
正
十
二
年
、
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
東
京
都
神
田
区
鎌
倉
町
三
番
地
に
あ
っ
た
政
教
社
は
、
社
屋
焼
失
の
憂
き
目
に
遭
う
。
こ
の
震

一
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災
以
前
か
ら
経
営
的
困
難
に
陥
っ
て
い
た
『
日
本
及
日
本
人
』（
政
教
社
）
は
、
中
野
正
剛
ら
の
『
東
方
時
論
』（
東
方
時
論
社
）
と
合
併
す

る
こ
と
で
経
営
基
盤
の
安
定
を
図
ろ
う
と
模
索
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
経
営
再
建
策
を
め
ぐ
る
問
題
と
震
災
の
混
乱
と
が
重
な
り
、
三
宅

雪
嶺
と
井
上
亀
六
ら
政
教
社
同
人
と
の
間
に
意
見
の
対
立
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
三
宅
雪
嶺
は
政
教
社
を
離
れ
て
新
た
に

『
我
観
』
を
発
刊
し
、
政
教
社
は
翌
十
三
年
一
月
か
ら
第
二
次
『
日
本
及
日
本
人
』
の
刊
行
を
始
め
た
。
三
宅
雪
嶺
が
政
教
社
を
離
れ
た

経
緯
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
趣
旨
か
ら
外
れ
る
た
め
詳
述
す
る
遑
が
な
い
が
、
大
正
十
二
年
十
一
月
に
購
読
者
に
向
け
て
配
布
さ
れ
た
と

さ
れ
る
「『
日
本
及
日
本
人
』
愛
読
者
諸
君
に
告
ぐ
（
三
宅
雪
嶺
氏
と
絶
縁
の
顛
末
）」
と
い
う
文
章
か
ら
、
政
教
社
同
人
側
か
ら
見
た
内
紛

の
経
緯
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
文
章
は
『
日
本
及
日
本
人
』
三
十
九
号
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
追
記
」
と
し
て

「
我
が
政
教
社
の
為
め
旧
に
依
り
指
導
と
援
助
を
惜
ま
れ
ざ
る
杉
浦
重
剛
先
生
、
内
藤
鳴
雪
先
生
、
頭
山
満
先
生
、
国
分
青
崖
先
生
の
他

左
記
の
諸
君
が
三
宅
雪
嶺
氏
と
絶
縁
せ
し
同
人
の
心
事
を
諒
と
し
依
然
執
筆
援
助
を
諾
せ
ら
れ
し
は
同
人
の
深
く
感
激
す
る
所
也
」
と
あ

り
、
第
二
次
『
日
本
及
日
本
人
』
へ
の
協
力
者
と
し
て
上
記
四
名
の
他
、
後
に
政
教
社
社
長
と
な
る
五
百
木
良
三
を
含
む
八
十
四
名
が
連

記
さ
れ
て
い
る
。

執
筆
援
助
者
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
た
五
百
木
良
三
で
あ
る
が
、
実
際
に
井
上
亀
六
が
第
二
次
『
日
本
及
日
本
人
』
を
主
宰
し
た
時
期

に
五
百
木
が
寄
稿
し
た
の
は
「
正
岡
子
規
号
（
一
六
〇
号
（
15
）

）」
に
寄
せ
た
「
追
憶
断
片
」
の
一
篇
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
五

百
木
良
三
が
政
教
社
に
果
た
し
た
役
割
は
、
原
稿
の
執
筆
よ
り
も
多
大
な
も
の
が
あ
っ
た
。
ま
ず
五
百
木
は
、
政
教
社
後
援
会
の
発
起
人

と
な
り
経
営
難
の
救
済
に
助
力
し
て
い
る
（
16
）

。
さ
ら
に
、
五
百
木
は
政
教
社
に
事
務
所
の
場
所
を
提
供
し
て
い
る
。
当
時
、
五
百
木
良
三
は

城
南
荘
を
率
い
て
政
治
活
動
に
従
事
し
て
い
た
が
、
震
災
に
よ
っ
て
城
南
荘
も
焼
失
し
た
た
め
、
大
正
十
五
年
に
城
南
荘
の
新
事
務
所
を

芝
区
南
佐
久
間
町
二
丁
目
十
七
番
地
に
落
成
し
た
。
そ
の
建
物
の
空
き
フ
ロ
ア
を
、
政
教
社
に
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
政
教
社
は
そ
れ
ま

一
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で
、
震
災
後
の
再
刊
に
あ
た
り
四
谷
区
愛
住
町
四
十
七
番
地
に
仮
事
務
所
を
置
い
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
五
百
木
良
三
は
井
上
亀
六
時
代
の
『
日
本
及
日
本
人
』
に
対
し
て
、
社
外
か
ら
協
力
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
五
百

木
良
三
が
政
教
社
へ
事
務
所
を
提
供
す
る
に
至
っ
た
経
緯
は
詳
ら
か
に
し
得
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
様
子
を
関
係
者
の
記
録
か
ら
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
、
城
南
荘
に
所
属
し
て
い
た
松
林
亮
は
「
実
川
君
（
実
川
時
治
郎
：
引
用
者
註
）
や
我
々
が
同
志
と
し
て
参
加
し

て
い
た
城
南
荘
は
、（
中
略
）
芝
の
南
佐
久
間
町
の
新
築
事
務
所
に
移
っ
た
。
こ
の
事
務
所
の
二
階
を
政
教
社
に
貸
し
た
の
で
、
政
教
社

の
編
集
関
係
者
と
わ
れ
わ
れ
城
南
荘
の
連
中
と
は
以
前
よ
り
も
一
段
と
親
し
み
を
加
え
る
よ
う
に
な
っ
た
（
17
）

」
と
述
懐
し
て
い
る
。
ま
た
、

五
百
木
良
三
の
死
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
飄
亭
句
日
記
』
の
巻
末
附
録
「
小
伝
」
に
は
「
大
正
十
二
年
九
月
の
大
震
火
災
は
帝
都
の
半
を
焼

き
、
京
橋
日
吉
町
に
在
り
し
城
南
荘
も
、
神
田
鎌
倉
河
岸
に
在
り
し
政
教
社
も
共
に
厄
に
遭
へ
り
。
十
五
年
二
月
、
芝
南
佐
久
間
町
に
先

生
の
新
事
務
所
成
る
や
。
城
南
荘
同
人
は
階
上
に
拠
り
、
政
教
社
は
階
下
を
占
む
」
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
（
18
）

。
こ
の
よ
う
に
、
五
百
木

良
三
を
要
と
し
て
、
政
治
活
動
を
行
う
城
南
荘
と
雑
誌
『
日
本
及
日
本
人
』
を
発
行
す
る
政
教
社
と
が
同
居
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
構
成
員
が
接
近
し
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
政
教
社
の
活
動
を
方
向
づ
け
る
意
味
で
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。

五
百
木
良
三
の
城
南
荘
と
政
教
社
の
事
務
所
が
同
居
し
て
か
ら
三
年
後
の
昭
和
四
年
、
つ
い
に
政
教
社
の
経
営
に
行
き
詰
っ
た
井
上
亀

六
は
、
資
金
繰
り
の
た
め
に
政
財
界
に
顔
の
利
く
五
百
木
良
三
に
経
営
権
を
譲
る
こ
と
と
な
っ
た
。
新
し
く
政
教
社
の
社
長
と
な
っ
た
五

百
木
良
三
に
託
さ
れ
た
課
題
は
、
何
よ
り
も
経
営
を
立
て
直
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
五
百
木
は
政
教
社
を
引
き
受
け
る
に
あ
た

り
、
側
近
の
実
川
時
治
郎
に
資
金
の
調
達
を
行
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
資
金
集
め
の
成
果
は
、
昭
和
四
年
十
一
月
一
日
発
行
の
革
新
号
に
掲

載
さ
れ
た
「
祝
御
発
展
」
と
銘
打
た
れ
た
記
名
広
告
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
中
に
は
、
当
時
の
内
閣
総
理
大
臣
で
あ
る
濱
口
雄

幸
や
、
近
衛
文
麿
、
酒
井
忠
正
、
民
政
党
幹
事
長
の
富
田
幸
次
郎
、
政
友
会
幹
事
長
の
森
恪
な
ど
貴
衆
両
院
の
議
員
を
は
じ
め
、
外
交
官

一
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の
吉
田
茂
、
軍
部
の
財
部
彪
、
宇
垣
一
成
な
ど
各
界
あ
わ
せ
て
九
十
二
名
の
名
前
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
日

本
及
日
本
人
』
の
革
新
に
あ
た
り
、
広
く
資
金
が
収
集
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
政
教
社
が
主
張
す
る
政

治
的
立
場
と
は
相
反
す
る
人
物
も
含
ま
れ
て
お
り
、
恒
常
的
な
援
助
で
は
な
く
一
時
的
な
資
金
提
供
と
見
做
す
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
な

お
、
五
百
木
時
代
の
政
教
社
に
お
け
る
恒
常
的
な
資
金
援
助
者
に
関
し
て
は
、「
幹
部
の
実
川
時
治
郎
が
平
沼
（
騏
一
郎
：
引
用
者
註
、
以

下
同
様
）
と
懇
意
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
平
沼
の
紹
介
で
藤
山
雷
太
か
ら
資
金
を
得
、
そ
の
後
も
小
川
（
平
吉
）
や
あ
る
い
は
小
磯
（
国
昭
）

ら
陸
軍
の
一
部
か
ら
補
助
を
得
て
い
た
（
19
）

」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

井
上
亀
六
が
五
百
木
良
三
に
経
営
権
を
移
譲
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
関
係
者
の
回
想
等
を
も
と
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

井
上
時
代
か
ら
政
教
社
に
出
入
り
を
し
て
お
り
、
五
百
木
時
代
か
ら
『
日
本
及
日
本
人
』
の
編
集
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
柴
田
宵
曲
は
、

「
這
間
の
事
は
先
生
（
寒
川
鼠
骨
の
こ
と
：
引
用
者
註
）
の
奔
走
に
よ
っ
て
決
し
た
（
20
）

」
と
、
新
聞
『
日
本
』
時
代
か
ら
の
古
参
で
あ
っ
た
寒
川

鼠
骨
が
五
百
木
と
井
上
の
間
に
入
っ
て
取
り
ま
と
め
た
こ
と
を
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
の
寒
川
自
身
は
、
こ
の
経
緯
に
関
し
て
「
飄
亭
君

は
多
大
の
助
力
を
吝
ま
な
か
っ
た
が
、
経
営
は
震
火
前
の
如
く
な
ら
ず
頗
る
困
難
を
続
け
た
。
昭
和
四
年
迄
は
ど
う
に
か
持
続
け
た
が
相

当
に
草
臥
れ
だ
。
飄
亭
君
に
肩
代
わ
り
を
頼
み
、
君
は
頻
り
に
維
新
を
叫
ぶ
も
、
旗
幟
が
鮮
明
で
な
い
『
日
本
及
日
本
人
』
を
明
治
維
新

に
於
け
る
錦
の
御
旗
と
同
様
に
君
が
旗
幟
と
し
、
之
を
鮮
明
に
せ
よ
と
い
ふ
論
で
、
厭
と
い
ふ
の
に
無
理
に
背
負
は
せ
て
し
ま
っ
た
の
が

昭
和
四
年
九
月
で
あ
っ
た
（
21
）

」
と
述
懐
し
て
い
る
。

五
百
木
良
三
が
社
長
に
就
任
し
て
か
ら
、『
日
本
及
日
本
人
』
の
誌
面
に
は
い
く
つ
か
の
変
化
が
見
ら
れ
た
。
ま
ず
、
十
月
下
旬
に
井

上
亀
六
が
退
社
す
る
な
ど
、
政
教
社
を
離
れ
た
社
員
や
執
筆
者
が
い
た
。
当
時
の
様
子
に
つ
い
て
、
古
島
一
雄
は
「
そ
の
後
い
よ
い
よ

『
日
本
及
日
本
人
』
が
保
て
な
く
な
っ
て
五
百
木
瓢マ
マ

亭
が
入
っ
て
一
緒
に
や
っ
た
が
、
五
百
木
と
井
上
が
意
見
が
合
わ
ぬ
よ
う
に
な
っ
て

一
五
〇
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一
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か
ら
、
井
上
は
分
離
し
て
大
日
社
を
作
っ
た
（
22
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
昭
和
四
年
九
月
か
ら
『
日
本
及
日
本
人
』
へ
の
執
筆
が

途
絶
え
た
人
物
と
し
て
、
宅
野
田
夫
、
田
中
逸
平
、
中
野
刀
水
、
増
島
六
一
郎
、
斎
藤
澄
雄
、
馬
群
丹
、
雲
峯
人
ら
が
確
認
で
き
る
。
こ

の
う
ち
、
宅
野
・
田
中
・
中
野
・
増
野
に
つ
い
て
は
、
二
年
後
の
昭
和
六
年
に
井
上
亀
六
が
頭
山
満
や
杉
浦
重
剛
を
戴
い
て
創
刊
し
た
雑

誌
『
大
日
』
に
寄
稿
が
見
ら
れ
る
た
め
、
井
上
と
と
も
に
『
日
本
及
日
本
人
』
を
退
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、『
日
本
及
日
本

人
』
誌
上
に
お
い
て
「
半
月
雑
記
」・「
靈
犀
書
屋
雑
話
」・「
無
邪
思
野
雑
記
」
な
ど
の
コ
ラ
ム
を
連
載
し
て
い
た
田
中
逸
平
の
場
合
、

一
八
四
号
（
昭
和
四
年
九
月
一
日
発
行
）
の
寄
稿
が
最
後
と
な
っ
た
が
、
井
上
の
『
大
日
』
が
創
刊
さ
れ
る
と
、
こ
こ
に
再
び
「
無
邪
思
野

雑
記
」
の
連
載
を
は
じ
め
て
い
る
。
そ
の
中
で
田
中
は
、「
久
し
く
『
日
本
及
日
本
人
』
誌
上
に
、
生
活
の
余
瀝
に
過
ぎ
ざ
る
拙
稿
を
寄

せ
た
が
、
之
を
通
じ
て
幾
多
の
知
己
を
求
め
得
た
こ
と
を
感
謝
し
て
ゐ
る
。
一
昨
年
同
誌
の
変
革
と
与
に
、
予
の
文
縁
は
同
誌
に
無
く
な

つ
た
。
爾
来
一
年
有
半
我
が
生
活
は
頗
る
陰
鬱
な
る
日
月
を
続
け
来
つ
た
。
岩
戸
開
が
出
来
て
茲
に
『
大
日
』
出
現
と
与
に
再
び
『
大

日
』
誌
上
に
新
旧
有
縁
の
諸
君
に
見
ゆ
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
洵
に
更
生
の
感
が
あ
る
（
23
）

」
と
綴
っ
て
い
る
。
反
対
に
、
五
百
木
良
三
が

主
宰
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
広
が
っ
た
人
脈
は
、
小
磯
国
昭
や
小
川
平
吉
と
い
っ
た
軍
部
や
政
界
か
ら
の
寄
稿
者
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
五
百
木
良
三
は
「
政
教
講
座
」
と
い
う
会
員
組
織
を
新
設
し
て
い
る
。
一
八
七
号
（
昭
和
四
年
十
月
十
五
日
発
行
）
に
掲
載
さ
れ

た
社
告
に
は
、「
更
始
一
新
、
我
社
こ
ゝ
に
大
い
に
志
を
天
下
に
伸
べ
ん
と
す
る
に
当
り
、
先
づ
『
政
教
講
座
』
を
興
し
、
人
心
の
作
興
、

風
教
の
粛
清
に
努
め
ん
と
す
。
学
界
の
権
威
者
、
思
想
界
の
重
鎮
を
聘
し
て
高
遠
の
真
理
を
聴
く
は
勿
論
、
時
に
憂
国
慨
世
の
熱
論
を
聴

き
、
隠
れ
た
る
研
究
者
の
薀
蓄
を
傾
け
し
め
以
っ
て
君
国
に
資
す
る
あ
ら
ん
と
す
」
と
あ
り
、
月
一
回
の
講
演
を
開
催
す
る
会
員
組
織
の

設
立
を
打
ち
出
し
た
。
こ
の
会
員
組
織
の
発
足
の
着
想
に
関
係
し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
か
つ
て
五
百
木
良
三
は
『
日
本
』
記
者
時

代
に
、
山
本
瀧
之
助
が
立
ち
上
げ
た
日
本
青
年
会
と
い
う
読
者
組
織
の
設
立
に
関
与
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
（
24
）

。

一
五
一
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第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
八
二
）

こ
う
し
た
変
化
の
後
、
一
八
七
号
に
は
次
号
を
『
日
本
及
日
本
人
』
革
新
号
と
す
る
旨
の
社
告
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
の
一
八
八
号

（
昭
和
四
年
十
一
月
一
日
発
行
）
の
革
新
号
を
も
っ
て
『
日
本
及
日
本
人
』
が
本
格
的
に
五
百
木
体
制
の
編
集
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
（
25
）

。

五
百
木
良
三
は
政
教
社
の
社
長
に
就
任
し
た
後
、
牧
野
謙
次
郎
に
宛
て
た
書
簡
に
お
い
て
「
小
生
引
受
以
来
、
士
気
は
大
に
振
ひ
来
り
内

外
関
係
者
の
気
合
、
頗
る
合
致
し
居
候
故
、
こ
ゝ
一
年
位
奮
闘
せ
ば
恐
ら
く
復
活
の
域
に
達
す
べ
き
か
と
存
居
候
。
十
一
月
一
日
号
を
界

と
し
、
紙
面
全
然
一
変
の
方
針
に
有
之
、
内
は
天
皇
親
政
中
心
に
、
国
体
観
念
を
徹
底
せ
し
め
、
外
は
世
界
進
出
を
絶
叫
し
て
皇
国
の
使

命
を
示
教
致
度
考
に
御
座
候
（
26
）

」
と
述
べ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
五
百
木
の
誌
面
改
革
の
方
針
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

五
百
木
良
三
と
海
軍
軍
縮
国
民
同
志
会

昭
和
四
年
十
一
月
一
日
発
行
の
革
新
号
に
よ
っ
て
五
百
木
良
三
が
本
格
的
に
主
宰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
『
日
本
及
日
本
人
』
は
、
当
時

問
題
に
な
っ
て
い
た
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
会
議
に
反
対
す
る
運
動
に
取
り
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
が
ロ
ン
ド
ン
会
議
に
招
請
さ
れ
た

の
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
十
月
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
に
は
若
槻
礼
次
郎
を
全
権
と
す
る
こ
と
が
決
ま
り
、
全
権
団
の
出
発
を

月
末
に
控
え
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

十
一
月
二
十
五
日
、
頭
山
満
ら
二
百
余
名
の
発
起
に
よ
っ
て
海
軍
軍
縮
会
議
に
関
す
る
有
志
大
会
が
青
山
会
館
に
て
開
催
さ
れ
、
海
軍

軍
縮
国
民
同
志
会
が
発
足
し
た
（
27
）

。
こ
の
同
志
会
に
お
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
決
議
文
は
全
権
と
し
て
出
立
す
る
若
槻
礼
次
郎
に
手
交
さ
れ
た

が
、
そ
の
代
表
者
に
は
黒
龍
会
の
内
田
良
平
、
菊
池
武
夫
、
田
中
弘
之
、
田
鍋
安
之
助
、
末
永
一
三
ら
と
共
に
政
教
社
の
五
百
木
良
三
が

列
し
て
い
た
。

こ
れ
以
後
、
こ
の
海
軍
軍
縮
国
民
同
志
会
は
国
民
大
会
を
催
し
た
り
、
小
冊
子
を
刊
行
し
た
り
、
意
見
書
や
激
励
書
を
諸
方
面
に
提
出

一
五
二
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す
る
と
い
っ
た
活
動
を
行
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
五
百
木
良
三
は
積
極
的
に
関
与
し
て
い
る
。
海
軍
軍
縮
同
志
会
は
、

黒
龍
会
や
国
本
社
を
は
じ
め
所
謂
「
右
翼
」
陣
営
が
大
同
団
結
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
「
右
翼
」
団
体
が
歩
調
を

合
わ
せ
て
共
闘
す
る
例
は
そ
れ
ま
で
に
も
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
決
し
て
珍
し
い
動
き
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
日
露
戦
争

期
の
対
露
同
志
会
や
講
和
問
題
同
志
連
合
会
を
は
じ
め
、
宮
中
某
重
大
事
件
な
ど
に
際
し
て
も
連
携
し
た
動
き
を
見
せ
て
き
た
。
こ
れ
ら

の
活
動
に
は
、
つ
ね
に
頭
山
満
や
内
田
良
平
な
ど
と
と
も
に
五
百
木
良
三
も
名
を
連
ね
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
問
題

を
め
ぐ
っ
て
も
再
び
同
志
と
し
て
参
集
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
社
長
の
活
動
に
と
も
な
い
、
政
教
社
も
軍
縮
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
雑
誌
の
発
行
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
組
織
と
し
て
実
践
的

な
活
動
を
担
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
政
教
社
の
名
義
に
お
い
て
も
、
ロ
ン
ド
ン
会
議
批
判
大
会
（
昭
和
五
年
四
月
十
八
日
）

や
草
刈
少
佐
追
悼
会
（
後
述
）
を
主
催
し
、
反
対
運
動
の
急
先
鋒
と
し
て
知
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
問
題
を
め
ぐ
る
言
説

こ
こ
か
ら
は
政
教
社
の
雑
誌
『
日
本
及
日
本
人
』
が
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
問
題
に
関
し
て
、
い
か
な
る
言
説
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
か

を
、
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
個
別
の
事
例
を
扱
う
前
に
、
政
教
社
に
よ
る
軍
縮
問
題
を
め
ぐ
る
言
説
の
特
徴
を
概
観
し
て
お

き
た
い
。

ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
を
め
ぐ
る
批
判
的
言
説
は
、
ロ
ン
ド
ン
会
議
の
開
催
期
か
ら
条
約
の
批
准
ま
で
の
経
過
に
合
わ
せ
て
、
そ
の
内
容

も
変
化
し
て
お
り
、
い
く
つ
か
の
局
面
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
ロ
ン
ド
ン
で
会
議
が
行
わ
れ
て
い
る
期
間
は
、
こ

の
会
議
を
「
砲
火
を
交
へ
ざ
る
大
海
戦
（
28
）

」
と
位
置
付
け
て
、
そ
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
時
期
は
毎
号
主
張
欄
に
軍

一
五
三
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（
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四
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縮
問
題
に
関
す
る
論
説
を
載
せ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
寄
稿

や
署
名
記
事
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
政
教
社
社
員
の

平
田
晋
策
に
よ
る
キ
ャ
ッ
ス
ル
米
国
大
使
と
の
会
見
記
は
際
立
っ
た
存
在
感
を

示
し
て
い
る
。

同
誌
に
お
け
る
軍
縮
問
題
に
関
す
る
記
事
は
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
会
議
が

開
か
れ
て
い
る
と
き
よ
り
も
、
む
し
ろ
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
が
調
印
さ
れ
た
後

に
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
批
判
の
論
理
は
、
統
帥
権
の
干
犯
を
指
摘
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。「
今
次
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
は
、
殆
ん
ど
陛
下
の
帷
幄
機
関
を

完
全
に
無
視
し
去
っ
て
調
印
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
29
）

」
と
し
て
、
政
府
の
条
約

調
印
を
越
権
行
為
と
し
て
論
じ
た
。

政
界
や
軍
部
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
統
帥
権
を
め
ぐ
る
議
論
が
行
わ
れ
て

い
た
さ
な
か
、
寝
台
列
車
内
で
軍
令
部
参
謀
海
軍
少
佐
草
刈
英
治
が
割
腹
自
殺

を
す
る
と
い
う
事
件
が
発
生
す
る
。
遺
書
が
公
開
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
草

刈
少
佐
の
死
を
め
ぐ
っ
て
は
神
経
衰
弱
説
と
憤
死
説
と
が
唱
え
ら
れ
た
が
、『
日
本
及
日
本
人
』
で
は
草
刈
少
佐
の
死
を
ロ
ン
ド
ン
条
約

反
対
と
結
び
つ
け
て
「
忠
死
」
と
し
て
描
き
出
し
、
一
大
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
発
展
さ
せ
た
。

そ
の
後
、
条
約
が
枢
密
院
に
諮
詢
さ
れ
た
七
月
下
旬
か
ら
九
月
下
旬
に
か
け
て
、『
日
本
及
日
本
人
』
は
条
約
に
関
し
て
多
く
の
批
判

的
言
説
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
十
月
は
じ
め
に
枢
密
院
で
諮
詢
案
が
可
決
し
、
条
約
が
批
准
さ
れ
て
か
ら
は
、
こ
の
問
題
に

ロンドン海軍条約関連略年表

昭和 5年 1月20日 キャッスル大使来日

1月21日 ロンドン会議開会

4月22日 ロンドン海軍条約調印

4月23日 第58回帝国議会 開会

5月14日 第58回帝国議会 閉会

5月19日 財部海相帰京

5月20日 草刈少佐自殺事件

7月24日 条約 枢密院に諮詢

10月 1 日 枢密院 諮詢案可決

10月 2 日 条約批准

11月14日 濱口首相遭難事件

昭和 6年 1月 1日 ロンドン海軍条約公布
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関
す
る
記
事
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
す
こ
と
に
な
っ
た
。

キ
ャ
ッ
ス
ル
大
使
会
見
記

こ
こ
か
ら
は
、
政
教
社
が
条
約
反
対
運
動
の
中
で
フ
レ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
た
事
例
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
く
。
昭
和
五
年
当
時
、
一
部

の
新
聞
や
雑
誌
を
賑
わ
し
た
話
題
に
キ
ャ
ッ
ス
ル
事
件
が
あ
る
。
キ
ャ
ッ
ス
ル
事
件
と
は
、
ロ
ン
ド
ン
会
議
の
開
催
に
先
駆
け
て
来
日
し

た
キ
ャ
ッ
ス
ル
米
国
大
使
が
、
宣
伝
工
作
の
た
め
に
日
本
の
大
手
新
聞
を
買
収
し
、
世
論
操
作
を
行
っ
た
と
い
う
対
日
買
収
疑
惑
の
風
聞

で
あ
る
（
30
）

。
こ
の
事
件
は
、
時
事
新
報
の
伊
藤
正
徳
や
朝
日
新
聞
の
緒
方
竹
虎
を
巻
き
込
ん
だ
裁
判
沙
汰
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
。

キ
ャ
ッ
ス
ル
事
件
に
関
し
て
は
、『
新
聞
と
社
会
』
や
『
帝
国
新
報
』
の
宅
野
田
夫
の
活
動
を
中
心
に
、
佐
藤
卓
己
が
詳
細
な
研
究
を

行
っ
て
い
る
（
31
）

。
本
節
で
は
当
該
事
件
を
背
景
と
し
て
、『
日
本
及
日
本
人
』
が
キ
ャ
ッ
ス
ル
大
使
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
論
じ
て
い
た

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

キ
ャ
ッ
ス
ル
大
使
が
着
任
す
る
直
前
に
出
さ
れ
た
『
日
本
及
日
本
人
』
一
九
三
号
の
主
張
欄
に
は
、「
米
国
軍
縮
大
使
来
朝
の
目
的
」

と
題
さ
れ
た
論
説
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
す
で
に
以
下
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
。

キ
ャ
ッ
ス
ル
大
使
来
朝
の
目
的
如
何
と
云
ふ
に
、
公
表
せ
ら
れ
た
る
處
に
依
れ
ば
同
大
使
の
任
務
は
、
我
政
府
と
の
折
衝
以
外

に
廣
く
朝
野
の
顕
官
貴
紳
学
者
操
觚
者
等
と
接
触
交
驩
し
、
以
て
米
国
政
府
の
主
張
を
我
が
朝
野
に
諒
解
せ
し
め
ん
と
す
る
に

在
る
。
換
言
す
れ
ば
大
使
来
朝
の
真
目
的
は
宣
伝
に
存
す
る
。（
中
略
）

大
使
は
恐
ら
く
先
ず
我
国
論
の
最
軟
弱
地
点
に
向
つ
て
巧
妙
な
る
宣
伝
と
懐
柔
を
試
み
る
で
あ
ら
う
。
国
論
の
最
軟
弱
地
点
と

は
何
れ
ぞ
。
曰
く
、
一
部
の
実
業
家
、
操
觚
業
者
、
並
び
に
政
党
者
流
で
あ
る
。
華
府
に
於
い
て
米
国
に
呼
応
し
て
、
加
藤
全

一
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権
を
挟
撃
し
た
る
者
は
、
実
に
軽
佻
な
る
彼
等
実
業
家
、
操
觚
者
、
政
党
者
流
で
あ
っ
た
。
而
し
て
キ
ャ
ッ
ス
ル
大
使
着
京
の

後
、
此
の
一
角
よ
り
、
再
び
軟
弱
売
国
の
妄
論
の
出
づ
る
が
如
き
事
あ
ら
ん
か
、
国
民
は
果
し
て
如
何
な
る
感
懐
を
抱
く
可
き

で
あ
る
か
（
32
）

。

こ
の
よ
う
に
『
日
本
及
日
本
人
』
で
は
、
キ
ャ
ッ
ス
ル
大
使
の
着
任
以
前
か
ら
、
対
日
宣
伝
工
作
に
関
す
る
疑
念
を
書
き
た
て
て
い
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
キ
ャ
ッ
ス
ル
事
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
怪
情
報
の
火
元
が
『
日
本
及
日
本
人
』
で
あ
っ
た
可
能
性
」
が
高
い
と

の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
33
）

。
た
だ
し
、『
日
本
及
日
本
人
』
で
は
「
操
觚
界
の
買
収
」
に
関
す
る
記
事
は
ほ
と
ん
ど
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、

一
部
の
寄
稿
を
の
ぞ
い
て
見
る
べ
き
も
の
は
少
な
い
。
キ
ャ
ッ
ス
ル
事
件
が
一
部
の
新
聞
雑
誌
で
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
し
て
発
達
し
た
の
は
、

六
月
か
ら
七
月
頃
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
、
政
教
社
で
は
こ
の
頃
、
草
刈
少
佐
の
死
を
め
ぐ
る
別
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
傾
注
し

て
い
た
。
そ
の
た
め
、『
日
本
及
日
本
人
』
に
お
け
る
キ
ャ
ッ
ス
ル
大
使
に
関
す
る
言
説
に
お
い
て
は
、
所
謂
「
キ
ャ
ッ
ス
ル
事
件
」
に

関
す
る
も
の
よ
り
も
、
大
使
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
の
記
事
か
ら
、
そ
の
批
判
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

キ
ャ
ッ
ス
ル
大
使
が
着
任
し
て
か
ら
お
よ
そ
一
か
月
後
、
昭
和
五
年
二
月
十
七
日
に
政
教
社
を
代
表
し
て
平
田
晋
策
が
米
国
大
使
館
を

訪
ね
て
会
見
に
及
ん
だ
。
平
田
晋
策
は
、
の
ち
に
大
日
本
雄
辯
会
講
談
社
な
ど
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
未
来
戦
記
」
物
の
作
品
を
出
版
し
て

人
気
作
家
と
な
る
人
物
で
あ
る
。
二
時
間
に
渉
っ
た
と
い
う
会
見
の
様
子
は
、「
米
国
大
使
会
見
記
（
34
）

」
と
し
て
三
月
一
日
発
行
の
本
誌
に

九
頁
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
会
見
記
の
結
び
に
お
い
て
、
平
田
は
「
本
会
見
に
於
て
、
吾
人
に
は
大
な
る
収
穫
が
あ
つ
た
。

そ
れ
は
米
国
海
軍
の
目
標
が
我
国
で
あ
る
事
に
関
し
て
、
殆
ん
ど
大
使
を
し
て
弁
解
の
余
地
な
か
ら
し
め
た
一
事
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お

り
、
米
国
海
軍
が
対
日
戦
備
を
整
え
つ
つ
あ
る
と
の
持
論
を
展
開
し
た
。
こ
う
し
た
政
教
社
に
よ
る
取
材
活
動
に
関
し
て
、
西
園
寺
公
望

の
秘
書
を
務
め
て
い
た
原
田
熊
雄
は
、
三
月
十
日
時
点
の
口
述
内
容
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

一
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そ
の
後
米
国
は
海
軍
会
議
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
、
特
に
会
議
中
、
有
力
な
人
物
を
大
使
と
し
て
日
本
に
遣
は
し
て
東
京
に

駐
在
さ
せ
る
こ
と
に
決
め
、
キ
ャ
ッ
ス
ル
氏
（W

illiam
 R
. C
astle

）
が
選
任
さ
れ
た
。

　

こ
の
こ
と
を
聞
知
し
た
右
傾
団
の
判
ら
ず
屋
が
「
今
度
来
る
キ
ャ
ッ
ス
ル
大
使
は
黄
金
を
以
て
日
本
を
口
説
き
落
し
に
来
る

の
だ
」
と
言
つ
て
、
暴
挙
を
企
て
よ
う
と
す
る
者
さ
へ
あ
る
と
い
ふ
の
で
、
警
視
庁
も
非
常
に
心
配
し
て
、
大
使
の
横
浜
上
陸

の
時
に
は
こ
と
さ
ら
に
警
戒
を
固
く
し
て
事
な
き
を
得
た
。
キ
ャ
ッ
ス
ル
大
使
の
着
任
の
後
、
内
田
良
平
な
ぞ
と
轡
を
並
べ
る

浪
人
の
五
百
木
の
子
分
が
、
直
接
大
使
を
訪
ね
て
詰
問
に
及
ん
だ
と
こ
ろ
、
大
使
は
も
の
静
か
に
諄
々
と
軍
縮
会
議
の
使
命
を

話
し
、
結
局
日
米
の
親
善
、
世
界
の
平
和
、
人
類
の
幸
福
に
貢
献
す
べ
く
お
互
に
努
力
し
た
い
と
い
ふ
風
に
説
か
れ
た
の
で
、

そ
の
真
摯
な
態
度
と
誠
意
に
感
激
し
て
、
浪
人
ど
も
は
泣
い
て
喜
ん
で
帰
つ
て
来
て
「
キ
ャ
ッ
ス
ル
大
使
は
実
に
立
派
な
人
で

あ
る
」
と
、
さ
か
ん
に
大
使
の
人
格
を
賞
揚
し
た
（
35
）

。

先
の
会
見
記
に
お
い
て
平
田
は
「
大
使
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
キマ

マ

ヤ
ス
ル
氏
は
温
厚
篤
実
、
正
に
君
子
人
の
風
が
あ
つ
た
。
殊
に
如
何
な
る
難

問
に
対
し
て
も
敢
て
答
弁
を
避
け
様
さ
れ
な
か
つ
た
事
を
深
く
感
謝
す
る
」
と
記
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
記
述
か
ら
原
田
の
見
解
が
生
ま

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
平
田
は
大
使
の
人
格
を
称
し
な
が
ら
も
、
決
し
て
筆
鋒
を
緩
め
な
か
っ
た
。
実
際
、
平
田
は
「
米
国
全
権
大

使
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
キ
ャ
ッ
ス
ル
氏
／
同
一
等
書
記
官
ユ
ー
ヂ
ン
・
ド
ウ
マ
ン
氏
／
同
駐
在
武
官
海
軍
大
佐
ジ
ヨ
セ
フ
・
オ
ー
ガ
ン
氏
に
対

す
る
公
開
状
」
と
し
て
、
翌
号
（
三
月
十
五
日
発
行
）
に
「
日
米
和
戦
の
分
岐
点
」
と
題
し
た
十
六
頁
に
も
渉
る
論
説
を
掲
げ
、
補
助
艦
保

有
量
に
つ
い
て
「
対
米
六
割
」
で
は
日
本
の
安
全
は
保
障
さ
れ
な
い
こ
と
を
訴
え
る
と
と
も
に
、
日
米
の
衝
突
を
避
け
る
た
め
に
太
平
洋

の
制
海
権
を
平
衡
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
「
太
平
洋
分
権
論
」
や
「
比
律
賓
の
独
立
を
希
望
す
」
る
と
い
っ
た
持
論
を
披
瀝
し
た
（
36
）

。

そ
の
後
、
四
月
一
日
に
政
府
か
ら
回
訓
が
発
電
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
平
田
晋
策
は
再
び
米
国
大
使
館
を
訪
ね
て
ド
ー
マ
ン
一
等
書

一
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記
官
と
キ
ャ
ッ
ス
ル
大
使
と
の
会
見
を
果
た
し
、
そ
の
内
容
を
「
米
国
大
使
再
会
見
記
」
と
し
て
一
九
九
号
（
四
月
十
五
日
発
行
）
に
掲
載

し
た
。
こ
の
会
見
の
主
旨
は
、「
幣
原
外
相
が
海
軍
軍
令
部
の
反
対
を
無
視
し
て
、
屈
辱
的
回
訓
案
を
作
成
せ
る
原
因
は
、
三
月
二
十
日
、

英
国
大
使
チ
レ
ー
氏
よ
り
、
日
本
は
英
米
と
建
艦
競
争
を
為
す
決
心
あ
り
や
と
威
嚇
さ
れ
、
更
に
翌
二
十
一
日
、
米
国
大
使
キ
ャ
ッ
ス
ル

氏
が
、
米
国
空
軍
の
威
力
を
説
い
て
東
京
爆
撃
の
可
能
性
を
仄
め
か
せ
た
（
37
）

」
た
め
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
発
言
の
真
相
を
問
う
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ロ
ン
ド
ン
で
軍
縮
会
議
が
行
わ
れ
て
い
る
最
中
に
お
い
て
『
日
本
及
日
本
人
』
誌
上
で
は
、
米
国
大
使
の
発
言
を
直
接

引
き
出
し
て
、
条
約
の
底
意
を
探
り
出
す
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
批
判
的
言
説
は
主
と
し
て
米
国
へ
の
疑
念
を
呈
す
る
内

容
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
政
府
が
条
約
の
締
結
を
行
っ
て
以
降
は
、
統
帥
権
の
干
犯
問
題
と
い
う
視
座
か
ら
政
府
を
批
判
す
る
言
説
が
増

え
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
言
説
の
中
に
は
、
以
下
の
例
の
よ
う
に
、
国
民
を
鼓
舞
し
て
条
約
反
対
の
一
大
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

を
行
お
う
と
す
る
も
の
が
見
ら
れ
た
。

　

現
政
府
の
行
為
は
、
正
に
之
れ
、
国
體
に
戻
り
、
御
制
に
背
き
、
以
て
我
が
国
を
危
き
に
導
く
も
の
で
あ
る
。
三
十
萬
の
現

役
軍
人
及
び
八
百
萬
の
在
郷
軍
人
諸
君
。
兄
等
は
現
政
府
の
此
の
統
帥
権
侵
犯
を
黙
視
す
る
か
。
国
民
は
奮
起
し
て
、
我
が
帝

国
憲
法
の
尊
厳
を
護
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
現
政
府
の
行
為
を
責
め
、
且
つ
其
の
正
式
な
ら
ざ
る
所
謂
回
訓
案
な
る
も
の

に
よ
っ
て
決
定
せ
る
亡
国
的
条
約
の
、
批
准
拒
否
の

・

・

・

・

・

一・

大
運
動
を
興
し

・

・

・

・

・

・

、
偏
に
其
の
貫
徹
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
日
本
民
族

の
存
在
意
義
と
、
及
び
其
の
優
秀
性
の
発
揮
と
は
、
実
に
之
れ
此
の
行
に
あ
る
。
同
胞
よ
奮
起
せ
よ
。
今
や
現
政
府
の
詭
弁
な

ど
を
聞
い
て
ゐ
る
時
で
は
な
い
（
38
）

。（
圏
点
は
引
用
者
に
よ
る
）

こ
う
し
た
意
識
の
も
と
、
政
教
社
は
実
際
に
一
千
余
名
の
聴
衆
を
集
め
て
「
ロ
ン
ド
ン
会
議
批
判
大
会
」
を
主
催
し
、
そ
の
席
上
で
は

一
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平
田
晋
策
の
「
国
防
の
危
機
」、
本
多
熊
太
郎
の
「
ロ
ン
ド
ン
会
議
の
批
判
」
と
題
し
た
演
説
が
披
露
さ
れ
た
（
39
）

。
本
多
の
演
説
に
関
し
て

は
、
二
〇
〇
号
（
五
月
一
日
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
ロ
ン
ド
ン
会
議
批
判
」
に
そ
の
要
旨
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

草
刈
少
佐
の
「
憤
死
」
を
め
ぐ
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

「
ロ
ン
ド
ン
会
議
批
判
大
会
」
を
主
催
し
た
政
教
社
は
、
六
月
二
日
に
は
海
軍
軍
縮
同
志
会
と
大
乗
会
と
の
共
催
で
「
草
刈
少
佐
追
悼

会
」
を
行
い
、
八
百
余
名
が
こ
れ
に
参
列
し
た
（
40
）

。
五
百
木
良
三
は
小
川
平
吉
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
こ
の
追
悼
会
に
つ
い
て
触
れ
て
い

る
。
こ
の
書
簡
か
ら
は
、
五
百
木
が
条
約
反
対
運
動
に
ど
の
よ
う
な
見
通
し
を
有
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
略
）
数
日
中
に
開
催
の
参
議
官
会
議
に
て
は
海
相
孤
立
の
形
勢
に
て
、
最
高
部
の
意
思
決
定
と
共
に
必
然
財
部
は
辞
職
か
若

く
は
意
志
転
換
の
他
無
之
、
従
而
局
面
転
換
も
存
外
に
早
く
、
枢
府
の
手
を
待
た
ず
し
て
先
づ
崩
潰
の
段
取
と
相
成
る
も
の
と

存
候
。

（
中
略
）
一
寸
御
話
せ
し
草
刈
少
佐
の
追
悼
会
は
六
月
三マ

マ日
芝
青
松
寺
と
い
ふ
事
に
決
定
、
既
に
準
備
に
取
り
か
ゝ
り
申
候
。
就

而
は
老
台
よ
り
御
話
込
の
結
果
如
何
や
。
小
生
自
身
も
愈
々
行
詰
り
居
り
此
の
際
多
少
と
も
援
助
を
得
ば
好
都
合
に
御
坐
候
（
41
）

。

そ
の
死
を
悼
ま
れ
た
草
刈
英
治
と
は
、
明
治
二
十
四
年
生
ま
れ
の
海
軍
少
佐
で
、
昭
和
五
年
五
月
二
十
日
深
夜
、
富
士
駅
付
近
を
走
行

中
の
上
り
急
行
列
車
内
で
自
刃
し
た
人
物
で
あ
る
。
事
件
を
報
じ
た
当
時
の
新
聞
は
、「
氏
は
精
励
か
く
勤
な
典
型
的
士
官
で
軍
縮
会
議

開
催
以
来
は
数
ヶ
月
間
全
く
不
眠
不
休
で
研
究
に
力
め
つ
つ
あ
つ
た
が
軍
縮
問
題
に
対
し
て
は
非
常
な
強
硬
論
者
で
わ
が
根
本
方
針
た
る

三
大
原
則
が
容
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
決
裂
を
も
辞
せ
な
い
と
い
つ
た
主
張
を
持
つ
て
ゐ
た
、
従
つ
て
軍
縮
会
議
の
結
果
に
対
し
て
は
相
当
深

刻
な
不
満
を
持
つ
て
ゐ
る
ら
し
か
つ
た
（
42
）

」
と
報
じ
て
い
る
。
草
刈
少
佐
の
自
刃
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
憤
死
か
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
か
と
い
っ
た

一
五
九



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
九
〇
）

憶
測
が
飛
ん
だ
が
、
政
教
社
を
は
じ
め
ロ
ン
ド
ン
条
約
反
対
論
者
た
ち
は
、
こ
の
事
件
を
反
対
運
動
に
結
び
つ
け
て
利
用
し
て
い
っ
た
。

草
刈
少
佐
が
自
刃
し
た
直
後
の
『
日
本
及
日
本
人
』
二
〇
二
号
（
六
月
一
日
発
行
）
の
主
張
欄
で
は
、
草
刈
少
佐
に
つ
い
て
「
少
佐
が

近
時
我
が
国
防
上
の
重
大
危
機
に
臨
め
る
を
慨
し
、
国
家
の
前
途
を
深
憂
し
つ
ゝ
あ
っ
た
こ
と
は
、
抑
々
此
の
自
刃
を
促
が
し
た
る
最
大

原
因
で
あ
っ
た
（
43
）

」
と
端
倪
し
、
そ
の
死
が
人
生
観
上
の
煩
悶
に
帰
す
る
も
の
で
は
な
く
、
君
国
の
為
に
報
じ
た
「
忠
死
」
で
あ
る
と
し
て

セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
扱
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
翌
二
〇
三
号
（
六
月
十
五
日
発
行
）
と
二
〇
四
号
（
七
月
一
日
発
行
）
に
お
い
て
も
、
草
刈
少
佐
を
追
悼
す
る
特
集
を
組
ん
で

い
る
。
二
〇
三
号
で
は
、
故
人
の
論
文
「
忠
君
論
」
を
紹
介
し
た
ほ
か
、
海
軍
兵
学
校
の
同
期
で
あ
っ
た
小
西
干
比
古
に
よ
る
「
草
刈
少

佐
を
憶
ふ
」「
草
刈
英
治
君
の
最
期
」
を
掲
載
し
て
い
る
。
後
者
に
お
い
て
小
西
は
、
草
刈
少
佐
の
遺
書
を
引
い
て
い
る
が
、「
以
下
草
刈

英
治
ノ
眞
心
（
以
下
十
五
字
略
ス
）」
と
肝
心
の
自
刃
の
真
意
に
つ
い
て
は
公
開
し
て
い
な
い
。
小
西
に
よ
れ
ば
、「
今
此
の
事
は
、
軽
々

し
く
云
ふ
べ
き
で
な
い
。
事
は
余
り
に
生
々
し
く
、
心
は
騒
が
し
く
猶
更
に
深
く
沈
思
黙
考
す
る
必
要
を
感
じ
た
」
た
め
、
真
意
を
明
ら

か
に
す
る
の
は
「
諸
般
の
事
情
が
瞭
か
」
と
な
っ
て
か
ら
に
し
た
い
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
と
い
う
（
44
）

。
遺
書
の
後
半
部
分
は
、
そ
の
ま
ま

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
政
教
社
は
こ
れ
ら
の
記
事
や
故
人
の
遺
稿
や
書
簡
を
蒐
集
し
て
、
八
月
に
は
『
嗚
呼
草
刈
少
佐
』
と
題
し
た
単
行
本
を
出
版

し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
追
悼
会
と
い
っ
た
イ
ベ
ン
ト
や
出
版
物
を
通
し
て
、
政
教
社
は
草
刈
少
佐
を
忠
義
に
殉
じ
た
「
国
士
」
と
し
て
描

き
、
反
条
約
の
一
大
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
し
て
組
み
立
て
た
の
で
あ
る
。

一
六
〇



政
教
社
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
反
対
運
動
に
関
す
る
一
考
察
（
石
川
）

（
三
九
一
）

条
約
反
対
運
動
の
収
束

こ
の
よ
う
に
し
て
、「
雑
誌
『
日
本
及
日
本
人
』
は
倫
敦
会
議
開
催
以
来
、
最
も
強
硬
な
る
意
志
を
持
し
、
毎
号
政
府
当
局
の
弱
腰
を

難
詰
し
（
45
）

」
続
け
て
い
っ
た
が
、
二
〇
五
号
（
七
月
十
五
日
発
行
）
で
は
、
光
流
斎
に
よ
る
「
秘
中
秘
話
（
果
然
軍
縮
問
題
は
現
内
閣
の
致
命

傷
）」
が
当
局
の
忌
諱
に
触
れ
て
、
発
売
頒
布
禁
止
の
処
分
を
課
せ
ら
れ
る
と
い
っ
た
筆
禍
を
起
こ
し
て
い
る
。

こ
の
頃
に
な
る
と
、
条
約
反
対
運
動
も
大
詰
め
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
濱
口
首
相
は
七
月
二
十
四
日
に
葉
山
の
御
用
邸

に
伺
候
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
を
枢
密
院
に
諮
詢
さ
れ
る
よ
う
に
天
皇
に
願
い
出
で
、
条
約
の
論
議
の
場
が
枢
密
院
へ
と
移
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
七
月
二
十
六
日
に
海
軍
軍
縮
同
志
会
は
「
倫
敦
軍
縮
条
約
ニ
関
シ
テ
枢
府
諸
公
ニ
呈
ス
ル
書
（
46
）

」
と
題
し
た

陳
情
書
を
ま
と
め
て
い
る
。

こ
の
陳
情
書
の
中
に
は
、「
政
府
当
局
ハ
新
聞
紙
上
ノ
論
調
及
ビ
所
謂
全
権
歓
迎
会
等
ノ
各
地
ニ
行
ハ
ル
ヽ
ノ
状
態
ヲ
挙
ゲ
テ
、
輿
論

ガ
軍
縮
ニ
賛
成
ス
ル
ノ
実
証
ナ
リ
ト
称
シ
ツ
ヽ
ア
リ
ト
雖
モ
、
其
ノ
内
容
ハ
、
新
聞
記
者
ヲ
買
収
シ
、
或
ハ
御
用
学
者
ヲ
使
嗾
シ
テ
熾
ニ

其
ノ
論
説
並
ニ
報
道
ヲ
曲
筆
シ
、
若
ク
ハ
与
党
を
駆
リ
テ
無
知
ナ
ル
人
数
ヲ
傭
ヒ
来
リ
、
以
テ
其
ノ
所
謂
輿
論
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
製
造
シ
タ
ル

ニ
過
ギ
ズ
」
と
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
論
理
に
よ
る
政
府
批
判
の
言
説
が
見
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
上
で
、「
此
際
頼
ム
ベ
キ
ハ
唯
ダ
枢

府
諸
公
ノ
在
ル
ア
ル
ノ
ミ
ニ
候
」、「
伏
シ
テ
冀
ク
ハ
誠
忠
賢
明
ナ
ル
御
決
断
ニ
ヨ
リ
、
大
斧
一
下
、
国
防
ヲ
危
殆
ノ
巌
頭
ヨ
リ
救
ヒ
統
帥

ノ
大
権
ヲ
萬
々
歳
ニ
確
立
セ
ラ
ル
ヽ
様
」
に
と
、
枢
府
に
条
約
の
破
棄
を
訴
え
た
の
で
あ
っ
た
。

審
査
委
員
会
が
開
か
れ
、
政
府
と
枢
府
の
間
で
は
げ
し
い
応
酬
が
行
わ
れ
て
い
る
さ
な
か
、
政
教
社
は
『
日
本
及
日
本
人
』
二
〇
九
号

（
昭
和
五
年
九
月
十
五
日
発
行
）
を
「
倫
敦
条
約
破
棄
号
」
と
冠
し
て
、
特
集
を
組
ん
で
い
る
。
こ
の
号
に
は
、
山
田
耕
三
「
外
交
上
よ
り

倫
敦
条
約
破
棄
を
論
ず
」、
日
高
瓊
々
彦
「
倫
敦
条
約
破
棄
論
」、
筑
紫
熊
七
「
倫
敦
条
約
調
印
に
伴
ふ
三
大
問
題
に
対
す
る
所
見
」
と

一
六
一
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四
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月
）

（
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九
二
）

い
っ
た
論
説
の
他
、
左
の
一
覧
に
示
す
よ
う
に
「
倫
敦
条
約
破
棄
論
」
と
題
し
た
特
集
に
お
い
て
条
約
反
対
論
者
五
十
三
名
の
寄
稿
文
が

掲
載
さ
れ
て
お
り
、
政
教
社
に
よ
る
条
約
反
対
運
動
の
最
大
の
山
場
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
周
知
の
と
お
り
、
こ
う
し
た
反
対
運
動
は
実
を
結
ぶ
こ
と
な
く
、
十
月
一
日
に
は
枢
密
院
で
諮
詢
案
が
可
決
さ
れ
、
条
約
の

批
准
が
決
す
る
。
こ
う
し
て
、
政
教
社
の
条
約
反
対
運
動
は
敗
北
に
終
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

『日本及日本人』209号「倫教条約破棄論」寄稿者一覧
寄 稿 者 論　題
東郷吉太郎 条約批准拒絶は却つて帝国の威信を世界に布く所以
蜷川　新 国家は条約を拒否する権利あり
石川潔太 御批准は断じて拒絶すべし
川田　功 国民は売られ国家は毒せらる
宮村暦造 一政党重きか国家重きか
磯部彌一郎 枢府の公明正大に期待す
鈴木鷲山 ロンドン条約は断々乎として排棄せよ
酒井勝軍 条約破棄の英断は神託
山田武吉 国際平和の虚名に斯かるゝ勿れ
淺野正恭 武甕雷神の武力解決あるのみ
小玉呑象 萬国に卓絶せる光輝を発揮せよ
佐藤　忍 御批准拒絶の外に日本の活くべき途なし
佐藤清勝 統帥権干犯の重大責任
山澤康助 速かに倫敦条約を破棄すべし
伊藤松雄 趙宗和を以て国を誤るは一大戒鑑なり
武富邦鼎 国防のこと深憂に堪へず
松田福松 我が三個の信条
忽滑谷快天 軍縮条約の成立は郤て国際信義に反す
小久保喜七 呈伊東伯次丁卯解嘲韻
大谷七郎 日米一戦の外更生の途なし
福田一郎 特に潜水艦に就て
中島　武 長袖者流当に国事を誤る
金子　直 国を思ふの熱誠足らず
匝瑳胤次 ロンドン条約破棄すべし
奥平俊蔵 倫敦条約破棄論
押川　清 七割主張が既に卑屈なり
石川諒一 孟子の所謂る政を以て人を殺すもの
加藤壮太郎 比率に拘泥したるは抑々の誤なり
小山田剣南 破棄するも国際信義に背かず
松村介石 ロンドン条約を破棄せよ
安井正太郎 未だ嘗てなき不祥事
阪東宣雄 国民精神を緊張せしむるの好機
高橋節雄 一九三〇年に火縄筒の条約
松下東治郎 ロンドン条約案は断然破棄すべし
無名将軍 政府及国民は一大決心を要す
久木独石馬 新聞界に関する恐るべき風聞
谷田繁太郎 批准すべからざる七大理由
阿部誠雄 批准拒絶は国防上当然の帰結
森山慶三郎 批准権は空名に非ず
児玉花外 葉よりも前に
田中耕太郎 倫敦会議を指導せる我外務当局の主義思想
廣瀬閑山 当今の急務は統帥権確立にあり
中島資朋 当世の事「憤」の一字に尽く
竹内重利 故八代将軍の倫敦条約反対
岩崎清七 明治天皇の御成徳を偲び奉る
原　道太 小節の信義を棄てゝ速にロンドン条約を破棄せよ
建部遯吾 託名正義敢批背籍口平和還扼喉
長澤直太郎 国防を破壊しては降参の外なし
中谷武世 実質的条約破棄の捷径
田鍋安之助 御諮詢府を欺く濱口首相
石田銈吉 帝国全権の不覚
筑紫熊七 倫敦条約所見に関する補記
上泉徳彌 倫敦条約破棄すべし
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政
教
社
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
反
対
運
動
に
関
す
る
一
考
察
（
石
川
）

（
三
九
三
）

三
．
政
教
社
の
転
機 

│ 

結
び
に
代
え
て 

│

こ
こ
ま
で
、
明
治
初
期
に
お
け
る
政
教
社
の
変
革
と
、
同
社
が
行
っ
た
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
反
対
運
動
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。

政
教
社
は
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
問
題
の
以
前
か
ら
、
評
論
活
動
に
と
ど
ま
ら
ず
実
践
的
な
政
治
活
動
に
参
画
し
て
き
た
過
去
が
あ
る
。

例
え
ば
、
明
治
期
の
対
外
硬
運
動
は
、
中
で
も
最
も
有
名
な
活
動
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
本
業
は
あ
く
ま
で
も

雑
誌
『
日
本
及
日
本
人
』
や
諸
出
版
物
を
刊
行
す
る
出
版
社
で
あ
る
。
こ
の
出
版
事
業
の
経
営
が
行
き
詰
っ
た
昭
和
四
年
に
、
政
治
活
動

を
主
体
と
す
る
城
南
荘
グ
ル
ー
プ
を
率
い
て
五
百
木
良
三
が
再
建
に
あ
た
っ
た
こ
と
は
、
政
教
社
が
実
践
的
な
政
治
活
動
に
よ
り
関
与
し

て
い
く
転
換
点
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
五
百
木
良
三
の
社
長
就
任
は
、
政
教
社
の
中
に
政
治
運
動
を
担
う
一
派
が
流
入
す
る
契
機
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
両
者
は
大
正
十
五
年
か
ら
同
じ
建
物
内
に
事
務
所
を
構
え
て
お
り
、
す
で
に
人
的
な
交
流
が
行
わ
れ
て
い
た
。

五
百
木
良
三
が
政
教
社
の
社
長
に
就
任
し
た
時
期
と
同
じ
、
昭
和
四
年
九
月
に
政
教
社
に
入
社
し
た
阿
部
里
雪
は
「
南
佐
久
間
町
時
代

に
お
け
る
政
教
社
の
思
い
出
と
し
て
、
今
で
も
一
番
私
の
頭
に
深
く
こ
び
り
つ
い
て
い
る
の
は
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
当
時
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
時
は
政
教
社
が
全
力
を
挙
げ
捨
て
身
に
な
っ
て
活
躍
し
た
。
編
集
の
方
も
、
政
治
運
動
派
の
方
も
一
つ
に
な
っ
て
活
躍
し
た
。（
中

略
）
政
教
社
の
雑
誌
の
収
入
、
雑
誌
以
外
の
収
入
も
ほ
と
ん
ど
大
部
分
は
こ
の
運
動
の
方
に
消
費
さ
れ
た
（
47
）

」
と
、
社
を
挙
げ
た
総
力
戦
で

臨
ん
で
い
た
様
子
を
述
べ
て
い
る
。
結
果
的
に
見
て
、
こ
の
総
力
を
挙
げ
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
敗
北
に
終
わ
っ
た
こ
と
は
、
五
百
木
良
三

の
改
革
に
よ
っ
て
一
旦
は
上
向
き
か
け
た
政
教
社
の
経
営
状
況
が
、
再
び
苦
境
に
陥
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
敗
北
が
、
そ
の
後
の

政
教
社
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
と
な
っ
た
の
か
、
一
考
察
を
加
え
て
本
稿
の
結
び
に
代
え
た
い
。

ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
反
対
運
動
に
お
い
て
は
、
五
百
木
良
三
は
海
軍
軍
縮
同
志
会
な
ど
の
実
践
的
な
政
治
活
動
を
中
心
に
携
わ
っ
て
お

一
六
三
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経
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第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
九
四
）

り
、『
日
本
及
日
本
人
』
の
編
集
に
積
極
的
に
関
与
し
た
様
子
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
言
論
面
に
お
け
る
活
動
は
編
集
長
の
雑
賀
博
愛
や

平
田
晋
策
に
任
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
前
掲
の
阿
部
里
雪
の
言
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

阿
部
は
当
時
に
つ
い
て
「
飄
亭
先
生
は
い
つ
も
超
然
と
し
て
編
集
の
方
に
は
あ
ま
り
口
出
し
を
し
な
か
っ
た
。
編
集
の
方
に
注
意
し
だ
し

た
の
は
神
田
の
猿
楽
町
に
移
っ
て
か
ら
以
後
の
事
で
あ
り
、
終
わ
り
に
は
自
ら
筆
を
執
っ
て
主
張
を
毎
月
書
く
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ

は
い
よ
い
よ
後
の
事
だ
っ
た
（
48
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
の
誌
面
に
鑑
み
る
と
、
五
百
木
良
三
が
『
日
本
及
日
本
人
』
誌
上
に
自
ら
の
主
張

を
頻
繁
に
掲
載
し
始
め
る
の
は
昭
和
十
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
寒
川
鼠
骨
も
、『
日
本
及
日
本
人
』
時
代
の
五
百
木
良
三
に
つ
い
て
、

「
尤
も
初
め
は
他
に
代
筆
さ
せ
た
が
後
に
は
自
ら
筆
を
取
っ
た
も
の
だ
（
49
）

」
と
述
べ
て
お
り
、
社
長
就
任
当
初
は
ほ
と
ん
ど
誌
面
に
直
接
関

与
し
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

五
百
木
良
三
は
、
昭
和
十
年
九
月
に
再
び
誌
面
の
革
新
を
行
い
、
そ
れ
ま
で
一
日
と
十
五
日
に
発
行
す
る
半
月
刊
誌
で
あ
っ
た
も
の
を

毎
月
一
日
に
一
回
発
行
す
る
月
刊
誌
に
改
め
て
い
る
。
五
百
木
の
昭
和
十
年
九
月
一
日
付
の
日
記
に
は
、「『
日
本
及
日
本
人
』
革
新
号
出

づ
、
改
革
後
の
第
一
巻
、
内
容
一
新
（
50
）

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
誌
面
改
革
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
巻
頭
を
飾
っ
て
い
た
「
題
言
」
を

廃
し
、
主
張
欄
を
巻
頭
に
掲
げ
る
よ
う
に
変
更
し
て
お
り
、
毎
号
こ
こ
に
五
百
木
良
三
の
名
で
論
説
を
載
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
頃
、

五
百
木
良
三
は
天
皇
機
関
説
を
排
撃
す
る
運
動
に
関
与
し
て
お
り
、『
日
本
及
日
本
人
』
誌
上
に
お
い
て
積
極
的
に
こ
の
問
題
を
追
及
す

る
た
め
に
、
自
ら
主
筆
を
兼
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

編
集
に
口
出
し
す
る
こ
と
を
控
え
て
い
た
五
百
木
良
三
は
、
な
ぜ
後
に
な
っ
て
自
ら
主
張
欄
に
名
前
を
出
し
て
毎
号
論
説
を
認
め
る
よ

う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
後
に
勃
興
す
る
国
體
明
徴
運
動
が
、
五
百
木
良
三
ら
に
と
っ
て
は
軍
縮
問
題
で
辛
酸
を
嘗
め

さ
せ
ら
れ
た
所
謂
「
自
由
主
義
」
陣
営
に
対
す
る
復
仇
に
類
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
義
主
張
か
ら
し
て
決
し
て
負
け
る
こ
と
の
許
さ

一
六
四
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れ
な
い
論
争
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
国
體
明
徴
運
動
が
山
場
を
迎
え
る
昭
和
十
年
を
機
に
、『
日
本
及
日
本
人
』

が
完
全
に
五
百
木
良
三
の
政
治
活
動
の
機
関
誌
的
存
在
と
な
る
背
景
に
は
、
昭
和
五
年
に
お
け
る
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
反
対
運
動
の
敗
北

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
昭
和
十
年
以
降
の
同
誌
は
五
百
木
良
三
の
活
動
と
一
体
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
、
決
し
て
過
言
で

は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
昭
和
十
二
年
六
月
に
五
百
木
が
死
去
し
た
後
、
屋
台
骨
を
失
っ
た
『
日
本
及
日
本
人
』
は
重
松
清
行
に
よ
っ
て

一
旦
引
き
継
が
れ
る
も
の
の
、
し
ば
ら
く
そ
の
方
向
性
を
定
め
る
こ
と
が
出
来
ず
、
新
た
な
体
制
（
社
長
国
分
青
崖
、
主
幹
入
江
種
矩
、
主

筆
雑
賀
博
愛
）
を
築
く
ま
で
に
半
年
以
上
を
要
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

五
百
木
が
主
宰
し
た
時
期
の
『
日
本
及
日
本
人
』
の
主
張
を
現
代
の
視
点
か
ら
読
み
解
け
ば
、
決
し
て
高
く
評
価
で
き
る
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
本
稿
で
見
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
昭
和
初
期
に
あ
っ
て
軍
部
や
政
府
を
鞭
撻
す
る
側
に
あ
っ
た
言
論
が
、
い
か
な
る
論
理

を
持
っ
て
主
張
さ
れ
た
の
か
を
知
る
た
め
の
、
よ
す
が
を
示
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
期
に
政
教
社
と
共
に
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を

行
っ
た
諸
政
治
団
体
も
機
関
紙
を
発
行
し
て
は
い
た
が
、
そ
も
そ
も
発
行
部
数
が
僅
か
で
あ
っ
た
た
め
か
、
ま
と
ま
っ
て
現
存
す
る
史
料

が
少
な
い
。
そ
の
た
め
、
現
代
に
お
い
て
も
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
な
第
二
次
『
日
本
及
日
本
人
』
は
、
史
料
と
し

て
も
貴
重
な
存
在
で
あ
り
大
い
に
活
用
さ
れ
る
べ
き
雑
誌
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
同
誌
は
こ
れ
ま
で
に
も
政
治
史
な
ど
の
分
野
で
参
照
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
は
じ
め
に
問
題
の
所
在
を
提
示
し
た
よ
う
に
、
同
誌
の
位
置
づ
け
は
学
問
的
に
曖
昧
な
ま
ま
に
さ
れ
て
き
た
。

ま
た
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
軍
縮
反
対
運
動
を
は
じ
め
、
所
謂
「
右
翼
」
陣
営
に
よ
る
政
治
活
動
に
関
し
て
は
、
現
代
の
私
た
ち
の
視

点
か
ら
見
れ
ば
反
省
す
べ
き
過
去
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
実
際
、
そ
れ
ら
の
活
動
を
主
題
と
し
た
先
行
研
究
の
多
く
は
教
訓
的
な
視
座
を

持
っ
て
こ
れ
ら
を
論
じ
て
き
た
。
こ
う
し
た
視
座
も
も
ち
ろ
ん
重
要
で
は
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
右
翼
」
に
よ
る
圧
力
に
抵
抗
し
た
人
物

の
側
に
ば
か
り
関
心
が
集
ま
り
、
戦
前
日
本
の
社
会
に
超
国
家
主
義
的
な
思
潮
を
瀰
漫
さ
せ
た
「
右
翼
」
側
の
研
究
が
閑
却
さ
れ
る
と
い

一
六
五



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）
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）

う
背
理
的
状
況
に
陥
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
51
）

。
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
近
年
、「
右
翼
」
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
果
た
し
た
役

割
を
再
検
討
す
る
論
考
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
終
戦
か
ら
七
十
年
近
く
が
経
っ
た
今
、
戦
前
の
「
右
翼
」
的
言
説
を
先

入
観
な
し
に
分
析
し
直
す
こ
と
は
、
日
本
の
近
代
史
を
多
角
的
に
と
ら
え
る
作
業
と
し
て
今
後
さ
ら
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も

「
右
翼
」
と
い
う
概
念
自
体
が
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
多
様
な
言
論
空
間
を
単
純
な
二
項
対
立
の
枠
組
み
に
縛
り
付
け
る
虞
か
ら
、
実

り
の
多
い
議
論
を
生
む
概
念
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
「
右
翼
」
で
あ
る
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
に
よ
っ
て
閑
却
さ
れ
て
し

ま
っ
た
言
論
活
動
│
出
版
活
動
だ
け
で
な
く
実
践
的
な
社
会
運
動
を
も
含
む
│
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

こ
う
し
た
作
業
に
よ
っ
て
一
側
面
で
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
当
該
時
期
の
社
会
思
潮
を
、
詳
細
に
捉
え
直
す
こ
と
が
可
能
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
本
稿
が
明
ら
か
に
し
た
知
見
は
、
そ
の
よ
う
な
作
業
の
一
部
を
担
う
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
昭
和
初
期
の
政
教
社
に
関
し

て
メ
デ
ィ
ア
史
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
意
義
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

〈
注
〉

（
1
） 

雑
誌
『
日
本
及
日
本
人
』
は
、
明
治
四
十
年
に
新
聞
『
日
本
』
の
一
部
社
員
と
雑
誌
『
日
本
人
』
が
合
流
し
て
誕
生
し
た
雑
誌
で
あ
る
。
そ
の

背
景
と
し
て
、
明
治
三
十
九
年
に
陸
羯
南
か
ら
日
本
新
聞
社
の
経
営
権
を
譲
り
受
け
た
伊
藤
欽
亮
が
実
施
し
た
紙
面
改
革
に
旧
来
の
社
員
が
反
発
し
、

連
袂
退
社
し
て
雑
誌
『
日
本
人
』
を
発
行
す
る
政
教
社
に
合
流
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も

と
に
誕
生
し
た
た
め
、『
日
本
及
日
本
人
』
は
『
日
本
人
』
の
通
号
を
引
き
継
い
で
お
り
、
創
刊
号
は
四
五
〇
号
（
明
治
四
〇
年
一
月
一
日
発
行
）

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
『
日
本
及
日
本
人
』
は
八
六
九
号
（
大
正
十
二
年
九
月
一
日
発
行
）
を
も
っ
て
休
刊
と
な
り
、

折
か
ら
の
経
営
再
建
策
を
め
ぐ
っ
て
政
教
社
内
で
主
筆
の
三
宅
雪
嶺
と
会
計
の
井
上
亀
六
が
対
立
し
、
三
宅
雪
嶺
は
政
教
社
を
辞
め
て
新
し
く
雑
誌

『
我
観
』
を
創
刊
す
る
こ
と
と
な
る
。
一
方
、
残
さ
れ
た
政
教
社
同
人
は
、
大
正
十
三
年
か
ら
新
た
に
第
二
次
『
日
本
及
日
本
人
』
を
発
行
し
た
。

一
六
六
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ド
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察
（
石
川
）

（
三
九
七
）

政
教
社
同
人
が
再
興
し
た
こ
の
雑
誌
の
表
題
は
、
正
確
を
期
せ
ば
『
日
本
及
日
本
人
』
か
ら
『
月
刊
日
本
及
日
本
人
』
へ
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
本
稿
で
は
三
宅
雪
嶺
時
代
と
の
区
切
り
を
明
確
に
す
る
た
め
、
便
宜
上
、
後
者
を
第
二
次
『
日
本
及
日
本
人
』（
対
比
す
る
必
要
の
な
い
文

脈
で
は
単
に
『
日
本
及
日
本
人
』）
と
呼
称
す
る
。
こ
れ
は
、
第
一
次
『
日
本
及
日
本
人
』
の
変
遷
前
誌
で
あ
る
『
日
本
人
』
が
、
一
般
に
第
一
次

か
ら
第
三
次
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
倣
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
の
発
行
頻
度
に
鑑
み
て
も
、
同
誌
は
「
月
刊
」
と
冠
し
つ
つ
も
昭
和
十
年

八
月
ま
で
は
月
二
回
発
行
の
半
月
刊
誌
の
状
態
で
あ
っ
た
。
同
誌
の
判
型
は
Ｂ
五
判
で
、
昭
和
初
期
の
発
行
部
数
は
概
ね
三
〇
〇
〇
〜
四
〇
〇
〇
部

程
度
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
第
二
次
『
日
本
及
日
本
人
』
は
継
続
前
誌
の
通
号
を
引
き
継
が
ず
に
三
十
九
号
（
大
正
十
三
年
一
月
一
日
発
行
）
と
い
う

半
端
な
号
数
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
数
字
は
前
誌
で
連
載
し
て
い
た
「
新
聞
欄
」
の
回
数
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
同
誌
は
そ
の
後
、

四
四
〇
号
（
昭
和
二
〇
年
二
月
八
日
発
行
）
ま
で
発
行
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
戦
後
に
お
い
て
も
同
名
の
雑
誌
が
再
び
関
係
者
か
ら
発
行
さ

れ
て
い
る
。

（
2
） 

枚
挙
に
遑
が
な
い
が
、
伊
藤
隆
『
昭
和
初
期
政
治
史
研
究
│
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
問
題
を
め
ぐ
る
諸
政
治
集
団
の
対
抗
と
提
携
』
東
京
大
学
出

版
会
（
一
九
六
九
年
）、
加
藤
陽
子
「
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
問
題
の
論
理
」『
戦
争
の
論
理
』
勁
草
書
房
（
二
〇
〇
五
年
）、
関
静
雄
『
ロ
ン
ド
ン
海

軍
条
約
成
立
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
（
二
〇
〇
七
年
）
か
ら
は
、
と
く
に
示
唆
を
得
た
。
こ
の
他
に
も
多
く
の
先
行
研
究
の
知
見
に
刺
激
を
受
け
た

が
、
そ
れ
ら
に
関
し
て
は
随
時
引
用
箇
所
に
お
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
、
紙
幅
の
都
合
上
、
参
考
文
献
一
覧
は
付
さ
な
い
。

（
3
） 

佐
藤
卓
己
「
キ
ャ
ッ
ス
ル
事
件
を
め
ぐ
る
『
怪
情
報
』
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
猪
木
武
徳
編
『
戦
間
期
日
本
の
社
会
集
団
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』

Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
八
年
。
一
一
一
頁
。

（
4
） 

伊
藤
隆
前
掲
書
（
一
九
六
九
年
）
お
よ
び
佐
藤
卓
己
前
掲
論
文
（
二
〇
〇
八
年
）。
ま
た
、
条
約
の
成
立
過
程
を
詳
細
に
描
き
出
し
た
関
静
雄

前
掲
書
（
二
〇
〇
七
年
）
の
中
に
お
い
て
も
、「
政
教
社
の
『
嗚
呼　

草
刈
少
佐
』」（
二
九
四
〜
二
九
五
頁
）
と
い
っ
た
記
述
が
あ
る
。

（
5
） 

例
え
ば
、
塚
本
三
夫
「「
政
教
社
」
に
お
け
る
組
織
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
：
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
構
造
」（『
東
京
大
学
新
聞
研
究
所
紀
要
』

十
七
号
、
一
九
六
八
年
）、
中
野
目
徹
『
政
教
社
の
研
究
』
思
文
閣
（
一
九
九
三
年
）、
佐
藤
能
丸
『
明
治
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
：
政
教
社
の
成

立
と
そ
の
周
辺
』
芙
蓉
書
房
（
一
九
九
八
年
）、
な
ど
。

（
6
） 

例
え
ば
、
酒
田
正
敏
『
近
代
日
本
に
お
け
る
対
外
硬
運
動
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
。
石
川
徳
幸
『
日
露
開
戦
過
程
に
お
け

一
六
七



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
九
八
）

る
メ
デ
ィ
ア
言
説
』
櫻
門
書
房
、
二
〇
一
二
年
な
ど
。

（
7
） 

佐
藤
能
丸
「
政
教
社
研
究
案
内
」『
明
治
文
学
全
集
』
三
十
七
巻
附
録
「
月
報
九
十
六
」、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
三
〜
四
頁
。

（
8
） 
都
築
七
郎
『
政
教
社
の
人
び
と
』
行
政
通
信
社
、
一
九
七
四
年
。

（
9
） 
有
山
輝
雄
「
雑
誌
「
日
本
人
」・「
日
本
及
日
本
人
」
の
変
遷
」
日
本
近
代
史
料
研
究
会
編
『
雑
誌
「
日
本
人
」・「
日
本
及
日
本
人
」
目
次
総
覧

Ⅰ
』
所
収
、
一
九
七
七
年
。

（
10
） 

松
本
三
之
介
「
日
本
及
日
本
人
」『
政
教
社
文
学
集
』
講
談
社
、
一
九
八
〇
年
、
四
一
一
〜
四
一
五
頁
。
初
出
は
『
文
学
』
一
九
五
六
年
四
月

号
。

（
11
） 

山
田
博
光
「
日
本
及
日
本
人
」『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
第
五
巻
所
収
、
講
談
社
、
一
九
七
七
年
。
三
〇
六
〜
三
〇
七
頁
。

（
12
） 

本
山
幸
彦
「
日
本
人
」『
増
補
改
訂 

新
潮
日
本
文
学
辞
典
』
所
収
、
新
潮
社
、
一
九
八
八
年
、
九
六
〇
頁
。

（
13
） 

松
本
健
一
『
原
敬
の
大
正
』
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
一
三
年
、
十
八
頁
。

（
14
） 

五
百
木
良
三
の
こ
と
を
扱
っ
た
文
献
は
、
五
百
木
と
同
時
期
に
活
躍
し
た
他
の
人
物
の
研
究
書
の
中
で
触
れ
て
い
る
も
の
（
例
え
ば
、
山
本
茂

樹
『
近
衛
篤
麿
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
一
年
。
山
上
次
郎
『
歌
人
森
田
義
郎
と
子
規
・
飄
亭
』
古
川
書
房
、
一
九
七
二
年
）
や
、
同
時
代
人

に
よ
る
回
想
（
例
え
ば
、
阿
部
里
雪
『
新
編 
子
規
門
下
の
人
々
』
愛
媛
新
聞
社
、
二
〇
〇
四
年
）
等
が
若
干
見
ら
れ
る
も
の
の
、
五
百
木
を
主
題

と
し
た
研
究
業
績
は
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
近
年
、
本
格
的
な
評
伝
が
上
梓
さ
れ
、
五
百
木
良
三
の
名
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
る
（
松
本
健
一
『
昭
和
史
を
陰
で
動
か
し
た
男
：
忘
れ
ら
れ
た
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
・
五
百
木
飄
亭
』
新
潮
選
書
、
二
〇
一
二
年
）。

（
15
） 

現
時
点
で
『
日
本
及
日
本
人
』
の
復
刻
版
は
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
「
正
岡
子
規
号
（
一
六
〇
号
）」
に
限
っ
て
は
、
島
津
書
房
か
ら

二
〇
一
〇
年
に
復
刻
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
16
） 

「
政
教
社
後
援
会
趣
旨
」『
日
本
及
日
本
人
』
四
十
二
号
、
一
〜
三
頁
。

（
17
） 

松
林
亮
「
政
教
社
〝
陰
の
経
営
者
〞
と
な
る
」『
實
川
時
次
郎
氏
を
憶
う
』
櫻
田
倶
楽
部
、
一
九
七
一
年
、
二
十
七
頁
。

（
18
） 

執
筆
者
不
詳
「
小
伝
」
五
百
木
飄
亭
『
飄
亭
句
日
記
』
政
教
社
、
一
九
五
八
年
、
三
一
九
頁
。
執
筆
者
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
柴
田
宵
曲

と
思
わ
れ
る
。

一
六
八



政
教
社
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
反
対
運
動
に
関
す
る
一
考
察
（
石
川
）

（
三
九
九
）

（
19
） 

伊
藤
隆
前
掲
書
、
一
九
六
九
年
、
四
三
一
頁
。

（
20
） 

柴
田
宵
曲
「
無
始
無
終
」
小
出
昌
洋
編
『
随
筆
集 

団
扇
の
画
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
五
二
頁
。
初
出
は
『
谺
』
一
九
五
四
年
十
二

月
号
。

（
21
） 
寒
川
鼠
骨
「
追
憶
何
に
や
彼
や
」『
日
本
及
日
本
人
』
三
五
一
号
所
収
、
一
九
三
七
年
、
二
十
三
頁
。

（
22
） 

古
島
一
雄
『
一
老
政
治
家
の
回
想
』
中
公
文
庫
、
一
九
七
五
年
、
六
十
三
頁
。

（
23
） 

田
中
逸
平
「
無
邪
思
野
雑
記
（
一
）」『
大
日
』
一
号
所
収
、
一
九
三
一
年
、
六
十
四
頁
。

（
24
） 

日
本
青
年
会
に
関
し
て
は
山
本
瀧
之
助
『
青
年
団
物
語
』（N

D
L
 000000757833

、
一
九
三
三
年
）
に
設
立
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

最
新
の
研
究
と
し
て
、
新
藤
雄
介
「
明
治
三
十
年
代
前
半
に
お
け
る
新
聞
『
日
本
』
愛
読
者
団
体
の
位
相
」（『
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
』
二
十
九
号
所
収
、

二
〇
一
一
年
、
五
十
五
〜
七
十
三
頁
）
が
詳
し
い
。

（
25
） 

当
時
の
『
日
本
及
日
本
人
』
の
陣
容
は
、
社
長
の
五
百
木
良
三
以
下
、
編
集
長
の
雑
賀
博
愛
、
平
田
晋
策
、
桑
原
重
矩
（
天
泉
）、
大
塚
栄
三
、

阿
部
利
行
、
国
分
青
崖
、
寒
川
鼠
骨
、
鵜
崎
鷺
城
、
三
田
村
鳶
魚
、
川
田
雪
山
、
井
上
剣
花
坊
、
阿
部
里
雪
、
川
田
瑞
穂
ら
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
。

（
26
） 

川
田
瑞
穂
「
志
士
と
策
士
と
の
両
面
」『
日
本
及
日
本
人
』
三
五
一
号
、
一
九
三
七
年
、
一
七
三
頁
。

（
27
） 

海
軍
軍
縮
同
志
会
に
関
し
て
は
、
飯
森
明
子
「
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
会
議
と
反
対
運
動
再
考
」（『
常
盤
国
際
紀
要
』
八
号
所
収
、
二
〇
〇
四

年
）
が
詳
し
い
。

（
28
） 

こ
の
「
砲
火
を
交
へ
ざ
る
海
戦
」
と
い
う
表
現
は
、
主
張
「
倫
敦
会
議
と
米
国
の
野
心
」『
日
本
及
日
本
人
』
一
九
四
号
（
七
頁
）
お
よ
び
、

主
張
「
帝
国
の
命
運
と
倫
敦
会
議
」
同
一
九
五
号
（
五
頁
）、
主
張
「
帝
国
国
防
の
重
大
危
機
」
同
一
九
八
号
（
七
頁
）
な
ど
で
繰
り
返
し
用
い
ら

れ
て
い
る
。

（
29
） 

主
張
「
軍
令
権
独
立
の
意
義
何
處
に
あ
る
乎
」『
日
本
及
日
本
人
』
二
〇
〇
号
、
三
〜
四
頁
。

（
30
） 

「
枢
密
院
関
係
質
問
応
答
資
料
（
海
軍
省
副
官
）」（『
現
代
史
資
料
』
七
巻
所
収
）
に
お
い
て
は
、
当
該
事
件
に
関
し
「『
キ
ャ
ッ
ス
ル
』〔
米

国
〕
大
使
は
黄
金
を
以
て
我
が
国
輿
論
を
買
収
せ
ん
と
試
み
外
務
当
局
は
之
に
助
力
を
与
え
た
り
と
の
風
説
あ
り
真
相
如
何
」
と
の
問
い
に
対
し
て

一
六
九



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
〇
〇
）

「
其
の
事
実
な
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
31
） 

佐
藤
卓
己
、
前
掲
論
文
（
二
〇
〇
八
年
）。

（
32
） 
主
張
「
米
国
軍
縮
大
使
来
朝
の
目
的
」『
日
本
及
日
本
人
』
一
九
三
号
、
九
〜
十
頁
。

（
33
） 
佐
藤
卓
己
、
前
掲
論
文
（
二
〇
〇
八
）、
一
一
六
〜
一
一
七
頁
。

（
34
） 

平
田
晋
策
「
米
国
大
使
会
見
記
」『
日
本
及
日
本
人
』
一
九
六
号
、
七
十
二
〜
八
十
頁
。

（
35
） 

原
田
熊
雄
『
西
園
寺
公
と
政
局
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
〇
年
。
二
十
二
〜
二
十
三
頁
。

（
36
） 

平
田
晋
策
「
日
米
和
戦
の
分
岐
点
」『
日
本
及
日
本
人
』
一
九
七
号
、
二
十
九
〜
四
十
四
頁
。 

（
37
） 

平
田
晋
策
「
米
国
大
使
再
会
見
記
」『
日
本
及
日
本
人
』
一
九
九
号
、
七
十
三
頁
。

（
38
） 

日
高
瓊
々
彦
「
統
帥
権
の
侵
犯
」『
日
本
及
日
本
人
』
二
〇
一
号
、
二
十
三
頁
。

（
39
） 

伊
藤
隆
前
掲
書
、
一
九
六
九
年
、
四
二
五
頁
。

（
40
） 

「
草
刈
少
佐
追
悼
会
」『
日
本
及
日
本
人
』
二
〇
三
号
、
八
四
頁
。

（
41
） 

『
小
川
平
吉
関
係
文
書
』
昭
和
五
年
二
八
日
付
、
小
川
平
吉
宛
五
百
木
良
三
書
簡
。

（
42
） 

「
軍
令
部
参
謀
草
刈
少
佐
列
車
内
で
割
腹
自
殺
す
」『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
〇
年
五
月
二
十
一
日
、
夕
刊
一
面
。

（
43
） 

主
張
「
草
刈
少
佐
の
自
刃
は
何
を
語
る
乎
」『
日
本
及
日
本
人
』
二
〇
二
号
、
八
頁
。

（
44
） 

「
草
刈
英
治
君
の
最
期
」『
日
本
及
日
本
人
』
二
〇
三
号
、
七
十
三
頁
。

（
45
） 

伊
藤
隆
前
掲
書
、
一
九
六
九
年
、
四
二
六
頁
。

（
46
） 

「
倫
敦
軍
縮
条
約
ニ
関
シ
テ
枢
府
諸
公
ニ
呈
ス
ル
書
」JA

C
A
R
 R
ef.C
08052002400

（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。
ま
た
、
こ
の
陳
情
書
は
『
日

本
及
日
本
人
』
二
〇
六
号
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
47
） 

阿
部
里
雪
前
掲
書
、
二
〇
〇
四
年
、
一
五
二
〜
一
五
三
頁
。

（
48
） 

阿
部
里
雪
前
掲
書
、
二
〇
〇
四
年
、
一
五
〇
頁
。

（
49
） 

寒
川
鼠
骨
前
掲
書
、
一
九
三
七
年
、
二
十
三
頁
。

一
七
〇



政
教
社
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
反
対
運
動
に
関
す
る
一
考
察
（
石
川
）

（
四
〇
一
）

（
50
） 

五
百
木
飄
亭
『
飄
亭
句
日
記
』
政
教
社
、
一
九
五
八
年
、
二
八
五
頁
。

（
51
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、
佐
藤
卓
己
は
「
戦
後
の
研
究
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
、
日
本
主
義
的
新
聞
雑
誌
は
忘
却
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
」
と
い

う
指
摘
を
し
て
い
る
（
佐
藤
卓
己
「
日
本
主
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
曳
光
弾
：『
新
聞
と
社
会
』
の
軌
跡
」
竹
内
洋
・
佐
藤
卓
己
編
『
日
本
主
義
的

教
養
の
時
代
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
二
四
六
頁
）。
な
お
、
佐
藤
卓
己
は
右
の
論
稿
の
ほ
か
、
前
掲
の
「
キ
ャ
ッ
ス
ル
事
件
を
め
ぐ
る
「
怪
情

報
」
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」（
猪
木
武
徳
編
『
戦
間
期
日
本
の
社
会
集
団
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、「
弾
圧
さ
れ
た
右
翼
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
：
昭
和
言
論
史
の
再
審
へ
」（『
中
央
公
論
』
二
〇
〇
九
年
一
月
号
所
収
）、『
天
下
無
敵
の
メ
デ
ィ
ア
人
間
：
喧
嘩
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
野

依
秀
市
』
新
潮
選
書
（
二
〇
一
二
年
）
等
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
知
見
か
ら
は
本
稿
に
お
い
て
も
多
く
の
示
唆
を
得
た
。

一
七
一





福
祉
と
優
生
学
（
矢
野
）

（
四
〇
三
）

福
祉
と
優
生
学

矢　
　

野　
　
　
　
　

聡

1
．
問
題
の
所
在

わ
が
国
を
含
む
、
民
主
主
義
が
成
熟
し
て
「
安
定
し
た
社
会
（
1
）

」
を
構
成
す
る
欧
米
先
進
諸
国
の
社
会
保
障
の
最
も
重
要
な
基
本
的
指
標

は
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
お
よ
び
権
利
に
対
す
る
配
慮
の
人
々
へ
の
浸
透
の
度
合
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
の
日
本
が
日
本
国
憲
法
の
も

と
で
規
定
す
る
よ
う
な
「
基
本
的
人
権
の
尊
重
（
第
一
一
条
）」、「
幸
福
追
求
権
（
第
一
三
条
）」、「
最
低
生
活
保
障
（
第
二
五
条
）」
だ
け
で

は
十
分
と
い
え
な
い
（
2
）

。
わ
が
国
で
憲
法
が
発
布
さ
れ
た
翌
年
の
一
九
四
八
年
以
降
、
国
際
連
合
（
Ｕ
Ｎ
）
で
世
界
人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ
（
3
）

、

世
界
的
に
人
間
の
権
利
に
関
す
る
理
解
と
洞
察
が
急
激
に
深
ま
っ
た
。
福
祉
の
実
現
と
し
て
の
社
会
保
障
は
、
二
〇
世
紀
の
後
半
か
ら
次

第
に
労
働
者
の
権
利
を
強
調
す
る
流
れ
が
勢
い
を
な
く
し
、
一
般
市
民
の
ほ
か
に
、
世
界
人
権
宣
言
に
基
づ
く
国
際
人
権
の
向
上
の
方
向

へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
る
（
4
）

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
す
で
に
社
会
保
障
に
代
わ
っ
て
「
社
会
保
護
（S

ocial P
rotection

）」
が
用
い
ら
れ
て
い
る

一
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ほ
ど
で
あ
る
。
今
日
の
社
会
保
障
を
表
現
す
る
用
語
と
し
て
は
、
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
あ
る
国
際
社
会
保
障
協
会
（
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ａ
）
が

最
も
信
頼
に
足
る
定
義
を
行
っ
て
い
る
。
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ａ
は
、
も
と
も
と
労
働
者
の
権
利
と
地
位
向
上
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
国
際
労
働

機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
内
に
、
一
九
二
七
年
に
設
置
さ
れ
た
。
当
時
は
社
会
保
険
の
世
界
的
普
及
を
目
的
と
し
て
、
適
用
対
象
で
あ
る
肉
体
労

働
者
及
び
労
働
者
階
級
全
般
の
権
利
獲
得
、
地
位
向
上
の
実
現
で
あ
っ
た
。
現
在
の
定
義
は
、
国
連
が
示
し
た
世
界
人
権
宣
言
に
込
め
ら

れ
た
基
本
的
な
人
間
の
権
利
を
尊
重
す
る
精
神
を
継
承
し
た
制
度
の
発
達
の
目
的
と
す
る
、
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
初
期
の
社
会
保
障

は
労
働
者
の
権
利
の
実
現
を
通
じ
て
人
間
の
権
利
の
法
源
と
し
た
が
、
労
働
者
の
利
害
代
表
に
よ
る
政
党
が
社
会
主
義
国
家
や
福
祉
国
家

を
実
現
さ
せ
、
次
第
に
人
間
の
普
遍
的
価
値
を
認
め
合
う
制
度
へ
と
移
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
5
）

。
こ
の
よ
う
に
国
家
（
福
祉
国
家
）
が
社

会
保
障
を
強
調
す
る
目
的
は
、
は
じ
め
は
労
働
者
階
級
が
、
後
に
一
般
市
民
や
社
会
的
弱
者
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
尊
厳
あ
る
人
間
と
し
て

一
生
を
送
る
う
え
で
、
自
ら
の
ハ
ン
デ
ィ
や
避
け
て
通
れ
な
い
生
活
上
の
リ
ス
ク
を
排
除
し
、
保
護
す
る
こ
と
へ
と
移
行
し
た
。
社
会
保

障
は
、
所
得
保
障
及
び
保
健
医
療
及
び
介
護
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
給
付
を
通
じ
て
人
間
と
し
て
の
尊
厳
と
平
等
に
関
す
る
社
会
的
確
立
と

向
上
の
普
及
促
進
に
大
き
く
寄
与
し
て
き
た
。
二
一
世
紀
に
な
っ
て
、
こ
の
傾
向
が
個
人
と
し
て
の
自
由
や
人
間
の
権
利
の
根
源
と
し
て

国
際
的
な
批
准
や
承
認
と
し
て
広
が
っ
て
お
り
、
日
本
で
も
障
が
い
者
や
被
虐
待
者
に
対
す
る
立
法
化
や
権
利
条
約
を
批
准
し
て
い
る
の

は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
背
後
に
は
、
新
た
な
人
間
の
権
利
と
し
て
の
「
福
祉
権
（w

elfare rights

）」
の
存
在
が
あ
る
（
6
）

。

し
か
し
福
祉
権
に
関
す
る
発
達
の
歴
史
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
く
過
程
で
、
福
祉
を
標
榜
し
な
が
ら
基
本
的
な
人
間
の
権
利
と
は

決
し
て
相
容
れ
な
い
過
去
の
事
例
に
遭
遇
し
た
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
一
九
世
紀
の
末
か
ら
起
こ
っ
た
優
生
学
を
根
拠
に
し
て
い
る
が
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
わ
が
国
の
事
例
で
い
え
ば
、
お
よ
そ
二
つ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
第
一
は
ら
い
予
防
法
（
一
九
四
八
年
施
行
、

一
九
九
六
年
廃
止
）
で
あ
る
。
第
二
は
優
生
保
護
法
（
一
九
四
八
年
施
行
、
一
九
九
六
年
法
律
条
文
中
の
「
優
生
思
想
」
が
こ
と
ご
と
く
排
除
さ
れ
、

一
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名
称
変
更
に
よ
り
母
体
保
護
法
と
な
る
）
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
法
律
が
、
奇
し
く
も
同
じ
時
代
に
立
法
化
さ
れ
、
そ
し
て
同
じ
時
期
に
法

解
釈
的
に
困
難
が
生
じ
て
廃
止
な
い
し
改
竄
・
変
貌
し
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
に
注
目
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
一
九
四
〇
年
に
こ
の
二
法
の
も
と
に
な
る
法
律
が
成
立
し
て
い
た
。
こ
れ
が
「
国
民
優
生
法
」
で
あ
り
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
下
の

国
民
に
対
す
る
優
生
政
策
の
影
響
を
受
け
て
立
法
化
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
（
7
）

。
同
法
は
「
悪
質
な
遺
伝
疾
患
の
素
質
を
防
ぐ
」
目

的
の
も
と
に
、
断
種
、
不
妊
を
認
め
る
法
律
で
あ
っ
た
。
同
法
の
精
神
は
ナ
チ
ス
の
消
滅
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敗
戦
後
の
わ
が
国
の
法
改

正
に
よ
っ
て
上
記
の
二
つ
の
法
律
と
し
て
残
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
た
の
は
、
本
稿
の
主
題
で
も
あ
る
人
々
の
福
祉
の

向
上
や
母
体
の
保
護
（
8
）

と
い
う
名
目
の
も
と
に
、
い
か
な
る
人
で
あ
ろ
う
と
尊
厳
を
愛
く
べ
き
人
間
と
し
て
の
権
利
の
根
本
を
毀
損
す
る
行

為
が
わ
が
国
に
お
い
て
公
然
と
遂
行
さ
れ
、
し
か
も
二
一
世
紀
目
前
に
至
る
ま
で
そ
の
不
法
性
が
明
確
に
さ
れ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
上

記
の
問
題
は
現
行
昭
和
憲
法
の
歴
史
的
限
界
と
不
明
瞭
さ
に
よ
っ
て
招
か
れ
た
結
果
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
本
稿
で
は
こ
の
事
実
に
も

論
及
し
た
い
。

も
ち
ろ
ん
歴
史
・
制
度
研
究
の
目
的
は
、
現
在
の
価
値
規
範
を
基
準
と
し
て
、
過
去
の
事
象
の
一
方
的
な
断
罪
を
行
う
こ
と
で
は
な
い
。

過
去
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
現
在
お
よ
び
将
来
の
課
題
に
い
か
に
対
処
す
る
か
、
が
要
点
で
あ
る
。
貧
困
の
解
消
、
自
由
・
平
等
の

拡
大
を
は
じ
め
、
社
会
政
策
が
か
か
わ
っ
て
き
た
ほ
と
ん
ど
は
政
治
的
課
題
と
関
連
し
て
い
る
（
9
）

。
し
か
し
同
時
に
社
会
政
策
の
分
野
は
、

近
年
「
福
祉
国
家
」
に
見
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
福
祉
政
治
の
究
明
お
よ
び
発
展
論
の
不
鮮
明
さ
か
ら
、
政
治
・
経
済
を
超
え
た
多
様
か
つ
多

義
的
な
「
福
祉
」
な
い
し
「
ウ
ェ
ル
・
ビ
ー
イ
ン
グ
」
の
追
求
へ
と
シ
フ
ト
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
（
10
）

。
主
に
国
や
自
治
体
に

よ
っ
て
担
わ
れ
る
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
場
面
で
、
福
祉
に
関
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
手
法
が
国
際
的
に
近
年
大
き
く
変
化
し
た
。
そ
の
手
法
と

は
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
が
行
政
そ
の
他
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
供
給
さ
れ
る
か
、
で
は
な
く
て
、
ど
の
よ
う
な
結
果
を
導
き
出
せ
た
の
か
、

一
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が
重
要
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
変
化
を
規
定
し
、
福
祉
の
カ
ギ
を
握
る
の
は
、
福
祉
権
を
め
ぐ
る
「
社
会
正
義

（S
ocial Justice

）」
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
解
放
を
目
的
と
し
た
運
動
論
の
主
要
な
対
象
が
、
無
産
労
働
者
階
級
か
ら
次
第
に
障
が
い
者
を

含
む
社
会
的
弱
者
へ
と
移
行
し
た
現
在
、
わ
が
国
の
社
会
政
策
の
課
題
は
、
ま
さ
に
こ
の
優
生
学
を
明
確
に
否
定
す
る
社
会
正
義
の
思
想

の
確
立
を
目
指
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
優
生
思
想
の
論
理
的
否
定
を
通
し
て
現
在
の
社
会
的
課
題
が
浮
か
び
上
が
る
。
す
な
わ

ち
自
由
、
平
等
、
市
民
権
（citizenship （11
）

）、
ニ
ー
ズ
と
権
利
、
富
と
機
会
の
公
正
な
分
配
の
在
り
方
、
等
を
背
景
と
し
た
課
題
で
あ
る
。

し
か
し
対
象
を
よ
り
広
く
と
ら
え
、
社
会
正
義
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
人
道
的
科
学
（hum

anistic science

）
と
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
根

幹
を
な
す
福
祉
の
思
想
は
過
去
と
は
異
な
っ
た
場
面
や
理
想
と
は
相
い
れ
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
過

去
か
ら
「
社
会
の
成
長
」
を
促
す
た
め
に
数
多
い
改
革
や
試
み
が
、
誤
り
も
含
め
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
社
会
政
策
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

経
済
の
向
上
と
効
率
性
を
高
め
る
改
革
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
旧
式
の
社
会
観
念
に
基
づ
い
た
非
効
率
な
組
織
や
因
習
を
変
え
る
努
力

が
求
め
ら
れ
た
。
同
時
に
改
革
を
た
だ
表
面
的
な
改
革
に
終
わ
ら
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
厳
し
い
取
捨
選
択
も
求
め
ら
れ
た
。

こ
の
選
択
は
、
近
代
市
民
社
会
に
よ
る
国
家
の
統
治
機
構
が
専
ら
行
う
も
の
で
、
世
界
的
宗
教
指
導
者
や
、
国
際
機
関
に
よ
っ
て
で
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
せ
っ
か
く
多
く
の
政
治
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
費
や
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が
政
策
に
結
実
す
る
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
混
迷
・

停
滞
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
、
ま
た
は
受
益
者
と
思
わ
れ
た
人
々
に
逆
の
結
果
を
生
み
出
す
こ
と
も
多
か
っ
た
。
効
率
と
合
理
性
の
み
を
政

治
判
断
の
基
礎
と
す
る
に
は
失
敗
例
も
多
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
リ
ス
ク
を
引
き
ず
り
な
が
ら
政
治
の
領
域
に
お
け
る
社
会
政

策
を
進
展
さ
せ
る
要
諦
は
、
過
去
に
国
家
や
個
人
が
社
会
的
共
通
認
識
と
い
う
思
い
込
み
に
よ
っ
て
経
験
し
た
手
痛
い
失
敗
か
ら
何
を
学

び
取
る
か
、
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
政
治
的
戦
略
を
福
祉
の
追
求
と
い
う
課
題
と
し
て
言
及
す
る
と
き
、
当
時
の
政

治
家
や
思
想
的
指
導
者
の
形
跡
を
検
証
し
な
が
ら
彼
ら
が
後
の
社
会
に
与
え
た
意
外
な
側
面
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
か
ら
わ

一
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が
国
の
先
行
研
究
を
概
観
す
る
と
、
欧
米
諸
国
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
近
代
的
社
会
政
策
思
想
の
導
入
に
人
口
政
策
か
ら
の
優
生
学
が

大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
す
る
杉
田
菜
穂
の
研
究
（
12
）

等
が
現
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
歴
史
実
証
分
析
的
に
優
れ
た
彼
女
の
著

書
に
は
、
人
間
の
権
利
、
尊
厳
に
つ
い
て
の
政
治
、
哲
学
を
含
む
今
日
的
価
値
規
範
へ
の
言
及
に
よ
る
示
唆
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
主

題
は
優
生
学
そ
の
も
の
の
性
質
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
戦
後
す
ぐ
に
わ
が
国
で
行
わ
れ
た
社
会
政
策
本
質
論
争
に
も
か
か
わ

る
重
要
な
テ
ー
マ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
社
会
政
策
学
の
究
極
の
目
的
の
一
つ
は
、

一
言
で
い
え
ば
公
平
と
効
率
の
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
歴
史
・
制
度
分
析
の
位
置
づ
け
は
、
今
日
の
社
会
政

策
を
論
ず
る
際
の
基
礎
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
国
の
優
生
学
に
対
す
る
批
判
的
分
析
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
こ
の
よ
う
に
ま
だ
緒
に

就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
先
行
研
究
と
そ
の
検
討
・
吟
味
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
詳
細
に
分
析
し
た
い
。

本
稿
で
は
、
人
間
の
尊
厳
の
確
認
や
あ
ら
ゆ
る
状
態
に
お
い
て
も
人
間
の
絶
対
的
平
等
と
い
う
、
今
日
国
連
（
Ｕ
Ｎ
）
傘
下
に
集
う
ほ

と
ん
ど
の
国
々
が
当
然
の
よ
う
に
認
め
、
受
け
容
れ
て
い
る
理
念
と
は
、
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
思
想
的
立
脚
点
か
ら
福
祉
国
家
及
び
福
祉

思
想
が
発
達
し
て
き
た
事
実
を
以
下
で
述
べ
る
。
そ
し
て
、
対
象
と
す
る
優
生
学
を
、
自
然
科
学
の
学
問
的
推
移
か
ら
概
観
す
る
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
政
策
立
案
や
遂
行
の
過
程
で
福
祉
の
思
想
に
対
し
て
ど
の
程
度
の
負
の
遺
産
を
残
し
た
の
か
、
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
第

二
次
世
界
大
戦
後
に
国
連
加
盟
国
と
し
て
存
在
を
示
し
て
い
る
現
代
諸
国
家
に
お
い
て
、
国
家
存
立
の
条
件
と
し
て
人
間
の
平
等
と
尊
厳

に
つ
い
て
の
権
利
に
対
し
軽
視
な
い
し
否
定
的
な
見
解
を
す
る
国
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
一
九
四
八
年
に
謳
い
あ
げ
ら
れ
た
世
界
人
権
宣
言

の
精
神
は
、
そ
の
理
解
度
と
浸
透
度
に
国
に
よ
っ
て
差
は
あ
る
が
、
人
類
が
追
求
す
る
共
通
の
理
念
と
し
て
定
着
し
て
き
て
い
る
（
13
）

。
し
か

し
、
世
界
に
普
遍
的
な
こ
の
権
利
も
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
当
該
国
の
国
益
に
か
か
わ
る
利
害
に
比
べ
る
と
、
必
ず
し
も
優
位
で
あ
る

と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
端
的
に
、
民
度
や
国
家
成
熟
度
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
現
実
政
治
の
世
界
に
現
れ
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
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そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
現
在
国
連
の
人
権
に
関
す
る
憲
章
を
無
視
し
、
な
い
し
軽
視
し
た
ま
ま
で
、
正
常
な
国
際
関
係
を
保
つ
こ
と
は
、

も
は
や
で
き
な
い
。
大
国
と
呼
ば
れ
る
国
が
、
人
間
の
権
利
を
踏
ま
え
た
意
識
に
対
し
て
未
熟
な
ま
ま
で
、
い
か
に
自
国
に
都
合
の
良
い

主
張
を
声
高
に
述
べ
よ
う
と
も
、
国
連
に
設
け
ら
れ
た
人
権
委
員
会
に
よ
る
厳
し
い
監
視
と
先
進
国
お
よ
び
周
辺
国
に
よ
る
人
道
的
非
難

に
よ
っ
て
、
国
際
社
会
か
ら
常
に
批
判
的
に
監
視
さ
れ
る
立
場
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
の
趨
勢
は
、
特
に
わ
が
国
に
お
い
て

も
は
っ
き
り
と
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
．
優
生
学
の
発
生
と
浸
透
の
根
拠

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
、
当
時
の
欧
米
先
進
諸
国
が
有
し
て
い
た
人
類
の
「
進
歩
」
を
目
的
と
し
た
科
学
的
探
究
心
は
目

覚
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
医
学
、
理
学
、
工
学
を
は
じ
め
、
お
よ
そ
科
学
に
関
連
し
た
学
問
が
、
こ
の
時
期
に
急
速
に
発
達
し
た
。
こ

の
進
歩
を
促
し
た
原
因
の
一
つ
は
、
そ
れ
ま
で
に
人
々
が
有
し
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
「
旧
弊
」
の
除
去
で
あ
っ
た
。「
旧
弊
」
と
は
す
な

わ
ち
宗
教
的
迷
信
な
ど
の
因
習
、
旧
時
代
の
封
建
身
分
制
か
ら
派
生
し
た
人
々
の
中
の
差
別
・
偏
見
、
合
理
性
を
欠
い
た
感
情
的
判
断
、

知
識
に
基
づ
か
な
い
生
活
習
慣
、
勤
労
の
精
神
に
な
じ
ま
な
い
風
習
、
な
ど
で
あ
っ
た
。
近
代
的
国
民
国
家
の
確
立
を
目
指
し
、
実
現
し

て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
国
々
は
、
人
々
の
中
の
「
旧
弊
」
の
除
去
の
代
行
役
と
し
て
新
た
な
科
学
的
価
値
を
求
め
た
の
で
あ

る
。
も
う
一
つ
の
特
徴
は
当
時
全
盛
を
極
め
た
帝
国
主
義
、
す
な
わ
ち
領
土
拡
張
に
基
づ
く
植
民
地
的
世
界
分
割
を
担
う
諸
国
が
、
根
拠

づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
相
応
の
自
己
正
当
性
の
証
明
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
世
界
的
植
民
地
統
治
へ
の
さ
ら
な
る
野
心
と
、
植
民
地
経
営

の
基
本
条
件
と
し
て
統
治
す
る
側
が
、
被
統
治
者
よ
り
も
民
族
・
人
種
と
し
て
優
秀
で
あ
る
こ
と
の
科
学
的
な
立
証
を
必
要
と
し
た
の
で

あ
る
。

一
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九
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さ
ら
に
、
第
三
の
動
機
が
あ
っ
た
。
優
生
思
想
は
政
治
・
社
会
の
場
面
で
「
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
」
を
先
進
的
思
想
と
し
て
イ
ギ
リ

ス
で
発
生
し
、
ア
メ
リ
カ
で
立
法
化
と
い
う
形
で
発
達
し
た
。
優
生
思
想
は
「
退
化
論
」
に
厳
粛
に
対
処
す
る
と
い
う
姿
勢
を
常
に
取
る

必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
退
化
論
と
は
生
物
的
劣
勢
と
い
わ
れ
る
も
の
の
蔓
延
が
自
国
民
を
は
じ
め
人
類
そ
の
も
の
を
退
化
さ
せ
る
の
で
、

そ
の
予
防
と
優
秀
な
遺
伝
子
を
保
持
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
遺
伝
学
は
二
〇
世
紀
初
頭
に
な
っ
て
急
速
に
発
達
し
た
学
問
で
、

ま
さ
に
優
生
学
の
興
隆
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
当
初
の
こ
の
動
き
は
マ
ク
ロ
の
理
論
的
示
唆
に
留
ま
る
も
の
で
あ
り
、「
優
秀
な
種
の
発
達
」
を
奨
励
す
る
積
極
的
退
化
論

と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
具
体
的
な
行
動
で
退
化
論
を
防
ぐ
否
定
的
退
化
論
と
呼
び
う
る
も
の
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
劣

性
」
と
思
わ
れ
る
個
体
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
っ
て
総
合
的
な
形
で
特
定
の
人
々
に
断
種
、
不
妊
手
術
を
強
制
す
る
、
と
い

う
論
理
で
あ
っ
た
。
退
化
論
の
展
開
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
が
、
初
期
は
と
も
か
く
、
次
第
に
被
征
服
国
の
住
民
な
い
し
先
住
民
が
抑
圧

の
対
象
で
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
優
生
学
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て
、
白
人
至
上
主
義
を
裏
付
け
る
理
論
と
し
て
の
根
拠
が
薄
れ
る
一
方
、

自
国
民
の
中
の
弱
い
立
場
の
人
々
、
つ
ま
り
少
数
民
族
、
身
体
障
が
い
者
、
知
的
障
が
い
者
、
そ
し
て
精
神
障
が
い
者
た
ち
が
「
浄
化
」

の
名
の
も
と
の
殲
滅
の
攻
撃
に
晒
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
優
生
学
の
名
の
も
と
に
、
た
と
え
医
学
を
中
心
と
し
た
科
学

理
論
の
重
視
だ
け
で
「
浄
化
」
と
い
う
名
の
政
策
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
根
拠
が
結
果
的
に
否
定
的

退
化
論
者
の
直
接
行
動
を
支
え
る
支
柱
に
な
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
も
な
い
。

優
生
学
は
一
八
八
四
年
に
誕
生
し
た
。
優
生
学
発
祥
の
背
景
に
は
、
当
時
発
達
し
た
遺
伝
学
、
そ
れ
に
経
済
学
の
悲
観
的
部
分
を
表
す

人
口
学
の
影
響
が
あ
っ
た
。
優
生
学
の
語
源
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
優
良
な
種
」
に
由
来
す
る
（
14
）

が
、
世
界
で
最
初
に
提
唱
し
た
の
は
、
イ
ギ

リ
ス
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ゴ
ル
ト
ン
（F

rancis G
alton （15

）
）
で
あ
る
。
ゴ
ル
ト
ン
の
理
論
は
、
従
兄
弟
で
あ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン

一
七
九
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（C
harles R

obert D
arw
in

）
の
進
化
論
に
影
響
を
受
け
、
優
秀
な
種
が
生
き
残
り
、
劣
勢
な
も
の
は
淘
汰
さ
れ
る
、
と
い
う
生
物
学
的
法

則
を
、
具
体
的
に
人
類
に
当
て
は
め
よ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
彼
は
一
九
一
〇
年
の
自
身
に
よ
る
未
完
の
小
説
、『
カ
ン
ト
セ
イ
ウ
ェ
ア
』

で
、「
優
生
社
会
政
策
」
を
提
唱
し
、
人
類
の
退
化
が
一
般
的
と
な
る
憂
鬱
な
世
界
を
描
い
て
危
機
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
（
16
）

。
こ
う
し
た
退

化
論
的
な
警
告
は
、
科
学
を
根
拠
に
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
繰
り
返
さ
れ
た
。
そ
れ
が
旧
弊
や
迷
信
で
は
な
く
科
学
で
あ
る
、
と
い
う
理
由

か
ら
優
生
思
想
は
欧
米
で
急
速
に
広
ま
り
、
一
九
〇
七
年
に
は
優
生
学
教
育
学
会
（E

ugenics E
ducation S

ociety

）
が
設
立
さ
れ
、

一
九
〇
九
年
に
は
優
生
学
雑
誌
（E

ugenics R
eview

）
が
創
刊
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
わ
ず
か
二
〇
年
ほ
ど
の
間
に
、
優
生
学
が
社
会
ダ
ー

ウ
ィ
ニ
ズ
ム
論
と
結
合
し
て
、
さ
ら
に
過
激
な
手
段
の
提
唱
を
伴
っ
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
精
神
障
が
い
者
の
人
口

に
占
め
る
割
合
の
上
昇
等
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
こ
れ
が
医
師
や
精
神
分
析
の
専
門
家
等
、
当
時
脚
光
を
浴
び
て
い
た
科
学
者
か
ら
生
物
的

退
化
（degeneration

）
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
や
が
て
こ
の
思
想
は
ア
メ
リ
カ
で
州
ご
と
の
断
種
法
の
立
法
化
と
い
う
か
た

ち
で
活
発
に
な
る
が
、
優
生
思
想
を
法
制
度
と
し
て
国
家
レ
ベ
ル
の
政
策
と
し
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
り
わ
け
北
欧
の
諸
国
で
あ
っ
た
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
る
。

3
．
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
と
優
生
学

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
、
古
く
か
ら
貧
困
を
「
救
貧
法
（poor law
）」
と
い
う
社
会
政
策
立
法
と
い
う
形
で
と
り
扱
っ
て
い
た
の
は
イ
ギ

リ
ス
で
あ
っ
た
（
17
）

。
一
八
世
紀
後
半
か
ら
世
界
に
先
駆
け
て
産
業
革
命
が
発
生
す
る
と
、
都
市
化
と
い
う
人
口
移
動
に
伴
う
労
働
者
階
級
の

存
在
と
結
果
と
し
て
の
「
貧
困
」
の
状
態
が
鮮
明
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
生
産
の
増
大
に
比
例
す
る
富
の
増
加
を

奨
励
す
る
楽
観
論
と
し
て
の
経
済
学
と
、
生
産
を
超
え
て
上
回
る
人
口
過
剰
が
人
類
の
生
存
に
い
つ
か
追
い
つ
か
な
く
な
る
、
と
い
う

一
八
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と
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（
四
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一
）

「
憂
鬱
な
科
学
」
と
し
て
の
悲
観
的
経
済
学
と
の
両
方
が
本
格
化
し
た
。
早
く
か
ら
社
会
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
貧
困
問
題
の
法

制
度
化
を
成
し
遂
げ
（
18
）

、
時
代
ご
と
に
当
面
す
る
貧
困
問
題
の
対
応
に
あ
た
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
低
所
得
・
賃
労
働
者
の
窮
乏
化
に
対

す
る
「
新
た
な
」
貧
困
問
題
に
対
処
す
る
公
的
扶
助
制
度
を
新
救
貧
法
（
19
）

と
し
て
さ
ら
に
発
達
さ
せ
た
。
当
時
の
法
哲
学
者
や
政
治
経
済
学

者
な
ど
か
ら
は
、
貧
困
の
解
消
こ
そ
が
幸
福
に
到
達
で
き
る
手
段
と
理
解
さ
れ
て
い
た
（
20
）

。
ほ
ぼ
同
時
代
の
知
的
な
人
々
は
、
日
常
を
規
定

し
て
い
た
宗
教
の
束
縛
か
ら
心
理
的
に
離
脱
す
る
た
め
の
合
理
性
と
効
率
性
を
何
か
新
し
い
人
間
社
会
の
発
展
の
証
し
と
し
て
担
保
す
る

科
学
、
す
な
わ
ち
自
然
科
学
の
発
達
に
準
拠
し
た
社
会
科
学
の
構
築
を
追
い
求
め
た
。
こ
う
し
て
到
達
し
た
そ
の
一
つ
が
社
会
主
義
思
想
（
21
）

で

あ
っ
た
。
当
時
の
社
会
主
義
思
想
に
は
実
に
多
く
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
っ
た
が
、
科
学
的
手
法
を
用
い
て
こ
れ
を
極
め
よ
う
と
す
る
考
え

方
の
一
つ
に
「
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
」
の
応
用
が
あ
っ
た
。
一
方
、
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
ら
ず
に
貧
困
に
関
す
る
科
学
的
か
つ
社

会
的
究
明
が
市
井
の
人
物
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
ヘ
ン
リ
ー
・
メ
イ
ヒ
ュ
ー
（H

enry M
ayhew

）
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
（
22
）

や
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

ブ
ー
ス
（C

harles B
ooth

）
の
調
査
（
23
）

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
福
音
主
義
実
践
の
一
環
と
し
て
、
貧
困
の
存
在
と
一
般
的
認
知

お
よ
び
そ
の
克
服
が
一
九
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
の
主
要
課
題
と
な
っ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
二
〇
世
紀
ま
で
、
自
分
た
ち
が
世
界
で
最
も
優
越
し
た
民
族
と
誤
認
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の

政
府
及
び
国
民
に
と
っ
て
、
一
九
世
紀
の
半
ば
過
ぎ
ま
で
は
福
祉
と
い
え
ば
貧
困
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
救
済
と
克
服
が
社
会
政
策
の
主

な
目
標
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
理
由
の
第
一
は
階
級
対
立
か
ら
生
じ
る
政
治
的
ジ
レ
ン
マ
か
ら
の
回
避

で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
救
済
が
必
要
と
さ
れ
た
理
由
は
、「
貧
困
」
と
い
う
用
語
が
示
す
世
界
観
の
中
に
人
間
が
理
想
と
し
た
社
会
正

義
に
か
な
わ
な
い
要
素
、
す
な
わ
ち
個
人
の
奴
隷
労
働
や
人
間
疎
外
、
健
康
の
自
立
的
保
持
の
阻
害
を
含
む
、
あ
ら
ゆ
る
自
由
、
権
利
の

剥
奪
、
喪
失
感
等
が
凝
縮
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
当
時
は
貧
困
の
克
服
こ
そ
が
、
こ
れ
ら
を
解
決
で
き
る
唯
一
の
手
段
と
み
な
さ
れ

一
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て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
彼
ら
の
み
に
通
用
す
る
論
理
と
し
て
の
、
地
球
上
で
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
生
息
す
る
白
人
以
外
の
残
り
の
大
陸
・
亜
大
陸

の
す
べ
て
の
有
色
人
種
が
、
自
分
た
ち
よ
り
劣
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
拠
は
二
点
で
あ
っ
た
。
第
一
は
自
分
た
ち
が
植
民
地
化
し
て

き
た
地
域
に
居
住
す
る
有
色
人
種
は
、
貧
困
・
劣
悪
の
環
境
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
頑
強
な
確
信
で
あ
る
。
こ
の
実
証
を
促
す
学
問

と
し
て
、
同
時
代
に
「
人
体
測
定
学
（anthropom

etry

）」
な
る
も
の
も
ま
こ
と
し
や
か
に
研
究
さ
れ
た
。
第
二
は
、
自
分
た
ち
こ
そ
が

貧
困
を
克
服
で
き
る
、
な
い
し
自
分
た
ち
は
貧
困
の
な
い
豊
か
な
国
民
国
家
を
建
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
固
い
意
志
の
表
明

で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
自
国
民
よ
り
肌
の
濃
い
他
の
人
種
・
民
族
が
居
住
す
る
土
地
を
征
服
の
後
に
統
治
・
植
民
し
、
そ
れ
を
ゆ
る

ぎ
な
い
も
の
に
す
る
に
は
、
白
人
と
し
て
の
人
種
的
優
越
性
を
、
理
論
や
願
望
だ
け
で
な
く
科
学
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
証
明
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
理
由
か
ら
、
七
つ
の
海
を
支
配
し
、
日
が
暮
れ
る
こ
と
の
な
い
帝
国
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
地
に
お
い
て

優
生
学
が
発
祥
・
発
展
し
た
十
分
な
根
拠
が
与
え
ら
れ
る
。

以
上
の
論
理
に
よ
る
と
、
優
生
学
の
発
達
が
帝
国
主
義
に
よ
る
搾
取
と
領
土
拡
張
の
野
望
に
凝
り
固
ま
っ
た
保
守
派
と
、
当
時
の
極
端

な
人
種
差
別
主
義
者
に
よ
る
優
生
思
想
の
科
学
性
の
主
張
が
、
民
族
の
劣
勢
を
除
去
し
、
優
秀
性
を
保
つ
こ
と
に
な
る
、
と
の
思
想
を
描

き
出
し
た
よ
う
に
み
え
る
（
24
）

。
だ
が
実
際
は
そ
の
逆
の
立
場
、
す
な
わ
ち
労
働
者
階
級
を
も
っ
て
自
由
と
平
等
に
基
づ
く
人
類
の
幸
福
を
も

た
ら
そ
う
と
し
た
社
会
主
義
か
ら
の
方
が
む
し
ろ
積
極
的
に
優
生
学
推
進
運
動
を
起
こ
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
優
生

学
の
主
張
は
、
当
初
か
ら
社
会
問
題
と
し
て
貧
困
に
取
り
組
み
、
人
口
の
多
数
を
占
め
る
労
働
者
階
級
の
統
治
に
よ
る
社
会
を
理
想
と
し
、

人
類
の
未
来
に
希
望
を
託
す
「
科
学
的
」
社
会
主
義
者
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
起
こ
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
後
の
労

働
党
の
理
論
的
支
柱
と
な
る
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
（
一
八
八
二
年
設
立
、
一
八
八
九
年
か
ら
政
治
活
動
を
本
格
的
に
始
動
）
の
社
会
民
主
主
義
的
、
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社
会
主
義
的
活
動
が
あ
っ
た
。
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
政
治
性
の
強
い
理
論
と
し
て
で
は
な
く
、
倫
理
的
社
会
改

良
の
強
調
に
よ
っ
て
、
穏
健
か
つ
段
階
的
な
新
し
い
社
会
主
義
を
作
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
後
に
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
に
加
わ
り
、

そ
の
主
要
な
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
は
優
生
学
的
思
想
の
受
容
後
、
明
ら
か
に
マ
ル
ク
ス
思
想
の
影
響
を
受
け
た
発
展
段
階

論
的
社
会
民
主
主
義
的
変
革
の
方
向
を
示
し
て
い
っ
た
。
彼
ら
は
代
表
作
「
産
業
民
主
制
論
」
を
著
し
た
が
、
こ
こ
で
展
開
し
た
国
民
的

効
率
（national effi  ciency

）
の
思
想
に
当
時
の
優
生
学
に
よ
る
影
響
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
優
秀
で
は
な
い
資
本
家
に
よ
る
経
営
に
よ

る
非
効
率
な
資
本
主
義
制
度
に
代
わ
っ
て
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
ら
が
主
張
し
た
「
人
間
的
な
」
生
産
性
至
上
主
義
的
潮
流
は
、
二
〇
世
紀
初

頭
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
巻
し
た
全
体
主
義
、
国
家
社
会
主
義
の
思
想
的
興
隆
と
も
連
結
し
て
い
る
。『
優
生
思
想
の
歴
史
』
を
著
し
た
ト

ロ
ン
ブ
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
ビ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ
（B

eatrice W
ebb

）
が
優
生
主
義
者
と
な
っ
た
の
は
若
い
頃
で
、
彼
女
が
影
響
を
受

け
た
人
物
は
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
（H

erbert S
pencer

）
の
ほ
か
に
ゴ
ル
ト
ン
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
（
25
）

。
ま
た
シ
ド
ニ
ー
・

ウ
ェ
ッ
ブ
（S

idney W
ebb

）
の
フ
ェ
ビ
ア
ン
主
義
的
経
済
政
策
は
、
優
生
思
想
に
基
づ
い
た
も
の
だ
、
と
述
べ
る
。
例
を
挙
げ
る
と
二
〇

世
紀
初
め
に
開
か
れ
た
救
貧
法
王
立
委
員
会
に
関
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
医
学
雑
誌
（B

ritish M
edical Journal 1909

）
で
述
べ
た
彼
の
主
張

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
救
貧
法
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
年
間
二
〇
〇
万
ポ
ン
ド
も
の
費
用
が
か
か
っ
て
い
る
も
の
だ
が
、

そ
の
傾
向
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
反
優
生
学
的
で
あ
る
。
救
貧
法
の
受
給
者
で
あ
る
弱
々
し
い
妊
婦
、
両
性
の
居
住
が
許
さ
れ
た
一

般
混
合
型
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
に
、『
救
貧
法
』
は
優
生
学
的
見
地
か
ら
好
ま
し
か
ら
ざ
る
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。（
中
略
）
優
生

学
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
自
由
放
任
と
は
全
政
策
の
中
で
最
悪
の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
知
的
な
考
え
方
や
目
的
達
成
の
選
択
を
拘

束
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
公
的
な
制
度
が
引
き
起
こ
す
最
初
の
結
果
と
い
う
も
の
は
、
最
も
感
情
的
な
個
人
的
慈
善
心
の
ほ
と
ば
し

り
で
あ
り
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
政
府
も
抑
止
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
（
26
）

。」
こ
の
表
現
か
ら
ウ
ェ
ッ
ブ
の
貧
困
者
に
対
す
る
視
点
は
、
イ

一
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ギ
リ
ス
救
貧
法
が
実
定
法
の
判
例
と
し
て
伝
統
的
に
扱
っ
て
き
た
救
済
を
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
な
く
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
収
容
者

等
を
優
生
学
の
見
地
か
ら
生
物
的
退
化
の
理
論
の
実
例
と
受
け
止
め
て
い
る
と
み
な
し
て
い
る
。
実
際
ウ
ェ
ッ
ブ
は
「
救
貧
法
は
不
適
者

の
生
殖
を
助
長
す
る
も
の
だ
っ
た
」
と
記
述
し
て
い
る
と
い
う
（
27
）

。

優
生
思
想
が
進
行
す
る
中
で
彼
ら
優
生
主
義
者
が
対
象
と
す
る
「
劣
勢
な
」
人
々
へ
の
断
種
や
不
妊
の
意
見
が
叫
ば
れ
た
が
、
イ
ギ
リ

ス
で
国
民
的
効
率
す
な
わ
ち
優
生
思
想
へ
と
顕
著
に
高
め
た
中
心
人
物
は
、
国
会
議
員
で
あ
り
作
家
で
も
あ
っ
た
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ホ
ワ
イ

ト
（A

rnold W
hite

）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
ホ
ワ
イ
ト
の
主
張
を
熱
心
に
支
持
す
る
者
の
中
に
、
有
力
な
フ
ェ
ビ
ア
ン
・
メ
ン
バ
ー

の
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ウ
（G

. B
. S
how

）
が
い
た
（
28
）

。
こ
の
思
想
の
連
続
性
の
中
で
、
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
に
よ
る
社
会
政
策
に
、
優

生
学
の
影
響
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
は
、
確
か
に
イ
ギ
リ
ス
特
有
の

貴
族
制
を
継
承
し
た
特
権
階
級
に
よ
る
独
占
的
政
治
形
態
を
批
判
し
、
過
激
な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
行
動
に
よ
ら
な
い
漸
進
的
社
会
主
義
を

主
張
し
た
。
し
か
し
そ
の
手
法
に
よ
り
、
自
分
た
ち
の
政
治
活
動
に
よ
る
社
会
の
実
現
が
叶
わ
な
い
こ
と
が
自
明
に
な
る
と
、
今
日
の
イ

ギ
リ
ス
労
働
党
の
前
身
と
し
て
の
政
党
活
動
の
創
設
と
発
展
に
貢
献
し
た
。
優
生
学
を
批
判
的
に
扱
う
著
作
に
よ
れ
ば
、
シ
ョ
ウ
や
シ
ド

ニ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ブ
は
、
彼
ら
が
述
べ
る
主
張
と
彼
ら
自
身
が
置
か
れ
て
い
る
立
場
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
点
を
強
調
す
る
。
つ
ま
り

貴
族
、
地
主
ら
の
支
配
的
特
権
階
級
の
批
判
を
す
る
彼
ら
は
、
同
時
に
ほ
ぼ
全
員
が
専
門
職
を
持
つ
イ
ギ
リ
ス
中
流
階
層
で
あ
っ
た
。
目

前
に
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
飢
餓
へ
の
恐
怖
と
は
無
縁
の
彼
ら
に
と
っ
て
、
政
治
的
目
標
は
単
に
政
治
権
力
の
側
に
つ
く
こ
と
で

あ
っ
た
（
29
）

。
こ
の
専
門
職
集
団
と
特
定
の
階
層
に
属
さ
な
い
た
め
の
特
徴
と
し
て
「
科
学
的
」
思
考
に
身
を
置
く
姿
勢
を
示
す
こ
と
が
、
優

生
学
者
と
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
者
の
親
和
性
で
あ
っ
た
。
同
様
に
過
去
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ス
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｓ
：
国
家
社
会
主
義
ド

イ
ツ
労
働
者
党
）
党
員
の
特
徴
で
あ
る
生
産
至
上
主
義
的
国
家
社
会
主
義
者
と
し
て
の
立
場
は
、
社
会
主
義
ソ
連
を
含
め
そ
の
他
の
欧
米

一
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資
本
主
義
国
家
群
と
の
間
に
は
な
は
だ
し
い
か
い
離
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
進
歩
的
思
想
」
の
名
の
も
と
に
当
時
の
創
造

的
民
主
主
義
と
い
う
概
念
の
保
持
と
い
う
側
面
で
は
親
和
性
を
持
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
（O

sw
ald S

pengler

）
は
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
プ
ロ
シ
ア
的
国
民
性
と
社
会
主
義
と
の
関
連
を
国
民
的
労
働
と
政
治
リ
ー
ダ
ー
の
専
門
性
と
の
共
同
作
業
で
あ
る
と
述

べ
る
。
こ
れ
は
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
と
の
共
通
性
を
示
し
て
い
る
（
30
）

。
そ
の
意
味
か
ら
、
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
社

民
党
と
と
も
に
、
創
造
的
社
会
主
義
が
持
つ
民
主
的
か
つ
進
歩
的
側
面
を
経
済
学
、
生
物
学
の
発
展
と
共
通
し
て
理
解
し
、
さ
ら
に
そ
れ

ら
の
成
果
の
一
つ
を
優
生
学
に
求
め
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
共
通
し
た
立
場
は
、
第
一
に
個
人
の
尊
厳
を
提
唱
す
る
前
の
社

会
正
義
で
あ
る
国
家
と
い
う
擬
制
の
最
重
要
視
、
つ
ま
り
個
人
の
権
利
や
自
由
を
忖
度
す
る
精
神
を
全
く
欠
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
第
二
に
（
本
人
が
自
覚
し
て
い
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
）
白
人
、
と
り
わ
け
欧
米
先
進
国
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
民
族
の
人
種
差
別
を
基
調
と

し
た
度
し
難
い
ほ
ど
の
自
己
満
足
と
優
越
の
精
神
で
あ
る
。
し
か
し
歴
史
は
優
生
学
を
背
景
に
し
た
徹
底
的
な
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
実
践
を
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
自
国
の
障
が
い
者
の
抹
殺
お
よ
び
同
じ
白
人
種
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
以
て
「
見
事
に
」
実
証
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
（
31
）

。

4
．
優
生
学
の
ア
メ
リ
カ
で
の
発
達

イ
ギ
リ
ス
で
は
理
論
が
先
行
し
、
社
会
主
義
者
や
一
部
の
科
学
者
の
認
識
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
実
際
に
は
国
内
の
政
治
的
な

事
情
か
ら
政
策
実
現
と
し
て
の
具
体
的
断
種
・
不
妊
の
た
め
の
立
法
化
を
行
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
一
方
、
こ
れ
を
い
ち
早
く
立
法
化
し

た
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
行
わ
れ
た
断
種
の
措
置
は
、
は
じ
め
は
優
生
学
理
論
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
黒
人
な
い
し
混

血
人
種
の
性
犯
罪
等
に
関
わ
る
懲
罰
で
あ
っ
た
（
32
）

。
し
か
し
優
生
学
で
は
な
い
、
と
い
っ
て
も
、
人
種
差
別
に
基
づ
く
思
い
込
み
が
そ
の
背

後
に
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
犯
罪
へ
の
懲
罰
と
し
て
の
断
種
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
最
近
ま
で
続
い
て
い
た
。

一
八
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そ
の
意
味
で
は
、
移
民
国
家
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
優
生
学
の
応
用
に
よ
る
断
種
、
不
妊
措
置
が
実
践
に
移
さ
れ
る
伝
統
の
下
地
が
備
わ
っ

て
い
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
科
学
的
、
客
観
的
な
ら
ば
倫
理
・
規
範
性
の
吟
味
よ
り
先
に
他
の
国
に
比
べ
て
立
法
化
が
容
易
で
あ
る
、
と

い
う
ア
メ
リ
カ
独
特
の
事
情
も
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
末
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
覆
っ
た
退
化
論
へ
の
対
抗
的
実
験
と
イ
ギ
リ
ス
に
見
ら
れ
た
統

計
や
医
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
示
し
た
優
生
学
の
科
学
的
側
面
は
、
ア
メ
リ
カ
の
医
師
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
優
生
学
の
現
実
的

応
用
が
容
易
な
土
壌
に
あ
っ
た
移
民
国
家
ア
メ
リ
カ
で
は
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
先
ん
じ
て
福
祉
対
象
者
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
理
論
が

実
践
に
移
さ
れ
た
。
優
生
学
を
信
じ
込
ん
だ
ア
メ
リ
カ
の
医
師
た
ち
は
、
は
じ
め
に
知
的
障
が
い
児
の
去
勢
・
不
妊
措
置
を
実
行
し
た
。

一
八
八
九
年
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
立
知
的
障
が
い
児
施
設
の
所
長
が
両
親
の
同
意
を
基
に
入
所
児
童
に
断
種
を
行
っ
た
。
一
八
九
三

年
、
カ
ン
ザ
ス
州
立
の
知
的
障
害
児
施
設
の
監
督
者
兼
医
師
が
、
男
子
四
三
名
、
女
子
一
四
名
に
そ
れ
ぞ
れ
断
種
、
不
妊
措
置
を
行
っ
た
。

こ
う
し
た
中
で
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
立
矯
正
施
設
の
医
師
で
あ
る
ハ
リ
ー
・
Ｃ
・
シ
ャ
ー
プ
が
精
管
切
除
の
手
術
法
を
発
明
し
、
一
八
九
九

年
か
ら
一
九
〇
七
年
に
か
け
て
同
施
設
内
の
四
六
五
人
に
断
種
を
行
っ
た
（
33
）

。
こ
の
動
き
に
影
響
さ
れ
て
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
で
一
九
〇
七
年

四
月
九
日
に
強
制
断
種
を
認
可
す
る
法
律
を
可
決
し
た
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
の
法
制
定
が
連
邦
憲
法
に
抵
触
し
な
い
こ
と
が
判
明
さ
れ
て
、

ア
メ
リ
カ
で
は
断
種
法
の
立
法
化
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
。
一
九
〇
九
年
に
ワ
シ
ン
ト
ン
州
、
同
じ
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
が
断
種
に
関

す
る
法
を
可
決
し
た
。
そ
の
後
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
優
生
的
断
種
に
関
し
て
そ
の
後
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
法
改
正
を
次
々
に
行
っ
て
い
る
。

結
局
ア
メ
リ
カ
全
土
で
行
わ
れ
た
断
種
、
不
妊
措
置
の
執
行
数
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
が
他
州
を
圧
倒
し
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
の
断
種
法

制
化
は
そ
の
後
も
続
き
、
一
九
一
一
年
に
は
ネ
ヴ
ァ
ダ
州
と
ア
イ
オ
ワ
州
が
、
翌
一
九
一
二
年
に
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
が
断
種
法
を
制
定

し
た
。
一
九
一
三
年
に
な
る
と
ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
州
と
カ
ン
ザ
ス
州
、
そ
れ
に
ミ
シ
ガ
ン
州
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
が
続
い
た
。
さ
ら
に

一
九
一
五
年
に
は
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
、
一
九
一
七
年
に
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
、
一
九
一
九
年
に
は
ア
ラ
バ
マ
州
、
一
九
二
三
年
に
は
オ
レ
ゴ
ン

一
八
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州
、
モ
ン
タ
ナ
州
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
が
制
定
し
た
。
勢
い
づ
い
た
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
二
五
年
に
ア
イ
ダ
ホ
、
ユ
タ
、
ミ
ネ
ソ
タ
、
メ
イ

ン
の
各
州
が
断
種
法
を
制
定
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
各
州
で
社
会
政
策
の
一
環
と
し
て
優
生
学
的
応
用
が
断
種
法
と
い
う
か
た

ち
で
実
践
さ
れ
た
が
、
連
邦
政
府
自
身
が
断
種
・
不
妊
措
置
を
政
策
と
し
て
遂
行
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
す
で
に
第
一
次
世

界
大
戦
の
時
期
に
ア
メ
リ
カ
の
州
で
は
断
種
法
を
導
入
し
て
い
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
主
流
と
な
る
北
欧
福
祉
国
家
に
お
け
る
断
種
法
制

定
は
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
優
生
思
想
に
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
緊
密
な
類
似
性
を
求
め
る

の
は
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
移
民
国
家
ア
メ
リ
カ
の
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
異
な
る
優
生
政
策
の
独
自
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

5
．
北
欧
に
お
け
る
社
会
福
祉
制
度
の
発
達
と
優
生
学

日
本
で
は
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
半
島
お
よ
び
デ
ン
マ
ー
ク
が
、
ほ
ぼ
同
様
の
文
化
と
民
族
で
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際

は
民
族
も
言
語
・
文
化
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
価
値
規
範
の
も
と
と
な
る
宗
教
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
ル

タ
ー
派
が
主
流
で
あ
る
と
い
う
点
で
似
通
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
宗
教
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
分
た
ち
の
社
会
こ
そ
が
中
世
以
降
の

旧
弊
を
乗
り
越
え
て
近
代
諸
科
学
を
興
す
と
と
も
に
そ
の
成
果
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
発
達
さ
せ
た
と
い
う
自
負
を
持
っ
て
い
た
と
い

え
る
。
こ
の
北
欧
系
ル
タ
ー
派
の
宗
教
的
価
値
観
に
ド
イ
ツ
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
ゲ
ル
マ
ン
族
は
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ

ア
地
方
の
各
地
に
中
世
か
ら
多
く
移
住
す
る
よ
う
に
な
り
、
言
語
体
系
も
ゲ
ル
マ
ン
語
に
共
通
す
る
も
の
が
多
い
。
一
方
ド
イ
ツ
も
近
代

に
な
っ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
国
家
で
あ
る
プ
ロ
シ
ア
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
帝
国
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
駆
逐
し
て
分
散
し
て
い
た
ド
イ
ツ
諸
国

を
統
一
し
た
事
実
か
ら
見
て
も
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
文
化
的
土
壌
が
優
生
学
思
想
の
伝
播
と
そ
の
受
け
入
れ
に
親
和
的
な
条
件
を
備

え
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
ド
イ
ツ
と
の
関
係
が
、
優
生
学
の
交
流
の
背
景
に
は
重
要
で
あ
る
。
実
際
に
断
種
や
不
妊
の
措
置
が
政
策
と

一
八
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し
て
実
現
す
る
の
は
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
主
に
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
で
興
隆
し
た
「
民
族
衛
生
学
（race 

hygiene
）」
に
端
を
発
す
る
と
み
ら
れ
る
。
主
要
な
国
と
は
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
国
の
う
ち
、
初
期
優
生
学
の
根
拠
と
な
る
帝
国
主
義
的
植
民
地
を
有
し
た
の
は
デ
ン
マ
ー
ク
一
国
の
み
で
あ
る
。

し
か
も
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を
除
い
た
全
て
の
諸
国
が
、
当
時
に
被
抑
圧
者
を
自
ら
任
じ
る
労
働
者
階
級
の
代
表
と
し
て
社
会
民
主
主
義
的

な
政
党
に
よ
っ
て
、
与
党
政
府
の
実
現
を
見
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
北
欧
で
は
彼
ら
の
率
い
る
中
道
左
派
政
権
の
も
と
で
、
早
く

か
ら
最
強
か
つ
最
も
健
康
的
な
福
祉
社
会
に
到
達
す
る
手
段
と
し
て
優
生
学
が
提
唱
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
、
福
祉
と
優
生
思
想
と
の
一

体
性
が
理
論
づ
け
ら
れ
る
。
前
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
断
種
や
不
妊
の
措
置
を
法
律
と
し
て
最
も
早
く
施
行
し
た
の
は
ア
メ
リ
カ
や
ス
イ

ス
の
州
法
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
34
）

が
、
国
法
と
し
て
最
も
早
く
正
式
な
形
で
採
用
し
た
の
は
デ
ン
マ
ー
ク
で
、
一
九
二
九
年
で
あ
る
。
し

か
し
、
ア
メ
リ
カ
や
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
優
生
学
を
人
種
的
優
越
性
や
人
種
差
別
主
義
の
根
拠
と
し
た
の
に
比
べ
て
、
デ
ン
マ
ー
ク

で
は
そ
の
視
点
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
イ
ギ
リ
ス
等
で
深
め
ら
れ
た
精
神
疾
患
へ
の
対
処
や
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
の
国
民
的
効
率
に
よ
る

社
会
主
義
推
進
の
理
論
に
影
響
を
受
け
た
も
の
と
さ
れ
る
（
35
）

。
デ
ン
マ
ー
ク
帝
国
主
義
の
実
態
は
、
被
征
服
民
族
の
統
治
と
い
う
点
で
ほ
と

ん
ど
影
響
力
を
持
た
な
い
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
を
除
け
ば
、
過
去
に
有
し
て
い
た
の
は
カ
リ
ブ
諸
島
の
わ
ず
か
な
地
域
で
、
こ
れ
も
第
一
次

大
戦
中
に
ア
メ
リ
カ
に
譲
渡
し
た
。
デ
ン
マ
ー
ク
が
不
妊
処
置
そ
の
他
の
優
生
学
的
制
度
成
立
の
検
討
に
入
っ
た
の
は
、
最
初
の
労
働
党

政
権
が
発
足
し
た
一
九
二
四
年
で
あ
っ
た
。
名
実
と
も
に
福
祉
国
家
の
立
ち
上
げ
と
優
生
学
の
実
行
と
が
連
動
し
て
い
た
。
ち
な
み
に
こ

の
制
度
は
、
一
九
五
〇
年
代
ま
で
存
続
し
た
。

北
欧
の
中
で
最
も
大
々
的
に
優
生
学
に
基
づ
く
断
種
・
不
妊
措
置
を
実
践
し
た
の
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
内
で

法
律
に
よ
り
強
制
的
な
不
妊
・
断
種
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
自
国
の
障
が
い
者
の
数
は
六
万
三
〇
〇
〇
人
に
も
及
ん
だ
。
こ
れ
は
ナ
チ
ス
・

一
八
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ド
イ
ツ
が
Ｔ
4
作
戦
で
自
国
民
の
抹
殺
を
行
っ
た
措
置
（
36
）

に
次
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
（
37
）

。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
こ
の
立
法
（
38
）

が
一
九
三
五
年
か
ら

一
九
七
五
年
ま
で
の
、
実
に
四
〇
年
間
続
い
た
の
で
あ
る
。
優
生
学
は
人
口
政
策
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
が
、
身
体
の
物
理
的
・
科
学

的
属
性
に
優
劣
を
つ
け
る
の
み
な
ら
ず
、
尊
厳
を
伴
っ
た
人
間
存
在
を
否
定
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
思
想
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
は
じ

め
世
界
的
に
全
く
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
以
降
で
あ
る
。
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
優
生
学
へ
の
接
近
を

行
っ
た
デ
ン
マ
ー
ク
に
比
べ
れ
ば
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
及
び
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
自
国
の
民
族
優
位
性
に
よ
る
人
種
差
別
的
色
彩
を
持
っ
た
優

生
学
の
主
張
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
39
）

。
こ
の
風
潮
を
高
め
た
の
は
、
医
師
集
団
の
政
治
・
社
会
へ
の
介
入
が
比
較
的
容
易
で
、
し
か
も
強

力
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
例
が
精
神
科
医
で
あ
っ
た
。
同
様
の
事
例
は
ド
イ
ツ
で
も
認
め
ら
れ
た
。
実
際
、

ヒ
ト
ラ
ー
が
断
種
政
策
を
実
行
す
る
の
は
、
ナ
チ
ス
集
団
の
中
の
医
師
た
ち
に
よ
る
提
言
を
受
け
入
れ
た
結
果
で
あ
る
。
優
生
学
及
び
そ

の
否
定
的
措
置
の
実
行
は
精
神
科
医
の
領
域
で
そ
の
存
在
感
を
高
め
、
ド
イ
ツ
の
「
民
族
衛
生
学
（R

assenhygiene

）」
の
興
隆
を
招
い
た
。

こ
の
流
れ
を
よ
く
受
け
継
い
だ
の
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
民
族
の
優
秀
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、

断
種
法
制
度
の
犠
牲
と
な
っ
た
の
は
、
主
に
自
国
内
の
精
神
障
害
者
で
あ
っ
た
。
実
際
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
一
九
四
七
年
ま
で
の
断
種
法

に
関
わ
る
政
府
の
委
員
会
は
、
精
神
科
病
理
の
事
項
を
審
議
す
る
場
で
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ブ
ロ
バ
ー
グ
＆
タ
イ
デ
ン

（G
unner B

roberg and M
attias T

yden 2005

）
に
よ
れ
ば
、
優
生
学
の
発
達
は
こ
の
時
期
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
会
が
他
に
例
を
み
な
い
ほ

ど
の
急
激
な
科
学
化
、
近
代
化
を
遂
げ
た
ま
さ
に
そ
の
時
期
と
重
な
る
、
と
述
べ
る
。
同
法
に
よ
る
処
置
を
受
け
た
、
つ
ま
り
犠
牲
に

な
っ
た
の
は
特
に
女
性
が
多
く
、
九
〇
％
以
上
で
あ
っ
た
と
い
う
（
40
）

。
こ
の
よ
う
に
精
神
障
が
い
者
の
断
種
（
正
確
に
は
不
妊
処
置
）
を
通
じ

て
、
女
性
の
人
権
蹂
躙
事
例
を
際
立
た
せ
た
の
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
あ
っ
た
。

何
ゆ
え
に
今
な
お
世
界
に
冠
た
る
福
祉
国
家
と
し
て
自
他
と
も
に
認
め
る
こ
れ
ら
の
国
々
が
福
祉
政
策
の
名
の
も
と
に
、
人
間
の
尊
厳

一
八
九
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や
平
等
の
理
念
と
全
く
相
い
れ
な
い
措
置
を
主
張
し
た
り
、
実
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
出
生
前
や
出
生
時
に
様
々
な
原
因
で
健
康

に
恵
ま
れ
ず
、
不
利
な
立
場
に
お
か
れ
、
障
害
を
有
し
な
が
ら
そ
れ
で
も
懸
命
に
生
き
よ
う
と
す
る
自
国
内
の
人
々
に
対
し
て
、
人
間
と

し
て
の
自
由
、
権
利
、
尊
厳
を
含
む
ト
ー
タ
ル
な
存
在
を
否
定
し
、
彼
ら
の
生
き
る
力
を
奪
い
、
希
望
を
断
ち
切
る
優
生
政
策
に
手
を
染

め
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
大
学
に
そ
れ
ぞ
れ
所
属
す
る
ス
ペ
ク
ト
ロ
ウ
ィ
ス
キ
と
イ
レ
ー

ニ
・
サ
ヴ
ァ
ン
（S

pektorow
ski A

. and Ireni-S
aban L

. 2013

）
の
共
著
に
よ
るP

olitics of E
ugenics P

roductism
, population, and 

national w
elfare 

（2013 （41
）

）
は
、
一
九
世
紀
か
ら
の
優
生
学
の
発
達
が
福
祉
の
増
進
と
重
な
る
理
由
を
「
生
産
的
社
会
主
義
（P

roductive 

S
ocialism

）」
に
よ
る
も
の
だ
、
と
述
べ
る
。
後
に
福
祉
国
家
の
理
論
的
指
導
者
と
な
る
政
治
的
グ
ル
ー
プ
は
、
彼
ら
が
一
様
に
有
し
て

い
た
生
産
主
義
へ
の
単
純
な
楽
観
論
と
し
て
優
生
学
を
と
ら
え
、
こ
れ
に
伴
う
重
大
な
負
の
側
面
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
理
念
を

自
分
た
ち
の
推
進
す
る
理
念
と
し
て
受
け
止
め
た
（
42
）

。
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
思
想
の
政
治
的
影
響
を
受
け
た
彼
ら
は
、
社
会

政
策
の
推
進
を
貧
困
で
教
育
を
受
け
ら
れ
な
い
人
々
へ
の
救
済
と
し
て
で
は
な
く
、
弱
い
遺
伝
子
に
よ
っ
て
民
族
が
劣
化
す
る
の
を
防
ぐ

目
的
と
し
た
。
こ
の
意
味
で
は
当
時
の
北
欧
に
お
け
る
社
会
政
策
は
、
人
種
隔
離
お
よ
び
差
別
政
策
と
極
め
て
連
動
し
て
い
た
と
も
い
え

る
。
生
産
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
社
会
主
義
は
、
社
会
改
良
の
必
要
性
を
政
治
性
そ
の
も
の
よ
り
も
技
術
的
問
題
と
し
て
と
ら
え

る
、
と
い
う
見
方
を
し
た
。
つ
ま
り
彼
ら
に
よ
る
社
会
改
良
と
は
、
解
決
を
必
要
と
す
る
人
持
つ
ニ
ー
ズ
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
労
働

者
階
級
を
よ
り
生
産
的
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
社
会
政
策
が
生
産
的
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
一
九
二
〇
年

代
の
北
欧
の
社
会
民
主
主
義
者
は
、
福
祉
を
あ
る
種
の
権
利
性
や
サ
ー
ビ
ス
受
給
、
現
金
受
給
の
正
統
性
か
ら
を
み
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
む
し
ろ
「
労
働
力
の
投
資
先
」
と
し
て
み
て
い
た
こ
と
に
な
る
（
43
）

。
優
生
学
は
ま
さ
に
こ
の
生
産
主
義
的
社
会
主
義
と
連
動
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
左
派
の
社
会
主
義
者
に
お
け
る
生
産
主
義
の
グ
ル
ー
プ
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
優
生
学
の
成

一
九
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果
を
取
り
入
れ
た
の
は
革
命
を
主
導
す
る
過
激
な
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
ら
な
い
グ
ル
ー
プ
の
主
張
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
民
主
制
を

基
調
に
す
る
と
称
し
た
、
穏
健
な
社
会
主
義
と
の
評
価
を
受
け
て
き
た
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
の
政
治
思
想
に
強
い
影
響
を
受
け
た
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
を
は
じ
め
と
し
た
社
会
民
主
党
政
府
が
統
治
す
る
国
家
で
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ
が
ヒ
ト
ラ
ー
の
も
と
で
断
種
法
（G

esetz zur V
erhütung E

rbkranken N
achw

uchs　

正
確
に
は
遺
伝
病
子
孫
予
防
に
関
す
る
法
）

を
成
立
・
施
行
す
る
の
は
一
九
三
三
年
だ
が
、
こ
れ
が
後
の
Ｔ
4
作
戦
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
人
の
大
量
虐
殺
に
連
動
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
時
隣
国
デ
ン
マ
ー
ク
を
は
じ
め
、
北
欧
諸
国
は
同
法
の
施
行
を
む
し
ろ
好
意
的
に
受
け
止
め
た
。
以
上
か

ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
政
治
的
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
を
、
そ
し
て
科
学
的
に
は
精
神
科
を
中
心
と
し
た
医
師
グ
ル
ー

プ
の
、
偏
っ
た
社
会
政
策
を
暴
走
さ
せ
た
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
こ
と
が
、
北
欧
諸
国
の
福
祉
す
な
わ
ち
優
生
政
策

遂
行
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

6
．
結
語

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
後
半
か
ら
世
界
的
に
高
ま
っ
た
優
生
学
へ
の
否
定
的
な
部
分
へ
の
非
難
と
、
人
間
の
尊
厳

お
よ
び
完
全
平
等
の
思
想
の
強
調
を
生
み
出
し
た
動
機
の
主
要
部
分
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
る
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
る
残
虐
行
為

が
あ
る
。
歴
史
的
事
実
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
し
ろ
ア
メ
リ
カ
に
し
ろ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
及
び
そ
の
信
者
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の

残
虐
な
行
為
に
対
し
て
一
貫
し
て
反
対
と
糾
弾
の
立
場
を
示
し
た
。
逆
に
言
え
ば
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
属
す
る
人
々
は
必
ず
し
も
そ
う
で

は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
ナ
チ
ス
が
優
生
学
を
単
な
る
手
段
と
し
て
ほ
ん
の
一
時
期
応
用
し
た
に
し
て
も
、
実
際
は
ナ
チ
ス
本
来
の
思
想
と
密
接
な
つ
な

一
九
一
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が
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
排
せ
き
の
主
張
は
、
優
生
学
を
理
論
的
根
拠
に
し
た
も
の
で
は
な
い
。
同
様
に
優
生
学
が
全

体
主
義
、
一
国
社
会
主
義
（
共
産
主
義
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
に
結
び
つ
い
た
と
も
い
え
な
い
。
実
際
こ
の
時
期
、
旧
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
は

優
生
学
に
基
づ
く
断
種
政
策
な
ど
、
一
顧
だ
に
し
な
か
っ
た
。
優
生
学
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、
科
学
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
と
い
う

見
方
を
ソ
連
は
貫
い
た
の
で
あ
る
。
ソ
連
の
よ
う
な
例
外
を
指
摘
で
き
る
一
方
、
政
治
的
右
派
が
優
生
学
の
社
会
政
策
的
応
用
を
か
な
ら

ず
し
も
積
極
的
に
支
持
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
史
的
事
実
か
ら
い
え
ば
優
生
学
は
む
し
ろ
マ
ル
ク
ス
主
義
者
を
含
む
社
会
主
義
思
想
の
陣

営
に
親
和
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
二
〇
世
紀
前
半
に
大
き
な
社
会
変
化
及
び
そ
の
意
識
変
化
に
直
面
し
た

彼
ら
に
と
っ
て
、
優
生
学
が
内
在
し
て
い
る
と
思
い
込
ん
だ
社
会
進
歩
及
び
社
会
改
良
の
概
念
と
左
派
思
想
、
社
会
主
義
思
想
を
一
致
さ

せ
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
44
）

。
こ
れ
は
同
時
期
に
精
神
分
析
派
と
し
て
確
立
し
た
フ
ロ
イ
ト
心
理
学
の
各
国
の
取
り
扱
い
と
対
比
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
同
様
に
福
祉
国
家
の
思
想
も
含
め
て
、
優
生
学
の
影
響
は
現
代
が
作
り
出
し
た
多
様
な
思
想
と
無
関
係
で
な
い
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
分
析
を
見
る
限
り
、
優
生
学
的
社
会
政
策
を
許
容
し
た
現
代
に
も
通
じ
る
共
通
の
理
念
は
、
生
産
至
上
主
義
と
国

家
集
産
主
義
で
あ
る
。
こ
の
思
想
的
基
礎
は
現
代
福
祉
国
家
を
支
え
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
ま
さ
し
く
共
通
性
を
持
つ
と
い
う
点
を
見
逃
す
こ

と
が
で
き
な
い
。
ロ
ー
ル
・
ハ
ン
セ
ン
（R

oll-H
ansen

）
に
よ
れ
ば
、
北
欧
の
優
生
学
の
興
隆
に
は
三
つ
の
波
が
あ
っ
た
。
優
生
学
の
最

初
の
波
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
生
物
学
の
進
歩
の
結
果
と
し
て
二
〇
世
紀
初
頭
の
遺
伝
学
の
興
隆
の
中
か
ら
現
れ
た
。
有
名
な
「
メ

ン
デ
ル
の
法
則
」
と
し
て
、
議
論
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
メ
ン
デ
ル
遺
伝
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
遺
伝
子
お
よ
び
表
現
型
（phenotype

）
と
遺

伝
子
型
（genotype

）
と
の
区
分
の
関
係
で
あ
っ
た
。
当
時
の
定
理
は
「
表
現
型
＝
遺
伝
子
型
＋
環
境
（
45
）

」、
言
い
換
え
れ
ば
個
人
と
し
て
の

構
成
物
は
祖
先
か
ら
継
承
し
た
遺
伝
的
要
素
と
、
個
人
の
周
り
の
環
境
的
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
両
者
は
本
質
的
に
等
し

一
九
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く
個
人
と
し
て
の
構
成
物
を
発
展
さ
せ
る
、
と
い
う
理
論
で
あ
っ
た
。
当
時
の
こ
の
認
識
を
背
景
に
し
て
優
生
学
は
医
学
お
よ
び
医
学
周

辺
諸
科
学
の
専
門
家
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
同
時
に
新
し
い
科
学
に
は
比
較
的
無
批
判
に
楽
観
的
な
社
会
関
係
を
重
視
す
る
社
会
主
義
者

に
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
第
二
の
波
は
一
九
二
〇
年
代
お
よ
び
三
〇
年
代
に
現
れ
た
。
こ
の
特
徴
は
よ
り
発
達
し
た
医
学
技
術
の
進
歩
を
踏
ま
え
て
、
個

人
と
し
て
の
構
成
物
に
よ
り
適
し
た
遺
伝
子
物
質
の
影
響
を
極
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
社
会
契
約

（social contract

）」
の
刷
新
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
断
種
・
不
妊
処
置
を
含
む
産
児
制
限
に
関
わ
る
優
生
学
の
否
定
的
側
面
が
顕
在
化
し
た
、

と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
複
雑
な
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
優
生
学
運
動
に
は
「
反
人
種
差
別
主
義
者
」
の
感
情
も
含
ま
れ
て
い
た
。
人
種
差

別
主
義
反
対
の
思
想
は
当
時
の
民
族
自
決
を
唱
え
た
民
主
主
義
者
、
社
会
主
義
者
共
通
の
利
他
的
理
念
で
あ
り
、
こ
の
科
学
的
証
明
は
生

命
科
学
の
発
達
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
。
優
生
学
は
当
初
の
白
人
優
位
を
立
証
す
る
科
学
か
ら
、
次
第
に
反
人
種
差
別
を
傍
証
す
る
科
学
と

理
解
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
対
象
は
国
外
で
は
な
く
自
ら
の
民
族
性
の
浄
化
に
向
け
ら
れ
た
。
こ
れ
が
主
に
福
祉
国
家
を
構
成
す
る
北

欧
等
の
社
会
民
主
主
義
政
党
に
よ
っ
て
不
妊
処
置
等
が
制
度
化
さ
れ
る
根
拠
と
な
っ
て
い
っ
た
。

第
三
の
波
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
断
種
法
の
制
度
化
と
Ｔ
4
作
戦
の
遂
行
、
さ
ら
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
大
量
虐
殺
で
あ
っ
た
。
第
二
次
世

界
大
戦
の
終
了
に
よ
っ
て
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
残
虐
性
が
福
祉
と
人
間
的
権
利
と
尊
厳
の
重
要
性
を
結
び
つ
け
る
契
機
に
な
っ
た
が
、
主

に
科
学
を
重
視
し
自
国
の
民
族
の
劣
化
に
関
心
が
あ
っ
た
国
に
お
い
て
優
生
学
と
社
会
改
良
と
い
う
基
本
的
な
思
考
の
つ
な
が
り
は
衰
退

す
る
ど
こ
ろ
か
、
さ
ら
に
緊
密
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
北
欧
諸
国
が
最
近
ま
で
優
生
学
へ
の
評
価
を
覆
せ
な
か
っ
た
理
由
は
、
国
際
的
な

潮
流
の
変
化
に
対
し
て
さ
え
敏
感
に
動
け
ず
、
科
学
や
社
会
の
進
歩
に
対
す
る
過
大
な
尊
敬
を
示
し
続
け
た
こ
と
と
独
善
的
な
視
点
を
振

り
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
社
会
民
主
主
義
特
有
の
体
質
が
背
後
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
優
生
学
が
な
ぜ
社
会
民
主
主
義
政
党

一
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の
福
祉
策
に
浸
透
し
た
か
、
に
つ
い
て
解
く
カ
ギ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
福
祉
政
策
に
内
包
さ
れ
た
思
想
と
し
て
均
一
的
国
民
性
の
確
保
、

集
団
的
人
口
政
策
が
、
個
人
的
政
策
よ
り
も
勝
る
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
こ
の
視
点
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
社
会
政
策
学
を
進
め
よ
う

と
す
る
者
に
と
っ
て
特
に
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

最
後
に
、
わ
が
国
へ
の
示
唆
に
若
干
触
れ
よ
う
。
優
生
学
の
発
達
は
、
こ
ん
に
ち
の
人
口
学
へ
の
社
会
的
対
処
へ
も
影
響
し
て
い
る
。

現
在
の
福
祉
国
家
に
共
通
す
る
危
機
と
し
て
「
少
子
化
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
少
子
化
は
、
人
口
減
を
招
く
、
と
い
う
側
面
の
み
か
ら
の
み

唱
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
労
働
市
場
確
保
の
危
機
に
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
家
族
の
親
子
関
係
な
ど
、
家
族
政
策
の
崩
壊
へ
導
く
恐

れ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
不
安
と
お
そ
れ
へ
の
反
動
と
し
て
起
こ
っ
て
い
る
の
が
出
産
奨
励
で
あ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
、
優
生
学
は

「
民
族
衛
生
学
（racial hygiene

）」
と
連
携
し
、「
不
生
産
的
人
口
」
の
発
生
や
増
大
を
予
防
す
る
も
の
と
し
て
、
な
お
現
在
に
お
い
て
も

社
会
政
策
上
の
テ
ー
マ
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
福
祉
国
家
を
将
来
に
わ
た
っ
て
維
持
し
続
け
る
た
め
に
は
、「
合
理
的
」

で
「
効
率
的
」
な
福
祉
政
策
を
行
う
と
い
う
理
論
が
当
然
の
よ
う
に
現
れ
る
。
つ
ま
り
、
な
る
べ
く
負
担
の
な
い
「
健
全
な
」
人
口
集
団

の
維
持
が
壊
れ
、
今
後
ま
す
ま
す
「
厄
介
者
」
と
み
ら
れ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
へ
の
財
源
お
よ
び
物
的
・
人
的
資
源
の
投
入
が
続
け
ば
、
保

健
医
療
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
全
体
的
な
費
用
の
維
持
が
困
難
に
な
る
の
が
自
明
だ
か
ら
で
あ
る
（
46
）

。
あ
る
程
度
の
サ
ー
ビ
ス
水
準
を

維
持
す
る
に
は
、
一
部
の
科
学
者
、
医
師
、
そ
し
て
政
治
家
が
、
社
会
の
「
発
展
」
な
い
し
「
進
歩
」
と
い
う
名
目
で
、
現
代
的
優
生
学

の
成
果
を
何
ら
か
の
形
で
再
導
入
す
る
機
会
に
迫
ら
れ
る
、
と
い
う
理
論
も
十
分
に
説
得
性
を
持
つ
。

ど
の
よ
う
な
形
・
立
場
で
あ
れ
、
生
ま
れ
出
で
て
懸
命
に
生
き
よ
う
と
す
る
全
て
の
者
の
平
等
と
尊
厳
が
、
自
身
の
平
等
と
尊
厳
に
直

結
す
る
と
い
う
確
信
を
も
っ
て
、
次
の
よ
う
に
結
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
優
生
学
そ
し
て
遺
伝
学
の
存
在
や
医
学
の
名
を
も
っ
て
、

今
を
生
き
て
い
る
す
べ
て
の
人
々
の
基
本
的
な
権
利
と
尊
厳
に
対
し
、
過
剰
な
侮
辱
と
侵
害
を
加
え
る
い
か
な
る
介
入
の
試
み
に
も
加

一
九
四



福
祉
と
優
生
学
（
矢
野
）

（
四
二
五
）

担
・
賛
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
事
実
に
黙
認
の
姿
勢
を
決
め
込
み
、
声
を
あ
げ
な
い
こ
と
す
ら
決
し
て
許
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
行
為
で
あ
る
。
福
祉
に
関
す
る
学
問
に
身
を
置
く
も
の
は
、
こ
う
し
た
決
意
を
も
っ
て
社
会
の
動
き
に
常
に
敏
感
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
1
）　John R

ow
ls

は
自
ら
提
唱
す
る
正
義
論
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
代
表
的
で
あ
る
の
は
「
安
定
し
た
社
会
」
の
存
在
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
2
）　

こ
れ
に
つ
い
て
す
で
に
筆
者
は
二
〇
一
三
年
に
憲
法
改
正
の
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
詳
し
く
は
矢
野　

聡
「
社
会
保
障
の
思
想
と
憲

法
改
正
へ
の
示
唆
」、『
週
刊
社
会
保
障
』
№
二
七
二
六
号
、
二
〇
一
三
年
五
月
一
三
日
号
、
五
〇
│
五
五
頁　

を
参
照
願
い
た
い
。

（
3
）　

世
界
人
権
宣
言
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
第
一
条　

す
べ
て
の
人
間
は
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
で
あ
り
、
か
つ
、
尊
厳
と
権
利
と
に
つ
い
て
平
等
で
あ
る
。
人
間
は
、
理
性
と
良
心

と
を
授
け
ら
れ
て
お
り
、
互
い
に
同
胞
の
精
神
を
も
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
4
）　D

e la V
ega, C

onnie （2007

）, International hum
an rights law

; an introduction, U
niversity of P

ennsylvania P
ress

を
参
照
の
こ
と
。

（
5
）　

ち
な
み
に
、
現
在
の
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ａ
が
社
会
保
障
協
会
を
呼
称
し
た
の
は
一
九
四
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。

（
6
）　

福
祉
権
に
つ
い
て
は
拙
稿
、
矢
野　

聡
（
二
〇
一
四
）、「
平
等
と
福
祉　

│
福
祉
権
を
め
ぐ
っ
て
│
」、『
政
経
研
究
』
日
本
大
学
法
学
会
、
第

五
〇
巻
第
三
号
、
七
五
五
│
七
七
四
頁　

を
参
照
願
い
た
い
。

（
7
）　

日
本
に
お
け
る
優
生
思
想
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
藤
野
豊
（
一
九
九
八
）、『
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
優
生
思
想
』、
か
も
が
わ
出

版
、
園
井
ゆ
り
（
二
〇
〇
四
）、「
優
生
思
想
の
社
会
史
序
説
」、『
人
間
科
学
共
生
社
会
学
』
四
、p.43-59.

等
を
参
照
願
い
た
い
。

（
8
）　

一
九
五
三
年
成
立
で
、
一
九
九
六
年
廃
止
の
「
ら
い
予
防
法
」
の
第
一
条
及
び
第
二
条
は
次
の
よ
う
な
表
記
で
あ
る
。

第
一
章　

総
則

（
こ
の
法
律
の
目
的
）

第
一
条 　

こ
の
法
律
は
、
ら
い
を
予
防
す
る
と
と
も
に
、
ら
い
患
者
の
医
療
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
そ
の
福
祉
を
図
り
、
も
っ
て
公
共
の

一
九
五



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
二
六
）

福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
義
務
）

第
二
条 　

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
つ
ね
に
、
ら
い
の
予
防
及
び
ら
い
患
者
（
以
下
「
患
者
」
と
い
う
。）
の
医
療
に
つ
と
め
、
患

者
の
福
祉
を
図
る
と
と
も
に
、
ら
い
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
9
）　

貧
困
に
関
す
る
定
義
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
し
か
し
、
貧
困
に
対
す
る
最
も
古
い
公
的
扶
助
制
度
の
歴
史
を
有
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
定
義
が

最
も
妥
当
と
い
え
る
。A

lcock P
. 

（2006

）, U
n

d
erstan

d
in

g P
overty (3rd

 ed
.) P
algrave M

acm
illan

（
10
）　

こ
の
動
き
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
比
較
研
究
を
行
っ
て
い
る
国
際
機
関
、
た
と
え
ば
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
代
表
さ
れ
る
。

O
E
C
D
 

（2011

）, H
ow

’s L
ife? M

easu
rin

g W
ell-B

ein
g. P
aris, O

E
C
D

（
11
）　

マ
ー
シ
ャ
ル
が
提
唱
し
た
市
民
権
の
中
産
階
級
的
ジ
ャ
ー
ゴ
ン
へ
の
指
摘
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
て
い
る
。

矢
野　

聡
（
二
〇
一
二
）、「
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
福
祉
」、
秋
山
、
岩
崎
編
、『
国
家
を
め
ぐ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
の
現
在
』、
勁
草
書
房
、
四
三
│
六
二
頁

（
12
）　

杉
田
菜
穂
（
二
〇
一
〇
）、『
人
口
・
家
族
・
生
命
と
社
会
政
策　

日
本
の
経
験
』、
法
律
文
化
社

杉
田
菜
穂
（
二
〇
一
三
）、『＜

優
生＞
・＜
優
境＞

と
社
会
政
策
』、
法
律
文
化
社

（
13
）　

二
〇
〇
六
年
三
月
一
五
日
に
は
、
国
連
に
正
式
な
形
で
人
権
理
事
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）　G

alton F
. 

（1883

）, In
qu

iries in
to H

u
m

an
 F

acu
lty, L

ondon; M
acm
illan

（
15
）　

ゴ
ル
ト
ン
は
、
優
生
学
を
立
証
す
る
た
め
に
数
多
く
の
科
学
的
論
文
を
執
筆
し
た
が
、
今
日
の
時
代
に
か
な
う
よ
う
な
内
容
物
で
は
到
底
な

か
っ
た
。
た
だ
、
彼
は
気
象
学
で
は
「
高
気
圧
」
を
初
め
て
唱
え
、
鑑
識
の
分
野
で
は
指
紋
に
よ
る
個
人
識
別
法
を
編
み
出
し
た
人
物
と
し
て
有
名

で
あ
る
。

（
16
）　T
rom
bley S

. 

（1988

）, T
h

e R
igh

t to R
eprod

u
ce: A

 h
istory of coercive sterilization, L

ondon; W
eidenfeld and N

icolson.

ト
ロ

ン
ブ
レ
イ
著
、
藤
田
真
利
子
訳
（
二
〇
〇
〇
）、『
優
生
思
想
の
歴
史
：
生
殖
へ
の
権
利
』、
明
石
書
店
、
三
四
頁

（
17
）　

貧
困
者
の
識
別
（
怠
惰
な
も
の
と
高
齢
、
障
が
い
な
ど
無
能
な
も
の
）
を
行
い
、
後
者
に
は
自
治
体
の
役
人
が
居
住
と
物
乞
い
の
許
可
を
与
え

た
の
は
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
統
治
下
の
一
五
三
一
年
で
あ
る
。

一
九
六



福
祉
と
優
生
学
（
矢
野
）

（
四
二
七
）

1530-31. 22 H
enry Ⅷ

. cap. 12. ‘C
oncerning P

anishm
ent of B

eggars and’ V
agabonds

（
18
）　

世
界
最
初
の
公
的
扶
助
立
法
で
あ
る
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
」
が
成
立
す
る
の
は
一
六
〇
一
年
で
あ
る
。

（
19
）　1601. 43 E

lizabeth. cap. 2. ‘F
or the R

elief of the P
oor’

（
20
）　

た
と
え
ばJ. B

entham

の
貧
困
問
題
へ
の
書
簡
に
、
当
時
の
功
利
主
義
と
彼
の
貧
困
感
が
表
れ
て
い
る
。

詳
し
く
は
矢
野　

聡
（
二
〇
〇
八
）「
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
の
救
貧
法
思
想　

│
旧
救
貧
法
か
ら
近
代
的
社
会
政
策
へ
│
」、『
日
本
法
学
』、

第
七
四
巻
第
一
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
七
│
五
三
頁　

を
参
照
願
い
た
い
。

（
21
）　

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
一
八
八
〇
年
に
「
空
想
か
ら
科
学
へ
」
と
題
す
る
著
作
（
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
著
書
『
反
デ
ユ
ー
リ
ン
グ
論
』
か
ら
の
抜
粋
）
を

発
表
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
唯
物
史
観
を
唱
え
た
。
当
時
、
自
分
た
ち
が
最
も
進
ん
だ
思
想
を
受
け
入
れ
て
い
る
と
思
い
込
ん
だ
社
会
主
義

者
た
ち
の
集
団
に
よ
る
科
学
な
る
も
の
へ
の
憧
憬
と
傾
倒
し
た
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）　M

ayhew
 H
. （fi rst published 1861 in W

ordsworth classics of world literature 2008

） London L
abour &

 L
ondon P

oor, W
ordsw

orth 

classics of w
orld literature

（
23
）　B

ooth C
. 

（1889

） L
ife an

d
 L

abou
r of th

e P
eople in

 L
on

d
on, 4vols, C

lassic R
eprint 

（2012

）.

（
24
）　

ト
ロ
ン
ブ
レ
イ
著
、
藤
田
真
利
子
訳
（
二
〇
〇
〇
）

（
25
）　

ト
ロ
ン
ブ
レ
イ
著
、
藤
田
真
利
子
訳
（
二
〇
〇
〇
）、
六
二
頁

（
26
）　W

ebb, S
. 

（1909

）, “E
ugenic and the poor law

s” T
he B

ritish M
edical Journal, D

ecem
ber 25 p.1808.

（
27
）　

ト
ロ
ン
ブ
レ
イ
著
、
藤
田
真
利
子
訳
（
二
〇
〇
〇
）、
六
五
頁

（
28
）　

ト
ロ
ン
ブ
レ
イ
著
、
藤
田
真
利
子
訳
（
二
〇
〇
〇
）、
四
五
頁

（
29
）　

ト
ロ
ン
ブ
レ
イ
著
、
藤
田
真
利
子
訳
（
二
〇
〇
〇
）、
五
七
頁

（
30
）　S
pengler, O

. 

（1919

）, P
ru

ssian
d

om
 an

d
 S

ocialism
., in D

onald O
. W
hite 

（ed.

）（1967

）, O
sw
ald S

pengler, S
elected E

ssays, 

H
enry R

egnery C
o.L
td.

（
31
）　

皮
肉
に
も
ユ
ダ
ヤ
人
医
師
群
に
よ
る
優
生
学
研
究
の
推
進
と
い
う
歴
史
的
事
実
が
あ
っ
た
。

一
九
七



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
二
八
）

米
本
昌
平
、
松
原
洋
子
、
橳
島
次
郎
、
市
野
川
容
孝
著
（
二
〇
〇
〇
）、「
優
生
学
と
人
間
社
会
」、
講
談
社
現
代
新
書
、
九
七
│
九
八
頁

（
32
）　

一
八
五
五
年
、
カ
ン
ザ
ス
州
議
会
が
懲
罰
的
断
種
の
措
置
を
合
法
と
定
め
た
。

（
33
）　

ト
ロ
ン
ブ
レ
イ
著
、
藤
田
真
利
子
訳
（
二
〇
〇
〇
）、
八
四
│
八
五
頁

（
34
）　

こ
ん
に
ち
わ
が
国
が
定
義
す
る
「
障
が
い
者
」
に
対
し
て
、
そ
の
す
べ
て
で
は
な
い
が
断
種
・
不
妊
を
強
制
す
る
内
容
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
初
め

て
認
め
た
立
法
は
、
ス
イ
ス
の
ヴ
ォ
ー
州
に
よ
る
「
精
神
病
者
に
関
す
る
法
律
」
の
改
正
で
あ
る
。

米
本
昌
平
、
松
原
洋
子
、
橳
島
次
郎
、
市
野
川
容
孝
著
（
二
〇
〇
〇
）、「
優
生
学
と
人
間
社
会
」、
講
談
社
現
代
新
書
、
一
一
四
頁

（
35
）　B

roberg G
. &
 R
oll-H

ansen N
. 

（ed.

）（2005

）, E
u

gen
ics an

d
 th

e W
elfare S

tate N
orw

ay, S
w

ed
en

, D
en

m
ark an

d
 F

in
lan

d, 

M
ichigan S

tate U
niversity P

ress, p.50.

（
36
）　

Ｔ
4
作
戦
と
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
が
行
っ
た
自
国
の
障
が
い
児
・
者
「
安
楽
死
」
計
画
の
こ
と
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
期
間
中
、
総
計

二
〇
万
人
以
上
の
障
が
い
を
持
つ
人
々
が
、
単
に
障
が
い
を
持
つ
と
い
う
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
抹
殺
さ
れ
た
。
本
稿
が
主
題
と
す
る
「
優
生
思
想
」

の
最
大
の
負
の
遺
産
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
客
観
的
か
つ
総
合
的
に
述
べ
た
著
作
は

ヒ
ュ
ー
・
Ｇ
・
ギ
ャ
ラ
フ
ァ
ー
、
長
瀬
修
訳
（
一
九
九
六
）『
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
と
障
害
者
「
安
楽
死
」
計
画
』、
現
代
書
館　

で
あ
る
。
参
照
願
い
た
い
。

（
37
）　B

roberg G
. and R

oll-H
ansen 

（eds

）（2005
）
二
〇
〇
五
年
版
序
文
よ
り

（
38
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成
立
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礎
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史
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。
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れ
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。
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シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
行
政
広
報
の
役
割
（
岩
井
）

（
四
三
一
）

シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
行
政
広
報
の
役
割

│
協
働
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
づ
く
り

│

岩　
　

井　
　

義　
　

和

は
じ
め
に

現
在
、
行
政
機
関
も
企
業
と
同
様
に
、
組
織
の
維
持
・
活
用
を
し
て
い
く
た
め
に
業
務
内
容
の
透
明
化
を
図
り
、
社
会
の
理
解
を
得
て

友
好
的
な
関
係
を
築
い
て
い
く
必
要
が
出
て
き
て
い
る
。
そ
の
対
策
の
一
つ
と
し
て
、
ど
の
行
政
機
関
に
お
い
て
も
、
組
織
を
取
り
巻
く

社
会
環
境
の
動
向
に
合
う
、
戦
略
的
・
効
果
的
な
機
能
を
持
つ
た
め
、
新
た
な
広
報
推
進
体
制
の
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
特
に
自
治

体
に
お
い
て
は
「
シ
テ
ィ
セ
ー
ル
ス
」「
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
」「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
」
等
の
名
称
で
、
二
〇
〇
四
年
頃
か
ら
「
自

治
体
自
ら
を
売
り
込
む
」
た
め
の
取
組
み
が
活
発
化
し
て
い
る
。

二
〇
一
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四
三
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）

そ
の
背
景
に
は
、「
財
政
面
で
の
自
立
」
が
あ
り
、
行
政
に
お
け
る
「
経
営
」
が
求
め
ら
れ
て
き
た
三
つ
の
要
因
が
あ
る
。
こ
の
一
つ

目
の
要
因
は
、
小
泉
元
首
相
が
二
〇
〇
四
年
以
降
進
め
た
、
三
位
一
体
の
改
革
に
よ
り
、
国
と
地
方
公
共
団
体
に
関
す
る
行
財
政
シ
ス
テ

ム
に
関
す
る
改
革
、
す
な
わ
ち
財
政
面
で
の
地
方
分
権
（
国
庫
補
助
金
改
革
・
税
源
移
譲
）
お
よ
び
地
方
交
付
税
の
削
減
が
実
施
さ
れ
、
こ

れ
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
改
革
は
、
国
の
関
与
を
減
ら
し
、
地
方
が
自
ら
に
責
任
を
持
ち
、
そ
の
地
域
な

ら
で
は
の
自
由
な
事
業
展
開
が
可
能
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
際
は
、
ま
さ
に
シ
ビ
ア
な
経
営
的
対
応
が
行
政
に
は
求
め
ら

れ
、
地
方
自
治
体
に
深
刻
な
財
政
的
課
題
を
突
き
付
け
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
自
治
体
は
、
ま
さ
に
「
生
き
残
る
」
た
め
に
、

自
力
で
稼
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
つ
目
の
要
因
は
、「
平
成
の
大
合
併
」
で
あ
る
。
平
成
の
大
合
併
は
、
自
治
体
を
広
域
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
財
政
基
盤
を
強
化

し
地
方
分
権
の
推
進
に
対
応
す
る
こ
と
や
、
生
活
圏
の
広
域
化
に
対
応
す
る
こ
と
な
ど
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
市

町
村
数
は
大
幅
に
減
少
し
た
も
の
の
、
合
併
に
伴
い
市
は
増
加
し
、
町
村
が
減
少
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
結
果
は
、
い
わ
ゆ
る
中
心

部
の
み
の
開
発
が
進
み
、
そ
れ
に
伴
い
周
辺
部
が
取
り
残
さ
れ
る
と
い
う
危
機
感
を
生
み
出
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ま
で
築
か
れ
て
い
た
地
域

で
の
「
地
元
ら
し
さ
」「
住
民
の
愛
着
心
」
等
、
そ
れ
ま
で
の
地
域
に
お
け
る
帰
属
意
識
の
希
薄
化
を
生
み
出
し
て
い
る
。

そ
し
て
は
三
つ
目
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、「
人
口
減
少
時
代
の
到
来
」
で
あ
る
。
日
本
の
人
口
は
減
少
局
面
に
入
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
地
域
内
経
済
の
停
滞
と
と
も
に
、
各
自
治
体
で
人
を
奪
い
合
う
と
い
う
自
治
体
間
競
争
を
誘
発
し
た
。
こ

れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
が
、
自
ら
の
魅
力
・
強
み
や
他
と
の
違
い
に
つ
い
て
積
極
的
に
発
信
し
、
そ
の
地
域
に
「
訪
問
し
た
い
」

「
住
ん
で
み
た
い
」
と
、
数
多
く
あ
る
自
治
体
の
中
か
ら
「
選
ば
れ
る
」
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
、
各
自
治
体
が
課
題
と
し
て
掲
げ
た
の
が
「
自
分
の
地
域
を
い
か
に
外
へ
売
り
込
ん
で
い
く
か
」
で
あ
り
、
特
に
多
く
の

二
〇
二
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自
治
体
で
見
ら
れ
た
の
が
「
ブ
ラ
ン
ド
」
の
確
立
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
ブ
ラ
ン
ド
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
我
々
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
は
、「
ブ
ラ
ン
ド
名
」
あ
る
い
は
「
商
品
イ
メ
ー
ジ
」
な
ど
、
い

わ
ゆ
る
「
モ
ノ
」
を
対
象
と
し
た
場
合
に
多
く
連
想
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
ブ
ラ
ン
ド
」
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
広
告
と
共
に
語

ら
れ
る
場
合
が
多
い
。

つ
ま
り
、
行
政
関
連
で
こ
の
「
ブ
ラ
ン
ド
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
場
合
も
、「
各
地
の
地
域
ブ
ラ
ン
ド
」・「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
に
よ

る
活
性
化
戦
略
」
な
ど
「
消
費
者
に
モ
ノ
を
売
る
」
こ
と
が
中
心
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
果
た
し
て
「
ブ
ラ
ン
ド
」
と
は
、
た
だ
単
に
「
モ
ノ
」
を
対
象
と
し
た
考
え
方
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
地
域
を

キ
ー
ワ
ー
ド
に
「
ブ
ラ
ン
ド
」
と
い
う
言
葉
を
考
え
た
場
合
、
そ
の
背
景
に
は
必
ず
行
政
・
市
民
（
1
）

と
の
関
係
が
存
在
し
て
い
る
。
な
ら
ば

従
来
か
ら
行
政
・
市
民
の
間
に
あ
る
行
政
広
報
は
そ
の
基
軸
に
な
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ブ
ラ
ン
ド
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
広
告
と
い
う

言
葉
を
関
連
さ
せ
つ
つ
、
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
行
政
だ
け
で
は
な
く
、
市
民
と
の
協
働
で
捉
え
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
（
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
）
に
は
、
助
成
・
促
進
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
他
の
シ
テ
ィ

セ
ー
ル
ス
や
地
域
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
と
は
異
な
り
、
行
政
活
動
の
分
類
の
中
で
、「
給
付
行
政
」
と
い
う
大
き
な
位
置
付
け
に
な
っ
て
い
る

も
の
と
合
致
す
る
。
し
か
も
、
こ
の
給
付
行
政
は
、
現
在
で
は
行
政
が
市
民
に
対
し
一
方
的
に
何
ら
か
の
サ
ー
ビ
ス
や
助
成
金
な
ど
を
提

供
す
る
だ
け
で
は
そ
の
効
果
は
発
揮
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
側
だ
け
で
促
進
し
て
い
く
も
の
で
は
な
く
、
市
民

の
活
躍
を
ど
の
よ
う
に
醸
成
す
る
の
か
と
い
う
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
行
政
に
は
、
従
来
か
ら
行
政
広
報
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
市
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
、
行
政
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
人
々
・
集
団
と
の
関
係
を
円
滑
に
し
、
お
互
い
が
信
頼

で
き
る
関
係
を
つ
く
り
、
維
持
す
る
考
え
方
・
技
術
を
持
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
こ
の
行
政
広
報
の
役
割
を
再
認
識
す
る
必
要
性
が
現
在
求

二
〇
三
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め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
の
行
政
提
供
型
の
広
報
（
並
び
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
）
の
重
要
性
か
ら
、
行
政
・
市
民
の

協
働
領
域
を
広
げ
る
広
報
へ
の
展
開
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
広
報
と
は
異
な
る
と
さ
れ
て
き
た
広
告
の
分
野
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
技
法
、
す
な
わ
ち
民
間
企
業
で
行
わ

れ
て
い
る
販
促
活
動
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
活
動
で
の
情
報
の
加
工
や
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
合
っ
た
伝
え
方
を
通
じ
て
周
囲
の
人
を
巻
き
込
む
手

法
を
行
政
広
報
に
用
い
る
こ
と
で
、
市
民
と
の
協
働
へ
結
び
付
け
ら
れ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
そ
し
て
次
に
、
従
来
型
の
行
政
広
報
理

論
を
見
る
こ
と
で
、
従
来
型
の
「
お
知
ら
せ
広
報
」
で
は
な
く
、
運
動
型
の
広
報
、
つ
ま
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
と
し
て
の
行
政

広
報
の
位
置
付
け
を
行
い
、
広
告
手
法
を
加
え
る
こ
と
で
実
際
の
市
民
と
の
協
働
へ
の
道
筋
を
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
と
行
政
広
報
と
の
関
係
をP

ublic R
elations

モ
デ
ル
を
使
用
し
論
じ
る
こ
と
で
、
従
来
の
プ
ラ
ン
型
行
政
で
は
な
く
、
地
域
全

体
を
巻
き
込
ん
で
の
価
値
創
造
の
た
め
の
行
政
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
運

営
の
在
り
方
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
変
化
す
る
行
政
環
境
の
中
で
、
従
来
の
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
の
役
割
か
ら
、
す
な
わ
ち
「
行
政
だ

け
の
価
値
創
出
」
で
は
な
く
、
地
域
全
体
と
し
て
の
価
値
を
創
出
し
て
い
く
市
民
と
の
協
働
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
の
行
政
、
そ
の

中
で
の
行
政
広
報
の
位
置
付
け
と
再
認
識
を
本
稿
の
目
的
と
し
て
論
じ
て
い
く
。

1
．
協
働
と
の
関
連
性

⑴　

ブ
ラ
ン
ド

ブ
ラ
ン
ド
と
い
う
言
葉
は
、
事
典
な
ど
で
は
、
そ
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
付
け
ら
れ
た
、
他
の
そ
れ
と
は
区
別
す
る
た
め
の
特
定
名
称
、

あ
る
い
は
、
そ
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
感
覚
的
・
物
理
的
特
徴
の
総
称
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
企
業
は
、
ブ
ラ
ン
ド
を
差
別
化
や
商
品

二
〇
四
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の
独
自
性
の
標
識
と
し
て
用
い
、
消
費
者
は
品
質
な
ど
商
品
内
容
の
推
定
や
、
購
入
す
る
商
品
の
選
択
手
段
と
し
て
用
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
意
味
で
、
企
業
で
は
、
こ
の
ブ
ラ
ン
ド
を
生
活
者
の
心
の
中
に
構
築
す
る
た
め
の
表
現
（
広
告
）
が
、
非
常
に
重
要
な
役
割

を
果
た
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
企
業
と
し
て
は
、
ブ
ラ
ン
ド
名
を
記
憶
さ
せ
、
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
、
好
意
・
共
感
を
生
み
出
し
、
購
買
意

欲
を
喚
起
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ブ
ラ
ン
ド
効
果
は
短
期
的
に
だ
け
で
は
な
く
、
長
期
的
な
関
係
性
の
維
持

に
貢
献
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ブ
ラ
ン
ド
と
生
活
者
の
間
に
関
係
を
築
く
た
め
に
は
、
送
り
手
と
な
る
ブ

ラ
ン
ド
が
、
受
け
手
と
な
る
生
活
者
に
と
っ
て
「
関
連
性
」（relevance

）
が
あ
る
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、

ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
魅
力
的
な
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
ろ
う
と
も
、
生
活
者
に
と
っ
て
「
他
人
ご
と
」
で
あ
れ
ば
関
係
を
結
ぼ
う
と
は
思
わ
な

い
。「
自
分
ご
と
」
あ
る
い
は
「
私
ご
と
」
と
な
れ
ば
関
係
を
結
び
た
く
な
り
、
そ
れ
に
よ
り
反
応
行
動
が
あ
ら
わ
れ
る
（
2
）

。

そ
し
て
、
な
ぜ
、
こ
の
ブ
ラ
ン
ド
が
企
業
に
と
っ
て
必
要
か
と
い
え
ば
、
高
い
ブ
ラ
ン
ド
価
値
は
、
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
て
顧
客

に
他
で
は
味
わ
え
な
い
満
足
と
価
値
を
与
え
る
。
そ
の
結
果
、
顧
客
は
フ
ァ
ン
と
な
り
、
企
業
に
長
期
的
安
定
、
も
し
く
は
長
期
的
利
益

を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
（
3
）

。

こ
の
場
合
を
考
え
る
と
、
企
業
│
消
費
者
お
互
い
が
関
連
し
て
ど
う
や
っ
て
「
価
値
」
を
認
め
合
う
の
か
、
つ
ま
り
企
業
に
し
て
み
る

と
、
ど
う
や
っ
て
「
価
値
」
を
消
費
者
に
「
価
値
と
感
じ
」
さ
せ
て
い
け
る
の
か
、
発
信
し
て
い
け
る
の
か
が
大
き
な
問
題
と
な
る
（
4
）

。
言

い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
に
価
値
の
「
双
方
向
性
」
と
い
う
性
質
が
あ
り
、
自
分
だ
け
が
価
値
あ
る
も
の
と
思
っ
て
も
、
相
手
も
価
値
あ
る
も

の
だ
と
認
識
し
な
け
れ
ば
交
換
可
能
な
価
値
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
5
）

。

こ
の
よ
う
に
ブ
ラ
ン
ド
を
確
立
す
る
と
は
、
ブ
ラ
ン
ド
の
（
信
）
の
構
造
を
作
り
あ
げ
維
持
・
強
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
言
わ

れ
る
（
信
）
の
構
造
と
は
、（
信
念
）
と
（
信
頼
）
の
二
重
性
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
6
）

。
こ
こ
に
は
情
報
の
送
り
手
・
受
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け
手
の
協
働
が
あ
り
、
ま
さ
に
現
在
の
地
方
行
政
に
お
け
る
、
市
民
と
の
協
働
で
ど
の
よ
う
な
地
域
と
し
て
の
「
価
値
」
を
創
造
し
て
い

く
か
、
ま
た
い
か
に
双
方
で
信
頼
関
係
を
構
築
し
て
い
く
か
と
い
う
、
行
政
広
報
の
大
き
な
課
題
と
類
似
す
る
も
の
が
あ
る
。

⑵　

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

次
に
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
で
あ
る
が
、
個
人
と
組
織
の
目
標
を
満
足
さ
せ
る
交
換
を
創
造
す
る
た
め
に
、
ア
イ
デ
ア
、
財
・
サ
ー
ビ
ス
の

概
念
形
成
、
価
格
、
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
、
流
通
を
計
画
・
実
行
す
る
過
程
と
い
う
解
説
が
事
典
な
ど
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
中
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
送
り
手
・
受
け
手
の
関
係
を
構
築
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性

を
説
く
考
え
方
が
あ
る
。
そ
れ
が
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
サ
ー
ビ
ス
が
ま
す
ま
す
拡
大
し
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
複
雑
さ
を
増
す
に
つ
れ
、
買
い
手
と
受
け
手
の
関
係
は
、
ま
す
ま
す
長
期
に
わ
た
り
厄
介
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
だ
か
ら
売
り
手
の
努
力
の
中
心
は
、
単
に
販
売
契
約
を
結
ぶ
こ
と
か
ら
、
販
売
後
に
買
い
手
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
移
行
す
る
。
買

い
手
を
、
購
入
後
に
引
き
続
き
満
足
さ
せ
る
に
は
、
売
り
手
と
買
い
手
と
の
間
に
建
設
的
な
交
流
関
係
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
努
力
の
中
に
は
、
買
い
手
の
不
満
お
よ
び
今
後
発
生
す
る
買
い
手
ニ
ー
ズ
を
見
落
と
さ
ず
に
対
応
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
（
7
）

」
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
多
様
化
す
る
商
品
な
ど
に
対
す
る
周
辺
サ
ー
ビ
ス
、
保
証
、
信
用
、
イ
メ
ー
ジ
、
価
値
が
、
複
合
化
の
一
途
を

た
ど
る
と
、
送
り
手
側
の
一
方
的
な
判
断
だ
け
で
は
な
く
、
買
い
手
・
受
け
手
と
の
相
互
の
理
解
、
協
力
が
必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

こ
の
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
重
要
と
な
る
の
は
、
買
い
手
で
あ
る
顧
客
と
売
り
手
で
あ
る
企
業
の
双
方

が
満
足
す
る
こ
と
で
あ
り
、
流
通
チ
ャ
ン
ネ
ル
内
で
は
イ
コ
ー
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
に
よ
っ
て
、
両
者
の
満
足
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
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す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
は
、
個
々
の
行
為
主
体
よ
り
、
そ
れ
ら
関
係
そ
の
も
の
に
焦
点
を
あ

て
、
関
係
の
最
適
化
を
目
的
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
最
も
重
要
な
最
少
単
位
に
な
る
売
り
手
と

買
い
手
の
関
係
に
注
目
し
た
と
き
、
買
い
手
の
顧
客
満
足
と
同
時
に
売
り
手
に
あ
た
る
企
業
満
足
を
も
同
時
に
満
た
す
も
の
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
8
）

。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
イ
コ
ー
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
売
り
手
は
パ
ワ
ー
を
も
っ
て
メ
ン
バ
ー
を
統
制

す
る
、
あ
る
い
は
従
属
関
係
を
つ
く
る
の
で
は
な
く
、
い
か
に
対
等
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
良
き
関
係
を
作
る
か
が
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
の
関
係
性
の
強
化
は
、
イ
コ
ー
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
共
同
で
互
い
の
強
い
点
を
出
し
合
い
つ
つ
、

シ
ナ
ジ
ー
効
果
を
生
か
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
責
任
と
信
頼
に
基
づ
い
た
商
品
開
発
と
販
売
を
実
現
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
さ
ら
に
大
き
な

両
者
の
成
長
と
末
端
の
顧
客
満
足
を
引
き
出
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
関
係
を
築
く
に
は
、
関
係
性
の
「
場
」
と
し
て
、
範
囲
・
テ
ー
マ
・
方
法
な
ど
の
戦
略
が
必
要
と
な
る
。
し
か
も
、
こ
の

「
場
」
は
お
互
い
の
信
頼
関
係
が
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
両
者
間
に
お
い
て
、
信
念
・
理
想
・
思
考
・
考
え
方
・
理
解

の
仕
方
・
表
現
方
法
が
同
一
で
あ
れ
ば
、
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
は
さ
ら
に
深
ま
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
に
重
要

に
な
る
の
が
、
双
方
向
の
対
話
、
調
整
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
長
期
的
な
関
係
づ
く
り
、
及
び
関
係
の
維
持
の
仕
掛
け
と
組
織
づ
く

り
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
を
、
地
方
行
政
に
置
き
換
え
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
「
場
」
は
そ
の
地
域
社
会
で
あ
り
、
範

囲
・
テ
ー
マ
・
方
法
な
ど
の
戦
略
を
行
政
が
そ
の
役
割
と
し
て
担
う
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
行
政
と
住
民
の
信
頼
関
係
の
成
立
こ
そ
が

協
働
で
あ
り
、
信
念
・
理
想
・
思
考
・
考
え
方
・
理
解
の
仕
方
・
表
現
方
法
と
し
て
、
行
政
広
報
に
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。
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⑶　

広
告
（
9
）

次
に
広
告
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
述
の
企
業
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
活
動
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
は
、
営
業
利
益
の
み
な
ら
ず
、
今
日
で
は
非
営
利
団
体
な
ど
に
も
応
用
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
は
、
企
業
が
市
場
に
向
け
て
、
ど
の

タ
ー
ゲ
ッ
ト
（
対
象
層
）
に
ど
ん
な
商
品
を
ど
ん
な
方
法
で
導
入
す
れ
ば
売
れ
る
の
か
、
つ
ま
り
売
れ
る
仕
組
み
を
ど
の
よ
う
に
構
築
す

る
か
と
い
っ
た
、
市
場
戦
略
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
、
広
告
と
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
関
係
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
、
世
の
中
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
商
品
が
存
在
し
、
毎
年
の
よ
う
に
モ
デ
ル
チ
ェ
ン
ジ
、
あ
る
い
は
新
し
い
商
品
が
発
売
さ
れ

る
。
そ
し
て
そ
の
際
に
、
次
々
と
新
し
い
広
告
が
我
々
に
は
流
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
、
目
に
留
ま
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
ま
っ

た
く
素
通
り
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。

こ
う
し
た
背
景
に
は
、
消
費
者
に
愛
さ
れ
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
ブ
ラ
ン
ド
に
す
る
た
め
に
、
ブ
ラ
ン
ド
を
設
計
し
育
成
す
る
ブ
ラ
ン
ド
戦
略

や
、
商
品
を
開
発
し
市
場
で
成
功
さ
せ
る
た
め
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
、
広
告
を
は
じ
め
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
の
よ
う

に
行
う
の
が
効
果
的
か
を
考
え
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
な
ど
、
多
く
の
戦
略
が
関
係
す
る
。
す
な
わ
ち
、
い
か
に
こ
れ
ら
の
各
種

戦
略
を
組
み
合
わ
せ
て
、
商
品
や
広
告
を
作
る
前
に
、
消
費
者
の
心
を
と
ら
え
る
か
を
考
え
出
す
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
戦
略
を
立
案
す
る
メ
ソ
ッ
ド
を
体
系
化
し
た
の
が
、
ア
カ
ウ
ン
ト
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
で
あ
る
。
ア
カ
ウ
ン
ト
プ
ラ
ン
ニ
ン

グ
と
は
、
消
費
者
心
理
や
消
費
者
の
行
動
原
理
を
分
析
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
広
告
に
消
費
者
の
価
値
観
や
心
理
を
積
極
的
に
反
映
さ
せ

る
考
え
方
と
言
わ
れ
、
ヒ
ッ
ト
商
品
を
連
発
し
て
い
る
ク
リ
エ
イ
タ
ー
の
多
く
は
、
こ
の
ア
カ
ウ
ン
ト
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
考
え
方
を
、
意

識
す
る
こ
と
な
し
に
、
体
得
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
楽
観
的
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
こ
の
ア
カ
ウ
ン
ト
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
考
え
方
を
習
得
し
、
運
用
す
る
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
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れ
ば
人
々
の
心
を
と
ら
え
る
ヒ
ッ
ト
商
品
や
広
告
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
長
く
人
々
か
ら
愛
さ
れ
続
け
る
ブ
ラ
ン
ド
を
育
て
る
可

能
性
が
高
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
ア
カ
ウ
ン
ト
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
は
、
広
告
会
社
で
広
告
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
携
わ
り
た
い
人
だ
け
で
は
な
く
、
メ
ー

カ
ー
な
ど
の
企
業
で
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
商
品
開
発
を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
人
に
と
っ
て
必
須
の
考
え
方
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ

は
、
ア
カ
ウ
ン
ト
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
精
通
し
た
人
材
、
つ
ま
り
そ
う
し
た
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
担
う
人
材
が
重

要
と
な
っ
て
き
て
い
る
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
ア
カ
ウ
ン
ト
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
中
で
、
重
要
と
な
る
の
が
消
費
者
の
心
、
す
な
わ
ち
消
費
者
イ
ン
サ
イ
ト
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
実
際
に
ア
カ
ウ
ン
ト
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
行
う
ア
カ
ウ
ン
ト
プ
ラ
ン
ナ
ー
は
、
ま
ず
消
費
者
の
気
持
ち
を
探
り
出
し
、
そ
れ

を
と
ら
え
る
商
品
や
広
告
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
消
費
者
イ
ン
サ
イ
ト
は
、
ア
カ
ウ
ン
ト
プ
ラ
ン
ナ
ー
の

存
在
理
由
と
も
い
え
、
す
べ
て
の
起
点
に
な
る
考
え
方
で
あ
る
。

消
費
者
イ
ン
サ
イ
ト
と
は
、
直
訳
す
る
と
「
消
費
者
に
お
け
る
洞
察
」
で
あ
る
が
、
い
わ
ば
「
消
費
者
の
ホ
ン
ネ
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

消
費
者
が
言
葉
に
で
き
な
い
よ
う
な
感
情
や
、
消
費
者
自
身
も
気
付
い
て
い
な
い
よ
う
な
気
持
ち
の
中
で
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
が
活
用
で
き
る
深
層
心
理
と
い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
定
義
と
し
て
い
え
ば
、「
消
費
者
の
深
層
心
理
の
中
で
、

あ
る
商
品
を
購
入
す
る
動
機
付
け
（key driver

）
と
な
る
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
の
心
理
」
が
消
費
者
イ
ン
サ
イ
ト
で
あ
る
（
10
）

。

行
政
広
報
の
中
で
、
前
述
の
「
消
費
者
の
ホ
ン
ネ
」（
市
民
の
ホ
ン
ネ
）
は
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
を
理
解
し
、

戦
略
に
結
び
付
け
る
（
広
聴
結
果
を
政
策
な
ど
に
反
映
す
る
）
こ
と
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
現
状
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ

こ
に
行
政
と
市
民
の
協
働
の
課
題
が
あ
り
、
今
後
は
こ
れ
を
い
か
に
構
築
す
る
か
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
が
、
い
か
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に
ど
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
（
対
象
層
）
に
ど
ん
な
価
値
を
ど
ん
な
方
法
で
導
入
す
れ
ば
協
働
へ
結
び
つ
く
か
、
つ
ま
り
協
働
へ
の
仕
組
み
を
ど

の
よ
う
に
構
築
す
る
か
が
今
後
の
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

2
．
行
政
広
報
の
役
割

行
政
は
、
民
間
企
業
と
は
異
な
り
、
国
・
都
道
府
県
・
市
区
町
村
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
日
常
業
務
す
べ
て
が
公
共
の
福
祉
の
た

め
の
役
務
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
金
銭
上
の
増
益
を
計
る
部
門
を
持
た
な
い
た
め
、
前
述
の
よ
う
な
、
民
間
企
業
と
は
逆
の
存
在

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
自
治
体
を
例
に
と
る
と
、
自
治
体
は
行
政
に
関
わ
る
情
報
を
、
対
象
住
民
に
対
し
て
、
統
括
的
に
周
知
す
る

と
い
う
専
門
の
部
門
を
持
っ
て
お
り
、
従
来
の
行
政
広
報
の
役
割
と
し
て
は
こ
れ
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
従
来
の
行
政
に
お
い
て
は
、
住
民
へ
の
一
方
的
な
情
報
の
展
開
で
十
分
と
考
え
、
知
ら
せ
る
側
面
の
み
を
行
う
「
広
報
活
動
」

が
重
要
視
さ
れ
、
既
に
決
ま
っ
た
施
策
を
市
民
に
知
ら
せ
る
目
的
の
広
報
、
い
わ
ゆ
る
「
お
知
ら
せ
型
広
報
」
の
域
を
出
な
か
っ
た
現
実

が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の
行
政
広
報
の
役
割
は
、
情
報
を
住
民
に
提
供
す
る
こ
と
が
最
優
先
の
役
割
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
提
供
す
る
情
報

も
行
政
の
事
務
・
事
業
の
執
行
過
程
に
関
連
し
て
民
衆
に
周
知
す
べ
き
と
行
政
が
主
体
と
な
っ
て
考
え
た
、
あ
く
ま
で
行
政
の
都
合
に
よ

る
情
報
で
あ
っ
た
。

し
か
し
本
来
で
あ
る
な
ら
ば
、
行
政
が
住
民
に
自
ら
の
意
思
を
伝
え
る
努
力
（
広
報
）
も
含
め
、
行
政
活
動
は
、
住
民
が
求
め
て
い
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
が
住
民
の
意
見
を
聞
き
、
行
政
自
ら
の
変
革
・
調
整
を
得
よ
う
と
い
う
努
力
、
す
な

わ
ち
広
聴
（
真
摯
に
住
民
の
声
を
聴
く
）
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
全
く
意
味
を
も
た
な
い
。
さ
ら
に
、
現
在
で
は
い
か
に
市
民
と
協
働
を
図
っ

て
い
く
か
が
大
き
な
課
題
と
な
り
、
こ
れ
は
以
前
と
は
違
っ
て
き
て
い
る
現
在
の
大
き
な
行
政
環
境
の
変
化
を
意
味
す
る
。
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そ
こ
で
現
在
行
政
に
求
め
ら
れ
て
い
る
行
政
広
報
は
、
区
域
住
民
へ

行
政
の
告
知
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
市
民
の
行
政
へ
の
参
加
の

実
現
、
そ
し
て
行
政
の
運
営
に
市
民
が
ど
れ
だ
け
関
わ
っ
て
い
け
る
か

と
い
う
、
情
報
の
交
流
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
＝
行

政
広
報
と
い
う
認
識
が
、
行
政
広
報
の
中
心
的
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

図
1
は
、
有
名
な
井
出
の
行
政
Ｐ
Ｒ
モ
デ
ル
（
11
）

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
見

る
と
、
実
は
今
ま
で
話
し
て
き
た
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
広
告
に
類
似
し

た
活
動
と
見
て
取
れ
る
部
分
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
情
報
の
流
れ
方
や
、

そ
の
情
報
の
流
れ
を
如
何
に
検
討
し
て
い
く
か
な
ど
が
同
じ
で
あ
り
、

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
類
似
点
が
、
行
政
広
報
の
問
題
点
と
さ

れ
て
き
た
部
分
で
あ
る
、
一
方
的
な
行
政
の
「
や
り
っ
ぱ
な
し
広
報
・

広
聴
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

従
来
で
言
う
な
ら
ば
、
広
告
は
あ
く
ま
で
も
情
報
発
信
者
が
主
体
的

に
行
う
も
の
で
あ
り
、
行
政
広
報
は
他
者
を
主
体
と
し
て
行
う
も
の
と

い
う
考
え
に
基
づ
き
、
広
報
と
広
告
を
同
一
視
し
て
は
い
け
な
い
と
の

考
え
方
は
、
あ
る
部
分
で
は
正
し
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
現
在
の
行

図 1　井出のＰＲモデル
第１式　　　行政ＰＲ＝〔公衆→行政体〕＋〔行政体→公衆〕

第２式　　　行政体＝

（広聴） （広報）

ＰＲプログラム

↓　　↑

行政プログラム

第３式　　　行政ＰＲ＝公衆　→

ＰＲプログラム

↓　　↑

行政プログラム

→　公衆
（広聴） （広報）

（出所）　井出嘉憲『行政広報論』（勁草書房、1967年）、p.29。
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政
環
境
の
変
化
、
あ
る
い
は
そ
の
変
化
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
は
、
あ
ま
り
に
広
報
と
広
告
を
区
別
す
る
こ
と

は
、
良
き
結
果
を
生
み
出
す
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
述
の
よ
う
に
、
行
政
が
、
い
か
に
ど
の
タ
ー

ゲ
ッ
ト
（
対
象
層
）
に
ど
ん
な
価
値
を
ど
ん
な
方
法
で
導
入
す
れ
ば
協
働
へ
結
び
つ
く
か
、
つ
ま
り
協
働
へ
の
仕

組
み
を
ど
の
よ
う
に
構
築
す
る
か
が
大
き
な
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
前
述
の
広
告
の
手
法
な
ど
を
、

行
政
へ
導
入
し
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
早
急
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

そ
の
意
味
で
も
、
井
出
の
モ
デ
ル
を
再
度
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
今
後
は
、
よ
り
具
体
的
な
行
政

広
報
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
協
働
の
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
外
部
か
ら
の
技
術
導
入
な
ど
の
必
要
性
が
現

在
の
行
政
広
報
に
は
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
、
現
在
の
行
政
に
必
要
な
の
は
、
第
二
式
の

部
分
を
担
う
広
報
・
広
聴
部
分
の
戦
略
、
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
Ｐ
Ｒ
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ら
び
に
行
政
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
を
導
入
・
展
開
で
き
る
仕
組
み
で
あ
る
。

一
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
先
に
の
べ
た
ア
カ
ウ
ン
ト
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
導
入
で
あ
る
。
そ
れ
を
担
う
ア
カ
ウ
ン

ト
プ
ラ
ン
ナ
ー
の
重
要
な
役
割
の
ひ
と
つ
に
、
ブ
ラ
ン
ド
の
設
計
と
育
成
が
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
ブ
ラ
ン
ド

は
人
々
の
心
の
中
に
出
来
上
が
る
の
で
、
人
の
心
を
掘
り
下
げ
、
そ
れ
を
も
と
に
戦
略
を
立
案
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
消
費
者
の
心
理
を
最
も
理
解
し
て
い
る
ア
カ
ウ
ン
ト
プ
ラ
ン
ナ
ー
が
ブ
ラ
ン
ド
の
設
計
や
構
築
の
役

割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
・
人
材
を
行
政
が
い
か
に
導
入
す
る
か
が
、
現
在
の
大

き
な
課
題
で
あ
り
、
実
際
に
国
レ
ベ
ル
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
課
題
と
さ
れ
、
そ
の
議
論
を
要
約
し
、
今

回
の
広
告
技
法
な
ど
を
加
筆
す
る
と
（
│
線
部
分
）
以
下
の
よ
う
に
な
る
（
12
）

。

図 2　行政体のコミュニケーション戦略導入

行政体＝

ＰＲプログラム

↓　　↑

行政プログラム

コミュニケーション戦略
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①　

ど
う
い
っ
た
情
報
を
伝
え
る
べ
き
か
、
ど
の
情
報
（
施
策
）
を
優
先
的
に
発
信
す
べ
き
か
（
戦
略
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）、
と
い
っ
た
点
に

つ
い
て
、
各
担
当
部
局
を
越
え
て
検
討
さ
れ
る
必
要
性
。

②　

政
策
の
策
定
段
階
に
お
い
て
、
国
民
か
ら
の
意
見
を
聞
く
機
会
を
様
々
な
形
（
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
技
法
）
設
け
政
策
に
反
映
さ
せ
る
、

あ
る
い
は
、
議
論
の
過
程
を
公
開
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
国
民
に
理
解
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
も
一
部
に
お
い
て
試
行
さ
れ
て
い
る

が
、
よ
り
成
熟
し
た
仕
組
み
と
な
る
よ
う
改
善
の
必
要
性
。

③　

問
題
の
理
解
に
専
門
性
を
必
要
と
す
る
科
学
的
問
題
等
に
つ
い
て
は
専
門
性
を
持
た
な
い
一
般
国
民
に
も
興
味
と
関
心
を
持
っ
て

理
解
で
き
る
よ
う
な
説
明
（
広
告
技
法
）
の
工
夫
。

④　

政
府
と
し
て
一
元
的
に
政
策
に
優
先
順
位
を
付
け
、
情
報
発
信
の
戦
略
を
立
て
る
機
能
を
制
度
的
に
担
保
す
る
べ
き
で
は
な
い
か

と
い
う
点
。

⑤　

一
般
国
民
相
互
間
な
ど
の
双
方
向
性
・
相
互
性
の
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
も
（
価
値
づ
く
り
を
行
う
戦
略
）
検
討
す
る

必
要
性
。

さ
ら
に
、
昨
今
の
企
業
で
は
、
企
業
自
体
の
情
報
を
統
括
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
Ｃ
Ｃ
Ｏ
（C

hief C
om
m
unication O

ffi  cer

）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
企
業
の
す
べ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
が
「
チ
ー
フ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
」

の
も
と
に
有
機
的
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
正
確
な
企
業
像
が
社
会
に
発
信
さ
れ
、
理
解
さ
れ
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
き
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
統
合
を
図
っ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
組
織
に
入
っ
て
く
る
情
報
も
ま
た
情
報
の
中
枢

に
集
中
・
分
析
さ
れ
、
こ
れ
を
基
に
戦
略
策
定
、
発
信
情
報
の
基
盤
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
13
）

。
つ
ま
り
、
固
有
の
「
価
値
」
の
発
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見
・
発
掘
・
共
有
・
創
造
・
育
成
・
編
集
・
発
信
お
よ
び
運
動
化
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
統
合
を
行
う
こ
と
で
、
企
業
戦
略
に
つ
な

げ
て
い
く
試
み
で
あ
り
、
現
在
の
行
政
に
も
、
こ
う
し
た
固
有
の
「
価
値
」
の
発
見
・
発
掘
・
共
有
・
創
造
・
育
成
・
編
集
・
発
信
お
よ

び
運
動
化
こ
そ
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
役
割
を
果
た
す
の
が
行
政
広
報
な
の
で
あ
る
。

3
．
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
行
政
広
報

シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
地
域
の
魅
力
を
創
造
し
、
そ
れ
を
地
域
の
内
外
へ
と
広
め
、『
地
域
イ
メ
ー
ジ
を
ブ
ラ
ン
ド
化
』
し
、

魅
力
的
な
ブ
ラ
ン
ド
に
育
て
、
観
光
客
や
転
入
者
を
増
や
す
こ
と
、
住
民
に
誇
り
や
地
元
愛
を
根
づ
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
住
民
の
自
治
意
識
を
高
め
、
住
民
が
ま
ち
の
発
展
に
貢
献
し
、
観
光
客
に
対
す
る
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の
精
神
を
生
み
だ
そ
う

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
活
動
は
、
一
過
性
で
な
く
持
続
的
に
発
展
し
て
い
く
環
境
を
つ
く
り
だ
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
大
き
く
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
行
政
を
中
心
に
置
く
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
周

囲
を
巻
き
込
み
、
双
方
向
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
確
立
す
る
こ
と
で
、
そ
の
地
域
の
価
値
や
魅
力
を
作
り
発
信
し
て
い
く
も
の
で
あ

る
。こ

う
し
た
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
背
景
に
は
、
前
述
し
た
三
つ
の
要
因
な
ど
に
よ
る
、
行
政
が
直
面
す
る
財
政
と
地
方
自
治
体
の
存
立
に

か
か
わ
る
環
境
の
変
化
が
あ
る
。
そ
こ
で
現
在
、
行
政
機
関
、
特
に
自
治
体
は
そ
の
存
在
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
「
経
営
す
る
」
と
い

う
行
政
の
手
法
や
戦
略
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
治
体
の
運
営
・

・

か
ら
行
政
経
営
へ
と
い
う
課
題
が
首
長
や
職
員
に
も
求
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
実
際
の
問
題
と
し
て
、
自
治
体
の
現
実
で
の
倒
産
も
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
行
政
運
営
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
中
に
「
交
流
人
口
増
加
」・「
定
住
人
口
増
加
」
な
ど
に
つ
な
げ
る

二
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シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
行
政
広
報
の
役
割
（
岩
井
）

（
四
四
五
）

戦
略
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
治
体
に
と
っ
て
、
観
光
・
訪
問
先
と
し
て
、
ま
た
住
む
場
所
と
し
て
、
一
人
で
も
多

く
の
人
に
「
選
ば
れ
る
」
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
自
ら
を
売
り
込
む
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
、

戦
略
的
か
つ
効
果
的
な
行
政
広
報
活
動
の
実
施
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
日
本
に
お
け
る
、
従
来
の
行
政
広
報
（
行
政
側
の
お
知
ら
せ
の
技
術
）
の
考
え
方
か
ら
、
ア
メ
リ
カP

ublic 

R
elations

の
発
展
に
寄
与
し
た
Ｅ
・
バ
ー
ネ
イ
ズ
が
考
え
る
、P
ublic R

elations

の
社
会
的
役
割
へ
と
変
化
さ
せ
る
必
要
性
、
つ
ま
り

関
係
す
る
人
々
（
市
民
）
を
巻
き
込
ん
で
い
く
形
の
行
政
広
報
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
14
）

。

P
ublic R

elations

と
は
：

①　

関
係
す
る
人
々
へ
の
情
報
提
供
活
動

②　

関
係
す
る
人
々
の
態
度
を
変
化
さ
せ
る
た
め
の
説
得
活
動

③　

関
係
す
る
組
織
の
人
々
の
態
度
を
変
化
さ
せ
る
た
め
の
情
報
収
集
活
動

こ
こ
で
は
、
明
ら
か
に
〝
説
得
〞
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
はP

ublic R
elations

は
説
得
す
る
活
動
を
含
み
、
説
得
材

料
の
必
要
性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

従
来
か
ら
、P

ublic R
elations

は
〝
広
報
・
広
聴
車
の
両
輪
の
ご
と
し
〞
と
言
わ
れ
、
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
そ
の
道
具
と
し
て
利
用

し
つ
つ
、P

ublic R
elations

対
象
と
の
情
報
発
信
・
受
信
活
動
を
行
っ
て
き
た
。
行
政
に
し
て
み
て
も
、
同
じ
よ
う
に
広
報
誌
・
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
広
報
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
広
報
活
動
、
あ
る
い
は
情
報
活
動
の
原
点
に
は
、

二
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）

（
四
四
六
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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
、
言
い
換
え
れ
ば
、

〝
行
政
は
広
報
活
動
を
行
い
、
国
民
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
必
要
が
あ
る
〞
と
い
う
大
前
提

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
行
政
は
、
行
政
活
動
の
対
象
と

な
る
人
々
へ
情
報
を
伝
え
、
人
々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
必
要
性
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
国
民
と
の
協
働
・

調
整
を
図
り
、
行
政
活
動
へ
の
理
解
・
信
頼
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
は
、
行
政
活
動
の
妥
当

性
を
国
民
に
伝
え
る
必
然
性
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
。
な
ら
ば
、
広
報
活
動
だ
け
に
焦
点
を
あ
て
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
根
本
で
あ
る
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
す
な
わ
ち
行
政
の
国
民

に
対
す
る
戦
略
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
展
開
し

て
い
く
議
論
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
政

と
国
民
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
際
、
実
際

に
ど
の
よ
う
に
行
政
・
政
府
に
対
し
て
国
民
が
接
触

図 3　パブリック・リレーションズの 4ステップマネジメント（15）

（出所） 　スコット・M・カトリップス、アレン・H・センター、グレン・M・ブ
ルーム著、日本広報学会監修『体系パブリック・リレーションズ』、p.338。
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テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
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け
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行
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広
報
の
役
割
（
岩
井
）

（
四
四
七
）

を
求
め
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
か
を
検
討

し
、
そ
の
中
で
、
い
か
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
相
手
で

あ
る
国
民
を
説
得
、
納
得
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
か
が
、

行
政
側
に
は
重
要
な
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
テ
ィ
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
場
合
も
、
行
政
組
織
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
課
題
を
検
討
す
る
必
要
性

が
あ
る
の
で
あ
る
。

図
3
の
モ
デ
ル
で
は
、
各
ス
テ
ッ
プ
は
そ
の
他
の
ス
テ
ッ

プ
と
同
等
に
重
要
と
さ
れ
る
が
、
プ
ロ
セ
ス
は
問
題
を
つ
き

と
め
る
た
め
の
情
報
収
集
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

第
一
ス
テ
ッ
プ
で
入
手
し
た
情
報
と
そ
れ
ら
に
対
す
る
理
解

が
、
次
に
続
く
ス
テ
ッ
プ
を
動
機
付
け
、
方
向
づ
け
を
し
て

い
る
。
実
際
の
実
務
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
過
程
は
、
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
環
境
の
下
、
絶
え
ず
循
環
し
て
い
る
結
果
、

分
析
・
計
画
立
案
・
実
施
・
評
価
を
そ
れ
ぞ
れ
区
分
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
で
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
リ

レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
を
広
報
と
訳
し
て
い
る
以
上
、
こ
の
問
題
解

図 4　Public Relations のオープン・システム・モデル

（出所） 　スコット・M・カトリップス、アレン・H・センター、グレン・M・ブ
ルーム著、日本広報学会監修『体系パブリック・リレーションズ』、p.231。
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（
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四
八
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決
プ
ロ
セ
ス
が
、
継
続
的
に
重
な
り
合
い
な
が
ら
循
環
し
て
い
る
と
い
う
モ
デ
ル
の
本
質
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

モ
デ
ル
が
、
日
本
の
行
政
広
報
で
は
完
全
に
活
用
で
き
て
お
ら
ず
、
特
に
「
聞
く
」
と
い
う
活
動
で
あ
る
広
聴
に
活
用
で
き
て
い
な
い
事

実
が
あ
る
と
考
え
る
。
以
前
筆
者
は
、P

ublic R
elations

の
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
・
モ
デ
ル
（
図
4
）
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ

る
（
16
）

。

P
ublic R

elations
の
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
適
用
す
る
た
め
に
は
、「
組
織
体
と
対
象
と
な
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
の
関

係
に
影
響
が
及
ぶ
変
化
を
予
兆
・
発
見
す
る
意
図
を
も
っ
て
環
境
へ
の
監
視
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
・
ア
プ
ロ
ー

チ
に
従
う
な
ら
ば
、P

ublic R
elations

は
、
組
織
体
の
方
針
や
手
続
き
、
行
動
な
ど
に
よ
っ
て
相
互
に
影
響
や
関
係
性
が
生
じ
る
特
定

さ
れ
た
対
象
パ
ブ
リ
ッ
ク
に
対
し
、
選
択
的
か
つ
細
心
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。P

ublic R
elations

の
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス

テ
ム
・
モ
デ
ル
は
、
対
象
パ
ブ
リ
ッ
ク
や
他
の
環
境
の
力
、
組
織
内
の
力
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
た
め
の
リ
サ
ー
チ
・
ス
キ
ル
を
要
す
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
Ｐ
Ｒ
は
、
組
織
内
の
修
正
行
動
を
開
始
し
、
内
部
と
外
部
の
対
象
パ
ブ
リ
ッ
ク
の
知
識
や
傾
向
、

言
動
な
ど
に
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
に
直
接
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
・
指
揮
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
。
求
め
る
成
果
は
、
組
織
体
と
対
象
パ

ブ
リ
ッ
ク
の
相
互
利
益
が
反
映
し
た
目
的
の
維
持
ま
た
は
達
成
で
あ
る
。
相
互
利
益
に
反
す
る
事
項
を
発
見
し
た
ら
、
そ
れ
ら
が
課
題
や

問
題
と
な
る
前
に
変
更
ま
た
は
排
除
す
る
。
積
極
的
な
修
正
行
動
は
、
Ｐ
Ｒ
の
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
・
モ
デ
ル
が
主
要
で
最
大
の
有
益

な
側
面
で
あ
る
（
17
）

」。
し
か
し
、
実
際
の
行
政
広
報
で
は
、
双
方
向
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
必
要
性
は
重
要
と
言
わ
れ
る
が
、
広
聴
の

側
面
が
実
際
的
に
活
用
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
系
統
立
っ
た
広
聴
に
よ
っ
て
信
頼
で
き
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
得
る
努
力
と
ス
キ
ル
を
も
っ

て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
聴
取
に
よ
っ
て
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
た
情
報
を
、
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
取
り
組
む
際
に
、

こ
の
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
、
ど
こ
ま
で
運
営
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
っ
た
範
囲
の
決
定
づ
け
に
役
立
て
る
必

二
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テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
行
政
広
報
の
役
割
（
岩
井
）

（
四
四
九
）

要
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
外
か
ら
選
ば
れ
る
「
価

値
」
の
創
出
の
た
め
に
は
、
ま
ず
内
部
活

性
化
の
広
報
、
す
な
わ
ち
、
地
域
資
源
の

掘
り
起
こ
し
な
ど
の
広
聴
か
ら
行
わ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
ず
地
域
内
で
の

「
選
択
・
選
別
」
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
次
の
ス
テ
ッ

プ
と
な
る
「
外
か
ら
選
ば
れ
る
」
た
め
の

選
択
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
を
間

違
っ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
広
聴
を
間

違
っ
た
場
合
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ

と
に
な
り
、
行
政
環
境
を
如
何
に
把
握
す

る
か
の
問
題
で
あ
る
。

4
．
行
政
環
境
へ
の
対
応

現
在
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
に
影
響

図 5－ 1　新しい公共のイメージ

図 5－ 2　新しい公共のイメージ

（出所） 　内閣府資料、平成22年3月25日第4回「新しい公共」円卓会議提出資料
（http://www5.cao.go.jp/entaku/shiryou/22n4kai/pdf/100325_01.pdf）

2014年 6 月22日検索。
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〇
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を
与
え
る
変
化
が
民
間
も
含
め
て
多
く
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
新
た
な
目
的
や
状
況
に
適
応
す
る
た
め
に
、
行
政
は
公
共
サ
ー
ビ
ス

の
供
給
形
態
等
を
模
索
し
つ
つ
、
新
し
い
公
共
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
（
18
）

。

そ
う
し
た
中
、
ど
の
よ
う
に
行
政
が
行
動
し
て
い
く
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
と
り
得
る
行
動
と
し
て
フ
ッ
ド
は
次
の
よ
う

に
指
摘
す
る
（
19
）

。

⒜　

少
し
だ
け
既
存
の
行
動
を
変
え
る
。
す
な
わ
ち
、
確
立
さ
れ
た
基
本
的
構
造
を
次
第
に
識
別
し
、
変
え
て
い
く
。

⒝　

既
存
の
、
し
か
し
こ
れ
ま
で
に
無
関
係
で
あ
っ
た
一
群
の
日
常
的
な
行
動
手
順
を
、
新
し
い
目
的
の
た
め
に
結
び
付
け
る
。

⒞　

他
の
者
が
行
っ
て
い
る
こ
と
を
模
倣
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
こ
か
で
用
い
ら
れ
て
い
る
デ
ザ
イ
ン
の
ま
ね
を
す
る
の
で
あ
る
。

⒟　

あ
な
た
自
身
が
、
ゼ
ロ
か
ら
完
全
に
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
を
作
り
上
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
既
存
の
シ
ス
テ
ム
の
大
幅
な
模
倣
や
修
正

な
し
に
、
新
た
な
形
態
を
作
り
上
げ
る
。

こ
れ
ら
の
説
明
と
し
て
フ
ッ
ド
は
、
⒜
を
部
分
的
適
応
│
既
存
の
構
造
と
の
識
別
と
変
更
と
し
、「
お
そ
ら
く
行
動
を
変
え
る
最
も
簡

単
な
方
法
は
、
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
る
手
続
や
デ
ザ
イ
ン
を
少
し
だ
け
か
え
る
こ
と
で
あ
る
…
危
険
を
避
け
よ
う
と
す
る
傾
向
や
行
政

の
実
効
性
へ
の
願
望
は
、
ま
ず
今
い
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
よ
と
い
う
、
よ
く
耳
に
す
る
格
言
に
要
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
こ

の
種
の
革
新
を
主
張
す
る
。
既
存
の
制
度
の
積
み
重
ね
に
よ
る
一
歩
一
歩
の
識
別
と
変
更
の
結
果
と
し
て
、
多
く
の
行
政
的
適
応
が
達
成

さ
れ
て
き
た
（
20
）

」
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
部
分
的
適
応
に
関
し
て
、「
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
し
ば
し
ば
、
新
し
い
状
況
を
、
ま
る
で
そ
れ

が
基
本
的
ル
ー
ル
を
変
え
る
こ
と
な
し
に
、
古
い
ル
ー
ル
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
当
て
は
ま
る
が
ご
と
く
扱
う
と
い
う
、
法
的
な
、
あ
る
い
は

二
二
〇



シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
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行
政
広
報
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役
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（
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井
）

（
四
五
一
）

行
政
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
用
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
便
宜
的
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
継
続
的
に
誤
っ
た
事
実
前
提
を
採

用
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
21
）

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
急
激
な
変
化
対
応
に
は
適
合
せ
ず
、
行
政
側
の
思
惑

が
見
え
隠
れ
し
、
市
民
に
と
っ
て
十
分
な
対
応
策
と
な
り
え
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
⒝
を
フ
ッ
ド
は
再
編
成
と
呼
び
「
部
分
的
な
調
整
で
は
あ
る
が
、
も
う
少
し
技
術
的
に
精
緻
な
も
の
で
あ
る
。
再
編
成
は
、
そ

れ
ら
が
統
合
さ
れ
た
と
き
、
全
く
異
な
る
結
果
が
生
じ
る
か
、
あ
る
い
は
全
く
異
な
る
目
的
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
一
群
の
、

充
分
に
確
立
さ
れ
た
要
素
、
ル
ー
ル
、
ル
ー
テ
ィ
ン
・
ワ
ー
ク
や
作
業
そ
れ
ぞ
れ
に
小
さ
な
修
正
を
施
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
（
22
）

」。
再

編
成
も
、
部
分
的
適
応
と
同
様
に
、
行
動
を
変
え
る
た
め
に
、
完
全
に
新
し
い
特
殊
な
装
置
を
導
入
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
行
政

が
持
つ
多
数
の
既
存
手
続
、
作
業
な
ど
の
微
修
正
に
よ
っ
て
効
果
を
生
み
出
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
身
近
な
行
政
手
段
を
、

そ
の
状
況
変
化
に
応
じ
て
異
な
る
手
段
を
的
確
に
判
断
し
、
微
修
正
を
加
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
な
構
成
要
素
は
変
え
ず
に
、

そ
の
合
成
品
を
劇
的
に
変
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
的
確
に
実
施
さ
れ
た
な
ら
ば
、
再
編
成
は
、
作
業
に
お
け
る
変
化

を
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
せ
る
こ
と
な
し
に
、
大
き
な
全
体
的
変
化
を
も
た
ら
す
。
そ
の
意
味
で
、
行
政
素
材
の
節
約
、
迅
速
性
、
容
易
さ
の

印
象
を
結
び
付
け
る
適
応
反
応
で
あ
る
（
23
）

」。
こ
の
考
え
は
、
ま
さ
に
行
政
の
効
率
性
に
合
致
さ
せ
つ
つ
、
適
応
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る

が
、
行
政
の
そ
れ
ま
で
の
蓄
積
が
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
行
政
環
境
を
含
め
、
正
確
に
す
べ
て
に
同
調
す
る
形
で
そ
れ
ま
で
の
行
政
技
術

の
修
正
が
求
め
ら
れ
、
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
大
き
な
リ
ス
ク
を
負
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⒞
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
フ
ッ
ド
は
模
倣
と
呼
び
「
す
で
に
他
で
│
他
の
場
所
、
他
の
業
務
│
有
効
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
基
本

デ
ザ
イ
ン
を
コ
ピ
ー
す
る
こ
と
（
24
）

」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
完
全
に
模
倣
す
る
の
で
は
な
く
、
適
応
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
部
分
を

行
政
に
コ
ピ
ー
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

二
二
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⒟
は
、
新
規
開
発
で
あ
り
、「
独
自
の
デ
ザ
イ
ン
を
、
目
的
に
適
し
た
自
己
完
結
的
な
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
丸
ご
と
創
造
す
る
こ
と
で
あ

る
（
25
）

」。
こ
れ
に
は
、
利
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
高
い
コ
ス
ト
、
リ
ス
ク
、
失
敗
の
可
能
性
が
絶
え
ず
付
き
ま
と
い
、
行
政
活
動
で

は
ま
れ
に
し
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
四
つ
は
、
単
独
で
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
混
合
し
て
行
わ
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
協
働
を
導
く
に

は
、
ま
ず
⒜
の
よ
う
に
既
存
の
行
政
広
報
の
行
動
を
変
え
、
⒝
の
よ
う
に
、
行
政
の
技
術
を
微
修
正
す
る
こ
と
で
、
市
民
と
の
効
果
的
関

係
を
作
り
出
し
、
そ
の
技
術
修
正
と
し
て
⒞
の
広
告
手
法
な
ど
を
行
政
へ
コ
ピ
ー
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

5
．
協
働
と
行
政
広
報

シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
合
意
形
成
を
ス
ム
ー
ズ
に
図
る
た
め
に
は
、
行
政
に
関
す
る
情
報
を
市
民
に
提
供
し
て
そ
の
周
知

を
し
、
市
民
の
理
解
と
協
力
を
得
て
行
政
を
進
め
る
と
い
う
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
が
必
要
で
あ
る
。
中
で
も
重
要
な
の
は
情
報

を
知
ら
せ
る
と
い
う
、
本
来
の
役
割
を
十
分
に
果
す
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
も
の
が
行
政
広
報
で

あ
る
が
、
従
来
の
広
報
活
動
は
、
お
知
ら
せ
型
広
報
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
既
に
決
ま
っ
た
こ
と
の
市
民
へ
の
周
知
ば
か
り
を
行
な
う
プ
ラ

ン
型
広
報
で
あ
り
、
行
政
の
直
面
し
て
い
る
重
要
課
題
や
問
題
点
提
起
を
行
い
、
そ
の
対
策
を
市
民
と
と
も
に
考
え
る
と
い
っ
た
姿
勢
に

欠
け
、
事
業
の
実
施
に
先
立
つ
合
意
形
成
の
た
め
の
情
報
提
供
と
い
う
役
割
を
果
し
て
こ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
」
の
創

出
の
よ
う
に
、
市
民
対
行
政
、
市
民
対
市
民
な
ど
の
利
害
関
係
の
対
立
が
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
対
立
が
生
じ
る
の
を
恐
れ

て
行
政
内
部
に
情
報
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
多
々
あ
る
と
の
批
判
が
多
く
、
そ
う
し
た
隠
さ
れ
た
情
報
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
時
の

対
立
は
、
よ
り
一
層
深
刻
な
も
の
に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
批
判
や
事
例
の
解
決
策
と
し
て
は
、
当
初
か
ら
行
政
情
報
を

二
二
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市
民
か
ら
分
る
よ
う
ガ
ラ
ス
張
り
に
し
て
、
市
民
が
情
報
を

与
え
ら
れ
る
客
体
で
は
な
く
、
そ
の
情
報
を
も
と
に
問
題
点

解
決
の
た
め
に
考
え
る
主
体
と
な
れ
る
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
型
広

報
へ
の
変
換
に
行
政
が
努
め
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り

市
民
参
加
へ
の
効
果
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
供
す
る
と
い
う

考
え
が
あ
る
。

こ
こ
で
も
や
は
り
、
現
代
社
会
に
お
け
る
多
様
化
し
た
市

民
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
の
だ
が
、
こ
の

た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ル
ー
ト

を
通
し
て
市
民
の
意
思
を
行
政
に
反
映
さ
せ
、
対
立
が
生
じ

な
い
よ
う
に
合
意
形
成
を
図
る
た
め
の
広
聴
活
動
の
活
発
化

を
は
か
る
行
政
側
の
努
力
と
、
市
民
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
機
能
を
果
す
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
、
さ
ま

ざ
ま
な
市
民
参
加
に
関
す
る
社
会
的
要
請
の
高
ま
り
の
背
景

と
し
て
は
、
自
治
体
の
運
営
体
制
の
根
本
的
見
直
し
が
迫
ら

れ
て
い
る
状
況
と
、
さ
ら
に
は
公
共
的
課
題
に
対
し
て
、
市

民
が
行
動
を
起
こ
し
、
そ
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
増
加
し
て

図 6　主な住民参加手法（26）

（出所） 　大杉覚「住民と自治体─自治体経営への住民参加」財団法人　自治体

国際化協会　分野別自治制度及び運用に関する説明資料、2007年 7月、p.16。
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き
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
、「
参
加
」「
協
働
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
政
策
・
計
画
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、

透
明
な
プ
ロ
セ
ス
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
確
立
の
検
討
は
重
要
で
あ
る
。

従
来
の
行
政
と
住
民
の
関
係
（
27
）

は
、
対
立
型
（
絶
対
反
対
・
敵
対
・
攻
撃
的
・
不
信
）
が
大
半
を
占
め
、
こ
の
部
分
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
は
行
動
型
（
基
本
的
に
は
反
対
・
解
決
へ
の
努
力
・
代
替
案
の
提
示
）、
協
調
型
（
基
本
的
に
は

反
対
・
話
合
い
の
努
力
・
ル
ー
ル
の
形
成
・
住
民
参
加
）
と
な
る
事
例
も
多
く
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
プ
同
士
の
対
立
関
係
も
み
ら
れ

る
。
そ
の
意
味
で
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
「
地
域
振
興
」
の
位
置
付
け
が
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
行
政

が
関
与
し
た
場
合
、「
行
政
に
よ
る
価
値
」、
そ
れ
だ
け
で
は
住
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
総
論
賛
成
・
各
論
反
対
の
感
情
か
ら
抜
け
出
せ

な
い
。
さ
ら
に
、「
ブ
ラ
ン
ド
創
出
」
に
代
表
さ
れ
る
手
法
が
こ
れ
ま
で
多
く
と
ら
れ
て
き
た
が
、
日
本
国
民
の
公
共
へ
の
関
心
の
高
ま

り
は
、
人
ま
ね
、
つ
ま
り
他
の
自
治
体
の
成
功
事
例
を
模
倣
す
る
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
「
価
値
」
は
、
モ
ノ
だ
け
で
は
な
く
、
東
日
本
大
震
災
後
、
安
全
と
安
心
等
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
よ
っ
て
様
々
な
も

の
が
考
え
ら
れ
、
言
い
換
え
る
と
行
政
・
住
民
相
互
の
「
信
頼
感
の
醸
成
」、「
地
域
振
興
の
位
置
づ
け
（
産
業
面
・
生
活
面
）」
が
キ
ー

ワ
ー
ド
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
信
頼
感
に
到
達
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
た
め
の
簡
便
な
方

法
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
住
民
の
信
頼
感
醸
成
」
の
方
策
と
し
て
は
、
地
元
と
の
関
わ
り
方
、
早
い
段
階
か
ら
の
話
し
合
い
の
場
の

提
供
、
住
民
の
目
線
で
話
を
聞
く
、
話
す
等
、
対
話
の
基
本
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
合
意
形
成
手
法
の
技

術
論
の
整
理
は
重
要
で
あ
る
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
に
立
ち
返
っ
た
取
り
組
み
、
県
と
市
・
企
業
・
市
民
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

等
、
人
的
資
源
の
最
適
配
置
等
の
庁
内
推
進
体
制
整
備
も
重
要
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
安
易
な
ブ
ラ
ン
ド
展
開
は
、
自
治
体
に
と
っ
て
そ
の
場
し
の
ぎ
で
し
か
な
く
、
あ
く
ま
で
も
固
有
の
「
価
値
」
を
行
政
・

二
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市
民
が
探
求
し
、「
価
値
あ
る
も
の
か
」
を
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
が
、

新
し
い
市
民
意
識
・
住
民
意
識
を
創
出
す
る
協
働
の
プ
ロ
セ
ス
に
も
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
今
後
の
行
政
に
は
、
こ
う
し
た
協
働
と
い
う

ブ
ラ
ン
ド
作
り
に
い
か
に
行
政
広
報
を
役
立
て
て
い
く
か
を
検
討
す
る
必
要
性
が
あ
る
。

注（
1
） 

本
稿
で
使
用
し
て
い
る
「
市
民
」
と
い
う
言
葉
は
、
住
民
並
び
に
民
間
企
業
な
ど
を
含
む
。
意
味
と
し
て
は
、
能
動
的
に
行
動
し
行
政
の
パ
ー

ト
ナ
ー
と
な
る
こ
と
で
、
地
域
の
主
体
に
な
り
う
る
も
の
を
「
市
民
」
と
し
て
い
る
。
一
方
「
住
民
」
は
、
地
方
自
治
法
上
言
わ
れ
る
、
そ
の
地
域

に
居
住
し
て
い
る
人
を
意
味
し
て
使
用
し
て
い
る
。

（
2
） 

青
木
貞
茂
「
ブ
ラ
ン
ド
広
告
の
理
論
」、
津
金
澤
聡
廣
・
佐
藤
卓
巳
編
『
広
報
・
広
告
・
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
』
所
収
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
〇
三
年
、p.235

〜236

参
照
。

（
3
） 

関
満
博
・
財
団
法
人
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
編
『
新
地
域
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
』
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、p.164

〜173

参
照
。

（
4
） 

株
式
会
社
電
通
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
局
編
『
広
報
力
が
地
域
を
変
え
る
』
日
本
地
域
社
会
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年
、p.137

参
照
。

（
5
） 

株
式
会
社
電
通
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
局
編
、
前
掲
書
、p.19

参
照
。

（
6
） 

津
金
澤
聡
廣
・
佐
藤
卓
巳
編
、
前
掲
書
、p.232

参
照
。

（
7
） 

藤
江
俊
彦
・
舘
輝
和
『
経
営
と
イ
メ
ー
ジ
戦
略
』
国
元
書
房
、
一
九
九
九
年
、p.71

参
照
。

（
8
） 

藤
江
俊
彦
・
舘
輝
和
、
前
掲
書
、p.73

参
照
。

（
9
） 

湯
淺
正
敏
編
『
広
告
を
キ
ャ
リ
ア
に
す
る
人
の
超
入
門
』、
三
和
書
籍
、
二
〇
一
一
年
、p.168

〜169

参
照
。

（
10
） 

湯
淺
正
敏
、
前
掲
書
、p.174

〜188

参
照
。

（
11
） 

井
出
嘉
憲
『
行
政
広
報
論
』
勁
草
書
房
、
一
九
六
七
年
、p.29

参
照
。

（
12
） 

内
閣
府
経
済
社
会
総
合
研
究
所
『
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｐ
Ｃ
Ｍ
）
〜
日
本
の
現
状
と
今
後
の
課
題
〜
』（
二
〇
〇
七
年
）。
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本
稿
の
括
弧
部
分
、
及
び
下
線
は
筆
者
が
加
筆
。

（
13
） 

猪
狩
誠
也
編
『
広
報
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
入
門
』、
宣
伝
会
議
、
二
〇
〇
七
年
、p.102

〜104

参
照
。

（
14
） E

dw
ard L

. B
ernays, D

efi ning P
ublic R

elations, P
u

blic R
elation

s Q
u

arterly, 1978, S
pring

を
参
照
、
筆
者
が
翻
訳
・
要
約
し
た

も
の
で
あ
る
。

（
15
） G

len M
. B
loom

 

（2009

）, C
u

tlip an
d

 C
en

ter’s E
ffective P

u
blic R

elation
s (10

th E
d

ition
), N
ew
 Jersey: P

earson E
ducation, 

Inc. p.269.

及
び
、S

cott M
. C
utlip, A

lenn H
. C
enter, and G

len M
. B
room

 

（2000

）, E
ffective P

u
blic R

elation
s (8

th E
d

ition
), N
ew
 

Jersey: P
rentice-H

all, Inc. p.341.

ス
コ
ッ
ト
・
Ｍ
・
カ
ト
リ
ッ
プ
ス
、
ア
レ
ン
・
Ｈ
・
セ
ン
タ
ー
、
グ
レ
ン
・
Ｍ
・
ブ
ル
ー
ム
著
、
日
本
広
報

学
会
監
修
『
体
系
パ
ブ
リ
ッ
ク
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
』
ビ
ア
ソ
ン
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
二
〇
〇
八
年
）、p.338

。

（
16
） 

岩
井
義
和
「
行
政
広
報
の
現
代
的
課
題
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
」（『
政
経
研
究
』
第
五
〇
巻
三
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
一
五
日
）

（
17
） G

len M
. B
loom

, op. cit., p.183.

邦
訳
『
前
掲
書
』、p.229

。

（
18
） 

内
閣
府
、
平
成
二
二
年
三
月
二
五
日
第
四
回
「
新
し
い
公
共
」
円
卓
会
議
提
出
資
料
参
照
。

（http://w
w
w
5.cao.go.jp/entaku/shiryou/22n4kai/pdf/100325_01.pdf

）
二
〇
一
四
年
六
月
二
二
日
検
索
。

こ
こ
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

⑴　

こ
れ
ま
で
の
「
官
」（
＝
政
府
・
行
政
）
も
変
わ
る

① 　

官
が
独
占
し
て
き
た
領
域
を
「
新
し
い
公
共
」
に
開
き
、
国
民
に
選
択
肢
を
提
供
す
る
。「
市
場
に
委
ね
る
だ
け
の
『
小
さ
な
政
府
』」
で

は
な
く
、
豊
か
な
「
公
」
と
ス
リ
ム
な
政
府
を
作
る
。

②　
「
新
し
い
公
共
」
を
育
成
す
る
た
め
に
社
会
制
度
を
整
備
す
る
。

③　

ム
ダ
排
除
、
情
報
公
開
と
透
明
性
、
市
民
参
加
、
地
域
主
権

⑵　

こ
れ
ま
で
の
「
市
民
」
も
変
わ
る

①　

お
上
依
存
↓
個
人
と
し
て
の
自
律
性
、
当
事
者
と
し
て
の
行
動
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
を
通
じ
て
の
社
会
性

②　

や
ら
さ
れ
る
、
言
わ
れ
て
や
る
↓
自
分
か
ら
作
る
「
民
の
力
」（
意
欲
、
自
発
性
、
相
互
信
頼
、
お
も
い
や
り
）
を
発
揮
す
る
。

二
二
六



シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
行
政
広
報
の
役
割
（
岩
井
）

（
四
五
七
）

⑶　

こ
れ
ま
で
の
「
企
業
」
も
変
わ
る

①　

利
益
最
大
化
だ
け
で
な
く
、
よ
り
社
会
的
な
尺
度
で
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

② 　

社
会
性
を
重
視
し
な
が
ら
市
場
で
活
動
す
る
事
業
体
（
事
業
型
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
社
会
起
業
、
協
同
組
合
、
ワ
ー
コ
レ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
バ
ン
ク
な

ど
）
が
増
え
、
重
要
な
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
な
る
。

⑷　

⑴
〜
⑶
の
関
係
が
変
わ
る
↓
新
し
い
公
共
の
成
立

（
19
） 

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
フ
ッ
ド
著
、
森
田
朗
訳
『
行
政
活
動
の
理
論
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、p.169

参
照
。

（
20
） 

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
フ
ッ
ド
著
、
森
田
朗
訳
、
前
掲
書
、p.170

。

（
21
） 

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
フ
ッ
ド
著
、
森
田
朗
訳
、
前
掲
書
、p.171

。

（
22
） 

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
フ
ッ
ド
著
、
森
田
朗
訳
、
前
掲
書
、p.174

。

（
23
） 

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
フ
ッ
ド
著
、
森
田
朗
訳
、
前
掲
書
、p.175

。

（
24
） 

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
フ
ッ
ド
著
、
森
田
朗
訳
、
前
掲
書
、p.175

。

（
25
） 

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
フ
ッ
ド
著
、
森
田
朗
訳
、
前
掲
書
、p.176

。

（
26
） 

大
杉
覚
「
住
民
と
自
治
体
│
自
治
体
経
営
へ
の
住
民
参
加
」
財
団
法
人　

自
治
体
国
際
化
協
会　

分
野
別
自
治
制
度
及
び
運
用
に
関
す
る
説
明

資
料
、
二
〇
〇
七
年
七
月
、p.16

。

（
27
） 

古
市
徹
『
廃
棄
物
計
画　

計
画
策
定
と
住
民
合
意
』
共
立
出
版
、
二
〇
〇
三
年
を
参
照
。

二
二
七





障
害
者
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
個
別
化
の
実
現
と
費
用
分
配
に
関
す
る
考
察
（
山
村
）

（
四
五
九
）

障
害
者
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
個
別
化
の
実
現
と
費
用

分
配
に
関
す
る
考
察

│
Ｉ
Ｐ
Ｓ
モ
デ
ル
の
実
施
に
関
す
る
調
査
を
通
じ
て

│山　
　

村　
　

り　
　

つ

1
．
は
じ
め
に

社
会
サ
ー
ビ
ス
（
社
会
保
障
・
社
会
福
祉
関
連
制
度
の
な
か
で
現
金
給
付
以
外
の
も
の
を
こ
こ
で
は
指
す
）
の
供
給
者
に
は
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス

の
性
格
上
、
供
給
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
や
今
後
の
供
給
の
た
め
の
活
動
費
の
一
部
も
し
く
は
全
体
と
し
て
、
国
や
地
方
自
治
体
な
ど
の

行
政
組
織
か
ら
費
用
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
多
く
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
で
利
用
者
負
担
の
方
式
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
主
な
費
用
の
出
所
は
公
的
資
金
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
と
そ
の
た
め
の
制
度
に
依
拠
し
て
お
こ

二
二
九



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
六
〇
）

な
わ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
供
給
者
へ
の
公
的
資
金
の
受
け
渡
し
を
、
本
稿
で
は
費
用
分
配
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い
る
。

国
民
の
負
担
を
背
景
に
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
社
会
保
障
お
よ
び
社
会
福
祉
に
対
す
る
支
出
の
あ
り
方
は
、
こ
れ
ま
で
長
く
議
論
の

対
象
と
な
っ
て
き
た
。
特
に
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
福
祉
国
家
の
危
機
の
な
か
、
わ
が
国
で
も
一
方
で
増
大
し
続
け
る
支
出
と
、
他
方
で

そ
れ
に
見
合
っ
た
増
加
が
見
込
め
な
い
収
入
の
バ
ラ
ン
ス
を
、
ど
う
取
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
課
題
は
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
を
含
め
た
社
会

保
障
関
係
費
全
般
に
お
け
る
懸
案
事
項
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
高
齢
者
の
医
療
費
や
年
金
に
係
る
費
用
な
ど
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
、

一
九
八
〇
年
代
に
は
す
で
に
根
本
的
な
体
制
（
法
律
、
行
政
管
理
、
サ
ー
ビ
ス
供
給
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て
）
の
変
革
の
必
要
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
隅
谷
ほ
か
一
九
八
四
）。

こ
の
よ
う
な
懸
念
か
ら
生
じ
る
議
論
は
、
実
際
の
そ
の
時
々
の
国
家
財
政
の
舵
取
り
と
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
連
関
し
、
そ
の
意
味
で
非
常

に
現
実
的
で
実
際
的
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
論
点
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
一
つ
は
収
入
を
増
や
す
こ
と
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
支
出
を
減
ら
す
か
と
い
う
点
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
新
た
な
財
源
の
捻
出
の
試
み
と
し
て
新
た
な
社
会
保

険
制
度
や
利
用
者
負
担
方
式
の
採
用
が
進
め
ら
れ
、
ま
た
二
〇
一
四
年
に
は
社
会
保
障
費
に
充
て
る
こ
と
を
理
由
に
増
税
も
行
わ
れ
た
。

一
方
、
後
者
に
つ
い
て
は
供
給
量
の
削
減
を
前
面
に
打
ち
出
す
よ
り
も
、
よ
り
的
確
で
質
の
良
い
サ
ー
ビ
ス
を
よ
り
効
率
的
に
供
給
す
る

こ
と
が
表
向
き
の
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
き
た
。

そ
の
よ
う
な
方
向
性
の
な
か
で
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
、
な
か
で
も
対
人
援
助
型
の
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
が
細
分
化
さ
れ

項
目
化
さ
れ
、
さ
ら
に
体
系
化
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ー
ビ
ス
に
「
価
格
」
が
つ
け
ら
れ
て
計
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
同
時
に

市
場
シ
ス
テ
ム
が
部
分
的
に
導
入
さ
れ
、
利
用
者
の
選
択
と
そ
れ
に
基
づ
く
競
争
原
理
が
持
ち
込
ま
れ
た
。
こ
の
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
付
け

は
供
給
の
効
率
化
を
、
利
用
者
選
択
と
競
争
原
理
は
質
の
維
持
と
向
上
を
主
に
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
対
人
援
助
サ
ー
ビ

二
三
〇



障
害
者
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
個
別
化
の
実
現
と
費
用
分
配
に
関
す
る
考
察
（
山
村
）

（
四
六
一
）

ス
に
つ
い
て
の
費
用
分
配
は
、
多
く
は
非
常
に
細
か
な
単
価
に
基
づ
く
出
来
高
払
い
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時

に
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
担
保
は
競
争
原
理
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
き
て
社
会
サ
ー
ビ
ス
全
般
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
意
味
が
変
化
し
始
め
て
い
る
。
そ
の
変
化
は
対
人
援

助
型
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
在
り
方
そ
の
も
の
を
変
化
さ
せ
う
る
も
の
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
、
現
在
主
に
用
い
ら
れ
て
い
る

細
分
化
さ
れ
た
単
価
型
の
方
式
で
は
、
計
量
す
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
と
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
費
用
分
配
の
方

式
を
含
む
社
会
サ
ー
ビ
ス
供
給
制
度
に
お
け
る
新
た
な
課
題
の
出
現
を
暗
示
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
費
用
分
配
の
方
式
と
新
た
な
社
会
サ
ー
ビ
ス
観
の
間
の
葛
藤
に
も
み
え
る
状
況
を
、
対
人
援
助
サ
ー
ビ
ス
の
な
か
の

障
害
者
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
具
体
例
を
通
じ
て
浮
き
彫
り
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
議
論
と
実
践
、
そ
し
て
体
制
の
今
後
の
進
む

べ
き
方
向
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

な
お
、
本
稿
を
通
じ
た
記
述
は
、
筆
者
が
科
学
研
究
費
補
助
金
の
助
成
に
よ
る
研
究
計
画
の
一
部
と
し
て
二
〇
一
三
〜
二
〇
一
四
年
に

か
け
て
行
っ
た
イ
ギ
リ
ス
で
の
調
査
か
ら
得
ら
れ
た
資
料
を
も
と
に
さ
れ
て
い
る
（
1
）

。

2
．
費
用
分
配
シ
ス
テ
ム

こ
こ
で
ま
ず
、
費
用
分
配
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。

現
在
、
公
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
事
業
体
に
対
し
て
、
そ
の
事
業
費
の
一
部
も
し
く
は
全
体
と
し
て
公
的
な
資
金
が
支
給
さ
れ
る

場
合
、
そ
の
方
法
に
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
方
式
が
あ
る
。
事
業
全
体
に
係
る
費
用
と
し
て
一
括
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
形
で
支
給
さ

れ
る
場
合
と
、
事
業
を
通
じ
て
実
施
さ
れ
る
個
別
の
業
務
に
単
価
を
つ
け
そ
の
供
給
量
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

二
三
一



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
六
二
）

前
者
を
一
括
委
託
型
、
後
者
を
単
価
報
酬
型
と
呼
ぶ
。

2
│

1
．
一
括
委
託
型

事
業
全
体
に
係
る
費
用
が
一
括
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
形
で
支
給
さ
れ
る
場
合
を
「
一
括
委
託
型
」
と
す
る
の
は
、
実
際
の
社
会
サ
ー

ビ
ス
供
給
に
お
い
て
、
事
業
委
託
と
い
う
形
を
取
る
場
合
に
こ
の
方
式
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
で
あ
る
。

現
在
の
日
本
で
は
、
事
業
委
託
と
い
う
方
式
が
採
用
さ
れ
る
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
は
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
試
験
的

も
し
く
は
緊
急
時
対
応
的
な
観
点
に
基
づ
く
時
限
的
事
業
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
試
験
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
、
期
待
さ
れ
る
社
会
サ
ー

ビ
ス
に
対
す
る
費
用
の
妥
当
な
水
準
が
明
確
で
な
い
場
合
や
推
測
の
域
を
出
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
、
逆
に
そ
の
水
準
が
予
め
限
定
さ
れ
、

そ
の
水
準
内
で
の
実
施
可
能
性
を
検
討
す
る
と
い
う
場
合
が
あ
る
。
ま
た
緊
急
時
対
応
と
し
て
実
施
さ
れ
、
そ
の
後
の
継
続
的
な
実
施
が

不
明
確
で
あ
る
場
合
に
は
、
業
務
内
容
を
構
造
化
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
適
切
な
単
価
を
設
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
支
給
額
を
評
定
し
実
際

に
支
給
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
創
る
こ
と
に
時
間
と
労
力
を
か
け
る
の
は
、
合
理
的
で
な
い
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
試
験
的
も
し
く
は
緊
急
対
応
的
で
は
な
い
場
合
に
事
業
委
託
と
い
う
方
式
が
採
用
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
が
地

域
や
対
象
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
も
つ
場
合
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
非
常
に
限
定
的
な
状

況
、
主
に
は
地
域
的
要
件
を
背
景
と
し
て
出
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
特
定
の
地
方
自
治
体
な
ど
に
よ
っ
て
独
自
に
実
施
さ
れ
る

サ
ー
ビ
ス
に
み
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
先
述
の
時
限
的
事
業
と
同
様
に
、
単
価
報
酬
型
の
サ
ー
ビ
ス
構
造
を
構
築
す
る
こ

と
が
、
そ
の
事
業
規
模
と
サ
ー
ビ
ス
量
に
照
ら
し
て
見
合
わ
な
い
こ
と
や
、
地
方
自
治
体
と
い
う
比
較
的
小
規
模
な
財
政
基
盤
が
も
つ
不

確
実
性
が
、
一
括
委
託
型
が
採
用
さ
れ
る
要
因
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
地
域
や
対
象
が
限
定
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス

二
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の
実
施
や
ニ
ー
ズ
に
あ
る
程
度
の
継
続
性
や
恒
久
性
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
単
価
報
酬
型
へ
転
換
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

障
害
者
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
例
を
あ
げ
る
に
は
、
試
験
的
ま
た
は
緊
急
対
応
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
事
業
名
を
あ
げ
る
こ
と

は
難
し
い
。
時
限
的
な
も
の
も
多
い
し
、
共
通
認
識
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
一
般
的
な
も
の
で
は
な
い
場
合
も
多
い
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、

地
域
や
対
象
が
限
定
さ
れ
た
も
の
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
障
害
者
総
合
支
援
法
（
以
下
、
総
合
支
援
法
）
に
お
け
る
地
域
生
活
支
援
事
業
の

な
か
の
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
が
い
い
例
で
あ
ろ
う
。
地
域
生
活
支
援
事
業
は
他
の
総
合
支
援
法
内
の
サ
ー
ビ
ス
と
異
な
り
地
方

自
治
体
を
実
施
主
体
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
地
域
の
特
性
等
に
応
じ
て
実
施
す
る
も
の
と
さ
れ
、
実
際
に
は
社
会
福
祉
法
人
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団

体
等
に
委
託
さ
れ
て
行
わ
れ
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
な
か
で
も
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
事
業
は
、
一
年

毎
の
補
助
金
の
認
定
と
い
う
形
を
と
り
、
一
括
委
託
型
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
少
し
例
外
的
な
も
の
で
い
え
ば
、
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
事
業
の
な
か
で
も
各
都
道
府
県
の
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
が
行
う
配
置
型
ジ
ョ

ブ
コ
ー
チ
事
業
（
2
）

の
場
合
に
は
、
セ
ン
タ
ー
の
事
業
費
と
し
て
一
括
し
た
予
算
が
割
り
当
て
ら
れ
、
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
回
数
な
ど
に
応
じ
た

割
当
な
ど
は
行
わ
れ
な
い
た
め
、
一
括
委
託
型
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
一
括
委
託
型
の
費
用
分
配
に
よ
る
事
業
の
特
徴
は
、
事
業
の
目
的
や
達
成
目
標
が
明
確
で
あ
る
代
わ
り
に
、
具
体
的
な
活
動

内
容
に
つ
い
て
の
限
定
が
少
な
い
場
合
が
多
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
最
終
的
な
到
達
点
や
そ
の
事
業
の
意
図
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
具
現
化
の
た
め
の
手
法
は
比
較
的
自
由
、
つ
ま
り
手
段
よ
り
も
結
果
が
重
要
視
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
試
験
的

事
業
で
あ
れ
ば
、
そ
の
手
段
を
開
発
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。

事
業
運
営
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
活
動
内
容
や
業
務
の
自
由
度
が
高
い
た
め
、
一
括
委
託
型
の
事
業
で
は
そ
の
実
務
レ
ベ
ル
に
お

い
て
も
柔
軟
性
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
柔
軟
性
は
、
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
に
対
し
て
は
そ
の
個
々
の
状
況
に
応
じ
た
対
応
を
可
能
と
す
る
。
ま

二
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た
実
務
者
に
と
っ
て
は
、
直
接
的
な
支
援
業
務
（
つ
ま
り
は
単
価
報
酬
制
型
の
場
合
に
計
算
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
業
務
）
と
、
そ
う
で
は
な
い

が
そ
の
た
め
に
重
要
と
な
る
周
辺
的
な
業
務
を
区
別
す
る
必
要
性
が
な
く
な
る
と
い
う
点
で
利
便
性
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、
一
括
委
託
型
の
事
業
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
時
限
的
な
も
の
が
多
い
た
め
、
長
期
的
な
視
野
で
の
事
業

実
施
に
課
題
を
も
つ
場
合
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
実
際
の
サ
ー
ビ
ス
供
給
量
が
想
定
さ
れ
た
水
準
を
大
き
く
超
え
た
場
合
、
そ
れ
で
も

事
前
に
定
め
ら
れ
た
額
の
運
営
費
で
事
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
、
事
業
実
施
機
関
に
は
リ
ス
ク
も
あ
る
。

た
だ
し
こ
の
点
は
、
費
用
を
分
配
す
る
側
か
ら
す
れ
ば
、
実
際
の
サ
ー
ビ
ス
供
給
量
や
そ
の
た
め
の
実
務
量
が
、
分
配
さ
れ
た
全
体
と

し
て
の
額
に
相
当
す
る
よ
り
も
少
な
く
な
る
リ
ス
ク
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、
先
に
一
定
期
間
中
の
事
業
の
費
用
が
確
定
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
か
か
る
コ
ス
ト
を
削
減
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
差
は
事
業
実
施
機
関
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
。

そ
の
た
め
、
そ
の
削
減
の
た
め
の
手
段
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
供
給
量
の
必
要
以
上
の
抑
制
が
起
き
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
対
策
が
、
一
括
委

託
型
で
は
不
可
欠
に
な
る
と
理
論
上
は
考
え
ら
れ
る
。

2
│

2
．
単
価
報
酬
型

単
価
報
酬
型
を
採
る
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
特
徴
は
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て
は
、
一
括
委
託
型
と
は
対
照
的
に
、
法
律
に
よ
っ
て
国
民
全

体
に
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
整
備
さ
れ
た
恒
久
的
な
対
人
援
助
サ
ー
ビ
ス
と
い
え
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
障
害
者
に
対
す
る
日

常
生
活
に
係
る
支
援
や
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
単
価
報
酬
型
の
具
体
的
な
例
を
あ
げ
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
中
心
的
制
度
で
あ
る
総
合
支
援
法
の

自
立
支
援
給
付
と
介
護
等
給
付
、
地
域
生
活
支
援
事
業
の
一
部
の
サ
ー
ビ
ス
は
こ
の
形
態
を
採
用
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
（
3
）

。
つ
ま
り
、
そ
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の
大
半
が
単
価
報
酬
型
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
項
で
挙
げ
た
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
事
業
に
つ
い
て
も
、
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
ジ
ョ
ブ
コ
ー

チ
事
業
は
こ
の
方
式
を
取
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
単
価
報
酬
型
と
呼
ぶ
費
用
分
配
方
式
に
も
、
さ
ら
に
二
つ
の
方
式
が
あ
る
。
一
つ
は
完
全
な
出
来
高
払
い
に
よ
る
も

の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
現
在
主
に
医
療
や
介
護
領
域
に
お
い
て
包
括
払
い
と
呼
ば
れ
る
方
式
で
あ
る
。

出
来
高
払
い
と
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
一
単
位
に
そ
れ
ぞ
れ
単
価
を
つ
け
、
そ
の
総
量
に
よ
っ
て
支
給
額
が
計
算
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
一
単
位
の
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
は
受
給
者
が
誰
で
あ
っ
て
も
同
様
・
同
一
の
も
の
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
包
括
払
い
と
呼
ば
れ

る
方
式
は
、
部
分
的
に
一
定
の
サ
ー
ビ
ス
を
包
括
的
に
捉
え
て
単
価
を
課
す
。
現
在
、
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
包
括
払
い
と
し
て
、
医
療

に
お
け
る
Ｄ
Ｐ
Ｃ
（D

iagnosis P
rocedure C

om
bination

：
診
断
群
分
類
別
包
括
評
価
）
制
度
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
診
断
さ
れ
た
疾
患

に
基
づ
い
て
一
日
の
診
療
報
酬
額
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
同
じ
分
類
に
属
す
る
診
断
を
受
け
た
患
者
へ
の
治
療
に
つ
い

て
は
、
そ
の
実
際
の
治
療
行
為
が
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
一
日
分
の
診
療
報
酬
額
は
定
額
と
な
る
。
ま
た
、
同
様
の
包
括
払
い
方
式
は
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
領
域
で
も
実
施
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
包
括
払
い
制
度
は
、
そ
の
一
日
に
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
を
一
回
の
事
業
に
置
き
換
え
て
考
え
れ
ば
、
一
括
委
託
型
と
同
様

の
要
素
を
も
ち
、
先
に
挙
げ
た
一
括
委
託
型
の
リ
ス
ク
の
よ
う
に
、
過
少
診
療
が
起
こ
る
リ
ス
ク
も
指
摘
さ
れ
る
が
（
4
）

、
事
業
経
営
と
い
う

観
点
か
ら
み
れ
ば
一
日
単
位
の
出
来
高
払
い
（
こ
の
場
合
は
サ
ー
ビ
ス
で
は
な
く
サ
ー
ビ
ス
提
供
人
数
の
出
来
高
）
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
で
は
こ
の
包
括
払
い
方
式
と
出
来
高
払
い
方
式
の
両
者
を
含
め
て
、
単
価
報
酬
型
と
位
置
付
け
て
い
る
。

単
価
報
酬
型
で
社
会
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
供
給
シ
ス
テ
ム
の
構
造
を
構
築
す
る
た
め
の
相
応
の
準

備
が
必
要
と
な
る
。
適
切
な
単
価
や
厳
密
な
対
象
範
囲
の
設
定
だ
け
で
な
く
、
基
本
的
に
事
後
報
告
に
基
づ
く
支
給
と
な
る
た
め
、
そ
の
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報
告
の
た
め
の
様
式
と
機
構
を
用
意
す
る
必
要
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
事
前
の
負
担
が
合
理
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
程
度
の
規
模
と
継

続
性
が
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
で
な
け
れ
ば
、
単
価
報
酬
型
を
採
用
す
る
こ
と
は
非
現
実
的
と
な
る
。

具
体
的
な
業
務
内
容
に
お
け
る
特
徴
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
単
価
報
酬
型
を
採
る
社
会
サ
ー
ビ
ス
は
、
そ
の
業
務
を
構
成
す
る
個
々
の

作
業
が
画
一
的
な
要
素
を
も
つ
。
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
単
価
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
そ
の
計
量
化
を
図
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
何
ら

か
の
客
観
的
指
標
に
よ
り
業
務
の
一
部
を
切
り
取
り
、
そ
れ
を
一
単
位
と
す
る
こ
と
で
そ
れ
に
対
す
る
単
価
を
割
り
当
て
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
の
客
観
的
指
標
と
は
、
時
間
や
場
所
、
具
体
的
な
作
業
項
目
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
指
標
を
用
い
て
設
定
さ
れ
た
最

小
単
位
が
、
そ
れ
以
下
に
作
業
を
細
分
化
す
る
こ
と
も
そ
れ
以
外
の
作
業
を
含
む
こ
と
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
へ
の
提
供

が
可
能
と
な
る
よ
う
に
単
位
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
理
想
だ
と
い
え
る
。

作
業
の
単
位
化
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
医
療
行
為
と
し
て
定
義
が
比
較
的
明
確
な
医
療
分
野
の
サ
ー
ビ
ス
（
治
療
）
は
、
単
価
報
酬
型

が
適
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
福
祉
や
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
で
の
対
人
援
助
サ
ー
ビ
ス
は
、
そ
の
よ
う
に
分
断
さ

れ
た
作
業
の
単
な
る
組
み
合
わ
せ
で
は
な
く
相
互
に
連
関
し
不
可
分
の
部
分
も
多
い
。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
行
為
と
日
常
動
作
と

の
区
別
が
明
確
で
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
の
た
め
に
作
業
の
単
位
化
が
難
し
く
、
定
め
ら
れ
た
単
位
に
含
ま
れ
な
い
作
業
が
必
然
的
に
生

じ
る
場
合
に
は
、
事
業
実
施
機
関
や
個
々
の
援
助
者
の
持
ち
出
し
（
自
己
負
担
）
と
し
て
提
供
さ
れ
る
場
合
も
生
ま
れ
る
。

サ
ー
ビ
ス
の
実
施
機
関
に
と
っ
て
の
単
位
報
酬
型
制
度
の
難
し
さ
は
、
や
は
り
一
括
委
託
型
と
対
照
的
に
、
短
期
的
な
意
味
で
運
営
費

の
安
定
が
図
り
に
く
い
側
面
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
単
位
報
酬
型
で
は
実
際
の
サ
ー
ビ
ス
供
給
量
に
基
づ
い
て
運
営
費
が
支
給
さ
れ

る
た
め
、
十
分
な
供
給
量
と
そ
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
が
確
保
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
即
座
に
収
入
減
に
直
結
す
る
可
能
性
が
あ

る
。
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こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
単
価
報
酬
型
の
シ
ス
テ
ム
は
、
個
別
に
値
段
の
つ
い
た
商
品
を
貨
幣
を
介
し
て
売
買
す
る
一
般
的
な
市
場
で
の

事
業
経
営
に
共
通
し
た
様
相
を
み
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
や
り
と
り
さ
れ
て
い
る
の
は
個
人
の
権
利
と
行
政
の
責
任
と
が
内
在

し
た
社
会
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
質
に
ど
の
よ
う
な
問
題
を
も
た
ら
す
の
か
。
次
項
以
下
で
は
そ
の
点
に

つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

3
．
サ
ー
ビ
ス
の
質
と
費
用
分
配
の
関
係

3
│

1
．
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
取
り
巻
く
変
化

社
会
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
現
在
の
「
質
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
ニ
ー
ズ
が
充
足
さ
れ
る
（
こ
と
が
期
待
で
き

る
）
程
度
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
ニ
ー
ズ
の
意
味
す
る
も
の
が
次
の
論
点
と
な
る
が
、
こ
の
数
十
年
を
通
じ
て
、
対
人
援
助
サ
ー
ビ
ス
の

領
域
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
と
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
捉
え
方
、
そ
し
て
実
践
に
お
け
る
そ
の
位
置
づ
け
に
は
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
Ｅ
Ｂ
Ｐ
（E

vidence B
ased P

ractice

：
証
拠
に
基
づ
く
実
践
）
の
考
え
方
と
欧
米
な
ど
か
ら
持
ち
込

ま
れ
た
諸
々
の
援
助
法
の
理
論
お
よ
び
当
事
者
主
体
の
考
え
方
な
ど
で
あ
る
。

対
人
援
助
サ
ー
ビ
ス
の
従
事
者
の
専
門
職
と
し
て
の
認
識
が
高
ま
る
と
と
も
に
、
欧
米
で
開
発
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
援
助
論
が
持
ち
込

ま
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
理
論
を
具
現
化
し
た
も
の
と
し
て
の
実
践
の
質
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
Ｅ
Ｂ
Ｐ
の
概
念
の
浸

透
は
そ
れ
を
さ
ら
に
強
調
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
Ｅ
Ｂ
Ｐ
と
は
、
そ
の
実
践
に
よ
っ
て
目
的
と
目
標
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
た

実
践
手
法
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
客
観
的
に
優
れ
た
と
さ
れ
る
手
法
を
さ
す
。
こ
れ
ら
の
考
え
方
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
に
変
化
を
も
た
ら

し
、
単
に
量
と
し
て
の
実
績
だ
け
で
な
い
効
果
を
目
に
見
え
る
形
で
示
す
こ
と
が
、
サ
ー
ビ
ス
供
給
の
実
践
領
域
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
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よ
う
に
な
っ
た
。

サ
ー
ビ
ス
評
価
に
登
場
し
た
も
う
一
つ
の
新
た
な
視
点
が
、
当
事
者
主
体
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

者
側
が
主
導
権
を
も
っ
て
い
た
対
人
援
助
サ
ー
ビ
ス
の
領
域
に
お
い
て
、
そ
の
父
権
主
義
的
構
造
を
批
判
し
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
側
の

主
体
性
と
権
利
を
尊
重
し
主
導
性
を
付
与
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
た
。
こ
の
考
え
は
、
わ
が
国
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
実
践
に
お
け
る
具
体
的

な
行
動
レ
ベ
ル
に
お
い
て
多
く
の
変
革
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
一
つ
の
例
が
、
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
評
価
で
あ
る
。
医
療

に
お
け
る
治
癒
や
検
査
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
身
体
的
状
態
を
示
す
さ
ま
ざ
ま
な
数
値
で
は
な
く
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
者
の
主
観
的
評
価

が
、
サ
ー
ビ
ス
の
結
果
を
示
す
も
の
と
し
て
加
わ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
評
価
の
手
法
に
よ
っ
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
概
念

は
単
に
作
業
上
の
手
続
き
や
手
順
の
正
確
さ
だ
け
で
は
な
く
、
相
手
の
満
足
度
を
高
め
る
手
段
と
し
て
い
か
に
適
切
で
あ
る
か
を
問
う
も

の
と
な
っ
た
。

こ
の
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
の
主
観
的
価
値
と
満
足
と
い
う
考
え
は
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
（Q

uality of L
ife

）
の
考
え
方
と
と
も
に
進
展
す
る
。

Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
概
念
は
、
主
に
医
学
領
域
の
終
末
期
医
療
な
ど
の
分
野
か
ら
発
展
し
た
考
え
で
あ
り
、
医
学
的
科
学
的
指
標
に
基
づ
く
健
康
度

だ
け
で
な
く
、
本
人
が
望
む
生
き
方
の
実
現
度
を
重
視
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
の
質
、
そ
し
て
そ
の
た
め
の
治
療
や
支
援
の
あ
り
よ
う
を

考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
概
念
の
登
場
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
個
人
の
価
値
基
準
に
基
づ
く
「
望
ま
し
い
生
き
方
」
が

尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
新
た
な
ニ
ー
ズ
と
し
て
認
知
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
お
い
て
こ
の

Ｑ
Ｏ
Ｌ
向
上
の
鍵
と
さ
れ
た
の
が
、
自
己
決
定
お
よ
び
自
己
選
択
の
尊
重
で
あ
る
。
こ
の
自
己
決
定
の
尊
重
と
い
う
文
言
は
、
そ
れ
以
前

に
も
社
会
福
祉
の
個
別
援
助
に
お
け
る
基
本
原
則
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
近
年
で
は
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
制

度
政
策
の
目
的
に
も
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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こ
の
よ
う
な
変
化
の
な
か
で
、
サ
ー
ビ
ス
供
給
に
お
け
る
意
識
は
手
段
や
手
法
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
か
ら
結
果
へ
と
向
け
ら
れ
る
比
重
が

高
ま
っ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
も
結
果
を
実
現
す
る
た
め
の
工
夫
が
よ
り
求
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
に
、
介
護
保
険
を
含
む
一
連
の
改
革
に
よ
っ
て
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
持
ち
込
ま
れ
た
市
場
原
理
と
競
争
が

作
用
し
、
各
サ
ー
ビ
ス
供
給
者
に
よ
る
独
自
の
手
法
の
開
発
や
他
と
の
差
別
化
が
起
こ
る
こ
と
で
、
同
じ
目
的
に
基
づ
い
た
サ
ー
ビ
ス
の

な
か
に
も
多
様
な
形
態
が
見
ら
れ
る
状
況
を
よ
ん
だ
と
い
え
る
。

こ
こ
で
改
め
て
サ
ー
ビ
ス
の
質
と
い
う
点
に
立
ち
返
っ
て
整
理
す
る
と
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
が
作
業
の
要
素
と
し
て
の
正
確
性
を
評
価
さ

れ
る
も
の
か
ら
、
個
人
的
な
主
観
を
含
む
ニ
ー
ズ
の
充
足
性
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
も
の
へ
と
変
化
し
、
手
段
だ
け
で
な
く
結
果
が
重
要

な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
同
時
に
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
と
っ
て
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
確
保
し
さ
ら
に
提
示
す
る
こ
と
が
、

サ
ー
ビ
ス
提
供
と
い
う
事
業
の
運
営
上
の
不
可
欠
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

3
│

2
．
サ
ー
ビ
ス
の
質
と
費
用
の
水
準

サ
ー
ビ
ス
の
質
に
対
す
る
認
識
が
高
ま
る
一
方
で
、
障
害
者
の
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
限
ら
ず
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
供
給
に
お
け
る
こ
れ

ま
で
の
議
論
で
、
そ
の
費
用
分
配
の
方
式
が
サ
ー
ビ
ス
の
質
と
関
連
付
け
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
分
配
さ

れ
る
費
用
の
水
準
と
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
関
係
は
、
特
に
介
護
保
険
制
度
の
施
行
以
降
、
た
び
た
び
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う

な
理
由
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

介
護
保
険
制
度
以
前
に
も
、
高
齢
化
の
進
展
の
な
か
で
介
護
者
の
不
足
は
わ
が
国
で
も
徐
々
に
社
会
的
な
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
家
庭
内
で
の
介
護
役
割
の
担
い
手
の
不
足
と
、
そ
れ
を
補
う
た
め
の
個
人
の
経
済
的
負
担
の
問
題
だ
っ
た

二
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と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
介
護
保
険
制
度
が
導
入
さ
れ
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
商
品
化
が
進
み
、
ま
た
介
護
を
必
要
と
す
る
者
に
は
そ

れ
を
購
入
す
る
た
め
の
資
源
が
供
給
さ
れ
る
と
、
次
に
は
そ
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
、
つ
ま
り
は
介
護
職
に
従
事
す
る
者
の
不

足
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
介
護
職
に
お
け
る
人
手
不
足
は
、
す
ぐ
さ
ま
労
働
負
荷
と
賃
金
水
準
の
低
さ
の
不
均
衡
と
関
連
付
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
同
様
の

理
由
か
ら
優
秀
な
人
材
が
集
ま
ら
な
い
こ
と
や
、
人
手
不
足
か
ら
く
る
個
々
の
介
護
職
の
負
担
の
大
き
さ
な
ど
が
、
介
護
の
質
の
悪
さ
に

つ
な
が
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た
。
結
果
と
し
て
、
介
護
職
員
の
待
遇
に
つ
い
て
も
議
論
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
の
介
護
報
酬
の
見
直
し
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
坂
本
二
〇
〇
九
）。

能
力
の
あ
る
人
材
を
確
保
す
る
た
め
に
相
応
の
賃
金
や
待
遇
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
的
に
も
理
解
可
能
な
考
え
で
あ
る

が
、
福
祉
や
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
で
は
そ
の
よ
う
な
考
え
が
馴
染
ま
な
い
素
地
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
そ
の
多
く
が
従
来
家
庭
内

で
無
償
で
提
供
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
社
会
福
祉
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
宗
教
的
観
点
か
ら
く
る
、
奉
仕
と
し
て
の

認
識
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
か
つ
て
そ
の
大
半
が
行
政
の
直
轄
機
関
も
し
く
は
社
会
福
祉
法
人
な
ど
の
公

共
性
の
高
い
特
定
の
法
人
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
て
き
た
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
社
会
扶
助
と
し
て
の
性
格
を
反
映
し
て
い
る
側
面
も
あ
る
だ
ろ

う
。そ

の
よ
う
な
福
祉
文
化
的
背
景
の
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
表
立
っ
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
サ
ー
ビ
ス
従
事
者
の
賃
金
・
待
遇
と

サ
ー
ビ
ス
の
質
に
つ
い
て
の
議
論
が
、
介
護
保
険
導
入
後
の
介
護
者
の
不
足
の
な
か
か
ら
出
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
厳
密
な

意
味
で
い
え
ば
、
こ
こ
で
議
論
さ
れ
て
い
た
の
は
サ
ー
ビ
ス
の
質
と
い
う
よ
り
は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
お
け
る
労
働
負
荷
と
賃
金
水
準
の

問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
介
護
保
険
の
介
護
報
酬
の
見
直
し
に
ま
で
発
展
し
た
の
は
、
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
質
の
重
要
性
が
認
め
ら

二
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れ
た
た
め
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
ま
ず
不
足
を
解
消
す
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
見
直
し
に

つ
い
て
も
、
設
定
さ
れ
た
単
価
額
を
見
直
す
も
の
で
あ
り
、
当
然
費
用
分
配
の
方
法
に
つ
い
て
の
問
題
を
呈
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
も
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
運
営
に
お
い
て
大
部
分
を
占
め
る
人
件
費
の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
必
然
的
に
社
会
サ
ー
ビ
ス
の

運
営
費
用
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
議
論
に
直
結
す
る
。
そ
し
て
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
と
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
質
が
直
線

的
な
関
係
上
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
介
護
保
険
制
度
に
伴
っ
て
起
き
た
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
新
た
な
様
相
で
あ
る
と

い
え
る
。

3
│

3
．
費
用
分
配
方
法
の
も
と
で
の
サ
ー
ビ
ス
の
質

そ
れ
で
は
、
費
用
分
配
方
法
は
実
際
サ
ー
ビ
ス
の
質
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
挙
げ
た
一
括
委
託
型
と
単

価
報
酬
型
と
い
う
二
つ
の
分
配
方
法
と
、
ニ
ー
ズ
の
充
足
度
と
い
う
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
概
念
と
の
間
に
、
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ

る
の
か
に
つ
い
て
こ
こ
で
整
理
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
単
価
報
酬
型
を
採
る
場
合
、
サ
ー
ビ
ス
を
あ
る
程
度
単
位
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
単
位
化
は
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
を
時
間
や
提
供

場
所
、
作
業
内
容
な
ど
に
よ
っ
て
限
定
す
る
こ
と
で
行
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
が
可
算
化
さ
れ
る
。
こ
の
時
、
一
単
位
分
の

サ
ー
ビ
ス
と
は
す
な
わ
ち
同
量
も
し
く
は
同
質
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
前
段
の
ニ
ー
ズ
の
充
足
の
議
論
に
話
を
戻
す
と
、
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
個
人
の
ニ
ー
ズ
に
主
観
的
要
素
や
自
己
決
定
の
概
念
が

取
り
込
ま
れ
れ
ば
、
サ
ー
ビ
ス
の
結
果
と
し
て
の
ニ
ー
ズ
の
充
足
さ
れ
た
状
況
と
、
そ
こ
ま
で
の
手
段
の
関
係
は
必
ず
し
も
固
定
的
で
画

一
的
な
も
の
で
は
な
く
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
は
、
そ
の
行
動
レ
ベ
ル
ま
で
の

二
四
一



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
七
二
）

具
体
的
な
限
定
は
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
多
い
。
実
際
、
こ
れ
ら
の
同
じ
一
単
位
の
サ
ー
ビ
ス
の
な
か
で
実
行
さ
れ
る
行
為
は
、
サ
ー
ビ

ス
受
給
者
の
状
況
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
と
る
。

同
時
に
、
サ
ー
ビ
ス
の
目
的
を
果
た
し
て
い
く
た
め
に
必
要
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
単
位
に
含
ま
れ
な
い
サ
ー
ビ
ス
が
存
在
す
る
可
能
性

も
常
に
あ
る
。
特
に
、
直
接
的
な
支
援
を
行
う
た
め
に
必
要
な
付
随
的
な
業
務
や
、
管
理
運
営
の
た
め
の
業
務
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
場

合
が
多
い
。
わ
が
国
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
別
途
「
事
務
費
」
な
ど
と
し
て
単
価
制
を
取
ら
な
い
資
金
を
分
配

し
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
業
務
の
重
要
性
や
時
間
、
労
力
な
ど
の
比
重
を
考
え
て
、
そ
れ
が
妥
当
な
も
の
か
と
い
う
検
証
は
為
さ
れ
て

い
な
い
。

ま
た
、
単
位
報
酬
型
の
制
度
で
は
、
時
に
そ
の
単
位
と
単
価
の
設
定
に
よ
り
、
割
の
い
い
サ
ー
ビ
ス
と
そ
う
で
な
い
サ
ー
ビ
ス
が
生
じ

る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
概
ね
一
対
一
で
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
行
わ
れ
る
医
療
や
介
護
の
領
域
と
異
な
り
、
福
祉
領
域
の
サ
ー
ビ
ス
で

は
集
団
に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
場
合
、
も
ち
ろ
ん
単
価
は
一
対
一
の
場
合
の
方
が
高
く
な
る
の
が
一
般

的
だ
が
、
集
団
へ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
は
同
時
に
多
数
へ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
可
能
と
な
る
た
め
、
作
業
と
費
用
の
効
率
か
ら
考
え
れ
ば
一

対
一
の
場
合
よ
り
割
が
い
い
サ
ー
ビ
ス
と
な
る
場
合
が
多
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
は
、
時
に
、
事
業
の
運
営
と
い
う
視
点
か
ら
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
量
や
種
類
が
調
整
さ
れ
る
こ
と
が
起
き
う

る
。
何
人
あ
る
い
は
何
回
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
分
配
さ
れ
る
費
用
の
総
額
に
直
結
す
る
単
位
報
酬
型
で
は
、
な
お
さ

ら
そ
の
影
響
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
起
こ
る
と
予
想
さ
れ
る
の
は
、
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
の
ニ
ー
ズ
の
充
足
へ
の
し
わ
寄
せ

か
、
サ
ー
ビ
ス
実
施
事
業
体
の
自
己
負
担
な
ど
で
あ
る
。

次
に
、
一
括
委
託
型
の
場
合
に
は
、
事
業
の
目
的
と
目
標
の
達
成
が
優
先
事
項
で
あ
り
、
そ
の
手
段
や
手
法
に
つ
い
て
は
厳
格
な
規
定

二
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が
そ
れ
ほ
ど
な
い
場
合
が
多
い
。
ま
た
費
用
の
分
配
も
、
数
年
や
短
く
て
も
半
年
と
い
っ
た
中
長
期
的
な
単
位
で
決
定
さ
れ
た
額
が
分
配

さ
れ
る
た
め
、
単
位
報
酬
型
の
場
合
に
述
べ
た
よ
う
な
、
運
営
費
用
確
保
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
の
調
整
な
ど
は
す
ぐ
に
は
起
き
に
く
い
と

考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
試
験
的
な
事
業
な
ど
の
場
合
に
は
、
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
継
続
的
な
事
業
に
な
る
か
を
左
右
す
る
場
合
も
あ
る

た
め
、
一
括
委
託
型
の
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
に
は
む
し
ろ
、（
結
果
を
ど
の
よ
う
な
指
標
で
判
断
す
る
か
に
も
よ
る
が
）
結
果
を
出
す
た
め
の
最
善

の
手
法
が
選
択
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
も
ち
ろ
ん
一
括
委
託
型
に
も
課
題
は
あ
る
。
第
二
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
一
括
委
託
型
の
場
合
に
も
、
ニ
ー
ズ
を
満

た
し
、
結
果
を
出
す
た
め
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
費
用
が
、
委
託
段
階
で
試
算
さ
れ
た
費
用
を
大
き
く
上
回
る
リ
ス
ク
は
あ
る
。

そ
の
場
合
に
は
、
単
価
報
酬
型
の
場
合
と
同
様
の
調
整
や
選
別
が
起
き
る
可
能
性
は
あ
る
し
、
ま
た
逆
に
下
回
っ
て
費
用
に
余
剰
分
が
発

生
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
結
果
と
し
て
起
こ
る
場
合
も
あ
る
が
、
サ
ー
ビ
ス
の
抑
制
な
ど

に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
事
業
実
施
者
に
よ
っ
て
意
図
的
に
行
わ
れ
る
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
時
限
的
な
一
括
委
託
型
の
事
業
に
は
そ
の
期
間
ご
と
に
一
定
の
成
果
を
提
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
時
限
的

な
事
業
に
は
、
一
定
期
間
限
り
の
事
業
が
継
続
的
な
も
の
に
な
る
か
ど
う
か
の
試
験
的
な
場
合
だ
け
で
な
く
、
事
業
自
体
は
恒
久
的
な
実

施
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
行
う
事
業
者
が
一
定
期
間
ご
と
の
更
新
制
度
を
取
っ
て
い
る
場
合
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
制
度
形
態

は
、
わ
が
国
で
は
ま
だ
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
欧
米
諸
国
で
は
む
し
ろ
そ
ち
ら
が
主
流
と
な
っ
て
い
る

領
域
も
あ
り
、
そ
の
場
合
、
事
業
の
良
好
な
結
果
は
他
者
と
の
競
争
に
勝
ち
抜
く
た
め
に
不
可
欠
な
要
素
と
な
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

よ
り
ニ
ー
ズ
の
充
足
の
し
や
す
い
、
つ
ま
り
良
い
結
果
の
出
し
や
す
い
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
が
選
別
さ
れ
る
リ
ス
ク
な
ど
も
懸
念
さ

れ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
単
価
報
酬
型
も
一
括
委
託
型
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
サ
ー
ビ
ス
の
質
に
影
響
を
与
え
る
要
素
を
孕
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
は

基
本
的
に
、
運
営
の
た
め
の
費
用
を
確
保
し
事
業
を
継
続
し
て
い
く
と
い
う
命
題
の
た
め
に
起
こ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ど
ん
な
に
優

れ
た
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
も
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
制
度
の
枠
組
み
の
中
で
運
営
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス

を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
仮
に
も
っ
と
も
優
れ
た
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
な
だ
け
十
分
に
提
供
で
き
る
だ
け
の

潤
沢
で
安
定
し
た
経
済
的
基
盤
が
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
問
題
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
サ
ー

ビ
ス
の
効
率
化
と
財
政
面
の
縮
小
が
期
待
さ
れ
、
一
方
で
サ
ー
ビ
ス
の
質
が
重
視
さ
れ
結
果
を
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
現
在
の
状
況
に

お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
運
営
面
で
の
格
闘
は
避
け
ら
れ
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

4
．
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
と
個
別
化

こ
こ
ま
で
社
会
サ
ー
ビ
ス
制
度
に
お
け
る
費
用
配
分
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
が
、
こ
こ
で
一
旦
視
点
を
ず
ら
し
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
お

け
る
個
別
化
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
点
は
、
現
在
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
実
践
領
域
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も

の
で
あ
り
、
同
時
に
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
費
用
配
分
の
構
造
と
も
少
な
か
ら
ぬ
関
係
を
も
つ
。
こ
れ
は
、
本
稿
の
中
心
的
な
論
点
で
あ

る
社
会
サ
ー
ビ
ス
と
費
用
配
分
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
予
備
知
識
と
し
て
、
確
認
が
必
要
な
事
項
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
は
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
な
か
で
も
特
に
、
障
害
者
に
対
す
る
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
焦
点
を
絞
っ
て
考
察
し
て
い
く
。
こ

れ
は
、
こ
の
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
が
特
に
個
別
化
を
重
要
と
す
る
支
援
領
域
で
あ
る
こ
と
と
、
現
在
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
全
体
に
お
い
て
実

践
も
議
論
も
非
常
に
活
発
化
し
、
目
覚
ま
し
い
展
開
を
み
せ
て
い
る
領
域
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
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4
│

1
．
個
別
化
（individualization

）
と
個
人
化
（personalization

）

就
労
支
援
を
含
む
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
な
か
で
も
対
人
援
助
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
直
接
的
な
援
助
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
、
援
助
技
術
論
が
発
展
し
て
き
た
。
そ
の
技
術
論
に
お
い
て
、「
個
別
化
（individualization

）」
は
援
助
者
が
守
る
べ
き
基
本

的
な
原
則
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
原
則
は
、
社
会
的
に
脆
弱
な
存
在
で
あ
る
場
合
が
多
い
援
助
の
対
象
者
を
、
個
人
と
し
て
尊

重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
尊
厳
を
守
り
、
彼
ら
自
身
が
も
つ
力
を
最
大
限
に
引
き
出
す
た
め
に
必
要
な
援
助
者
の
態
度
・
視
点
の
一
つ

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
こ
と
が
援
助
対
象
者
の
自
己
肯
定
感
を
高
め
、
主
体
的
態
度
や
自
発
性
を
引
き

出
す
こ
と
が
、
彼
ら
自
身
の
問
題
を
よ
り
良
い
方
向
に
導
く
た
め
に
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
個
別
化
の
原
則
は
、
し
ば
し
ば
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
評
価
）
や
支
援
計
画
の
段
階
で
特
に
重
要
視
さ
れ
る
。
た
と
え
同
じ
よ
う
な
条

件
を
も
っ
た
集
団
に
属
し
て
い
る
者
同
士
で
あ
っ
て
も
、
経
験
や
前
例
か
ら
く
る
一
般
的
な
枠
組
み
に
当
て
は
め
て
援
助
対
象
者
を
み
る

の
で
は
な
く
、
完
全
に
別
個
の
個
人
と
し
て
相
手
の
状
況
を
判
断
し
、
必
要
な
支
援
を
提
供
す
る
と
い
う
の
が
個
別
化
で
あ
る
。

こ
の
原
則
は
同
時
に
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
概
念
の
下
で
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
た
意
義
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
前
項
で
述
べ
た
サ
ー
ビ
ス

の
質
に
お
け
る
変
化
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
援
助
に
お
い
て
、
そ
の
目
指
す
べ
き
ゴ
ー
ル
（
結
果
）
に
お

い
て
も
個
別
化
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
は
そ
の
目
的
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で

そ
の
目
的
達
成
が
目
指
さ
れ
る
ゴ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
達
成
さ
れ
た
状
態
が
ど
の
よ
う
な
状
態

で
あ
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
状
態
に
な
れ
ば
目
的
が
達
成
さ
れ
た
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
点
を
個
別
に
設
定
す
る
こ
と
が
、

こ
こ
で
い
う
結
果
に
お
け
る
個
別
化
で
あ
る
。

結
果
に
お
い
て
も
個
別
化
を
行
う
こ
と
、
つ
ま
り
個
人
の
主
観
的
ニ
ー
ズ
や
Ｑ
Ｏ
Ｌ
に
基
づ
い
て
個
々
の
目
標
を
定
め
、
そ
の
た
め
の

二
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支
援
を
行
う
こ
と
は
、
実
際
に
そ
の
目
標
達
成
に
も
影
響
を
与
え
る
と
さ
れ
る
（B
ecker &

 D
rake 2003

）。
個
人
の
好
み
や
動
機
に
基
づ

く
目
標
設
定
は
、
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
本
人
を
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
と
し
て
の
受
動
的
な
存
在
か
ら
、
自
ら
の
目
標
の
た
め
に
能
動
的
に
動

く
存
在
と
な
る
こ
と
を
後
押
し
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
よ
り
目
標
の
達
成
が
し
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。

同
時
に
、
結
果
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
の
満
足
度
も
、
個
人
の
自
己
選
択
が
尊
重
さ
れ
る
ほ
ど
高
く
な
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た

サ
ー
ビ
ス
の
評
価
に
お
い
て
、
個
人
の
主
観
が
意
味
を
も
つ
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
。
自
分
自
身
で
選
択
し
た
結
果
と
、
サ
ー
ビ
ス
の

供
給
者
な
ど
か
ら
指
定
さ
れ
た
り
最
初
か
ら
固
定
さ
れ
た
枠
組
み
の
な
か
で
決
定
さ
れ
た
結
果
で
は
、
実
際
に
得
ら
れ
た
サ
ー
ビ
ス
の
量

や
程
度
が
同
等
で
あ
っ
て
も
、
前
者
の
方
が
結
果
と
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
生
活
へ
の
満
足
度
が
高
く
な
る
。
そ
の
点
に
立
脚
し

て
考
え
る
と
、
必
ず
し
も
多
く
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
給
し
な
く
と
も
受
給
者
は
満
足
を
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

そ
の
意
味
で
、
個
別
化
は
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
に
お
い
て
も
現
在
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
現
在
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
高
齢
者
向
け
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
制
度
に
お
い
て
、「
個
人
化

（personalization

）」
と
し
て
具
現
化
さ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ダ
イ
レ
ク
ト
ペ
イ
メ
ン
ト
や
個
人
予
算
（personal budget

）
な
ど

の
方
式
を
用
い
て
、
早
く
か
ら
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
自
己
決
定
・
自
己
選
択
の
実
現
を
図
っ
て
き
た
（
岡
部
二
〇
〇
六
）。
こ
れ
ら
の

方
式
に
は
課
題
も
あ
り
、
決
し
て
潤
沢
と
は
い
え
な
い
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
量
に
対
し
て
、
そ
の
不
足
分
を
自
己
統
制
感
に
基
づ
く

サ
ー
ビ
ス
満
足
感
で
埋
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
政
府
の
意
図
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
早
く
か
ら

Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
概
念
を
政
策
に
取
り
込
み
、
具
体
的
な
方
式
と
し
て
実
現
し
て
き
た
点
は
大
い
に
評
価
に
値
す
る
。

そ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
現
在
、「
個
人
化
（personalization

）」
と
呼
ば
れ
る
方
針
に
よ
っ
て
、
個
人
に
認
め

ら
れ
た
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
の
使
い
道
を
、
か
な
り
の
自
由
度
を
も
っ
て
決
定
で
き
る
よ
う
に
す
る
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た

二
四
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と
え
ば
、
本
人
が
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
よ
り
も
ジ
ム
に
行
っ
て
体
を
鍛
え
た
い
、
そ
れ
が
自
分
に
と
っ
て
意
味
の
あ

る
豊
か
な
生
活
の
た
め
の
ニ
ー
ズ
だ
と
す
れ
ば
、
ジ
ム
の
会
費
や
交
通
費
に
使
う
こ
と
も
で
き
る
し
、
旅
行
の
費
用
に
充
て
る
こ
と
も
で

き
る
（
5
）

。
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
は
ギ
ャ
ン
ブ
ル
や
違
法
な
飲
食
物
・
行
為
な
ど
の
非
常
に
限
定
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
、
そ
れ
が
本
人
の

Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
高
め
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
直
接
的
な
身
体
機
能
の
補
助
や
介
助
の
た
め
に
使
う
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
方
式
に
は
批
判
も
多
い
。
そ
れ
ら
の
費
用
は
税
金
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
以
外
の
者

か
ら
す
れ
ば
自
分
た
ち
が
払
っ
た
税
金
で
遊
ん
で
い
る
、
と
い
っ
た
印
象
を
与
え
る
部
分
も
あ
る
。
ま
た
、
調
査
の
結
果
か
ら
、
確
か
に

こ
の
方
式
に
よ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
満
足
度
は
上
が
っ
た
が
、
健
康
度
は
下
が
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（Jones et al. 2013

）。
何
よ
り
も
、

個
人
化
を
謳
い
自
己
決
定
に
基
づ
く
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
向
上
を
掲
げ
な
が
ら
、
実
際
に
費
用
を
何
に
利
用
で
き
る
か
の
判
断
は
各
ケ
ー
ス
を
担
当

す
る
ワ
ー
カ
ー
（
行
政
職
員
）
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
本
当
に
自
己
決
定
が
実
現
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
個
人
化
の
手
法
は
、
個
人
の
生
活
の
幸
福
度
を
最
大
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
新
た
な
試
み
と
し
て
注
目
に
値

す
る
。
こ
れ
ま
で
社
会
サ
ー
ビ
ス
は
、
時
間
や
金
額
と
い
っ
た
指
標
を
通
じ
た
「
量
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
徹
底
し
た

個
別
化
の
発
展
形
と
も
い
え
る
個
人
化
に
よ
っ
て
、
必
ず
し
も
量
が
な
く
と
も
個
人
の
生
活
を
満
足
の
い
く
も
の
と
で
き
る
可
能
性
が
示

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
多
く
の
社
会
保
障
関
連
費
の
財
政
問
題
を
抱
え
る
国
々
に
と
っ
て
、
そ

の
問
題
の
一
つ
の
解
決
策
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
た
だ
し
、
も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
に
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
政
府
が
こ
の

手
法
を
通
じ
て
必
要
な
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
に
対
す
る
義
務
か
ら
免
れ
よ
う
と
す
る
リ
ス
ク
も
存
在
す
る
。

二
四
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4
│

2
．
就
労
支
援
に
お
け
る
個
別
化
の
重
要
性

前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
個
別
化
（
あ
る
い
は
さ
ら
に
進
ん
で
個
人
化
）
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
次
に
は
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
な
か
で
も
特
に
障
害
者
へ
の
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
個
別
化
と
の
関
係
性
を
み
て
い
く
。

障
害
者
の
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
は
、
長
い
間
、
障
害
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。
実
際
の
形
態
と

し
て
は
、
仕
事
を
す
る
う
え
で
障
害
と
な
る
機
能
障
害
に
対
し
て
、
訓
練
を
通
じ
た
軽
減
も
し
く
は
そ
の
ほ
か
の
機
能
や
器
具
に
よ
る
代

替
を
し
、
障
害
を
あ
る
程
度
克
服
し
た
と
こ
ろ
で
就
労
準
備
に
入
る
と
い
う
流
れ
を
と
る
。
こ
の
よ
う
な
訓
練
は
、
同
様
の
訓
練
を
受
け

よ
う
と
す
る
一
定
数
の
集
団
に
対
し
て
、
一
つ
の
訓
練
用
ス
ペ
ー
ス
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
は
基
本
的
に
、
す
べ
て

の
訓
練
者
が
同
様
の
作
業
を
行
い
、
同
様
の
目
標
に
向
か
っ
て
い
る
。

繰
り
返
し
の
訓
練
に
よ
っ
て
損
傷
を
受
け
た
人
間
の
身
体
機
能
を
改
善
・
回
復
さ
せ
る
と
い
う
手
法
は
、
す
で
に
効
果
が
認
め
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
機
能
回
復
の
手
法
と
し
て
有
効
な
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
で

は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
そ
う
い
っ
た
訓
練
室
の
よ
う
な
場
所
で
の
訓
練
が
必
ず
し
も
そ
の
後
の
就
労
に
と
っ
て
有
効
で
は
な
い

場
合
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
つ
目
の
理
由
は
、
新
た
な
障
害
の
登
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
に
、
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
領
域
に
お
い
て
知
的
障
害
や
精
神
障
害
を

も
つ
者
が
課
題
と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
指
す
。
障
害
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
始
ま
っ
た
当
初
、
そ
れ
は
概
ね
身
体
障
害
者
を
対
象
と
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
代
の
経
過
と
と
も
に
知
的
障
害
や
精
神
障
害
な
ど
の
認
知
機
能
に
課
題
を
も
つ
障
害
を
も
つ
者

が
、
障
害
者
と
し
て
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
認
知
機
能
に
課
題
の
あ
る
障
害
の
場
合
、
事
前
に
訓
練
場
な
ど
で
行
っ
た
訓
練
に
よ
っ
て
得
た
技
能
は
、
実
際
に
職
業
場
面

二
四
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に
行
っ
た
際
に
全
く
意
味
を
為
さ
な
い
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
場
所
で
獲
得
し
た
知
識
や
技
術
を
別
の
場
所
で
応
用
さ
せ
る
こ
と

に
課
題
が
あ
る
場
合
が
多
い
た
め
で
あ
る
（B

acker &
 D
rake 2003

）。
こ
の
よ
う
な
障
害
の
場
合
、
就
労
支
援
は
実
際
に
仕
事
を
行
う
場

で
い
わ
ゆ
るO

n-the-Job

の
形
で
行
う
方
が
効
果
的
と
さ
れ
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
ア
メ
リ
カ
で
援
助
付
き
雇
用
（S

upported 

E
m
ploym

ent
）
と
呼
ば
れ
る
手
法
と
し
て
モ
デ
ル
化
さ
れ
、
わ
が
国
で
も
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
事
業
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
援
助
手
法
は
、
そ
れ
ま
で
の
訓
練
を
し
て
か
ら
就
労
に
移
るtrain-place

型
に
対
し
て
、place-train

（
ま
ず
就
労
を
初

め
て
か
ら
そ
の
な
か
で
訓
練
を
す
る
）
型
と
も
呼
ば
れ
、
実
際
の
職
場
の
な
か
で
そ
こ
に
み
る
実
際
の
課
題
や
資
源
を
基
に
、
個
々
の
援
助

対
象
者
に
合
わ
せ
て
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
を
基
本
と
し
て
お
り
、
個
別
化
を
前
提
と
し
た
援
助
方
法
で
あ
る
。

train-place

型
の
援
助
も
、
現
在
で
も
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
有
効
な
場
合
も
あ
る
が
、
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
全
体
と
し
て
は
、place-

train

型
の
援
助
が
よ
り
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
近
年
の
器
具
や
物
理
的
環
境
の
整
備
の
進
歩
に
よ
っ
て
身

体
障
害
者
の
就
労
の
可
能
性
が
広
が
る
一
方
で
、
知
的
障
害
や
精
神
障
害
を
も
つ
人
の
就
労
支
援
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
る
た
め
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
彼
ら
を
最
初
か
ら
労
働
不
能
と
位
置
付
け
て
い
た
社
会
的
あ
る
い
は
当
事
者
自
身
の
認
識
が
徐
々
に
変
化
し
、

彼
ら
が
就
労
の
場
を
求
め
る
機
会
が
増
え
て
き
て
い
る
こ
と
も
理
由
の
一
つ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
援
助
対
象
者
の
傾
向
に
み
る
変
化
が
、

就
労
支
援
の
形
態
に
お
け
る
個
別
性
の
重
要
性
を
増
々
高
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

二
つ
目
の
理
由
は
、
障
害
者
が
抱
え
る
就
労
上
の
課
題
に
つ
い
て
の
認
識
の
変
化
で
あ
る
。
訓
練
室
な
ど
で
決
め
ら
れ
た
訓
練
を
行
う

就
労
支
援
で
は
、
そ
こ
で
就
労
上
の
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
は
業
務
上
の
作
業
の
能
力
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
働
く

上
で
障
害
者
が
抱
え
る
課
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
通
勤
や
移
動
の
課
題
も
あ
れ
ば
、
職
場
内
で
の
人
間
関
係
の
持
ち
方
、
労
働
場
面

以
外
の
生
活
場
面
で
の
課
題
（
生
活
習
慣
や
障
害
・
疾
病
管
理
）
が
就
労
に
影
響
を
与
え
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
就
労

二
四
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支
援
は
労
働
場
面
だ
け
で
な
く
、
個
人
の
生
活
全
般
と
の
関
連
の
な
か
で
の
包
括
的
な
視
点
に
基
づ
い
た
支
援
が
必
要
と
な
る
。

生
活
の
一
部
と
し
て
就
労
を
捉
え
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
個
々
人
で
多
様
な
生
活
環
境
や
条
件
を
加
味
す
る
必
要
性
を
生
み
、
や
は
り

個
別
化
の
視
点
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
固
定
化
さ
れ
た
一
遍
通
り
の
援
助
だ
け
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
部
分
が
生
ま
れ
、
あ
ら
ゆ
る
援

助
の
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
出
て
く
る
。
知
的
あ
る
い
は
精
神
障
害
者
の
就
労
支
援
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
も
、
そ
の
障
害
や
症
状

の
複
雑
性
か
ら
、
個
別
化
の
重
要
性
を
高
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
三
つ
目
の
理
由
と
し
て
合
理
的
配
慮
の
規
定
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
次
項
で
記
述
し
て
い
く
。

4
│

3
．
合
理
的
配
慮
と
就
労
支
援

現
代
の
障
害
者
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
個
別
化
が
重
要
と
な
る
理
由
の
一
つ
に
、
合
理
的
配
慮
の
概
念
と
そ
の
規
定
の
存
在
が

あ
る
。
合
理
的
配
慮
（R

easonable A
ccom

m
odation

）
と
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
ア
メ
リ
カ
に
登
場
し
、
そ
の
後
「
一
九
九
〇
年
障

害
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
人
法
（A
m
ericans w

ith D
isabilities A

ct

：
以
下
、
Ａ
Ｄ
Ａ
法
）」
に
よ
っ
て
現
在
の
形
を
と
る
も
の
と
な
っ
た
概
念
で

あ
る
。
こ
の
概
念
は
障
害
者
の
就
労
支
援
に
お
け
る
新
た
な
展
開
を
生
み
、
現
在
で
は
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
国
や
地
域
に
お
い
て
法
制
度

化
さ
れ
て
い
る
（
山
村
二
〇
一
一
）。

合
理
的
配
慮
の
規
定
と
は
、
障
害
を
も
つ
者
が
も
た
な
い
者
と
同
様
の
生
活
を
送
る
た
め
に
必
要
な
配
慮
（A

ccom
m
odation

）
を
合
理

的
配
慮
と
位
置
付
け
、
こ
の
配
慮
が
欠
如
し
て
い
る
状
態
、
す
な
わ
ち
配
慮
を
提
供
し
な
い
こ
と
が
、
障
害
者
へ
の
差
別
で
あ
る
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
差
別
は
、
何
ら
か
の
差
別
的
行
為
を
行
う
こ
と
（
作
為
）
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ

の
合
理
的
配
慮
は
配
慮
を
行
わ
な
い
こ
と
（
不
作
為
）
も
差
別
に
あ
た
る
と
し
た
こ
と
が
、
合
理
的
配
慮
の
概
念
が
画
期
的
と
さ
れ
る
点

二
五
〇



障
害
者
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
個
別
化
の
実
現
と
費
用
分
配
に
関
す
る
考
察
（
山
村
）

（
四
八
一
）

で
も
あ
る
（
長
瀬
ほ
か
二
〇
〇
八
）。

こ
の
合
理
的
配
慮
定
義
や
規
定
は
、
非
常
に
抽
象
的
か
つ
包
括
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
Ａ
Ｄ
Ａ
法
に
お
け
る
合
理
的

配
慮
は
「
定
義
」
と
し
て
は
法
文
上
に
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
た
だ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
、
①
障
害
を
も
つ
者
が
希
望
す
る
職
務
に

就
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
求
職
過
程
に
お
け
る
変
更
も
し
く
は
調
整
、
②
障
害
を
持
つ
も
の
が
そ
の
職
務
に
必
要
な
機
能
を
遂
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
業
務
実
施
の
環
境
や
状
況
、
慣
習
な
ど
に
お
け
る
変
更
も
し
く
は
調
整
、
③
障
害
を
も
つ
者
が
障
害
の
な

い
者
と
同
様
の
雇
用
上
の
利
益
や
恩
恵
の
享
受
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
変
更
も
し
く
は
調
整
、
と
い
う
三
つ
の
項
目
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

る
（
山
村
二
〇
一
一
）。

こ
の
具
体
的
な
枠
組
み
な
ど
を
設
け
な
い
定
義
や
規
定
は
、
障
害
者
の
求
め
る
配
慮
が
合
理
的
配
慮
に
当
た
る
も
の
か
等
に
つ
い
て
の

判
断
が
、
障
害
者
と
雇
用
主
双
方
の
個
別
の
状
況
を
踏
ま
え
て
判
断
さ
れ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
明
確
な
線
引
き
を

せ
ず
に
個
別
性
を
尊
重
す
る
こ
と
で
、
一
部
の
ケ
ー
ス
が
法
制
度
の
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
を
避
け
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
少
な

く
と
も
法
制
度
の
適
用
の
可
否
が
検
討
さ
れ
る

・

・

・

・

・

余
地
を
残
し
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
定
義
の
在
り
よ
う
の
結
果
と
し
て
、
合
理
的
配
慮
が
そ
の
基
本
概
念
を
担
保
す
る
た
め
に
は
、
障
害
者
と
雇
用
主
の
個
別

的
環
境
を
、
ど
れ
だ
け
公
平
か
つ
妥
当
性
を
も
っ
て
考
慮
に
い
れ
合
理
的
配
慮
を
形
成
し
て
い
く
か
、
つ
ま
り
は
徹
底
し
た
個
別
化
が
一

つ
の
重
要
な
鍵
と
な
っ
て
い
る
。
抽
象
度
の
高
い
定
義
を
基
礎
と
す
る
こ
と
で
、
合
理
的
配
慮
に
お
い
て
は
「
何
が
合
理
的
配
慮
な
の

か
」
と
い
う
定
義
づ
け
よ
り
も
む
し
ろ
、「
ど
の
よ
う
に
合
理
性
を
確
認
す
る
か
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
障
害
者
権
利
条
約
に
お
け
る
合
理
的
配
慮
の
記
述
は
、
労
働
場
面
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
生
活
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る

範
囲
に
適
用
可
能
性
を
拡
大
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
概
念
は
Ａ
Ｄ
Ａ
法
に
よ
っ
て
労
働
場
面
に
お
け
る
規

二
五
一



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
八
二
）

定
と
し
て
出
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
世
界
各
国
の
運
用
の
実
際
を
み
て
も
、
労
働
場
面
を
基
盤
と
し
た
も
の
と
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
個
別
化
、
個
別
性
の
重
要
性
が
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
個
別
化
や
個
別
性
の
重
視
の
意
義
を
考
え
た
と
き
、
費
用
分
配
の
方
式

に
お
い
て
一
つ
の
示
唆
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
就
労
支
援
の
領
域
に
お
い
て
質
の
よ
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
は
、
一
括
委
託
型

の
費
用
分
配
の
方
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

サ
ー
ビ
ス
の
実
践
に
お
い
て
個
別
性
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に
は
、
行
動
レ
ベ
ル
で
の
柔
軟
な
枠
組
み
を
必
要
と
す
る
。
個
々
の
サ
ー

ビ
ス
受
給
者
の
状
況
に
応
じ
た
対
応
を
す
る
た
め
に
は
、
事
前
に
想
定
さ
れ
た
型
に
は
ま
っ
た
行
動
だ
け
で
は
、
対
処
で
き
な
い
可
能
性

が
あ
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
概
念
を
含
め
た
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
の
主
観
的
価
値
は
、
画
一
的
な
指
標
で
は
測
れ
な
い
多
様
な
個

人
の
価
値
を
サ
ー
ビ
ス
に
も
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
こ
に
も
ま
た
、
支
援
の
柔
軟
性
が
求
め
ら
れ
る
状
況
が
生
ま
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
単
位
報
酬
型
の
制
度
で
は
、
そ
の
よ
う
な
柔
軟
な
支
援
を
サ
ー
ビ
ス
量
と
し
て
評
価
し
、
分
配
さ
れ
る
額
に
転
換
す
る

こ
と
が
難
し
い
。
部
分
的
に
一
括
委
託
型
の
要
素
を
も
つ
包
括
払
い
で
あ
れ
ば
、
い
く
ら
か
の
問
題
の
解
消
に
つ
な
が
る
可
能
性
は
あ
る

が
、
現
在
の
包
括
払
い
も
基
本
的
に
一
日
単
位
を
基
準
と
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
や
は
り
、
厳
密
な
意
味
で
の
個
別
化
を
図
る
こ

と
は
難
し
い
と
い
え
る
。

5
．
Ｉ
Ｐ
Ｓ
モ
デ
ル
を
通
じ
た
検
証

こ
こ
ま
で
社
会
サ
ー
ビ
ス
供
給
に
お
け
る
二
つ
の
方
式
の
違
い
を
説
明
し
、
ま
た
同
じ
く
社
会
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス

二
五
二



障
害
者
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
個
別
化
の
実
現
と
費
用
分
配
に
関
す
る
考
察
（
山
村
）

（
四
八
三
）

に
お
け
る
個
別
化
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
き
た
。
さ
ら
に
こ
の
個
別
化
と
支
援
の
多
様
化
か
ら
、
一
括
委
託
型
の
サ
ー
ビ
ス
供
給
シ
ス
テ

ム
の
有
効
可
能
性
を
述
べ
た
。

こ
こ
で
最
後
に
、
実
際
の
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
状
況
を
も
と
に
、
一
括
委
託
型
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
今
一
度
確
認
し
て

い
き
た
い
。

5
│

1
．
Ｉ
Ｐ
Ｓ
モ
デ
ル
の
特
徴

本
節
で
検
証
の
材
料
と
な
る
の
は
、
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
な
か
で
も
Ｉ
Ｐ
Ｓ
（Individual P

lacem
ent and S

upport

）
モ
デ
ル
と
い

わ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。

Ｉ
Ｐ
Ｓ
モ
デ
ル
と
は
援
助
付
き
雇
用
の
一
形
態
で
、
特
に
重
度
の
知
的
障
害
や
精
神
障
害
を
も
つ
者
へ
の
就
労
支
援
モ
デ
ル
に
お
け
る

Ｅ
Ｂ
Ｐ
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
実
証
さ
れ
活
用
さ
れ
、
現
在
欧
米
を
中
心
と
し
た
世
界
各
国
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
モ
デ
ル
で
あ

る
。
こ
の
モ
デ
ル
を
用
い
た
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
は
、
従
来
の
デ
イ
ケ
ア
型
あ
る
い
は
訓
練
施
設
型
の
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
く
ら
べ
、

就
労
率
、
就
労
の
継
続
期
間
、
給
与
等
に
お
い
て
優
れ
た
結
果
と
な
る
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
多
く
の
Ｒ
Ｃ
Ｔ
な
ど
に
よ
り

証
明
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
、
政
府
の
主
導
な
ど
に
よ
る
積
極
的
な
導
入
は
な
い
が
、
一
部
の
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
が

こ
の
モ
デ
ル
を
取
り
入
れ
た
実
践
を
行
っ
て
い
る
（B

ecker &
 D
rake 2003

）。

Ｉ
Ｐ
Ｓ
モ
デ
ル
の
特
徴
の
一
つ
が
、
就
労
前
訓
練
の
否
定
で
あ
る
。
具
体
的
な
職
業
や
就
業
場
所
、
環
境
が
不
確
定
な
状
態
で
行
う
訓

練
に
は
そ
の
効
果
が
な
い
と
し
、
ま
ず
は
仕
事
に
就
く
こ
と
か
ら
始
め
る
。
そ
し
て
就
職
し
た
う
え
で
、
そ
こ
で
実
際
に
求
め
ら
れ
る
支

援
を
提
供
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

二
五
三



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
八
四
）

ま
た
こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
徹
底
し
た
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
職
場
マ
ッ
チ
ン
グ
に
よ
り
、
援
助
対
象
者
個
人
の
興
味
関
心
に
忠
実
に
基
づ
い

た
職
探
し
を
行
う
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。
こ
の
興
味
関
心
と
は
、
も
ち
ろ
ん
純
粋
な
意
味
で
の
個
人
の
趣
味
嗜
好
に
基
づ
い
た
も
の

で
も
よ
い
し
、
給
与
や
雇
用
条
件
な
ど
に
対
す
る
も
の
で
も
よ
い
。
こ
こ
で
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
職
業
の
可
能
性
が
考
慮
さ
れ
、
よ
く

わ
が
国
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
障
害
者
が
就
き
や
す
い
職
業
」
と
い
っ
た
一
般
的
概
念
は
排
除
さ
れ
る
。

さ
ら
に
こ
の
Ｉ
Ｐ
Ｓ
モ
デ
ル
に
み
ら
れ
る
特
徴
の
一
つ
が
、
生
活
支
援
と
の
密
な
連
携
で
あ
る
。
就
労
支
援
と
し
て
の
Ｉ
Ｐ
Ｓ
モ
デ
ル

は
、
そ
れ
自
体
は
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
日
常
生
活
の
支
援
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
と
緊
密
な
連
携
を
取
り
、
時
に
帯

同
し
て
動
く
。
そ
し
て
、
援
助
付
き
雇
用
と
し
て
素
地
を
も
つ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
の
支
援
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
援
助
対
象
者
の
職
場
内
で
の
支

援
が
多
く
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
作
業
指
導
の
み
な
ら
ず
、
職
場
の
管
理
者
や
同
僚
へ
の
助
言
や
援
助
対
象
者
と
の
関
係
調
整

か
ら
、
休
日
の
取
り
方
や
昇
進
に
つ
い
て
の
相
談
な
ど
多
岐
に
渡
る
。

こ
の
よ
う
な
業
務
を
実
行
し
て
い
く
結
果
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
モ
デ
ル
の
支
援
で
は
事
業
者
は
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
た
め
の
事
務
所
の
ほ
か
は
大
き

な
設
備
な
ど
を
要
せ
ず
、
職
員
も
日
中
の
多
く
の
時
間
を
外
で
の
活
動
に
費
や
す
こ
と
が
多
い
。
従
来
か
ら
み
ら
れ
る
障
害
者
向
け
社
会

サ
ー
ビ
ス
の
よ
う
に
、
一
つ
の
施
設
に
当
事
者
た
ち
が
集
ま
り
、
決
ま
っ
た
時
間
を
同
じ
こ
と
を
し
て
過
ご
す
よ
う
な
風
景
は
こ
こ
に
は

な
い
。
Ｉ
Ｐ
Ｓ
で
は
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
根
差
し
た
関
係
性
も
重
要
と
な
る
た
め
、
そ
れ
を
構
築
し
維
持
す
る
た
め
に
も
職
員
は
施

設
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
モ
デ
ル
の
大
き
な
特
徴
の
最
後
の
一
つ
が
、
支
援
期
間
を
定
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
支
援
が
た
だ

延
々
と
継
続
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
最
初
か
ら
期
間
を
設
け
る
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ど
の
程
度
の
期
間
の
支
援

を
必
要
と
す
る
か
は
、
個
人
の
状
況
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
、
ま
た
途
中
で
変
化
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
前
提
に
立
ち
、
最
初
か
ら

二
五
四



障
害
者
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
個
別
化
の
実
現
と
費
用
分
配
に
関
す
る
考
察
（
山
村
）

（
四
八
五
）

サ
ー
ビ
ス
期
間
を
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
支
援
が
必
要
な
く
な
る
ま
で
継
続
す
る
と
い
う
の
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。

5
│

2
．S

ussex

地
域
（
イ
ギ
リ
ス
）
に
お
け
る
Ｉ
Ｐ
Ｓ
実
践
の
例

次
に
、
実
際
の
Ｉ
Ｐ
Ｓ
の
実
施
例
を
み
な
が
ら
、
費
用
分
配
方
式
と
の
関
係
を
み
て
い
く
。
な
お
、
今
回
は
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ

る
研
究
計
画
の
一
環
と
し
て
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
の
実
施
に
関
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
実
施
機
関
お
よ
び
そ
の
支
援
団
体
、
関
係
者
等
に
対
し

て
行
っ
た
。
調
査
は
最
終
的
に
国
際
比
較
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
ほ
か
の
国
で
の
調
査
が
終
了
後
に
詳
細
な
報
告
が
な
さ
れ

る
予
定
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
イ
ギ
リ
ス
で
行
わ
れ
た
調
査
の
結
果
を
抽
出
し
て
記
述
し
て
い
る
。
ま
た
調
査
の
手
続
き
の
関

係
上
、
一
部
を
除
き
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
対
象
者
の
個
人
名
お
よ
び
機
関
の
固
有
名
詞
を
匿
名
化
し
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
政
府
の
諮
問
機
関
と
し
て
役
割
を
担
うC

entre for M
ental H

ealth

に
お
い
て
Ｉ
Ｐ
Ｓ
の
ス
タ
ッ
フ
養
成
と
全

国
へ
の
普
及
の
た
め
の
研
究
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
るG

eoff  S
hepherd

上
席
顧
問
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
政
府
の
方
針
と
し
て

Ｉ
Ｐ
Ｓ
の
実
施
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
施
は
各
地
域
を
管
轄
す
る
Ｎ
Ｈ
Ｓ
（
国
民
保
健
サ
ー
ビ
ス
）
に
任
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
す
べ
て
の
地
域
で
公
的
な
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
Ｉ
Ｐ
Ｓ
が
実
施
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
実
際
の
事
業
の
実
施
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｓ
自
身
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
し
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の
外
部
機
関
に
委
託
し
て
い
る
場
合

も
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
年
間
の
予
算
総
額
を
定
め
る
も
の
で
、
一
回
ず
つ
の
支
援
の
単
価
な
ど
を
設
定
す
る
例
は
な
く
、
概
ね
一

括
委
託
型
を
採
用
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

今
回
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
機
関
（
以
下
、
Ａ
機
関
）
はW

est S
ussex

地
域
を
中
心
に
活
動
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
で
あ
り
、
そ
の

対
象
は
「
社
会
的
に
脆
弱
な
人
々
（vulnerable people

）」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
課
題
や
知
的
障
害
を
抱

二
五
五



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
八
六
）

え
る
人
々
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
Ａ
機
関
で
は
行
政
か
ら
の
委
託
事
業
を
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
事
業
を
展
開
し
、
そ
の
一
つ
と
し

て
Ｉ
Ｐ
Ｓ
事
業
の
実
施
を
当
該
地
域
の
管
轄
Ｎ
Ｈ
Ｓ
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
っ
て
い
る
。
委
託
は
い
く
つ
か
の
申
請
団
体
の
な
か
か
ら
の

選
出
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
委
託
期
間
は
三
年
間
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
時
点
で
二
期
目
の
二
年
目
で
あ
っ
た
。

事
業
管
理
者
の
話
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
事
業
体
制
は
管
理
者
と
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
、E

m
ploym

ent S
pecialist

（
Ｅ
Ｓ
）
と
呼
ば
れ
る

実
際
の
援
助
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
管
理
者
と
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
は
主
に
事
務
所
に
い
る
が
、
Ｅ
Ｓ
は
常
に
生
活
支
援

チ
ー
ム
と
帯
同
し
、
Ａ
機
関
内
に
は
オ
フ
ィ
ス
や
専
用
の
デ
ス
ク
も
持
た
な
い
。

ま
ず
管
理
者
の
責
務
は
、
事
業
の
円
滑
な
運
営
と
、
次
期
の
契
約
に
向
け
た
準
備
と
ス
タ
ッ
フ
の
管
理
で
あ
る
。
管
理
者
に
と
っ
て
の

経
営
上
の
懸
案
事
項
は
、
再
度
Ｎ
Ｈ
Ｓ
と
の
契
約
を
取
り
事
業
を
継
続
さ
せ
る
た
め
に
数
値
、
つ
ま
り
就
職
者
の
数
と
し
て
の
成
果
を
残

す
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
の
財
政
面
に
つ
い
て
の
課
題
は
特
に
な
い
と
す
る
。
と
い
う
の
も
、
運
営
資
金
は
、
利
用
者
数
や
サ
ー
ビ
ス
提

供
の
増
減
な
ど
に
よ
っ
て
変
動
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
資
金
は
潜
在
的
な
利
用
者
数
と
そ
れ
に
見
合
っ
た
人
員
を
基
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
自
身
が

申
請
（
入
札
）
し
た
額
に
基
づ
い
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
Ｅ
Ｓ
の
側
で
は
、
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
内
で
、
週
一
回
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
以
外
は
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
ケ
ー
ス

の
状
況
に
応
じ
て
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
組
み
、
自
由
に
動
い
て
い
る
。
一
人
の
Ｅ
Ｓ
は
概
ね
二
〇
人
弱
の
ケ
ー
ス
を
担
当
し
て
い
る
が
、

ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
支
援
の
頻
度
、
場
所
、
時
間
、
方
法
な
ど
は
常
に
変
化
す
る
。
各
ケ
ー
ス
の
経
過
は
記
録
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
誰
に

何
回
、
何
時
間
と
い
っ
た
よ
う
な
量
を
意
識
す
る
こ
と
は
な
い
と
答
え
る
。
状
態
が
安
定
し
、
集
中
的
な
支
援
の
必
要
が
な
け
れ
ば
月
に

一
度
の
連
絡
の
み
の
対
象
者
も
い
れ
ば
、
毎
日
の
よ
う
に
会
う
場
合
も
あ
る
。
ま
た
Ｉ
Ｐ
Ｓ
で
は
対
象
者
や
関
係
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
重
要
と
な
る
た
め
、
メ
ー
ル
や
電
話
で
の
こ
ま
め
な
や
り
と
り
が
常
に
あ
る
。
特
定
の
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
や
そ
の
関
係
者
と
の

二
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連
絡
だ
け
で
な
く
、
潜
在
的
な
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
た
め
に
、
日
常
か
ら
地
域
の
雇
用
主
や
関
係
機
関
と
の
関
係
づ
く
り
も
欠
か
せ
な
い
と

い
う
。
そ
の
た
め
、
む
し
ろ
場
所
や
時
間
、
方
法
な
ど
で
「
こ
こ
か
ら
こ
こ
ま
で
が
援
助
」
と
い
う
ふ
う
に
業
務
を
部
分
に
区
切
る
こ
と

は
難
し
い
と
す
る
。

し
か
し
、
Ａ
機
関
は
一
括
委
託
型
に
よ
り
事
業
費
用
を
確
保
し
て
い
る
た
め
、
個
々
の
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
に
提
供
し
た
サ
ー
ビ
ス
量
や
、

業
務
の
内
容
に
偏
り
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
事
業
の
運
営
に
財
政
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
メ
ー
ル
や
電
話
な
ど
の
連
絡

業
務
は
、
不
可
欠
な
業
務
で
あ
る
と
同
時
に
、
単
位
報
酬
型
の
場
合
に
は
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
い
付
随
的
な
業
務
と
な
る
場
合
が
多
い
。
し

か
し
こ
こ
で
は
そ
の
線
引
き
を
す
る
必
要
性
自
体
が
な
く
、
各
担
当
ケ
ー
ス
に
応
じ
て
「
必
要
な
こ
と
を
す
る
」
と
い
う
原
則
の
み
に
貫

か
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
一
つ
疑
問
に
な
る
の
は
、
利
用
者
や
サ
ー
ビ
ス
の
増
減
に
よ
っ
て
事
業
費
用
が
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
は
、
管
理
者
に
と
っ
て

は
有
難
い
こ
と
だ
が
、
そ
の
状
況
で
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ニ
ー
ズ
が
増
大
し
た
場
合
、
そ
れ
は
現
場
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
Ｅ
Ｓ
が
、
規
定
外
の
勤

務
で
対
応
す
る
と
い
う
し
わ
寄
せ
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
三
年
の
時
限
事
業
で
あ
る

こ
と
が
、
十
分
な
成
果
が
出
せ
な
い
ス
タ
ッ
フ
に
対
す
る
過
度
な
重
圧
と
な
る
こ
と
は
な
い
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
契
約
事
務
に
関
す
る
管
理
者
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｓ
モ
デ
ル
は
そ
の
効
果
が
実
証
さ
れ
た
支
援

モ
デ
ル
で
あ
り
、
先
述
の
よ
う
な
Ｅ
Ｓ
の
自
由
な
活
動
の
保
障
や
二
〇
人
弱
と
い
う
担
当
数
も
、
効
果
が
保
障
さ
れ
る
た
め
の
条
件
の
う

ち
に
入
る
。
つ
ま
り
、
Ｅ
Ｓ
の
負
担
を
強
め
て
も
成
果
が
伸
び
る
こ
と
は
な
い
し
、
管
理
者
い
わ
く
、
実
際
に
成
果
が
出
て
い
な
い
Ｅ
Ｓ

の
状
況
を
み
る
と
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
の
原
則
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
活
動
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
。
現
在
の
委
託
費
は
、
最
善
の
サ
ー
ビ

ス
提
供
の
た
め
の
体
制
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
地
域
内
の
ニ
ー
ズ
量
を
試
算
し
て
出
さ
れ
た
委
託
費
で
あ
り
、
仮
に
そ
の
体
制
で
対
応

二
五
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し
き
れ
な
い
ほ
ど
の
サ
ー
ビ
ス
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
ニ
ー
ズ
量
の
試
算
に
誤
り
が
あ
る
の
で
あ
り
、
次
回
の
委
託
契
約
の
更

新
の
際
に
よ
り
妥
当
な
予
算
額
を
提
示
す
る
根
拠
と
な
る
も
の
だ
と
い
う
。

そ
の
ほ
か
、
Ａ
機
関
独
自
の
全
く
異
な
る
運
営
基
盤
を
も
つ
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
と
の
連
携
も
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
Ｉ
Ｐ
Ｓ
は

生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
と
は
独
立
し
つ
つ
連
携
を
取
る
と
い
う
位
置
づ
け
を
原
則
と
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
が
、
事
業
と
し
て
は
独
立
し
つ
つ

も
、
同
じ
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
法
人
内
で
そ
の
双
方
を
運
営
し
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
Ａ
機
関
の
場
合
、
Ｎ
Ｈ
Ｓ
が
運
営
す

る
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
と
の
連
携
を
行
っ
て
お
り
、
Ｅ
Ｓ
は
通
常
、
そ
ち
ら
の
事
務
所
を
拠
点
に
活
動
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
で
も
、
細

分
化
さ
れ
た
業
務
そ
れ
ぞ
れ
に
単
価
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
異
な
る
機
関
で
協
働
さ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
の
振
り
分
け

が
課
題
と
な
る
場
合
が
あ
る
が
、
Ａ
機
関
も
Ｎ
Ｈ
Ｓ
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
も
そ
の
よ
う
な
単
価
報
酬
型
を
採
っ
て
い
な
い
た
め
、
個
別

の
業
務
と
協
働
の
業
務
と
い
っ
た
線
引
き
を
す
る
必
要
自
体
が
実
務
上
で
生
じ
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
徹
底
し
た
個
別
化
を
基
盤
と
す
る
Ｉ
Ｐ
Ｓ
モ
デ
ル
で
は
、
実
際
の
業
務
上
の
融
通
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
、
モ
デ
ル

の
実
証
さ
れ
た
効
果
を
引
き
出
す
た
め
に
非
常
に
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
。

5
│

3
．
Ｉ
Ｐ
Ｓ
実
施
に
お
け
る
課
題

イ
ギ
リ
ス
で
の
Ｉ
Ｐ
Ｓ
の
展
開
に
は
、
財
政
的
な
側
面
に
お
い
て
も
課
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
本
節
冒
頭
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
現

在
イ
ギ
リ
ス
で
は
実
際
に
Ｉ
Ｐ
Ｓ
を
行
う
か
ど
う
か
は
各
地
域
の
Ｎ
Ｈ
Ｓ
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
政
府
は
確
か
に

Ｉ
Ｐ
Ｓ
を
推
奨
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
た
め
の
財
源
の
提
供
は
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

Ｉ
Ｐ
Ｓ
を
実
施
す
る
こ
と
を
決
め
た
Ｎ
Ｈ
Ｓ
は
、
政
府
か
ら
割
り
当
て
ら
れ
る
全
体
の
予
算
の
な
か
か
ら
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
事
業
に
充
当
す
る

二
五
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予
算
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。S

hepherd

氏
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
分
配
さ
れ
た
予
算
の
な
か
で
Ｉ
Ｐ
Ｓ
の
事
業
を
行
う
た
め
に

別
の
事
業
を
取
り
止
め
る
判
断
を
同
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
場
合
の
別
の
事
業
と
は
、
多
く
の
場
合
で
こ

れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
従
来
型
の
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
当
然
、
そ
の
従
事
者
や
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
か
ら
の
反
発
が
起
こ
る
。

Ｎ
Ｈ
Ｓ
で
は
、
そ
れ
ら
の
課
題
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
Ｉ
Ｐ
Ｓ
の
実
施
の
障
壁
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
財
源
の
課
題
を
も
っ
て
い
る
た
め
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
選
択
さ
れ
て
も
、
そ
の
資
源
が
潤
沢
に
用
意

さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
業
務
の
委
託
は
、
し
ば
し
ば
入
札
方
式
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
実
施
事
業
体

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
）
か
ら
す
れ
ば
事
業
継
続
の
確
保
が
難
し
い
場
合
も
あ
る
（
た
だ
し
、
実
施
事
業
側
も
Ｉ
Ｐ
Ｓ
事
業
単
独
で
運
営
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
場
合
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
の
ほ
か
の
事
業
に
よ
っ
て
事
業
体
そ
の
も
の
は
維
持
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
）。

さ
ら
に
、
よ
り
安
価
な
事
業
実
施
が
で
き
る
事
業
体
が
選
ば
れ
て
も
、
そ
れ
が
質
も
同
時
に
担
保
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
も
容

易
で
は
な
い
。S

hepherd

氏
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
数
年
単
位
の
更
新
と
そ
の
際
に
費
用
の
額
だ
け
で
な
く
実
績
と
実
証
性
を
問
う
こ

と
で
、
こ
の
問
題
に
対
応
し
て
い
る
と
答
え
る
。
ま
たS

hepherd

氏
が
所
属
す
るC

entre for M
ental H

ealth

と
、
こ
の
セ
ン
タ
ー

が
主
導
し
て
構
築
さ
れ
たIP
S
 C
entre of E

xcellence P
rogram

m
e

と
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
構
に
よ
っ
て
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
を
実
施
す
る

事
業
所
へ
の
技
術
支
援
な
ど
を
行
い
、
質
の
担
保
と
さ
ら
な
る
発
展
を
目
指
し
て
い
る
。

6
．
む
す
び
に
か
え
て

現
在
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
実
践
に
お
い
て
個
別
化
の
重
要
性
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
障
害
者
の
就
労
支
援
サ
ー

ビ
ス
は
、
そ
の
中
で
も
特
に
個
別
性
の
重
視
が
求
め
ら
れ
る
領
域
だ
と
い
え
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｓ
は
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
例
に
過
ぎ
な
い
も

二
五
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の
で
も
あ
る
が
、
一
方
で
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
と
同
様
の
理
念
に
基
づ
い
た
支
援
モ
デ
ル
の
効
果
が
認
め
ら
れ
、
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
主

流
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
に
よ
る
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
は
、
そ
れ
以
前
の
支
援
方
法
と
比
べ
て
経
済
的
に
も
効
率
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（B
ecker &

 D
rake 2003

）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
日
本
で
の
実
証
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
個
別
化
を
進
め
る
た
め
の
条
件

と
し
て
実
務
に
柔
軟
性
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
実
践
の
従
事
者
が
よ
り
効
率
的
に
業
務
を
体
系
化
で
き
る
こ
と
が
そ
の
一
因
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
個
別
化
を
志
向
す
る
サ
ー
ビ
ス
モ
デ
ル
は
、
現
在
の
わ
が
国
の
福
祉
政
策
全
体
に
通
じ
て
み

ら
れ
る
経
済
的
課
題
に
対
し
て
も
効
果
的
に
機
能
す
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
公
的
に
そ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す
る
た
め
の
土
台
で
あ
る
制
度
、
政
策
に
お
い
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
と
そ

れ
を
裏
付
け
る
条
件
、
実
務
上
の
特
性
が
十
分
に
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
が
あ
る
。
特
に
わ
が
国
で
は
、
ジ
ョ
ブ

コ
ー
チ
事
業
の
一
部
や
総
合
支
援
法
に
お
け
る
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
も
、
単
価
報
酬
型
の
シ
ス
テ
ム
が
採
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
Ｉ
Ｐ
Ｓ
を
通
じ
た
個
別
化
の
実
践
の
例
を
み
て
も
、
単
価
報
酬
型
シ
ス
テ
ム
の
中
で
十
分
な
個
別
化
を
担
保
し
た

サ
ー
ビ
ス
提
供
が
行
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。

個
別
化
は
、
や
は
り
現
代
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
。
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
観
点
か
ら
サ
ー
ビ
ス
へ
の
満
足
度
と
、
ひ

い
て
は
生
活
へ
の
満
足
度
を
向
上
さ
せ
、
サ
ー
ビ
ス
の
量
で
は
な
く
質
に
よ
っ
て
人
々
の
生
活
を
よ
り
豊
か
な
も
の
へ
と
導
く
可
能
性
を

も
っ
て
い
る
。
行
政
の
責
任
放
棄
の
手
段
に
な
っ
て
は
問
題
だ
が
、
現
在
の
厳
し
い
国
家
財
政
の
状
況
と
一
方
で
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
ニ
ー

ズ
の
増
大
と
い
う
課
題
を
考
え
れ
ば
、
個
別
化
の
手
法
を
用
い
て
ニ
ー
ズ
の
充
足
の
あ
り
方
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
、
こ
の
課
題
の
重
要

な
解
決
策
と
な
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
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考
察
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）
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〈
注
〉

（
1
） 

科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
（
Ｂ
）：『
日
本
型
Ｉ
Ｐ
Ｓ
モ
デ
ル
に
よ
る
就
労
支
援
：
理
論
基
盤
の
獲
得
と
制
度
化
実
現
の
た
め
の
調
査
研
究
』
に

よ
る
。

（
2
） 
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
事
業
に
は
、
各
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ
る
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
が
行
う
「
配
置
型
」
と
、
社
会
福
祉
法
人
等
が
有
資
格
者
を

配
し
て
行
う
「
第
一
号
」、
お
よ
び
一
般
企
業
内
で
要
件
を
満
た
し
た
従
業
員
が
行
う
「
第
二
号
」
が
あ
る
（
山
村
二
〇
一
一
）。

（
3
） 

た
だ
し
、
完
全
に
単
価
報
酬
型
で
は
な
く
一
部
で
事
務
費
や
経
費
に
つ
い
て
の
一
括
払
い
を
含
む
。
そ
の
場
合
、
一
括
部
分
に
つ
い
て
は
事
業

種
別
と
事
業
規
模
等
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。

（
4
） 

『
日
経
ヘ
ル
ス
ケ
ア
二
一
』（
一
七
八
）「
つ
い
に
始
ま
っ
た
民
間
病
院
の
Ｄ
Ｐ
Ｃ
│
試
行
病
院
の
収
入
は
数
％
ア
ッ
プ 

赤
字
要
因
は
合
併
症
と

救
急
（
特
集 

〇
四
年
診
療
報
酬
改
定 

イ
ン
パ
ク
ト
を
徹
底
検
証
│
Ｄ
Ｐ
Ｃ
病
院
の
拡
大
、
亜
急
性
期
入
管
の
新
設
… 

様
変
わ
り
す
る
医
療
経
営
の

現
場
）」
二
〇
〇
四
年
八
月
掲
載
よ
り
。

（
5
） 

実
際
に
は
医
師
の
診
断
書
（
意
見
書
）
や
な
ぜ
そ
れ
が
必
要
な
の
か
の
説
明
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
担
当
者
に
よ
る
認
定
が
必
要
と
な
る
が
、
そ

の
よ
う
な
使
用
を
原
則
的
に
禁
止
は
し
て
い
な
い
。
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長
瀬
修
・
東
俊
裕
・
川
島
聡
編
、
二
〇
〇
八
、『
障
害
者
の
権
利
条
約
と
日
本 

概
要
と
展
望
』
生
活
書
院
。

岡
部
耕
典
（
二
〇
〇
六
）『
障
害
者
自
立
支
援
法
と
ケ
ア
の
自
律

│
パ
ー
ソ
ナ
ル
ア
シ
ス
タ
ン
ス
と
ダ
イ
レ
ク
ト
ペ
イ
メ
ン
ト
』
明
石
書
店
。

坂
本
毅
啓
（
二
〇
〇
九
）「
介
護
職
員
確
保
の
た
め
の
介
護
報
酬
改
定
と
そ
の
前
提
条
件
」『
大
阪
健
康
福
祉
短
期
大
学
紀
要
』
大
阪
健
康
福
祉
短
期
大

学
、
八
、
七
七
│
九
二
。

関
川
芳
孝
、
一
九
九
九
、「
第
七
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障
害
を
も
つ
人
に
対
す
る
雇
用
平
等
の
理
念
」
荒
木
兵
一
郎
・
中
野
善
達
・
安
藤
丈
弘
編
『
講
座 

障
害
を
も
つ

人
の
人
権
二 
社
会
参
加
と
機
会
の
平
等
』
有
斐
閣
：
一
六
八
│
一
九
五
。

山
村
り
つ
、
二
〇
一
一
、『
精
神
障
害
者
の
た
め
の
効
果
的
就
労
支
援
モ
デ
ル
と
制
度
│
モ
デ
ル
に
基
づ
く
制
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の
あ
り
方
│
』
ミ
ネ
ル
ヴ
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房
。

二
六
二



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
二
二
）

広告会社の事業ドメインの変化予測について

湯　淺　正　敏

Ⅰ．はじめに

広告の起源は、諸説あるが今日残されている世界最古の広告は、紀

元前 1000 年古代エジプト首都テーベの町に貼られた「ちらし広告」で

あるといわれている。これは、葦の繊維でつくられたパピルス紙に書

かれたもので、内容は、織物師の店から逃げ出した奴隷を連れ戻すお

尋ね広告であった。

その後広告が産業として発展していく契機となるのは、グーテンベ

ルグの印刷機の発明を待つことになる。金属活字によって印刷された

最初の活字本は聖書で、活版印刷は、本の出版のみならず、新聞の印

刷をも促していった。17 世紀初頭には、ドイツ、フランス、イギリス

で新聞が相次いで発刊された。また、新聞という定期刊行物、印刷媒

体の隆盛によって広告代理店も登場することになる。1610 年イギリス

で最初の広告代理店が誕生し、1612 年フランスでも広告代理店「コッ

クドール」が創設された。1645 年 1 月 15 日号『The Weekly Account』

誌で初めて広告欄の見出しにSeveral Advertisementという広告の用語（1）

が使われた。

このように近代の広告は、新聞、雑誌といった印刷媒体によって産

業化し、その後ラジオ、テレビの電波媒体が加わり、マスメディアの

普及により更に発展してゆくことになる。

広告産業は、日本でも経済成長、マスメディアの発展、広告の社会

への浸透が相まって、大衆消費社会を形成し発展していった産業である。
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しかし、今日先進諸国を見る限りでは、インターネットやモバイル

メディアの普及によるメディア・コミュニケーションの多様化、かつ

てのような市場拡大が見込めない成熟市場等の影響を受け、マスメ

ディアの広告媒体力は低下し、広告そのものの機能、影響力が岐路に

立たされてきている。

ここで、2014 年 2 月に発表された「2013 年の日本の広告費」（電通）

をみると、総広告費は 5兆 9,762 億円（前年比 101.4％）で、マスコミ四

媒体広告費は 3兆 2,995 億円（同 100.1％）とかろうじて微増となってい

るが、テレビを除く 3媒体全て前年比を割っている。また、総広告費

に占めるマスコミ四媒体のシェアを見る限りでは、2013 年では、

47.2％、それに対して 2005 年の数字では、54.8％であり、明らかにマ

スコミ四媒体のシェアは、2005 年を契機に 50％を切り、低下傾向に歯

止めが効かなくなってきている。さらにマスコミ四媒体の内訳につい

て、2005 年の広告費および構成比を比較すると、さらに事態は深刻で

ある。

2013 年 　テレビ（17,913 億円、30.0％）、新聞（6,170 億円、10.3％）、雑誌

（2,499 億円、4.2％）、ラジオ（1,243 億円、2.1％）

 計 27,825 億円、46.6％

2005 年 　テレビ（20,411 億円、29.9％）、新聞（10,377 億円、15.2％）、雑誌

（4,842 億円、7％）、ラジオ（1,778 億円、2.6％）

 計 37,408 億円、54.7％

上記の通り、マスコミ 4媒体の広告費は、2005 年と比べて 1兆円強

数字が減っており、構成比も 8％強下げた。特に新聞、雑誌の落ち込み

は厳しい状況にある。

一方インターネット広告の方は、9,381 億円と 1兆円に近づいてテレ

ビ媒体に次ぐ広告費に成長してきている。明らかに既存媒体、取り分

け印刷媒体からインターネットへ広告配分がシフトしてきている。

このようにみるとマスコミ 4媒体からインターネットへの広告費配

分のシフトは、広告会社の事業ドメインを見直さざるを得ない段階に
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至っている。

一般に事業ドメインとは、企業が市場および経営環境の中で適切と

考えられる「事業領域」を選択することであり、事業ドメインの選定、

つまりドメインを定義する際の要件として、金井（2006）は①適度な広

がりを持ち、②将来の方向を視野に入れたものであり、③それとの関

連で自社が形成すべき中核となる能力を規定し、④企業内外の人々の

共感を得られる納得性を有することが重要なポイントであると指摘し

ている（2）。

また、事業ドメインの選定に当たって、良く引き合いに出されるの

はレビット（1962）のマーケティング近視眼（3）が挙げられる。彼の指

摘によると、事業ドメインを狭く捉えると、事業の成長可能性を自ら

摘む結果になりかねないと説いている。例えば米国の鉄道会社は、自

らの事業を「鉄道事業」と狭い視野、つまり近視眼的に事業を見て、

「輸送事業」と捉えていなかった。利用者は、鉄道に乗ることが目的で

はなく、あくまでも輸送手段の一つで、そのため目的地へ行くための

鉄道以外の代替手段、飛行機、バス、自動車が普及することによって

鉄道会社は衰退の道を辿って行った。つまり、目的と手段をはき違え

ることなく、顧客が本当に求めているのは何かを的確に把握すること

が事業ドメイン選択では重要となる。

広告会社を取り巻く環境は、①市場・マーケティング、②メディア、

③生活者の 3つの側面で捉えてみた場合、それぞれ構造的な変化を起

こしている（4）。このような状況下で今後広告会社が成長していくため

には、変化に対応した事業ドメインの再定義を行う必要が出てきている。

そこで、本稿では歴史的にみた広告会社の事業ドメインの変遷を広

告会社 1.0 から広告会社 2.0 と捉え、さらに将来の方向性、広告会社

3.0 について論述するものである。
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Ⅱ．広告代理業の起こりと近代化

⑴　広告会社の起こり

広告会社の起こりは、日米とも新聞社の広告スペースを販売する、

いわばスペースブローカーとして、媒体社に軸足をおいた広告代理業

から始まった。

広告会社は米国で発展したわけであるが、1841 年ボニー・パーマー

がフィラデルフィアに、翌年ジョン・フーパーがニューヨークにそれ

ぞれ媒体セールスを主な業務とする広告代理業を創設した。パーマー

は、広告を入れることによって、媒体社から手数料（コミッション）を

得るという今日の広告会社の報酬制度の原型を作った。また、その後

ジョージ・ローウェルがボストンに興した代理業では、ローカル新聞

の広告スペースを大量に買い上げ、それを広告主に切り売りする、広

告卸業を行うようになった。媒体社から予め広告スペースやタイムを

購入することを「買い切り」と呼んでいるが、その先駆けといえる。

そして、今日の広告会社の職種、機能の原型が生まれたのは、1869

年エアー親子によって、フィラデルフィアに創設された「Ｎ．Ｗ．エ

アー・アンド・サン社」からである。

エアーは、媒体社から広告主に軸足をおいた代理業を目指し、今日

の広告会社の手数料率の基準（15％（ 5））を確立し、媒体セールスのみ

ならず、広告キャンペーン用の資料作成、市場調査など企業のマーケ

ティング活動のサポートも行うようになった。

1864 年には、今日メガ・エージェンシーWPP傘下のアドバタイジ

ング・エージェンシーである、「Ｊ．ウォルター・トンプソン社」も創

業され、米国の広告代理業は、媒体社から広告主の代理業へと脱皮し

て発展していった。

一方、日本の広告代理業も、新聞社の広告スペースの販売から生ま

れた。明治の初めごろ、1871 年 1 月 28 日（明治 3年）日本最初の日刊

新聞「横浜毎日新聞」が創刊され、その後明治 5年「東京日日新聞」
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（毎日新聞の前身）、明治 7年「読売新聞」、明治 12 年大阪から「朝日新

聞」、明治 15 年「時事新報」など続々と発刊された。当初新聞は、政

府や政党から財政的援助を受け、政党色の強いものであったが、その

後報道中心の新聞へ向かっていった。それに伴い、報道体制の強化の

ために、財源の確保から広告収入を増やしていった。こうした日刊新

聞の発刊ラッシュの中で、1886 年弘報堂、1888 年廣告社（当初は毎日新

聞の子会社、その後独立）が広告代理業として誕生した。新聞社から興っ

た広告代理業が当時の商業都市、大阪とすれば、東京からは、通信社

を母体として誕生した広告代理業も出てきた。

通信社は、新聞社にニュースを提供し、販売する事業であるが、通

信業務は非常にコストがかさむことから、当時は広告の取次業務も

行っていた。つまり、東京系の代理業は、通信業との兼営で発展して

いった。その代表例が今日単独世界No.1の広告会社となった電通である。

このように初期の広告会社が、新聞社や通信社の経営強化から生ま

れたもので、業態としても広告取次業、スペースブローカーであった

が、今日の発展のきっかけとなったのは、マスメディアの普及とマー

ケティング機能の導入による近代化であった。米国同様、メディアバ

イイング機能に加えて制作機能やマーケティングリサーチ機能が加わ

ることによって、媒体社から広告主に軸足をおいた代理業に向かって

いった。

⑵　広告会社の近代化

1 ）ラジオ、テレビの普及、大衆消費社会の出現
新聞の広告代理業から始まった広告会社が成長していく牽引となっ

たのが、ラジオ、テレビという電波媒体の普及であった。

米国でラジオ放送が始まったのは、第一次世界大戦後 1920 年に入っ

てからである。ラジオ放送第 1号は、ウェスティングハウス社の

KDKA局で、速報性を印象付けるため、開局日を大統領選開票日に充

てた。佐藤（2008）は、「1922 年に 0.2％しかなかったラジオの世帯普
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及率は、その後 1925 年に 10％を超え、第 2次世界大戦勃発時の 1939

年には 80％に達した」と述べている。

ラジオブームが沸き起こる最中、さらに広告媒体として強力な映像

メディア「テレビ」が登場することになる。米国民が最初に触れる

きっかけとなったのは、1939 年ニューヨークで開催されたワールド

フェアーにRCAがテレビジョン機器を展示したことによる。そして、

1941 年 6 月 FCC（連邦通信委員会）がテレビの商業的利用を認可し、そ

の後新規免許交付の凍結期間があったものの、テレビは娯楽として大

衆消費社会に広く浸透していき、広告媒体としても急成長していった。

最初に放送されたテレビCMは、WNBT局から流されたブロヴァ時計

会社の広告であった。テレビ台数の普及や放送局の増加とともに、ラ

ジオによって生まれたネットワーク（NBC、CBS、ABC）も、1951 年を

境にテレビの収入はラジオを上回って行った（6）。

一方日本で最初にラジオ放送が始まったのは 1925 年 2 月東京放送局

で、終戦後GHQの CIE（民間情報教育局）指導・監督下での放送を経て、

日本初の民間ラジオ放送開局は 1951 年 9 月名古屋地区の中部日本放送

からであった。中でも「ラジオ東京」の開局に尽力したのが、広告会

社電通 4代目社長吉田秀雄であった。

また民間ラジオ放送の開局から間もなく、2年後の 1953 年 8 月、初

の民間テレビ放送「日本テレビ放送網」が開局し、追って 1955 年 2 番

目の「ラジオ東京テレビ（現TBS）」、1959 年「日本教育テレビ（現テレ

ビ朝日）」と「フジテレビ」の 2局、そして東京キー局最後として 1964

年「科学教育テレビ局（現テレビ東京）」が開局された。

テレビは日本でも国民の娯楽として急速に普及し、60 年代から 70 年

代前半の高度成長期と相まってマスメディア、強力な広告媒体に成長

していった。テレビ開局前 52 年の総広告費が 385 億円、1964 年（東京

オリンピック開催）で 3,491 億円（うちテレビ 1,081 億円）、1975 年 1 兆

2,375 億円（うちテレビ 4,208 億円）、1989 年 5 兆 715 億円（うちテレビ 1

兆 4,627 億円）とテレビの普及なくして、広告会社の急成長はあり得な
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かったに違いない（7）。

ちなみに 2013 年日本の総広告費（5兆 9,762 億円）のうち、約 3割が

テレビ広告費（1兆 7,913 億円）で、大手広告会社ほどテレビ広告の扱い

率が高い（8）。

日米双方新聞、出版といった印刷メディアが広告媒体であったが、

それにラジオ、テレビという電波メディアがこれに加わり、マスメ

ディアとして成長するにつれ、媒体手数料が儲けの収入である広告会

社も自ずと発展していくことになる。

2 ）マーケティング機能の導入、強化
今日広告会社の基本的機能の一つである、マーケティング機能の導

入、強化は、広告会社の近代化、マーケティング・コミュニケーショ

ン業への脱皮を促した大きな要因である。

広告を科学的手法によって分析するマーケティングリサーチ、広告

効果測定、消費者への心理学的実証アプローチなどによって、広告業

界も一歩、一歩近代化の道を歩んでいった。

マーケティングリサーチは、①市場調査（マーケット・リサーチ）、②

媒体接触状況調査（メディア・リサーチ）、③広告表現調査（コピー・テス

ティング）の 3つに分けられる。①の市場調査は、その商品の購入者は、

どのような層で、いつどこで購買理由は何かをリサーチすることが主

眼で、②のメディア・リサーチは、広告を入れる媒体のオーディエン

スは、商品のターゲット層と合致しているか、③は広告のメッセージ

をターゲットに効果的に届けるための表現方法のチェックをそれぞれ

目的に行われるものである。

広告費を支払うクライアントに対して、広告費が無駄に使われない

ためには、マーケティングリサーチは重要で、このような調査データ

はターゲットの選定、メディアプランニング、広告クリエイティブに

役立てていくものである。

米国で誕生したマーケティングは、日本でも昭和 30 年代 1956 年日
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本生産性本部が米国に視察団を派遣したことから、広告主、広告会社

にそれを広告ビジネスに導入しようとする気運が高まった。

さらに昭和 40 年代には、広告管理のためのコンピュータ・モデルの

開発により、広告業務がシステム化され、広告業務の科学的手法に拍

車がかかった。

また、広告主の代理業として米国のAE（Account Executive）制を職

種に採用するところも出てきた。AE制とは、広告主が自社のブランド

を 1社の広告会社にマーケティング戦略から広告制作まで全て請け負

わせるスタイルで、広告会社が広告主とAE契約をすると、同業他社

のアカウントをもてない排他的なものとなる。

マーケティングの導入を契機に、広告会社は、媒体社の広告代理業

から、広告主サイドに立つ代理業、そして今日の広告主の課題解決の

ための戦略立案パートナーへ変容していったわけである。

Ⅲ．日米広告会社の事業ドメインの相違

広告会社の発展に寄与したのは、前述の通り、日米ともマスメディ

アの普及とマーケティング機能の導入、強化による。だが、両者の発

展過程を比較すると、日本の広告会社は、独自の事業ドメインによっ

て成長していったと言える。

取り分け、日米広告会社の広告取引（アカウント）上の大きな相違は、

米国が 1業種 1社制に対して、日本の場合はいまだに 1業種多社制を

維持している点である。

このことが、両者の異なる発展を遂げる契機となった。

⑴　国内アカウント制約によるグローバル化

米国の広告会社は、商取引上 1業種 1社制を堅持する、つまり日本

のように同一業種の広告主と複数アカウント契約を行わない。これに

よって、アカウントの数は、自ずと限られてくる。そのため、売り上

げを拡大していく方向は、国内市場に限定せず、グローバル企業のグ
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ローバルマーケティングの業務を積極的に請負い、海外市場の開拓を

推進することになった。

このような動きは、比較的初期の頃からあり、1960 年マッキャン・

エリクソンのトップだったマリオン・ハーパーはいち早く同社と同社

傘下のマーシャック＆プラットの持ち株会社としてインターパブリッ

クカンパニーグループ（IPG）を設立した。IPGは、積極的なM&Aを

行い、5年後には傘下に 38 の企業を買収し、71 年にはニューヨーク市

場に株式上場を果たした。

IPG中核のマッキャン・エリクソンがかつてコカ・コーラなどグ

ローバル企業をアカウントにもっていたこともグローバルネットワー

ク体制の強化に向かわせたと推測される。

IPGは、現在 4大メガ・エージェンシー（Mega Agency（ 9 ））の一つで、

世界第 4位の規模に成長し、IPG Annual Report 2012 地域別グループ

売上をみると、北米 54.7％、北米以外 45.3％となっており、売り上げ

の半分近くが海外市場となっている。

欧米と比べて、日本の広告会社で世界規模の電通、博報堂でさえ海

外比率は 20％を超えることはない。

⑵　M&Aによるフルサービス化

欧米のアドバタイジング・エージェンシーは本来マスメディアによ

る広告業務（ATL：above to the line）を事業領域として、広告以外の

PR、SP、ダイレクトマーケティングなど（BTL：below the line）はそ

れぞれ専門会社が担当し、専門分化されている。広告主側からみれば、

トータルなマーケティング・コミュニケーションをパートごとに別々

の会社に発注しなければならない不都合が生じ、IMC（Integrated 

Marketing Communication（10））という理論のもと、一つの広告会社で全て

のサービスが賄える、ワンストップサービス、つまりフルサービスを

提供できるエージェンシーの必要性が強まった。

そのため、広告以外のPR、SPなどの領域が統合されたマーケティ
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ング・コミュニケーション（IMC）のフルサービス体制を確立するため

には、個々の専門会社をM&Aによって傘下に収める必要がでてきた。

1980 年初頭、広告主の広告から販売促進へのシフト、手数料の見直し

（15％）などの動きは、米国の広告会社にとっては脅威となり、フル

サービス化への対応に圧力がかかった。

こうした状況の中で、大型M&Aが活発に繰り広げられたのが 80 年

代後半である。1986 年 4 月 BBDO　インターナショナル、DDB、ニー

ダム・ハーパー・ワールドワイドの 3社による大型合併により、新会

社「オムニコム」（Omnicom）が誕生し、一時広告扱い高で電通を抜い

て、No.1 となった。ところが 1か月後英国のサーチ＆サーチ社が米国

のテッド・ベイツ社を吸収合併し、オムニコムを抜いて世界一の広告

会社となり、目まぐるしい大型企業合併が繰り広げられた。

こうして、欧米では、一業種一社制の限界と広告主の要望を受けて、

グローバルかつ IMCによるフルサービスに対応すべく、さらに複数の

専門特化された個々の専門会社をバンドリング（bundling：束ねる）した、

メガ・エージェンシーと呼ばれるグループ経営が主流となっていった。

最近では 2013 年 7 月第 2位のオムニコムグループと第 3位のピュブ

リシスグループの大型合併が発表された。これが実現すれば、2013 年

の数字で見ると、両者の数字は、238 億ドルでWPPグループの 172 億

ドルを抜いて、第 1位に躍り出ることになる。（図表 1参照）

両者が組む狙いとしては、インターネット広告や新興国など成長市

場への対応力を強化することが推測される。

しかし、2014 年 7 月「オムニコム・ピュブリシスグループ」の合併

構想は、独占禁止法上の問題やアカウントの調整等協議すべき課題が

解決されず、結果的には破談となった。

一方日本の場合は、大手広告会社は、欧米で IMCが叫ばれる以前か

らマスメディアによる広告のほか、PR、SP、ダイレクトマーケティ

ング、イベントなどあらゆる業務に対応できるフルサービスを提供で

きる存在になっていた。また、IMCの事業領域を超えて、映画製作な
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どのコンテンツ領域、スポーツマーケティングビジネスなど貪欲なほ

ど事業領域を拡大していったのが日本の広告会社であった。

日本の大手広告会社は、1980 年代には、スポーツ、文化イベント、

CI（企業のロゴマークの開発など今でいうブランディング）、映画制作への

関与など業務領域を拡大し、米国でもみられない、日本独自の総合広

告会社として発展していく。

欧米のアドバタイジング・エージェンシーと日本の広告会社の発展

過程は異なるものの、広告主のブランド・コミュニケーション上の課

題に対して、あらゆるソリューションに対応する、フルサービス型の

広告会社へと発展していった。

Ⅳ．広告会社の事業ドメインの拡張

⑴　広告会社 1.0 から 2.0 へ

広告会社 1.0 は、あらゆるメディアに介在するアドバタイジング・カ

ンパニーの段階とすると、広告会社 2.0 はあらゆるブランド・コミュニ

ケーションに介在するブランド・ソリューション・カンパニーの段階

と捉えることができる。

今日の広告会社にとって、短期的な、売り上げに直結するプロモー

図表 1　2013 年世界の広告会社グループランキング　売上げ総利益

COMPANY Worldwide Revenue U.S. Revenue
1 WPPグループ（英） 17,252 5,472
2 Omnicom グループ（米） 14,585 7,570
3 Publicis グループ（仏） 9,232 4,386
4 Interpublic グループ（米） 7,122 3,973
5 電通グループ（日） 5,782 780
6 Havas（仏） 2,353 728
7 博報堂DYホールディングス（日） 1,841 0
8 Alliance Data Systems（米） 1,382 1,316
9 IBM Interactive Experience（米） 1,250 599
10 MDCパートナーズ（米） 1,149 945

出所：「Advertising Age」APRIL, 28, 2014 単位 100 万ドル
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ション活動より、むしろ長期的観点からブランド価値を高めていくた

めのブランディング活動に寄与しなくてはならず、広告も企業や商品

のブランド価値に貢献する役割を強く求められている。

そもそも広告・マーケティング領域にとってブランドが注目され始

めたのは、1980 年代米国の不況時に登場した「ブランド・エクイティ（11）」

というブランドを企業資産、企業価値と位置づけた理論だった。これ

が契機となって、その後ブランド価値の理論面から、ブランド価値の

構築（ブランド・ビルディング）といった実践面に移行し、クライアント

のブランド・マネジメントが広告会社にとって、大きな役割となって

くる。

そして、ブランド・マネジメントに広告会社が寄与していくために

は、従来のマーケティング・コミュニケーションから、生活者とブラ

ンドとのタッチポイント（ブランド接点（12））となるコミュニケーション

領域までソリューションの選択肢を広げる必要が出てきた。

従来のマーケティング・コミュニケーション（MC）領域からブラン

ド・コミュニケーション領域へ拡張することによって、広告、PR、

SP、インタラクティブ・マーケティング（Direct & Interactive Marketing）、

口コミマーケティング（Word of Mouth Marketing）やイベント・体験

（Events & experiences）以外に、商品パーケージ、店舗の雰囲気、従業

員の応対、アフターサービスなど広く及んでくる。

シュルツ（2006）は、ブランド・タッチポイントを「顧客がブランド

と結び付けて考える、製品・サービスに関わるすべての顧客経験の要

素」と定義している。

このように生活者とブランドとのタッチポイントをベースとした、

ブランド・コミュニケーション領域のソリューションが広告会社に求

められるようになってきた。

広告会社は、クライアントのコミュニケーション課題を解決する、

つまりソリューションを提供することであり、そのような中では「広

告」は一つの選択肢に過ぎない。
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⑵　広告会社の事業ドメイン、4つの拡張領域

今日ブランド・コミュニケーション領域のソリューションによって、

広告会社の事業領域は複雑多岐に亘ってきているが、広告会社の事業

ドメインは、以下の 4つの領域、1）エンタテインメント・コンテンツ、

2）アドテクノロジー、 3）社会的課題へのソリューション、 4）ブ

ランド・ユーティリティーへ拡張されてきている。（図表 3参照）

1 ）広告のエンタテインメント・コンテンツ化
従来の 15 秒、30 秒といった定型化されたテレビCMがインターネッ

トの動画配信で時間枠の制約が取り払われたことにより、テレビとい

うフレームからCMが解放され、映像コンテンツ化に向かい出した。

BMW Films（13）が契機となったブランデッド・エンタテインメント・コ

ンテンツは、映画会社（ハリウッド）やレコード会社といったエンタテ

インメント業界（以下エンタメ業界）との協業（コラボレーション）を生

み出している。カンヌライオンズでも、2013 年からブランデッド・コ

ンテンツ＆エンタテインメント部門が新設され、今日ブランデッド・

コンテンツは広告形態として定着した感がある。

さらに、プロダクト・プレイスメントのようにコンテンツに商品を

露出させる手法も出てきており、広告の領域は、コンテンツと広告の

融合によって拡がってきている。

広告業界とエンタメ業界の融合を、Madison & Vine （M&V（14））と呼

んでいるが、両者はコラボレーションと共に競合ともなってきている。

事実 2012 年 2 部門グランプリを獲得した米メキシカングリルチェーン

店CHIPOTLE（チポートレ）のアニメーション映像制作（ストップモー

ションアニメ）に関しては、広告会社やクリエイティブ・エージェン

シーではなく、Creative Artists Agency というハリウッドにある映画

制作の監督、脚本家、俳優を抱える大手タレント・エージェンシーが

参入してきている。近年、広告クリエイティブに関心をもち、マーケ

ティングとテクノロジーを装備したプロダクション・カンパニーの台
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頭によって、広告会社一辺倒だったクライアントがプロダクション・

カンパニーに直でCM制作を依頼する傾向も出てきている。

2 ）アドテクノロジー
広告メディアが従来のアナログからインターネットによってデジタ

ルメディアになったことにより、広告とテクノロジーが結び付き、数

多くのイノベーションを起こしている。

テクノロジーを駆使した広告領域のことをアドテクノロジーと呼ん

でいる。アドサーバーの登場により、従来のメディアが新聞でも雑誌

でもコンテンツと広告が常に一体となっているのに対して、ネット広

告は、コンテンツと切り離して、自由に配信先や配信回数（インプレッ

ション）を設定できることから、アクセスするオーディエンスごとに広

告を配信することが可能となった。

また、検索を広告ビジネスに結びつけたキーワード検索連動型広告、

行動ターゲティング広告（15）など高度なマッチング技術によって新しい

広告形態を生み出してきている。

広告は、関心ある、情報を求めているターゲットに適確に届いて初

めて効力をもたらすもので、キーワード検索連動広告は、マスメディ

図表 2　CHIPOTLE のカンヌライオンズ 2012 グランプリ作品

（写真提供：東映エージェンシー）
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アと比べて明確に広告効果が把握できることが評価され、既に定着し

ている。また、行動ターゲティング広告も、オーディエンスが見そう

なWeb ページにマッチした広告を配信するのではなく、オーディエン

スの行動履歴をもとにWeb ページの内容いかんにかかわらず、オー

ディエンスをターゲットにして広告配信を可能にしたターゲティング

技術のイノベーションである。

さらにアドテクノロジーの進展によって、広告取引、買い付けにも

イノベーションが起こっている。

米国でリーマンショック後、IT、広告業界に多くの金融工学のエン

ジニアが転職して起こったDSP／RTB（16）という広告取引のシステム

が挙げられる。

これは、従来の広告枠を購入することではなく、広告の 1配信（イン

プレッション）単位でオーディエンスの属性、行動履歴等から買い手側

（広告主）と売り手側（媒体社）の間でリアルタイムによる自動オーク

ションを行い、広告取引を成立させるものである。

アドテクノロジーによって、従来の「枠」を購入することからオー

ディエンスを特定させることによって、いわば広告取引における「枠」

から「人」へのパラダイムシフトが起こっている。

このようなアドテクノロジーの進展は、広告会社のビジネスを激的

に変えていこう。

3 ）社会的課題へのソリューション
今日営利企業も単なる利益追求顧客志向性ではなく、環境との共生、

サスティナビリティ（持続的可能性）といった社会的利益を考慮せざる

を得ない状況となってきている。そのため、ソーシャルマーケティン

グやコーズ・リレーテッド・マーケティング（17）を取り入れる企業も増

えてきている。

ソーシャルマーケティングとは、消費者に対する利潤追求だけでな

く、社会的課題との関わりの中で、社会的価値の追求をいかに企業価
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値に結び付けていくのか、マクロな視点で企業と社会のかかわりを考

慮するものである。

こうしたソーシャルマーケティングの影響によって、社会的課題へ

のソリューションが、ブランド・コミュニケーションのソリューショ

ンを提供する広告会社に対して求められている。ここ数年、カンヌラ

イオンズ（Cannes Lions）の主な受賞作品を見渡してみても、環境、サ

スティナビリティ、社会貢献、少子高齢化、ボランティア、寄附、地

域振興、資源、エネルギー問題など社会的課題へのメッセージや社会

に役立つ、社会に良いこと（Social Good）など社会性志向の作品が目立

つようになってきた。米国メキシカングリル・チェーン店CHIPOTLE 

の Cultivate Campaign（2012 年フィルム、ブランデッド・コンテンツ＆エン

タテインメント 2部門グランプリ）、オーストリアのソーラー社の太陽光

に当てないとみられないSOLAR ANNUAL REPORT（同年デザイン部

門グランプリ）、メルセデス・ベンツの環境に溶け込む車 “Invisible 

Drive”（同年アウトドア部門グランプリ）、通信会社スターハブの視覚障害

者へのアプリ開発「Third Eye」（2013 年ダイレクト部門ゴールド他）等枚

挙にいとまがない。

かつては、広告メッセージを表現する上で、製品のベネフィット

（便益）、他の製品と比べて明白な独自性、顧客を引き込むセールスポイ

ントといった、USP（Unique Selling Proposition（18））が有効とされていた。

しかし、今日の成熟市場は、製品面、機能面ではブランドの優位性を

謳う、差別化が困難となってきている。つまり、イノベーティブな商

品は別として大半の商品は、製品面、機能面だけでは、ブランドイ

メージを形成できないコモデティ化された市場にさいなまされている。

そこで、USPから脱却するために、地球環境との共生、サスティナ

ビリティ、地域振興、社会貢献活動等など社会的課題に対する企業の

取り組む姿勢や活動などを企業価値に結び付け、差別化を図ろうとし

ている。

コトラーのマーケティング 3.0（19）でも、消費者は、自らのニーズを
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満たす製品やサービスだけでなく、精神を充足させる感動体験やライ

フスタイルも求めている。つまり物質的充足から精神的な充足へ向

かっていると言ってよい。このように、市場の中の単なる消費者と捉

えるのではなく、地球環境や社会貢献、ボランティアなど社会的な課

題に対する欲求が強くなった消費者に対して、企業がミッションやビ

ジョンや価値を積極的にメッセージとして提供する、価値主導型の

マーケティングをすることが、消費者の欲求を満足させ、企業価値を

高め、マーケティング活動にも好影響をもたらすと説いている。

4 ）ブランド・ユーティリティー
ブランド・ユーティリティーとは、ブランディングの一環として、

ここでは、NIKEの FUELBANDについて取り上げたい。

NIKE+ FUELBANDは、デジタル・エージェンシー R／GAがナイ

キともに商品開発を手掛けたもので、2007 年サイバー部門グランプリ

を獲得したNIKE+ をさらに進化させたものである。

FUELBANDは、形状は、腕に装着するファッション性と機能性を

もったリストバンドで、これによって、時間、カロリー、歩数と日常

のさまざまな動きから活動量「NikeFuel」を測定し、記録するフィッ

トネス・プロダクトである。時間、カロリー、歩数、新たな単位をボ

タン一つで、全てLEDドットマトリクスで表示させることができ、

フィットネス志向の人々に魅力的なユーティリティーを与えるプロダ

クトである。

ブランディングは、商品のパッケージデザイン、店舗設計などで行

われているが、究極のブランディングは商品そのものであろう。広告、

ブランディングを超えて、商品開発に広告会社が踏み込むことによっ

て、良い広告を作る段階から良い商品をともに開発する段階に向かっ

ていく方向が現れてきた。

これはまさしく広告会社とクライアントが協働で推し進めた商品開

発によって生まれたフィットネス・プロダクトである。広告会社の役
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割は、媒体社と掛け合って広告スペースを確保し、一方では、それに

見合った広告を制作するということに止まらないことを示唆したもの

である。

つまり、ブランド・コミュニケーション上のソリューションを提供

する範囲を超えて、商品の付加価値作りに参画していくという、クラ

イアントと広告会社との新たな関係（パートナーシップ）の萌芽が生ま

れている。

Ⅴ．広告会社、4つの成長戦略オプション

広告会社の成長戦略オプションを考えるに当たって、アンゾフ

（1965）が提案した成長ベクトルのフレームワークで整理すると、Ａ．

既存市場・既存製品技術の領域である「市場浸透戦略」、Ｂ．既存市

場・新製品技術の領域である「製品開発戦略」、Ｃ．新市場・既存製品

技術の領域である「市場開発戦略」、Ｄ．新市場・新製品技術の領域で

ある「多角化戦略」の 4つに分類される。（図表 3参照）

図表 3　広告の拡張と 4つの領域

ブランド・コミュニケーション

①エンタテインメント
コンテンツ

④ブランド・
ユーティリティー
Product Development

②アドテクノロジー

③ソーシャル・
ソリューション

ＭＣ

広告

ＰＲ

DIRECT

PROMO
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Ａ．「市場浸透戦略」

従来の事業領域で、その範囲内に止まっている限り、広告費のマス

メディアからネット広告へのシフトといった構造的変化への抜本的対

応策にはならず、持続的成長は望めない。今後さらに進展するメディ

ア、市場の変化の中で衰退の道を辿らざるを得ない。

Ｂ．「製品開発戦略」

ここでは、 1）メディア・ニュートラルなプランニング力の開発、

商品化、 2）データ・クリエイティブの開発、 3）デジタルテクノロ

ジーを利用した、新しい広告ビジネスモデルの開発等が挙げられる。

1 ）メディア・ニュートラルなプランニング力の開発、商品化
マスメディアの媒体力が今後も低下していく中で、媒体戦略の再構

築からメディア・ニュートラルな視点でのプランニング力の強化は緊

急課題である。だが、これを有効に実行していくためには、現行の媒

体扱い高ベースのコミッション制からフィー制（20）への移行が前提とな

ろう。

2 ）「データ・クリエイティブ」の開発
ここ数年欧米のジャーナリズム、報道現場で「データ・ジャーナリ

ズム（21）」と呼ばれるデータの発掘、計量的分析とそれに基づくグラ

フィカルな可視化（DATA VISUALIZATION）というイノベーションが

起こっている。これはネット時代の先端テクノロジーを駆使して、膨

大なデータ（ビッグデータ）を分析し、そこから得られる知見をジャー

ナリズム活動、調査報道に活かそうとする試みである。

一方広告の世界では、前述した通り、カンヌライオンズの受賞作品

に顕著な、環境、サスティナビリティ、地域ボランティア、社会貢献

など社会的な課題に対するソリューションの高まりの中、広告クリエ

イティブにも社会性、高次のメッセージ性が反映される傾向が出てきた。
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そこで、社会的課題の広告クリエイティブ上のソリューションとし

て、データ・ジャーナリズム手法を広告クリエイティブ分野に応用す

る、新たな広告表現手法「データ・クリエイティブ」の開発も待たれる。

具体的には「データ・クリエイティブ」の狙い、目的としては、

Evidence based な企業広告の開発、ネット広告のインプレッション効

果を高める、広告表現上のイノベーション、新たな編集タイアップ広

告の促進─広告会社とジャーナリストの協働（コラボレーション）等を

挙げたい。

また、「データ・クリエイティブ」は、メッセージ性をもった内容を

可視化する段階にとどまらず、Web 媒体を活用することによって、双

方向性、参加性をもつことが不可欠である。事実、欧米のデータ・

ジャーナリズムは、Web 媒体で展開されている。また、インターネッ

ト広告にとっても、広告表現上のイノベーションが期待される。

つまり「データ・クリエイティブ」は、ネット広告の新たなイノ

ベーションを促す、新しい着想、概念とも言えよう。

3 ）アドテクノロジーを利用した、新しい広告ビジネスモデルの開発
インターネットにおけるアドテクノロジーを生かして、ロングテー

ルビジネスを成立させたグーグルのリステイング広告やDSP／RTB

のような広告ビジネスのイノベーションとなるものを生み出すことも

必要となってくる。

Ｃ．「市場開拓戦略」

景気後退などによる経済成長率の鈍化、さらに少子高齢化・人口減

による国内市場の縮減から、新たな市場開発を海外市場に求めざるを

得なくなってくる。いまだ広告市場としては未開拓といってもよい海

外市場への本格進出のためにも、広告取引のグローバルスタンダード

化は避けて通れず、1業種 1社制度という大きな難題も抱えている。
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Ｄ．「多角化戦略」

従来の広告ビジネス以外の広告周辺領域での開発による多角化で、

既に日本の総合広告会社は、この事業領域では、欧米と比べて積極的

に手掛けている。スポーツイベントのスポンサーシップ、スポーツ

マーケティング、映画製作、アニメ、ゲームなどのコンテンツビジネ

ス、ブランドコンサルテーション、メディア事業など既に実施されて

いる。

今後マスメディアの低下を補う意味でも、メディアコミッション

ベースからフィーベースへの移行は急務となってきている。

米国でも世界同時経済不況後、広告主のブランド・マネジメントの

ノウハウを生かして、広告会社独自のブランドやサービスを創出し、

新たな収入源、ビジネスモデルを模索している。オグルビー＆メイ

ザーは、経済不況下のマーケティングのためのコンサルテーションビ

ジネスをWeb サイトで開設したり、クリスピン・ポーター＆ボガス

キーは、社内に広告主のブランド商品開発のための部門を立ち上げ、

バーガーキングのチキンフライなどを手掛けている（22）。米国でも広告

業のあり方に変化が起こってきており、さらに日本の広告会社も

フィービジネスのアイディアが求められている。

図表 4　広告会社の成長戦略マトリックス
既存製品技術 新製品技術

既存市場 Ａ．市場浸透戦略
・国内市場でマスメディア主体の業務領域

・国内市場・得意先開発・拡大など

Ｂ．製品開発戦略
・メディア・ニュートラルなプランニング技

術の開発、

・データ・クリエイティブの開発

・デジタルテクノロジーを利用した新しいビ

ジネスモデルの開発など

新市場 Ｃ．市場開発戦略
・海外市場開拓

・新ボリューム消費市場（団塊マーケット）

開拓など

Ｄ．多角化戦略
・広告ビジネス以外の広告周辺領域の開発に

よる多角化

・スポーツマーケティング、映画、アニメな

どコンテンツビジネス、ブランドコンサル

テーション、メディア事業など

Ansoff ,H.I., （1965） Corporate Strategyの製品／市場拡大グリッドをもとに作成
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以上より、Ａを除いた 3つの成長戦略の中で、緊急度、重要度から

判断してプライオリティをつければ、Ｂ、Ｃ、Ｄの順となろう。

Ⅵ．これからの広告会社の目指すもの

⑴　事業ドメインのイノベーション

今後の新事業領域の開発にとって、イノベーションは欠かせない。

一般にイノベーションとは、to change （a thing） into something new ─

何か新しいものを取り入れ、既存のものを変えるという意味を踏まえ

ると、旧来のしきたり、因習といった枠に捉われず、新たな価値創造

を具現化することと解釈できる。

事業ドメインの開発には、3つのファクターが重要であると考える。

一つは、Disruption（創造的破壊（23））的な発想、広告クリエイティブ

では、これによってBig Idea が生み出され、同様に事業開発にも大胆

図表 5　新事業ドメインの概念図
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なクリエイティビティが必要で、Disruption こそイノベーションの源

泉となる。

二つ目はテクノロジー抜きに広告のイノベーションは起こらないと

言っても過言ではない。但し、テクノロジー偏重を意味するものでは

なく、テクノロジーをクリエイティブやマーケティングにどのように

活かすかが問われている。今後もインターネットによるアドテクノロ

ジーはさらに進展して行こう。

三つ目は、イノベーションを生み出すためには、様々な関係のCo-

Creation（共創）も必要になってくる。ソーシャルメディアによってつ

ながった消費者（ユーザー）の集合知とクリエーターの専門知、クライ

アント（商品開発者や技術者）と広告会社（クリエーター、マーケッター）

の融合知など新たなイノベーションを生み出すきっかけとなってくる。

一般にイノベーションという革新的な発想は、異分野の掛け合わせ、

融合領域から起こってくる。その意味では、企業においても、内外問

わず、異分野による人材の融合は不可欠となってくる。

⑵　脱広告（Beyond advertising）、広告会社 3.0 へ

広告会社 1.0 は、あらゆるメディアに介在するアドバタイジング・カ

ンパニーの段階で、現在は広告会社 2.0 あらゆるブランド・コミュニ

ケーションに介在するブランド・ソリューション・カンパニーの段階

に移行してきている。

そして、さらに広告会社 3.0 は、あらゆるビジネス（商品、サービス）

開発に介在するビジネス・ソリューション・カンパニーの段階に向か

おうとしている。

カンヌライオンズという国際クリエイティビティ祭は、将来の広告、

広告会社の業務を占う、大きな実験場と言われているが、2年間に亘た

る視察で強く感じたのは、脱広告（Beyond advertising）の兆候である。

前述したデジタル・エージェンシーR／GAがナイキとともに商品開発

を手掛けた業務は、新たなクライアントとのパートナーシップの構築
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とみることができる。定型化された広告スタイルという固定観念から

脱却するBeyond advertising は、新たな広告の可能性を引き出すもの

と言える。

このような広告の変化は、広告会社の業態にも影響していくもので、

メディアコミッションベースの日本の大手広告会社においても、将来

あらゆるビジネス（商品、サービス）開発に介在するビジネス・ソ

リューション・カンパニー、広告会社 3.0 へ脱皮していくとも限らない。

広告会社とクライアントの関係は、ブランディング以上に経営課題

に踏み込んだものへと深化、発展していこう。

Ⅶ．結びに

欧米のアドバタイジング・エージェンシーと日本の広告会社の発展

過程は異なるものの、今日では、広告主のブランド・コミュニケー

ション上の課題に対して、あらゆるソリューションを提供できる（フル

サービス）広告会社に発展していった。

あらゆるメディアに介在するアドバタイジング・カンパニー（広告会

社 1.0）から、あらゆるブランド・コミュニケーションに介在するブラ

ンド・ソリューション・カンパニー（広告会社 2.0）そして、さらに、あ

らゆるビジネス（商品、サービス）開発に介在するビジネス・ソリュー

ション・カンパニー（広告会社 3.0）に向かうとしており、脱広告の変化

（Beyond advertising）はその兆候を示唆している。

広告を取り巻くメディア、市場、生活者が大きく変化している中で、

広告業界に限ったことではないが、弛まぬイノベーションを持って取

り組む姿勢が将来の発展につながるものと確信する。

広告会社 3.0 のあるべき姿については、今後さらに研究を進めていく

所存である。

謝辞 　論文執筆に際して、カンヌ受賞作品の写真をご提供頂いた東映

エージェンシー国際部石田眞部長、伊藤宅磨氏に感謝を申し上げ
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たい。

最後に、本稿は、24 年度特別研究員期間における研究課題「広告産

業の変遷と成長戦略」の成果物として執筆したものである。

脚注）
（ 1） 日本で最初に「広告」ということばが継続的に使われたのは、『横浜
毎日新聞』（創刊 1870 年）の 1872 年 4 月 14 日付合から掲載された広告欄
と言われている。

（ 2） 大滝精一他（2006）『経営戦略　論理性・創造性・社会性の追求』有
斐閣。36 ─ 37 頁

（ 3） セオドア・レビットの Innovation in Marketing（邦訳『マーケティ
ングの革新』ダイヤモンド社 1983 年）の中で事業を狭く定義することの
リスクを「マーケティング近視眼」と言っている。一方事業の定義を広く
捉えすぎることを「マーケティング遠視眼」とも言う。

（ 4） 湯淺正敏（2011）『広告をキャリアにする人の超入門』三和書籍。218
─ 224 頁

（ 5） 1841年パーマーがフィラデルフィアで行なった新聞広告の代理業では、
広告主の支払い総額の25％を手数料として新聞社から受け取っていた。こ
れが今日の手数料制度（コミッション）の始まりである。その後 1869 年
同地区に「N.W.Ayer & Son 社を開設したN.W.Ayer は、広告主の代理業
を目指し、媒体から低料率でスペースを獲得し、広告主には 15％の手数
料を加算した。これは今日の代理業の報酬制度の基盤となった。清水
（2007）「広告の理論と戦略」38 ─ 39 頁。一方日本では 1941 年改正価格
統制令を契機に広告代理業の手数料の適正化によって 15％のコミッショ
ンが確立していった。詳細は、『電通 100 年史』136 頁参照。

（ 6） 春山行夫（1981）『西洋広告文化史［下］』講談社。367 頁
（ 7） 電通消費者研究センター編（2004）『DENTSU広告景気年表 1945 ─
2003』電通。161 頁、271 頁、411 頁

（ 8） 2005 年 11 月公正取引委員会から発表された「広告業界の取引実態に
関する調査報告書」をみると、テレビのプライムタイム（19～23 時）に
おける番組CM枠の取り扱い状況では、電通が 49.8％と圧倒的なシェアを
持ち、博報堂DYメディアパートナーズが 22.0％、アサツーディ・ケイ
（ADK）が 10.3％と続き、上位 3社で 82.1％を占めている。また、広告費
では、テレビ広告費全体のうち、3社のシェアは、電通 37.0％、博報堂
DY19.3％、ADK9.0％併せて 65.2％にもなる。

（ 9） Omnicom グループ（本社N.Y.）は、BBDOワールドワイド、DDB
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ワールドワイド、TBWAワールドワイド、WPPグループ（本社London）
は、グレイ・ワールドワイド、JWT、オグルビー＆メイザー、ヤング＆ル
ビカム、Interpublic グループ（本社N.Y.）は、マッキャン・エリクソン、
ドラフトFCB、ロウ、ピュブリシスグループ（本社Paris）は、レオ・
バーネット、サーチ＆サーチ、ピュブリシスと、それぞれ傘下に有力なグ
ローバル・アドエージェンシーをもち、これらを 4大メガ・エージェン
シーと呼んでいる。

（10） IMCは、1980 年代後半に米国で提唱された理論で、本来米国のアド
エージェンシーは、マスメディアの広告業務に限定され、セールスプロ
モーション（SP）やPR業務などは専門のエージェンシーが行なう分業
体制だった。そのため、別々に分かれていた業務を統合化して、シナジー
効果を期待する広告主に応えるために IMCが推進された。今日では、メ
ディアの多様化、ネットコミュニケーションの台頭、消費者のブランド・
タッチポイントなどコミュニケーションチャネルも複雑化しており、それ
に伴い IMCも進化している。

（11） David.A.Aaker が提唱した、ブランドを無形資産・価値とみなす概念
で、ブランド認知、ブランド知覚、ブランド連想、ブランド・ロイヤル
ティ、その他（特許権等）の資産から構成される。

（12） ブランド・タッチポイントを「顧客がブランドと結びつけて考える、
製品・サービスに関わるすべての顧客経験の要素」と定義する。シュルツ
『IMC The Next Generation』129 ─ 131 頁より引用。購買前体験（ウェブ
サイト、広告、パンフレットなど）、購買体験（購買時点のPOPなど、販
売員、店頭デモンストレーションなど）購買後体験（顧客サービス、販売
後のサポート、製品の品質など）と 3つに分け、タッチポイントによって、
ブランド管理していく。タッチポイントと同様の意味でコンタクト・ポイ
ントという用語を使う学者もいる。

（13） 7 分前後のショート・フィルムをシリーズ（5回）で流し、注目を集
めた作品である。シリーズごとに監督を変え、ジョン・フランケイハイ
マーやガイ・リッチーなどの有名監督を起用し、全シリーズにクライブ
オーエンという俳優、またミッキーロークやマドンナなど共演者も豪華に
取り揃えた。

（14） Madison Avenue はかつて広告業界が集まっていたことから広告業界
を、Vine Street はハリウッドの映画スタジオ、レコード会社などのエン
タテインメント業界をそれぞれ象徴し、ブランデッド・コンテンツの開発
を目的に両者のコラボレーション、接近をM&Vと呼ぶ。

（15） 行動ターゲティング広告は、ある一定期間にネット利用者のウェブサ
イトの行動履歴（例えばキャンプ用品のサイトを頻繁に閲覧）を分析し、
それにマッチした広告（キャンプ用品）を他のサイト（ニュースサイトな
ど）を閲覧している時でも配信するもので、潜在的見込み客にアプローチ
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できる利点がある。
（16） DSP（Demand side Platform）は広告を買う側のプラットフォームで、
SSP（Supply Side Platform）は、媒体社が使うプラットフォーム。アド
テクノロジーによって、入札、応札の広告オークションがRTB（Real 
Time Bitting）瞬時に取引ができるようになった。

（17） コーズ・リレーテッド・マーケティング（Cause-Related Marketing）
は、顧客が製品、サービス、アイディアの購買行動を起こしたとき、発生
する支払金額の一定の割合を定められた目的のために寄付行為を通じて社
会に貢献するマーケティング活動である。1983 年アメリカンエキスプレ
スが最初にこの概念を提唱し、旅行関連サービス部門がCause-Related 
Marketing の用語を著作権登録している。

（18） 米国広告会社テッド・ベイツ社の会長のロッサー・リーブスが 1950
年代に提唱じ、広告界に大きな影響を与えた主張。「当該商品にしかない
長所を生かした、販売上の提案」電通広告辞典 659 頁参照。

（19） マーケティング 1.0 は、製品中心のマーケティング、マーケティング
2.0 は、消費者中心のマーケティングで、マーケティング 3.0、価値主導の
マーケティングへ向かっている。

（20） 広告会社の報酬制度で、媒体扱い高ベースのコミッション方式に対し
て、媒体料金の多寡に影響されず、広告会社が担当する広告主の業務に関
わるコストをベースに支払われるもフィー方式と呼ぶ。既に欧米では、コ
ミッションよりフィー方式が主流である。また、ブランディング・コンサ
ルテーションやコンテンツビジネスのような媒体の扱いにからまない業務
全般をフィービジネスと呼び、マスメディアの低下によってフィービジネ
スの開発が大きな課題となっている。

（21） データ・ジャーナリズムは、欧米のメディア、英ガーディアン紙、
ニューヨーク・タイムズ紙など報道の現場で起こっているもので、2006
年から例年伊ペルージャで開催される国際ジャーナリズム大会では関連セ
ミナーが関心を集めている。

（22） 楓セビル（2009. 3 ）「新米国広告事情　広告業の在り方に変化」『電
通報』No.4636 を参考とした。

（23） Disrupion（創造的破壊）は、TBMAのメソッドで、打破すべき因習
や既成概念を破壊し、ブランドに新しい成長をもたらす創造的なアイディ
アを生む出すことを意図するものである。

参考文献）
大滝精一他（2006）『経営戦略　論理性・創造性・社会性の追求』有斐閣。
36 ─ 37 頁
大山勝美（2007）『私説放送史』講談社。
梶原勝美（2010）『ブランドマーケティング研究序説Ⅰ』創成社。

89

二
六
六



広
告
会
社
の
事
業
ド
メ
イ
ン
の
変
化
予
測
に
つ
い
て
（
湯
淺
）

（
四
九
五
）

川村雅隆（2011）『放送が作ったアメリカ』ブロンズ新社。
佐藤卓己（2008）『現代メディア史』岩波書店。
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論』産能大学出版部、1969）
Kotler,P. & Lee,N. （2005） CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
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Sons,Inc.,（コトラー、リー『社会的責任のマーケティング』恩蔵直人監訳、
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Roadmap for Improved Performance Pearson Education, Inc,（コトラー、
リー『社会が変わるマーケティング』スカイライトコンサルティング訳、
英知出版、2007）
Kotler,P. （2010） Marketing 3.0 John Willey & Sons,Inc.,（フィリップ・コ
トラー他『コトラーのマーケティング 3.0』恩蔵直人監訳、藤井清美訳
2010）

90

二
六
五



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
九
四
）

Levitt,T, （1962） Innovation in Marketing McGraw-Hill（セオドア・レビッ
ト『新版マーケティングの革新』土岐呻訳、ダイヤモンド社、2006）
Millman,N （1988） Emperors of Adland（『国際広告界の帝王たち　スーパー
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Schultz,D., & Schultz,H. （2003） IMC: The Next Generation McGraw-Hill
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ング』博報堂タッチポイント・プロジェクト訳、ダイヤモンド社、2005）
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Rosser.R, （1960） REALITY IN ADVERTISING（ロッサー・リーブス
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GDP上位 5か国における国内生産額の
変化に関する要因分析

武　縄　卓　雄

はじめに

バブル崩壊後の 1991 年 3 月から始まった「失われた 10 年」は、

2002 年 1 月を底として終結した。しかし、2008 年にはサブプライム

ローン問題をきっかけに世界同時不況へと陥った。このようにバブル

崩壊以後、経済が低迷し改善に向かわなかったため、失われた 10 年と

2000 年代以降の経済を併せて「失われた 20 年」と呼ばれるようになっ

た。その後、2010 年に日本のGDPは中国に抜かれ世界 3位に後退し

たが、2012 年 12 月に第二次安倍内閣成立以降、経済指標は日本経済が

上向きになってきていることを示している。

本稿の目的は、そのような失われた 20 年を中心に、日本経済を世界

の先進国と比較分析することである。

まず、所得発生源である一国の国内総生産GDPと密接な関係をもつ

国内生産額に着目する。そして、その国の国内生産額に差を生じさせ

ている要因として、「技術構造の変化による部分」、「最終需要構造の変

化による部分」および「交絡項による部分」の存在を確認し、国内生

産額を変化させるそれら三つの変化要因の計算方法を整理する。次に、

1995 年から 2011 年の 16 年間を 4年ごとの 4期に分類し、それら三要

因による期毎の国別の比較を通して、日本経済の特徴を導出する。

この分析手法を 1国について応用した事例に関しては、井出（2003）
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および武縄（2008 および 2012）があるが、先進国との比較分析に焦点を

当てた点が本稿の新たな視点である。

1　分析の準備

1.1　分析期間と使用データ

分析期間は平成 7（1995）年から平成 23（2011）年の 16 年間である。

そして、その 16 年間を 4年ごとの 4期、つまり第 1期（1995 年～1999

年）、第 2期（1999 年～2003 年）、第 3期（2003 年～2007 年）および第 4期

（2007 年～2011 年）という 4期に分け、分析対象の期間としている。

使用データは、国際産業連関データベース（WIOD）の国別産業連関

表（1995 年～ 2011 年）である（1）。このデータは、35 部門の産業×産業

ベースで構成され、暦年ベースの名目値で 100 万ドル単位で表示され

ている。また、輸入に関しては産業毎に個別に表記する非競争輸入型

産業連関表である。

なお、分析対象国は、各年のGDPが世界の上位 5か国とした。上位

の 5か国に絞ったのは、図 1に示されているように、1995 年から 2012

年の 18 年間において、世界GDPに占める上位 20 か国のGDP合計値

が 85％から 80％と約 8割を占め、同じく上位 5か国では 60％前後から

50％前後へと構成比が低下しているものの、約 5割を占めているとい

う点に注目したためである。ただし、表 1に示されているように、常

に同一国が上位 5か国を構成しているわけではない。1995 年、1999 年、

2003 年における上位 5か国は順位の違いはあるものの同一国で構成さ

れている。しかし、2007 年と 2011 年に属する上位 5か国は異なってい

る。そこで、比較年の上位 5か国に基準年の 5か国を対応させること

にした（2）。したがって、2003 年から 2007 年の分析では 2003 年の 5位

のフランス（FRA）を 6位の中国（CHA）に替え、2007 年の 5か国と一

致させた。同様に、2007 年から 2011 年の分析では 2007 年の 5位のイ

ギリス（UBR）を 6位のフランス（FRA）に替えた。
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1.2　国内生産額の動向

分析に先立ち、GDP上位 10 か国の国内生産額の動向を概観しておく。

表 2、図 2、表 3および表 4にはアメリカUSA、中国CHA、日本 JPN、

ドイツDEU、フランスFRA、イギリスGBR、ブラジルBRA、ロシア

RUS、イタリア ITAおよびインド INDの国内生産額の時系列値に関

連する情報が示されている。これらの 10 か国は 2012 年時点のGDP上

位 10 か国である。前述したように、分析対象である 1995 年から 2011

年までの期間において同一 10 か国が上位を占めているわけではないが、

図 1　世界GDPに占める上位国のGDP構成比の推移

資料出所：IMF （2013）より作成。

表 1　GDPの世界上位 5か国

1995 1999 2003 2007 2011
1 USA USA USA USA USA
2 JPA JPA JPA JPA CHA
3 DEU DEU DEU CHA JPA
4 FRA GBR GBR DEU DEU
5 GBR FRA FRA GBR FRA
6 CHA FRA

資料：IMF （2013）より作成。
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資料の作成上、2012 年時点のGDP上位 10 か国を基準にこれらの図表

を作成した。

表 2および図 2から以下の 3点に気付く。第 1に、アメリカUSAの

国内生産額が抜きん出ている点である。1995 年の約 13 兆 4,500 億ドル

から 2011 年の約 27 兆ドルまで常に世界のトップに位置している。

第 2に、中国の躍進である。1995 年の約 1兆 9,000 億ドル（世界 8位

でアメリカの約 16％）から 2011 年には約 22 兆 2,700 億ドル（世界 2位で

アメリカの約 80％）へ急増している。また、GDPでは 2010 年に日本を

抜いて世界 2位になった中国であるが、国内生産額では 2006 年に日本

を抜いて世界 2位になり、その 5年後の 2011 年には日本の約倍の規模

にまで達している。

第 3に、2008 年から 2009 年における各国の動向である。中国以外の

9か国の国内生産額は減少している。この点は表 3に示されているよう

に、世界全体の合計生産額も約 122 兆 8,000 億ドルから約 114 兆 2,000

億ドルに減少し、7.03％の下落となっている。これは、前年の 2008 年

図 2　上位 10 か国の名目国内総生産の推移
単位：millions of US$

資料出所 ：WIOD （2013）より作成。上位 10 か国は 2012 年時点のGDP上位 10 か国に対
応させた。
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に生じたサブプライムローン問題に端を発した世界不況がいかに大き

かったかを示すと同時に、中国経済の成長力の大きさが理解できる。

また、表 3で上位 10 か国の国内生産合計額構成比を見ると，1995 年

の 70.83％から 2011 年の 64.85％へと低下しているが、ここ数年の上位

10 か国の国内生産合計額構成比は約 65％程度である。この値は、図 1

に示されているGDPに関する上位 10 か国の構成比の動向とほぼ同じ

である。同様に、上位 5か国の構成比に関してもGDPに関する上位 5

か国の構成比と同じく、ここ数年は約 50％である。

以上より、国内生産額と国内総生産GDPには相対的に安定した関係

が見られる。したがって、産業連関表に示される国内生産額の変化要

因を分析することの重要性も明らかである。ただし、生産額の推移で

見ると 5か国計、10 か国計、共に増加しているが、構成比の推移で見

ると両計共に低下している。この事実は、ROWの中の特に、新興国の

経済力と発言力の上昇を反映していると思われる。

最後に、表 4を用いて、各国の国内生産額が全体に占める割合を確

認しておく。1995 年の構成比に対する 2011 年の構成比が表 4の最下行

に示されている。それによると、アメリカ0.78、日本0.45、ドイツ0.61、

フランス 0.72、イギリス 0.82 およびイタリア 0.79 の 6 か国の構成比が

低下している。中でも、日本だけが 1995 年（17.89%）から 2011 年

（7.99%）にかけて構成比が半分以下に低下している。なお、アメリカは

この間に、24.42％から 18.99％へと低下しているが、依然として世界の

約 20％を占めている。

他方、構成比が上昇しているのは残りの中国 4.59、ブラジル 1.23、

ロシア 2.08、インド 1.93 の 4 か国である。これらの国々はBRICs 誕生

当初の 4か国である。これら 4か国が協調すると、経済面や政治面で

の発言力が今後強まっていくと思われる。なお、日本とこれらBRICs

の 4 か国とは構成比の推移に関しては相反する動きを示している（3）。
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表
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2 　分析の準備

2.1　均衡生産量の決定

ここで、本稿で使用する産業連関表の基本構造を整理する。

表 5は生産部門を二部門に単純化した一国の競争輸入型産業連関表

である。競争輸入型（competitive import type）とは、同じ部門に分類さ

れている財であれば、輸入品と国産品を同一財とみなして区別しない

分類法である。つまり、財の代替性を認めていない。その意味で、こ

の方法は経済構造の実態把握面で弱さはあるが、投入係数が安定的で

あることから経済予測や経済計画に適している。

これに対して、表 6の非競争輸入型（non-competitive import type）とは、

表 5　二部門競争輸入型産業連関表
中間需要額 最終需要額 輸入額

（控除）
国内生産額

産業 1 産業 2 国内 輸出額

中間投入額
産業 1 P1・x11 P1・x12 P1・F1 P1・E1 － P1・M1 P1・X1
産業 2 P2・x21 P2・x22 P2・F2 P2・E2 － P2・M2 P2・X2

粗付加価値額 w1・N1 w2・N2
国内生産額 P1・X1 P2・X2

Pi：i 行産業の生産物価格
xij：j 列産業の生産物を作るのに必要な i 行産業からの生産物投入量
Fi：i 行産業の生産物に対する国内最終需要量
Ei：i 行産業の生産物に対する海外からの需要量（輸出量）
Mi：i 行産業の生産物の輸入量　　　　Xj（i）：j 列（i 行）産業の生産量
粗付加価値額に関しては、賃金率をwi、雇用量をNi として単純化した。

表 6　二部門非競争輸入型産業連関表
国内産中間需要額 最終需要額 輸入額

（控除） 国内生産額
産業 1 産業 2 国内 輸出額

国内産
中間投入額

産業 1 P1・x
d
11 P1・x

d
12 P1・F

d
1 P1・E1 0 P1・X1

産業 2 P2・x
d
21 P2・x

d
22 P2・F

d
2 P2・E2 0 P2・X2

輸入額
産業 1 P1・x

m
11 P1・x

m
12 P1・F

m
1 0 －P1・M1 0

産業 2 P2・x
m
21 P2・x

m
22 P2・F

m
2 0 －P2・M2 0

粗付加価値額 w1・N1 w2・N2
国内生産額 P1・X1 P2・X2

上付け文字 dは国内、mは輸入を意味し、記号の使用法は図 3と同様である。
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同じ部門に分類されている財であっても、輸入品と国産品を同一財と

みなさず区別する分類法である。この方式は、輸入構造が明らかにさ

れる長所があるが投入係数の安定性に掛ける点がある。

本稿で使用するのは後者の非競争輸入型産業連関表である。表 6の

非競争輸入型産業連関表の上の 2行を右横方向へ読むと、次の需給均

衡式が成立する。

国内中間需要額＋国内最終需要額＋輸出額＝国内生産額

P1・x
d
11＋P1・x

d
12＋P1・F

d
1＋P1・E1 ＝ P1・X1

P2・x
d
21＋P2・x

d
22＋P2・F

d
2＋P2・E2 ＝ P2・X2

 （ 1 － 1 ）

ここで j 産業の生産物を 1円分生産するのに必要な i 産業からの投入額

を意味する投入係数 ad
ijを次のように定義する

（4）。

ad
ij≡Pi・x

d
ij／Pj・Xj

その結果、

Pi・xdij≡ ad
ij・Pj・Xj （ 1 － 2 ）

を得る。（ 1－ 1）式に（ 1－ 2）式を代入すると、（ 1－ 1）式は次のよ

うに書き改められる。

P1・ad
11・X1＋P1・ad

12・X2＋P1・F
d
1＋P1・E1 ＝ P1・X1

P2・ad
21・X1＋P2・ad

22・X2＋P2・F
d
2＋P2・E2 ＝ P2・X2

 （ 1 － 3 ）

ここで、行列とベクトルを次のように定める。

国内投入係数行列 Ad＝
ad

11 a
d

12

ad
21 a

d
22

，国内最終需要量列ベクトル F d＝
Fd1
Fd2

輸出量列ベクトル E＝
E1
E2

，国内生産量列ベクトル X R＝
X1
X2

価格行列 P＝
P1 0

0  P2

すると（ 1－ 3）式は、

P・Ad・X R＋P・F d＋P・E＝P・X R （ 1 － 4 ）

となる。これを国内生産額P・XRについて解くと、均衡産出額P・
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X Rは、

P・X R＝（I－Ad）－1・P・（Fd＋E） （ 1 － 5 ）

と得られる。（ 1－ 5）式の左辺は国内生産額ベクトルである。また、

（ 1－ 5）式の右辺第一項の（I－Ad）－1 は、生産技術構造を示す金額

ベースの国内投入係数行列 Adによって規定される逆行列係数行列であ

る。同じく右辺の残りの項P・（Fd＋E）は最終需要構造を示す最終需
要額ベクトルである。つまり、金額ベースの逆行列を最終需要額ベク

トルの左から乗じることにより、国内生産額ベクトルが得られること

を（ 1－ 5）式は示している。

ここで、（ 1－ 5）式の左辺の国内生産額ベクトルをX、技術構造を
示す右辺第一項の行列を B、最終需要額ベクトルを Fとすると（ 1 －

5）式は、

X＝ B・F （1 － 6）

となる。

2.2　変化要因分析の手順

本節ではまず、時間の経過にともない国内生産額 Xに変化をもたら

している要因として、最終需要額の変化、技術構造の変化および交絡

項の変化の三つを確認する。次に、それぞれの要因の計算法を確認する。

（ 1－ 6）式より、国内生産額Xは金額ベースでの生産技術構造を示
す技術構造行列 Bと最終需要額構造を示す最終需要額ベクトル Fで決

定されることが分かる。したがって、国内生産額Xが変化する場合、
少なくとも技術構造の変化⊿Bと最終需要額ベクトルの変化⊿Fが生

じていることは明白である。そこでまず、変化前のデータに下添え字 0、

変化後のデータに下添え字 1をつけると、（ 1－ 6）式は、

X0＝ B0・F0 （ 2 － 1 ）

X1＝ B1・F1 （ 2 － 2 ）

と書き改めることができる。ここで、

⊿X≡ X1－X0 （ 2 － 3 ）

53

三
〇
二



Ｇ
Ｄ
Ｐ
上
位
５
か
国
に
お
け
る
国
内
生
産
額
の
変
化
に
関
す
る
要
因
分
析
（
武
縄
）

（
五
三
一
）

⊿B≡ B1－B0 （ 2 － 4 ）

⊿F≡ F1－F0 （ 2 － 5 ）

と定義すると、（ 2－ 4）式より、

B1≡ B0＋⊿B （ 2 － 6 ）

を得る。また、（ 2－ 5）式より、

F1≡ F0＋⊿F （ 2 － 7 ）

を得る。（ 2－ 6）式と（ 2－ 7）式を（ 2－ 2）式に代入すると、

X1＝ B1・F1＝（B0＋⊿B）・（F0＋⊿F） （ 2－ 8）

を得る。（ 2 － 3）式に（ 2－ 1）式と（ 2－ 8）式とを代入し整理すると、

⊿X≡ X1－X0＝（B0＋⊿B）・（F0＋⊿F）－B0・F0

＝ B0・⊿F＋⊿B・F0＋⊿B・⊿F

∴　⊿X＝ B0・⊿F＋⊿B・F0＋⊿B・⊿F （ 2 － 9 ）

を得る。

（ 2－ 9）式の左辺は国内生産額 Xの変化分、右辺はその変化分が三

つの部分で構成されていること示している。つまり、（ 2－ 9）式の右

辺第 1項は最終需要額の変化分⊿Fによって生じた国内生産額 Xの変

化分 B0・⊿F、第 2項は技術構造の変化分⊿Bによって生じた国内生

産額 Xの変化分⊿B・F0、そして第 3項は交絡項によって生じた国内

生産額 Xの変化分⊿B・⊿Fを表している（5）。

次に、（ 2－ 9）式左辺の三要因の計算手順を整理しておく。

ｉ） 　最終需要額の変化⊿Fによる国内生産額額の変化分 B0・⊿Fの

計算

最終需要額の変化によって生じる国内生産額の変化分⊿XF（＝

B0・⊿F）を、

⊿XF＝ B0・⊿F＝ B0・（F1－F0）＝ B0・F1－B0・F0

として求める。

ⅱ）　技術構造の変化分⊿Bによる国内生産額の変化分⊿B・F0の計算

技術構造の変化によって生じる国内生産額の変化分⊿XB（＝⊿B・

F0）を、
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⊿XB＝⊿B・F0＝ B1・F0－B0・F 0

として求める。

ⅲ）　交絡項による産出額の変化分⊿B・⊿Fの計算

交絡項による国内生産額の変化分⊿B・⊿Fは、ⅰ）で求めた⊿F

とⅱ）で求めた⊿Bを利用し、⊿Bの右側から⊿Fを掛け合わせる

ことで求める。

3　分析結果

3.1　国別分析

本節では、次節の分析に登場するアメリカ、中国、日本、ドイツ、

フランスおよびイギリスの 6か国に関する変動要因分析を行う。

3.1.1　アメリカUSAの変動要因分析

国内生産額は毎期増加している。しかし、第 4期の増加額は他の期

と比較するとかなり低水準である。第 4期は 2008 年のリーマンショッ

クの影響を受けたため、最終需要の増加が低く最終需要構造の変化に

よる増分が低くかった。さらに、産業技術の変化によるマイナス効果

は、その最終需要を満たすための中間投入の取引量が激減した結果と

思われる。

3.1.2　中国の変動要因分析
毎期、国内生産額の増加が拡大しているが、そのほとんどが最終需

表 3.1　変化要因の推移（アメリカ）
 millions of US$

最終需要構造変化 産業技術変化 交絡項 変化額合計
Ａ：B・⊿F Ｂ：⊿B・F Ｃ：⊿B・⊿F ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

1995 年－1999 年 3,475,630 44,100 21,347 3,541,077
1999 年－2003 年 3,102,696 － 259,691 － 30,797 2,812,208
2003 年－2007 年 5,809,371 106,676 50,721 5,966,768
2007 年－2011 年 2,001,768 － 835,635 － 43,279 1,122,854

資料出所：World Input-Output Database （2013a）より作成。
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要構造の変化によってもたらされている。その変化額は、第 1期から

第 4期までの 16 年間に掛けて約 10 倍という激増をもたらしている。

この変化が、どの産業で大きいのか、どこの地域で大きいのかという

点は検証していない。今後の検討課題である。

3.1.3　日本の変動要因分析

第 1期および第 2期は「失われた 10 年」を物語っている。国内生産

額の減少は最終需要の減少と中間取引の減少による二重のマイナス効

果の結果である。産業技術変化の項目が常にマイナスではあるが、第 4

期のマイナスは改善傾向を示していると思われる。経済活動の目標の

一つは我々の生活を豊かにする源である付加価値額の増加である。し

かし、中間投入額と粗付加価値額の合計が国内生産額である関係から、

粗付加価値額を増加させることに集中し、できるだけ原材料などの中

間投入額を減らそうとすると、産業技術変化の項目がマイナス値もし

表 3.2　変化要因の推移（中国）
 millions of US$

最終需要構造変化 産業技術変化 交絡項 変化額合計
Ａ：B・⊿F Ｂ：⊿B・F Ｃ：⊿B・⊿F ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

1995 年－1999 年 859,114 45,219 21,236 925,569
1999 年－2003 年 1,776,328 － 70,770 － 62,324 1,643,234
2003 年－2007 年 5,551,827 311,864 419,603 6,283,294
2007 年－2011 年 11,053,074 261,046 215,991 11,530,111

資料出所：World Input-Output Database （2013a）より作成。

表 3.3　変化要因の推移（日本）
 millions of US$

最終需要構造変化 産業技術変化 交絡項 変化額合計
Ａ：B・⊿F Ｂ：⊿B・F Ｃ：⊿B・⊿F ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

1995 年－1999 年 － 1,732,894 － 89,681 25,299 － 1,797,276
1999 年－2003 年 － 220,490 － 7,448 － 2,135 － 230,072
2003 年－2007 年 679,809 － 28,858 － 5,814 645,138
2007 年－2011 年 2,856,032 － 2,756 － 9,055 2,844,222

資料出所：World Input-Output Database （2013a）より作成。
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くはほとんどゼロになってしまう。第 3期および第 4期がその状況で、

国内生産額は増加しているものの、そのほとんどが最終需要構造の変

化によるものである。

3.1.4　ドイツ、フランスおよびイギリスの変動要因分析
ドイツ、フランスおよびイギリスの 3国に共通している点は、次の 3

点である。第 1に、変化額合計が最終需要構造の変化による効果とほ

表 3.4　変化要因の推移（ドイツ）
 millions of US$

最終需要構造変化 産業技術変化 交絡項 変化額合計
Ａ：B・⊿F Ｂ：⊿B・F Ｃ：⊿B・⊿F ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

1995 年－1999 年 － 555,195 2,424 1,030 － 551,741
1999 年－2003 年 610,921 － 53,222 － 3,493 554,206
2003 年－2007 年 1,947,769 － 49,466 － 28,633 1,869,670
2007 年－2011 年 617,503 － 9,116 2,861 611,248

資料出所：World Input-Output Database （2013a）より作成。

表 3.5　変化要因の推移（フランス）
 millions of US$

最終需要構造変化 産業技術変化 交絡項 変化額合計
Ａ：B・⊿F Ｂ：⊿B・F Ｃ：⊿B・⊿F ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

1995 年－1999 年 － 149,357 － 48,643 3,899 － 194,101
1999 年－2003 年 625,808 23,200 6,531 655,540
2003 年－2007 年 1,515,442 － 1,048 － 2,796 1,511,598
2007 年－2011 年 421,717 － 75,298 － 5,486 340,932

資料出所：World Input-Output Database （2013a）より作成。

表 3.6　変化要因の推移（イギリス）
 millions of US$

最終需要構造変化 産業技術変化 交絡項 変化額合計
Ａ：B・⊿F Ｂ：⊿B・F Ｃ：⊿B・⊿F ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

1995 年－1999 年 549,747 45,551 15,637 610,936
1999 年－2003 年 653,923 － 28,557 － 5,170 620,196
2003 年－2007 年 1,830,420 － 24,973 1,857 1,807,304
2007 年－2011 年 － 601,483 － 126,464 7,358 － 720,589

資料出所：World Input-Output Database （2013a）より作成。
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ぼ同じ点である。この点は、中国と日本にも見られる共通点でもある。

第 2の共通点は、第 3期の変化合計額が第 2期のそれと比較して 2倍

以上に増加している点である。その原因がEU諸国からの影響なのか、

それ以外なのかは検証していない。第 3の共通点は、産業技術変化に

マイナス効果が多い点で、この点は日本とも共通している。EU諸国と

の貿易が増え、国内からの中間投入が減少していることが原因として

考えられるが、この点に関する検証はしていない。

3.2　期別分析

本項では、GDP上位 5か国で構成された 4期毎の変動要因分析を行

う（6）。第 1期から第 4期の分析結果が表 3.7 から表 3.10 に示されてい

る。

表 3.7　第 1期（1995 年～ 1999 年）期間分析
 単位：millions of US$

最終需要構造変化 産業技術変化 交絡項 変化額合計
Ａ：B・⊿F Ｂ：⊿B・F Ｃ：⊿B・⊿F ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

アメリカ 3,475,630 44,100 21,347 3,541,077
日本 － 1,732,894 － 89,681 25,299 － 1,797,276
ドイツ － 555,195 2,424 1,030 － 551,741
フランス － 149,357 － 48,643 3,899 － 194,101
イギリス 549,747 45,551 15,637 610,936
5 か国合計 1,587,931 － 46,249 67,212 1,608,894

資料出所：World Input-Output Database （2013a）より作成。

表 3.8　第 2期（1999 年～ 2003 年）期間分析
 単位：millions of US$

最終需要構造変化 産業技術変化 交絡項 変化額合計
Ａ：B・⊿F Ｂ：⊿B・F Ｃ：⊿B・⊿F ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

アメリカ 3,102,696 － 259,691 － 30,797 2,812,208
日本 － 220,490 － 7,448 － 2,135 － 230,072
ドイツ 610,921 － 53,222 － 3,493 554,206
フランス 625,808 23,200 6,531 655,540
イギリス 653,923 － 28,557 － 5,170 620,196
5 か国合計 4,772,859 － 325,718 － 35,063 4,412,077

資料出所：World Input-Output Database （2013a）より作成。
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まず、変化額合計の欄を見ると、第 1期の日本、ドイツ、フランス

と第2期の日本の4箇所だけがマイナス値で、それ以外はプラスとなっ

ている。世界的に経済活動が上向いていると判断できるデータである。

次に、最終需要構造の変化による効果の欄を見ると、プラスの値が

変化額合計の値とほぼ同じ傾向が多く観察される。この点は、国別の

分析の際に確認した点である。どの最終需要項目がどの産業で大きな

効果を与えているかについての分析は、今後の課題としたい。

最後に、5か国の合計欄をひとまとめにした表 3.11 を見ると、変化

額合計欄に大きな特徴を確認できる。第 1期と第 2期の各合計値と第 3

期と第 4期の各合計値は、後者の方が一桁大きな値になっている。こ

の状態は、後者の 5か国の中に中国が入ってきたためである。最近の

10 年間における中国の経済成長がいかに大きいかが理解できる。これ

表 3.9　第 3期（2003 年～ 2007 年）期間分析
 単位：millions of US$

最終需要構造変化 産業技術変化 交絡項 変化額合計
Ａ：B・⊿F Ｂ：⊿B・F Ｃ：⊿B・⊿F ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

アメリカ 5,809,371 106,676 50,721 5,966,768
日本 679,809 － 28,858 － 5,814 645,138
中国 5,551,827 311,864 419,603 6,283,294
ドイツ 1,947,769 － 49,466 － 28,633 1,869,670
イギリス 1,830,420 － 24,973 1,857 1,807,304
5 か国合計 15,819,196 315,243 437,735 16,572,174

資料出所：World Input-Output Database （2013a）より作成。

表 3.10　第 4期（2007 年～ 2011 年）期間分析
 単位：millions of US$

最終需要構造変化 産業技術変化 交絡項 変化額合計
Ａ：B・⊿F Ｂ：⊿B・F Ｃ：⊿B・⊿F ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

アメリカ 2,001,768 － 835,635 － 43,279 1,122,854
中国 11,053,074 261,046 215,991 11,530,111
日本 2,856,032 － 2,756 － 9,055 2,844,222
ドイツ 617,503 － 9,116 2,861 611,248
フランス 421,717 － 75,298 － 5,486 340,932
5 か国合計 16,950,094 － 661,760 161,032 16,449,367

資料出所：World Input-Output Database （2013a）より作成。
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からの中国経済の動向に注意する必要がある。

むすびにかえて

本稿では、1995 年から 2011 年までの 16 年間における、GDP上位 5

か国の国内生産額を変化させる要因を考察した。使用した分析手法は

新しいものではないが、1国の国内生産額だけでなく、5か国の比較分

析をした点が新たな視点である。この分析を通じて得られた点を整理

して、結びに代えたい。

①　国内総生産GDPと国内生産額の推移は連動している。

②　国内生産額の推移に関して、上位 10 か国中、BRICSに属するブ

ラジル、ロシア、中国およびインドの 4か国だけが増加していた。

とりわけ、中国経済が急速に拡大している。その反面、所謂、先進

工業国の停滞が示された。

③　この 16 年間、5か国の国内生産額を増減させている要因の大部分

が、最終需要構造の変化による効果である。

④　「失われた 20 年」の中で日本の国内生産額は、1995 年の水準を

2010 年に回復し、16 年間では微増であった。その結果、世界に占め

る日本の国内生産額の構成比は 1995 年の 17.89％から 2011 年の

7.99％へ著しく低下した。

注釈
（ 1） World Input-Output Database の（2013a）および（2013b）を参照。

表 3.11　5 か国合計の期間分析
 単位：millions of US$

最終需要構造変化 産業技術変化 交絡項 変化額合計
Ａ：B・⊿F Ｂ：⊿B・F Ｃ：⊿B・⊿F ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

1995 年－1999 年 1,587,931 － 46,249 67,212 1,608,894
1999 年－2003 年 4,772,859 － 325,718 － 35,063 4,412,077
2003 年－2007 年 15,819,196 315,243 437,735 16,572,174
2007 年－2011 年 16,950,094 － 661,760 161,032 16,449,367

資料出所：World Input-Output Database （2013a）より作成。
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（ 2） 古い年のデータ分類を新しい年のデータ分類に統一する手法や、その
逆の手法は、比較分析を行う場合には一般に行われている。

（ 3） この動きに関する要因の一つとして人口水準が考えられる。2012 年
の人口ランキングでは、中国が 1位、インドが 2位、ブラジルが 5位、ロ
シアが 9位そして日本が 10 位である。その中でも、中国とインドの人口
は今も増加中である。一方の日本の人口は減少中である。GDPを Y、人
口をNとした時、Y＝（Y／N）×Nという分解式が成立する。この分解式
は、国内生産量をXとした場合にも、X＝（X／N）×Nと応用できる。人
口NがYや Xの決定にどれだけ影響力があるかの分析はしていないが、
人口の減少している日本のGDPや国内生産額が全世界に占める割合を低
下させている一つの要因として見逃せないと思われる。

（ 4） さらに、adij がどの部門の国内生産額Xj に対しても安定している、つ
まり、一定と仮定する、したがって、産業連関分析においては線型性の生
産関数が仮定されることになる。
なお、投入係数は数量ベースで定義されるのが一般である。つまり、aij
≡ xij／Xj と定義され、j 産業の生産物を 1単位生産するのに必要な、i 産
業の生産物の投入量を意味する。しかし、分析に使用する産業連関表は金
額ベースである。したがって、実証分析の面からは、金額ベースで投入係
数を定義する意義がある。

（ 5） なお、金額＝価格×数量である。したがって、金額の変化分は、価
格×数量の変化分、価格の変化分×数量および価格の変化分×数量の変化
分の和に分解できる。したがって、金額ベースの変化分である⊿Bと⊿F

をさらにこれら三項目に分解して分析する必要がある。しかし、この点は
今後の研究課題である。

（ 6） 表 3.7 ～表 3.10 の表側に表示されている 5か国は、分析対象期間の後
の年における、GDP上位 5か国である。例えば、第 3期（2003 年～ 2007
年）では 2007 年におけるGDP上位 5か国である。

参考文献・論文
1 　武縄卓雄（2012）「産業連関分析による地域間生産格差の要因分析」『政
経研究』第 49 巻第 1号（P.1 ～ P.29）.
2 　上田孝行編著（2010）『Excel で学ぶ　地域・都市経済分析』コロナ社．
3　武縄卓雄（2008）「国内生産額の変化要因分析」『法学紀要』第 49 巻
（P.1 ～ P.24）．
4　仁平耕一（2008）『産業連関分析の理論と適用』白桃書房．
5　井出眞弘（2003）『Excel による産業連関分析入門』産能大学出版部．
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人的資本と民主主義および経済成長

坂　井　吉　良

1 　序

2 　経済構造と民主主義

2．1　経済構造と所得分配（基本モデル）

2．2　生産要素への課税と民主主義の負荷

2．3　人的資本の蓄積と民主主義の安定性

3 　人的資本の供給弾力性と課税制度

3．1　課税制度

3．2　生産要素の供給弾力性と税制改革

3．3　X tax とその経済効果

4 　課税制度と人的資本および経済成長の実証分析

4．1　OECD 諸国の課税構造と税制改革

4．2　基礎データ

4．3　実証分析

5 　むすび

1 　序

この論文は、Acemoglu and Robinson（2006）のモデルに基づき、経

済構造が民主主義の負荷（税負担）に影響を与え、少数派である富裕層

が民主主義に対抗するのではなく、むしろ、民主主義を進化させると

ともに、経済的進歩も同時に促進させる政治と経済の相互依存関係に

ついて考察することを目的としている。本稿は、労働、物的資本と人

的資本の 3 つの生産要素の集計的生産関数から決定される所得に対し

て、民主主義（市民）が人的資本よりも物的資本により高い税率を課す

論　説
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という、経済と政治の相互依存モデルを考察する。このモデルからわ

れわれは、人的資本の蓄積が民主主義の負荷（税額）を低下させ、さら

に、人的資本の蓄積が民主主義をさらに強固にするという関係を導出

する。そして、この理論的関係を踏まえて、OECD 諸国のデータを利

用して、課税制度が経済成長の推進や民主主義の質的改善とリンクし

ているかどうかについての実証分析を行うことを目的としている。

民主主義社会における構成員は、民主主義のコストを均等に負担し、

かつ、民主主義社会から便益を、同等に享受することは不可能である。

富裕層はそのコスト（税）負担が大きく、その負担は公的サービスから

の便益を超えている。一方、中間層である多くの市民は、民主主義の

コスト負担よりも、多くの公的サービスを受けている。民主主義社会

の社会的意思決定の仕組みは、多数派の横暴の抑制や少数派に配慮し

た様々な工夫がなされているが、基本的には多数派の選好が優先され、

多数派の支持する政策が実行されている（ 1 ）。それゆえに、少数派であ

る富裕層は、民主主義の意思決定に対抗するためのロビー活動だけで

なく、様々な戦略を行うことが予想される。事実、歴史的にもそして

現在においても、富裕層による市民への抑圧や脅迫をはじめとして、

贈収賄などの手段を利用して意思決定を歪めている。このような民主

主義社会における対立と意思決定が、民主主義の質的改善や経済的進

歩を妨げる要因となっている。

日本の農林水産業、製造業とその他産業の名目生産額の比率は、

1955 年 が、19.9、28.4、52.7、1970 年 が 6.1、36.0、57.9、2012 年 で は、

1.2、18.1、80.7 である（ 2 ）。この半世紀間のデータからも、日本は、土

地が重要な農業中心の経済から、物的資本が重要な製造業中心の工業

経済へ、そして、現在は、土地や物的資本よりも人的資本が中心的な

役割を担っている経済へと変貌してきたことが理解できる（ 3 ）。

われわれは、このような経済構造の変化とそれが民主主義に与える

影響について、経済（市場）と政治（民主主義）の相互依存関係を前提

とした分析枠組みに基づき解明することを目的としている。その基本
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的枠組みがゲーム理論である。本稿は、Acemoglu and Robinson（2006）

のモデルに依拠している。このモデルは、民主主義が強固ではない低

開発諸国を意識したモデルであり、市民の戦略は、市民の望む最良の

選択だけでなく、民主主義を維持継続するために、クーデターを引き

起こす可能性のある富裕層に譲歩するという戦略を前提としたもので

ある。したがって、このモデルは、民主主義が強固な社会である日本

をはじめとする先進諸国には、必ずしも妥当していない。けれども、

この経済と政治の相互関係のモデルは、ミクロ的基礎を踏まえており、

国民の選好に基づき、国民のための政策を国民が実行するという、普

遍的な民主主義の構造を表現していると思われる。それゆえに、この

モデルは、先進諸国の政治と経済の相互関係をはじめとして、民主主

義の不安定性やその強固さや政治の安定・不安定について、解明する

ことのできる枠組を提供している（ 4 ）。

本稿の構成は以下のとおりである。まず、第 2 節では、労働、人的

資本と物的資本の 3 つの生産要素の集計的生産関数に基づき、人的資

本集約度が経済成長と民主主義の同時的進化を決定する変数となって

いることを明らかにする。第 3 節では、資本所得に軽課、労働所得に

重課という北欧の二元的所得税の課税制度は、生産要素の弾力性に応

じて課税するラムゼイルールを理論的根拠としているが、民主主義の

質的改善や経済成長にとっては、物的資本からの所得には重課、人的

資本からの所得には軽課する税制改革が好ましいことを示す。第 4 節

では、OECD 諸国の民主主義指標、経済成長や課税に関するデータを

利用して、課税制度と民主主義および経済成長に関する実証分析結果

を提示する。実証分析の結果は、資本に軽課する法人税率の引き下げ

は、経済成長を促進するというより、むしろ制約する可能性があると

いうものである。そして、最後に要約と課題を述べる。

2 　経済構造と民主主義

本節では、経済と政治の相互依存関係を示す Acemoglu and Robinson
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（2005, Ch.9）のモデルに基づき、人的資本を導入したモデルを紹介する。

それは、所得分配を内生化することができる経済構造を導入し、異な

る生産要素の賦存量が政治的結果である政治制度や政策に与える相互

依存関係のモデルである。このモデルは、人的資本集約度が民主主義

の負荷（税負担）に影響を与えるだけでなく、経済成長と民主主義の同

時的進化の変数となっていることを示すものである。なお、Acemoglu 

and Robinson（2006）の経済構造と民主主義に関する基本モデルは、坂

井（2014）において紹介されている。

2．1　経済構造と所得分配（基本モデル）

まず、労働 N（人的資本を除く）、人的資本 H、物的資本 K の 3 つ生

産要素を利用して、消費財 Y を生産している完全競争経済を仮定する。

生産関数は規模に関して収穫一定であり、完全競争から要素価格は、

限界生産物であり、それに基づき報酬が支払われる。したがって不平

等は、限界生産物が異なることの帰結となる。ここでの集計的生産関

数は次式である。

Y＝（H＋σK）θN 1－θ, 0＜θ＜1, σ＞0

なお、σは人的資本 H と物的資本 K の代替のパラメーター、θは労

働以外の生産要素に対する分配率、1－θは労働の分配率である。

市民 citizen は労働の提供者であり賃金所得者であり、N＝1－δ人の

市民がおり、富裕層 elite はδ人である。富裕層は、人的資本と物的資

本の所有者である。富裕層は、人的資本 H と物的資本ストック K を、

それぞれδH、δK 所有している。消費財 Y はニュメレールである。し

たがって、集計的生産関数は次式で表わされる。

（1．1）　Y＝（H＋σK）θ（1－δ）1－θ, 0＜θ＜1, σ＞0

以上から、実質要素価格である賃金 w、人的資本の価格 v、資本価

格 r は次式となる。

4

三
五
一



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
八
〇
）

（1．2）　w＝（1－θ）（H＋σK
1－δ

）θ, v＝θ（H＋σK
1－δ

）θ－1, r＝σθ（H＋σK
1－δ

）θ－1

そして、各生産要素の所得のシェアは、それぞれ次式で表わされる。

（1．3）　sN≡
wN
Y

＝1－θ, sH≡
vH
Y

＝θ H
H＋σK

, sK≡
rK
Y

＝θ σK
H＋σK

さらに、人口が1であることから、生産量＝消費量＝平均所得であり、

特に、平均所得を y と表せば、次式となる。

（1．4）　Y＝y＝（H＋σK）θ（1－δ）1－θ, 0＜θ＜1, σ＞0

市民の所得は労働所得のみであることから、市民の平均所得 y p は、

賃金＝限界生産物＝分配率×総所得÷市民の人口に等しく、次式で表

わされる。なお、スーパースクリプト p は市民（労働者、中間階級、貧困

層 poor）、r は富裕層 rich（elite）である。

（1．5）　y p＝w＝（1－θ）（
H＋σK
1－δ ）θ＝（1－θ）

（H＋σK）θ（1－δ）1－θ

1－δ ＝（
1－θ
1－δ）y

また、富裕層の平均所得＝資本所得と人的資本所得の合計＝富裕層

の分配率×総所得÷富裕層の人口から、次式となる。

（1．6）　y r＝
vH＋rK

δ ＝θ（H＋σK）θ（1－δ）1－θ

δ ＝θ
δ y

なお、市民の平均所得＜富裕層の所得という仮定をおくと、富裕層

の人口比率δは、労働分配率θよりも小さくなる。すなわち、次式が成

立している。

（1．7）　y p＝（
1－θ
1－δ）y＜y r＝θ

δ y　⇔　δ＜θ

2．2　生産要素への課税と民主主義の負荷

経済構造が民主主義に影響を与えるという経路で最も重要なチャン

ネルは、富裕層の態度が、経済構造とともにまた変化するということ

である。それは一般的に、生産要素に対する課税の負担が異なるから
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である。ここでは、Acemoglu and Robinson（2006）, Ch.9 のモデルに基

づき、富裕層が引き起こすクーデターとそれを避けるための市民が、

税率を譲歩するというモデルを検討する。経済要因がクーデターを抑

制し、民主化への移行や民主主義を強固にしていることを明らかにす

る。なお、このモデルは、富裕層のクーデターを、政治的エリートに

よる政変を引き起こすモデルとみなすこともできよう。

生産要素の供給弾力性が異なることから、市民は非弾力的な生産要

素により高い税率を課すということである。その課税政策は資源配分

にとって歪みが小さく、税収が確保される。物的資本が人的資本より

も非弾力的である場合、人的資本よりも物的資本に高い税を課すこと

は合理的となる。それゆえに、他の事情が一定のとき、富裕層は物的

資本がより重要であるとき、彼らは、資本所得に重課する民主主義に

反対する。このことは産業が未成熟な土地集約的経済において、民主

主義が強固にならないもう一つの理由を与えている。

ここでは異なる資源からの所得に分離して課税できることを仮定し

て、この問題を検討する。物的資本所得にはτK、人的資本所得にはτH

の税率で課税する。なお、労働所得には課税しない。ここでは労働所

得税τN を無視する。明らかに、市民は自分自身の所得に課税すること

を好まない。しかし、より一般的に非民主主義体制において、富裕層

は市民に課税し、彼ら自身に再分配する。説明を単純化するために、

τN＝0 のケースに制限し、この可能性を排除する。

人的資本所得と物的資本所得に関して分離して課税する場合、モデ

ルの課税のコストに関して、以下のように仮定する。まず、生産要素

が市場に供給されないとき、所得は減少し、それゆえに税収は減少す

る。このことは課税のコストを形成している。第二に、課税の資源配

分効率のコストが存在している。課税がインセンティブに影響を与え、

歪みを生じさせる。これらのコストの両者が、供給の弾力性に関連し

ている。生産要素が非弾力的に供給されているとき、課税の歪みは少

ない。人的資本より弾力的供給である物的資本に課税することは、人
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的資本に課税するよりもよりコスト高となることは明らかである。し

かし、人的資本が物的資本よりも弾力的であるならば、人的資本に重

課し、物的資本に軽課する税制はコスト高となる。従来、労働供給の

非弾力的、資本供給の弾力的という前提では、ラムゼイルールから資

本に軽課、労働に重課するという課税制度が支持されてきた。

CH（τH）, CK（τK）を人的資本と物的資本の課税の費用関数とし、人的

資本への課税がτH であるとき、CH（τH）vH に等しい課税のコストがあ

り、物的資本への課税がτK であるとき、CK（τK）rK に等しい課税のコ

ストがあると仮定する。課税の費用関数は、連続、微分可能、凸であ

り、かつ、C' H（0）＝C' K（0）＝0 である。要するに税率が低いとき、課税

のコストは低く、税率が高水準では、そのコストは逓増する。ここで

の境界条件は、C' H（1）＞1, C' K（1）＞1 であるというのが特徴である。そ

して、重要な仮定は、すべてのτ＞0 について、以下の関係が成立して

いる。

C' K（τ）＜C' H（τ）

この仮定は、物的資本の課税の限界費用＜人的資本の課税の限界費

用、ということを意味している。このことは物的資本よりもより人的

資本が、弾力的に供給されているということである。この仮定の重要

な意味は、市民が人的資本よりも物的資本に重税を課したいというこ

とである。

以上の民主主義下における課税政策の下で、市民への移転支出 Tp と

富裕層への移転支出 Tr がなされる。この基本的構成の市民と富裕層の

課税後の所得 y p と yr は、それぞれ次のように与えられる。なお、富裕層

の人口はδであり、人的資本と物的資本は富裕層に等しく保有されている。

（2．1）　y p＝w＋Tp

（2．2）　y r＝（1－τH）
vH
δ ＋（1－τK）

rK
δ＋Tr

ˆ ˆ

ˆ

ˆ
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以上から政府の予算制約は次式となる。

（2．3）　δTr＋（1－δ）Tp＝τHvH－CH（τH）vH＋τKrK－CK（τK）rK

左辺は政府支出（移転支出）であり、右辺は純税収（＝税収－課税のコ

スト）である。（2．3）式は、市民が目標とする移転支出を用いて、人的

資本と物的資本から生まれる所得のすべてを、単に再分配するという

モデルの予算制約式である。それゆえに、民主主義においては、富裕

層への移転支出 Tr＝0 ということを意味する。

次に、市民は自分自身にも課税しない。彼らが最も選好する税は、

受け取れる純税である（2．3）式の右辺が最大となっていることである。

換言すると、市民は Laff er curve のピークに税率を設定し、税収を確

保したいということである。したがって、市民が最も選好する税は、

次の最大問題を解くことによって得られる。

max
τH, τK

（τHvH－CH（τH）vK＋τKrK－CK（τK）vL）

この最大問題の一階の条件は次式となる。

vH＝C' H（τK）vH,　rK＝C' K（τK）rK

したがって、次式が導かれる。

（2．4）　C' H（τH）＝1,　C' K（τK）＝1

すなわち、各生産要素の課税の限界費用が 1 に等しいことを示して

いる。したがって、C' K（τ）＜ C' H（τ）、という仮説は、τp
H＜τp

Kというこ

とを意味する。

次に、この民主的課税の富裕層に対する純負荷を検討する。その負

荷は富裕層から失われる再分配額として定義する。富裕層には移転支

出がないので、これは彼らが支払う税に等しく、次式で表わされる。

Burden（τp
H, τ

p
K）＝τp

H vH＋τp
K rK
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この課税の純負荷を国民所得 Y の一定割合と定義し、かつ、（1．3）

式の各生産要素の分配率と人的資本集約度 h＝H/K を用いると、課税

の純負荷 B は次式で表わすことができる。

（2．5）　B＝
Burden（τp

H, τp
K）

Y
＝τp

H
h

h＋σ＋τp
K

σ
h＋σ

まず、（2．4）から税率τp
H, τ

p
Kは、人的資本集約度 h と独立である。（2．

5）は、経済がより人的資本集約的になると、富裕層にとって民主主義

の負荷は減少するということである。このことは、人的資本が物的資

本よりも課税することに魅力的ではないということを意味する。課税

の純負荷 B は、人的資本集約度 h と負の関係にある。（2．5）の微分係

数は負であり、民主主義の負荷は人的資本の集約度の上昇とともに低

下することを意味している。

（2．6）　
dB
dh

＝
（τp

H－τp
K）σ

（h＋σ）2 ＜0

（2．6）式の符号はτp
H＜τp

Kから導かれる。これは、富裕層が物的資本

よりも人的資本により投資するとき、富裕層が民主主義の意思決定に

反対しないもう一つの理由である。すなわち、富裕層が人的資本形成

や研究開発投資に積極的である場合、少数派である富裕層は、多数派

の支持する政策に対抗する姿勢が緩和され、積極的に支持することを

意味している。それは民主主義が、物的資本よりも人的資本に課税し

ないからに他ならない。

2．3　人的資本の蓄積と民主主義の安定性

民主主義は、富裕層からの多くの再分配と富裕層へのさらなる大き

な負荷とを期待している。そしてここでは、その民主主義の負荷は、

人的資本よりも物的資本が大きく、また、富裕層にとっての人的資本

は、物的資本よりも重要な資産であるという前提の下で、物的資本と

人的資本に異なる課税を課す場合におけるクーデターの可能性を分析

する。このゲームの構造は、Acemoglu and Robinson（2006）の Ch.7 に
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基づいており、クーデターの過程における各資源の破壊率（生産要素の

喪失率または利用率の低下）φ は、同じであると仮定される。

もし、市民が最も選好する税と移転支出を設定し得るならば、人的

資本と物的資本への課税は、（2．4）式であり、また、富裕層への移転支

出は Tr＝0 である。これは、各市民への移転支出が次式よって与えら

れることを意味する。そして、これは市民が選好する移転移出である。

（2．7）　T p
P＝

1
1－δ（τp

H vH－CH（τP
H）vK＋τp

K rK－CK（τp
K）vL）

スーパーサブスクリプトは、市民が選好することを示す。したがっ

て、民主主義制度下におけるこの移転支出に対応する市民の効用V p（D）

と富裕層の効用 V r（D）は、制約のない民主主義における価値である。

それぞれ次式によって与えられる。

（2．8）　V p（D）＝w＋T p
P

V r（D）＝（1－τp
H）

vH
δ ＋（1－τp

K）
rK
δ

なお、要素価格は（1．2）であり、税率と移転支出は、（2．4）と（2．7）

である。

富裕層がクーデターを起こすかどうかは、民主主義の継続の価値と

非民主主義の価値に依存する。市民は、クーデターを避けるために再

度、資本と人的資本所得についての課税を設定する。これは市民の富

裕層への譲歩を意味し、この税は、市民が最も選好する税τp
H, τ

p
Kとは

異なっているのでτH, τKと示すことにする。そして、市民にとってこ

の譲歩に対応する再分配は次式である。

（2．9）　T p
P＝

1
1－δ（τH vH－CH（τH）vH＋τK rK－CK（τK）rK

クーデターの可能性がある場合、市民は富裕層への移転支出ではな

く、むしろ、物的資本と人的資本への課税をカットするということは

明らかである。その理由はこれらの税が歪んでいるからである。もし、

労働所得に課税することも認めた場合、市民はクーデターを避けるた

˜ ˜

˜ ˜ ˜ ˜ ˜
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めに富裕層に資源を移転し、彼ら自身にも課税することが最適である、

ということに気がつくものと思われる。

この市民の譲歩の後に、富裕層はクーデターを引き起こすどうかを

決定する。もし、富裕層がそうするならば、社会は非民主主義に代わ

る（政権交代が起こる）。富裕層は新たに税をセットする。当然、彼らは

彼らの最も選好する税率を選択する。すなわち、自分自身に課税しな

い：τN
H ＝τN

K ＝0。結果として、（1．5）と（1．6）式及び破壊率 φ から、

このゲームの各市民と富裕層は、次式で表わされる各利得 V p（C, φ）, 

V r（C, φ）を受け取り終る。

（2．10）　V p（C, φ）＝（1－θ）（1－φ）θ H＋σK
1－δ

θ

V r（C, φ）＝θ
δ（1－φ）θ（H＋σK）θ（1－δ）1－θ＝θ

δ（1－φ）θY

もし、富裕層がクーデターを起こさない場合、政治体制は民主主義

が継続する。このケースでは、さらに次の段階に進むこととなり、民

主主義は、前の段階で市民が約束した税を再設定し得るかどうかを決

定する。この段階ゲームでは、クーデターの脅威がなくなる場合、民

主主義が再分配しない（i.e. 市民の推進する政策を採用しない）という、約

束することが可能ではないと思われる。当然、市民によって約束した

税率が選択されるかどうかは、確率的に決定される。そして、市民が

税を譲歩したτD
H＝τH, τ

D
K ＝τK とき、市民と富裕層は以下の価値を受

け取る。

（2．11）　V（y p｜τD
H＝τH, τ

D
K ＝τK）＝w＋T P

P

V（y r｜τD
H＝τH, τ

D
K ＝τK）＝（1－τH）

vH
δ ＋（1－τK）

rK
δ

T P
P は（2．9）である。もし、税率をリセットすることを民主主義に許

容した場合、彼らは、（2．8）によって与えられるような（制約のない）

民主主義の価値 V p（D）と V r（D）を受け取る。したがって、民主主義に

˜ ˜

˜ ˜ ˜

˜ ˜ ˜ ˜

˜
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おいて市民が、税率（τH, τK）で、富裕層に再分配しないコミットメン

トからもたらされる価値は次式となる。その税率（τH, τK）の起こる確

率は p であり、税率τp
H, τ

p
Hの起こる確率は（1 － p）である。すなわち、

両者の期待効用は次式で与えられる。

（2．12）　V P（D, τD
K ＝τK, τ

D
L ＝τK）＝w＋（1－p）T P

P ＋pT P
P

V r（D, τD
H＝τH, τ

D
K ＝τK）＝（1－pτH－（1－p）τp

H）
vH
δ ＋（1－pτK－（1－p）τp

K）
rK
δ

˜ ˜ ˜ ˜

要素価格は（1．2）、τp
H, τ

p
Kは税収最大の条件（2．4）を満たし、T P

P は

（2．7）、T P
P は（2．9）で与えられている。

この表現は市民が税率をリセットし得る状況を表わしている。それ

は彼らが制約されず、かつ、（2．7）で与えられるような市民が、最も選

好する税τp
K, τ

p
Lを選んでいる確率（1 － p）を踏まえている。

Backward induction によって、部分ゲーム完全均衡を特徴づけるこ

とができる。重要な問題は、富裕層の利害において、クーデターを引

き起こすかどうか、市民が譲歩を約束することによって、クーデター

を防ぐことができるかどうかである。

クーデターが魅力的かどうかは、クーデターが起こる条件 V r（C, φ）＞

V r（D）が、成立しているかどうかに依存している。それは、富裕層に関

する課税の負荷が十分高い場合である。（2．8）と（2．10）を用いると

クーデター条件は以下のように表わされる。

θ
δ（1－φ）θ（H＋σK）θ（1－δ）1－θ＝θ

δ（1－φ）θY＞（1－τp
H）

vH
δ ＋（1－τp

K）
rK
δ

この式に要素価格を代入して解くと、次式となる。

（2．13）　（1－φ）θ＞（1－τp
H）

h
h＋σ＋（1－τp

K）
σ

h＋σ

この条件が満たされないとき、民主主義は十分に強固にされる（ 5 ）。

τp
H＝τp

Kのとき、この条件は、h と独立となる。そして、τp
H＜τp

Kのとき、

右辺は h の増加関数である。すなわち、τp
H＜τp

Kは、h の上昇とともに

˜ ˜

˜ ˜

˜ ˜ ˜

˜
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民主主義を強固にしている。

対称的にこの制約が満たされるとき、民主主義は十分に強化されて

いない。もし、市民が行動を起こさない場合、均衡経路に沿って政変

coup が起こる。市民がとることのできる行動は、物的資本と人的資本

の税率を引き下げることによって、民主主義が富裕層に課している負

荷を引き下げることである。特に、市民ができる最善なことは、富裕

層に課している 2 つの税率をゼロにすることである（すなわち、V r（D, 

τD
H＝0, τD

K ＝0）を約束することである）。ここで φ, φ* について threshold を

定義できる。φ*は（2．10）と物的資本と人的資本に課税しない場合の（2．

12）式が等しいときの φ であり、クーデターと制約された民主主義の

富裕層の価値が、無差別となる物的資本や人的資本の喪失率である。

もし、φ＜φ* であるならば、市民による制約された分配の約束は、富裕

層に coup を思いとどまらせるには十分ではない。したがって、V r（D, 

τD
H＝0, τD

K ＝0）＝V r（C, φ*）を満たす、φ* を得なければならない。これを

税率の確率（1－p）で、φ* の threshold を解くと次式となる。すなわち、

（2．12）＝ V r（D, τD
H＝0, τD

K ＝0）＝V r（C, φ*）＝（2．10）を解くと次式となる。

（2．14）　φ*＝1－ （1－（1－p）τp
H）

h
h＋σ＋（1－（1－p）τp

K）
σ

h＋σ

この部分ゲーム完全均衡を以下のように要約することができる。

1 ．クーデター制約（2．13）が満たされない場合で、φ＞φ* であるとき、

民主主義は完全に強固にされている。市民は、彼らが最も選好する

税率を設定する。すなわち、（2．4）によって与えられる最適税率

τp
H＞0, τp

K＞0 が設定できる。

2 ．クーデター制約（2．13）が満たされ、φ φ* である場合、民主主義

は準強固にされている。市民はクーデターを避けるために譲歩し、

税率をτp
Hとτp

K以下に設定する。

3 ．クーデター制約（2．13）が満たされ、φ ＜ φ* である場合、民主主義

は強固にされていなく、クーデターがあり、富裕層は権力者になり、

彼らが選好する税率τN
H ＝0, τN

K ＝0 を設定する。

1
θ
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この命題の重要なことは、政変の可能性が民主主義の負荷と経済構

造に依存しているということである。そこで次に、人的資本集約度 h*

と h の 2 つの threshold を定義する。1 つは、準強固な民主主義、もう

1 つは、完全に強固な民主主義である。

準強固な民主主義に対応する threshold は、（2．14）を満たす人的資本

集約度であり、それを以下のように h* と表す。

（2．15）　h*＝
（（1－（1－p）τp

K）－（1－φ）θ）σ
（1－φ）θ－（1－（1－p）τp

H）

また、完全に強固な民主主義に対応する threshold は、（2．15）に

p＝0（すなわち、完全な民主主義の場合）を代入した値であり、それを以

下のように h と表す。ここで、 τp
H＞0, τp

K＞0 である。

（2．16）　h＝
（（1－τp

K）－（1－φ）θ）σ
（1－φ）θ－（1－τp

H）

この（2．16）式の h は、（2．13）が等号で成立している場合の人的資

本集約度であり、民主主義が強固である。

次に、（2．15）の h* と（2．16）の h との関係を検討する。はじめに、

p＝0 のときは、h*＝h が成立する。さらに、次式より、h* は p の減少

関数であることから、0＜p 1 において、h*＜h が成立する。

（2．17）　
dh*
dp

＝ σ（τp
K－τp

H）（（1－φ）θ－1）
（（1－φ）θ－（1－（1－p）τp

H））
2＜0

ただし、σ＞0, （τp
K－τp

K）＞0 かつ（1－ φ）θ－1＜0 は前述の仮定により

成り立つ。すなわち、政治的混乱による物的資本や人的資本の破壊率

ないしは喪失率（1 －稼働率）φ を所与とした場合、人的資本の税率τp
H

が低く、物的資本の税率τp
Kおよび市民の譲歩する確率（1－p）が高い

場合には、人的資本の集約度は経済成長の要因であるとともに、民主

主義を強固にする経済と政治をリンクさせる内生的要因となっている。

このことは、民主的な政権交代を行っている民主主義国家において、

生産要素に対して異なる課税政策を採用するならば、1 人当たりの人的

資本ストックの蓄積が、経済成長と民主主義の質的改善とを同時的に

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ
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進化させることを意味している。

先の命題から（2．15）と（2．16）によって与えられる h* と h に関して、

政治的混乱による生産要素の破壊率 φ が正であるとき、ゲームによっ

て説明される社会は、以下のように記述される。

h* と h の定義する一意的ゲームの均衡は、h＜h* の場合、民主主義

が強固にされていない社会であり、h* k＜h の社会は、準強固にされ

た社会であり、h k の社会は、十分強固な民主主義社会である。

人的資本が物的資本と比較してより重要になるとき、または、農業

や製造業から人的サービス産業中心の経済への移行は、少数派の富裕

層が民主主義に反対しなくなり、民主主義に対抗する脅威は低下する。

このことが起こる理由は、民主主義の負荷が富裕層の資産構成とは独

立ではなく、彼らの政治的不安定性に対する異なる態度は、政治的混

乱が引き起こすコストとともに、民主主義の負荷と人的資本集約度、

すなわち、経済構造に依存している、ということである。われわれの

社会において、最も重要なことは、富裕層の全てが、民主主義からの

便益を均等に享受してはいない（不利益を被ることはない）ということで

ある。ここでは、生産要素が非弾力的である場合、より重税が課され

るモデルを構築することによって、民主主義の負荷が異なることを明

らかにした。富裕層にとって、人的資本が所得の重要な源泉であると

き、この民主主義の異なる負荷が、人的資本集約度を上昇させととも

に、民主主義の強固さをさらに促進させることになる（Acemoglu and 

Robinson（2006）, p.307）。

3 　人的資本の供給弾力性と課税制度

公平・中立・簡素さらには成長という基本的な課税原則に基づく各

国の課税制度は様々である。また、その課税原則に基づく税制改革に

ついても、様々な方向が提案されている（ 6 ）。本節では、まず、課税制

度について、マクロ経済の均衡条件に基づいた整理を行い、労働と資

本の供給弾力性に基づく税制改革の 3 つの方向について要約する。そ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ
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して、課税制度が経済的パフォーマンスに与えるだけでなく、民主主

義の負荷や改善にも影響を与えることを踏まえて、労働所得に軽課と

資本所得に重課する X tax について紹介し、その経済効果について検

討する。

3．1　課税制度

まず、国民経済計算の総需要（総支出）と総供給（付加価値）の均衡

条件および国民所得の三面等価の原則から、消費＋民間貯蓄＋所得税

＝労働所得（雇用者報酬）＋資本所得（営業余剰）＋間接税が成立してい

る。本稿ではこの式を利用して、課税ベースと民主主義の負荷である

税率格差の是非について検討する。

粗投資から減価償却を控除した投資 I を含む総需要と純国内総生産

Y の均衡条件は次式で表される。

（3．1）　Y＝消費 C＋純投資 I＋政府支出 G＋輸出 EX－輸入 IM＝付加価値

この式は、国民貯蓄 S＝Y－C－G を、民間貯蓄と政府貯蓄に分割し、

整理すると次式となる。

（3．2）　C＋民間貯蓄＋税収＝C＋I＋G＋EX－IM＝付加価値

課税制度を検討するために、総需要と政府部門および外国を除くと、

国民所得＝付加価値の次式が得られる。

（3．3）　C＋貯蓄＝労働所得（雇用者報酬）＋資本所得（営業余剰）

この式の左辺に課税するのが所得課税であり、右辺に課税するのが

付加価値税である。また、この式を消費 C について解くと次式となる。

（3．4）　Ｃ＝労働所得（雇用者報酬）＋資本所得（営業余剰）－貯蓄

この式の左辺に課税する税制が消費課税であり、貯蓄には課税しな

い税制となる。そして、右辺に課税する税制が付加価値税である。さ
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らに、財市場の均衡条件から、右辺を貯蓄ではなく、投資を用いると、

マクロ経済の均衡条件は次式で表される。

（3．5）　消費＝労働所得（雇用者報酬）＋資本所得（営業余剰）－投資支出

この右辺の労働所得に課税するのが労働所得税であり、資本所得－

投資支出に課税する法人税がキャッシュフロー法人税である。

（3．5）式の左辺への課税は、社会から取り出す罪に対する罰（課税）と

解釈することもできる。一方、右辺への課税は、社会に貢献したこと

（新たに創出した価値）に対する罰を課していることになる。いずれに軽

課するのか、いずれに重課すべきかについての答えは明白である（ 7 ）。

（3．3）と（3．4）式の右辺の社会的な貢献に対していずれに軽課する

のか、いずれに重課すべきかに関する従来から支持されてきた見解は、

生産要素の供給弾力性である。また、このような二元的な所得課税で

はなく、垂直的公平性の観点において、労働所得や資本所得などを合

計した総所得に累進税率を適用するという総合課税主義（包括的所得税

主義）に基づく税制が望ましいものとされ支持されてきた。そして特に、

課税の公平性という基本理念から消費を課税ベースとする消費課税

consumption tax よりも、所得を課税ベースとする所得課税 income tax

が望ましい税制として日本をはじめ諸外国で採用されてきた（ 8 ）。

3．2　生産要素の供給弾力性と税制改革

「労働供給の弾力性が高い場合、税制改革を間違って行うことは、非

常に悪い経済的影響をもたらすことになる」（Prescott（2005）, p.124）。

労働は移動が困難なために、労働供給は非弾力的、一方、資本は移動

が容易であり弾力的であると考えられてきた。しかし、Prescott（2006）

は労働供給の弾力性が小さいという推定結果について、人的資本投資

を考慮していないことを指摘しており、人的資本投資を考慮したモデ

ルによる労働供給の弾力性の推定値が 0.3 から 3.7 に急上昇しているこ

とを示している（p.227）。さらに、Imai and Keane（2004）は、人的資本
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蓄積を考慮したモデルに基づいた異時点間の労働供給の代替弾力性を

3.82 と推定している（p.618）。

また、Prescott（2002）は、同時点のタックスウェッジ tax wedge、

いわゆる、課税後の賃金と課税後の消費財の価格との相対価格を推定

し、税制が家計の消費と労働供給に与える効果の大きさを推定してい

る。フランス、イギリス、アメリカの課税後の賃金で測る消費財の

タックスウェッジは、それぞれ、2.6、1.82、1.66 であり、フランスが

最も高く、アメリカが最も低い（ 9 ）。Prescott はこのような推定結果か

ら、フランスが税制改革を行い、アメリカのタックスウェッジと同じ

ようにするならば、雇用や GDP が増加し、厚生水準は 19％改善する

ということを示した。このようなフランスの税制がアメリカよりも労

働投入量を 30％低くしている理由であり、税制が景気後退や繁栄の要

因となっていることを指摘している。なお、坂井（2010）と坂井・坂本

（2011）は、日本の tax wedge を推定している（10）。

さらに、Prescott（2002）は、仏と米国の消費と労働所得税率の差が

労働力人口一人当たりの労働投入量における 30％の差のすべてを事実

上説明していると指摘している（p.9）。彼は、スイスの 1970 年代に比

較して 30％の総生産の低下や、日本の 1991 年との比較における 20％

の低下、アイスランドの 1970 年に比較して 60％の増加という景気後退

と繁栄は、技術と資本の 2 つの要因以上に労働要因が重要であること

を指摘している（p.13）（11）。

生産要素の弾力性に応じて、その付加価値に課税することは、資源

配分の効率性の観点において望ましいものである。異なる所得に分離

して課税する制度は、包括的所得課税または総合課税主義とは異なる

二元的所得税である。この分離課税制度は、所得を勤労所得と資本所

得に二分する北欧の二元的所得税制である。勤労所得は人的資本が生

み出す所得、具体的には、賃金給与や年金をいう。資本所得は、人的

資産以外の金融資産や実物資産が生み出す所得であり、利子・配当・

地代・家賃や株や土地のキャピタルゲインなどからなる。労働所得に
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は累進税率を適用し、資本所得には均一の比例税率を適用し、その税

率は労働所得税の最低限界税率を設定する、というものである（馬場

（2006）, p.26）（12）。

しかし、前節のモデルに基づくならば、この二元的所得税は人的資

本蓄積を抑制し、経済成長と民主主義の進化に負の影響を与えること

が予想される。もし、2 つの生産要素の供給弾力性が等しいならば、そ

の付加価値への課税の税率は同率であることが望ましい。このような

観点からの税制改革の提案は、Flat tax（フラットタックス）となる。

Hall and Rabushka（1996）は、賃金所得と資本所得（法人所得）に 2 つ

の付加価値に同率の比例税を課すという Flat tax を提案している。こ

の消費課税の特徴は、家計（労働）と企業（資本）が新たに生み出した

付加価値に同一のフラットな税率を課すことに特徴がある。個人段階

では賃金（年金も含む）のみに課税し、利子・配当・キャピタルゲイン

などの投資収益には課税されず、企業の段階における法人所得におい

て課税されるので、二重課税の問題が回避されている。このような税

制は貯蓄を刺激し、資本蓄積が行われることから、経済成長が期待さ

れる。また、企業への課税は、売上げから賃金・年金や経常費用を控

除し、さらに投資が即時全額控除されるので、企業の資金調達に対し

て中立であり、租税回避行動はなくなるものと考えられている。さら

に、資本所得の税率を賃金所得の最高税率に等しく設定していること

から、企業の所得移転のインセンティブを取り除いている（13）。

もし、労働が弾力的、資本が非弾力的であるならば、労働所得に軽

課、資本所得に重課することが、効率的資源配分を実現するだけでな

く、人的資本の蓄積を促進し、同時に民主主義の質的改善も実現する

経路を切り開くことになる。このような税制改革のひとつに、X tax

（エックスタックス）があげられる。Bradford（1986）、（2004）、（1996）、

（2005）は、Hall and Rabushka の Flat tax の変形であるという税制改革

を提案している。X tax は、Bradford（1986, 1996）がアメリカの法人と

個人の所得税に替わる租税制度として考案されたものである（Bradford
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（2004）, p.1）。

この X tax は、企業税（business tax）と給与税（compensation tax）の 2

つから構成されている（Bradford（2005）, p.13）。前者は法的な企業形態

に関係なく単一税率で、企業に課税される。その課税ベースは、企業

資産を含む財・サービス（金融資産は除く）のすべての販売総額から、

他の企業からの財・サービスの購入総額（固定資産の購入も含まれる）を

差し引いた付加価値である。それは、控除方式の付加価値税と呼ばれ

る。付加価値税と異なるのは、労働者への支払いも即控除される（14）。

給与税は労働者に課税される。課税ベースは労働サービスに対して

支払われる所得である。個人が企業活動をしている場合にも同様に課

税される。企業税と異なるのは累進税率で課税されることである。そ

の税率は、ゼロの所得層と高い所得を受け取る所得層にはより高率で、

そしてトップクラスには、企業税率に少なくとも同率かより低い税率

が課せられる。さらに、現行の所得税制と同様に所得税控除が提案さ

れている（Bradford（2005）, p.14）。

以上の 3 つの税制改革の概念図が図 1 に示されている。

3．3　X tax とその経済効果

X tax の特徴は、付加価値を課税ベースとする消費課税であるが、そ

の付加価値に対する課税は、労働所得に累進税率を課し、資本所得

（法人所得）に比例税を課し、労働所得に軽課、資本所得に重課してい

ることである（15）。これは、二元的所得課税とは逆の課税制度になって

いる。したがって、前節のモデルから X tax は、物的資本よりも人的

資本の蓄積を促進するととともに、民主主義の改善と経済的な進歩を

同時に実現する税制改革と考えられる。

また、X tax は課税制度の管理運営の容易さを重視し、企業税と給与

税の両方から金融取引を除いている。一般的な資金の貸し借り、株式

の発行や購入、配当の支払いや受け取りは、X tax の課税ベースには

入っていない。
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図 1　二元的所得税、Flat tax とＸ tax との比較（概念図）

注 1　法人税率は労働所得税の最低税率に等しい。
注 2　税率は平成 25 年度の日本の所得税率＋個人住民税率 10％（財務省資料）

注 1　税率 19％は、Hall and Rabushka（1996）, p.30 による。

注 1　法人税率は所得税の最高累進税率にほぼ等しい。
注 2　税率は 30％は、Bradford（2005）, p.14 による。
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X tax の企業税と給与税の税率とその課税範囲は、税収（歳入）と分

配目的に沿うように設定されている。所得控除とかなり広範囲な課税

ベースの設定とともに、給与税の最高税率を 30％以下に、そして、最

近のアメリカの所得税率の累進性に近似できるというものである。現

在の法人所得税率を踏まえると、企業税率は、可能性として幾分高く

設定することができることを想定している。

特に、Bradford（2005）は、X tax が現在よりも、より簡素で、より

透明なシステムにすることが可能であるだけでなく、一般的に資本所

得といわれていることに関係している最も重要な問題が解決できるこ

とを強調している。彼は 税制の複雑化に伴う実質的なコンプライアン

スコストの削減等など、X tax による税制改革の主要な期待される成果

について、法人と個人所得課税の統合や金融に関する技術革新をはじ

めとして、以下の 8 つの効果を上げている（16）。

1 ．法人と個人所得課税の統合
課税当局が、法人税の回避と逃避によって失う税収を防止するため

の支出やそのための規制や複雑な規定が不必要になるともに、法人に

関する分離課税を一掃できることを主要な成果の一つに挙げている。

2 ．金融サービスに関する技術革新への対応
近年における金融に関する技術革新が誕生し、それに対応して新し

い資金調達方法と新しい課税ルールが取り入れられてきた。豊富な資

金や金融サービスに対するニーズの多様化から多くの金融商品の開発

努力が行われている一方で、課税を回避するための無駄な工夫や技術

革新の制約は社会的な損失であり、市場経済の活力を失わせるもので

ある。X tax は、この両者が解決できるとしている。Bradford が提案

した X tax の課税ベースには、個人と企業の金融取引は含まれてはい

ない。

3 ．利子課税（控除）についての混乱の解消
金融資産の蓄積によって増加した利子の支払いおよび利子所得に関

する税制は、極めて複雑化している。この主たる原因は、経済のグ
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ローバル化に伴い巨額な資金の国際間移動があり、課税当局がこの資

金移動を把握するための特別ルールが必要となっていることが考えら

れる。X tax は、課税の簡素化をはかるために、利子課税（利子控除）

の廃止を提案している。

4 ．課税ベースからキャピタルゲインを除く
X tax は、キャピタルゲインに関する論争や課税当局と納税者との争

いに終止符をつけることが可能となる。キャピタルゲインは不労所得

であり、かつ、高額所得が得られることから、公平の観点から高率の

累進税を課すことが望ましいという見解やリスクに対する報酬は課税

すべきではないという見解をはじめとして論争がなされてきた。X tax

では、企業資産に関してはキャッシュフローベースに基づき課税され、

個人的に所有される金融証券は課税ベースには入っていない。

5 ．インフレーションに対応可能な税制
課税ベースから金融取引を除くことは、インフレーションについて

の課税ベースを調整することが実行可能で、比較的簡単化され、課税

を企業段階に限定したということを意味している。物価変動に伴う税

負担の調整を自動化する方法が、物価の指数を利用して実質税額を計

算し、課税する方法よりもはるかに簡単であり実行可能である。

6 ．自宅を含む公平な投資活動の場を創出
X tax では、企業投資の取り扱いは統一的で自動化される。それは、

法的実体やインフレーション率に関係のない措置となる。例えば、正

しい減価償却額についての判断を必要としない。また、この自動化は、

自宅への住宅投資や企業の設備投資からの投資収益に対する課税も均

等化される。しかし、現行税制における住宅投資に対する暗黙的な補

助金が、経済システムの費用を最も歪めている欠点のひとつであると

も指摘されている。

7 ．退職貯蓄制度の複雑な仕組みを解決
X tax は、現行制度の課税回避の措置がとられている退職貯蓄システ

ムの資格証明に関係する非常に複雑なルールは、全く必要ないと指摘
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している。すべての貯蓄は本質的に証明が与えられた退職計画と経済

的に均等に扱われる。それらのルールは税の悪用を防ぐために立案さ

れている。

8 ．個人に関するファイル化の容易
X tax の小さな注目すべき特徴は、個人ファイルの促進とその利用

が容易となるということである。それ故に、結婚税や補助金も除かれ

ている。日本でも税金だけでなく年金、医療、保健などの個人に関す

るファイル化（国民番号制度）は、論争途上であるが、税制改革ととも

に推進すべき課題と思われる。

以上は、Bradford が提案した税制改革 X tax の期待される効果であ

る。また、Altig et al（2001）は、比例所得税（proportional income tax）、

比例消費税（proportional consumption tax）、標準的な Flat tax、移行措置

策のある Flat tax と X tax の 5 つのアメリカの租税改革案についての

シミュレーション分析を行っている。この 5 つの税制改革案に共通な

ことは、すべての課税ベースの控除の廃止と設備投資の全額控除と税

率のフラット化である。Flat tax と X tax は現行税制と同様に基礎控除

があり、また、X tax だけが賃金所得に累進税率が採用されている。こ

の累進税制の賃金所得の最高税率 30％に等しいキャッシュフロー税

（法人税）率を企業に設定している（17）。

彼らの国民所得、資本ストック、労働供給、貯蓄率、賃金、税率な

どのシミュレーション結果は、比例消費税が他の税制改革案よりも税

率は低く、最も大きな長期的効果を生み出している。次に税率が低く、

長期的に良好なマクロパフォーマンスを実現している税制改革は X tax

である（p.587）。しかし、比例消費税は 12 の所得階層別における低所

得層の現役世代（特に若年層）と将来世代のいずれの世代も厚生水準が

大幅に低下しており、低所得層にとっては不利益を被る税制改革と

なっている。そして、中間層とそれ以上の所得層は、大きな便益の受

益者となっているので、公平性の観点からは、歪みのある税制改革と

いえる。
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一方、X tax の改革案は、将来世代のすべての所得層の厚生水準が大

幅に改善している。特に低所得層の改善が大きい。すなわち、将来世

代ほど生涯所得が増加している。このことは X tax の税制改革が厚生

水準の改善に関して、長期の累積効果をもっていることを意味してい

る。そして、この改革による厚生改善効果の所得階層間の格差は、他

の改革案よりもより小さいものとなっている。したがって、経済成長

とともに公平性も実現している税制改革と考えることができる（p.591）。

この結果、X tax の税制改革は、現在の賃金所得の累進税制を維持す

るにもかかわらず、その税率が現行以下に設定することが可能となり、

大きな長期的効果（国民所得、資本ストックや労働供給の増加）を生み出し

ている（18）。

このようなアメリカの税制改革のシミュレーション結果や人的資本

の供給弾力性が物的資本よりも大きいという実証分析結果、さらには

労働所得に軽課、資本所得に重課という課税制度は、人的資本の蓄積

を促進するだけでなく、民主主義の改善と経済的進歩を同時に実現し

ている可能性を示唆するものである。そこで次節では、OECD 諸国の

データを利用して、課税制度と民主主義および経済的パフォーマンス

との関係についての実証分析を行う。

4 　課税制度と人的資本および経済成長の実証分析

資本所得（営業余剰）は、労働所得（雇用者報酬）とは異なり、競争市

場からの逸脱により生産費用を超える超過利潤を含んでいる。それは

競争の不完全性が、人為的に希少性を引き起こし、競争市場よりも価

格を高く設定することが可能となり、それによって利潤獲得機会を拡

大させているからである。それゆえに、資本所得には、レントの性格

をもつ収益が含まれている。このようなレントに重課することは、市

場メカニズムを生かす上においても望ましい課税制度である。さらに、

労働および人的資本が物的資本よりも、弾力的である場合、人的資本

に軽課、物的資本に重課の課税制度を支持する理論的根拠がある。そ
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れは、本稿第 2 節の命題である人的資本の蓄積とそれに伴う民主主義

の質的改善と経済成長の促進である。労働所得に重課、資本所得に軽

課する社会よりも、労働所得に軽課、資本所得に重課する社会は、前

者の社会と比較して、人的資本の蓄積と民主主義の質的改善さらには

経済成長を一層促進しているものと予想される。そこで本節では、こ

の命題について、OECD のデータを利用して実証分析を行う。

4．1　OECD諸国の課税構造と税制改革

表 1 は OECD 諸国の法人と個人の租負担率（法人税 / 個人税）のデー

タである。第 2 と 6 列は、1965 年～2011 年の租税比率の平均であり、

第 3 と 7 列は 2004 年～2011 年の平均である。この租税比率データは、

当該国における最近の課税構造と税制改革の方向を示している。2 つの

平均値は、資本所得に重課し、労働所得に軽課しているかどうかを、

そして、第 4 列と第 8 列は 2 つの平均値の差であり、資本所得に重課

する税制改革か、あるいは逆の労働所得に重課する税制改革かを把握

している。この OECD 諸国の法人所得税は資本所得への課税額、個人

所得税は労働（人的資本を含む）所得への課税額を近似しているものと

考えられる。

まず、第 3 列と第 7 列から資本所得税額＞労働所得税額であるその

租税比率が 1 を超える国は、Czech、韓国、Norway、Slovak の 4 カ国

のみであり、他の OECD 諸国は資本所得に軽課、労働所得に重課とい

う課税構造である。資本所得税が労働所得税の 3 分の 1 以下の国は、

特に、資本所得に軽課、労働所得に重課している課税政策を採用して

いる国と考えられる。そのような国は、Denmark と Iceland の 0.13 を

最小として、14 カ国に達している。日本はその比率が 0.73 であり、税

額の比率からは資本に軽課、労働に重課であるが、OECD 諸国では、

資本所得に重課、労働所得に軽課の国に入っている。日本 0.73、

Luxembourg0.73、 韓 国 1.02、Czech1.02、Slovak1.07、Norway1.13 以

外の各国は 0.6 以下であり、資本に軽課、労働に重課の課税構造の国は
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26 カ国に達している（19）。

また、第 2 と 6 列の平均値 0.4 から OECD 諸国は、資本に軽課、労

働に重課の課税構造を維持してきたことが理解できる。特に、北欧諸

国は Norway を除き、資本所得税額は、労働所得税額の 25％以下であ

り、極端な資本軽課、労働重課の課税制度を選択している。

第 4 と 8 列の 2 つの平均値の比較による 2000 年以降の税制改革の方

向については、その比率が 0.1 以上上昇している資本所得に重課、労働

所得に軽課するという明らかな税制改革は、Australia をはじめ 7 カ国

である。その比率が 0.05 以上 0.1 以下で、労働軽課の改革が弱い国は、

表 1　OECD諸国の租税比率と課税構造・税制改革
Country 課税構造 65 課税構造 04 税制改革 Country 課税構造 65 課税構造 04 税制改革

Australia 0.361 0.523 0.163 Japan 0.844 0.732 -0.112
Austria 0.188 0.228 0.040 Korea 0.860 1.023 0.163
Belgium 0.199 0.246 0.046 Luxembourg 0.726 0.722 -0.003
Canada 0.293 0.297 0.003 Mexico . . .
Chile . . . Netherlands 0.358 0.385 0.027
Czech 0.989 1.021 0.032 New Zealand 0.259 0.347 0.088
Denmark 0.088 0.132 0.044 Norway 0.489 1.131 0.642
Estonia 0.240 0.268 0.028 Poland 0.802 0.525 -0.277
Finland 0.166 0.237 0.071 Portugal 0.525 0.556 0.032
France 0.430 0.335 -0.095 Slovak 0.986 1.070 0.084
Germany 0.182 0.205 0.023 Slovenia 0.300 0.413 0.113
Greece 0.413 0.562 0.149 Spain 0.423 0.449 0.027
Hungary 0.304 0.305 0.001 Sweden 0.134 0.238 0.103
Iceland 0.111 0.132 0.021 Switzerland 0.228 0.313 0.085
Ireland 0.278 0.367 0.089 Turkey 0.290 0.467 0.178
Israel 0.399 0.486 0.087 U K 0.296 0.313 0.017
Italy 0.383 0.283 -0.100 U S 0.279 0.275 -0.004

平　均 0.401 0.456 0.055
標準偏差 0.254 0.275 0.140

注 1：データの詳細は付録を参照
注 2：taxratio：租税比率は法人税収 / 個人税収
注 3： 課税構造 65 は、taxratio が 1965～2011 年の平均、課税構造 04 は、

taxratio が 2004～2011 年の平均
注 4：税制改革は（課税構造 04 －課税構造 65）
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Finland をはじめ 6 カ国、その比率が負の逆の資本所得に軽課、労働所

得に重課の税制改革は、日本、France、Italy、Poland の 4 カ国のみで

ある。また、USA、UK、Germany、Canada をはじめ 15 カ国は、租税

負担率の変化は大きくはない。これらの 15 カ国の多くの国は、資本所

得に軽課、労働所得に重課の課税構造となっている。

このように OECD 諸国の多くの国は、資本所得に軽課、労働所得に

重課の課税構造である。しかし、近年の OECD 諸国の税制改革は、資

本所得に重課、労働所得に軽課となっている。この税制改革は、本稿

第 3 節の民主主義の強固さと結びつくものである。

4．2　基礎データ

表 2 は課税構造と税制改革、経済成長率、人的資本および民主主義

に関する基礎データを要約したものである。なお、データの詳細につ

いては付録に提示している。表 2 － 1 は、課税構造と代表的な民主主

義指標である世界銀行の wgi や Polity Ⅳ（polity）、Freedom House に

よる Gastil index（gastil）、経済的パフォーマンスの指標である実質

GDP の成長率（gdpdot）、国民 1 人当たりの実質 GDP（gdpper）とその 

成長率（ydot）、そして、人的資本の蓄積を示すデータである高等教育

卒業者の 25～64 歳の人口比率（educat）等との関係を要約している。

表2－2は、税制改革の方向と上記のデータの関係を表したものである。

課税構造のデータは、第 2 列が各指標の平均値であり、第 3 列から

は租税比率が示されており、第 3 列の租税比率は 0.25 以下であり、特

に、資本所得に軽課、労働所得に重課している課税構造の国を表して

いる。したがって、右の列の国ほど資本所得に重課、労働所得に軽課

という課税構造を採用している。そして、最後の第 6 列は、最も資本

所得に重課、労働所得に軽課という課税構造の国に対応している。

われわれのモデルは、人的資本に軽課が、人的資本の蓄積と民主主

義の強化、さらには経済成長を実現する、という命題を導出した。し

たがって、第 6 列の民主主義指標や経済データの値が、最も高い値を
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とることが予想される（gastil と demoage 指標は小さい値となる）。表の民

主主義指標と人的資本は、モデル予想とは一致していないが、経済パ

フォーマンスに関する 3 つの指標は、第 6 列の値が最も大きく、モデ

ル予想と一致している。すなわち、資本軽課の国よりも労働軽課の国

表 2　基礎データ
表 2－ 1　OECD諸国の課税構造

租税比率 平均 0.25 以下 0.25 ～ 0.33 0.33 ～ 0.6 0.7 以上
課税構造 労働重課  ← 労働重課へ 労働軽課へ → 
標　　本 32 7 7 12 6
taxratio65 0.4007 0.1527 0.2890 0.4031 0.8157
taxratio04 0.4559 0.2027 0.2934 0.4513 0.9499
polity 9.5742 9.8750 9.6071 9.5938 9.5250
gastil 1.2353 1.0260 1.0974 1.3333 1.2576
wgi 1.1818 1.6294 1.1991 1.0319 1.1602
demoage 1928.48 1920.14 1897.29 1944.64 1924
educat 25.8242 28.7143 28.4500 23.7275 25.0375
gdpper 29.5036 33.1557 30.6047 26.5158 35.3647
ydot 1.3683 1.0543 1.0407 1.2202 1.9870
gdpdot 2.0665 1.5911 1.5752 2.0660 2.6144

表 2－ 2　OECD諸国の税制改革の方向
租税比率の変化 平均 0.06 変化なし 小幅増加 0.1 以上増加 負の方向
税制改革の方向 労働軽課 改革なし 労働軽課 労働軽課 労働重課
標　　本 32 15 6 7 4
taxratio65 0.4007 0.3467 0.3861 0.4067 0.6146
taxratio04 0.4559 0.3691 0.4701 0.6224 0.4685
改革の平均 0.0552 0.0223 0.0840 0.2157 -0.1461
polity 9.5742 9.6346 9.7083 9.5357 9.75
gastil 1.2353 1.0606 1.1515 1.5130 1.25
wgi 1.1818 1.3382 1.3628 1.0341 0.9140
demoage 1928.5 1917.3 1914 1943.7 1937.8
edu 25.8242 26.3446 28.1300 26.2708 23.025
gdpper 29.5036 32.7568 29.5691 28.9996 26.2341
ydot 1.3683 1.0086 1.7366 1.5532 1.2023
gdpdot 2.0665 1.5900 2.6977 2.3556 1.5291

注 1：データの詳細は付録参照
注 2：改革の平均は（taxratio04 － taxratio65）の標本平均
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は、1 人当たりの GDP もその成長率も高くなっている。

税制改革の方向を表している表 2 － 2 の第 1 行目は、租税比率の変

化の大きさと方向が示されている。第 2 列目が OECD 諸国の変化の平

均であり 0.055 である。これは租税比率が約 5.5％、資本所得重課、労

働所得軽課の税制改革の方向にシフトしたことを意味している。そし

て、第 3 列は、その変化が 5％以下である税制改革の方向が明確ではな

い国を示し、第 4 列は、5％から 10％の資本重課、労働軽課の方向への

改革であり、第 5 列は、同 10％以上の税制改革となっている。そして、

最後の列は変化の方向が負である資本軽課、労働重課の税制改革を示

している。

われわれの理論モデルは、資本軽課、労働重課の税制改革が、民主

主義と経済成長に悪影響を与えることから、表 2 － 2 の第 6 列の値は、

最も低くなることが予想されている。表 2 － 2 の第 6 列と第 5 列の結

果は、民主主義指標 wgi、人的資本、そして経済成長の指標のすべて

が、モデル予想と一致している。すなわち、近年における労働重課、

資本軽課という税制改革を行った国は、民主主義の質的改善と人的資

本の蓄積を制約し、経済成長を抑制したことが予想される。しかし、

第 3 列から第 5 列の資本重課、労働軽課に対応して、民主主義や経済

成長が改善するという対応関係は確認することはできない。

4．3　実証分析

表 2 の基礎データは、課税構造が民主主義の強固さや安定性に影響

を与え、かつ、人的資本の蓄積と経済成長を促進させるという、第 2

節の理論モデルと部分的に一致している。以下では、経済成長と課税

構造および民主主義と人的資本との関係に関する実証分析結果を提示

する。

表 3 は 1 人 当 た り の 実 質 GDP 成 長 率 ydot と 実 質 GDP 成 長 率

gdpdot を従属変数とする OLS の推定結果である（20）。表 3 － 1 のモデ

ルは、租税比率 taxratio と民主主義指標 polity および従属変数のラグ

30

三
二
五



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
五
四
）

表 3－ 1　経済成長と課税構造の推定結果（OLS）
モ　デ　ル モデル 1a モデル 1b モデル 2a モデル 2b モデル 3a モデル 3b
従 属 変 数 ydot gdpdot ydot gdpdot ydot gdpdot

切　　片 0.5491 1.224 9.9978 10.8633 9.934 11.1478

租税比：
 taxratio

1.6219 1.6091 1.5497 1.4683 1.4884 1.3511
（0.8465）* （0.8709）* （0.7436）** （0.7824）* （0.7376）* （0.7808）*

polity
-0.973 -0.9952 -0.931 -0.9892

（0.2623）*** （0.276）*** （0.2621）*** （0.2769）***
lag（ydot） -0.2296 -0.1602
lag（gdpdot） （0.1432） （0.1442）
R-Square 0.0793 0.0723 0.3817 0.3571 0.4157 0.3784
標　　本 32 32 30 30 29 29

注 1： （　）内の値は標準誤差であり、* は 10%、** は 5 %、*** は 1 % で有意
である。

注 2：R-Square は、自由度調整済み決定係数である。

表 3－ 2　経済成長と課税構造の推定結果（OLS）
モ デ ル モデル 4a モデル 4b モデル 5a モデル 5b モデル 6a モデル 6b
従 属 変 数 ydot gdpdot ydot gdpdot ydot gdpdot

切　　片 9.197 12.0785 7.3671 6.5942 8.8324 8.0356

租税比：
 taxratio

1.4309 1.3434 1.5888 1.4985 1.3514 1.3414
（0.8402） （0.8353） （0.7633）** （0.7648）* （0.8527） （0.834）

polity
-0.8781 -4.1739 -0.9024 -0.897 -0.7955 -1.013

（0.4001）** （0.3977）*** （0.2819）*** （0.2825）*** （0.4171）* （0.4074）**
lag（ydot） -0.3071 -0.0981
lag（gdpdot） （0.2054） （0.1956）

人的資本：
 educat

0.0112 0.0302 -0.0162 0.0046
（0.0364） （0.0362） （0.0399） （0.0418）

経過年数：
 age

-1.0405 -0.6788 -0.3355 0.0389
（1.2381） （1.2308） （1.3172） （1.3623）

雇用：
 laglabour

0.0269 0.0455 0.0061 0.042
（0.0301） （0.0302） （0.0352） （0.0343）

R-Square 0.2728 0.2962 0.3755 0.4022 0.2973 0.3296
標　　本 27 27 29 29 26 26

注 1： （　）内の値は標準誤差であり、* は 10%、** は 5 %、*** は 1 % で有意
である。

注 2：R-Square は、調整済み決定係数である。

31

三
二
四



人
的
資
本
と
民
主
主
義
お
よ
び
経
済
成
長
（
坂
井
）

（
五
五
三
）

変数を説明変数とする推定結果である。租税比率の係数はいずれも正

であり、5％で統計的に有意である。この推定結果は租税比率の 1％の

上昇、すなわち、労働軽課、資本重課への税制改革が、成長率を年

1.5％前後高めることを意味している。表 3 － 2 のモデルでは、2 つの

モデルだけが有意であるが、租税比率の係数の推定値は 1.5 前後となっ

ている。

経済成長と民主主義指標 polity との関係は、すべてのモデルにおい

て、統計的に有意で、負の関係が確認されている。われわれの理論モ

デルは、民主主義と経済との間に、正の相関関係を予想するもので

あったが、実証分析結果は逆の関係となっている。このことは Lipsit

仮説に反して、民主主義の質的改善には、所得分配の公平性や機会の

公平性の実現のためのコスト負担が伴っており、そのことが経済成長

を制約するとともに、民主主義制度（選挙制度や政府の形）が経済成長

を制約していることが考えられる。なお、gastil や wgi 指標を利用し

たモデルは、不安定な推定結果であった。

人的資本の係数 educat は、推定した 4 つのモデルとも不安定な結果

であり、人的資本と経済成長との間に有意な関係は確認されなかった。

本稿で利用した人的資本は、OECD のデータベースから得られた 2006

年までのデータであり、他のデータとの整合性は不完全であった。し

かし、すべてのデータの標本期間を 2006 年までに統一した基礎データ

も、本稿の表 2 と同様な結果を得た。したがって、この人的資本の係

数の不安定な推定結果は、データの標本期間によるものではないもの

と考えられる。人的資本は経済成長に有意な影響力をもたないという

よりは、むしろ、推定方法や説明変数の欠如などの理由も予想される。

また、経済成長率は歴史、とくに民主主義の歴史や景気変動にも影

響されることから、民主主義の歴史 age 変数と雇用データである雇用

率、労働力率や労働力率の一期ラグ laglabou を説明変数とするモデル

を推定している。しかし、これらの説明変数はいずれも有意ではなく、

経済成長率への効果については確認されなかった。
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5 　むすび

われわれの経済は、農業経済から工業化経済へ、そして現在の人的

資本が重要な経済へと変貌してきた。本稿において、経済構造が革命、

圧政、クーデターや政権交代という、政変のコストに影響を与えると

ともに、経済構造が異なるグループ間の民主主義の負荷や再分配政策

の内容に影響を与えているという、Acemoglu and Robinson（2006）の

モデルを検討し、OECD 諸国のデータを利用して実証分析を行った。

われわれの分析において重要な変数は、人的資本の集約度と租税比率

（法人税 / 個人税）であり、それが経済と政治をリンクさせる変数であっ

た。この変数が経済構造を変化させ、民主主義のコストに影響を与え、

その民主主義のコストが民主主義の形成に影響を与え、それが経済に

フィードバックされるというメカニズムを考察してきた。われわれの

フレームワークは、民主主義の創出や強固さと経済成長との相互依存

関係を解明するものであった。

課税制度は、市場の失敗を是正し、民主主義を維持発展させるため

の費用負担に関わる制度である。わが国企業の国際競争力を高めるた

めに、法人税を引き下げるという議論がある（21）。しかし、本稿は、そ

のような租税政策が、日本の経済成長を高めるのではなく、むしろ逆

の影響をもたらす可能性が高いということを、理論的にも実証的にも

明らかにした。その実証分析結果は、法人所得への軽課、労働所得へ

の重課が、成長率を年 1.5％引き下げるという可能性であった。企業の

インセンティブや物的資本の蓄積は、経済成長にとって不可欠な要因

であるが、同時に労働者のインセンティブや人的資本の蓄積も、重要

な経済成長要因とともに、民主主義の質的改善にとってもキーとなっ

ているということが、本稿の結論である。

本研究は、労働軽課または資本軽課という課税構造が、制度を通し

て成長に影響を及ぼしている媒介要因であることを明らかにした。し

かし、本稿の実証分析は、Sala-i-Martin, et al.（2004）の指摘した重要
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な変数が、われわれの結論に与える影響を分析していない。「良い政策

と成長との間にある正のいくつかの相関関係は、単に、両者が良い制

度の結果であるという、事実に起因している証拠がある。そして、制

度の質をコントロールするとその相関は消失する」（Fata’s and Miho

（2013）, p.363）。課税制度は、Sala-i-Martin, et al.（2004）が指摘した 67

の変数には含まれてはいない。制度論からのアプローチは、生産要素

の蓄積、教育や技術革新等は、成長の原因ではなく、これらは成長で

あると位置づけている。そして、これらの諸要因は、成長の類似的な

原因にすぎないのであって、比較に基づく成長の基本的な説明は、制

度の差であることを強調している（Acemoglu el al.（2005）, p.388）。成長

要因を課税制度でコントロールすることは、今後の重要な研究テーマ

である。

注
＊ 　本稿作成の過程において、瀧本太郎准教授（九州大学大学院経済学研究

院）、坂本直樹准教授（東北文化学園大学）、中嶌一憲准教授（兵庫県立大
学）から貴重なコメントを頂いた。記して感謝申し上げたい。残る過誤は
筆者の責任である。

（ 1 ） すべての個人の選好が single peaked である場合、median voter の選
好する政策が、代替的な政策を排除し、かつ、その政策は直接民主主義に
おいて選ばれるという、median voter 定理が成立する（Acemoglu and 
Robinson（2006）, p.94）。この定理は、民主主義の意思決定をほぼ近似し
ていると思われる。この定理の詳細は坂井（2014）参照。

（ 2 ） 内閣府「経済活動別の国内総生産及び要素所得」昭和 30 年～平成 10
年、平成 2 年基準「1988 年度国民経済計算確報」および「2012 年度国民
経済計算確報」、「経済活動別国内総生産」。

（ 3 ） Acemoglu and Robinson（2006）, p.316。Thurow（2003）は、このよう
な社会を知識資本主義と呼んでいる。「知識資本主義は、過去二世紀の工
業化社会中心の国民経済に取って代わろうとしている」（p.263）。また、
Jones and Romer（2010）は、Kaldor（1961）の成長に関する 6 つの事実
に対する新しい 6 つの事実（市場の範囲の拡大、加速する成長率、成長率
の多様性、国家間の大きな所得格差と TFP 格差、人的資本の増加、相対
賃金の安定性）の 1 つに、労働者 1 人当たりの人的資本が、世界中で増加
していることを示している。
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（ 4 ） Acemoglu and Robinson（2006）は、非民主主義社会が市民革命によっ
て、民主主義社会の誕生や逆の民主主義社会がクーデターにより非民主主
義社会が成立する等、様々なモデルを提示している。政治（民主主義）と
経済（市場）の相互関係の基本的分析枠組みに関する survey は、
Acemoglu and Robinson（2006）, Cha.2, Acemoglu, Johnson and Robinson

（2005）、Peasson and Tabellini（2013）、坂井・岩井（2011）および坂井
（2013）、（2014）を参照。

（ 5 ） クーデター条件は、破壊率（喪失率・（1－操業率））φ が大きく、分
配率θが低く、税率τp

H, τ
p
Kが低いとき満たさない。τp

H＜τp
Kのとき、右辺は

代替率σと負である。
（ 6 ） 例えば、平成 19 年 11 月の政府の税制調査会の「抜本的な税制改革に

向けた基本的な考え方」における、抜本的税制改革の視点とその具体的方
向性として、「公平・中立・簡素」の基本原則を踏まえながら、以下の 3
つの視点で税制改革を行う必要性を明言している。1．国民の安心を支え
る税制、2．経済・社会・地域の活力を高める税制、3．国民・納税者の信
頼を得る公正な税制。

アメリカの税制改革の基本的理念や税制改革の方向は、伝統的かつ基本
的な公平、中立、簡素という租税原則を前提としながら、特に、成長を重
視したものとなっている。2005 年のアメリカの「大統領連邦税制改革委
員会（President’s Advisory Panel on Federal Tax Reform （2005））」の最
終報告書のタイトルは、「簡素、公平 , そして成長推進：アメリカの税制
を固定するための提言（Simple, Fair, and Pro-Growth: Proposals to Fix 
Aamerican’s Tax System）」となっている。

なお、諸外国の課税制度と税制改革の簡単な紹介は坂井（2010）を参照。
（ 7 ） Fisher（1937）は、所得の定義に関する「貯蓄前に受け取った所得の

ことをいうのか、貯蓄後に受け取った所得のことをいうのか」、という論
争について、「何が正しい所得と呼ぶかは、明らかに後者である」（p.54）、
と述べている。Fisher は実質所得に基づいて課税することを強調しており、

「それは消費と呼ばれているものから構成されている」（p.34）と定義して
いる。すなわち、所得から貯蓄を控除した消費に課税することを提案して
いた（坂井（2010）、p.812 参照）。

（ 8 ） この所得を課税ベースとする税制を所得課税または所得税体系とよび、
消費を課税ベースとする税制を消費課税または消費税体系とよぶが、現行
税制の所得税、消費税とは異なっている。

（ 9 ） このことは、フランスは課税後の賃金が最も低く、課税後の消費財の
価格が最も高く、アメリカは、課税後の賃金が最も高く、課税後の消費財
の価格が最も安いことを意味している。また、この推定結果は、フランス
の労働者は、労働供給を増加させて、消費財を追加生産することによって
得られる消費財が 0.4 単位以下であることを示している。また、アメリカ
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の労働者のそれは 0.6、イギリスの労働者は 0.54 である。すなわち、フラ
ンスの労働者は同じ労働提供によって、アメリカの労働者の 3 分の 2、イ
ギリスの労働者の 4 分の 3 の消費財しか獲得することができないことを示
している。

（10） Prescott （2002）と Prescott and Chair（2004）は、フランスの税制
が労働供給を他国よりも少なくし、その結果、フランスの厚生水準を他国
よりも低くしていると指摘している。坂井（2010）では、1980 年～2007
年が 1.5、80 年代 1.39、90 年代以後 2.05 と推定している。坂井・坂本

（2014）では、都道府県別のtax wedgeを推定し、最小である熊本県は1.22
であり、最大は神奈川県と滋賀県の 2.29 であり、大きな地域間格差が存
在している。この tax wedge の格差は以下のことを表している。すなわち、
熊本県民は、追加的労働供給 1 単位から得られる私的財が、税制によって
18％（＝（1－1.22－1）× 100％）失われ、82％分の私的財が得られるのに対
して、神奈川県と滋賀県の県民は、それが 56％（＝（1－2.29－1）× 100％）
失われ、44％の私的財しか手に入れることはできないということである。
少なくとも 23 県に関しては、tax wedge に大きな格差が存在していること
を明らかにした。

（11） 國枝（2008）は、労働供給の弾力性等に関する Prescott（2002）、
（2004）を巡る論争を紹介しつつ、わが国における現実の労働時間の分析
には、税・社会保険料よりも各種給付制度のもたらすインセンティブのほ
うがより重要であるため、Prescott のモデルはあまり有用でないとしてい
る。しかし、Prescott（2005）は、アメリカやヨーロッパにおいては、
人々は所得税に反応しており、Spain の 1998 年の税率のフラットは、労
働供給を 12％増加させていると指摘している（p.127）。

（12） 馬場（2004）は、「二元的所得税論の第 1 のメッセージは、所得税体
系において主役は勤労所得税に当てるべきであり、したがって、資本所得
は脇役にとどまるべきであるとするものである。この主役とは、勤労所得
税が所得税体系において税収調達機能と再分配機能を中心に担うことを意
味する。資本所得税率を勤労所得税率以下に設定して一律に分離課税する
ことである。この点で、二元的所得税論は、伝統的な包括的な所得税論、
ないしは総合所得主義とは決別する」（p.4）、と説明している。

（13） フラットタックスについては、田近・油井（1996）、鈴木（2008）、森
信（2011）参照。

（14） この課税ベースは、Meade（1978）委員会のキャッシュフロー概念の
R-base である（Bradford（2004）, p.3）。Meade（1978）の R －ベースはレ
ントへの課税であり、利潤から正常報酬を控除した超過利潤が課税ベース
となる。経済的レントに課税することは、投資から得られる（正常）収益
を無税にすることが可能となり、資源配分の歪みを引き起こすことが解消
されることから、望ましい課税と考えることができる。この R －ベースを
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課税ベースとする法人税が、企業活動にとって中立であるとともに、公平、
中立、簡素及び国際性の観点にから魅力的な企業税として知られている。
Meade（1978）委員会のキャッシュフロー課税については、横山（1995）、

（2007）参照。
（15） 法人所得への課税は、経済的レントに課税することが最も説得的であ

ると考えられる。Meade の提案のようにキュッシュフローは経済的レント
であり、超過利潤である。完全競争市場では、この超過利潤は長期的に獲
得不可能な報酬である。リスクや経営努力や技術革新に対する報酬、そし
て短期的な需給変動に伴う意外な報酬が利潤である。これらの報酬に課税
をすることは、市場経済の活力を大きく損なうことになりかねない。それ
は市場参加者がリスクを負担することや努力を罪 Sins であるとして、罰
punishment（課税）を課しているからである。したがって、完全競争企業
の利潤は課税すべきではない。

一方、不完全競争市場における利潤は、完全競争市場の利潤とは異なる。
その利潤は、リスクや技術革新や経営努力に対する報酬も含むが、その多
くは市場の不完全性に基づくものである。すなわち、市場への参入を制限
する技術や初期投資をはじめとして、情報の非対称性、財の質的格差、市
場規模そして政府の規制に起因している。これらの市場では人為的に希少
性を創出し、価格は競争市場よりも高く設定され、それによって利潤が生
み出されている。このようなレントには、競争市場からの逸脱により生産
費用を超える超過利潤が存在している。したがって、これらの市場の利潤
への課税は正当化され、かつ、税率は労働所得税の最低税率よりも高く設
定することが是認される。それは、価格を低く設定することが可能である
にもかかわらず、それを達成していない罪に対する罰（課税）であるから
である。

（16） アメリカは 1986 年以降、15,000 に近い税制の変更を行ってきている。
それは 1 日に 2 回を超える変更に等しい。このことから、アメリカの税制
が複雑になり、税制についての教育や解釈さらにはそれを執行するための
監督などに膨大な時間と労力と資金が投入されてきたことが窺いしれる。
各税制の変更には発起人がおり、その提案を擁護する合理的な根拠をとも
なっていたのである（President’s Advisory Panel on Federal Tax Reform 

（2005）、序文 p.v）。Bradford（2005）によって提案された X tax の税制改
革は、このようなアメリカの煩雑な税制を改革することにより、持続的な
成長を可能にする課税制度の構築が期待されている（p.14-17）。

（17） フラットタックスの移行措置は、全資産の減価償却を認めるものであ
る。Altig et al.（2001）, p.586 の表 3 と p.591 参照。

（18） 当時の連邦所得税の税率は 0.216 以下であり、X タックスの 2045 年
の税率は 0.157 となっている（p.591）。

（19） 一国の総所得に占める労働分配率は、長期的に 0.7 で安定的に推移し
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てきた。このことを前提とするならば、税負担の公平性の観点から、資本
と労働の租税負担率（法人税 / 個人税）は、0.4 前後ということができる。
この 0.4 を基準として、租税負担率 0.4 以上を労働軽課（資本重課）、0.4
以下を労働重課（資本軽課）の課税構造と分類することも可能である。

（20） 統計および計量分析には、統計ソフト SAS を利用している。
（21） 「法人税の改革について」「税制調査会」平成 26 年 5 月 16 日。法人税

率は日本 35.64、USA40.75、UK24.0、シンガポール 17.0 であり、日本の
法人税は高いが、USA よりは低い（「法人所得課税の実効税率の国際比較」
財務省資料）。

付録　データの詳細
世界銀行の Worldwide Governance Indicators は、以下の Web site を利用

している。http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home およ
び OECD の主要データは、Web site http://www.oecd.org/statistics/ を利用
している。

以下は、本稿において利用したデータと出所の詳細である。
polity：Polity Ⅳ：－10 ～ ＋10．－10 は強固な独裁国家、＋10 は強固な民主

国家。2000-2010 年の平均。http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.
htm。

gastil：Gastil　Index：Political rights（政治的権利）と Civil rights（市民
権）の平均、2000-2010 年の平均、1 ～ 7。小さい値がよい民主主義、
Freedom House（2011）、（2007）、Freedom in the World。

wgi：Worldwide Governance Indicators. Voice and Accountability Political 
Stability and Absence of Violence/Terrorism, Government Effectiveness, 
Regulatory Quality, Rule of Law, Control of Corruption 以上 6 指標の 2004
年から 2012 年の平均値

demoage：民主主義の成立年（西暦）、Pesson and Tabellini（2003）、表 4．1。
educat：人的資本（％）：人口 25-64 歳に占める高等教育機関卒業者の割合。

2003-2006 年の平均：www.oecd.org/statistics。
gdpper：人口 1 人当たり実質 GDP：2005 年価格、2004-2012 平均、www.

oecd.org/statistics。
ydot：人口 1 人当たり実質 GDP 成長率（％）（2005 年価格）：2004-2012 年

平均、www.oecd.org/statistics。
gdpdot：実質 GDP 成長率（％）（2005 年価格）：2004-2012 年平均、www.

oecd.org/statistics。
taxratio：（法人所得税 /GDP）/（個人所得税 /GDP）（％）。
Taxratio65：（法人所得税 /GDP）/（個人所得税 /GDP）：1965 年～2011 年

の平均
taxratio04：（法人所得税 /GDP）/（個人所得税 /GDP）：2004 年～2011 年
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の平均
labour：労働力率＝労働人口 / 人口（％）：Labour force participation rate 

www.oecd.org/statistics。
age：民主主義の経過年数：指数＝（2005－demoage）÷205（：）、1800 年＝1、

Pesson and Tabellini（2003）, p.81. アメリカが 1 となる指数である。
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